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昭和46(1971)年 、米 国信託法 リステ イ トメン ト(第2版)を 翻訳 しよ うと発 案 された のは田中實先生 で、当時慶

塵義塾大 学大学院の信託法研究会 のメ ンバーは5名 で あった。 その後10年 以上の年月 をか け、最終 的にはメ ンバ

ー もHl巾 先生、新井先生、雨宮 の3名 になったが継 続 して会報 「信 託」に抄 訳 を掲載 し、1昭和57(1982)年 に460

条 の翻訳 が終了 した。 この翻訳 は、抄訳 であっため、木当 は必要 な事例 がかな り省略 され てしまった ことが、研

究会 として気にはな っていた。そこで田中先生 は これ をすべて見直 し、判例 に対応す る具体的 な事例 はすぺて を

網羅 し、 分か りやす く、 また使 いやす い翻 訳にする必要が ることを強調されたのであ る。 しかしなが らこの作 業

は かな りの時間 を要す ることであった。 それに もかかわ らず(財}ト ラス ト60が、 この作業へ の援助 を快 くお引

き受 け頂 き、平成2(1990)年 か ら再び、全 面的 な翻 訳の見直 しが始 まった。 しか し翻訳 という作業は、意外 に時

間がか か り、 なかなか終わ りが見 えな い上 、 リステイ トメ ントの3版 が出版 され、そ もそ も2版 をもう一度見 直

す必要が あるのかとい う事態 にも立ち至 った。 しか しなが ら田中先生 のご意志 は固 く、 ご自分 としては、生涯 の

仕事 としたいという ご意 向で、た とえ3版 が 出版 されよ うとも、2版 の内容 を明 らかにす ることは、信託法研究

に重要な意味 を持 つ と言われ、翻訳の見直 しのス ピー ドア ップ体制 を考 えることになった。そ こで設置 され たの

が、1ケ 月 に1回 の研究会 のほかに数回行 うワーキ ングで、慶慮大学 の図書館 のセ ミナー室 や各先生の研究室 な

ど場所 を転 々としなが ら翻訳 の見直 しをしたことが いまではなつか しい思 い出である。 この間、(財)ト ラス ト

60の 副理 事長が3人 もお変 わ りになったが、わが慶慮義塾大学信 託法 研究 会のメ ンバ ー も3人 の若手女性研究者

が参 加す ることにな り、翻訳作 業は急激 にス ピー ドア ップされる ことになった。 しかしなが ら残念 な ことに平成

5(1993)年7月29n、 研究会 の代表 であ る田中先生が急逝 され てしま った。残 され たメンバ ー としては、翻 訳見

直 しを完成 す ることが、先生 の ご恩 に報いる ことと信 じながらようや く終了 の運 びとな った。 ここにた どりつ く

までには、 田中先生の ご指導、(財)ト ラス ト60の忍耐強 い、 また暖かい ご支援、不jE確 な翻訳 や誤訳 を ご指 摘

下 さった海原 文雄先生な ど多 くの方 々の ご支援 があ った。 ここに改 めて御礼 申 し上げ る次第 である。そ して最 後

に、田中先生 の三回忌に本書 を捧げ、心 よ りご冥福 をお祈 り致 します。

平成8(1996)年3月

慶応義塾大学信託法研究会

代表 雨宮 孝子
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受益者の衡平法上の救済方法

受益者以外の者の救済方法

信託財産の代位物に対する迫及

信託違反によらないで得た利益に対する責任

信託違反によらないで生じた損失に対する無責任

信託逓反に対する責任

忠実義務違反に対する責任

信託財産の売却による信託違反の責任

信託財産の売却を怠ることによる信託違反の責任

財産買受による信託違反の責任

278

280

281

282

282

283

285

285

287

293

294

298

303

304

305

㎜

307

308

309

309

310

312

314

316

318

325

327

327

331

335

336

340

340



第211条

第212条

第213条 損益 相殺

第214条 数人の受 益者

第215条

第216条 受益者の同意

第217条

第218条 追認に よる免責

第219条

第220条

第221条

第222条 免責約款

第223条 承継受託者 の責任

第224条

第225条

第226条

第226条 の2

第5節 信託資金の投資

第227条

第228条 損失 の危険 分散

第229条

第230条

第231条

財産買受を怠ったことによる信託違反の責任

第208条から前条までに述べられた義務の二つ以上に違反した場合の責任

無能力者の受託者の責任

権利放棄または契約による免除

受益者の権利 の消滅 時効(1aches)

裁判所の判決による免責

受託者の破産と免責

共同受託者の信託違反に対する責任

代理人の行為に対する責任

受益者以外の者に対する信託財産の支払または譲渡の責任

無効な信託のもとでなされた支払または譲渡の責任

受託者が適法になしうる投資

売渡抵当による貸付の金額

不法な投資を処分すべき義務

後に不適法となる投資

第6節 迎続受益者

第232条

第233条

第234条

第235条

第235条 の2

第236条

第237条 支出の分配

第238条

第239条 消耗 的財産

連続受託者に対し公平に取扱う義務

収入および支出の信託財産の元本および収益に対する割合

収益開始の時期

収 益 の 分 配(apportion■elt)

生涯受益者の死亡時の収益の処分

株式より生ずる収益

分配期間中における信託の終了

342

345

348

352

354

355

鋤

361

363

365

郷

367

368

369

371

371

373

375

375

382

鍋

384

387

390

390

391

跳

397

398
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405
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節240条 非 収益的財産

第241条

第7節 受 託者の報酬

第242条 受託者の報酬

第243条

第8節 受 託者の費用補償

第244条

第245条

第246条 契約 上の責 任

第247条

第248条

第249条

第9節 受益者 の責 任

第250条

第251条

第251条 の2

第252条

第253条

第254条

第255条

第256条

第257条

第10節

第258条

第11節

節259条

第260条 計算の承認

売 却遅延 の場合 における割 当(allocation)

信託違反の報酬請求権におよぼす影響

正当に負担した費用

不当に負担した費用

不法行為上の責任

権利.↑三体 と しての責任

受益者から個人的に補償を受ける権利

受託者個人に対する受益者の責任

信託財産に対する受益者の責任

遺言者に対する受益者の負債

受益者の一人が信託に金銭の支払いをなす契約

受益者の一人による信託財産の不当な処分

受益 者の一人に対す る過払 い

受益者の一人に対する信託財産の前払いまたは貸付

受益者の一・人が信託違反に同意または関与した場合

受託者を兼ねる受益者の責任負担の範囲

共同受託指間の求償関係

共同受託者からの求償

信託事務処理に関する裁判所の指示と計算の承認

裁判所に対する指示の要請

409

411

415

415

420

421

421

424

427

428

430

431

433

433

435

435

436

437

438

439

441

445

447

447

449

449

450

(以下 【下巻】)

第8章 第三者に対する責任

第1節 受託者の責任

第261条 受託者の責任一般

451

451

451

一
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第262条 受 託者の契 約上の責任

第263条

第264条

第265条

第2節

第266条

第267条

第268条

第269条

第270条

第271条

第271条 の2

第272条

第273条

受託者が責任を負わない旨の合意

不法行為に対する受託者の責任

所有権者としての受託者の責任

債権者の信託財産に対する執行権

普通法上の訴訟による信託財産の執行

衡平法Lの 訴訟による信託財産の執行

受託者が信託財産から求償を受くべき権利を有する場合の信託財産の執行

信託財産が利益を得た場合の信託財産の執行

信託条項が財産の責任について規定している場合

契約によって信託財産を拘束する場合

信託財産か らの弁済 を許す ことが公平 と認 め られ る、 その他の事 由

第 ≡三者に対す る義務 の特 定履行(specificenforce■ent)

信託財産に対する第三者の権利の保護

第3節 受益者の責任

第274条

第275条

第276条

第277条

第278条

第279条

受益者の責任一・般

受益者の契約上の責任

不法行為に対する受益者の責任

権利主体としての受益者の責任

受託者が受益者から個人的に免責を認められている場合

受益者が信託財産の交付を受けた場合

452

453

456

457

458

458

458

459

462

463

464

465

467

469

470

470

470

471

472

473

473

第9章

第1節

第280条

第281条

第282条

第2節 信託財産の譲受人

第三者の責任

受託者に対して不利益な行為をなした第三者

受託者による訴の提起

受益者による普通法上の訴の提起

受益者による衡平法上の訴の提起

第1款 総則

第283条

第284条

第285条

譲渡が信託違反でない場合

善意有償取得者

衡平法上の権利の譲渡

475

476

477

480

481

484

484

484

484

鑑

一



第286条

第287条

第288条 悪意取得 者

第289条

第290条

第291条

第292条

第293条

第294条

第295条

第2款 認 識{notice)

第296条

第297条

第3款 対 価(value)

第298条 現 存す る対価

第299条

第300条

第301条

第302条

第303条 一部支払 い

第304条

第305条

第306条

第307条 破産 管財人

第308条 受託 者の債権者

第309条 競落 人

第4款

第310条

第311条

第312条

第5款

第313条

第314条

信託財産に衡平法上の権利を設定した場合

善意有償取得者でない譲受人から善意有償取得者への譲渡

無 償取得 者(donee)

違法行為 による譲受人

悪意取得老の責任の範囲

無償取得者の責任の範囲

違法行為による譲受人の責任の範囲

訴提起をなしうる者

受託者および譲受人に対する訴提起の選択

信託の存在に対する認識

信託違反に対する認識の意義

譲渡前における対価の支払

譲渡後における対価の支払

信託違反を認識した後における対価の支払

対価としての約束

対価としての既存債務の弁済

対価としての既存債務に対する担保供与

債権者のための譲受人

信託財産に対する権利の移転

信託財産譲渡の債権契約

信託の事実を知った後の譲渡

譲渡前で受託者が信託違反行為を完了した後の信託の認識

受益者 に対す る禁反言(estoppe】}

受益者が禁反言を受ける場合の債権者の権利

受益者が禁反言を受ける場合の衡平法上の権利者の権利

'

一 ゜

487

489

490

490

491

492

496

499

500

501

502

502

503

509

509

511

512

513

513

5ユ5

517

519

521

522

522

523'

524

524

524

525

526

526

527
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第315条

第6款 善意有償取得者か らの譲 渡

第316条

第317条

第318条

第319条

第320条

第3節

第321条

第322条

第323条

第324条 信託資金の受寄者

第325条

第326条 受 託者 とのその他の取 引

第4節

第327条

第5節

第328条

第329条

受益者が譲渡に同意した場合の譲受人の権利

善意有償取得者からの譲受人

有償による受託者への再譲渡

善意有償取得者から悪意取得者への再譲渡

善意有償取得者から無償取得者への再譲渡

善意布償取得者からの新たなる信託としての再譲渡

信託財産の譲渡を受ける以外の方法による信託違反への関与

受託者に対して支払われたものが不当に使用された場合

受託者による第三者に対する権利の放棄

第三者の受託者 に対 す る権利の相殺(setoff)

受託者が保有する有価証券の移転の登録

出訴期限法(Statuteoflj■itation)お よび消滅時効(1aches)の 効果

受 託者 が出訴期 限法 お よび消滅 時効に より権利行使を禁 じられ た場 合の受益者 の権利

受益 者による義務免 除および受益者 に対する相殺

528

528

529

529

蜘

530

531

532

532

533

533

535

537

538

539

・・…539

第三者に対する権利の受益者による義務免除

第三者の受益者に対する債権の相殺

541

541

543

第10章 信託の終了および変更

第330条 委託者によ る信 託の撤 回

第331条 委 託者による信 託の変更

第332条

第333条 取 消および訂正

第334条 信託期問 の満了

第335条

第336条 緊急 の事情 による終了

第337条 受益者の同意

第338条 受 益者および委 託者の 同意

第339条 委 託者が唯一の受 益者であ る場 合

第340条 受 益者のある者が同意 しな い場 合

撤回または変更の権限の錯誤による週脱

信託H的 遂行が不能または不法となる場合

545

545

552

蹴

556

558

560

562

563

569

571

573

一
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節341条 混同

第342条

第343条

第344条

第345条

第346条

第347条

受託者が信託財産を受益者に譲渡、または受益者の指図に従って譲渡する場合

受益者が受益権を受託者に議渡する場合

信託終了の場合における受託者の権限および義務

受託者が信託終了に際して信託財産に対する権利または占有を移転する義務

信託財産の変形の指示

数人の受益者がある場合の信託財産の分配方法

575

579

582

586

587

591

591

第11章

第1節 定義

第348条

第2節

第349条

第350条

第351条

第352条 約 因

第353条

第354条

第355条

第356条

第357条

第358条

第359条

第360条

第361条

第361条 の2

第362条

第363条

第364条

第365条

第366条

第367条

公益信託

公益信託の定義

公益僧託の設定

公益信託設定の方法

委託者の能力

信託設定の意思

財産権移転の必要

受 託者の了知(notice)と 承諾

1]頭lh[拠 房〔貝‖(parolevidencerule)

詐 欺防1ヒ法

遺言法

遺言による公益信託の設定

隠れたる公益信託

委託者の死亡を停止条件とする場合の生前行為による処分

委託者が信託の取消、変更または支配の権限を留保している場合の生前行為による処分

預金の形態の仮の信託

公益信託の設定に対する制限

597

㎜

㎜

601

601

602

舗3

聞4

6⑪5

607

607

5鵬

609

609

田1

613

…6】6

信託財産

受益者不特定

公益信託の期間

取 消 及 び 訂 正(refo頂ation)

撤 回 及 び 変 更(nodification)

617

6旭

囎2

623

観3

624

闘4

L 一
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一

第3節 公益 目的の性質

第368条 公益 日的 とは何か

第369条 貧困の救済

第370条 教育の振興

第371条 宗教の発達

第372条 健康 の増進

第373条 行政 または自治 目的

第374条

第375条 特定 の受益者

第376条 個 人的 な利 益

第377条 不法 の 日的

第4節 公益 儒託の事務処理

第378条 受益者能 力

第379条 受 託者 の義 務

第380条 受 託者の権 限の範 囲

第381条 信 託条項 の回避

第382条 裁 鼠的権限の制 限

第383条 受 託者 が数人ある場合

第384条 残余受 託者

第385条 承継受 託者

第386条 受 託者の責任

第387条 受 託者の解任

第388条 新 受託者の選任

第389条

第390条

第391条

第392条

第393条

第394条

第5節

第395条

第396条

第397条

その他の社会福祉の増進

投資

受託者の報酬

公益信託の履行の強制をなしうる者

救済手段の性質

第三者に対する訴

裁判所に対する指図の要請

信 託 の効 力 ・可 及 的 近 似 の 原 則(thedoctrineofcypres)

委託者が公益目的を表示しなかった場合

公益日的が受託者の選択に委ねられている場合

受託者の欠敏

625

625

626

628

629

631

631

632

635

637

腿

639

640

641

642

643

644

645

645

645

646

646

646

647

647

648

649

650

650

650

650

651

652
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策398条

第399条

公益目的と無効な信託

特 定の公益 目的が無 効であ って も、委託者が 、一般的な公益 目的に供す る意 思を有 す る

場合。可及的近似の原則

655

第400条 残 余財産 の運 用

第401条

第6節 第三者に対 する責任

第402条

第403条 契約上 の責任

期間の制限または条件

不法行為に対する責任

661

668

669

674

675

676

第12章

第1節 …般原則

第404条

第405条 無償 譲渡

第406条

第407条

第408条

第409条 消滅1時効

第410条

第2節

第411条 一一般原則

第412条

第413条

第414条

第415条

第416条

第417条

第418条

第419条

第420条

第421条

第422条

第423条

復 帰 信 託(resultingtrust)

復帰僧託の発生する場合

詐 欺 防 止 法(theStatuteofFrauds)

受益者による譲渡

受託者による譲渡

復帰信託の終了

明示信託が効力を有しない場合

復帰僧託発生が生じない場合

公益信託が効力を有しない場合

特定集団の構成員のための信託

」血縁 者{relatives)の た め の信 託

不特定集団の構成員のための遣言処分

不確定または一般的目的のための遺言処分

特定の非公益目的のための遺言処分

特定の受益者の指定がない生前譲渡行為

数個の有効な目的のための信託

公益自的と無効な目的

信託が不法であるために効力が生じない場合

譲受人が譲渡に対し対価を支払った場合

678

680

682

682

682

683

684

684

685

686

686

693

695

697

698

699

700

701

702

703

704

705

708
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第424条

第425条

第426条

第427条

第428条

第429条

第3節

第430条

第431条

第432条

第433条

第431条

第435条

第436条

第437条

第438条

第439条

第4節

第440条

第441条

第442条

第443条

第444条

第445条

第446条

第447条

第448条

第449条

第450条

第451条

第三者が譲渡に対し対価を支払った場合

信託宣言に対し対価が支払われた場合

一般的指名 権(gemera】po鴨rofappoint■ent)を 付 与 された者のた めの復帰信託

特定的指名 権(specialpowerofappoint■ent)を 付 与 された者のた めの復帰信託

既存 の信託 の受益 者に よ り新 たに設定 された信託が効 力 を有 しない場合

710

711

''"一 ・712

・・一 …714

口頭による権利消滅行為

明示信託の信託財産に残余が生じた場合

一般原則

復帰信託が発生しない場合

公益信託における残余財産

譲受人が譲渡に対し対価を支払った場合

第三者が譲渡に対し対価を支払った場合

信託宣言に対し対価が支払われた場合

一・般 的指 名 権(gemera】po冊rofappoint■ent)を 付 与 され た者 の た め の 復 帰 僧 託

特 定 的指 名 権(specialpo曹erofappoint■ent)を 付与 され た者 の た め の 復 帰 信 託

既存の信託の受益者により新たに設定された信託

口頭による権利消滅行為

財産権がある人に対して譲渡され、その購入代金が他の者によって支払われた場合

一般原則

復帰信託が生じない場合

1血縁 者(relative)の 名 で す る 買 入
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第1章 信託の定義 および他の法律関係 との区別

第1節 信託 の定義

第1条 本 リステイ トメン トの範 囲

第2条 信託の定義

第3条 委託者、信託財産、受 託者、受益者

第4条 信託条項(ter■softhetTust)

第2節 信託 とその他の類似 の法 概念 との区別

第5条 信託 と寄託(bai1■ent)

第6条 信託 と遺 言執行者 の地 位(executorship)ま たは遺産管理 人の地位(ad■inistrationship)

第7条 信託 と後見(guardianship)

第8条 信託 と代理

第9条 信 託と譲渡担保(■ortgage)、 質権(pledge)、 先取特権(lien)

第10条 信 託と衡平法上 の負担

第11条 信託 と条件

第12条 信託 と債務

第13条 信 託と財産譲渡契約

第14条 信 託と第三者 のためにす る契約

第15条 信託 と債権譲渡

第16条 信 託と債権 の一部 譲渡

第16条 の2法 人の幹部役職員 と区別 され る信託受 託者

第16条 の3財 産管理人 と区別 され る信託受 託者

第16条 の4信 託 と普通法⊥ の財 産権

第1節 信託 の定義

第1条 本 リステイ トメ ン トの範囲

本 リステ イ トメン トにおいて信託 と称され るは次の3種 類の信託 に限る。

(a)第2条 において定義され る信託

(b)公 益信託(第348条 ～第403条 参照)

(c)復 帰信託(rθ 釧ltinotro3t)(第 ・403条～第460条 参照)

注:

旦.一_走り_ステイ トメ 之 卜二適囲㎜ 田

本 リステ イ トメ ン トは、第2条 にお いて定義 された信託及び公益信託乃至復帰 信託 を含む ものとする。

1
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【第1章 】

本 リステイ トメン トにお いては遺言書或 いはその他 の書面に よる証 書だけでな く、口頭 ある いは 当事者 の他の

行為によって設定 され る信託 も含 まれ る。

h、._杢」リステ イ ト.メン トの適用1匝囲[外

ビジネスの手段 として信託 を採用す る場合、本 リステ イ トメ ン トの範 囲外 である。また、担 保手段 と して信託

を採用する場合 の規定 も、本 リステ イ トメン トの範 囲外 で ある。

既婚婦人 の利益の ためだけに用 いられ る信託に関す る特 別な規定 には、 ほとんど既婚婦人 財産法(■arried

▼o書en'spropertyacts)カf適 用 され るので、その特別規定 は、本 リステ イ トメ ン トでは範 囲外 であ る。

c.公 益 一語

私 益信託(privatetmst)と いう用語は第2条 に定義 されて いる信託 と公益信託 とを区別す る場合 に、前者

の信 託を指 す もの として用 い られ る。

私益信託 と公益信託 の根 本的な区別は、次の点にあ る。すなわち、私益信託 にお いては、信 託財産は、 その信

託の受益者 として指定 された特定の人のための もので あるのに対 し、公益信託 にお いては、 信託財産は、 共同体

の利益 とい う目的に奉仕 する ものであ る。

」L_復 緬a託

明示信託(expresstrust)と い う語は、本 リステイ トメ ン トにお いては、一方では第2条 に定 義 され た信 託と

復帰信託(resultingtrust)と を区別する場合 、他方で は、第2条 に定義 された信託 と擬制信託(construc-

tivetrust)と を区別す る場 合は、第2条 に定義 された信託 を示 すた めに用 いられ る。

復帰信託 は、その発生方法 、その性質 におよび受 託者の義務 の範 囲において、明示信託 と異 なる。復 帰信託 に

つ いては第404条 ～ 第460条 に規 定されている。

皇.擬 制信託

擬制信託 は、 その者の財産権 の取得或 いは保有が法 律上 の根拠 に基 づかず、その取得或 いは保有 によ って、不

当な利得 を得 る ことにな るので、その財産権 を保有 する人 をして、 それを他 の人に譲渡すべ きである衡 平法 上 の

義務 に服 させ る とい う財産権 に関する関係 である。 原状 回復 の リステイ トメ ン ト第160条 参照。

明示信託、復帰信 託の双方 と も、 それ らを発生 させ る人 の意思 の表 示の上 に成 り立ってい る。 明示信 託 は、委

託者の意思 の表示 によ っての み発生す る。第23条 参照 。復 帰信託 は、委託者 が財産権を取得 或 いは保有 している

人に 、その権原 を与 え る意思が ない という推定が生 じる状 況の もとで発 生する。第404条 参照 。他方 、擬 制信託 は、

当事者の意思の表示 に よるの ではな く、不 当な利得 を是正 しようとする ものである。

擬制信託に適用 され る規則 は、 明示信託 から生 じた擬制信託、或 いは明示信 託を生 じさせ るもの以外 は、本 リ

ステ イ トメ ン トでは扱 わな い。 この規則は、原状 回復 の リステ イ トメ ン トで扱 う。

第2条 信託の定義

本 リステイ トメン トにおいて信託 と称す るのは、 「公益 」 「復帰」 また は 「擬制 」とい う文 言が付 け られ てい
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る場 合を除き、載る財産権を保有す る人に、その財産権 を他人の利益 のために管理 ・処分 すべき衡平法 上の農務

に従 わせる財産権に関する信 認関係{fidociaryr61ati㎝8hip)で あ って、設定の意 思表示 にも とづ き発 生する

ものを言 う。

注:

a.凪 語

特定 な形容詞 をつ けないで信託 という語 を用 い る場 合は、本条で定義 され る信託 を意味す る。す なわち、復 帰

信託、擬制信託 では な く明示信 託を意味 し、公益信 託ではな く私 益信託 を意味 するの であ る。

上._」違.認関係

他人 と信認関係にあ る者(受 認者)は 、 その関係 内の事項 に関して、その他人 の利 益のために行為す る義務 を

負 う。受 認者は、通 常第三者に受認 者 としての義務 の履行 を させ ては な らな い。第171条 参照 。信認関係内の事項

に関 して受認者は、相 手方の犠牲にお いて 自己の利益 を得 てはならない義務 お よび相 手方 の承諾な しに利 益相反

す る ような対立関係に入ってはな らない義 務を負 う。但 し、裁判所 の許可 または信認 関係設定 時の条項 によ って

認 め られ ている時は別 である。第170条(1)項 参照。受認者が相手方 と取 引する場 合 、その取 引に影響 を与 え るも

の で自己が知 り得 た全 ての事情 を相手方 に開示 しない場合、またはその取引 が相手方 にとって不公正 である場 合、

相手方 はその取引を取消す ことがで きる。 第170条(2)項 参 照。

信認関係 は、受託者 と受益者 の関係のみ な らず、特 に後見人 と被後見人、代理 人 と本人、弁護士 と依頼人 との

関係 を含む ものである。その関 係によって影響 を受 ける取引関係 の範 囲および課 せ られる義務 の程度は、それ ぞ

れ全 く同 じであるわけではな い。信託 受託者 の義務 は、 その他 の信認 を受 け る地 位に立つ者の義務に比べ ると、

よ り徹底 した ものであ る。信託受託者 の義務 につ いては、第169条 ～第185条 参照 。

二 者間の関係が信認関係では ないが、 なお、信頼関係(c㎝fidentlalrelation)で ある といえる ものが あ る。

例 えば家 族関係 ・医者 と患者 ・僧侶 と信者 の関係がそ うである。

甲が乙 と信認関係ではな く、信頼関係 にあ る場 合、 甲乙間でな され た取 引は、事実上 甲が 乙を信頼 していた場

合 に乙が その信頼 を、詐欺 または不当威圧(undueinfluence)或 いは その他 の方 法 によって濫用 したというので

な い限 り、一・方 の申立 によって取 り消す こ とはできない。乙 との信頼 関係 にある 甲の不当利得 に対す る救済 につ

いて は第44条 注Cお よび第45条 注C参 照。

信認関係が存在 していても、 その関係の範 囲外 にある別の種類 の取 引が、 その当事者の行為であ って も、当事

者 間の信頼関係の濫用がな い限 り、取 消 されな い。

例:

1.AはBの ための 甲地 の信 託受託者 である。Aは 甲地 に関す るBの 受益権 を買受 ける。 また、Aは

B所 有の乙地 を買受け る。 甲地 の価値に影響 を及 ぼす事実 を、Aの 知 り得 た限 りBに 明 らかに しなかっ

た場 合、Bは 自己の甲地にっ いて有する受益権の売買契約 を取消す ことが できる。乙地 の売買契約 につ

いては、AとBと の間に信頼関係 があ り、Aが この関係を濫用 した場 合、た とえば、Bに 自由な情報 を

得 させ ないように妨害 した というような場 合でなければ、Bは その売 買契約 を取消す ことは できない。
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c。 財産権」P四perty) ..

財産権は、物に対す る権利 を意味す るのであ って、物 自体 を意味す るのではない。財産権 の リステイ トメ ン ト

第1章 序説参 照。

「信託財 産(権)(trustproperty)」 とは、信託 によって保 有 され る権利 を意 味する用語 である。

1信 託の 目的物(thesubject■atterofthetrust)」 とは、 信託 によって保 有 される権利 の対象 物 を示 す用

語である。

d_L権 原_皿{e)_と 漣 権(01mership)一

「所有権 者(o加er)」 とい う用語は、本 リステ イ トメ ン トにおいては、 その者 の利 益のために単数 、或 いは複

数の権利が帰属する者 を指 す。それ らの権利の帰属者は、 自己の利益の ために保有するか、或 いは他の者 の利 益

のために保 有す るかに拘 らず、それ らの権利につ いての権原 を有 す る。

或 る者が、物につ き完全 な所有権 を有 する時、その者 は 「物 の所有権老(omerofathing)」 と称 され る。 さ

らに、その者がその権利 の一・部 分 を手離 したとして も、た とえば 、地役権或 いは賃借 権を譲渡 したよ うな場 合で

も、なお、その者は 「物 の所 有権者 」として称 され るであ ろう。物 に対す る権 原(titletoathing)」 という用

語は、権原 を有す者が、他人 の利益の ために管理又は処分す る義 務を負わ ない限 り、物 の所有 者と して有す る権

利(anaggregateofiηterests)と 同じ意味に なる。

例:

2.印 地の所有 者AはBに 甲地 の地役権 を設定 し、Cに 対 して は、10年 間の賃貸借契約 を結ん だ。A

は地役権 と賃借権 がつ いたま まの甲地 を、Eの ための能 動信託(activetrust)と して、Dと そ の相続

人に譲渡 した。Bは 甲地にお ける地役 権の権原 を有 し且 つその権利 を所 有する ものであるが甲地 につい

ての権原を有す るのではな いし、 また、 甲地 を所有 しているので もない。Cは 甲地 に賃借権 の権原 を有

し且つその権利 を所 有するの ではあるが、 甲地の権原 を有 した り、所有権 を有す る ものではな い。Dは

甲地についての権原 はあるが、 甲地の所有権は有 しない。Eは 甲地 についての衡平法 上の権 利の権原 を

有 し且つその権利 を所有す るものであ るが、 甲地 につ いての権原 もない し所 有権 を有 するもので はない。

是一_捌手抹.上璽 義務一(魎bledut

衡平法上の義務 とは、大法 官裁判所ま たはそれ と同等の権限 を有す る裁判所 において強制可能 な義 務であ る。

上」 薗呼 法 上の権 利

信託においては、信託 の 目的物につ いて権利が分離 され ている。す なわ ち、 信託受 益者 は衡 平法 上の権利 を有

し、受託者は通常普通法上 の権利を有す る。衡平法上の権利 とは、大法官裁判 所によって発達 した原理 や規準 お

よび法準則に起源を もつ よ うな種類の権利 を言 う。普通法上 の権利 とは大法官裁 判所 と区別 される普通法 裁判所

に よって発 展 された原理や規 準お よび法準 則に起源 を有す るよ うな権利 である。

普通法 上の権利 と衡平法 上の権利 を区別 することは、 これ ら2つ の権利 が、 元来、 異なる法廷 で別の訴訟手続

の形式に よって実施 され てきた もので あるという沿革的 な事情 に よるもの である。衡 平法上 の権利 に適 用 される

法準則は、大法官裁判所 によ って展開 されてきたため、普通法 上の権利 に適用 される法準則 に比 べ、よ り柔軟性
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があ る。 この柔 軟性 は、良 識ある者 の行為 の規準 という観点に もとつ く正義 の原 則 を適用 し、 固定 した規則 を適

用 せず、 また財 産上 の権利 を保 障する というよ りはむ しろ人的義務 を強制 した大法 官の概念 に一部 は起因す る も

のであ る。更 に、衡 平法 における訴訟手続が普通 法におけ る訴訟手続 とは別の ものであ ることに も起因す る。 そ

の最 も重要 な差異 の一つは、普通法上 の訴 にお いては、裁判の判決が、原告 の土 地や動産や金銭 を回復す る権原

の有無 を、絶 対的に宣 言 し、 もしそれが原告勝 訴の判決 であれば、裁判所 の執行 官に よる財産上或 いは被告側 の

者 に対す る差押 えの実行 を通 じて強制 され るのに対 して、衡平法上の訴訟にお ける判決は、訴 訟の一方当事者 に

対 して、一定 の作為 ない し不 作為義 務 を課 す命令であ り、 しか もこの命令は絶対 的な もので もよ く条件付 で もよ

い。

(1)衡 平法上 の権利 が設定 される方法 は、それ と類似 の普通法上の権利が設定 され る方法 とは異 なった ものと

言 える。

(2)衡 平法 上の権 利は、設定 可能 な普通法上 の権利の種類 とは異な るものが設 定 され うる。

(3)衡 平法上 の権 利を有する者の第三者 に対 す る関係 は、普通法上 の権利 を有 す る者のそれ とは異 った もので

ある。

{4)衡 平法 上の権 利は、普通法上の権利 の消 滅を もたらさな い法律行為 によ り消滅す ることがある。

且.七_童,思の亘量」匡_二(■anifesta血 一〇f.jn迦 口∫四1.

「意思 の表 示」 とい う用語は黙示 の意思 と区別 され る外部的 に表示 され た意思 を意味す る。第4条 参照 。

互,何 糞 塾要 素

本条 で明 らかなよ うに信託は3つ の要素 を包 含す る。す なわち、(1)「 受託者 」 この者 は、信託財産 を保 有

し衡平法上 の義務に従 って、それ らを他 の者 の利益のた めに管理 ・処分す る。(2)「 受益者 」 この者 のために、

受 託者 は、 信託財産を管理 ・処分すべ き衡 平法 上の義務 を負 う。(3)「 信託財産 」 これは受益者 のために、受

託者 によって保有 されてい る。

i.受 託 者の必要性

受託者 が暫 くの問存在 して いな くとも、信 託は設定 され得 るし、設定 され た信 託 も継続 され得 る。財産 の所有

者が、 その財産 を信託で遺贈す る場 合、受 託者 が遺 言中 に指名 されていない場 合、或 いは受託 者 として指名 され

た者 が死 亡或 いは何 らかの理 由でその財産 につ いて の権原 を取得 できないような場合 であって も、信託 は成 立す

る。第33条 参照。 さらに信託は、生存者間 の譲渡に よ り、 たとえ譲渡証書 中に指 名 され た受 託者がいないか、 或

いは受託者 として指名 された者が死亡若 し くは何か他の理 由によって財産 に対 する権原 を取得 で きない場 合であ

って も、設 定 され得 る。第認条参照 。受託者 として指名 された者 は、受託者 と して の行為 をす ることを否認 し又

は拒絶す る ことができ るが、受託者 へ の通知又 は受託者 による承認が な くとも信託は設定可能 であ る。第35条 参

照。 さらに、一度信 託が設定 されたな らば、単 に受託者が その後に死亡 したとか辞 任 したとか 、解 任 された とか、

その他 の理 由で受託者でな くな った というような理 由のみ で、効力 を失な う ことはな い。第101条 参照 。 このよう

な場合 には、新たな受託者が指名 され る ことにな る。第108条 参照。

jl.礼」費品書②必」理性
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受益者が、暫 くの間 存在 しな くとも、信託は設定 され得 るし、既 に設定 された信託の継続 もで きる。

信託設定時に受益者 が存在 しな くと も、永久権禁止則 の期間 内に受益者 が確 定で きれば信 託は設定 でき る。第

112条 参照。例 えば、信 託設定時 に懐胎 されているが、 まだ生 まれ ていない子の利 益のため、又は、信 託設定の時

には、団体の メ ンバ ーがまだ確定 されな くても、 その団体の利益の ために も設定可能である。第120条 参照 。

財産が、私益信託 を意 図 して譲渡 され、特定 の又 は確 定 し得ぺ き受益者 が存在 しな い場合 、信託 の設定 は認め

られな い。第123条 、第124条 参照。

一 財産の必要性

信託設定の時 に、信 託財産が 存在せ ず、 または確定 できな い場合 は、信 託は設定 されない。第74条 参照 。

信託が設定 され た後 に、信託 財産 の全部 がな くなった場合、受託 者は、 もはや信託 として保有 する物 はな いが、

受託者は なお受益者 に対 し、信 認関係にあ り、 それに基 づ く義務 を負 うことはあ り得 る。第74条 注cお よび第87

条注b参 照。

第3条 委託者、信託財産、受託者、受益者

(1)信 託 を成立 させる者 を委託者 とい う。

(2)信 託 と して保有 されて いる財 産権 を、信託財産 とい う。

(3)財 産権 を信託 と して保有 する者を受託者 という。

(4)財 産権が、あ る者の利益 のために信託 と して保有 されてい る時に、その者 を受益者 とい う。

注:

牟 委託者

委託者 という用語 には、生存 者間で信 託を設定 する者 お よび遺言 信託 を設定す る者 を含む。

b. _信 託財産(概)(th旦t理L迦perty)..

信託財産(権)と は、信託 として保 有 されている権 利を言 う。信託 の 目的物 とは、信託に よって保 有 され る物 自

体 を言 う。第2条 注c参 照。 信託財 産(権)を 全体 と して表わ そう とす る場合 には 「trustestate」 とい う語が使

用 される。

星,当 事者{四r蜘}の 意 義

「当事者 」という用語は、法 人組 織および権利能 力な き社団 を含 む。受託者 とな りうる者の資格 について は第

4章 第89条 ～第111条 参 照 。受益者 となる者 の資格 にっ いては第5章 第112条 ～第131条 参照。 委 託者 とな る者 の

資格 につ いては、第18条 ～第22条 参 照。

δ」_抜薮}雅褒者

財産権 は複数 の受 託者 によって、また複数の受 益者のた めに保有 され ることが ある。第113条 参照 。

第4条 信 託 条 項(termsofthetrust)
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「信託条項 」 とい う用語は、信託に関す る委託者の意思 の表示 を意味 し、訟 訴手続 において、証拠と して認め

られた もの を言 う。

注:

± 一聯 罰遠 田」に食 ま」1口上 の

「信託条項 」 とい う用語は、本 リステ イ トメ ン トにお いては広義 で用 い られてお り、 それが書面によ ると、口

頭に よる と、或いは行為に よるとを問わず 、信託設定時 における委託者 の意思 の表示 を含 み、訴訟手続 にお いて

証拠 と して認め られる もので ある。

信託条項 を明示する書面がな い場 合、或 いは、書面に記載 され ていなかった り、不 明瞭 であ った場合に、信託

条項 を決定 す るにつき重要な諸事情は以下 の通 りで ある。(1}委 託者、受益者 お よび受託者 の地位、たと えば、

年令、性別 、能力、社会的地位、財産状態 、当事者相互 の関係等、(2)信 託財 産権 の価格 と種 類、(3)信 託設定

の 目的、(4)慣 習、(5)信 託の管理 され るべき事情、(6)意 思の表示 を含む あ らゆ る書面 の作成についての要式

・不要式、過 失の有無等。

信託条項 を決定する委 託者の意思は、信 託設定時にお ける意思 であ り、設定 後の意思 ではな い。 しか しなが ら、

信託設定時 における委託者の意思は、設定 後に生ず る事実 によって明 らかに され る ものであ り、事実の証拠 に よ

って証拠法 上、そのよ うな意思あ りと認定 する範囲に限 る。

巨.個 睡牽蜘 こ貧重れ魁 ⊥も」抑

信託条項 が問題 とされて いる訴訟手続 において、委託者 の意思 の表示 の証拠 が証拠 として採用 されない場 合、

それ は、信 託条項 を構成 しな いことに なる。そ こで、そ の意思表示が 、遺言法(statuteof胃ills)や 詐 欺防止

法(statuteoffrauds)、 口頭証拠法則(parolevidencerule)或 いは証拠法 上 の諸法則 に よって証拠 として

否認 された場 合には、信託条項にな りえない。

止_遺 言{鋼 定 された信託

信託が遺 言によって設定 された場合 の信 託条項 は、遺言 の一般法則 に従 い、 あ らゆ る状況 を勘酌 して決定 され

る。

止.鼻 面 によ一ワて生 餌1行為長 よ.互鍵定足 れ]ヒll:}髄

信託 が生 存者間の法律 行為に よって設定 され、且つそ れが書面 による場合 の信託条項は、 あ らゆ る状 況 を勘酌

して その書面の状況か ら解釈 され決定 され る。但 し、そ の信託 に関す る委託者 の意思の表示 に対 しては、詐 欺防

止法や 口頭 証拠法則やその他の諸法 則 に従 わな くてはな らない。

旦,堕 在妻 問で田頭 に よ.塑設定 さ魅 苗打

信託が 生存者間で法律 行為に より設定 され、且つ、書面 によらない場合の信 託条項 は、委 託者の意思 表示に関

す る証拠 によ って決定 され る。但 し、委託者 の意思表示 の解釈に関 しては、詐 欺防止法や その他の諸法 則に従 わ

な くてはな らない、

.f⊥適 捷書猟

受託者 の権限お よび義務の性質 と範 囲を決定す る信託条項 の効 力については、第164条 参 照。
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第2節 信託 とその他の類似の法概念 との区別

序説:

多かれ少なかれ信託に類似 して いる極 めて変化 に富ん だ関係が た くさんあ るが、それ らは信託 ではな い。 さ らに

「信託」 という語が、時 にはその ような関係 を網羅す るために漠 然 と使用 される こともある。信 託に適用 され る

規定は、それ らの関係 には適 用 され ないので、 この ような諸 々の関係 と信託 を区別する ことは重 要であ る。 これ

らの関係の あるもの は、大法 官裁判所 が信 託を承認す る以 前か ら、信託 として裁判所によって認識 され てお り、

あるものは、大法官裁判所 以後発展 した。 またあるものは、普通 法裁判所 によ って発 展 し、ある ものは、大法 官

裁判所に よって、あ る ものは、教会法裁 判所(ecclesiasticalcourts)に よ って発展 した。

「信託」 という用語 は、時 として、 あ らゆる信認関係 を網羅 す るために も使われた。本 リステイ トメ ン トでは、

信託 とい う用語 は、 このよ うな広 い意 味においては使用 されていな い。なぜ な らば、信託に適 用 され る規定 の多

くは信認関係 には適用 されな いからである。遺言執行者、 後見 人、法人の役 員 または取締役 な どは受認者 であ る

が、 それ らの関係は、信 託 とは 多くの而 で異 なる。

さ らに、信託 と代理 とを区別 するのは重 要であろう。通 常、 代理人 は本人 の財産権 を取得 しな い。 たとえ、代

理人 に財産権が与 えられて も、代理人 は、信託 に適用 され る規 定 よ りも、 む しろ代理関係に適 用 され る規定 の方

に従 う。代理人 が本人 の利益の ために財産権 を保有 してい る場 合、 その代理 人は、あ る意味では受託者 であ るが、

その行為はすべ て本人 の コン トロールに服 するので、 その者は代理人 である。 この ような者は、代理受託者

(agemttrustee)と 呼ばれ る こと もある。代理法 リステ イ トメ ント第 二版築14条 の2参 照。代理 と信 託との特質

の区別は、第8条 で扱 う。

次 に、金銭債務者 は受 託者 ではない。 しかし、金 銭債務 と信託 との区別 を扱 うことは重要であ る。なぜ な ら、

時として、金銭債務 が設定 され たのか、信託が設定 されたのか を判定 す ることが困難であ り、信託 に適 用 され る

規定 と、金銭債務 に適 用 され る規定 とは大 いに異なるか らであ る。 また、 信託 と譲渡担保、衡平法上 の負担

(charge)お よび財産権 譲渡契約 のそれぞれを区別 する ことは重要 である。

第5条 信 託 と寄託(bailment)

寄託は信託で はな い。

注:

a,寄 託 ヒ信託 の区別

動産の所有 者が、他 人に当該 動産 の所有権を移 さないで、 その動産 の 占有 を移す場合は寄託で あって信託は発

生 しない。

寄 託と信託 の区別 は、両者間 の起 源 と発 展における相違 の結果 であ る。すなわち、寄託は、信託 が大法 官裁判

所によって承 認 され たよ りもずっと以前に、普通 法裁判所に よって認 め られて いた。寄託 を規律す る法規 は、普
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通法 裁判所 と大法官裁判所 が分 離 して存在 している こととは別 に発展 して いった のに対 し、 信託 を規定す る法規

は、2種 の裁判所が あったため、信託 の 目的物 における普通法 上の権利を扱 う裁 判所、信託の 目的物にお ける衡

平法上の権利 を扱 う裁判所 とい うよ うに発展 していった ものであ る。

上L、..意墨 の表丞

信託が創設 されるのか寄 託が創設 され るのかは、 所有者が、所有者或いは第三 者の利益のた めに他人に動産 を

移転す る時 の、当事者の意思 の表 示に基づ く。表 示 された意思が、譲受人が それ に よって動産 に対 する権原(動

産の所有権)を 取得 する とい うことであ るな ら、 その行為は信託で ある。表示 された意思が、 それ によって動 産

の所有権 を得 るのではな く、 単に占有権 だけを取得 す る場合であ るな ら、それ は寄託であ る。

例:

1.Aが 自己所有の馬の 占有 をBに 移 し、Bの 馬小屋で一 ケ月馬 を保 管 し、その後Aに その馬 を返 す

よ う指 示した。異な る意思 を表示 した証拠がな い限 り、信託 ではな く寄 託が成立 した ことになる。

2.Aは 証書(deed)に より、Bに 農場 とそ こで使用 している馬全部 を譲渡 し、且 つその農場 と馬を

売 却 し、その売却 代金 をAに 支払 えとい う指 図 をした。馬 につ いて の寄 託でな く、信 託が成立 した こと

にな る。

雌

信託 の 目的物は、動産で も不動産で もよ く、 有体物で も無体物 でも良 いが、不 動産や無体財産 は寄託 の 目的物

とはな らない。寄託の 目的物は、動産、或 いは社 債、株券、保険証券 というような権利 を具体化 した証書 である。

土 受獺煮 ま止.1弍聾 托煮 ζレ工連 焦亘旦ム

本人 の動 産につき 占有 して いる代理人 は受寄 者であ る。 その者が本 人のために保有 して いる物について所有名

義 を有 している場合、その者は代理 受託者(agenttrustee)で ある。

旦L楕 租 と鍛 耕墾性質

寄託者 の権利は普通法上の権利であ るのに対 し、信託受益者の権利 は衡平法 上の権利で ある。受寄者 の権利は

普通法上 の権利であ り、他方、信託受託者 の権利は、衡平法上 の権利 である場 合 もあるが、通 常、普通法 上の権

利 である。

受寄 者の寄託者に対す る義務は、時 には、特殊な動産 の事件 につ いては、大法 官裁判所が それ らを強制 す るた

め競合 して管轄権 を有す るが、通常は 普通法 上の管轄権 に服 する。受 託者 の信 託受益者に対 す る義務は、 あ る場

合 には、信 託受益者が受託者 を相手 として普通法 上の訴 を提起す る ことができる こともあ るが、一般的 には、衡

平法上 の訴 を提起す るものである。第198条 参 照。

」」」幽醒 ム.

動 産の 占有 だけを有 している受寄者 は通 常、寄託者 の権利 と関係 な く自由にその動産 を譲 渡す るとい う権原は

ない。他 方、動産の受託者 は受益者 の利益 のた めに その 権原を有 して いるとはい え、信託 の 目的 に従わずに、善

意取 得者に その動産 を譲渡す る こと もできる。 その結果 、受託者 はその動産 を衡平法 上の権 利 を無視 して譲渡す

る こともあ り得 る。第284条 参照。
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磁

受託者 も、通常 は受寄 者 も、過 失な く信託または寄託の 目的物 を滅失鍛損 し、 その価値 を減少 させた場 合、責

任 を負わ ない。第204条 参照。

上」_呈遣 挺 しての第三者

信託 も寄託 も第三 者の利益 のために設定 される。

例:

3.Cに 馬 を売 ったAは 、その馬の 占有をBに 移 した。Bは 貸 馬車屋 の管理人 で命令 に もとづ きCへ

馬を引渡すよ う指示 されてい る。異った意図が示 され た証拠がな い場合、BはCの ためのその馬の受寄

者 であ り、受 託者 ではない。

4.Aは 証書 で農場 とそ こで使 っていた トラク ター を全 部売 り、 その売上 げ代金はCに 支払 うように

指示 してBに 譲渡 した。 トラクターにつき寄託で な く、信 託が設定 され た ことになる。

-L-irt瞳Lの 寄」托

寄 託が特定 の信 託条項 のために設定 された場合 、例 えば、寄託 者の意思に よ り終了 させ られ ない ような寄託 の

目的物 につき受 寄者 が利益 を有 する場合、その受寄者は第三者 のための受託者 となる。

例:

5.AはBの ための農場 の受託者である。受託者 としての義務の履行 のために、AはCか ら トラクタ

ーを3ヶ 月借 り、信 託財産 か ら100ド ル をCに 支払 った。Aは 、 トラクターの受寄者 としての権 利に関す

るBの 受 託者で ある。

第6条 信 託 と 遺 言 執 行 者 の 地 位(executorship)ま た は 遺 産 管 理 人 の 地

位(administratorship)

遺言執行者または遺産管理人の地位は信託ではない。

注:

旦、.遡詫執社賓亘地位とWIJ丘上の差異

遺言執行者は、信託受託者と同様、信認関係における受認者である。それゆえ、遺言執行者は信託受託者と同

様、信認関係の範囲内の事項につき、自己の個人的利益を得ることはできない。例えば、遺言執行者が個人の利

益のために受遺者と取引関係に入る場合、その者は全ての情報を開示しなくてはならず(170条 参照)ま た、受託

者と同様、自己の権限や義務を他人に代理させてはならない(171条 参照)。

遺言執行者は、遺言者の債権者、受遺者および最近親者{nextofkjn)に 対し義務を負う。これらの義務は最

初は普通法裁判所および教会法裁判所において強制されていたが、次第に大法官裁判所が管轄するようになった。

受託者の義務は大法官裁判所で実施された。遺言執行者の義務を強制した裁判所についてのこの違いが、遺言執

行者の地位と信託との差異の大きな原因となっている。

一10一

一



←

一一

【第1章 】

b.義 務

遺 言執行者の義務は、被相続人 の遺 産の清算終了 まで とい う限定 が なされて いて、その性 格 は一時的 なもの で

ある。制定法に別段の定 めが ない場合 は、遺言執行者 の義務は以下 の ような もの である。臼)遺 言者の動産 の占

有 を移 転 させ る。(2)遺 言者 の債務 の弁済 をなす。(3)遺 贈をなす。(4)残 余財産 がある場 合、 それ を遺言者 の

最近親 者に分配す る。

遺 言者が受託者 と同一人物 を遺言執 行者 として指定 した場合、 また は遺 言執行者 に受 託者 としての義務 を賦課

した場 合、その者は上記4種 の義務 を履 行す ることにっいては遺 言執 行者 として行為す る ことに なるが、 その他

の附加的な義務 につ いて は、受託者 と して職務 を行 な うのである。

例:

1.AはBに 信託 と して10,㎜ ドル を遺贈 し、その内容 は、その餓 を投資 し、収益 をCに 支払 い、

Cが 成年に達 したときにCに 元本 を支払 うとい うものであ った。Aは 自己の残余 財産 をDに 遺贈 した。

AはBを 自己の遺言執行者 に指名 した。Aの 死後 間もな く、Bは10,000ド ルを分 離 し、Cの 受託者 とし

て、 自己の名義 で投資 をした。BがDに 財産 の残余 を支 払 う前に、Bが 投資 した有価証券の価値が下落

した。 その損失 はCに 及ぶ のであ って、残余財 産に及ぶ ものではない。

受託者は通常、信託財産が利益 を生 む ように運用 し、 投資を行 な う義務を負 う ものであ るが(第181条 参照)、

遺言 執行者は、通常 このような義務 を負 うもの ではない。 しか し、被相続人 の財産 の分 配が遅れ たことにつ いて、

正 当な理 由が あるならば、遺言執行者 は、投資 を行 な うについて一定の権利 を有 し、または義務 を負 うことが あ

るが.そ の許容 しうる投資 の範 囲は、受 託者に許 され るよ りも狭 い もの となろ う。

』,.不 璽と産、∫r皇alprOP;r工y)_

普通法 上、遺言執行者 は、遺 言者 の不動 産の権利 を取 得する ものではない。遺言者が不 動産 を売却 し、その不

動産 の売却代金 から負債或 いは遺贈 を支 払 うように指示 して自己の遺言執行 者に その不動 産 を遺贈 した場合、そ

の遺 言執行者は、受託者 としてその不動 産 を取得す る。

止.且 回週葺」紺 堵 と良 匝翼』直煮

遺 言執 行者が数人あ る場合、 そのうちの いずれ もが単独 で遺言 者の動産 を移 転 またはその他の処分を行な う権

限 を行使す ることが できる。受託者が数人 あ る場合 には、通常全員 が共同 して信託財産 の移転或 いはその他の処

分 をなす権限 を行使 しなけれ ばな らな いが(第194条 参照)、 公益 信託の場合 は、受託者 の過半数でその ような権

限 を行 使す ることがで きる(第383条 参照)。

㊨

遺 言執行者は、受託者 とは異 なる立場、 異な る方法 に よって課税 される ことが しばしばあ る。

f.」 鍾延設定豊 効果

遺 言に よって設定 され た信託 の受益者 は、信託が適法 に設定 された後は、 死者 の一般財 産 につ いての権利 を有

しない。

例:
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2.Aは 遺 言で、総額10,㎜ ドルを分 離 し、それ を投資 し、その収益 をB生 存中 はBに 支払 い、B死

亡 の場合 にはその 元本 をCに 支払 う旨の指 示をな した 。また、Aは 自己の残余財産の全額 をDに 遺贈 し

た。AはEを 遺言執行 者な らびに受託者に指 定 している。Eが まだそ の金額 を分離 しないうちに、或 い

は投 資 をす る前 にA死 亡の時100,㎜ ドルの価 値 であった不 動産の価値の下落 によって50,000ド ルにな っ

て しま った場合 で も、BとCはElこ 対 して 自分 たちのために10.㎜ ドルを分 離しておき投資 を行 なうよ

う強制で きる。

3.事 実 は事例2と 同様で あるが、 ただEが10,000ド ル を分離 して受 託者 として、自己の名義 で、あ

る有価証券 に投 資す ることを信託 として設定 した後、 この有価証券 の価値が下落 し、その結果、 たった

5,000ド ルの価 値 しかな くなった。BとCはEに 対 し、被相続人 の残余 財産か らその損害 を填 補す るよ う

権利 を強制す る ことは できない。例1参 照。

4.Aは 国法 銀行{NationalBanks}数 社 の株 式 をか な り多 く所 有 してい るが、そのAがBの ために

信託 として、国法銀行株 の10株 を遺贈 し、 自己の残余財産 をCに 遺 贈す る。AはDを 遺言執行 者お よび

受託者 に指 定 し、Dに 対 し現 在 自己がBの ために信託 と して保有す る10株 を選択す るよう指示 を与 えた。

Aが 死 亡 し、そ の遺言 が検 認を受けた。それ以外何 もな されない うちに上記 の銀行 のうちの1社 が破産

し、 賦課金(assess■ent)が 株主に課せ られた。そ の賦課金 は残余遺産か ら支払 うべ きである。

5.Dが10株 を受 託者 として 自分 自身の所有 に移 した後 に賦課金が徴収 されるという点 を除 いては、

例4で 述べた事実 の同様の場合、賦課金が、 たとえその ような移転が なされ た後株主 に課せ られ たとし

て も、残余 遺産 か ら支払 うべ きものではな い。

9.趣 期限法(StatUteOfIi■itatiOnS1

遺言者の債権者が遺 言執 行者に対す る権利、また は若干 の州 にお いては受遺者 または最近親者 の権利 もまた出

訴期限法の適用 を受 けるが、受託者 に対 する受益者 の権利 は出訴期 限法 の適 用を受 けない。第219条 参照。

遺言者は、 自己の債権 者お よびその他 の者 の利益 のために、信託 で 自己の財産 が保有 される ことを指示 でき る。

この ような場合、遺 言者の債権者 は、 その債権の即時 弁済 を主張 しうるか、 信託の設定を承認(acquiescence)

す る こともできる。後 者の場合、 それ らの者はその信 託の受益者 であるか ら、財産権に対す る債権者 の債 権の 申

出 には出訴期限法 は、 適用 され る ことはない。

虹,_杢 逮{嫡.1⊆」よる死亡

制定法 によって、死 者が使用 しえない損害賠償 請求権が、遺言執 行者に授 与 され、 その ような損 害賠 償請求権

を行 使する ことによ って取得 された損害賠償金額 が、死者 の遺産(一 般財産)の 一部 とな らない場 合、 その遺言

執行 者は、 この損害賠償請求権 を遺 言執行者 としてでは な く、受 託者 として行使す るのである。

例:

6.X州 の制定法 に よると、故意 または過失 によ り他 人 を死亡 させ た者 は、死亡 した者の住所地 にお

いて指 名 された死者の人格代表者 に対 して責任 を負い、損害賠償額 が人格代表者 に より、死者の未 亡人

や子供連お よび最近 親者 に支払わ れる。Y州 のAは 、X州 のBの 過 失で死亡 した。遺 言に よ り、AはC
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を遺 言執行 者に選 任 して いた。遺 言執行状 は、Y州 のCに 交付 され た。CはX州 にお ける補助 的な遺 言

執行状 の提出な しに、X州 にお いてBを 相手 として訴 えた。X州 では、 補助的遺 言執行状の提 出がなけ

れ ば、他の州で選任 された遺言執 行者 が訴訟 を提起す る ことを認め る規 定がな い。 に も拘わ らずCの 損

害 賠償請求は認め られ る。Cは 、遺 言執 行者 としてでは な く、受託 者 として訴訟 を提起 したのである。

L遣 麟 理 ム

遺産管理人 は受託者でな い。遺産管理人 の義務 は、遺言執行者 と同様 であ るが 、死者が 自分 の財産 を管理 する

よう指 図 したのではない とい う点で、遺言執行者 と異な る。

第7条 信 託 と後 見(guardianship)

後見 は信託 ではない。

注:

旦L螢 現、と{自賠璽正 則

後見人 と被後 見人 との間の関係は、受託 者と受益 者 との間 と同様、信認関係 であ る。

しかしなが ら、受 託者は、信託財産(権)に 対 して権原 を有 して いるのに対 し、財 産の後 見人 は財 産について権

原 を有 する必 要はな く、財産 を所有す る被後見 人のため にそれ を処理 する権能 と義務だけ を有 する。信 託の受 益

者は、信 託の 目的物 に衡 平法上の権利 を有 し、 被後見人 は、普通法上 の権利 を有 す る。

後見人 は、被 後見人が法的能力 を欠 いている場合 のみ、裁判所 によって選任 され る。信託の受託者 には、 その

ような限定 はない。

h.一」怖据と義務

後見人 の権能 と義 務は、制定法に よって定 め られ るが、受託者の権能 と義務 は、本 リステ イ トメ ン トに述 べ ら

れて いる法準則 に よって決定 され る。 ただ し信 託条項お よびそれ らが制定法 で修 正 され る場合 は別 である。第16

4条 参照。

旦 二後見内 塾照類

後見人 に適 用 され る諸規定は、後見人(guardian)、 財産管理人(conservator)、 保佐 人(co■ittee)、 補佐

人{curator)或 いは、その他の名称の いかんにかかわ らず、同様 に適用 され る。それ ら等は、被後見人 が未成

年者 、精神病 者或いは裁判に よって浪費者 の宣告 を受 け た者、 また法 的能 力を欠 いて いた者 であって も、 同様に

適 用 され る。

第8条 信託と代理

代理 は信託 ではない。

注:

旦._棉 原
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受託者は、信託財産に ついての権原 を有す るが、代理人 は、 その財産に対 して代理権は有す るが、本 人の財産

に対す る権原 は有 しない。

勉_.支 配(control)一

代理人 は本人 の利益 のために行為 し、 且つ、 その支配 に服する。(代 理法 リステイ トメ ン ト第2版 築1条 、第

14条B参 照)受 託者 は、 受益者 の支配 には服さない。 ただ し、受託者が信託条項 に応 じて、 受益者の利益 のため

に信 託財産 を処理 しなけれ ばな らない とい う条件下 にあ り、 この義務 の遂行 を受益者が強制 でき る場合 は別 であ

る。

c.責 任

代理人 は、 第三者に対す る人 的責任 を本人に負 わせ ることがで きる。受 託者は、受益者にその様な責任 を負わ

せ ることはできない。

旦⊥」氏諾

代理は本人お よび代理 人の同意に よって成立す る(代理法 リステイ トメ ン ト第2版 第1条 、第14条B参 照)。 信

託 は、受益者ま たは受 託者の承諾や了解 なしで成立す る こともあ る。第35条 、第36条 参照。

まL」酎

代理 は、代理人、 または木人 のいずれ かの意思で終了 させる ことが でき、 いず れかの死亡或 いは無能 力 によっ

て終了す る。代理法 リステ イ トメ ン ト第2版 築14条B、 第120条 ～第122条 参照。一方 、信託 は代理 と違 い、受益

者 または受託者 のいずれかの死 亡または無能 力によっては終了 しない。第330条 、第337条 参 照。

-f,拍.三 者 に対する晟庄抵

本人の財産に関す る第三者 に対する訴訟は通常 、代理人に よってではな くご本人が提起す る。 しかし、 本人の

財産 を占有 している代理人 は、他人の財産 を占有 してい る人が提起 で きるの と同様な訴 を提起で きる。他 方、信

託の場合は、通 常、受益者 ではな く、受託者がその ような訴訟 を提 起できる。第280条 ～第282条 参照。

且L死 亡豊 際の処分

財産の所有者が、 自分 が死 亡 した際に、 自分の指 名す る者に財産 を与え るよう、 また、指名 を受 けた者には、

本人死亡に先ん じてはいかな る権利 も生 じないとい うことを指示 して、その 占有 を代理人 に託 した場合 、その指

示 は効力 を生 じない。なぜ ならば、遺言法 の要件に従わず にな された遺言の処分 だか らで ある。他 方、 もし、財

産所有者が信託 にお いて、委託者死亡の際、指定 され た者 に財産 を譲渡す るために、 それ を委 託者に引渡 した場

合 な ら、 たとえ委託 者が信託撤 回の権限 を留保 していた として も、そ の処分 は、遺 言法 による要件 充足 を必要 と

する遺言処分 ではない。第57条 参照。

上古.ぱ理ム」‖叫勧 睦 有す る顯盒

代理人 が 占有だけでな く、本 人のために、その財 産の権原 も託 され たとい うだけの事実 では、信託に適用 され

る諸規定 は適 用 されな い。 代理 法 リステ イ トメ ン ト第2版 第14条B参 照。

また、代理人が、代理 人の名 前で預金 してある銀 行で、本人の金銭 を管理 処分す る権限が与 えられ ていた り、

或 いは、代理人が 自己の名 で登録 した証 券に対し権限が与 えられ ていた場 合で、かつ代理 人が、本人 によ りその
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指示 が取 消 されない限 り、本人死亡の際 に、指名 され た者 に金銭 を支払 った り、或 いは、証券 を譲 渡する よう指

示 されていた場合その ような処分 はすべ て効力 を生 じない。 なぜ な ら、それは、遺言法の要件 を充足する ことな

しに行 われた処分だか らで ある。第57条 注b参 照 。

ユ、 ぱ璽 ム豊よぜ斑 語者」ヒ_し工喋 行 およL臼苛酷貞祉

若干 の州 では、制定法 によって、銀行或 いは信託会社 は、受託 者の権能 を含む種 々の信認関係 に基づ く業務 を

行 う権 限を与 えられて いる。1913年 に制定 され、1918年 に修正 された連邦準 備法(FederalReserveAct)に よ り、

それが連 邦法、州法に違反 しない限 り、 国法銀行に対 し、連邦準 備制度理事 会が、受託者 およびその他 の信認的

関係 に基 づ く業務 を行 い権限 を授与す る資 格 を:有す る ことになった。つま り、信託機関は通常 、生前行 為や遺 言

で設 定 される信託に もとつ く受託者 と して行為す るだけでな く、 カス トデ ィア ン、代理人、受 任者(attorney

infact)或 いはエ クスロー代理人 等 として も、 その業務 を引き受 け るのであ る。

第9条 信 託 と譲 渡 抵 当(mortgage)、 質 権(pledge)、 先 取 特 権(lien)

譲 渡抵当、質権、先取特権 は信託で はない。

注:

旦.._剤誼蝿}牲と描託{旦区別

譲渡抵当に関す る法 は、信託 に関す る法 とは異 った起 源 を有 し、異 った発展 をなしてきた。元来、普通法裁判

所 だけが譲渡抵当 を処理 して来たのであ る。

大法 官裁判所 は、債務 を履 行 しない抵当権設定者 に、 いわゆ る衡平法上の受戻権(equityofrede■ption)を

与 え ることに よ り、抵 当権 設定者におけ る抵当物権 の買戻の権利 を創設 し、実施 した。 この結果、普通法裁判所

では、抵 当権者 がその抵 当財 産の所有者 とみ なされ るが、大法 官裁判所では、抵当権者 におけ る担保権 を認 める

ことを条件 として、抵 当権設定 者が所有者 とみ なされた。多 くの州では、制定法 によ り抵 当権設定者が抵 当権者

に普通法上の担保権 を認める ことを条 件 として、財産 に対する普通 法上の権利 を有 する。抵 当権設定者 の権利 が

普 通法上の権利 であるか衡平法 上の権利で あるかによって、 この関係 は信託 と異 って くる。

h._抵 当掛者お一よび受託者 の横割

抵 当権者 は、抵 当財産 の上に担保権 を有 し、譲渡抵 当は、 この ような権利 を抵当権者 に与 えるために設定 され

る。受託者が、信託財 産上に担 保権 を有す ること もある。た とえば、信託の管理 において、受託者 自身 の財産か

ら費用 を支 出 したため、その償還 を受 け る権利 を有 す る場合(第244条 注c参 照)、 或 いは、受託者 としての自己

の仕事に対す る報酬 を受 け る権利を有 している場 合(第242集 注e参 照)が それ である。 しか しなが ら、信託 はそ

の ような権利 を受 託者 に与え る目的では設定 されない。

旦.」認 開扉

抵当財産 に関する抵 当権者 の行為に或 る制限 が課せ られ るが、抵 当権者は、受託 者が受 益者 に負 っているよう

な信認義務(fiduciaryobligations)を 負わ ない。 そ こで、抵当権者 は、債務 の支払 前に、債務お よび担保 に対
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す る彼の権利 を第三者 に適法 に譲渡で きる。信託財産 を第三者 に受託者が譲 渡する ことは、 信託条項、裁判 所ま

たは事情に よ り受益者 に よって、 その ようにす る権限 が受 託者に与 え られ ていない限 り、信 託違反 であ る。第17

1条参照 。

譲 渡抵 当物 の 占有 を有す る抵 当権者 は、それが自己に よって 占有 されてお り、抵当権設定者の権利 に適 切な注

意 を払 う信認 義務を負って いる限 り、 自己の受領 して いるものにつ き責任 を有す る。 しか し、抵 当権者 は受託者

ではない。

.{L㌔旦嚇 腿 漣

抵当財産 を取戻すため の抵 当権者に対す る抵当権設定者 の請求 は、 受託者に対す る受益者 の請求 が禁 止 され な

い場合で も、出訴期限法 によって阻止 され ることがあ る。第219条 参 照。

e.」 罹量と して.僅イ∫され.左1量.鯉当

譲渡抵当 は信託 として保有 され うる。金銭の受託者 が、それを貸 し、 その貸付 を担 保するため譲渡抵当 を設定

した場合、 その者 は受益 者のた めの譲渡抵 当の受託者 であるが、債務者 のための受 託者ではな く、受託者 と債 務

者 の間には何 ら信認関 係はな い。

譲 渡人 の第 三者 に対 す る債務 を担保 する財産が受 託者に譲渡 され た場合、 譲渡人は衡平法 上の受戻権 を有す る。

しか し、財産 が、 その財産或 いはその収 益を、譲渡 人の債務の支払 のために使用す る目的で受託者 に譲渡 され る

場 合、譲渡人 は衡平法 上の受戻 権を有 しない。なぜ な らば、その取 引行為 は担 保取引 ではな いか らである。 しか

し、債務支 払の後の残余 につ き、復帰 信託があ る。第430条 参照。

』.,一封髄 と一巻聖 特権擢

質権お よび先取特権 は、 普通法 上又は衡平法上、譲渡抵 当と同様、信託では ない。

且㌧.遼一主と且 ・}三

若干の州にお いては、 土地に対す る権原が、代金支払 前に、買 主に譲渡 され た場 合、譲渡人 は、代金支払 前に、

代金 に関す る自己の債権 の担 保 として、買主 に対 し、引渡 した土 地の上に衡平法 上の先取特権 を有す るが、 買主

は売主の ため の受託 者ではな い。売主が その権利 を譲渡 す る前の双方 の関係 については第13条 参照。

第10条 信託 と衡平法上の負担

衡 平法上 の負 担は、信託で はない 。

注:

旦」_{崖ヨ{・法上の負担 と{匡{託とO区 別

財産権の所有者が、 自己の利益のため、 その財産権 を、遺言 または生前行為に よって、第三者 に一定 額 の金銭

を支払 うことを条件に他 人に譲渡す ることが ある。 このような場 合、 その第三者 は、 当該財 産権について、衡平

法上 の負担 あるいは先取特 権 を有す る。 この当事者間 の関係は、所有者が その財産 権の全部 または一部 を、第 三

者 の利益 のために用 いる 旨の指示 を与 えている場合 の関係、すなわち信託が設定 されている場合に生ず る関係 と

16一

㌔



r

L

【第1章 】

は異 なるものである。

衡平法上 の負担 が設定 されて いる場合、衡平法 上の担 保権 を有す る者は、 その財産権に、衡平法上 の先取特 権

をもつが、負担 をと もな う財産権 を保有 している者は、当該財産権 の所有者 であるが、その先取特権 についての

み制約 を受 けている。受 託者の方は、信託財産 につ き権原 を有す るが、 その信 託財 産の所有者 ではない。第2条

注d参 照。

衡平法上 の負担 の支払 いがな され た後 は、受遺 者が、その財産 を、制限 な しに完 全に保有す る ことができる。

他方、信託 が完 全に履行 され残余財産が生 じた場 合、別段の意思表示が ない限 り、委託者の ために剰余金 を信 託

として保有す る ことになる。

互._意 撰 の表 丞

衡平法上 の負担 が設定 されて いる場合 であるのか、あ るいは信託 が設定 されて いるのか、 とい うことは、当該

譲渡人の意思表 示いかんに依 る。譲受人 が財産 を第 三者の利益の ために管理処 分 し、その受益権 を第三者 に与え

る義務 を、譲 受人に負わせ る意思 を、譲渡 人が明示 して いる場合 は、信託 が設定 され るが、譲渡人 が、譲受 人に

上記 の義務 を課すのではな く、 その場合 の受益権 を譲受人 に与 え、 さ らに第三者に対 し担保権 を付与 する とい う

意思 の明示があれば、衡平法上 の負担が 設定 される。

通常、 「第 三者に、一定額 の金銭 を支払 うことを条件に 」、 あるいは上記 の金銭 を 「支払 って」財産権 が第三

者 に譲渡 される場合は、衡平法上の負担 が設定 され るのであって、信託が設 定 されるので はない。それは、譲渡

人が、譲受人 に当該財産権 を第三者の利益 のために管理処分すべ き義務 を負わせ る旨の意思 を明示 していないか

らである。

これ に反 して、第三者 に、財産 またはその果実 か ら一定額の金銭 を支払 うとい う指図、あ るいは 「その財産 ま

た はその果実 か ら上記金銭 を支払 う ことを条件 として 」、 また 「その財産 またはその果実 か ら上記 金額 を支払 っ

て 」、 とい う指 図 をな して、財産 を他人 に譲渡 する場合 は、信託が設定 されてい るのであ って、 衡平法 上の負担

が設定 されてい るのではな い。 譲渡人が、 当該財 産権 の少 な くと もその一 部で も、第三者の利益 のために管理 処

分すべ き義務 を、譲受人に負わせ ようとする意思 が、 それ によって明 らかに されて いるか らである。

例1

1.Aは 、甲地 をBに 、A又 は相続人 の債務 を支払 う ことを条 件に遺贈 した。異 った意思表 示の証明

がない限 り、衡平法上 の負担が設定 されたの であって、信託 が設定 されたのでは ない。

2.Aは 、甲地 をBに 、成 る債務 あるいは遺産 の支払 いを 目的 と し、又は 甲地 を売却 してその利益か

ら上 記債務あ るいは遺産の支払 をする ことを指示 して、信 託 として遺 贈 した。異 った意 思表 示の証明な

い限 り、信託が設定 されたのであ って、衡平法上 の負担 が設定 されたの では ない。

譲渡が 、 「…… という条件 で」なされ、 その条件 が 当該譲渡 によって設定 された もので はない場合、信託あ る

いは衡平法上 の負担、そ のいずれが設定 されているの かという問題 は、 当該譲渡人の意思表示 によ って定ま る。

譲渡人が 、第 三者のため に財産 を管理 し、そ こか ら生ず る収益 を得 る権利 をその第三者に与 える という義務 を、

譲受人 に負わせ る意思 を表明 していれ ば、信託が設定 されている。 しかし、譲渡人が、譲受 人に対 し上記 の義務
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を課すのでは な く、単 に第 三者に当該財産 の担保権 を与 え るとい う意思 を表 明したのであれば、衡平法上 の負担

が設定 され る。

例:

3.Aは 、 甲地 をBに 、A又 は遺産 の債務 を支払 うことを条件 に遺贈 した。異 った意思表示 の証 明が

な い限 り、衡平法 上の負担が設定 され たの であって、信託が設定 されたのではない。

4.Aは 、 甲地 をBに 、 甲地 を売却 して その利 益の半分 をCに 支払 う ことを条件 に遺贈 した。異 った

意思表示の証明 がない限 り、信託 が設定 され たのであって、衡平法上 の負担 が設定 されたのでは ない。

£一,」[幽 楳

信託の受託者 と受益者 の間には信認関係 があ るが、衡 平法上 の負担 をともなう財産権を保 有す る者 と、衡 平法

上の担保権 を有す る者 との間には、信認関係は ない。衡平法上 の負担 をともなう財産権を保 有す る者が、 その負

担 を条件に譲渡す るか、 あるいはその負担 にっ いて第三者 に通 知すれば、当該財 産権の上 に有す る自己の権利 を

適 法に譲渡す ることがで きる。 これに反 して、信託財産 を第三 者に受託者が譲渡 する ことは、信託条項、裁判所

または事情に よ り受益者 によって、その ようにす る権限 が受託 者に与 えられ ていない限 り、 信託違反であ る。第

171条 参照。

例:

5.Aは 、CIこ1,㎜ ドル を支払 うことを条件1こ、Blこ 財離 を遺贈 した。Bは 、財産権をDに 負担

つ きで譲渡 した。BはL㎜ ドル の支払1こ対 し、Cl議 務 を負わ ない。

6.Aは 、 甲地 をBに 、甲地 を売却 して その利 益か ら1,㎜ ドル をClこ 支 払 うことを指示 して、信託

として遺贈 した。Bは 、信託 としてDに 甲地 を譲渡 した。Bの 行為は信 託違反 となる。

衡平法上 の負担 をともな う財産の所有権 を取得す る者 は、衡平法 上の担保権 を有 する者 に対 し、当該負担 の総

額 までの人 的責任 を負 うの か、また もしそ の者が上記の責任 を負 うもの とすれ ば、負担 をと もな う財産権 を譲渡

した後 もその者の責任が存続 するのか、あ るいはその負担 をともな う財産権の譲受人 が衡平法 上の担 保権 を有す

る者に対 して何 らかの人的責 任 を負 うのか、以上の事項 に関 しては、本 リステ イ トメ ントの範 囲外 であ る。

己.」乱離関係 一当8堵1趣 の譲遊

信託の受託 者が、受益権 を譲受 ける場 合、 もし受託者が、 その受 益権の価 値 に関 して自 ら知 り得たあ らゆ る事

情 を、受益者 に対 して明 らかに しない場 合、受益者は、当該譲渡 を取消す ことが できる{第170条(2)参 照)。 衡

平法 ⊥の負担 をともな う財産権 を保有 す る者が、担 保権者 の権利 を譲受 け る場合 は、上記の ような諸事情 を明 ら

かに しなかった とい う理 由だけでその譲渡 を取 消す ことは できない。

例:

7.Aは 、Cの 生 存中は100ド ルの年金 をCに 支払 う とい う条件 で、Bに 甲地 を遺 贈する。Bは 、 甲

地 の価格に関 してBが 知 ってい ることをCに 告げずに、但 し不実表 示はせず に、Cに 甲地 を譲渡 した。

Cは その譲渡を取消 す ことがで きない。

窒」_琶撒 幽 』
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信託の受益者 が受 託者に対 して有す る請 求権 が、出訴期限法 によって消滅 しない場合で も、衡平法上 の担保 権

者の、その負担 をと もな う財産権の所有者 に対す る請求権の方は、 同法 によって消滅す ることが ある。第219条 参

照。

旦、._覧臨地爵 者 に対す 重藤i憧

受 託者 と衡平法⊥ の負担 を ともな う財産権の所有者 は、いずれ も、 その財産権 を、 善意の取得者 に対 しては、

信 託ある いは負担 と関係 な く譲渡 しうる権限 を有す る、 とい う点で、信託 も衡平法上 の負担 も同様 であ る。受 託

者 および衡平法上の負担 を ともな う財産権の所有者 は、 ともに、善意取得者への財産 譲渡行為 、あ るいは、 それ

によって受 益者や衡平法上 の担 保権 者の権利 を切断 した こと、 に対 して衡平法上 の訴訟 手続 中で責任 を負 う。

且._」欝乎提 上のタ1挫掩些1{al韮

衡 平法上 の担 保権者は、 自己の権利 を信託 として保有す る ことができる。

例:

8.AはCに 対 して1,㎜ ドル を支 払 うことを条件 にBに 甲地 を遺 贈 した。CはDの ためその権利 を

信託 にする宣言 をした。CはDの ための受託者 となる。

虹..損 受 在坦坦甦 人的斑 正を敷 草些過ぎ.なし甥.舎

ある人が、他 の人に対 し、 自己または第三者 に一定の支払 いをなすべき契約 の約 因 として財産 を譲渡する際、

譲渡人が、 自己または第三者の利益のた めにその財 産 を管理すべ き義務 を課 す とか、その財産に担保権 を設定す

るとかい う意思 を明示せ ず、た だ単に、譲受人 に人 的責任 を負わ すという意思表示 を した場合は、信 託が設定 さ

れたので もな く、衡 平法 上の負担が設定 されたの で もない。

第11条 信託と条件

解 除条件付の権利 は、 その条件が あって も信託 となるもので はない。

注:

蝿 件の性 質

財 産権 の所有者は、生 前行為又 は遺 言に よって、 その財産権 を他 人に譲渡す ることが できるが、 その場合 もし

譲受 人が特 定の行為 を履行 しないときは、譲受 人の権利 は失わ れ るものとす る条件 を定 める ことがで きる。 この

ような場合 の譲受人の権利 は、解除条件付 の権利 で あって信託 となる ものではない。解除条件付権 利は、譲渡人

のみ ならず第 三者の利益の ためにも、譲 渡する ことが できる。

そ の条件違反 の場 合、譲渡人 また はその権利 の承継 人、あ るいは指名 された者は、譲受人 か らその財 産権 を取

り戻す権原 を有 する。

h」_追星」こ散す遵藁 粧圭.躰

財産権が信託 として譲渡 され る場 合、受託者が信 託の履行 を拒ん だ り、怠 った りす るときに は、受益者 は、衡

平法 上の訴 によってその履行 を強制す ることが でき る。第199条 参照。他方 、財産権 が解除条件付 で譲渡され る場
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合 、譲受人がその条件 に違反す れば、その財産権の権原 を有す る者に、それ を譲渡 するよ うに強制 される。 その

場合 の権 原 を有す る者 とは、譲 渡人またはその者の一定財産 自体、 あ るいは、条件違 反の際に贈 与 を受け る第三

者 である とを問わな い。譲渡人又 は当該条件の成就 によって利益 を受ける者は、 その条件 の成就 を強制す ること

はできない。

蟻L劇 彗{螺 丞

信託が設定 されてい るのか、条件が付 与 されてい るのかは、当該譲渡人 の意思表示 によって定 まる。 「条件 」

という語が用 い られてい るという事実 だけでは、条 件 を意図 したものであって、信託 を意 図 した ものではない と

いう ことを必 ず しも示 してい るのではない。財産権 の所有者が その財産権 を、第 三者 の利益の ために管理 ・処分

すべ きである という 「条件で」、生 前行 為または遺 言に よって譲渡 する場合 、譲渡人 は、 もし譲受 人が特 定の行

為 を履行 しないときは譲受人の権利 は失 われる、 とい うよ りもむ しろ、譲受人 は第三者の利益 のためにその財 産

権 を使用すべ き義務 を負 うとい う意思 を表 示したのであれば、信託が設定 されてい るのであ る。

例:

1.Aは 、その土地 の半分 をCに 譲渡 する条件 で、Bに 土地 を遺贈 した。異な る意思 の表 示が なけれ

ば、例 え1一条 件」とい う文言が使 われ ていたと して も、Bは その土地 の半分 をCの ため の信託 として保

有す る。

d-._畠 田甦湛丞 二生 前行為1:よ 一る鐘 撞

財産権の所有者が、 その財産 権 を第三者 の利益 のためではな く、譲渡人の利益 にな るよ うに管理'処 分す る こ

とを条件に して、生 前行為 によ って譲渡 した場合 は、信託 ではな くて条件 を意 図 した ものであ ると推定す るのが

容易 であ る。譲渡人 の利益 になるよ うに管理 ・処分すべ きである という条件 で、財産権 が譲渡 され る際、譲受人

が、 その財産権 を条件通 りに管理 ・処 分 しな い場合、条件付 である以上、譲渡人 はその財産権 を取 り戻 す ことが

でき る。 これに反 して、第三者 の利益 にな るように管理 ・処分す ぺきである という条件 で財産権 が譲渡 された場

合、 譲受 人が条件通 りにその財産権 を管理'処 分 しな いな らば、条件付 であ る以上、 その第三者 はその財産か ら

何 ら利 益を享受する ことが ない。なぜ な ら、譲渡人 または譲 渡人 の一定財 産に対す る権利 は譲受人 か ら剥奪 され、

第三 者は一定財産に対す る権利 を持 たな いか らであ る。 また、譲渡人 が この ような結果 を予定 して いた とは考 え

られ ない。 ことに、譲渡が遺言 による場 合は、なお さらで ある。 それ ゆえ、土地の所有権者 が、 自己を終 身、扶

養す るとい う条件で譲受人にそ の土地 を譲渡 した場 合、信託が設定 されているのでは なく、条件 がつけ られて い

るという結 論を引き出す ことは、譲受人 が第三 者を扶養 す ることを条件 に譲渡 され る場合に比 して、容易 であ る。

旦⊥ 嵩 撰 燈表 丞二相 続ム墨 剖主 直追贈

財産権 が、遺 言者 の相続人に条件付 で遺 贈 される場合の ように、財産権 の譲受人が条件違反 の結果 その財産権

を取得す る場 合、条件 が意図 されて いる というよ りもむ しろ、信託か衡平法上 の負担(第10条 を参照)が 意 図 さ

れて いる ことが、きわめて明白 であ る。

1エ_轟 墨.四毒丞 二描 和良矢越

譲受人が一定 の行 為をなす ことを条件 に、財産権 が譲 渡 される場合、 もし、 譲受人がその行為 を履行 しないと
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きは、譲受 人の権利は喪失 する という ことが明示の規定 でなされて いるな らば、 その譲渡 は、 条件付譲渡 である。

例:

2.3硝 以 内に1.㎜ ドルを支払 うことを条件 に、Aが 土地 をBに 譲渡 し、 もしCに 支払わな かった

な らば、Bは 土地 に関する権 利 を失 うことを明示に規 定 した。Bは 、 その土 地を解 除条件付で有 してい

るのであ って、信 託 として有 しているので はない。

且._丘i暮か負 担±

譲渡が 「～ を条件 で」とい う文言付 で なされ る場合、 設定者が条件 を付け るという意思 を明 らか にしていない

ときは、信 託 よ りはむ しろ衡平法上の負担 を設定す る意 思 を、設定者が表示 している もの と思われ る。第10条 注

b参 照 。

例:

3,Aは 、Bに 対 し、rBは3ヶ 月以 内に、Cに1,㎜ ドル支払 う条件 で」、土地を遺贈 した。 これ と

反対 の意思 の存 在が証明 され なければ、衡 平法 上の負担が設定 され たのであって、信託 や条件が 設定 さ

れ たのではない。

旦_蹴 の書弛 刊権利

信託条項 によって、受 益者の権利に条件 を付 ける ことが できる。例 えば、財 産権が遺 言者 の寡婦 に、 その収益

を支払 うという信託 によって譲渡 され る ことが あるが、その場合 もしその寡婦 が再婚すれば、 その者 の信 託に も

とつ く権利 は消滅 し、その信託 は終了す るという条項 をつ けることができる。違法 な条件につ いては、第65条 参

照。

.i」一条件付権利豊信 託

解除条件 または停 止条件が付与 され ている権利 を信託 として保有 す ることがで きる。

例:

4.Aは 、B及 びBの 相続 人に甲地 を遺 贈 し、Bが 子供 がないまま死んだ場合、 甲地 に対 す るBの 権

利 は消滅す ると規定 した。 さ らにBは 、C及 びCの 相続 人のための積極的信託に基 づき、Bの 権利 を保

有 できる と規定 した。Bは 、財 産を解 除条 件付 でCの ための信託 として保有 して いる。

」,.条件付付託

財産権 の所 有者が、その財産権 を譲 渡す る際、特 定 の事情が生 じた場合 、例 えば、受託者 が、信託 目的 を達成

できない場 合に、その所有者 は、その財産権を取 り戻す権利 を有 す るとい う条件 をつ ける ことがで きる。 このよ

うな場 合には、その財産権 は、 信託 と して保有 されて いると同時 に解除条 件付で保有 され ているのであ る。委託

者 が受益 者であ る自益信託 の場 合、受 託者が信託違 反 をおかし同時 に条件違 反 をおかせ ば、 その委託者 は選択的

救済手段 を有す るの である。つま り、委 託者は、受託者 に対して、信託の特定履行 を強制 する ことや、信託違反

の損 害を回復す る(第199条 参 照)と いうことな どの通常 の救済 手段 を有す るほか、受託者 に信託財産 を返還 す

る よう強制す ることもできるのである。

亙,_杢 辿 韮」琵及 旦型 錠
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条 件が不法な場合に生ず る事情については、第65条 注e、f及 び第401条 注h～1nを 参照。

条 件が履行不能の場合に生 ずる事 情につ いては、第65条 の2を 参照 。

また、条 件が不特定の場合 に生ず る事情にっいては、第65条 の3を 参照。

第12条 信託 と債務

債務は信託で はない。

注:

白L聖 益者およ1∫債横抱の権利の性 質

受益者 は、信 託財産 におけ る受益権 を有 する。債 権者は、債務者に対 して、債権者 としての単 なる人的請求 権

を有す るに過 ぎない。 そして・その請求権 は、債務者 の財 産を差 押 える訴訟手続 によって強制履行 され るもので

あ る。債務者は支払不能状態(inso】vent)で 自分 の財産 を随意に処 分(例 えば贈与 や優 先弁済な ど)す ることを

当然 にはな しえな いので あるが、信託 の受託者では ないのである。本条で、債務 というよ り信 託が設定 され てい

る と考え られる事情 の大部分 は、他 の人のために金銭 を保管 し、支 払いをなす という ことが信 託の 目的にな って

いる場 合である。その金銭 を受領 する者が、他の人の代理人 であれば、その者は代理受託者 である。注h参 照。

h.f苗 馨関係

受託者 と受益者 の間 には信認関係が ある(第170条 参 照)が 、債務者 と債 権者 との間に は、 その よ うな もの とし

ての信認関係は ない。

例:

1.Aは 、Cの ための信 託 として保有すべ き債 券をBに 譲渡 した。Bは 、 自己が知って いる債券の価

格 に影響を及ぼす事実 をCに 開示せずに、Cが 債 券につ き有 す受 益権 を放棄 させ た。Cは 、 放棄 を取消

す ことがで きる。

2AはBに 債券 を譲渡 し、Bは その約 因 としてCに1,000ド ル支払 うことに同意 した。Bは 、 その債

券 の価値 に関する事実 を知 って いたがCに は明 らかに しないで、別段 、虚偽の事実 を陳述す る こと もな

く、Cに その債券 を取得 させ、Bに 対 するCの 請求権 を放棄す るように仕 向けた。Cは 、そ の放棄 を取

消す ことが できないのであ る。

旦L救 済.手段

信託では、一定の事情の下 に、受益 者が受託者に対 して普通法上 の訴 を提起す る こともで きるが、通 常、衡平

法上 の訴によ ってその実効性が確保 され る。第198条 参 照。債権者 の救 済手続は、通常、普通法上 の訴によ る。

d.旦 ‖刷抑限 棒

受託者 に対 する受 益者の請求権が、 出訴期 限法 に よって消滅 しない場合 で も、債務者に対す る債 権者 の請求権

は、 出訴期限法 によって消滅す ることが あ る。第219条 参 照。

聖L_過 由な くLて 輔鑑よf.上裂貴」璽直 証
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信託の 目的物 が、受 託者 の過失な くして滅失 ある いは鍛損 され た場 合、受託者は受益者 に対 して責任 を負 うも

ので はな い。第204条 参 照。借入 した金銭 を、債務 者が紛失 した場合 は、 その ことに よって債務が免 除 されるわけ

では ない。

例:

3.Aは 、Blこ1,㎜ ドル を支払 い、 その金銭 をAの ための信 託 として保有す るようBlこ 指 示 した。B

の過失 な くしてその金銭が盗 まれた。BはAに 対 して責任 を負 わない。

4.AはBに1.㎜ ドルを貸 した。前記{臥 金がBか ら盗 まれた。BはAに 対 して、 なお1,⑭ ドル の

債務 を負 ってい るので ある。

L虫 払型 罐の幼畢

受託者が支払不能 あ るい は破産状態 になったと して も、受益者 は、 もし、同一であ るとみ なされるな らば信託

の 目的物 に存 する権利 を、 また もし果実 に及ぶ ことが可能であれ ばその果実 に対す る権利 を保留 している。 さら

に また、受託者 の…般債 権者に優先す る権 限を有す る。第202条 参照。金銭貸 借の場 合は、 その借主 が支払不能 あ

るいは破産状態 になった とき、借主が、 その貸借金 をなお保持 していて も、 あるいは果実に及ぶ ことが できる と

して も、貸 主 が、貸 した金銭について、借 主の他 の債権 者に優先す る権利 を有 する ことはな い。

例:

5.Aは 、Bに1.㎜ ドル支払 い、 その金銭をAの ための信託 として保有 す るようBに 指示 した。Bは

その金銭 を銀行 に預けた。Bは 破産 し、預金 を引 き落 とす ことが できな くな った。Aは 預金総額 か ら

1.㎜ ドルを受 領する権利 を有す。

6.AはBIこ1.㎜ ドル を貨す。Bは その鍼 搬 行 に預 ける。Bが 破産 す る。Aは 、Bの 他の債権 者

に対 して優先す る権利 を有 さない。

呂⊥』幽 魂垣

人が他人 に金銭 を支払 う場合、信託 あるいは債務 のいずれが創設 され ているのかは、当事者の意思表示 に依 っ

て判断 され る。 もし、金 銭が支払人ま たは第三者 のために保管 され ているとか、別 に分離 した一種 の資金(fund)

として使用 され るもの とい う意思であれ ば、信託が 設定 される。 もし、 その意思 が、金銭 の受領者 は、支払 人あ

るいは第三者 のためである と否 とを問わず、受領 した額 と同額 の金銭 を支払 う責任 があ り、その金銭 を無制 限に

使用する ことが できる とい うことであれ ば、債務が成立 した ことにな る。

当事者の意思 は、諸般 の事情に照 して、 当事者の言動 を餌飽 す る ことによって確 証 され る。当事者 の意思 を判

断す る際、重要 と思われ る諸般の事情 とは次の ような ものであ る。す なわ ち、(1)支 払われ る金銭 に利息 を支 払

う合意の有無、(2)支 払 われ る金額、(3)受 取人が その合 意を履行す るよう請求 されるまでの期間、(4)当 事 者

の相対的な財政状態、(5)当 事者間の関係、(6)各 人の職 業、(7)そ の取引 あるいはそれ と類似の取引 にお ける

慣例や慣習な どである。

金銭の支払 を受け る者 が、それに対 して利息(固 定的 および変動的利率 で、 あるいは単 に投 下 され た金銭 が生

む利息のみで ない場合 もあ りうる)を 支払 うという ことが、当事者間 で合意 にあれ ば、実 際上、 その関係 は常 に
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債務であ って、信託 ではない。その金銭 を使用す るにつ いて利息 が支 払われ・受取人 がその利息 を支払 うという

のであれば、 その受取人 は、 これ と反対の明白な合意が ある場合 を除 いて・ 自己の 目的の ためにその金銭を使用

す る権利があ る。

例:

7.AはBを 家政婦 として雇 う。Bは 自己の預金の うち の1,㎜ ドルをAに 交付 し、Aは その金銭 をB

のために保 管 して6パ ーセ ン トの利子 をBに 支払 うことに合意 した。 これ と反対の明 白な合意 がある場

合 を除 いて、Aは 債務者であ って受託者 ではない。

8.AはBに 融 資す るために、B振 出の為 替手形を引受 けた。手形の満期 前にBはAに 資金 を提供 し、

Aは その資金が満期 までに生 ず る利息 を支払 う ことを当事 者で合意 した。Aは 交付 された資金 につ いて

の債務者で あって、受 託者 ではな い。

⌒

本人 に代わって、代理人 として金銭 を受領する者は、 もし、 その金 銭に対する権原 を取得 してい るな ら代理受

託者 であるが、単に 占有だ けで、権原 を有 していな い場合 は受寄者 である。第5条 参照。代理人 は、本 人が、代

理人 自身 の もの としてその金銭 を使用す る権利 を有 す るものであ るという意思 を明 らかに した場合 でなければ、

代理人が本人 の債務者 であ るということはない。 この ことは、取立 をなす代理 人の場 合に あてはまる。依頼人 に

代わ って金銭 を受領す る弁 護士、依頼人 の 目的 にあて られ る金銭 を依頼人か ら受領 す る弁護士 も同様 である。 不

動産仲立人や競売業者 について もあては まる。

本人のため、財産に対 する権原を保有す る代理人 は、代理受託 者であ り、代理 を規制 する規則に従 うの であっ

て、信託 を規制す る規則 に従 うのではな いことに注意 を要 する。第8条 注h参 照。 しかし、 代理受託者は、債務

者 の地位 とは非常に異な る地位 にある。本条では、 この違 いについて述 べ られて いるの である。

例:

9.Bの 弁護士Aは 、Bの ために債務 の取立 をす る。反対 の意思 の証明な き限 り、AはBの ために取

立 てた金銭 の受託者 である。

10.Aは 不動産1中立人であ る。Blま 家 の購 入 をAlこ 依頼 した。Aは ある家 をBの ために10 ,㎜ ドルで

買 う ことをCと 合意 した。Bは 購入代金 をAに 交付 し、捺 印証書 と引換 えにCへ 支払 うよう指示 した。

反対 の意思 の証明な き限 り、Aは その金銭 に関 してBの ための受託者 である。

11.Aは 競売業 者である。Bは 自己の家具 の競 売 をAに 依頼 した。Aは その家具 を売却 し、代金 を受

け取 った。反対 の意思 の証明な き限 り、Aは その金銭 に関 してBの た めの受託 者であ る。

株 式仲 立人が顧客か ら金銭 を受領 した り、顧客の証券 を売 って金 銭を受 領 した りす る場合 、その者はその受領

した金銭につ いての受託者 である こともあ り、ま たその顧客の債務者 である こともある。 その金銭 を自己の もの

と してではな く、客の指示 に従 って使用す るとか、 それ を直ち に客 に送付 する とかの、 明示 もしくは黙示の合意

が、 株式仲 立人 と客 との間 にあれば、 その仲立 人は、客の ための受託 者としてその金銭 を保有 して いる ことにな

る。 ところが、株式仲立人が、 その金銭 を 自己の もの として使用す る ことが、明示 もしくは暗示 に合意 されて い
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る場合 は、 債務者であ る。 このよ うな合意は、当事者間 の取 引の過 程で、 明らかに され るであろ う。特に、 その

株式仲立人 が顧客に対 して、利息 を支 払 うことを約 した場合 はなお さらであ る。

⊥L」1{]與と」L工連 豊一鎚

ある人が、他 人に対 して負 っている義務 を誠実 に履行す るための担保 として、他人に金銭 を寄託 する場 合、 そ

の金銭の受寄者 を受領 す る者 は、 その金銭 に存 する担 保権 を有す る受 託者 であるのか、あ るいは債務者 であるの

か、 という問題 は当事者の意思表示に よって定 まる。その金銭 を他人 のために預っていて、そ の他人が 自己の義

務 を履行 したときに、 その他人に金銭 を返還す るもの と定めてあ ると解 され るな らば、その者 は、 その金銭 の受

託者であ る。

これ とは逆 に、 もし金銭 の受寄者がその金銭 を自己 の もの として使用す る一方 、その義務 の履行がな され た と

きに、それ と同額の金銭 を支 払 うことにな って いるもの と解 され る場合は、債務者 である。

.j_L祉 且ユ煮聖給料か らの天 則

使用者 と被 用者 との間の合意 に もとづ き、使 用者は、被用者 の給料か ら一定額 を天引 し、 そのよ うに天引 され

た総額 を、被 用者の利益の ために使 用す るもの、 という合意が ある場合、天引 され た金額が被用 者のために分離

されている場 合か、あ るいは、 第三者 に支払われた場合に限 って、信託が生 じる。

上 部険 会社

生命保険証券 の被保 険者 または保険金受取人 が、支払の据置 を選択 した場合 、その収益 を、別個 の資金 と して

分離 して、保有 し、 また管理す る義務 を負 い、 かつ、現 にその ような行為 をなす場 合でなければ、保険会社 が受

託者 とな る ことはない。

しか しなが ら、保険会 社は、受託者で な くとも、通常 の債務 関係 に適用 され る規定 よりむ しろ信託 に適用 され

る規定の方が、 この種 の契約 に多 く適用 され る。従 って、浪 費者信託(spendthrifttrusts)を 認め る約款 が、

生命保険契 約に も等 し く適 用 される ことか ら、信託 に もとつ く受益権 の譲渡の制限 が有効 にな され る(第152条 、

第153条 参照)と 同様、保 険金 請求権の譲渡制限 も有効 にな しうる。第152条 注p参 照 。さ らにまた、委託者 の知

らない事 情あ るいは予知 しえない事 情に よって、当初 の信託条項 の遵 守がか えって信託 目的 の遂 行 を著 しく困難

にするな らば、裁判所が、受 託者 に信 託条項 の変 更 を許 した り、 あ るいは指示 した りす ることがで きる(第167条

参照)。 また受 益権の保護 に必要 であるな ら、 信託財産か らの収益 や元本 を受益者に享受 させ る権利 を信託条項 に

定 め られ た時期 よりも前 に受託者 に許 可 した り、 あ るいは指示 した りする ことがで きる。但 し、 それによ って信

託 の他 の受益者 の権利 が侵害 され てはな らない。 これ と同様、生命保 険証 券の場 合 も、裁判所 は、 このよ うな逸

脱行為 を許 した り、指 示 した りす る ことができるのであ る。 さ らにまた、委 託者 は、信託設定行為 が遺言 に よる

処分 でな いとき も、受 託者に通知す る ことによって、 信託の受益者 を変更 する権 限を留保 して いるのと同様 、被

保険者が保険会社 に通知 す ることに よって、保険金受取 人を変更す る権限 を留保 しているけれ ども、生命保 険契

約の締結 は、遺言に よるのではない。 さらに、被保険者死 亡の際、 その保険金受取 人が、保 険金受取人本人 へ、

また受益 者死亡の場合 は、 指定 された者へ、据置 き支払 をなす ことを約 した場合、保 険金受取 人は保険会社 に通

知す ることに よって、保 険金受取人 死亡 のとき、他の者 に代わ って受領 させ る権限 を留保 しては いるが、 その処
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分 は遺言 による ものではな いの であ る。

保険信 託は、生命保険契約 の保険金受取 人を受 益者 とする他益信託 である。第57条 注f、 第84条 注b参 照。

L_銀 星1触

商業銀行 への普通預金は、信託 を設定 す るものでは な く、債権 ・債務 の関係 を創設す る ものであ る。すなわち、

預金者 は、債 権者 としての権利 に加 えて、銀行に対 して、特定 の契約上 の権利 を有す るのである。預金者が受託

者 である場 合で も、 この ことは変わ らない。例 えば、受託 者が、信 託の金 銭 を適法 に預金 する場 合、銀行は その

受託者 に対す る債務者であ って、受託者 は、銀行に対す る請求権 を受益者 のため の信託 として保有す るので ある。

受託 者が、預金す る際、信託条項 に違反 すれば、銀行 は、 善意 の場合 を除いて、上記 のよ うに預金 され た金銭に

つ いての擬制信託(constructivetrust)の 受託者 である。第324条 参照 。銀行の詐欺 によって、銀行に預金 をさ

せ られた者が いる場合、 その銀 行は、預金 された金銭 につき擬 制信 託の受 託者 となる。例 えば銀行が、支払不能

で見込みがな いことにっ き悪意 で、 なお銀行が預金 を受領 した場 合、銀行 は、 その預金 された金銭の擬制信託の

受託 者 とな る。銀行が、擬制信 託と して保有す る金銭 を、銀行 の他 の金銭 と混同 した結果 については、原状 回復

の リステイ トメン ト第209条 ～第215条 参 照。

金 銭が特定の 目的のた めに預 金されて いて も、当事者 間に、 その預金 され た金銭 を、銀 行が、銀行 自身の 目的

のために使用 してはな らないという ことが、明 らか に約 されているのでなければ、銀行 は、その金銭の受託者 で

もない し、受寄者で もな い。

例:

12.A会 社 は、弁済 期が間近 な利子の支払 のために、10,000ド ル をB銀 行 に預 金 した。反対の意思 の

証明 なき限 り、Bは その金 銭につ きAあ るいは利 息債 権者 のための受託 者 ではない。

信託基金 を自らの銀行勘定 に寄託 す る銀行あ るいは信 託会社 の権 限につ いては、第170条 注m参 照。

銀行の不履行 の場合の優 先権 の問題 につ いては、第202条 参 照。また、原状 回復 の リステイ トメ ン ト第209条 ～

第215条 参照。

金銭が第三者 に支払わ れる 目的で、銀行 に預金 され ている場 合、その金 銭 を支払 う銀行 の義務は、そ の第三者

によ って強制 されうるか、 あるいは、寄託者のみが強制 しうるのか、 とい うことは寄 託者の意思表示に よって定

まる。第14条 注mと 比較せ よ。

預金がエ スクロー(第 三者 寄託)に よ り行われて いる場 合、 すなわち条 件成就 の ときに金銭が支払われ、 それ

までの間は預金 者が その金銭 を引き出す権利 を有 さない場 合、 銀行 が 自己の もの と してその金銭 を使用 して よし

か又はその金銭 が信託 と して保 有 されて いるのかは、 当事者の意思表 示に よる。 この嫌 な預金に関 し、銀行 はそ

の金銭 を自己 の もの と して使 用 し条 件成就 のときに その預金額 を第三者に支払 えぱよい、 とい う意思が推測 され

る。

エスク ローによ り寄託 されている財産権 の信託設定 に関 しては、第32条 注d参 照。

⊇ 者 として嚇 者

債権者は、債権者 と しての 自己の権利 を、第三者 のための信託 として保有す る ことができ る。
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例:

13.Aは1,㎜ ドル をBに 貸 す。AはBIこ 対 して 自己鮪 す る債権1こつ き、Cの ための受 託者 として信

託宣 言する。Aは その債権 につ きCの ための受託者 である。

14.Aは1,㎜ ドルにつ きBの 受託 者である。AはC銀 行 にその金銭を預金す る。Aは 、銀 行に対す る

債権 につきBの た めの受託者 である。

旦._」廷噛ニゴδ轟 堅よ繊 務」旦{塁1ユ

債務者 と債権 者との間の合意 によって更 改が行 われ、それ によって債務 が免 除 され、信託が設定 される ことが

ある。

1.そ の合意 は、債務 の生 じた後に なし うる。

例:

15.BはA{こ1,㎜ ドル の債務 を負 ってし・る。BがAlこ1,㎜ ドルを提供 した ところ、Aは その金 銭 を

受領す る代わ りに、その金銭 で債券 を購入 しそれ をAの ための信託 として保有する ことをBに 対 して要

請 した。Aの 要 請に従 って、Bは その金銭 で債 券 を購 入す る。Bは その債 券につきAの ための受託 者で

あ る。

16.BはAlこ1,㎜ ドルの債務 を負 ってし、る。BがAに1,㎜ ドルを提供 したと ころ、Aは そ の繊 を

受 領す る代わ りに、 その金銭で債券 を購入 しそれをCの ため の信託 として保 有す る ことをBに 対 して要

請 した。Aの 要請 に従 って、Bは その金銭 で債券 を購入 す る。Bは その債券 につ きCの ための受託者 で

ある。

2.そ の合意 は、当該債務 の成 立の ときにな しうる。

例:

17.AはBに1,㎜ ドルを貸与 し、Bが 借金 をAに 返済 して もよ いし、債券 を購入 してそれ をAの ため

の信 託 として保有 して もよい と認めた。 もしBがAの ために債券 を購入 しないな らば、BはAの 債務者

であ り、受 託者では ない。 もしBがAの ために債券 を購入 したな らば、Bは その債券 につきAの 受託者

となる。

18.AはBに1,㎜ ドル を貸与 し、Bが借 金をAに 返済 して もよい し、債券 を購入 してそれ をCの ため

の信託 として保有 して もよいと認めた。 もしBがCの ために債券を購入 しないな らば、BはAの 債務者

で あ り、Cの 受託者で はない。 も しBがCの ために債券 を購入 したな らば、Bは その債券 につ きCの た

め の受託者 とな る。

19.Aは その代理人Bに1,㎜ ドルを支払 った。それ1押 地が その価格 で売出 された とき1ま、Bが 甲地

を購入 してAの ための信託 として保有す る こと及び甲地が購入 されるまでの間はBが その金銭 につ き6

%の 利子 をAに 支払 うことを内容 とす る書面 によ る合意 に基づ くものであ る。Bは その金銭の受 託者で

はな い。Bが 合意に従 って 甲地 を購入 したとき、Bは 甲地 につ きAの ための受託者 となるの である。

3.合 意が更改 を意 図する場 合、それ によって債務が 免除 され、新 たな債務 が成立 す るが、 その ような合意 がな
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されて も、 信託は設定 されな い。

例1

20.BはAに1,㎜ ドルの債務 を負 って いる。その債務の弁済期間 前に・AはBに 対 して弁済期 にCに

L㎜ ドル支払 うように指示 した。Bは それ を承諾 した。BはCの ための受託 者 とはな らない。Aに 対 す

る債務 が合意に よって免除 され た場合、Cに 対す る新債務が成立 したのであ って、信託が設定 されたの

ではない。なぜな ら、AとBと の間の合意 によ って、何 ら特定の財産 が、Cの 利益の ために保有 され る

ようになったのではな いか らで ある。

旦..興L:債 務止山」5借幽 拙{

信託条項、 あるいは、受託者 と受益者 との間 の合意に よって、受益者が信託 を終 了 させ る権 限を与 え られてい

るのであれ ば、 それによ って、信託 を消滅 させ、受 託者 と受益者の債務者にす る更改 を有効 にな しうる。

1.そ の合意 は、信 託設定後 になす ことが できる。

例:

21.Bは 、Aの た めの受動信託 として債 券を有 して いる。債券の満期 にBがAへ6%の 利子 を支払 う

ことを条件 に、債券の収益 をBの 事業 に用いて もよいと伝 えた。Bは 同意 し、債券 の収益 を自己の事業

に使 った。信託は消滅 し、BはAの 債務 者 とな る。

一定額 の金銭 を支払 うことを除 いて は、受託者 のなすべ きことが何 も残 っていない場合、受益者 は、受 託者 に

対 して普通法上 の訴権 を有す る(第198条)、 とい う単な る事実 だけでは更改 があった もの とす る ことはできない。

2.そ の合意 は、信託設定の ときになす ことが できる。

例:

22.AはBに 、Aの ための信託 として保 有す るもの として証券 を譲渡 したが、信託条項 によって、B

は、 その証券を売却 して、そ の収益金 をAの 請求があ ったときに返済 する こと、そ してその間Aに 利 息

を支払 う、 とい う ことに して いた。Bは 、その証券の一部 を売却 し、 その収益金 を自己のもの として使

用 した。Bは 、そ の収益金の受託者 ではな く、そ の収益金額 につ いてのAの 債務者 である。Bは 、売却

しなか った証券につ いては、 なお、 その受託者の地位 に留 まるので ある。

第13条 信託 と財産譲渡契約

財産譲渡契約 は、その契約が特定履行 を求め得 べき ものか否か を問わず、信託 ではない。

注:

旦L受 益者 と譲 受人の抱型辺性 質

財産譲渡契約 が、特定履行 を求め得ぺ き ものでない場合、譲渡人 は、 その不 動産譲渡が な されるまでは、その

財産権 についての権利 を取得 するので はな く、単 に、譲渡人 に対 する人的請求 権を有す るに過 ぎない。

その契約 が、 特定履行 を求 め得べ きものである場合、譲受人 は、 その財産権 につ いての衡平法上 の権利 を取 得
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す るが、譲 渡人 と譲受 人 との間 の関係 は信託ではな い。譲渡人 と譲受 人 との間の関係 は、受託者 と受益者 との間

の それとは異 って、信 認関係 ではないのである。それは、む しろ譲渡抵 当に、 よ り類似 した もの である。

例:

1.八 がBに1.㎜ ドル支払 う約束 の約 因 として、BはAに 甲地 を譲渡 する と合意 した。AはBに 売買

代金 を支払 う。Bは 、 甲地が想像以上 に価値 がある と判明 したが、 その ことを言明 しなか った。 しか し

不実表示 をす る ことな く、BはAと の契約 の合意 解除 を書面 によ り行 い、Aに 代金 を払 い戻 した。Bは

Aに 対 して責任 を負わない。

譲受人が、すでに、そ の売 買代金 を支払 った として も、 その ことに よって、譲渡人 が、譲受人 のための受託者

とな ることはな い。

⊇ 量且{鐘 」こ主 、主璽離 離≧ 違 違い藁鷲ム

譲 受人 は、 その売 買代金 の譲渡人 に対す る受 託者ではな い。 その理 由は、信認関係が存在 しないからとい うだ

けではな く、 譲渡人 が権 利 を有 するのは特 定の金銭につ いてではないか らで もあ る。 それゆ え信託財産 が存 在す

るのでなければ、信 託が設定 され る ことがあ りえないのであ る。第74条 参照 。

旦L受 託 者± レτ一の受』避

財産譲渡契約 の受約者 は、受約者 と しての自己の権利 を、第 三者の ため の信 託と して保有する ことが できる。

第26条 注n参 照 。

例:

2.契 約 として、AはBに1.㎜ ドル を支払 い、BはAに 甲地 を譲渡す る ことに合意 した。Aは 、 この

契約 上の権利につ きCの ための受託者にな ると宣言 した。AはCの た めの受 託者 である。

3.Aは1.㎜ ドル につきBの ための受託者で ある。Aは 信 託条項 に従 いそ の金銭 をCに 支払 う。Cは

その約 因 として 甲地 をAに 譲渡する ことに同意 している。Aは 、 この契約 上 の自己の権利 につ きBの た

めの受 託者であ る。

第14条 信託 と第三者のためにする契約

第三者のため にす る契約 は、信託 で はない。

注:

旦_玉 髄Lよq「 」継 」Φ堤 益者.唖横銅1.璽性質

信 託の受益者は、信託財産 につき受 益権 を有す る。 しかしなが ら、 第三 者の ため にする契約 の受 益者 は、単に、

諾約 者に対する人的請求権 を有 するに過 ぎない。また もし契約が特定履行 を求め得ぺ き場合で あれば、第13条 注

aで 述 べたよ うな権利 であ る。

上」_摺副 堤係

受託者 と受益 者との間 には、信認関係 が存在 する。他 方、第三者の ためにす る契約 の諾約者 あ るいは要約者 と、
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一

第三者のた めにする契約 の受益者 との間 には、信 認関係 は存在 しないので ある。

幽 す.る.ことが できる者

第三者の ためにす る契約{契 約 の リステ イ トメ ン ト第135条 、第136条 参 照)に もとつ いて、受益者 と同様 、要

約 者 も訴を提起 することができるが、信託の委託者 は、 自己が同時に受益者 である場 合を除 いては、信託 の履行

を強制する ことがで きない{第200条 参照)。

旦.一田1「韮期限 法

出訴期 限法に よって、受託者 に対 する信託の受益者 の請求権 は消滅 しないが、第三者 のためにす る契約 の受益

者 の諾約 者に対す る請求権 は、 同法 によって消滅す る ことがある。第219条 参 照。

皇⊥ 諾約 者は叉鎚 音聾 な い。

第三者 のためにす る契約 にお いて は、諾約者 は受託者 ではない。 それは、債務 者が、 自分 自身 の義務 につ いて

も、 また債務 に もとつ く債権者 の権利につ いて も、その いずれ の受託者で もあ りえな いか らである。第87条 参照 。

f.意 思 の表 示

そ の約 因と して、第 三者のため人的責任 を引受 ける とい う合意 をな した者 に対 して、あ る者が財産権 を譲渡 す

る場合、第三者 のためにす る契約 が成立す るの であって、信託が設定 され るの ではな い。財産が、 ある者 によっ

て売却 され、 その収益 あるいはそ こか ら得 る一定額 を、第三者に支払 うという合意 をな した者 に、譲渡 され る場

合 、その財産 につ き信 託が設定 され る。

例:

1.AはBに1,㎜ ドルを支払 い、Blま その金銭 をCへ 支払 うことに合意 してい る。Bは 、その金銭に

つ きCの ため の受託者 である。 もしBは そ の1,㎜ ドル舶 己の もの として使 ってよい油桐 一金額 をCに

支払 うことが合意 内容 になっているな らば、Bは その金銭 の受託者 ではな い。

2.AがBに 甲地 を譲渡す る約 因と して、Bは 甲地売却 による収 益か ら1.㎜ ドルをCに 支払 い、収 益

の残余 をAに 支払 うことに合意 した。Bは 、 甲地 につ きAお よびCの ための受託者 である。 もしBは 甲

地 を任意に売却 して よいが1,000ド ルをCに 支払 うことが合意 内容 になってい るな らば、Bは 甲地 の受 託

者 ではない。

3.AはBに1,㎜ ドル を貸 し、BはAの 生 存中は利子 をAに 支払 い、Aの 死後はCに1,㎜ ドルを支

払 う ことに合意 した。BはA又 はCの 受 託者 ではない。

.呂－L'童・里、{D表示 一帯.三=≧ 債 権捏で ある」輪台

あ る者が、 自分へ の債務 を第 三者 に支 払 うように指 示 して、 他人に金銭 を支払 った場合 、信託あ るいは代理 も

しくは契約 のいずれが 創設 されたか とい うことは、当事 者の意 思表示によって定 まる。

金銭を受領す る者が、 それを自己の もの として使用 する権利 を もたない場 合は、信託 あるいは代理が設定 され

た ことにな る。

その金銭 を受領す る者が、 それを自己 の もの として使用 する権利 を与 え られて いる場合 であれば、債権 者であ

る第三者 のための契約が設定 された のであ り、 それは金銭 を第三者 に支払 う者 の取消 しを受 ける場 合 もあれば、
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受け ない場合 もあ りうる。契約 の リステ イ トメ ン ト第143条 参照 。

例:

4.AとBは 食糧品雑貨販売業 を営 む共同経営者で ある。AとBは 、共同経営に関す る資産{パ ー ト

ナ ーシ ップ)をCに 譲渡 した。Cは その譲渡の約 因 として、AとBの 会 社債権者に対 して支払 をする と

同意 している。Cは この様 に譲渡 された財産の受託者で はない。Cは 約 束に基づ く責任 を会社債権 者に

対 して負う。

5.AとBは 食 糧品雑貨販売業 を営 む共 同経営者であ る。AとBは 、 共同経営に関す る資産 をCに 譲

渡 した。CはAとBの 会社債権者 に対 して、 この様に譲渡 された財 産か ら支払 をす ることに 同意 してい

る。Cは その財産につ き会社 債権 者のための受託者であ る。

上。_堤起 煮」≧し.て¢}受継 一

第三者 のためにす る契約 と、受約者 に よって第三者のた めの信託 として締 結 され る契約 とは、 区別 され る もの

である。第17条(e》 、第26条 注n参 照 。

例:

6.Aは 証 書}階 名 し印章 を押捺 しそれを交付 して、Cの ための信託受託者たるBl珊 額10,㎜ ドル

支払 うことをBと 約束す る。Bは この契約 の受約 者 として自己が有 する権利 をCの ため の信託 と して保

有 する。

7.Aは 証書に署名 し印章 を押捺 しそれを交付 して、Cに 総額10,000ド ル支払 うことをBと 約束 する。

Bは この契約 の受約者 としての権 利をCの ための信託 として保有 してはいな い。 しか し、Cは この契約

の受益者であ る。

i,.受 託 者二と約して の契麹旦受 益者

第 三者 のためにす る契 約の受益者 は、その契約 に もとつ く自己 の権利 を、信託 として保有す る ことが できる。

例:

8.Aは 、Eが 支払 った約 因に対し、Cに 総額10,㎜ ドル支払 う ことをBに 約 束す る。Cは この契約

の受益者と して 自己が有す る権 利につき、Dの ための受託者 と して宣言す る。CはDの ための受託者 で

ある。

9.Aは1,000ド ル につ きBの ための受託者であ る。信託条項 に従 って、Aは その金銭 をC銀 行 に預 金

し、Aの ためにその口座 でD銀 行への債権 を有すべ き ことをC銀 行に指 示 した。C銀 行 は、1,000ド ル を

D銀 行へ支 払 い、D銀 行 はその額をAの 貸 方に記入す る ことに合 意 した。AはD銀 行 に対 する自己の権

利 をBの ための信託 として保有 す る。

第15条 信託 と債権譲渡

債権の譲渡がなされた場合、譲渡人は譲受人の受託者とはならない。
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注:

些.藁 菰.とf菖託 と旺ば別

債権者 は、 債権者 としての自己の権利 を、第 三者のた めの信託 として保有す る宣 言 を有効 にな しうる し、 ある

いは、債権 者 としての 自己 の権利 を第三者 に譲 渡す る ことを有効 にな しうる。債権の信託設定 によって生 ず る債

権者 の義務 、第三者の権利 および債務者 の義務 は、債権 の譲渡 によって生 ずるそれ らのもの とは異なっている。

契約 に もとつ いて生ず る権利 または契約違反 によ って生ず る権利 の譲渡については、契約の リステイ トメ ン ト第

148条 ～第177条 参照。

h.L－葦 蔑煮」≧迎 義髄 藁菰ム の義楕晒 鯨

債権 の受 託者 は、受益者 のために、 その債権 を強制履行 する義務 およびその収益 を保有す る義務 、あるいは受

益者 にその収 益 を支払 う義務 を負 う。

債 権の譲渡人 は、譲受人 に対 し、何 ら積極的義務 を負 う ものではな く、 ただ履 行の強制 をするかあるいは第 三

者 に譲渡 す るか、その いずれ かによって、 譲受 人がその債権 を強行 する ことを妨げてはな らないという、 いわば

消 極的義 務 を負 うに過 ぎない。譲渡人 が、その履行 を強制 した場合 、譲渡人 はその収益 を譲受 人のため擬 制信託

に もとついて保有す る ことになる。

c. 一受益 者 と譲受人の拠 阯の比較

債権が信託 として保有 されている場合 、受託 者が不 当にその履行 を拒み、 ある いは怠 ったのであれば、 受益者

は、 受託 者に対 して衡平法 上の訴 えを提起 する ことが できる。 また受託者 に対 して、債務者 を相 手に、 普通 法上

の訴 を提起 させ ること もできる。あるいは、訴 訟の重複 を避 けるため、受益者 は、受託者 を相手 とする訴 訟に、

債務 者を共同被告 として参加 させ る こと もでき る。 もし、受託者 を、 訴訟 の当事者 とす ることが不可能 あるいは

実行 不能 であ るならば、受益者 は、債務者 のみ を相手 に、 訴訟 をな しうる。第282条 参照。

債権の譲受人 は、債権者 の参加 なしに、 直接 、債務者 を相手 に普通法上 の訴 を提起 しうる。普通 法によれば、

債 権者の名 にお いて訴訟 を提起 する ことが必要 で あったが、大部分 の州では、州法に よって譲受 人が 自己の名に

おいて訴 を提起 しうるのである。

旦..機 務 者の義摘

債 権者に よって信託 として保有 されてい る債 権の債務者 は、受託者 に支払 をなす ことに よって、その義 務 を免

れ るが、受託者が、信託違反 をしている こと、あ るいはそれをしよう としている ことを知 っていて、受託者 に支

払 をな し、その信託違反 に加わ る場合 に限って、受益者 に対 して義務 を負 う。第321条 参照。 債務者 が受益 者に支

払 う場 合、受託者に支払 うよ うにさせ る ことが訟訴循環 を もた らす場 合にのみ、債 務者は、衡 平法 上の抗 弁をな

しうるのであ る。第328条 参照。

債権者に よって譲渡 された債権 の債務 者は、 譲受人 に支 払 うことによって 自己の債務 を免 れ る。債務者 が、そ

の譲渡を知 った後、譲渡 人に支 払をなす場 合は、 その譲受 人に対 して債務 を負 うもの である。その譲渡を知 らず

に、譲渡人 に支払 った場 合には、債務者 は譲受人に対 して債務 を負 わない。契約 の リステ イ トメ ン ト第170条 参照 。

例:
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1.AはBに1,㎜ ドルの債務 を負 って いる。Bは その債務 につ きCの ための受託者 になる。Aは 、信

託が設定 された のを知 りなが ら、1,000ド ルをBに 支払 う。Bが その金銭 を着服 した。AはCに 対 して責

任を負わない。

2.事 例 は例1と 同 じであるが、Aは 、Bが 金銭 を着服 しようとしているのを知 りなが ら、1,㎜ ドル

をBに 支払 った。AはCに 対 して責任 を負 う。

3.AはBに1.000ド ルの債務 を負 って いる。Bは その債権 につ きCの ための受託者 になる。信託条項

によ り、Aか らその金銭 を受 領 した ときは直ちにCへ その金銭を支払 うことが、Bの 義務 になってい た。

AがCに1,000ド ルを支払 った。 もしBがAに 対 して訴訟を提 起す るならば、AはCに 対 する支払 を衡平

法 上の抗弁 として主張 できる。

4.'AはBに1,㎜ ドルの債務 を負 って いる。Bは 約 因と して その債擬CIご 譲渡 した。AがC1珪 払

をする。Aは もはや何 の責 任 も負わない。

5.AはBに1,000ド ルの債務を負 って いる。Bは 約 因と して その債権 をCに 譲渡 した。AはCへ 債権

が譲渡 された ことを知 りなが ら、Bに 支払 った。AはCに 対 して責任 を負 う。

6.事 実 は例5と 同 じであるが、Cへ 債権が譲渡 され た ことにつ き善意無過失 で、AがBに 支 払った。

Aは もはや何の責任 も負 わない。

皇_{請 遣 凹係

受 託者 と受益者 との間 には、信認 関係が存在す る。譲渡人 と譲受人 との間には、信認関係 はない。

例:

7.AはBに1,㎜ ドルの債務を負 って いる。Bは 約 因と してその債権 をCに 譲渡 した。Bは 、Aの 債

務 の支払能 力に関 して自己が知 ってい る事実を知 らせず に、 しか し虚偽の事実 を供述す ることな く、C

か らその債 権の再譲渡 を受 けた。Cは 、その再譲渡 を取消 す ことはで きな い。

」一_約姻璽 帥

債権者が、 自分自身 を受託者 とする信託宣言 をなす場合、た とえその者が約 因 を受 けて いな くて も(第28条 参

照)、 その信 託は有効 であ り、信 託条項で取消権 を留保 していな い限 り、取 り消す ことはできない(第330条 参照)。

無 償譲 渡に もとづき、譲受人 が取得 した権 利が譲渡人に よって取消 され うるか、 さ らにそれ は、 いかなる事 情の

下 で可能 か とい う問題 、お よびそれは譲渡人の死 亡に よって終了 するかとい う問題 は、契約の リステ イ トメ ン ト

第158条 において取扱 われ ている。

.菖」_億輸 三よ重鎮載

債権 は、 債権 者によ って、他人 のための信託 として、あ る者 に譲 渡できる。その場合、その譲受 人が受 託者 と

なるのである。

例:

8.AはBに1,000ド ルの債務を負って いる。Bが 約 因としてその債権 をCに 譲渡 して取 立信託 を設定

して、その収 益 をDへ 支払 うこととした。 この譲渡があ った ことを知 りな が ら、AはBに500ド ル、Cに
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300ド ル、Dに200ド ルを支払 った・AはCに 対 して500ド ル の債 務を負ってお り・Cは その債権をDの た

めの信託 として保有 している。Aは ・C及 びDに 支払 った額 につ いては何 ら責任 を負 わない・

第16条 信託 と債権の一部譲渡

債 権の一 部譲渡がな され る場合、譲渡人 は、譲受人の ための信託 の受託者 とな るのではな い。

注:

.些.」責責務者の 義務

債権 が、 債権者に よって信 託 として保 有 されてい るとき、債務者 は、その信託の受託者 に支 払 をなす ことにな

る。債務者 が受託者 に支払 をなすとき、 その受 託者が信託違反 の行為 をなす こと、 あるいはその行為をなす意思

を有 する ことを知 っていて、 支払 を受 託者になす ことによって信託違 反に関与す るという場合 にのみ、債務者 は

受 益者に対 して責任 を有 するのである。債権の一・部譲渡 がな された場合、債 務者 の義務 は、 一部譲受人に対 して

は、その者に譲 渡された部分についての支払をな し、譲 渡人に対 しては、その残余額 を支払 うことにな るのであ

るか、あ るいは、その全額 を裁判所 に対 して支払 う ことにな る。また、債務者は その一部 譲渡 を知 って いて、譲

渡 人に全額 を支払 った場 合、その一部譲受人に対 してはなお責任 を負 うのであ る。契約 の リステ イ トメ ント第15

6条参 照。

例:

1.AはBに1,㎜ ドルの債務 を負 っている。Bは 信託宣言 をな し、そ の債権 を信託 として保有 し、収

益 の4分 の1をCに 支払 う。信託宣言が あった ことを知 りなが ら、AはBに1,㎜ ドル を支払 う。A{ま も

はや何 の責任 も負わな い。

2.AはBに1,㎜ ドルの債務 を負 っn・ る。Bは 約 因として債権 の4分 の1をCIこ 譲 渡した。債繍

渡が あった ことを知 りなが ら、AはBに1,㎜ ドル を支払 った。AはClこ 対 して妬0ド ル の債務 を負 う。

力、_個認関係

信託の受託 者 と受 益者 との間には、信認関係が存 在す る。債権の全部譲渡 の場 合 と同様 一部譲渡 の場合 に も、

譲渡人 と譲受 人 との問には、信認関係は ない。

例:

3.AはBに1,㎜ ドルの債務 を負 って いる。Bは 約 因として債権 の2分 の1をCに 譲渡 した。Bは 、

Aの 債務支払能力 に関 して 自己 が知 ってい る事情 をCに 開示 しなかったが、虚偽の事実 を告 げる ことな

く、Aに 対す る債権 の再議渡 をCか ら受 けた。Cは その再譲 渡を取消 す ことはできない。

C.信 託 によ る譲渡

債権 の一部譲渡 と、債権 の一部 を譲渡 人のための信託 と して留保 する債権 の全部譲渡 とは、区別 される もので

ある。

例:
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4.AはBに1,㎜ ドル の債務 を負 ってし・る。Cが その うちの㎜ ドル 舶 己の もの として保持 し残 額

をBへ 払 い戻す信託 として、Bは その債権 をCに 譲渡 した。Aは1,㎜ ドル をCに 支払 う。Aは もはや何

の責任 も負 っていな いが、Cは その うちの400ド ルにつ きBの ための受託者で ある。

第16条 の2法 人の幹部役職員と区別される信託受託者

法人の役職員 は、信 認を受け る地位 にある者ではあるが、信託受託 者で はない。

注:

a.法 人 の幹部役職 員は、法人 の財 産に対す る権原 を有 しない。それ故、信託受 託者ではない。 しか し、法人 に

対 しては信 認関係にあ る。法人 の業 務の管理につ いての、法人 の幹部役職 員 の受認 者 としての義務の範 囲につ い

ては、本 リステイ トメ ン トには含まれな い。

代 理人 と法人の幹部役職員 との区別に関 しては、代理 についての リステ イ トメ ン ト第2巻 第14条c参 照。

公益法 人の場合の理事会 の構 成員で あっても、 その者 をデ ィレクター(理 事)と 称するか トラステ ィー(受 託

者)と 称す るか を問わず、彼 は厳密 な意味 での信託受託 者ではない。その理 由は、法人の財産 に対す るその権 原

は当該法 人 に在 り、理事会 構成員に在 るのではないか らである。

旦　 前撰劇1輌

信託 によって、 当該法 人の株式 を有す る法人 幹部役職 員の義務につ いては、第193条 参照。

第16条 の3財 産管理人と区別される信託受託者

裁判所 によって任命 された財産管理 人は、信託 受託 者ではない。

注:

a.法 人または個人 が支払不能、お よびその他の状態に ある場 合、裁 判所は、当該裁判所 の管理 の もとに、 その

法 人または個人の財産 を管理 する財 産管理人 を任命す ることが で きる。上記財産管理 人は受 認者ではあ るが、厳

密 な意味での信託受 託者 ではな い。財産管理人は、 自己 の管理 してい る財産につ いての権 原 を有す るもの ではな

い。その義務の範囲は、受託 者の義 務の範 囲とは異 なる。

破産の場合の受託者 であって も、本 リステ イ トメ ン トに述 べ る範 囲 にお ける信 託受託者ではな いの である。

信託の受託者 は、 たとえ個 人的に何 ら過失が な くて も、信 託の管理 か ら生 じた損 失について、第三者 に対 する

不法行為責任 を負 うべき もの とされ るが(第264条 参照)、 財 産管理人 あるいは破産の場合の受託者 は、 自分 自身

の過失に よる場合 でなければ、個人的 には、上記 不法 行為責任 を免れ る ものであ る。 さらに また、財産管理 人ま

たは破産 の場合 の受 託者は、信託受託者 とは異 な り(第262条 参照)、 当該財産 の管理 の際に なされ た契約 につ い

て、個人 的に責任 を負 うもの ではない。

h,..支 払正催、≧ の‖‖蹴 江迎 虚構 ム

法 人の解散 について、幾つ かの州 では、当該法人の解散 を目的 と して、 制定法 によって指定 された者に、その

■
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支払不能法人 の財産 を移転 させ ることを規定 している。上記 制定法 上の承継 人は・何 らかの 目的 のための受託者

とも考 えられ るが、本 リステイ トメ ン トに述べ られた規定 の範 囲における信 託受 託者ではな い。

o.‖ 糠 劔1

契約 または不法行為 の場 合の財産管理人 の責任 を定 める法律抵触 の規定 については・抵触法 の リステイ トメ ン

ト第573条 ～第575条 参照。財産管理人 、お よび制定法 上 の承継人 の、 各州 において訴訟 を提起す る権 限について

は、 その任 命につ いて のものとは異 な り、抵触法 の リステ イ トメ ン ト第566条 ～第568条 参 照。

第16条 の4信 託 と普通法上の財産権

財産権が、 甲が生 きている間は甲に、そ して 甲の死後 は乙に とい うように して譲渡 され る場 合に は信託 は設定

されない。

注:

且,一昔迎 跳 上一壁一重蜷 継 撫

財 産権 が二者 あるいは二者以上の者の利 益のため承継 的に譲渡 され る場 合、その財産権 は、 それ らの者の利益

のための信託 として保有 されるのか、 ある いは譲渡 され た者が普通法 上の財産権 を承継的 に取得 す るのか、 とい

う ことは、譲渡人の意思 の問題 である。 このよ うな信託 が設定 される場合 、その受託者が生涯受 益者 となる こと

も、 あるいは その残余権 者 となる こと も、 あるいはそ の残余権 者 もしくは第 三者が受益者 となる こともでき る。

第99条 参照 。

証券 や金 銭の場合、土地 や動 産とは異 って、裁 判所の判 決または制定法 によって、その証書 にっいて普通法 上

の承継的権利 を創設す る ものというよ りは、信託 を設定す る ものと解釈 された り、また、た とえ普通法上 の承継

的権利が創 設 され る もの として も、信託 に適用 される規定 の多 くを適用 しうる もの とされ る傾 向が増大 している。

普通法上 の財産権の承継的 な所有者の権利 および義務 に関す る問題 は、財産権 の リステイ トメ ン ト第2㏄ 廉 ～

第203条 において取扱 われる。

旦L証 麸 虹よ聾金銭の 二'弛'へ の 埜

ユ956年、統 一未成年者贈与法 が、統一州法委員会 全国会議(theNationalConferenceofCo1咀issiononUni-

fo頂StateL師s)に よって承認 され た。 これ は、 ニュー ヨーク株式取引所 と株式取 引所連合 とが主唱す る 「未成

年者に対す る証券の贈与に関す るモデル法 」にもとつ くものであ る。そのモデ ル法 は、証券 の贈与 を扱 うもので

あ るが、統一法 は、証券だけ でなく金銭の贈与 をも扱 って いる。統一法は、細部 につき幾分 モデル法 とは異 って

い る。 これ らの法律 によ って未成年者は、贈与 され た証券や金銭に対す る普通法 上 の権利 を、 取消 され ることな

く賦与 され る ことになったが、 その 占有 と管理 につ いての権利は後見人に賦与 され るのである。

合衆国の大部 分の州 では、 これ らの法律 の うちの いず れかが、すでに制定 されて いる。

一36一

⊥



←

第2章 信託の設定
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第18条 信託宣 言の場 合の委託者 の能 力

第19条 生 前行 為によ って信託譲 渡をなす場 合の委託者の能 力

第20条 遺 言で信託譲渡す る場合 の財産権 の所有者の能力

第21条 指名権(po▼erofappoint■ent)の 行 使に よる場合 の委 託者の能力

第22条 信託 としての約束 をなす場 合の委 託者の能力

第3節 信託設定 の意 思

第23条 意思表 示の要件

第24条 意思表 示の態様

第25条 懇願的 文言

第26条 現在 の信 託を設定 しない意思

第27条 特定的指名 権

第4節 約 因(consideration)

第28条 信託宣 言のための約 因

第29条 信託譲 渡の場合の約 因

第30条 信託設定 の約 束 をなす場 合の約 因

第5節 受託者 に対する財産権 の移転

第31条 譲受人 自身 の利益 のために、生前行 為に よってな され る財産権 の譲渡

第32条 第三者 のための信託 として、生前行為 に よってな され る譲渡

第33条 遺言 による信託譲渡

第34条2人 の受 託者への譲渡

第6節 受託者へ の通 知 とその承諾

第35条 受託者 への通 知 とその承諾

第7節 受益者 への通 知 とその承諾

第36条 受益者 への通知 とその承諾

第8節 権限 の留保 および設定

第37条 権限 の留保 お よび設定

第9節 口頭証拠法則(theparolevidencerule)

第38条 口頭証拠法 則
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第10節 書面(uritten■e■orandu■)の 必要

第39条 普通法 に おける書面の不 必要

第40条 詐欺防止法

第41条 書面への署名 の時期お よび署名者一信託宣 言の場 合

第42条 書面への署名 の時期お よび署名者 一信託 譲渡の場合

第43条 口頭に よ り設定す る信託(oraltrust)の 履 行

第44条 委託者の ための口頭に よ り設定 した信託 の不履行の効果

第45条 第三者の ための口頭によ る信託の不履行 の効果

第46条 書面 に記 載すべ き事項

第47条 信託設定 の書面 として意図 された ものではな い書類

第48条 複数 の書類か ら成 る書面

第49条 書面 の滅 失 または鍛損

第50条 一 部履 行

第51条 詐欺 防1L法 の要件欠映 の効果 を享受 し うる者

第52条 土 地に対す る権利以外 の財産権 の信託

第11節 遺 言信 託の設定

第53条 遺 言法

弟54条 遺 言に よる信託 の設定

第55条 秘密信託(SeCrettrUStS)

第56条 委託者の死亡 を停 止条 件 とする、生 前行為 によってな される処分

第57条 委 託者が、信託 の撤 回、変 更または支配 の権 限を留 保 している場合の、生前行為 に よる処分

第58条 貯蓄預金 についての仮設信 託(tentativetrust)

第12節 信託設定 の 目的

第59条 信託設定 の 目的

第13節 不法性(i1】egality)

第60条 不法性 に関す る一般原則

第61条 犯罪 あるいは不法行為

第62条 公序良俗 に反す る履行

第63条 詐害 目的

第64条 不法 な約 因

第65条 不法性 の効果

第13節 の2履 行 不能(i■possibility)お よび不特定(indefiniteness)

第65条 の2履 行不能
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第65条 の3不 特定

第14節 他 の要件

第66条 信託財 産お よび受益者

第15節 ユ ース法(thestatuteofueses)の 効果

第67条 ユ ース法

弟68条 ユ ース法 は、 いか なる権利 に適 用 されるか

第69条 能 動信 託

第70条 動産 の信 託

第71条 二 重のユ ース

第72条 遺 言による譲渡に基づ いて生 じるユース(用 益)

第73条 復帰お よび擬制 信託

前注:

信託の設定 は、財産権 の処 分 をなす方法 の1つ である。そのほか、財産権の処 分の方法 には、贈 与としての生

前行為に よる譲渡、不動産遺贈 または動産遺贈 としての譲渡、売 買 としての譲渡 の ような ものが ある。 これ らの

譲渡の際、譲渡人は、 目的物 におけ る自己 の権利 の全部 あるいは一部 を手離 して、他の者の権利 を創設す る こと

にな る。

本章で述 べ られる規定か ら明 らかな ように、信託 を設定 するための要件は、 まった く簡 単な ものであ る。信託

財 産が、土地についての権利 であれば、ほ とん どの州 では、詐欺 防止法に よって、信託設 定の意思表示お よびそ

れを証する書面が必要 とされ る。第39条 ～第52条 参照。 もし信託 が遺 言信託で あれば、通 常、遺言法 の要件 を充

足 している ことが必 要であ る。第53条 ～第58条 参照。 これ ら制定法 上の規定お よび口頭証拠法 則{theparol

evidencerule)(第38条 参照)を 除 いては、その要件は、委託者 が、信託財 産 と受 益者 を適法 に指定 して、信託

を設定 しよ うとする意思 を適法 に表 示すべ きであ るという ことのみ である。第23条 ～ 第27条 参 照。確 かに、 もし

委託 者が、信 託宣 言によ ってで はな く、 他人 を受 託者 としてその者 に財 産を譲渡 する ことによって、信 託を設定

しようとい う意思 を表 示 して いる場合、 委託者は、 自己の意図 していた受託 者に財産 を有効 に移転 しな くてはな

らない。第31条 ～第34条 参 照。

信託 を設定 す るにあた り約 因 は必要 ではない。第28条 、第29条 参照 。しかし、 も し委託者 が、現在 の信託を設

定す る意思 を表示 しているので はな く、 ただ単に、将来、信託 を設定 しようとす る意思 を表示 しているに過ぎな

いな らば、信 託は、現 在設定 され ないし、また契約 成立の要件が充足 されていな いかぎ り、委 託者 はその後、信

託 を設定 しなければな らない という義務 はない。第30条 参照。委託者 が、現 在の譲渡 という文 言を用 いてはいる

が、委託者 はまだ、 自己が譲渡 しようと考 えている財産権について の所有者 では ない場合 の結果 も、 前 と同様 で

あ る。信託の設定は、現在 、財 産権 を処分 する ことであ って、将来処分 をなす という約束{undertaking)で はな

い。信託の設定 と契約 の成 立 とを明確 に区別 する ことが重要であ る。委託者 が、信託宣言 をなす意思 を表 示 した
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ときは、委 託都 、無償 で信 託 鮪 珈 ・雌 で きた とは いえ・約 因がないため契約 としての拘勅 髄 たな い約

束が、無 理に信託宣 言と解釈 される ことはないであろ う。

信託の齪 と贈与 と題 別 す る・と{ま鍛 である・た とえ・委瀦 触 酷 宣 計 なす意思 鍼 示 した ときは・

信託の 目的物の引渡 をせ ずに・信託が有効 に設定 された としても・贈与 の 目的物 の引渡がな いため・無 効 とされ

る贈 与と しての譲渡 を、無理 に信託宣言 であると こじつけ て解 される ことはないであ ろう。第31条 参照 。

第1節 信託設定の方法

第17条 信託の設定

信託 は、次 の方法に よって 設定 され る。

〈a)財 産権 の所有者が、 その財産権 を他 人のための受託 者 として保有する ことを宣言 した とき。また は、

(b)財 産権 の所有者が 、自己または第三者 のため、他 人を受託者 としてその者 に、そ の財産権を生前行為 に

よって譲渡 した とき。または、

(C)財 産権の所有者 が、第三者のため他 人を受託者 と してその者 に、生前行為で その財産権 を遺言 によって

譲 渡 した とき。 または、

(d)指 名権 を有 する者が 、 自己または第三者のため他 人を受託者 として指名 した とき。また は、

(o)あ る人が、他人 に対 してな した合意(pro■iso)に 基づ いて生ず る自己の権利 を、第三者 のための信託 と

して保有す るよ う合意 した とき。

(a)項 に関する注:

旦⊥.信託'『t誼

財産権の所有者 が、その財産権 を自ら受託者 として保 有す る ことを宣言 した場 合は、 その財産権 についての権

原の譲渡が なされな くて も、信託は設定 される。

例:

1.社 債の所有者Aは 、指定 された受 益者の ため、 自 ら信 託受 託者 とな る旨を宣言 した。Aは 、 それ

ら受 益者のた め、 その社債 につ いての受 託者 となる。

また、財産 権の所有者が、 自己を受託者 として、 自己 にその財 産権 を譲渡する 旨の捺 印証書 を作成す ることに

よっても同様 に信託 を設定 する ことができる。 この ような場合 、財産権の所有者はす でにその財 産権につ いて普

通法上の権原 を有す るの であるか ら、実 際には、その財産 権につ いての普通法上の権原 の譲 渡は ないが、 その証

書は、財産 権の所有者が単 に信 託宣言 をな した と同様 の効果 を有す る。

例:

2.甲 地の所有 者Aは 、指 定 された受益者 のための信託受託者 として 自分 に甲地を譲渡す るとい う証

書に署名捺 印し、確認(ackno冒ledge■ent)を 受 け、登録 した。Aは 、 その受 益者のため、 甲地 について

の受託者 となる。
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(b}項 に関 する注:

b.生 前髄 」≡よ 畳譲櫨

財産権 の所有 者が、他 人を受託者 としてその者に、その財産権 を生 前行為 に よって譲渡 した場 合、信 託が設定

され る。

例:

3.甲 地 の所有者Aは 、指定 された受 益者のための能動信託 として、Bに 甲地 を譲渡 した。Bは 、 そ

の指定 され た受益者 のため、 甲地 の受託者 とな る。

財産権の所有者が、信託 と してな した不動産譲渡 が、財産権 譲渡の ための効 力 を生 じな い場合 につ いては、第

32条 を参照せ よ。

(C)項 に関 する注:

⊆L遺 宣旦 よ互 譲渡

財 産権の所有者が、そ の財産 権 を他人に遺贈(不 動 産遺 贈(devise)ま たは動産遺 贈(bequeath))し た場合、信

託 が設定 され うる。

例:

4.指 定 された受益者の ための能動信託 として、AはBに 甲地 を遺贈 し、 また一定の証券 を遺 贈 した。

Bは 、それ ら指 定 され た受益 者の ため 甲地お よびその証券 の受託者 となる。

遺 言で受託者が指 名 されて いない場 合ま たは受託者 と して指名 された者が その財 産権につ いての権原 を取得す

る ことがで きな いよ うな場合 については、第33条 参照。遺 言者か ら受 取る財産 を信 託 として保有す るという合意

が、受遺 者(devisee】egatee)あ るいは相続人(heir)も しくは最近親 者(nextofki皿)に よってな された場

合 の効力については、第55条 参照。

(d)項 に関する注:

止 二蝦雌{PP叉 廿r亘し紐魍t剛

指名権 を有 する者 が、 他人 を受託者 として指 名 した場合、その指名権 が適法 に行使 され る限 り、信託 が設定 さ

れ る。

皇.一 ・』R的招墨 描 」呂魍 唖a⊥」⊇ 』 岨pi乱 塾 蛙ユ

ある人 が一般 的指名権 を有す る場合、 それが現 在行使 しうるのか あるいは遺 言 によって のみ行使 しうるのかに

かかわ らず、 それは、 自己お よび 自己 の財産 を含めてその者が選択す る何人 を も指名 する ことができる権 限であ

るが、 その場 合、一般的指 名権 を有す る者 は自己または第三者のた めの受託者 として、あ る人 を有効 に指名 する

ことが できる。

例:

5.Aは 、 甲地 につ き、生涯権 をBに 遺贈 し、残余権 につ いて はBが 捺印証書 または遺言 で決定 する

よう指示 した。Bは 、その残余権 につき、指定 される受 益者 のための能動信託の受託 者としてCを 指名

した。Cは 、 その残 余権にっ き指名 される受 益者のための受託者 とな る。
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信託が設定 され、それ に基づ いて一般的指名権が授 与 される場合・指名権者 は・指 名権 を行使 する際・指名が

な される財産 について新たな受託者 を選任す る権限 が与え られ ている。ただ し・信 託の委 託者 が・ 自己の指名 し

た受託者 によってのみ管理 され る信託であ るという意思 を明示 しているの であれば・ この限 りではない。

L.、腔 定封 目名横.(3P壁1aL哩 』f咀o袖1」 師 唖

あ る人が特定的指名権 を有す る場合、それは、特定 の範 囲の人 々の中か ら指名 しなければ な らないとい う指名

権であ るが、 その特定 的指名権者は、指名権の対象 と して選択 される範 囲にある被指名権者 に利 益が帰属 す るよ

う受託者 を指名す る ことを有効 にな しうる。 ただし、指 名権 を与 えた者が これ と反 対の意思 を明示 して いる場合

は別であ る。財産法 リステ イ トメン ト第358条 参照 。複 数の被指名権者 に与 え られる権利の範 囲と性質に関す る限

り、特定的指名権 の設定 者は、指名権者が指名 をす る際、 自己 の財産 を処 分する場 合 と同程度 の裁 量権 を指名権

者 に与えた と推定 される。

しか しなが ら、指 名権設定者が、すべて の被指名権 者に、あ るいはその者 たちの中で財産 の配 分を行 な う指 図

をなす ことによってのみ、指名権者は その指名権 を行 使 しうるとい う意思表示 を した場合は、指名 権者 が、被指

名権者の ための受託 者 を指名す ることを有効に な しえな い。

例:

6.Aは 、 「残余権 の帰属者 として、Bの 定 める方法 ・割 合で、Bの 定 め る権利 について、Cの 子供

た ちの中か ら指 名す る」という指名権つ きで、Bの 生存間、Bに 甲地 を遺贈 した。Bは 、Cの 子 どもた

ちの利益 のため、均等 な割合 で、信託 と してDを 指名 した。信託 は設 定 され る。

7.Aは 「残余権の帰属者 として、Bの 定め るCの 子供 たちに限 り、その者に譲渡 する」 とい う指名

権付 きで、Bの 生存間、Bに 甲地 を遺贈 した。Bは 、Cの 子供 たちの利益のため均等 な割合 で、能動信

託 に基づ いて、Dを 受託者 として指名 した。 この場合、信 託は設定 されない。

特定的指名権者 は、特定的指名権の範囲 の人 々以 外の者の利益 のため、有効 な指 名 をなす ことができな い。財

産権 の リステ イ トメ ン ト第351条 ～第355条 参照。

信託が設定 され、 それに基づ いて特定的指名権が授 与 されて いる場合、委 託者が、 自己の指名 した受 託者が管

理 す る信託 である ことの意思 を明示 して いる場合 でなけれ ば、指名権 者は、 その指名 権 を行使す る際、指 名がな

され る財産 につ いての受託者 を新た な者に代 える権 限 を有す る。

(O)項 に関 する注:

菖.」這趣 とLて の合意

甲が、乙 を受託者 として乙に金銭 を支払 うとか、 あ るいは財産権 を譲渡 する というような強制 可能な約 束 をな

した場合、 もし両 当事者が、受約者 の権利 につ いて信託 を設定す る意 思を明示 す るな らば、受約 者の権利は、受

託者た る乙に よって保有 され ることにな り、信託 が設定 される。第14条 注h、 第26条 注n参 照 。

瓦」 茸超 を設 定主 塾主旦 他」璽左法

普通 法上の所有権 者ではな いが、財産権 につ いて完全な受益権(theentirebeneficialinterest)を 有す る

者は、その財産権 について信託 を設定す ることができ る。 この よ うに、す でに信託がな され ている場 合で、受託
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者が、受益者 の指 図で信託財産 を別の信託 に移 したとき、 あるいは受益者が、 その財産権 を別 の信託で保有す る

ように受託者 に指示 した ときは、新たに信 託が設定 され る。第428条 と比 較せ よ。

▲一.一側塞法 上豊lr↑酷

い くつ かの州では、制定法 に よ り、不法 行為 によ る死亡 で訴 を提起す る権利 を、指定遺言執行者、法定遺産 管

理人、 その他 の者に与え ることに よって信 託が創設 され る ことが ある。第6条 注h参 照。

1

1

第2節 信託を設定するための委託者の能力

第18条 信託宣言の場合の委託者の能力

信託宣言の方法 によって信託 の設定 をな す場合 の能力は、生前行 為で財産権 を譲渡する場合の能力 と同じであ

る。

注:

旦」」遊山_lcap鯉 糺r}璽,竃 味

特定 な法律 関係の設定 または その ような法律 関係に入 るための能力 の欠映 とは、人の ある特殊性 ゆえに、 その

ような法律 関係を設 定 した りす る能力 のない ことを意味す る。た とえば、普通 法上 の既婚婦人 、未成年者、精 神

異常者、 時には外国人な どは、上記以外 の人に よって保有 され るような完全 な能力 を有 しない。

人 は、能 力の欠映以外に も、他の理 由で、あ る法律関係 を設定 する権限 を もた ない ことが あ る。つま り、一区

画の土地 につき何 ら権利 をもたない者 は、その土地につ き有効 に信託 宣言 をなす ことがで告な い。あるいは、 そ

の者 には譲渡す ることがで きない権利 をもつ人は、そ の権 利を譲渡 する ことに よって信託 を設定す ることがで き

ない。 これ らの場合、権限 の欠 映は、 その者 の特殊性 か らくる能 力の欠敏 のせ いではない。

普通法では、夫は妻に財産権 を譲渡 で きないが、夫 は、妻のために有効 に信託宣 言を し受 託者 となる ことが で

き る。 その ような譲渡す る能 力の欠映は、夫 の譲渡 の能 力がないか らではな く、 夫か ら権利の譲渡 をうけ る妻 の

能力 の欠映 のせ いなのである。

b.本 リステ イ トメ ン トに含 まれな い槌」」の一範 囲

既婚婦人、未成 年者 、精 神異常者、外 国人および財 産権移転につ き制限的 に能力 を有す る他 の者 の能力 の範 囲

は、本 リステ イ トメ ン トの範囲外で ある。

法 人、法 人格 なき団体やパー トナー シ ップが財産権につ き信託宣言 をなす能力の範 囲は、法 人、 その他 の団体

等 については他 に規定があ るの で、本 リステイ トメン トの範囲外 であ る。

皇」_並酬

受 託者の能力につ いては第89条 参照 。

第19条 生前行為 によって信託譲渡をなす場合の委託者の能力

生前行為で他人に財産権を譲渡することによって信託を設定する能力は、生前行為で他人に財産権を譲渡する
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能 力 と同 じであ る。

注:

旦_財 産権の所有者 が、その者の利 益のためにその者 が保 有する よう、生前行為 で財産権 を他 人に譲渡で きる場

合 には、財産権の所有者 は、譲受人が信託 として保有 するよう、 その財産権 を生前行為で譲渡 す る能力 を有す る

のである。生前行為 で財産 権を譲渡す る能力に関す る規定 は、信託法 に特殊な もの ではな く、 その規定 の詳細は、

本 リステ イ トメ ン トの範 囲外である。

第20条 遺言で信託譲渡する場合の財産権の所有者の能力

遺言で他 人に財産権 を譲渡 することによ り信託 の設定 をなす にっ いての能力は、遺言で他人 に財産権 を譲渡す

る場合の能力 と同 じであ る。

注l

a. _財産権 の所有者が、 その者 の利益 のために、 その者が保有す るよ う、遺言 で財 産権 を他人 に譲渡 できる場 合

には、財産権 の所 有者は、譲受人が信託 として保有 す るよう、 その財産権 を遺 言で信託譲渡す る能 力を有 する。

財産権の遺贈 に関す る規定 は、信託法 に特殊 なものでな く、その規定 の詳細 は、本 リステイ トメ ン トの範 囲外で

あ る。

亙 一い くつ かの州 では、制定法 によって、遺言が、遺 言者 の死亡後、 ある期間 内に執行 された り、 あるいは、 そ

の ように遺贈 された財 産権が、財産権 は遺言者 の財産 の一定範囲 を越 えて執行 される場合 、公益 目的の ために遺

贈で きな いことになって いる。第362条 参照。

1

|

第21条 指 名 権(powerofappointment)の 行 使 に よ る 場 合 の 委 託 者 の 能

力

財産権 を信託 と して指 名する ことによ って信託 を設定 する場合 の能力 は、信託以外で指名 をなす能力 と同 じで

ある。

注:

至上.財産権 の指名権 を有 す る者が、その者の利益のた めにその者 が保有す るよう財産権 を指名 す ることが できる

場 合には、 財産権の指名権 者は被指名 権者 が信 託 として保 有するよ う、財産権 を指名す る能 力を有する。

上L_財 産権 を譲渡す る能 力 をもたない者が指名 権を行使す る能 力を有す ることもあ る。普通法 上、既婚婦人 は、

夫 の同意 な しには土地 を譲渡す ることがで きなかったが、夫 の同意な しに指 名権 を行使す る ことはできた。 さら

に、妻 は遺 言に よって財産 権を譲渡する ことはで きなか ったが、遺 言に よって指名権 を行使す る ことがで きた。

ただ し、 い くつかの州 では、 制定法 によ り、人 が財産権 を譲渡す る能力を有 しな い場合、そ の者 は指名 権 を有効

に行使 できな いとされて いる。指名権行使 の能 力に関す る規定 は、 信託法 に特 殊な ものでは な く、 その規 定の詳

細 は、木 リステイ トメン トの範 囲外 である。
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c.指 名権 行使 の能 力を有す る者で も、 その者の指名が権限 を越 える場合 には、信託 として有 効に指名 で きない。

第17条 注f参 照 。

止_有 効 な指名 をなすための指名権者 の能 力につ いては財産権 の リステイ トメ ン ト第345条 参照。

第22条 信託としての約束をなす場合の委託者の能力

約束者に対する受約者の権利が第三 者のため に信託 と して保有 されるよ う要約者 に約束 する ことによって信託

を設定する能力 は、契約 をなす場合 の能力 と同じで ある。

注:

a.約 束者が受約者 と、約束 に もとついて生 じた権利 を、受約 者の利益のため に、受約者に よって保有す るよう

強制可能 な約束 をなす ことが で きる場 合 には、要約 者は約束に もとつ いて生 じる権利が、第三者 のために信託 と

して保有 されるよう強制可能 な約 束 を受約者 となす能力 を有す るので ある。契約 をなす場合 の能 力につ いては、

契約 の リステ イ トメ ン ト第18条 参照。

第3節 信託設定の意思

第23条 意思表示の要件

信託 は、委託者が信託 を設定 しよ うとする意思 を、適法 に表示 した場合 にのみ設定 され る。

注:

εL._表 亘S已Lな け処ぱな らな巳意思

信 託 を設定す るために、委託者 は、第2条 で定義 され た信託 を構成 するよ うな法律 関係 を設定す る意思 を適法

に表 示 しなければな らな い。 その際、 その ように意 図された関係が、 信託 とよばれ る ことを委 託者が知って いる

か否 か、 さらに、信託 と称 され る関係 の明確な性格 を委 託者が知 って いるか否か は、 重要 では ない。

意 思の表示 とは、外部 に表 明 され た意思(externalexpression)を 意味す る。第4条 参照。詐欺防止法

(StatuteofFrauds)(第40条 参照)、 遺 言法(第53条 参照)の よ うな制定法 に別段 の定めがな い限 り、信託 を設

定 す る意思 の表示は、書面 な らびに口頭に よって、ある いは行為 に よってな されるであ ろう。信託設定の意思表

示に は、特別 な形式 は必要 でない。第24条 参照 。受益 者(第36条 参 照)あ るいは第三者に対す る意思の伝達が な

くて も、信託設定 の意思表 示 として十分 である ことがあ る(第24集 注c参 照)。

他方、委 託者 が、 強制可能な義務 を課す る意 思 を表 示 しない限 り、信託 は設定 され ない。第25条 参照。 同様 に、

生前行 為で、その表 示の後に、信託 を設定 する という意思表示があ っても信 託は設定 され ない。第26条 参照 。ま

た、財産権 の所有者 に よって、無条件 で他 の人に贈与す るというような財産 権譲渡の意思表示 は、信託 設定 の意

思表 示ではない{第31条 参照}。 第三 者のために、他人 を受託者 としてその者に財産権 を譲 渡する意思表 示は、

譲渡 人に よるその財 産権につ いての信 託宣言の意思表示 ではない(第32条 参 照)。

h.一 前後 遊猟
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寄 託を設定 す る意思表示 につ いては、第5条 注b参 照 。衡 平法 上の負担 を設定す る意思表示 につ いては第10条

注b参 照 。条 件 を付 す意思表示 については第ll集 注c参 照 。債務 を設定す る意思表示 に関 しては第12条 注g参 照。

その者の利 益のために財産権 を譲渡 する意 思表示 につ いては第125条 参 照。

.亘♪ 制定幽_つ くf「li陪

信 託は、委 託者の意思表示 な しに も制定法 によ り設定 される ことがある。た とえば、遺言執行 者、遺 産管理人、

あるいは他 の人に対す る不法 行為によ り死 亡 した者のた め制定法 上の訴権が与 え られることによ り、信託が設定

される。第6条 注h参 照。

第24条 意思表示の態様

(1)制 定 法に別段の定めが ない限 り、信託設定 の意思 は、書面 またはロ頭で、 もし くは行為で 表示する ことが

で きる。

(2)信 託 設定の意思表示 は、何等特 別の方式 を必要 と しない 。

注:

一旦』_」4陛麹 に二連∫目さオLる.一一』鷺屑郵↓ll

生 前行 為によ る譲渡、遺言 、および契約 の証書 、その他 の書面 に適用する ことが できる一般原 則について の説

明は、木 リステ イ トメ ン トの範 囲外 である。

旦._文 言 の鯉 釈3こついての諸 … 力

委 託者 の意思解釈 を明 らかにする諸事情は、 関連 性の ある もので、口頭証拠法則(theparolevldencerule)、

詐 欺防止法(thestatuteoffrauds)、 遺 言法(thestatuteof引lls)、 その他の法令 の定 めによ って除外 され

る場 合以外 は、 この ような諸 事情は、証拠 として認容 され うる ものである。口頭証拠法則につ いては第38条 参照。

土地 についての権利の信託 や、遺言による処分 によ って設定 される信 託の場 合の ように、制定法 で、意 思表示 に

特別 の方式 を必要 とす ると されている場 合は、意思表 示 はその制定法 に従 わなけれ ばな らな い。第40条 、第53条

を参 照。委 託者の意思が信託 を設定 しよ うとす る もので あると判 断する際、信託設定の表示が な された ときの行

為 は勿論の こと、その前後 の行 為 も関連性 があ りうる。

た とえ、 委託者が 「信託(trust)」 とい う言葉 を用いな くて も、信託 が創設 され ることが あるし、委 託者が、

「信 託(t祀st)」 という言葉 を使っている という事実が あって も、必 ず しも、信託の設定 を意 図 している という

ことを示す ものではな い。第23条 注a参 照 。

例1

1.社 債の所有者 であるAは 、 その社債 を 「Bの ため」あるいは 「Bの 利益のた め」保有 する 旨を宣

言 した。 これ と異 なる意思 である と証 明 されな いかぎ り、AはBの ため、 その社債 を信 託と して保有 し

ている ことに なる。

2.甲 地の所有者Aは 、捺Fll証書によって甲地 をBに 譲渡 した。そ してその ときに、Bに 対 し、 甲地
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を売却 し、その売却代金 をCに 支払 うよ う指 図したAの 署名 ある書 面 を、Bに 交 付 した。 これ と反対の

意思の存在が証明 され なけれ ば、Bは 甲地 をCの ため信 託 として保 有す る ことになる。

3.甲 地の所有者Aは 、Bに 甲地 を遺贈 し、Bは その土地か らの純収益 をCに 生涯支払い、Cの 死後

は 甲地 をDに 譲渡す るよ う、遺 言で指示 した。 これ と反対の意思 の存在 が証明 されな ければ、Bは 甲地

をCお よびDの ための信 託 として保有す る。

4.Aは 、 自分の金銭1,㎜ ドル を 「Bの ための受託者A」 とい う名義 で、貯蓄銀行 に預 けた。Aは 、

その銀行 に、 自己の名義です でに2,㎜ ドル預け ている ことが明 らかにな った。 そ して この2,㎜ ドル と

い う金額 は、制定法や銀行 の定款 で、預 金者 に認 め られ る預金最高 限度額 である。 さらに、Aが 受託 者

とい う名 目で預金す る唯一 の 目的は、 この規則 を逸脱す る ことである とわ かった。 この場 合、Aは 、B

のた めの信託 として その預金 を保有 しているのではない。

5.Aは 株式 を購入 したが、指示 を出して株券 の名義 を 「Bの ための受 託者A」 に した。Aが この こ

とをBに 通知 してか らAはBの た めの信託 を設 定す る意 図であった ことが、明 らかにな った。AがBに

通知 するまでは、信託 は成 立 しな い。

旦..意 想 の伝達 は必要エ蛙主 上 。一

意思の外部 的表示 がなければ意思表示が あった とい えないが(第2集 注g参 照)、 生 前行為 による信 託設定 の意

思 は、特定 の形式で表示 され ることを法律 で要求 され ていない。信託設定 の意 思 を、受益者(第36条 参 照)そ の

他 の者に伝 達す ること、あ るいは信託設定 の意思 を証 明する書面 を他 の者 に交付す る ことを しないで、信託 設定

の意 思を、有効に表示 しうる。信託 を発 生 させ ようとす る委託者 の終局的 な決定意思 を、外 部的な表示行為に よ

って表示 しなければな らない ことは、 信託の設定 に不可 欠である。委 託者 が 自己 の意 思を他の者に伝達 しなか っ

た ことや 自己の意思 を宣言 して作成 した書面 を交付 しなかった ことは、委 託者が、 信託 を設定す る終局的な決定

意思 を有 していない という ことの証拠 となる。 ただ し、それは終結的証拠 で はない。

自己の財産権 について、自 ら受託者 であるとする信託宣言 をな した者で あれば、その者 が受益者 に通知 しなか

っ た ことは、直 ちに信 託設定 をなす(第36条 注b参 照)意 思 を有 していな いとい う証拠 と もな りうる し、 さ らに、

信託 が設定 されていて も、その者が信託 を取消す権利 を留保 しているという証拠 ともな りうる。

第25条 懇願的文言

信 託は、委託者が法的拘束力のあ る義務 を負わ せる意 思を表示 するので なけれ ば、設定されない。

注:

a.基 準

本条 で述 べ られている法準則 は、委託者 が譲渡行為 を信託 とよん でいる場 合で あっても適 用 しうる。つ ま り、

裁判 所で強制 す ることので きる義務 を課 す という意思 を表示 しているのでなけれ ば、信託 は設定 されない。

b.懇 願 的文、書
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一方 で委 託者 縮 託縦 の意 思を表 示 したとする・他方でその意 臓 示が・古 の方法 で財離 を譲受人 鞭

用 または処 分すべき 旨の提案 または希望 に過 ぎな いとき・ 譲受 人がその提案 または希望に従 うかは譲受人の任意

である。

委託者が単な る道徳的義 務を負わせ るに過ぎな いような意思 を表示 して いる場合 は・信 託は設定 されな い。委

託者の意思 を判断す る場合・特 に次 に述 べ るよ うな事情が考慮 され る・すなわち・(1)用 い られて いる文言 の性

格 が拘束的(i■perative}か ・ 懇願 的(precatory)か という こと、(2)財 産権の特定 の有無、(3)受 益者お よ

び受益権 の範 囲の特定 の有無、(4)当 事者間の関係、(5)当 事者 の財政 的状態、(6)処 分 について、委 託者が影

響 され たと思 われ る合理 的動機、(7)そ の譲渡行 為 を信 託 と解す るか信託 ではな いと解す るかによ って もた らさ

れ る結果 を、委託者 の立場 にあ る者が、通常望 むか否か、な どで ある。

受益者が確定 され えない場合、信託 は設定 されない。第112条 参照。 この ような場合、譲受 人は、 自分に譲渡 さ

れた財産権 を保有す る ことがで きるのか、あるいはそれを復帰信託(resultingtrust)(第411条 参照)と して保

有す ることが できるの か、 ということは、委託者 が、信 託 を設定す る意思表 示をな したか否かに よって定 ま る。

委託者の用 いた言葉が不 明瞭で あ り、 その不明瞭 さ故 に信 託が無 効に なる場 合、委 託者は信託の設定 を意 図 して

いたのではな く、譲受人 に対す る無条件贈 与(beneficialgift)を 意 図 している ことが多 い。

例:

1.AはBに1万 ドル遺贈 し、遺贈者Aが 賢 明だと考え るようにその金 銭 を使 うように と希望 した。

他 に証拠がな ければ、Bは 無条件 で金銭 を取得 し、信 託 として保有す る ことはない。

2.Aは 、 自己の全財産 を、「家族のた めに維持 するよ うに希望 して」Bに 遺贈 した。他に証拠 がな

ければ、Bは 、 その財産を無 条件に取得す るの であって、信託 としてそれ を取得 するのではな い。

3.Aは 、妻のBに 対 して 自己の全財産 を遺贈 し、Bが2人 の娘CとDの ために維 持する ことを希 望

した。その後、AとBに 息 子が生まれた。Aが 死亡す る。他に証拠が なければ、Bは 、その財 産 を無条

件 に取 得するので あって、 それ を信託 として取得す るのではない。

4.Aは 、妻のBに 対 して、 自己の全財産 を 「妻 に、 そ して妻の死亡の場合 は、 その全財産 をAの 血

族 に贈 与する ことを望 んで」遺 贈をな した。その希望 の表 示が、Aの 財産 だけではな くAが 信 託 を設定

す る権限のないBの 財産 にまであてはまるため、Aは 、Aの 財産 につ いて信託 を設定 する意思 をもた な

か った ものと推定 され た。他 に証拠 がなければ、Bは その財産権 に対す る権利 を無条件 に取得 す るの で

あ って、 それを信託 として取得 するのではない。

5.Aは 、 自己の全財産 を 「大部分 をCに 分け与 えるように希望 して」Bに 遺贈 した。他 に証拠 が な

い限 り、Bは 、その財産権 に対す る権利 を無条件 に取 得す るのであって、それ を信託 として取得 す るの

で はない。

6.Aは 妻 に対 して 「私は、妻 に自分 の母 と妹 の世 話 と保護 を頼 み、妻が最良 と判断す るような扶 養

を・ 母と妹 に妻 が与 えることを要求す る」という ことを付 して、 自己の全財産を遺贈 した。 その母 と妹

というのは、病弱 で貧困状 態 にあった。 そして この ところず っと、Aの 援助 を受けて いた。遺言者 は多
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額 の遺産 を残 して死 亡 した。他 に証拠 がな いかぎ り、 その妻は、遺 言者の母 と妹 に相 当な扶養 を与 える

という信託 で、その財産 を取得 したわけ である。

些」..」蛙足のなL±目的.

財 産権が ある者 に、 その者が選択 する如何な る方法 で、如何なる者に対 して も処分 が許 され るというようにし

て譲渡 され るときは、信託は設定 されず、譲受人 は、その財産権 を自己の利益の ために取得 す る ことになる。第

125条 参照 。

旦._塞 族.の」左」め必⊥三う目的

財産権 が或 る者に、その者 自身 とその家族 の利 益のため に譲 渡されるときは、 その譲渡人が信 託 を設定 しよ う

とす る意思 を表 示 して いるのか、あ るいは、譲受 人に無条件 に贈与 するという動機 を明示 して、 そのよ うな贈与

をなす意思 を表 示 して いるのかということは、解 釈の問題 である。

例:

7.Aは 、 その兄弟 や姉妹 たちに 「本人 とそれぞれの家 族の利益 のため に、10万 ドルの金銭 を遺贈 し

た。別段の証拠が ない場合 は、 その財産権 を、 その兄弟姉 妹たちは無 条件 で取得 す るの であ って、 それ

を信託 として取得 するのではない。

8.Aは 、BとBの 妻を扶養 す るた めの信 託 として、Bに 、1万 ドル の金 銭を遺 贈 した。 これ と異 な

る証拠 が他 にないか ぎり、信託が設定 され る。

家族の構成員 に賦 与 された権利があ るとして も、 その範 囲につ いて は、第120条 注b参 照。 また、財産権 の リス

テイ トメン ト第293条 参照。

ll

第26条 現在の信託を設定 しない意思

生前行為で 、その意思表示の後 に信託 を設定 する とい う意思表示 は、信託設定 の効 力を生 じない。

注:

生 本規 定□旦飽

本条 で述 べ られ る規定 は、委 託者が、受 託者 として の他 人に財産 権を譲渡 す ることによ り信託 を設定す る意思

を表 示す る場合 および信託宣 言をなす場 合に適 用 され る。双方の場 合に、信 託が直 ちに生 ず るのか、信託が将来

生 ずるのか問題 がある。

信託は、委 託者 が直ちに生 じさせない という意思表 示を した り(注bc参 照)、 す ぐに受益者 を指名 しないため

(注d参 照)あ るいは、す ぐに信託財産 を指定 しないた め(注e参 照)、 また、す ぐに受 託者 を指名 しないため

(注f参 照)に 、直ちには生 じない ことが ある。

信託が委 託者の死亡時にのみ生 じる場合、 その処分は遺 言であ り、遺言法の要 件 を充足 していない と無 効であ

る。第56条 参 照。

しかしなが ら、現在 の信託 は、受益者 が将来の利益 のみを有 する ものであって も(注g参 照)設 定 され る。 さ

●
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らに、委 託者が、その信託 を取消 した り変更す る権利 を留 保する という事実 は、信託 を無効 にさせ る もの ではな

い(注h参 照)。 また、信 託が直ちに生 じな くて も、将来生 じることもあ る(注i、 」、k、1参 照)。

将来において信託 を設定 する約 束は、強制可能契約(enforceablecontract)の 要件 を満足 していれば、強制

可 能であ る{注 ■参照)。 受約 者は、す ぐに受託者 とな るという意 思表示 を行 えば、受約者 と しての 自己の権利 を

信 託 として保 有す ることになる(注n参 照)。

互,_信 託 として譲 渡 をな、す麹 一束

人が、現 に所有 して いる財 産権、あ るいはその後に取得 される財 産権 を将来、信託 として他人 に譲渡 す るとい

う意思を宣 言 した り、そ のよ うな強制 不可能な約 束 をな した場合、 その者が信託 としてその譲渡 をな さな い限 り、

またその ような譲渡 をなす までは、信 託は効力 を生 じな い。

例:

1.あ る証券 を所 有 してい るAが 、Bに 、後 日、 その証 券 をCの た めの信託 としてBに 譲渡 す るつ も

りだ と話す。Aが 証 券をBに 信託 として譲渡 しな い限 り、 またその ように譲渡す るまでは、信 託は生 じ

ない。

2.財 産権の所有 者が条件付捺 印証書で、 目的物 あるいは譲渡証 書 を交付す る場合 には、信託 は、条

件付捺FIJ証書で譲渡 する時に設定 される。第32条 注d参 照 。約 束が契 約 として強制可能 な場合 の条 件に

つ いては注m、n参 照 。

旦L信 証汀彊 一を量 る約 束

入 が、財産権 に関 し、後 日の意思表示 によって信託を設定す るとい う意思 を表 示 し、あ るいは、 強制不可 能な

約束 をした場合 、そのよ うな後 日の意思表示 がなければ、信託は設定 されない6宣 言 をな し、 あるいは約束 をす

る時 に、 その者 によ りその財産権が所有 されているか、その後に取得 され るのかは重要ではな い。 その者 に取 得

され る財産権 については第86条 参照。

例:

3.あ る有価証券 の所有者 であるAは 、後 日Bの ために その有価証 券につ き、信託宣言 をす る とBに

話す。Aが 信 託宣 言をしない限 り、 また、信 託宣 言 をす るまでは、信 託は設定 されな い。

4.Aが ある株 式 を買 うとした らその時に、AはBの 受託者 として、その株式につ き証書に よ り信 託

宣 言をなす とBに 約 束す る。Aが 株式 を取得 し、 かつ、信託宣言 を もな さなければ、信託は設定 されな

い。

旦.1_星縫 坦 写..纏縫 に上 土 〔賛{亘}脇 肇一虹 鱒 査

財産権の所有者が、 その後 に指名す る人 のための信 託 として、他人 に財産権 を譲渡する場 合その受益者 を委 託

者が指名 しな い限 り、 またそ の指名 をす るまでは、 明示信 託(expresstrust)は 生 じない。その ような場合、 譲

受人は、委託者 のための復 帰信託(resultingtrust)に もとづき、 その財産権 を保有する。そ して、委託者 が受

益者 を指名 しない限 り、また その指名 をす るまで、委託者 は、 譲受人 に対 し、 その財 産権 を 自己の もとへ戻 す こ

とがで きる。同様 に、財産 権 の所有者が、後に指名す る者 のために信託宣言 をする場 合、受 益者 を指名 しない限

一50一
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り、 かつ指 名す るまで、信託 は生 じない。 さらに、財産 権の所有 者は受益者 を指名 しない限 り、 またその指名 を

す るまで、 信託 とは関係な くその財産権 を保有す る。

例:

5,Aは 、AがBに 対す る通知 によって指名 する者 のための信託 として、Bに 有 価証券 を譲渡する と

いう内容の証書 を作成 し、Bに 交 付 した。Bに その通知 を発送す る前にAが 死亡 。Bは 、Aの 遺 産に対

する復 帰信託に もとづ き、 その有 価証 券 を保有 する。

6,Aは 証書に よってあ る有価 証券 につ いての信託宣言 をし、 その信託の受益者 は後にその証書で指

名 する とした。Aが 受益者 を指名 するまで、Aは その財産権 を信託 とは関係 なく保 有する。そ してAの

債権者 たちは、それ を差押 える こと もで きるし、債権者 たちの債権 の満 足に それ を使 うことができる。

旦.」置莚財産力1上委 藷埋fに よって後」三坦 定立れ 追墨 金

財産権の所有 者が、後 日指定する財産権 を信託 として他人に譲渡す るという趣 旨の証書 を作成 す る場合、 その

譲 渡証書 は不完 全であ り、その財産 権 を指定 しかつ譲渡 しない限 り、 また その指 定 をしかつ譲 渡す るまでの信託

は生 じない。 同様 に、財 産権の所有 者が後 日指定 す る財産権につ き信託宣言 をする場 合、 その財産 権を指定 しな

い限 り、 また、指定 するまで、信託 は生 じない。

例:

7.Aが 署名 しBに 引渡 す付 属 明細書 で後 日Aが 指 定す る有価 証券 をCの ための信託 としてBに 譲渡

す る趣 旨の証書 を、AがBに 作 成 した。Aが 、有価証券 を指定す るまで、信 託は設定 され ない。

8.Aが 証書 によ り信託宣 言 をし、Aが 後 日作成 しその証書に付 する明細 書で指定 する有価証券 につ

き、Bの ための受 託者となる こととした。Aが 有価証券 を指定す るまで、信 託は設定 されない。

f.黍 睡者 によって、_童 睡歯坦 麓堅撹茄 され 売魁登

財 産権 の所有者が、後 に受託者と して指 名す る者 に信託 として譲渡する証書 を作 る場合、受託者 の名が記 され

ていな いことは、 その譲渡 証書作成 の時に信託 を生 じさせない意思がある ことを意味 する。そ の場合、受託者 を

指名 し、 その財産権 をその者 に譲渡す るまで、信託 は生 じない。そ して、財 産権 の所 有者 が受託者 を指名 し、そ

の財 産権 を譲渡 しな い限 り、 また譲渡 するまで、信託 とは関係 な くその財産 権 を保有 する。 この状態は、現在の

譲渡 は意 図 され ているが、証書 には受託 者が指名 され ていないとか、受託 者 として指名 された者が死亡す るとか、

さ もなければ、 その財産権 の権原 を取得 す るのが不可能 な場合 とは区別され る。 これ らの場 合、現在の信託は、

受託者 がいな いために設定 されないの ではない。第32条(2)参 照 。

乱_権 利.封1璽 延1田

他 方、財 産権 の所有者が、 その意思表 示の時に信託 を生 じさせ る意思を表 示 した場合、信 託 は、信託条項に よ

って受託 者の利益が、将来 のある時期 まで享有す る効 力 をもたない将来権 であ っても、 その意思表示の時期に生

じる。

例:

9.あ る有価証券 の所有者Aは 、10年 満期後 に生ず る収 入を信 託 としてBに 支払 うためその有価証券

L
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につ き信託宣 言 をした。 その収 入は、10年 間、Aに よ りAの 利益 のため に維持 され る。Bの 受 益権が、

10年 満 了まで享有す る効力 を有 しな くて も、信託 は、宣言 の時に生 じる。

』 、取澁櫃 室姪 制限酬 ⌒

財産権 の所 有者が、財産権 を譲渡 し、譲渡の時に信託 を設定 する意思 を表 示 した場合、信託条項 によ って、委

託者 が、 その信託を全部 または一部 につ き取消 し、あ るいは制 限する権利 を留保 する として も、意思表示 の時に

信 託は生 じる。第37条 、57条 参照。同様に、財産権の所有者 が、その財産権 につき信 託宣言 をなす場合、信 託条

項 に よって、そ の者が その信託 を全部 または一部 につ き取 消 し、あ るいは制限 する権 利 を留 保 して も、信託 は、

信託宣言の時 に生 じる。 第37条 、57条 参照 。その法律行為 は、単に取消 し、 あるいは制限す る権利の留保 とい う

だけで不完全 な もの となるので はな く、 また、現在 の信 託 を設定す る意思 がない ことを示す もの ではない。

」..譲 渡4)結 果 として描il1遡 るのカこど うか

人が、信託 として他人 に財産権 をのちに譲渡 する という強制不可能 な約 束 をした場合、信託は、 その者が事後

的 に譲渡 をした時にのみ生 じる。同様 に、人が信託 として財産権 を指 定せ ずに譲渡 をす る場合、 その者 が事後的

に財産権 を指定 し、 かつ、譲渡 を もな した時にのみ、信託 は生 じる。人が受託者 を指定せず信託 として譲渡証書

を作 り、 その作成の時 には信 託 を生 じさせな い場合、事後 的に受 託者に譲渡 をなした場合 にのみ、信託は生 じる。

人が財産権 を受託者 に譲渡 するが、 受益者 を指名 しなかった場合 、受託者は、 その財 産権につき受益者が指名 さ

れ るまで、譲渡人の ための復帰信託に もとつ いて保有 し、 その後受益者が指名 された場合、その財産権 は、その

ように指名 され た受益者 のための信託 として保有 される ことにな ろう。

」._意 思表示の結墨 と しエ.描起 坦生玉 る坦 かどうか

人が、財産権 につ きのちに受託者 になるという意思 を表 示 し、 あるいは約 束 したが、それ以上 の意思表 示はせ

ず、 しか も、 さしあたっては受託者 になる意思表 示は しな いで いる場 合、後 日その者が、ただち に信託 を設定す

るという意思表示 を した場合 にのみ、信 託は事後 的に生 じる。財産 権が宣 言の時、 あるいは約束 した時に所有 さ

れているか、後 で取得 され るか どうかは重要ではな い。

例:

10.あ る有価証券 の所有者が、10年 後、Bの ためにその証券につ き受託 者 となるつ もりであ るが、10

年満了 まで は、何 ら信託を生 じさせ るつ も りはない ことを宣言す る。Aが10年 満 了時に受託者 となる意

思 を表示 しない限 り、その時に、 その証券 につ き受 託者 とな るものではない。

11.AがBに 対 し、 もしAが 株式 を相続 する ことがあれ ばその時 は、Cの ための信託 としてその株式

をAが 保有 する という意思 を表示 した。Aは 株 式 を相続 したが、 それ以降受託者に なるという意 思表示

をしていない。Aは その株式 についての受 託者で はな い。

上.螢 の、竜思表示

人 が将来 に受託者にな るとい う意思 を表 示 した場合、 その意思表 示 と関連 あると考 え られ るその後の行為 は、

その行為 の時点で信託 を設定 する意 思表 示 として充分で ある。人 が現 に所 有 していない財産権 につ き、信託宣 言

する ことを書面に記載 し、 その後、 そ こに記載 されて いる財産権 を購入す る場合、先 の信託宣言 に結びつ いてい
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る財産権 の取得 という行為 は、 その財産権 の取 得の 時点 で、信 託 を設定す るに十分 な意思表 示 とな り得 る。

例:

12.Aが 、ア メ リカ ンステ ィール ・カ ンパニーの株式13株 につ き、Bの ためにAが 受託者 となるとい

う内容 の証書 を作成 した。 その時点でAは その株式 を所有 して いなか った。Aは 後 日、 アメ リカン ・ス

テ ィー ル ・カ ンパ ニーの株 式を13株 購入 した。取得時に異 なる意思 の証拠 が ない限 り、Aは その株式 に

つ き受託者 となる。

⊥.一一賛翼壁 批貼」空劫直

人が、将来 に受 託者 とな る意思を表 示す る場合 、その最初の意思表示 と関連 があ ると思われ る時に沈黙 してい

る ことは、 その時に信 託を設定するに十分 なる意 思表示 とな り得 る。しか し、通 常、単な る沈黙 は、そのよ うな

表 示では ない。黙示の意思表示 なのか、 そのよ うな表示 ではないのかは、意思 解釈の問題 である。

叫　蜘 」坦)一宜任

将来 において信託 を設定す る約束 は、 強制可 能契約 の要件 を充足 している場 合 にの み、 曲制 可能 であ る。第30

条参照。信 託 としての財産権 を譲渡す る約 束、 あ るいは受 託者 となる約束 が、受約者 に、約 束違反 に対す る損害

賠償 の権利 を生 じさせ るか、 そのような約 束が特別 に強制 可能 か どうかは、契約 を規 定す る法 規 によって決定 さ

れ る。契約 の リステ イ トメ ン ト第2章 ～ 第6章 、第358条 ～第380条 参照。例 えば、財 産権 の所有者が、信託 とし

て財産権 を譲渡 し、 同じ信託 に もとつ いて保有すべ き金 銭 を委 託者に支払 うことを約 束す る場 合、 もし、そ の約

束 が無償 で なされてお り、 印影(sea1)に よらない場 合(契 約 の リステイ トメ ン ト第19条 、第95条 参照)、 約束者

はその金銭 を支払わ ない ことに責任 を負わ ない。 しか し、その約束が、約 因の提供 を うけて、 印影 がなされ てい

る場 合には、約 束者 は、 それにつき責任 が ある。

例:

13.AとBは 、BがAと 結婚す るという約 因 の提供に よ り、書面 による合意 をなし、Aは1年 内に1

万 ドルを分割 し、Bの ための信託 として、 そ の金銭 を保有す ることを約 束す る。Aが その金銭 を分 離す

るまで信託は生 じな いが、 もしAが その信託 を設定 できないと、Aの 約 束は、約 因の提供によ りな され

てい るため、Aは 約束違反に対 し責任 を負 う。

14.夫 婦た るAとBは 離婚 の合意を し、 その合意 によ り、Aは 、 両者で選任 した受託者に対 し10万 ド

ル相当の有価証券 をBの ため の信 託 として、1年 以内に譲渡する ことにな った。Aが 証書 を受託者に譲

渡す るまで は証券 の信託 は成立 しないが、Aは 、その合意につき約 因の提供 を受 けて いるので、信託 を

設定 できない場合 には、契約違 反につ き責任 を負 う。

将 来取得す る財産権 につき信 託を設 定す る約 束 の効 果については、第86条 参照。

旦L受 鎚音上 しエ」の受 ・ro■1see)..

将 来にお いて信託 を設定 する約束 は、将来 にお いて締結 され る約束につ いての現 在の信託 の設定 とは区別 され

る。将来にお いてな される強制可能 な約 束 の受約者 は、第三者の ために、信託 で、受約者 としての 自己の権利 を

保 有す ることができ る。第17条(e)参 照。他人 を受 託者 として、 その者 に金銭 を支払 うとか、 財産権の譲渡をな
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すという強制 可能な約 束 をな した場合、 もし・信 託を設定 しよ うとす る者 が・受約 者の権利につ き直ち に信 託 を

設定 する意思 を表示 し、それが、単 に・金銭の支払 いの際に・金 銭 の信託・ あるいは・譲渡の際に・財産権 の信

託 を設定す るだけではない という意 思 を表示 した な ら・受約 者の権利 は・受託者 としての受約 者に よ り保有 され

るのであ るか ら、現 在 の信 託が設定 され る。

約 束が無償でな され、 印影 によ らな い場合、約束者 は、通常、 それに拘束 され ない(契 約 の リステイ トメ ン ト

第19条 、95条 参照)。 そ して、受約 者は、それに もとつ く何 らの権利 も取得せ ず、信託 も生 じない。約束が無償 で

な されるが、印影に もとつ くため義務 が ある場 合、約束者 が信託 の委 託者で あ り、 もし委 託者がその約 束 に もと

つ く受約 者の権 利は、信託 として保有 され るべきであ るという意思表 示 をす る場合、受約者 は直 ちに、 その約 束

に もとつ く自己の権 利につ き受 託者 とな る。

その約束 が、 要約 者に よって支払 われた約因のためにな され る場合 、受 納者は、信 託の委託者 であ り、 その約

束に もとつ く自己の権利 が、信託 として保有 され るべ きだ という意思 を表 示す る場合、受納者 は直 ちに、その約

束に もとつ く自己の権利 につ き受託者 となる。

例:

15.BがAに な した10万 ドル支払いの約 因 として、Aが 、署名 した記載証書 の中で、Cの ための信託

として、Bに 甲地 を引渡す約束 をする。Aが 約 束に違反 した場合 に、Aか ら損害 を回復 して もらう権利

お よび契約 を特 別に強制す る権利 をBは 得 る。 これ らの権利 をBはCの ため に信託 として保有 す る。

16.Aは 、BlこX会 社の1,㎜ 株式 を、Cの ために信託 として譲 渡す ることを、Bに 約束 する内容 の証

書に署名、押 印 し、Bに 交付す る。Bが それによ って得 る契約上 の権利につ いては、Cの た めに信託 と

して保有す る。

17.Aは 口頭 で、かつ無償 でCの ための信託 として1,000ド ルをBに 支払 う約 束 をす る。Bは 、 その約

束に もとつ く何 らの権利 も取得 しない。信託 は生 じない。

o。.揃麗 皇照

将来におけ る信託 を設定 する約 束の効力 につ いて は第30条 参 照。

信託におけ る無効な譲渡 の効力につ いては第32条 参照。

委 託者 の死 亡に際 し発生 させ る信 託の処分の効力につ き第56条 参 照。

後 に取得 する財産権の処分 については第86条 参照。

1

1

第27条 特定的指名権

特定の範囲の人々に、あるいは特定の範囲の人々の中から、財産権の帰属者を指名するという権利が、ある者

に付与されている場合、指名がなくて明示の贈与がない場合、すなわち指名権不行使の場合は指名権が行使され

る場合にのみ、その特定の範囲の人々が、その財産権にっいての権原を有するものという意思を指名権設定者が

表示している場合を除き、その特定の範囲の人々が、その財産権にっいての権原を有する。

一54一



【第2章 】

注:

a⊥ 螺 菰 柚設定 者の.霞思

特定の範 囲の人々の間で指名 する という指名楠 が或 る者 に付与 され ていて、指 名が なくて 明示 の贈与がない場

合 、指名権設定者 の意思が、指 名権 の行使 を指名権 者の選択に任せ るもので あ り、特定 の範 囲の人 々は、指 名権

者 が指名権 を行使 する場 合にか ぎって権原 を取得 する ものであ るという意思 であった のか、 あるいは指 名権 設定

者の意思が、特定 の範 囲の人々は、 いずれ にして も、権原 を取得す る もの である というのかは、 意思解釈 の問題

であ る。

指名権者が指 名権 を行 使 しな いときは、特定 の範 囲の人 々が、 その財産権 について の権原 を有す るもの と明 白

に規定 され ているな らば、特 定の範 囲の人 々は、指 名がな い場合 にその財産権 につ いて の権利 を有す る。財産権

の リステ イ トメ ン ト第279条 ～第304条 参照。

指名権者 が指 名権 を行使 しな いときは、他 の誰 か を、 その財産権 にっいての権 原 を有す る者 とす ることが明 白

に定め られ ている場 合、指 名が なければ、 その指 名 され た者が その財産権 についての権原 を有する。

指名が な くて明示の贈与がな い場合、す なわち指 名権不行使 の場合、指名権 の消滅時 にその特定の範囲の人 々

がその財産権 についての権原 を有す る。

-b.螂 示の璽 与または荊 雀抱燈 苗打

指名権が行使 されな いときに、特定 の範 囲の人 々が、 その財産権 についての権利 を有 する もの と判決す る際、

裁判所 は、 その結論 を、次 にあ げる2つ の理 論のいずれ か一方 に基礎 づけてい る。

つ ま り、(1)指 名がな いときは、特定 の範 囲の人 々に黙 示の贈 与があった という考 え方、 もう1つ は(2)指 名

権が特定 の範 囲の人 々のた めの信託 として保有 されて いる という考 え方である。

(1)第1の 理 論は、裁判所 によって、一般 に受 け入れ られている ものである。指名権 設定 者が、特定の範囲の

人 々のなかか ら指名すべ き権限 を授与す る場合 、反対 の指示 がない ときは、指 名権設定者 は、その特定の範囲 の

人 々が、 その財産権の利益 を有す る ことを意図 して いたと推定 され る。特定 の範囲 の人 々のなかか ら指名すべ き

権限 が設定 されたが、指名権が行使 され ず明示の贈与が な いとい う事実さえあれば、指名権 不行使 の場合は財産

権 をその特定 の範囲の人 々に贈与す る旨の指名 権設定者 の意思表 示 として充 分で ある。 これは財産権の リステ イ

トメ ン トによ り認め られて いる理論 である。第367条 参照。

(2)第2の 理 論は、裁判所 によって時折 認め られ るものである。

指名権 設定者が、指名権 を行使すべ き義務を指名権 者に課す という意思表 示 をな した場 合、指名権者 は、 その

指名楠 を、 特定 の範囲 の人 々のための信 託 として保有 して いる とい うのであ る。指名 権者が、指名権 の行使 を裁

判所 によって強制 され る ことはなくて も、 もしそれ を怠 った場 合は、信託 違反 となる。結 論は、財 産権につ いて

の権原 を有す る者 は誰 で も、 その財産権 を特定 の範 囲の人 々のための擬制 信託で保 有 してい るということである。

裁 判所 が、 どちらの理論 に基 づいて訴訟 を続 行 しよう とも、委 託者が、特定の範 囲の人 々は その財産権 につい

て権原 を有す る もの とい う意思 を表示 して いるな らば、それ らの者 は、 いずれ にして も、その財産権 についての

権原 を有 す る。
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指名権 を与 えた者の文言 が、指 名権者に・指名権 を行使 すべ き義務 を負わせ る意思を表示 す るような もの でな

い限 り、信託 は義務的 な ものだ とは認め られな いであろう。特定 の範囲の人 々への贈与 とい う理 論 に基づ くな ら

ば、 もう一方の理論に基づ いた場合衡平法上の権利 だけ しか取得 できな いような事情 の下 で、特定の範囲 の人 々

は、その財 産権について の普通 法上 の権利 を取得す ることができる。

黙 示の贈与 とい う理 論 は、裁 判所 に よって、 よ り一般的 に認 め られ ているし、 また指名権 を与 えた者 の通常 の

意 思 とも一致す るため、本 リステイ トメン トにお ける望 ましい理 論 として認 め られている。

∫エー指名 がな」1れ」ぱL特 定」望)範囲互≧△二生」主権厘圭二右上 な.い損じ盒

特 定的指 名権の設定者 は、指 名権 者が、特定の範囲の人 々に、 ある いは そのなかか ら、指名 しなければ、特定

の範 囲の人 々は、その財産権 について何 らの権利 も取得 しないとい う意思表 示をする ことがで きる。特別指名権

の設定者 は、指名権 を付与 する際、指 名権者が権限行使 を選ん だ場 合にのみ、特定 の範 囲の人々が、その財産権

についての権利を有 す るものと指示 を与 えることがで きる。

例l

l.Aは 、遺言 に より一 定の基金 を 「Bの 生 きている間はBに そ の収 益を支払 い、その時Bが 当該基

金の全部あ るいは一 部を、Bの 子 どもたちに帰属 させ る ことを希望す るな ら、Bの 指名 したBの 子 ど も

たちに、その全部 あるいは一部 を支払 うという信託 で」譲渡 をな した。Bは 指名 を しなかった。B死 亡

の場合、その基金 の元本は、Aの 遺産に帰属す る。

2.Aは 、遺 言 によ り、一 定の基金 を 「Bの 生 きて いる間はBに その収益 を支払 い、 その時、1人 ま

たは複数のBの 姪が立派 な社会奉仕を したとBが 判断す るな らば、そ の基金 につ きBの 姪達 のなかか ら

指 名 をして よいとい う信託 として 」譲渡 をなした。Bは 、 どの姪 も立派 な社 会奉仕 を しなかった と判断

し、指 名を しなか った。B死 亡の場 合、 その基金 の元本 はAの 遺 産 に帰属す る。

-d.一無熱'11曲財産 権ま封 書組討 的蘭 刮ρ 萬聾豊並⊇ 皇

土地 の所有 権者が、 その土地 を無条 件に他人に譲渡す るとか、動産 の所有者が動産 を絶対的 に譲渡する場合 で、

しか も、 その譲受人が生前行為 で、 あ るいは、譲受人死亡 の場合 は特 定の範 囲の人 々のなかか ら、 その財産権の

帰属 者を指名 す る指名 権 を有す る もの とするな らば、指名権は創設 されない。財産法 リステ イ トメ ン ト第325条

(1)参 照 。 このような場合、譲 渡人 が、 譲受人 に指 名 をなす義務 を負 わせ る意思 を明示 しているのでなければ、

譲受 人は、その財産権を、 自己の利益 のために保有 して いることになる。第25条 参照。

転 特定 堅剛 ゆ 人 生 をi夫定土 重壁 棲!

特定 的指名 権が付 与 され ている場合 で、明白な文言に よる指名が な く贈与が行われ ない場合、 すなわち指名権

は行使 されないが、特 定の範 囲の人 々が、本条 で述 べ られ た規定 に基 づいて、 その財産権 についての権利 を有す

るとい う場合、その指名権 の消滅時 期に、指名 がな された特定 の範 囲の人 々に、 その財産権 が帰属 する。た だし、

指名 楠を与 えた者が別段の異 なる意 思を表 示 して いる場合 は別 である。

」.前 援参照

特 定の範 囲の人々のな かか ら指名 す るよう指 示 した り権限 を与 えた りす ることの効果 については、第120条 お よ
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び第414条 参照。指定 された者 の親族 のなかか ら指名す る ことを指示 した り、その権限 を与 えた りす ることの効果

につ いては、財産権の リステ イ トメ ン ト第367条(3)参 照 。指 定 された者 の子孫のな かか ら指 名す ることを指 示 し

た り、 その権 限 を与 えた りす る ことの効果 につ いて は、財 産権 の リステイ トメ ン ト第367条(4)参 照。

不特定の範 囲の人 々のなかか ら指名す る ことの指 示や その権限 の授与 の効果 につ いては、第122条 お よび第416

条参照。財産法 リステイ トメ ン ト第323条 注h参 照。

指 名がな いため明示の贈与がな い場 合、指名が な され ない財産権 の処分 に関 しては、財産法 リステイ トメ ン ト

第367条 参照。

一 般指 名権 と特定 的指名権 の区別 に関 しては
、財産 権の リステ イ トメン ト第320条 参 照。

第4節 約 因(consideration)

第28条 信 託 宣 言 の た め の 約 因

財産権 の所有者は、信託宣言のための約 因を受けな くても、その財産権 にっ いて信託宣言 をなす ことができる。

注:

a. .臓P白 斑on田 野L

本条で述 べ られた規則 は、動産ある いは債権 の信 託宣言 にも適用す ることが でき る。

例:

1.Aは 社債 の所 有者である。Aは 無償 でその社債につ いてのBの ための信託宣言 をなした。Aは 、

Bの ためその社債 にっいての信託受託者 となる。

2.Aは 自己 の金銭1,㎜ ドル を自己の名義 で貯 蓄銀行に預金 して いる。 後に、Aは 、無償で、 その

預金につ きBの ための信託宣言 をな した。Aは 、 銀行 に対 して自己が有す る請求権 につ き、Bの ための

受 託者 とな る。

3.Aは 、 自分 自身 の金銭1,㎜ ドルを、 「Bの ための信託受 託者 た るA」 とい う名 義で、Bの ため

の信 託 を設定す る意思 を表示 して、貯蓄 銀行に預金 した。Aは 何 ら約 因を受 けて いるのではないが、銀

行 に対 する 自己の請求権につ いてBの ための信託受託者 となる。(預 金者 が、信託設定 の意思 を もって

いなかった ことを示す諸事情につ いて は、 第24条 例4参 照。受益者 に指定 された者に通知 しなかった と

きの効果 については、第36条 注b参 照。意 図 された信託が取消 しうるもの であるのか。 また、 もし取消

しうるなら、 そのよ うな ものは有効な のか否か、な どの問題につ いて は、第58条 参 照。)

h。 土地 賃]鱒 」1eas釦 山止

本条 で述 べ られた規則 は、 土地賃借権 についての信託 宣言に も適 用する ことがで き る。

例:

4.Aは 、 甲地 について、10年 間の定期賃借権 を有 する者 であ るが、 この賃借権 を、無償で、Bの た

めの信託 として保有 する旨、書 面で宣 言 した。Aは 、Bの ため、 その土地賃借権 の受 託者 とな る。
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下_白 血 保土 棚 ⊥虻四躯 山並1

本条で述べ られた馴 は、土地 の自由保擁 につ いての信託宣言 に も・ それが能動信託 であると受酬 託で あ

るとを問わず、適 用する ことができ る・第69鯵 照・ この よう韻 語 は・ それ吸 鮪 託 であ り・ しか も韻 契

約 お よび代 金支払 あるいは酷 鮪 契 約の要件 と一致す るもの でなけれ1エ ユー ス法(S蜘te°fUses)に よ

って履行 が禁止 され る。 もし・ これ らの要件 と一致す るな らば・ それによって設定 されたユ ースあるいは信託 は・

ユ_ス 法に よって直ちに効力が生 しる。第68条 参 照。

例:

5.甲 地 の所 有者Aは 、 甲地 の賃料 等 をBに 支払 うこと、 およびB死 亡時 に甲地 をCへ 譲渡 す ること

を、無 償で証書 に署名 して信託 宣言を した。Aは 甲地につ き、Bお よびCの ための受託者 である。

6,甲 地 の所 有者Aは 、 甲地 につきBお よびBの 相続人 のため保有す ることを、無償 でかつ約 因な し

に証 書に署名 して信託宣言 を した。AB間 には血縁関係 も婚姻 関係 もない。Aは 甲地 につ きBの ための

受託 者 となる。

7.印 地 の所 有者Aは 、Bが 支払 う10ド ル を約因 として、Aが 、Bお よびBの 相続人 に対 し、 甲地の

売買契約 を結 び代金支払 を受 け ることを文書に したため た証書 を作成 した。 しかし、実際上、Aは 約因

を受 けなかった。 甲地 につ いての普通法 上の権原は、Bに ある。

第29条 信託譲渡の場合の約因

財産権の所有 者は、その財産権の譲渡 以外何 ら約 因がな くて も、そ の財産 権 を信託 として他人 に譲渡 するこ と

によって、そ の財産権 の信託 を有効 に設定することがで きる。

注:

且.蘭 語 によ」る無償譲渡

財産権が信託 として譲 渡 され る場合、 そのような譲渡がな され た こと自体 が重要で あって、受益者 か ら、 譲渡

人 あるいは譲受 人に約 因の提供がな いとい うことは重要な ことではな いのであ る。譲受人への譲渡行為(con-

veyance)が 有効 であれ ば、信託は設定 されるのである。譲受人の信託拒絶(disc]ai■er)の 効果の問題 について、

第35条 注bお よび第102条 参照。

例:

1.あ る証券 の所 有権著た るAは 、Cの ための信託 として、Bに その証券 を無 償で譲渡 した。信 託は

設定 される。

2.Aは 甲地 をCの ための信託 として遺 贈 した。信託は設定 される。

第30条 信託設定の約束をなす場合の約因

信託を将来設定しようとする約束は、強制可能な契約の要件と一致する場合にかぎり、強制することができる。
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」

1

注:

a.一意星表丞

財産権の所有 者が、信 託 を宣 言しているのか、 あるいは、将来受託者 とな るか、将 来他 人を受託者 として その

者 に財産権 を譲渡す るとい うような約 束をな しているのか ということは、その財産権 の所 有者の意思表示に よっ

て定 まる。第26条 参照。

旦㌧」匡U玉垂設 一定 しよ うとす重麹 塞

財 産権 の所有者が、将来受託者 となる ことを約 束 した り、 あるいは将来 他人 を受託者 と してその者に財産権を

譲渡 しよう とす ることを約束 した りするが、 その ような約束が、約束違反 のために生 じた損害 を回復 する権利を

受約者 に与え るか否かにつ いては、契約 に適用 され る法律 によって決 定 される。契 約 の リステ ィ トメ ン ト 第148

条～ 第177条 参 照。前記 の約束が、特定履行 を求め得 るか とい う問題 につ いては、契 約 の リステ ィ トメ ン ト 第35

8条～第380条 参 照。た とえ、前記の約束が特定履行 を求 め得 ると して も、 その後 に、信託宣言が な されるか、特

定履行 を求 める衡平法 上の訴訟にお ける判決が あるのでな けれ ば、 自動的 に強制 しうる信託が生 じる ことはない

ので ある。第26条 参照 。

旦._受 託者一と し㎜ 受約 者

財産権の所 有者が、将来、他人を第三者 のための受託者 としてその者に財産権 を譲渡 しよ うとする約束 につ い

て、当事者 がただちに信託 を設定 しようとす る意思 を表 示 して いるときは、受約者 は、それに よって取得す る権

利があ るな らそれを、 第三者のための信託 として保 有する ことにな る。第26条 注n参 照。

第5節 受託者に対する財産権の移転

第31条 譲受人自身の利益のために、生前行為によってなされる財産権の

譲渡

財産権 の所有者が、生前行為でその財産権 を譲 渡 し、譲受人 自身 の利益 のため保 有 され るように した場合 、そ

の譲渡行為(convoyaOC9)が 、財産権移転 の効 力を もた ない ときは、信託 関係は生 じない。

注:

a..」甘産権 を与える方法

財産権 の所有 者が、その財産権につ いて の受益権 を他人に与 えようとす る場合、(1)他 人に その財産権 を無条

件に贈与す る、(2)他 人のための信託 として受託者 にその財産権 を移転す る、(3)他 人のため の信託 を宣言す る、

という3つ の方法 の1つ に よる。 これ らの方法 のうちの いずれか1つ を用 いて、財産 権につ いての受益権 を他人

に与 える場合、 その方法 に よってな され る処分 の有効 要件 を充足 して いな ければ、 その処分は認 め られ ない。信

託 としての譲渡行為 が無 効である場 合の結果につ いては、第32条 参照。

』L趣麟 渡

財 産権 の所有者が その財 産権を贈 与 しようと意 図したが、普 通法上の贈与 の要件 を充足 しなか ったため、その
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財産 権についての権原 が、意 図 された受贈者に帰属 していない場合 ・その所有者 は・意図された受贈者 に対 し・

贈与 を完全 に履 行す る義務 を負わな い。す なわち・ 目的物 の引渡 または捺 印譲渡証 書の交付 がな いため意図 され

た贈 与が不完全 である場合・ 信託は設定 されず・ その財産 権につ いての権原は・信 託 とは関係な く・所有者 に残

存す る。所有者 が意図 された受贈者 の ため・その財産権 について信 託宣言 をなす ときは(第28条 参 照)目 的物 の

引渡 あるいは贈与の捺 印証書 の交付 が な くて も、信 託は設定される。 したが って、財産権 の所 有者が、贈与 をな

すの であ って、 その財産権 につ いての信託宣言 をなすのではない とい う意思 を明 らかに してい るときは、意 図 さ

れた受贈者の ための信託 の受 託者にな るのでは ない。それゆえ、意 図 された贈与 が無 効であれば、受贈者が、 そ

の意 図された贈与 を信頼 してすでに地位 を変更 した場合 以外 は、意 図 された受贈者 は、その 目的物の普通法上の

権 利お よび衡平法上の権利 も、何 ら取得 しない。注 正参照 。

例:

1.甲 地の所有者Aは 、Bに 甲地 を贈与 する という趣 旨の手紙 を書 いた。Aは 甲地 を信託 とは関係 な

く保有 する。

2.債 券の所 有者Aは 、Bに その債券 を贈与する と口頭 で表示 した。債券の引渡はな されて いな い。

Aは 、 その債券 を信 託 とは関係 な く保有 する。

旦,契 約」⊇Φ権利 の無償j譲渡

契約に もとつ く権利が、残 る者の利益 のため、 その者に無償 で譲渡 され る場 合、信託は設定 されな い。第15条

参照 。たとえ、 その債権 譲渡(assign■ent)が 、契約 の リステイ トメ ン ト 第158条 で述べ られて いる規則 に もと

つ いて、譲渡人 の死 亡によって取消 しうる もの或 るいは終了 しうるもので あって も、その譲渡 を、 あたか も信託

宣言 であるかのよ うに看 徹す ことは できない。

互_去 迦 ら妻rトの無償繊 度

普通法⊥、夫 は、財産 権につ いての普通法⊥ の権原を妻に譲渡す る権能 を もたなか ったので あるが、 い くつか

の州 では、 普通法上、夫 が妻に財産権 を譲渡できない とい う理 由 だけ で無効 とされ る妻への譲渡が、そ の財産権

の所有者 によってなされる場 合、夫 は妻 のための受 託者 となる ことが認め られ た。 これ らの州の大部分 では、現

在、 夫は妻 に対 し有効 に財産権 を譲渡 する ことができ ると制定法 に規定 され てい るので、 この法理(pri刊ciple)

は、 もはや適 用 され ていな い。

皇」.麹[亙を塞 げてなさtL繊

所 有者 が譲渡のための約 因 の提供 を受 けている ときは、財産権の譲渡契約 をな したときに課せ られ る義務 と同

様 の、譲 渡行 為 を有効になすべ き義務 を負 うものであ り、 しか るべ き場合 には特定履行が行われ な くてはな らな

い。上記 のよ うな義 務が存す る ことによって信託が設定 され るの ではない。第13条 参照。

.f-,地 位の変裏_(Changeofposition)

財 産権 の所 有者のな した贈 与が効 力を生 じな い場合、 しか もその贈 与を信頼 した受贈者が、 その地位 を変 更 し

て、その財産 権 を取 得で きな くなるよ うな不公平な結果 を生ず るような場 合、贈与者 は、衡平法 上、財 産権 を移

転 するよ う強制 される ことが ある。 かか る義務が存す る ことに よって、財産 権の所有者 がその財 産権 について受
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託者 とな るのではな い。第13条 と比較せ よ。原状 回復の リステ イ トメ ン ト第164条 参 照。

日一,.側.生者那 一己璽鋤 』}

財産権 の譲 渡が、財産権移転 の効 力を もたない場合、衡平法裁 判所によって、譲渡 をなした者 の死亡後、 もし、

その譲渡 が贈 与者の恩恵 の対象 として、 自然 な もの であれば、 その相続人に、証書 を訂正 し譲渡 行為 を有効にす

るよう命 令がな され た州 もい くつかある。贈与 者の相続人 は、 上記 の場合、擬制信託 で保有 して いるの であ る。

原状 回復 の リステイ トメ ン ト第164条 参照 。

lL↑_亜雁 書 照

契約上 の権利 の譲渡 の効 力要件につ いては、契約 の リステイ トメン ト第148条 ～第177条 参 照。

第32条 第三者のための信託 として、生前行為によってなされる譲渡

(1)(2}項 の場合 を除いて、財産権の所有者が その財産権 を第三者の ための信託 と して保有す る目的で 、生前

行為で他人 に譲渡 する とき、その譲渡行為が財 産権移転の効力 をもたない場合 、その財産権 にっ いての信託 は

成立 しない 。

(2)も し、譲渡 証書中 に受託者が指定 され ていないか 、あ るいは受託者 として指定された者 が死亡その他の

事 由に よって、その財産権 について の権原 を取 得する ことがで きないとい う理由だけで、譲渡行 為が効 力 を生

じない ときは、そのため に信託の成立が妨 げられる ことはない。

注:

旦L講 笹垣幼 上宝』臼二な一い1鼻柱

財産権 の所 有者が、他人 を受託者 と してその者に譲渡行為 をなす場合、 目的物の引渡 しあるい は譲渡捺印証書

の交付 を欠 くため、ま た、 ただちに効 力 を生ずる ことが意 図 されて いないた めにも、 その譲 渡行為が財産権 につ

いての権原 の移転の効力 を生 じない ことがある。注bお よびc参 照。

しか し、た とえ信託財産 についての権原がただち に受 託者に移 るものでな くても、条件付捺 印証書 による引渡

しがあれば、信託が生 じる ことがある。注d参 照。 また、受託者に指定 され た者が、死 亡その他 の事 由によって

信託財産 につ いての権原 を取得できな いか、あ るいは受 託者が指定 されて いないとい う理 由で、信託財産 につい

ての権原が委託者 に残存 して いる場 合で あって も、完全 な引渡 しが あれば、信 託は発 生 しうる。注 」参照 。

た とえ譲渡 が信託財産 につ いての権原 を有効に移 転で きない として も、受 益者が譲渡 を信頼 して地位 を変 更 し

たため、贈与者 に財産 権の移転 を強制 できないとすれば不公平 な結果 を生 ずる場合 、意図 され た信託が生 じるこ

ともある。注h参 照 。た とえ意 図され た信託が贈 与者 に対 して強行 できない として も、贈与者 の死後、その者の

権利 を相続 した者に対 しては、意図 された信託 が強行可能 にな る こともある。

(1)項 に関 する注:

玉 趾櫨上亜堕吐、ため無償 譲渡 塑効 力を もたな』±増金

財産権 の所有者が その財産権 を信託 として無 償譲渡 しよ うと意図 したが、 目的物の 引渡 しあ るいは譲渡捺 印証
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書の交付が な されないため、 その財 酬 ・ついての顧 の移転の効 力が不完全 である船 ・信 託は設定 され ない・

またその財産権 につ いて の願 は、信 託 とは関係な く所有都 残 っている・

例:

1.債 券の所有者Aは ・Cの ための信託 と して・ その債 券 を譲渡す る とBに 口頭 で伝 えた。Aは ・ そ

の債 券の引渡 を していない。 その債券 に対 する権原は・信 託 とは関係 な く・Aに 残 って いる。

2.甲 地 の所有者Aは 、Cの ための信 託と して甲地 をBに 譲渡す る とい う趣 旨の捺印証書 を作成 した。

Aは 、 その捺 印証書 の引渡 をしていな い。甲地 に対する権 原は、信託 とは関係な くAに 残 って いる。

3.甲 地の所有者Aは 、Cの ための信託 と して甲地 をBに 譲渡す るとい う趣 旨の手紙 を書 いた。 その

手紙 は、Bに 甲地 を譲渡す る効力 をもたない。甲地についての権原 は、信託 とは関係な く、Aに 残 って

いる。

しか しなが ら、受託者 に、ただち に譲渡 する意思 で、第三者に引渡 しが な された場合、受託者 に 目的物 の引渡

しあるいは譲渡捺 印証書 の交付がな され な くて も、引渡 しの効力が生 じる ことがあ る。

土地の譲渡捺 印証書 の場 合は、それが誰 かに手 渡 されず譲渡人に保留 されてい るとして も、譲渡人が ただちに

効力 を生 ずべ き ものである との意思表示 をなしたな らば、引渡 しの効力が認 め られ る ことが ある。

しかし、意 図 され た受託 者 自身に引渡 しが試 み られたが、受託者が引渡 しを受け る ことを拒絶 した場合、 その

財産権 についての権原 は受 託者には帰属せ ず信 託 も生 じな い。ただ し、意 図 された受託者に引渡 しがなされ、受

託者 も、 その財産権 についての権原が 自己に帰属 するの を認めて いるが、受 託者 としての行為 を引受 けるにつ い

てこれら拒絶 する権 限を留 保す ることを譲渡人 が同意 して いる場 合、 たとえ受 託者が 引渡 を受 けた後 で拒絶 した

としても、意 図 され た信託の効力は失 われず、代 わ りに受託者が指名 され る こ・とになるの である。第35条 注c、

第102条 参照。

玉.左 だ遇』こ移 転をなす意 思坦 ない場合

財産権 の所 有者が、 目的物 を引渡 しある いは、贈与の捺 印証書の所持 を放棄 す るとき、通常 は財産権移 転の効

力 を生 ずるが、その財産権 をた だち に移 転する意思 を明示 しな けれ ば、財 産権は ただちに移転 する ことはな く、

信託 も設定 されない。第26条 参照。

つま り、財 産権の所有者がす でに信 託 として譲渡 をなす証書 を作成 し、 す でにその証書 を記録 したとい う事実

によって、その記録 の時点で その者 は移 転 をなす意思 を有 していた もの と推定 されるのである。 しか し、そ の推

定 は、その者が、証書中に受託者 と して指定 した者 にその証書 を引 渡すまで、 その譲 渡は効 力を生 じない ことを

意 図 していた もの と立証で きれ ば、 その推定 をくつが えす ことができる。

jL_藷 遊 底鵬 ま王の 」加.垣壁壁L重 遭垂

受寄者は、 ある…定の事実 が発生 した場合、 目的物 あ るいは証書 を、第三者 を受託者 として引渡 し、財産権 の

所有者は撤回 の権利 を留保 していない という意思 を明示 して、財産 権の所有者 が、エスク ローへの 目的物 あるい

は譲渡証書 をエ スク ロー に引 渡す場 合、 そのエ スクロ・一への引渡 しの時、信 託は設定 されな い。そ の事実 の発 生

まで、財産権 についての権原 は受託者に帰属せ ず、 その間受託者は、エス クローへの寄託の結果 自己に生 じた権
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利 を、信託 として保 有 して いる。信託財産 は、初 めエスク ロー による寄託 に基づ く権利で あって、その後 条件の

成就があ って、信託財 産が、譲渡 され た財産権 となる としても、エ スクローへの引渡 しの時、信託 の効 力はただ

ちに生ず るの であって、将来生ず るので はな い。 しか し、寄託者が撤 回の権利 を留 保 して いる場 合、 あるいは特

定 された:事実が、 単に、寄託者の将来におけ る精神上 の願望や意 向に過 ぎない場 合であれば、寄託 の時、 信託は

生 じない。契約 の リステイ トメ ン ト第103条 と比較 せよ。

皇、」蔽回 虫1よ互 変聖 の権 璽の盈爆

財産権 の譲渡 は、財産 権の所有者がその財産権 を信 託 として他の人 に譲渡す る場 合、委託者 となる者が信 託を

全面的にあ るいは一部 分撤回す る権 限や変更す る権 限を留保す ることを信託条項 に定 めて いた としても、譲渡 の

効 力は不 完全 となる ものではな く、信 託は、譲渡の時 に生ずる。第26条 注h、 第37条 、第57条 参照。

1±.翼 約」二塑 一横割 ふ無償 で藁 薦 され端 金

契約 に基 づ く権利が、 ある者を受 託者 としてその者 に無 償で譲渡 され る場合、譲渡人が その譲渡(assign■ent)

を撤 回する ことがで きた り、契約 の リステイ トメ ン ト第158条 の規定で、譲渡人死亡 の場 合消滅す るもので あって

も、 その譲受人は、譲受 人 としての 自己の権利 を信託 として保有 す るので あ り、 その撤回あ るいは譲渡人 の死亡

による消滅 がな いか ぎ り、信 託は有効 である。

且L.約 因 を費1江 虫 され 墨」巖董

所 有者 が財産権譲渡(conveyance)の 約 因を受け るときは、その財産権譲渡契約 をなす ときに課せ られ る義務

と同様、財 産権の移 転 をなすべき義務 を負 う。そ して、 しかるべ き場合には特定履行が行 われな くてはな らない。

上記 の義務 があ るため、財産権 の所有 者が、その財産権 について明示信託の受託者 となるのではな い。第13条 参

照。譲受 人はその所有者 に対 して取得 する 自己の権利 にっいての受託者 とな る。

L－ 地位の変 更

財産権 の所有者が第三者 のための信 託 としてな した無償 の譲渡 行為が、効力 を生 じないけれ ども、その譲渡行

為 を信頼 した受益者が地位 を変更 してその財産の譲渡 を強制 できな いような不公平 な結果 を生 ず るときは、衡平

法上、贈 与者は、意 図 された信託 に基 づいて財 産権 を移転 するよ う強制 され る。あ るいはまた、受益者が遺 言 で

意 図され た信託 を終 了 させ ることが できる ものであれ ば(第337条 参照)、 贈与者は その財産権 を直接受 益者に移

転す るよう強制 され ること もある。以 上のような場合、上記 のよ うな義 務があ るた め、財産権 の所有者が その財

産権 につ いての信託の受託者 となるのではないが(第13条 と比較せ よ。)、 その財産権 の所有 者は、その財産権 を

擬制信託 によ って保有す るのである。原状 回復 の リステ イ トメ ン ト第164条 参照。

⊥L.、贈 聾者]P罷 工迎 処墨

ある人 が財産権の無償譲渡 をなす とき、その財産権移転 が効 力を もたな い場合、衡平法裁 判所は、その譲渡人

の死亡後、 その相続 人 に対 して、 もし、その譲渡が、贈与者 の恩恵の対象 として、 自然 な もので あれば、証書 を

訂正 し、譲 渡行為の効力 を生 じ させ る州 が、い くっか ある。第31条 注g参 照。 これ らの州 では、 もしその譲渡が

信託 としてな され、その相続人が、受益者 または受託者 に対 して擬制信託の受託者 と しての責任 を負わ され るも

の であれ ば、その財 産権 を意 図され た信 託に基 づいて移 転するよ う強制 され ることが ある。原状回復の リステ イ
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トメ ン ト第164条 参 照。

(2)項 に関する注:

j-、鍵 縫 邸 勧 ・螺幽 「姑」幽 たな呈 出 瞥・

財産権 の所有者が、その財産権 を信 託 として ただちに譲渡 しようと して・ 目的物 を引渡 す とかあるいは財産権

移転 の効力 を生 じる贈与の捺印証書 を引渡 したが・ その証書中 で受 託者 を指 定 しなかったか・受 託者 として指定

された者が死亡その他 の事 由によって、その財産権 につ いての権原 を取得 で きないという理 由のため、 譲渡の効

力を生 じない として も、信託は生 じる。財産権の所有者が、受託者 となる意思が ないため明示信 託の受 託者 とな

らな いとして も、その者が、擬制信託 の受託者 としての責任 を負 い、受 益者に よって提起 され た衡平法上 の訴訟

で新 たに指 名 され る受託者に、 その財 産権 を移 転す るよう強制 され るか、また は、意 図された信託が、 信託条項

その他で、受益者に遺 言で信託 を終了 させ ることを認 めているものであれば(第337条 参 照)、所 有者は、その財

産権 を受益者に直接移転す るよ うに強制 される こともある。委託者 が死 亡 した場合、 その者 の権 利 を承継 す る者

に上記の移 転 をなす よう強制 される こともある。

例:

4.債 券の所有者Aは 、 その債券 をCの ための信託 としてBに 譲渡す るとい う趣 旨の証書を作成 した。

引渡 をなす意思 でその債券 と証書 をAはDに 渡 した。Bが 死 亡す る。 その債 券についての権原はAに 残

って いるが、Cの ための新 しい受託者 に債券 を譲渡す るよ うにAは 強制 される ことがあ る。

5.甲 地の所有者Aは 、 甲地 をCの ための信託 として、 あ る法 人格 なき社団に譲渡 す るとい う趣 旨の

捺印証書 を作成 した。Aは 、引渡 しをなす意 図で、 その捺 印証書 を、 その社団の構成 員の1人 に渡 した。

その社 団は、そ の土地 についての権原 を取得す る ことができなか った。たとえ甲地につ いての権原がA

に残 っているとして も、AはCの ための新 たな受 託者 にその権原 を移転 するよ うに強制 される ことが あ

る。

これに反 して、財産権 の所有者が、 受託者 として自己が後 に指名 す る者に信託 と して譲渡する とき、 もしその

所 有者が受託者 を指定 しないな ら、 譲渡の時 に信託 を発生 させ ない意思が明 らかになる。従 って、受託者 を指名

す るまで、その者は信託 とは別 にその財産権 を保有 しているのであるか ら、信託 は生 じない。第26条 注fお よび

第56条 注dと 比較せ よ。

上」_受託 者垂欠`た め意 図さ」hた描託 の効力が生 ⌒[査

自己の指名す る者が受託者 としての行為 をなすまでは、信託 は生 じない という意 思 を、信託の委託者が明示 し

た場合、 または委託者 の指名 した者が受託者 としての行 為 をなすまでは、信託 目的が遂行 され えないときに、受

託者 として指名 され た者 が受託 者 としての行為 をなさない場合、 意図 された信 託は生 じない。第35条 注i参 照 。

」,藁 蓑行 為撰1;受 晶音量 当 査

財産権が信託 としてす でに譲 渡 され、 その後 に受託者 を欠 くときは、その信 託設定 を無効にす るものでは ない。

第101条 参照。

坦._量 鰹[書
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財産権 の所有者が、 自 らその財産 権について受 託者 となる 旨宣言 をなす場合、財産権 の移転 つま り信 託 目的物

あるいは信 託証書 を受益者 または第 三者に引渡す ことは必 要ではな く、適 当で もない。その者 は、ただちに その

財 産権につ いて の受託者 となる とい う意思表示で足 りる。信託宣 言は無償でな され たとして も有効 であ る。第28

条参照。

旦 」重縫 」聞

公益 目的 のための信 託 としての譲渡が無効 な場合 につ いて、第353条 参照 。

第33条 遺言による信託譲渡

財産権の所 有者が遺言に よりその財産権 を信託 と して譲渡す るとき、た とえ遺 言 中で受託者が指 定されていな

い とか、 または受託 者 として指定 され た者が死 亡その他の理 由によって財産権 を取得する ことが できない場 合で

あっても、信 託の効 力は生 ずる。

注:

旦..遺 言 信託は 、_受託壷 を欠 ⊥ 迄め無 効 とな るも」の哩 ない旦

遺 言信 託の場合、本条 に述 べ られた事情の下で は、遺 言者の相続人あ るいは人格 代表者 に帰属 してい る財産権

につ いての普通法上 の権 原は、遺言中で指名 され た受益 者のための擬制信託 に基 づいて保有 されて いる。相続 人

あ るいは遺言執行者 は、 上記の擬制信託 の受託者 と して、意図 され た信託 で保有 されるよ う新 たに指名 され る受

託者に、 その信 託財産 を移転すべ き義務 を負 う(第108条 参 照)。 受益者が遺言 によって信託 を終了 させ る ことが

認め られ ているな らば(第337条 参照)、 直接受益者 に、その信託財産 を移転 しなければな らな い。

しかしなが ら、多 くの州で は、制定法 によ り、新 たな受託者が指名 され るまで、権原は裁判所 にあるかまたは

不確定 な状態 にある。

例:

1.Aは 甲地 をCの ための信託 としてBに 遺贈す る。BとAが 続いて死亡 した。Cの ための信託は成

立す る。

2.Aは 、X州 に位 置する甲地 をCの た めの信託 としてB会 社に遺贈 した。X州 の制定法 に よって、法

人は遺贈 によって土地 を取 得す ることが できない とされて いる。 しか し、Cの ための信託は設定 され る。

3.Aは 甲地 をCの ための信託 としてAの 遺 言執 行者 に遺贈 した。Aは 遺 言の中で遺言執行者 を指名

しなかった。Cの ため の信託は成立す る。

-h」_鷺托煮 糞虫 く..左醜 図塵血止1灘 巳[{勤口連 坐 随 端 金

遺言者 の指名 した者が受託者 としての行為 をなすのでな けれ ば信託 の効 力が生 じな い旨遺言者 が明示 してい る

場合、 あるいは遺 言者が指定 した者 が受託 者 としての行為 をな さない限 り、信 託の 目的は遂行 されえない もので

ある場合、遺 言者に よって指名 され た者 が受託 者 としての行為 をなす能力があ り、かつその意思 がある場 合でな

けれ ば、意 図 された信託 は効 力を生 じない。第35条 注i参 照。

L
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第34条2人 の受託者への譲渡

財産権の所有者が、その財産権 を2人 の受託 者 にそ の者 らの合有 と して譲渡す る場合 、その1人 が譲渡行為の

とき死亡その他の理由 によって その財産権にっいての権原 を取得す ることがで きないので はあるが、その譲渡は

そ の他 の点で は有効 であ るな らば、他 の1人 の受託 者が信託 と して その財 産権を取得 し、保有す る ことがで きる。

注l

a生 前†L為に よる譲渡

受託者 が2人 もしくはそれ以上 いる場合 、それ らの者 は合有者(jointtenants)と して保有す る。合有者 と し

ての2人 の者に、生 前行為に よる譲渡が な され、その うちの1人 が譲渡行為 の当時死亡 して いるときは、他 の1

人に その権 原は与え られる。譲渡が信託 としてな され るとき、その意 図され た信 託に基づ いて他の1人 が保有 す

る。

h,イ1馳 産 あるいは動産,の遺贈

不動産 または動産が信託 として2人 の者 に遺贈 される とき、 その うちの1人 が死 亡その他の理 由で、その不動

産または動産 についての権原 を取得 で きな い場合、他 の1人 が単独 の受 託者 として、 その財 産権についての権原

を取得す る。

至,.前 後{書牌

追加的に受託者が指名 され るか否 かにっ いては第108条 参照。

第6節 受託者への通知 とその承諾

第35条 受託者への通知 とその承諾

信託 につ いて受託者 への通知 また はその承諾が な くて も信託 は成立 しうる。

注:

旦.財 産 権の強転が受 託魎 通 知 なLIこ 効 」工豊凶・幽 宣

目的物 の引渡 しあるいは譲渡捺 印証書 の交付 がな く信託 としての財産権移転 の効 力が生 じな いため、財産権 に

つ いての権原 は信託 とは関係な く所 有者 に残 っているのであるが、た とえ受託者 がその移 転 を知 らな くて も、第

三者に対 する引渡し(delivery)が あれば、 その財 産権 にっいての権 原は受託者 に帰属 し、信 託は設定 され る

(第32条 注b参 照)。 その第三者 が譲受人の代理人 であるか否 かにかかわ りな く、上記 の引渡 しは効力 を有す る。

ただ し、 その第三者が譲渡人 の代理 人で、 その引渡 しを受 ける際譲渡人の代理人 としてのみ行為 をなす ときは、

その財産権 は、 まだ贈与者 の支 配権の範囲 内にあるため、信託 の効力は生 じな い。

一度設定 され た信託 は、 その後、 その信託 につ いて受託者へ の通知 とその承諾 前に、受託者 が死亡 した り、精

神 異常あ るいは破産の状態 になった りした として も、 また、受託 者が信 託の撤 回を試 みた として も(受 託者 が撤

回の権限 を留保 して いる場合 は別)、 信託の効力 に影響 はない。第330条 参 照。
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上L曇 酷 吏 るL蝸査

第三者 に対す る引渡の如 き生 前行為 でな され る譲渡に よって信 託が設定 され る場合、受託者 が、受託 者 として

の行為 をなす ことにつ いて文言 または行動で同意を示 したのでなければ、 その受託者 は拒絶 をな しうる。第102条

参照 。譲渡 に よって受託者 に帰属 した権原は、 その者の拒絶 に よって譲渡人に戻 る。拒絶 は、受 益者に対す る受

託者 としての責任や信託財産 についての権原 を有す る受託者 の責 任 を遡及的に免除 する効 力を もつのであ る。 そ

れによって譲渡人は意図 された受益者 のための擬制信託 の受託者 とな り、意図 され た信託 に基 づいて保有 され る

よ う新 たに指名 され た受託者 に、その財産権 を移転すべ き義務 を負 う。あ るいは、受益者 が信託 条項その他 によ

って遺言 で信託終了 をなしうるよ うな場合な らば(第337条 参照)、 直接受益者 に移転 しなければな らない。 これ

は、 一度設 定 された信託 は、受 託者 を欠 くことに よって効 力を失 うことにはな らない とい う法理 の適用であ る。

第101条 参 照。

例:

1.甲 地の所有者Aは 、Cの ための信託 としてBに 甲地 を譲渡す るとい う趣旨の捺 印証書 を作成 した。

Aは 、その証書 をDに 渡す ことに より引渡 を行 い、甲地 をBに 譲渡 した。 その引渡 時にBは この譲渡 を

知 らなか った。Bが その譲渡 を知 り拒絶 した。Cの ための信託 としてBに 移転 していた 甲地に対す る権

原は、拒絶 によ りAに 復帰 し、Cの ため の擬制信 託 としてAに よ り保有 され る。財 産権が複数受託者 に

譲渡 され、 その受託 者全員が拒絶 をした場合 も結果 は同 じで ある。

c,」R苗 の』{迦力!移転 坦効幽 埋 酬 査

た とえ受託者がそ の移転 を知 らな くて も く注a参 照)、 贈 与の 目的物 もし くは捺 印証書 が第三者に引渡 され る こ

とに よって移転 の効 力は生 じるので あるが、意 図され た受託者 自身 に引渡 しが な されたときは、 その受託者 が引

渡 しを受 け ることを拒絶 すれば、信託財産 につ いての権 原は移 転 しない。 この場 合信託は生 じず、 その財産 につ

いての権 原は、信託 とは関係な く所有者 に残 って いる。

例1

2.甲 地 の所有者Aは 、Cの ための信託 としてBに 甲地 を譲渡す るとい う趣旨の証書 に署名捺 印を し

た。Aが その証書 をBに 渡 した と ころ、Bは 引渡 を受け ることを直 ちに拒絶 した。そ の証書の有効 な引

渡が行 われ なかったため、 甲地 は譲渡 されず、 信託は生 じない。

しか し、信託者 に財産 権につ いての権原 は帰属す るが、受託者 としての行為 をなす ことを拒絶す る権限 を受託

者に保留 させ る ことを設定 者が認め ているならば、後 にその者が受託者 としての行為 をなす ことを拒絶 して も、

意図 された信 託が効 力を失 うことは ない。第32条 注b、 第102条 参照 。

旦L数 ム塑叉 旺者口 うnら.迫璽1人 蜘 端 山 良 鰻登

財産権が、 当事者が知 らな いうち に、2人 の者 を受 託者 として、生 前行為 で譲渡 される場合、 その権原 はそれ

らの者 を合有 者 として信託で譲渡 され る。 もしそれ らの者 のうちの1人 が拒絶 をなしたとして も、その財 産権は

それ によって、 もう1人 の者 を単独 の受 託者と してその者 に与 え られ る。

例:
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3.甲 地 の所有者Aは 、Dの ための信託 としてBお よびCに 甲地 を譲渡す るという趣 旨の捺 印証書 を

作成 した。Aは 、その証書 をBへ 渡 す ことに よ り引渡 を行 い、Bお よびCに 甲地 を譲渡 した。引渡の時

点 でCは この譲渡の事 実 を知 らなかった。Cは 譲渡 を知 り、拒絶 した。Dの ための信託 としてBお よび

Cに 移転 した甲地 に対す る権原 は、Cの 拒絶 に よ り、Bに 帰属 し、Bが 単独 でDの ための信託 と して保

有す る。

拒絶 をな した者に代 わる新 たな受 託者が指名 されるか という問題 につ いて は、 第108条 注b参 照。

旦,.遺 託1町並 の愛鵡粗 玉よ_旦工虫.書」れ重墨絶塑一纏

遺 言信託が受託者 によって拒絶 された場合、財産権 にっいての権 原は、遺言 中で指 定された受益者のための擬

制信 託に従 って、遺言者 の相続人 または遺言執行者 に帰属 する。上記 の擬 制信託 の受 託者 としての相続人 また は

遺言執行 者は、新たに指定 され る受 託者に信託財産 を移 転すべき義務 を負 う。 または、受益 者に、信託条項そ の

他 によ り遺言で信託終了が許 され ているな らば(第337条 参照)、 直接 受益 者に信託財産 を移 転 しなければな らな

い。

しか しなが ら、多 くの州では、制定法 によ り、新た な受託者が指名 され るまで、権原 は裁判所 にあるかまたは

不確定 な状 態にある。

」、L数ムーの坦置{ト蹄 叉 茜真壁 ⊥±.塑亜 勅.蓋し左揚 煮

財産権 が、遺 言で、2人 の者 を受託者 として譲渡 され、 その うちの1人 が拒絶 をした場合、 その権原 は他 の1

人に単独 の受 託者と して与え られ る。

拒絶 をなした受託者 に代わる新たな受託 者が指定 され るか とい う問題 につ いて、第108条 参照。

』L金 銭寡鼻 翼鰻璽堂托墨斑 垣鯉 なす媛合

一定額の金銭 を、 ある者 を受 託者 として その者 に支払 う契約 が、その者へ の通知 な しにな された場合、 その者

は、契約 に基づ く要約者 としての 自己の権利 を、信託 として保 有するが、拒絶 によって 自己の権利 を消滅 させ る

ことがで きる。 それに よって、約束 者は、意図 され た信 託に基 づいて保有 され るよ うに指名 された受託者に、 同

額 の金銭 を支払 う衡平法」二の義務 に従 うことにな る。信 託条項 その他 によ って、受益 者が遺 言で信託 を終 了 させ

る ことがで きる場合であれ ば(第337条 参 照)、 直接受益者 にその金銭 を支 払 う衡平法上 の義務 を負 う。衡平法裁

判所 は、 信託が一一度設定 され たならば拒絶 の結果 、約束者 が利益 を得 て、受 益者が損失 を蒙 る ことを認めな い。

拒絶 は、結局 普通法上の義務の消滅 を もた らすが、それ によって、約束者 が擬制信託 に基 づいて保有する財 産権

を取得す る ことにはな らな いた め、約束者 は、擬 制信託 の受託者で はない。

例:

4.捺Fllさ れた証書に よ り、AはBに 、Cの ための信託 として1 ,㎜ ドル支払 う約束 をした。Aは 、 そ

れ をDに 渡す ことに よって証書 の引渡 をな した。 それに よってAB間 の債務が生 じた。 引渡 がなされた

ときBは その約束 を知 らなか った。Bが それを知 らされた とき、拒絶 した。債務は解除 され たが、Aは 、

Cに1,㎜ ドル支払うかまたは裁判所 で指名 されるCの ための信託の受託者 に1,㎜ ドル支払 うという衡

平法上 の義務 を負 っている。
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曇」 防塵 購躍 渡袈紗 堕受 幽 をな重 婚自

注gに 述 べた規則は、土地 その他 の財 産権 を、他人 を受 託者 と してその者に譲渡 する契約 あ るいはあ る人 の利

益 のための受託者 としての債務 に適 用可能であ る。

例:

5.捺 印 され た証書 によ り、AはCの ための信 託 として 甲地 をBに 譲渡 する約束 を した。Aは 、 その

証書 をDに 渡す ことに よって引渡 をなした。 それによってAB間 に債務 が発 生した。引渡がな され た と

き、Bは その約束 を知 らなか った。 その約束 を知 らされた とき、Bが 拒絶 した。債 務は解除 され たが、

Aは 、Cに 甲地 を譲渡 するか、 または、裁判所 で指名 され るCの た めの信託の受 託者に 甲地 を譲渡 する

衡平法上の義務 を負 っている。 もしAの 約束 に約 因があれ ば、その衡平法 上の義務 は強行不可能 である

が、Cは 、衡平法裁 判所にお いて、約束違反 の損害賠 償額 をCに 支払 うよ うAに 対 し強制す るか、 また

は、衡平法裁判所 で指 名 され るCの ための信託 の受託 者に支払 うようAに 強制する ことがで きる。

1L塾 悲 壮を処 処ため,← た∫i饅Eカr生玉 な幽

受託者 として指定 した者 が信託 を承諾 しなければ信 託の効力は発生 しないとい う意思を信託 の委託者が 明示 し

て いる場合、 または委 託者が受 託者 に指定 した者 でなければ遂 行す る ことができな いような信託 目的で ある場 合、

委 託者によ って指名 された受 託者が信託 を拒絶す るときは、その信託 の効力 は生 じな い。第101条 と比較せ よ。

第7節 受益者への通知 とその承諾

第36条 受益者への通知 とその承諾

信託について受益者へ の通 知 または受益者 の承諾が な くて も信託 は成立 しうる。

注:

乱_通 坦還 必綱 要乎1・で蛙塾.已

財産権の所有 者が、 他人の ために信託宣 言をし、ある いは、その財産権 を信託 として譲渡す る場合、受益 者が、

その信託 につ いて通知 しな くて も、 または承諾 しな くて も、信託は生 じる。 その ように設定 された信託 は、 その

信託が受益者 に知 らされ、あ るいは、受益 者がそれを承諾す る前に、委託者 が死 亡す ることによって、影響 を受

けな い。同様 に、受 益者への通知 または受益者 の承諾 前に委託者が精 神異常 または破産状 態 になったとして も、

また、信託撤 回の権 限を留 保 していな い限 り、信 託の撤回 を試み たと して も、 信託の効力に影響 はない。第330条

参照。

亘⊥」翻 緒 由童墨

受益者に対す る通知 が、信託 の設定 に必須 の ものでな いとして も、信託宣 言 をした財産権の所有者が、信 託宣

言 をしたことを受益 者に知 らせ ない ことは、その者 が、直ちに信託 を設定す るのではない という何 らか の証拠 と

な り、 さらに、 信託 は設定 され るが、所有 者が、信託 を撤回す る権 限 を留保 す るという証拠 になる こと もある。

第24条 注c、 第58条 注a、 第330集 注d参 照 。
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q」一受益者 に:よる拒絶L(disclai■er1.

受益者 が、文言または行 為に よって・ その受益 権を受け るとい う意思表示 を しな いな ら・受益者 は・ 拒絶 した

ことにな ろ う。受益 者の拒絶 は、 自己 の利益 のために信託 を終了 させ、受益者 の義務 を、 さかのぼって免 れ させ

る効力 を有 する。

浪費者信託 の受益権 を承諾 した受益者 は、自己の権利 を放棄す ることは できないが、受益権 を承諾 していない

な らば受益権 を拒絶 できる。受 益者が拒絶す る前に、その他の者が干渉す る ことがあ る。

己..」`絶豊 熟果

財産権の所 有者が 信託宣 言をな し、受益者が、 それ を拒絶 した場合、 それ によ り、所有者 は、 その財産権 を信

託 とは関係 な く保有 する。

財産権 の所有 者が、 それを信託 として譲渡 し、受 益者が拒絶 した場合、譲 渡人 の反対の意思表示 の証拠 がない

限 り、受託者 は、譲渡人 またはその者の財産 のための復帰信託に もとつ いて、 その財産権 を保有す る。第411条 参

照 。

第8節 権限の留保および設定

第37条 権限の留保および設定

委託者が信託の撤 回または変 更の権限 を留保 し、あるいは信託 事務処理(tho8d■ini8trationofthθtro8t)

に関する権限 を留保 している場 合、また、 これ らの権 限が委託 者以 外の者に与 え られている場 合で あって も、信

託 は有効に設定 され る。

注:

旦..蚕 』も者 によL2二ζ権限 丞留繰越L」る場合

財産権の所有 者が、受益者 と共に普通 法上の権原 を他人 に譲渡する場 合、 その者 は通常 は、財産権 を取戻 す権

限 またはその使用につ き、譲受 人を監督 す る権限 を留 保で きない。例 えば、株式 を無 条件 に贈与 した者は、 その

贈 与 を撤回す る権限 またはその株式 の売却 につ き譲受 人 を監督 する権限を留保 できない。 この点につ き、信託 と

しての譲渡や信託宣言 は、贈与 や売 買に よ り財産権 の譲渡 とは異なって、委託者 は、 その財産権に関 して、 それ

が違 法でな いか ぎ り(第60条 ～第65条 参照)、 自己の欲 する如何なる権限で あっても、 自己に留保 してお くことが

でき る。 しか も、その権限 が留 保 されて いることに よって信託は当然に無 効 となる とい うことはな いの である。

第57条 参 照。

委 託者が留保 しうる権 限の性 質や範 囲に特別の制 限はない。た とえば、信託 を撤 回する権限、撤 回す る権限 を

含 めて信託 に変 更修正 を加 える権限、撤回 を除 いて信 託に変更修 正 を加え る権限、 あるいは、受託者の投資、投

資 の処理につ いて監督す る権限 、特 定の投資 を禁ず る権限、また受益者を変更 する権 限、 受益者の取得すべ き権

利 その もの、 その性質、各 々の割合 に変 更 を加 える権 限な ど、 委託者が望む だけの数量、 性質な ど特に制限 な く

信 託条項に包含す ることができるのであ る。
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.∪_癬 継 以外琶1粗描 鯉 山 亘 る齢

委 託者は、 自ら、その権限 を留保す る代わ りに、受託者 、受益 者 または その信託 とは関係 のな い第三者 など委

託者以外の者に、そ の権限 を授 与す ることが できる。設 定 される権限 の数 や性 質につ いて何 ら特別の制限 はない

が、委託者 自ら留保す る場合 と同様、委託者が望 ましい もの と考 えるような ものが定め られる。上記の権 限が2

人 もしくはそれ以上の者 によ って行使 され る場合、委託 者は、適 当 と考 えるな らば、その者 らの 中に、委託者 自

身あ るいは受託者 また は受 益者 を加 えることもできる。 また、委 託者は、 その権限をその者 ら全員 あるいは過 半

数の同意で行使 しうるものと規定す ること もできる。

ら_虹 翻

委託者以外 の者 に監督権 が与 えられて いるか留保 されて いる場 合の受託者 の義 務や責任につ いては、第185条 を

参照。信託の撤 回あるいは修 正の権限に ついての規 定は、第330条 お よび第331条 に述べ られて いる。

第9節 ロ頭 証 拠 法 則(theparolevidenCerule)

第38条 ロ頭 証 拠 法 則

(1)財 産権の所有者 が、譲受人は、 自己の利益 のためにその財産権 を取得 すべ きである とい う記載 のある書

面 によって 、他人 にその財産権 を生前行為で譲渡 する場合、詐欺(fraud)、 強迫(dur63s)、 錯誤(■i8tαk6)

その他 の変更 または取 消の理 由が ない 限 り、譲受 人が、その財産権 を信託 として保有す る趣 旨で あることを示

すため に、外 部証拠 を用い ることはで きない。

(2)財 産権 の所有 者が、生前行為で 、譲受人は、特定の信託の ために、その財産権を保有すべ きで ある とい

う記載 のあ る1面 によって、他人 にその財産権 を譲渡す る場合、詐欺 、強 迫、錯誤その他の変更 または取 消の

理 由が ない 限 り、譲 受人が、他の信託 に もとつい て、その財産権 を保有 、あるい は、権利 を得 てその財 産権を

取得す る趣 旨で あることを示 すため に、外部 証拠 を用いる ことはで きない。

(3)財 産権 の所有者 が、譲受人 は、 自己の利益 のため にその財産権 を取得 す るとか、信託 と して、その財 産

権 を保有 すべきである とい うことが記 載されていない書面に よって、他 人に財産権 を生前行為 で譲 渡する場 合 、

譲 受人が、その財産権を譲渡 人または第三者のため に信託 と して保 有すぺきで あるとい う趣 旨を示 すために、

外部証拠 を用いる ことはで きない。

(4)財 産権 の所有者が、書 面によって、その財産権 を、特定 の信託 のため に自ら保有す る旨を宣 言する場 合 、

詐欺 、強迫 、錯誤その他の変 更または取 消の理由がない 限り、その者が、他の信託 のため 、または、信 託 とは

関係 な く、その財産権 を保有 すぺ きで あ るとい う趣 旨を示すため に、外部証拠 を用い ることはできない。

注:

旦⊥旦 頭註拠法 則

口頭 証拠法 則 とは、証書が、 委託者の意思の完 全な表示 として、委 託者に よ り採用 され る場 合、詐欺、強迫、

錯 誤その他の変更または取消 の理由がな い限 り、それ を否認 した り、変 えた りするために、外 部証拠が認め られ
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ない ことで ある。記 載の意 味が不正確 また はあ いまいな場合、情況証拠が、 その解釈 の決 定に用 い られ る。

」).__貞璽」‖≡人 の_10自」』在塾 二型生」__(__二」遮},↓h{『u1ミ岳of二_}_燈.講親

土地の譲渡 が、譲受人 の 「利益のため 」になされ る場合、 この文言は、 その譲 渡が、譲受人 自身 の利益 のため

にな され るべ き ことを示 しているのではな い。 なぜ な ら、 この文言は、通常、譲受 人が、ユー ス法 によって、普

通 法上の権原 を取得 するよ うに譲渡す る際 に使われ、 今では、 しば しば、その 目的(第67条 参 照)に 必要が ない

時で さえ使われ る。そ して、 この文 言は、譲受人 が、 その財産権 を信託 として保有 すべきであ るという外部証拠

の利用 をさまたげる ものではない。

丈、.鰻四四 記述

譲渡証書 は、 譲受 人が約 因を支払った ことを示 していて も、口頭証拠法 則 は、譲受 人が約 因 を支払わず、 その

譲渡が、譲受人 自身 の利 益のため(譲 受人 を受益者 と して)な されたのでは な く、譲渡人または第三者の ための

信 託 にもとつ いてなされた とい う趣 旨の証拠の利用 を除外する もので はな い。 また、口頭証拠法則 は、約 因が実

は第三者 によって支払 われた ことお よびその者 の利益 のために復帰信託が生 じた ことを証明す る ことを禁 じる も

ので はない。第440条 注d参 照 。

d、 あ』5煮」旦対立 重1剥 垂煮±_Lて ⊥の藁聾

財産権が、 ある者 に譲 渡 され、信託 という用語 は用 い られずに、譲受人の名 前の後 に、 「受託者 」あ るいは

「受託者 と して」 とい う文言が入 って いる場合、 口頭 証拠法則は、信託が設定 される ことを意図 していなかった

ということを示 すための外部証拠を除外す るもの ではな い。

旦㌔ 柞 欺随IL捨

外部証拠 は、詐欺防止法 の規定のみに よって除外 され ることがある。第40条 参照 。

旦..随〔援豊 照

信託条項 に対 する口頭 証拠法 則の効果 につ いてほ、 第164条 参照。

第10節 書 面(writtenmemorandum)の 必 要

第39条 普 通 法 に お け る書 面 の 不 必要

制 定法に別段 の規定が ない 限り、書面 の作成 を要せ ず して、有効 に信託 の設定 をな すことができ る。

注:

丑.L普 通 剖三お とび制定浬{屯損 出

い くつか の州 では、 この条項 が信 託の設定に適用 のある英国の詐 欺防止法(statuteoffrauds)7条 の ような

制 定法がな い。第40条 参照 。そ こで、 これ らの州 のある ところでは、土地に関す る契約 の場 合に、書面に よる こ

とを要求す る制定法の規定 が、信託 の設定に適用 され る。

土地に関す る権利 につ いての信託 の設定に書面 を要 さない州 では、口頭 に よる土地 についての信託の規定 は、

明確で、確信 のある証拠 によって証 明 され なければ な らない。
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ll

l

第40条 詐欺防止法

(1)制 定法 によ り、すぺての土地 に関する信託 宣言 または信託の 設定は、法 によ り、そ のような宣言 をなす

ことを認め られる当事者によ って署 名された書面、 また は書面 に記 載された遺言 によって表示 され旦 つ証明 さ

れ ることを要 し、 もし、 これが なければ、全 く無効で何 らの効力 も生 じない という規定があ る場合 は、第41条

～ 第52条 の規 定を適用する。

(2)そ のよ うな規定を有す る制定 法を、本章では詐欺防止法 とい う。

注:

雌 鰻 止油

本 条で用い られる文言は、英 国の詐 欺防止法(29CharlesLc.3}第7条 の文言 である。米 国の多 くの州 には、

ふつ う詐欺 防止法 とよばれ る英 国法 に基礎 をお く制定法が存在す る。

hL信 託設定口方 法

詐 欺防 止法は、土 地に関す る信託 が、その土地の所有者が信託宣言 をする と、他 の人 にそれを信 託 として譲渡

するとを問わず、適 用 され る。

」堅」エ.≡干潮 鶴{目 口‖監一(」Lき}国璽鎚1101dinteres上),

詐 欺防止法は、 自由土地保有権 お よび不動産賃借権 を含 む土地 に対す るいか なる権利の信 託に も適 用が ある。

詐欺 防止法 の意義の範囲 内で の土地に対す る権利 とは何 かにつ いては、契 約の リステイ トメ ン ト第195条 参 照。

旦 　握卸,(蹴 出i㎎Lf艇 および擬制 二巴胆鋤 塾 鎚 工員 証

書 面は、復帰信託お よび擬制 信託の成立には必要で はない。

主 顔後 壁照

口頭に よる土地の収益につ いての信託が強制可能で あるかに関 しては、第52条 参 照。

第41条 書面への署名の時期および署名者一信託宣言の場合

土地 に対 する権利の所有者が 、その権利にっいて信託宣言 をな す場 合、信託 を証 明する書面 は、その者に よっ

て署 名されていれば、詐 欺防止 法の要件 を満足す るに十分で ある。そ してその署名 は、

(8)宣 言 と同時また はそれ以前 になされ るか、また は、

(b)宣 言の後であって も、権 利をその者が他へ譲渡す る前であ る ことが必要で ある。

注:

旦」.委言{≧者」こ≦よ」5}拝聞.」L旦β■orandu■.)_

土 地に対す る権利の所有者が 、信託宣言 をなす場合、信託設定 と同時、ま たは設定以前にせ よ、設定後 にせ よ、

財産 権の所有者のみが適法 に書 面に署名す ることがで きる。

(8)項 に関する注:
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上L」描至寛葺一剛 こ幽 憤 主 柱左書坦

土地に対す る権利 の所有者 が、口頭で、 その権利 につ いて信託宣言 をす る場合、 その信 託 を設定す る前に署名

された書 面は、 その書面が、 その宣言 に関 して作成 されたが、 または、宣 言 と同時 もしくは、宣言後でそ の権利

を他 へ譲 渡す る前に、その書面 を所有者 が採用す るの でなけれ ば、詐 欺防止法 の要件 を充足 す るに十分で ない。

{b)項 に関する注:

旦_嚢 腫煮宣迂_璽1醸」租を.譲⌒ エ継{書 面

土地 に対 する権利 の所有者が、口頭 でその権利 につ いて信託宣言 をする場合 、その権利 を第三 者に譲渡 した後、

所有者が署名 した書面は、詐欺防止法の要件 を充足 す るに十分 では ない。所有者 がその土地 を売 買、 または贈 与

な いし譲渡抵 当によって、第三者に譲渡 し、 その後 、信託 を宣言す る書面 に署名 した場 合、第三者 は、譲渡 前に、

口頭 によ る信託が あった ことを知ってい たとして も、その ように譲渡 され た土地 に対する権利 を、 その信託 とは

関 係な く保有 しうる。

例:

1.甲 地の所有者Aは 、 口頭で甲地につ きBの ために信 託宣言 をす る。Aは 、善意 取得者でな い(悪

意 の)Cに 甲地 を譲渡 した。 その後にAがBの ための信託 に関する書面に署名 した。Cは 、 その信託 と

は関係 な く当該財産権 を保有 する。

d・ ∫・1曇〕靖 の撫1」 あ 畳畳塾 蚕 』垂都 腫 の酬 圭藁 駐 遮 艶 上.酬 画

受託者が その権利 を他 へ譲渡する前 に署名が な されたな らば、信託宣言後 に署名 された書面 で も十分 である。

債権者がそ の権利 を差押 えた り、判 決後 に差押 えを して も、書面への署名の 前に、 その権 利が強制執行 に もとつ

いて売買 され た り、禁反言{estoppeDや 不動産取引 証書登録法(recordingact)に よって、債権者が善意取得

者 の地位に いるので ない限 り、 その書面 は、要件 を充足 している。第308条 、第313条 参照 。受託者が結婚 した後

に署 名 した としても、書面 は要件 を充足 して いる。

例:

2.Aは 口頭でBの ために 甲地 につき信託宣言 をす る。 その宣言 は、債権者 を詐害 する ものではな い。

5月 力後、Aの 債権者が、 甲地 を差押 える。その後Aは 甲地 をBの ための信託 として保有 している 旨の

書面 に署名 した。Bは その信託 を強制 しうる。

3.儲 婚 する予定 のない未婚者Aが 、 口頭でBの ために 甲地につ き信 託宣言をす る。Aが 結婚 した。

その後 、Aは 甲地 をBの ための信託 として保有 している 旨の書面に署名 する。Aの 妻 は甲地につ き寡 婦

産権 を有 さない。

4.Aが 口頭 でBの ために甲地につ き信託宣 言 をす る。その後、Aは 書面 によ り甲地 をCへ 譲渡す る

契約 をした。Aが 、 甲地 をBの ための信託 として保有 してい る旨の書面に署名 した。Bは 信託を強制 し

得 る。
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第42条 書面への署名の時期および署名者 一信託譲渡の場合

土地に対 する権利の所有者 が生前行為で 、その権利を信託 と して他人 に譲渡 した場合、信託の設定 を証 明す る

に相 当す る書面 に署名が ある ときは、そ の書面 は、詐 欺防止法の要件 を充足 するに十分であ る。そ してそ の署 名

は、

{θ)譲 渡 人によって譲 渡の前、また は譲 渡と同時になされるか、 または、

(b)譲 受 人によって 、

(i)譲 渡の前 または譲渡 と同時 になされるかまたは、

(iD譲 渡後で あって も、譲受人が その権利を第三者 に譲渡す る前 になされ ることが必要で ある。

注:

旦⊥.書画に礁 力1野4～宣垂の±`

詐 欺防止法 は、その法に よって必要 とされる書面は、法令に よ り信 託を宣言す る ことを認 め られた当事 者に よ

って署名 され ることを要す ると規定 す る。譲渡人は、譲渡 をなす まではいつで も、信 託を宣言 する ことが、法 令

によ って可能 とされる当事者 である。また、譲渡の前で も、譲渡 と同時で も、 その後 で も、譲受 人は、信 託に よ

って拘束 され る当事者で あるか ら、信 託 を宣言で きる。

(8)項 の注:

lb.藁 菰 と」可時1三L韻 遊人 によ旦 τ署名 登れた 稗巾i

譲渡時に譲渡人に よって署名 された、信託 を証 明す るに相当 なる書面は、譲渡証書 と同一 の紙 面にな されて い

よ うと別個の紙面にな され ていよう と、詐欺防止法の要件 を充足す るに十分 である。

例:

LAは 、 甲地 をCに 譲 渡す るための信託 と して、Bに 甲地を引渡す とい う内容 の証書に署名 し、封

印 し、 それ をBに 渡 した。 これは詐欺防止法 の要件 を充足 す るに十分 である。

2.AはBに 甲地 を無償 で譲渡す るという証書 に署名 し、封印 し、 それをBに 渡 した。但 し、その証

書 には、信託 につ いては宣 言 され ていない。 同時に、Aは 、Bへ の譲渡 が、 甲地 をCへ 譲渡 す るた めの

信託 であることを示す証書に署名 し、Bに 手渡 した。 これは詐欺防止法 の要件を充 足するに十分で ある。

c。 譲渡人 によ ウ譲渡の 前に署 名され た鋤 ¶

土地 に対す る権利の所 有者が、生前行為 で他人 にその権 利を信 託 として譲渡 する ことを口頭で表示 した場合、

譲渡 の前 に譲渡人に よって署名 された書面 は、 それが信 託 としての譲渡に関 して作成 されるか、あ るいは、 それ

が譲渡 と同時 に譲渡人 によって採用 され るのであれば、詐 欺防止法 の要件 を充足 す るに十 分であ る。 もし、譲渡

人 によって署名 され た書 面が譲渡証書 と同一 の紙 面でな く別個 の紙 面 あるいは、 その書面 が譲渡人によ り実際 に

署名 され たことを証 明するに不充分で ある。なぜ な ら、譲渡後 に譲渡人に よって署名 された書面は、詐 欺防 止法

の要件 を充足す るに十分 ではな いか らである。 口頭証拠法 則の要件 につ いては、第38条 参 照。

」_韻 渡ム長 よ唄譲渡 の後{こ署 名豊 虹 た丹田
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譲渡の後 に譲 渡人 によって署 名 された書面は・詐欺防 止法 の要 件 を充足す るに十分 ではない。

(b》項の注:

皇」.譲渡 と目lll担こ銀鷲ムに よっ主靴名趨 れた造血1

譲渡 と同時に譲受人 によって署名 された信託 を証 明するに相 当な る書面は、詐欺防止法 の要件 を充足す るに十

分 であ る。

f,、.譲渡 の 前1≡譲受ム によって岩当.さ血左 書則

土 地に対す る権利の所有者 が生前行 為で、他人に その権利を信 託 として譲渡す る ことを口頭で表示 した場合、

譲渡 の前に譲受人に よって署名 された書 面は、その書面 が信託 と しての譲渡に関 して作成 されたか、または、 そ

れが 譲渡 と同時、 もしくは、譲受人 がなおその権原 を有 している間に限 り、譲渡の後 でも、 譲受 人に よって採用

され るな ら、詐欺防止法 の要件 を充足 す るに十分 である。

旺,_藁蓑]亘後後に譲受ム些 よっ工蹴 登れ」た一書面

土 地に対す る権利の所有者 が、生 前行 為で信 託 として他 の人にその権利 を譲渡す る ことを口頭で表示 した場合、

譲受 人がその権利 を第三者 に譲 渡した後 に、譲受人 によって署名 された書面は、詐欺防止法 の要件 を充足す るに

十分 ではない。すなわ ち、 譲受 人がその土地 を売買 または贈与等 に よって他 の人 に譲渡 し、 その後に口頭 で設定

した信託につ いての書面 に署名 する場 合、譲渡を受 けた者は、 た とえ、 自分への譲渡 の前に口頭 に よる信託が あ

る ことを知 って いたとして も、 譲渡 された土地 に対す る権利 を、 信託 とは関係な く保有す る ことがで きる。譲渡

人 のための擬制信託が あるか どうかの問題 にっいては、第44条 、45条 参照 。

例:

3.甲 地の所有者Aは 、Cの ための信託 としてBに 甲地 を譲渡 する ことを口頭 で表示 した。Bは 、善

意取得老で ない悪意 のDに 甲地 を譲渡す る。 その後 でBはCの ための信託 に関す る書面 に署 名 した。C

はその信託 を強制す る ことはで きない。(Aの ための擬制信託 があるか どうか の問題 は第45条 参 照)。

ただ、譲渡後に署名 した書面 でも、譲受 人がその権利 を他 へ譲渡 する前 に署 名 したのな ら、要 件を充 足す るに

十分 である。譲受人の債権者が その権利 を差押 えるか、 または判決 を得 てその権利の強制執行 を行 った として も、

そのよ うな書面は要件 を充足 する。た だ し、署名 前に強 制執行 に基 づき売却 された場合 また は不動 産取 引証書登

録法 もしくは禁反言に よ り譲受人 の債権 者が善 意取得者 となる場合 は除 く。第308条 、313条 参照 。譲受人が結婚

後 に署名 した書面は この要件 を充足す る。

例:

4.AはCの ための口頭 による信託に もとづき、Bに 甲地 を譲渡 した。Bの 債権者 がその財 産権 を差

押 えた。その後 でBがCの ための信託 として甲地 を保有 する ことを示す書面 に署名 した。Cは その信託

を強制す ることが できる。

5.Aは 、口頭 によ り設定 したCの ための信託 として、未 婚のBに 甲地 を譲渡 した。Bが 結 婚す る。

その後、BがCの ための信託 として甲地 を保有 することを示 す書面 に署名 した。Bの 妻 は甲地 につ き寡

婦 産権 を有 さな い。
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同様に、1938年 に破産法(bankruptcyaet)が 改 正 され る以 前は、譲受人 が破産後に署名 した書面 に よ り、 強

制可能な信託 が成立 した。 しか し、1938年 のチャ ン ドラーアク ト(Chandleract)に より改正 された法 律{註 釈

付合衆 国法律集28巻 第110条(c)項 では、 破産 した受託者は、詐 欺防止法 を含 め、破産に際 して援用 し得 る全 て

の抗弁 を第三 者に対 して主張す ることがで き、かつ破産後に破 産者が そのよ うな抗弁 を放棄 したとして も受 託者

を拘 束 しない、 と規定 されて いる。

しか しなが ら、委 託者の ための擬制 信託 として財産権 を受託者 が保 有する場 合(第44条 注a参 照)、 破産者 が書

面に署名 す ると否 とに拘わ らず、破 産 した受託者がその財産権 に対 する権 原 を取得 する ことはない。

勉.異.な 壷llt龍封.願 で設1茸.LL左堰盆」⊆、_譲受人が署]打L墨 画

土地に対す る権利の所有者 が、生 前行為 でその権利 を自己または第三者の ための口頭で設定 した信託 として他

の人 に譲渡 し、 それ とは異 なる信託 としてその財産権 を保有 する ことを明 言して譲受人が書 面に署名 する場 合、

その ような 口頭 で設定 した信託は強制可能 とはな らない。その場 合に、書面 がな くて も、譲受 人が譲渡人ま たは

第三者 のための擬制信託(第44条 、45条 参照)に もとづきその財 産権 を保有 する ことを強制で きる事情があ るな

らば、そのような書面 の署 名は、譲渡人 または第 三者 のための擬制信託の成 立 をさまたげ ることはない。書面 が

な く、譲受人 が信託 とは関係な く財産権 を保持 する ことが認め られ る事情 があ るな らば、書面への署名は その譲

受人 による信 託宣 言 として有効であ る。但 し、譲受人がその権利にっ き信託 を設定す る意思 を表示す ること及 び

署名 時に第 三者 が信託 を設定す る権利 を侵害 しない ことを要す る。

」.,-1性理人」1こ旦 署名

書面に署 名を要する者の代理人の署 名が有効か どうか、また もしそ うな ら、代理人 は、書面 によ り授権が な さ

れなければな らないのか どうかは法令 の文言 と解釈 による。

」⊥ 前後一書1撒

詐欺防止法の要件 を充足 して いない場合、譲受人 が譲渡 をうけた財産権 を保有す る権原 があるのか どうか、 ま

たは、譲受人が譲渡人 または指定 された受益者の どち らかのための復 帰また は擬制信 託 として保 有するのか どう

かにつ いては、第44条 、45条 参 照。

第43条 ロ頭 によ り設定 する信託(oraltrust)の 履行

土地に対する権利についての口頭による信託が、生前行為で設定される場合、受託者はその権利を他に譲渡し

ない限り、その信託を適法に履行することができる。但し、受託者がそれを履行する義務はない。

注1

旦L童謡麺 「f邸こ財産権を読渡しない魁登

土地に対する権利についての口頭により設定した信託として、受託者がその権利に対する権原を有する限りは、

受託者は、その信託を履行することができる。譲受人が信託を設定する証書に署名し信託が強制可能な場合と同

じ状況で、譲受人は信託を履行できる。第41条注c、 第42条注g参 照。
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例:

1.Cに 甲地 を譲渡 するための口頭 によ り設定 した信託 として、AはBに 甲地 を譲渡 した。Bの 債権

者 がその財産権 を差押 えた。その後BがCに 甲地 を引渡 す。Cは 甲地を保有で きる。

2.Cに 甲地 を譲渡 するための口頭 に よ り設定 した信 託 として、Aが 未婚者Bに 甲地 を譲 渡 した。B

が結婚す る。 その後Bが 甲地をCへ 譲渡す る。Bの 妻 は甲地につ き寡婦産権 を有 さない。

3.Aは 甲地 につ き受託者 とな ることを口頭 で表 示 した。その後、Aは 書面 によ り甲地をCへ 譲渡 す

る契約 をした。Aが 甲地 をBへ 譲渡す る。Bは 甲地 を保有す ることがで きる。

h」一一1萱1圧意力 蹴逓 権 を鐘1渡L起 齢

口頭に よ り設定した信託の受託者が信託財産 を第三 者に譲渡 した後 は、受 託者 は もはやその信託 を履行 する地

位 にはない。

qL前 蛮書閲

信託 を履行 すべ き旨の遺言 が、遺言法(thestatuteofwills)の 要件 を充足 しな いた め無効 である場 合の譲

受人 の権 限につ いて は、第54条 注a参 照 。

第44条 委託者のための口頭により設定した信託の不履行の効果

(1)土 地に対す る権利 の所有者が、生前行為で 自己のための信託 としてその権利 を他の 人に譲渡 し、詐欺防止

法によ って必要 とされているよ うな信託 を設定する意思 を証明する に相当す る書面 に署名 がな く、かつ、譲受人

がその信託の履行 を拒絶 し、以下の各号に該当す る場合 には、譲受人 は譲渡人のため の擬制信 託に もとづ き、そ

の権利 を保有 する。

(a)そ の譲 渡が、詐 欺(fr則d)、 強迫(dorθ33)、 不当威圧(undu6influ㎝c6)ま たは錯誤(自istakg)に

もとつ いてなされた とき、

(b)譲 渡 当時において、譲受人が譲渡 人に対 し信 頼関係(c㎝fid舶tialrolation)に あった とき、または、

(C)譲 渡が譲渡人の負担す る債務 の担保 のためにな された とき

(2)土 地に対する権利の所有者が 、自己のための信託 と して生前行 為で その権利を他の人 に譲渡 した場 合で、

譲渡 人の信託 を設定す る意思 は表示 されているが、受益者 が誰 なのかにっいては相当な る方法で表 示されず、 し

か も譲受人が信託の履行 を拒絶 したときは、譲 受人 は、その権利 を譲渡人のための復帰信託 と して保有する。

(1)項 の注:

皇土_譲葉ムカ!購故ム ロ左 塗壁ゴ註茜」≧_L工」;.熟を爆真立 重 三」と1を1二1豆で 鴫 旦.左巣,食、

土地に関す る口頭 によ る信託の設定に、書面 を必要 とす る詐 欺防止法のな い州 では、口頭 に よ り設定 した信 託

は、 明示(express)信 託 として強制可能で ある。第39条 参照。口頭証拠法則 によって も強制可能で ある。

しかしなが ら、その明示信託が、詐欺防止法 の要件 を満 たさな いために強制不 可能 である場合、譲受人 は、 そ

の財産権 を信 託 とは関係な く保有す るのか、 それを譲渡人 のための擬制信託 と して保 有するのか どうか とい う問
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題 が生ず る。

以下の注で示す ように、譲渡人 のための擬制信託 は、 その譲渡が詐 欺、 強迫、不 当威圧 または錯誤(注b参 照)

に よってな され た場合、譲受人 が譲 渡人 と信頼関係 にあった場合(注c参 照)、 あるいはその譲渡が担保 としてな

された場合(注d参 照)に 強制 される。譲受人 が単なる口頭 によって約束 し、後 で履 行を拒絶 した場合 に擬制信

託 を強制で きるかどうか先例 ではそれほ ど明確 ではない。 こうい う事 情では、擬制 信託が課せ られ るとい う先例

が形成 されつつ ある。擬制信託 を強制す るための論拠 は、譲受人 が履行 を約 束 したに も拘 らず、譲受人 がその財

産権 を保持す る ことを認 める と、譲受人が不 当に利得 を した ことにな るという ことであ り、口頭に よる約 束の証

拠が、 その ような不 当な利得 を示すため に容認 される とい うことであ る。裁判所 は約 束を強制 しな いが、財産権

を譲渡人へ返還 するよう譲受人 を強制す る ことによ り、当事者 を譲渡以前の地位 にす る。

詐欺防止法 によって強制 不可能であ る口頭 による合意にっいての証拠 を、約束 者 を不当に利得 させない ように

す るために示 す ことができる事情は多 くあ る。

例 えば、債 務履行のために売 られ るニヒ地 に対する権利の所有者 が、他人 にその権利 を買戻 して もらい再譲渡 を

して もらうとい う口頭 の約 束 をしたた め、 その売買 を行 ったか又は その権利 を守 ることをやめ た場合、そ の約束

は詐欺 防止法 に より強制不可能 なので、約 束の相手方が権利 を買戻 した後約束 の履行 を拒んだ な らば、譲受人 は

その権 利 を所 有者のための擬制信託 として保有す る。原状回復 の リステ イ トメ ン ト第181条 参照。

土地に対す る権利の所有者が、 それ の代わ りに他の土地 を譲渡す る ことに口頭で合意 した他 の人 に、 その権利

を譲渡 し、 かつ、その合意が詐欺防止法 で強制不可能であ り、譲受人 がその履 行 を拒絶 した場合、譲受人 は、 自

己の ところへ譲渡 された権利 を譲渡人 のた めの擬制信託 として保有す る。原状 回復 の リステ イ トメ ント第180条 参

照 。

また、土地 を譲渡する という口頭 によ る合意 にもとつ いて代金が支払 われ、 または、役務(services}が な さ

れ、かつ、そ の土地の所有者 が詐欺防 止法 によって、 その土地 を譲 渡する ことを拒絶 した場合 、買 主は、 支払 っ

た代金の返還 または準契約 上 の訴 訟(quasi-contractualaction)に おける役 務 に相 当す る ものを返還請 求す る

権 原 を有す る。契約の リステ イ トメ ン ト第355条 参照。

(1)項(a)号 の注:

旦 皐波一がイこi貞に皇 さ幽

土地 に対す る権利の所有者 が、生 前行為 で自己のための信託 と してそれ を譲渡 するが、信 託 を設定する意思 を

証明す るに相 当なる書面 に署 名がない場合 、その譲渡 が詐欺、 強迫 、不当威圧 または錯誤に よってな された もの

であ るなら、譲受人 は譲渡人 のための擬制 信託 に もとついてその土地 を保有す るよ う強制 され る。詐欺 防止法の

要件 を充足 しないためそ の明示信託は強制 する ことがで きないが、 その土地 を保 有す ることを認め られる とすれ

ば譲受人 が不 当利得 をして しま う。例 えば、譲受人 が譲渡 と同時に、譲渡人 のための信託 として土地を保有す る

ことを口頭 で合意 をなし、 かつ、その約束 を した時には、それを履 行する意思 はなか った ような時、約 束 をす る

ことが、 その約束 を履行す る という現 在 の意思 の表 象であるため、譲受人の行 為は単な る約 束違反はな く、詐欺

に相 当する。 また、 も し譲受 人は約 束 を履 行する意 思がなかった とすれば、譲 受人は意識的 に誤 った事 実の表示
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を したのであ る.灘 後 に殺 人が酬 を履行 しなカ・った ことは・確定証拠 でないに して も・譲酬 に鍛 人が

約 束 を履 行す る意思がな かった ことの証拠 になる。

詐 欺、 強迫、不当威麟 よび錯誤 によって生ず る擬制信託に問す 錨 定 は・原状 回復 の リステ イ トメ ン ト第16

3条～171条 に詳 しい。

例:

1.Aは 、 自己のための信 託 として甲地 を保有 する ことを口頭で合意 したBに 甲地 を譲渡 した。譲渡

の時に、Bは その約 束 を履 行 しよ うと しな い。BはAの ための擬制信託に もとつ いて甲地 を保有 し、A

の もとへ 甲地 を戻す ようBを 強制する ことができる。

(1)項(b)号 の注:

c.搬 入坦 鵠 渡人 と伍 頓田剛 こ」ある場合

土地 の所有者 が生 前行為で、 自己 のための信託 として、 その権利 を他人 に譲渡 する場合で、信託 を設定 す る意

思 を証 明するに相当な る書面 に署名が なされていない時、譲渡 の時に譲受人 が譲渡人 と信認関係 にあったな らば、

譲受 人は譲 渡人のための擬制信 託に もとついてその土地 を保有 するよ う強制 され ることにな る。

このよ うな信認関係 は、弁護 人と依頼者 、受 託者 と受益者、後 見人 と被後 見人 といった者 の間 に存する信認関

係{fiduciaryre】ation)カfあ る場合だけでな く、家族 関係 な どの ような もの のために、譲渡人 が譲受人の判 断

に影 響 され、 または、 譲渡 人の利益のために譲受人 が行 為するであ ろうと正当 な事 由によ り信 じた場合に も存 す

る。第2集 注bと 比 較せ よ。確かに、譲受人が、 自分 に譲渡 された財産権 を譲渡人 のための信 託 として保有 する

ことを口頭 で合意 した時は いつ でも、 もし、譲受人 がその約束 を破 ったな ら、譲受人 に擬制 信託 を成立 させ る こ

とが正当 となる、充分な信頼関係が あると考 え られる。 しかし、 い くつか の裁判所 では、擬 制信託 を成立 させる

前 に、譲渡人 譲受人間の関係 における付加 的な信頼 の証拠 を必要 と しているよ うである。注a参 照 。

例:

2.Aは 、 自己のための信託 として甲地 を保有 するとい う口頭 に よる合意 をもとに、 父であ るBに 甲

地 を譲渡 した。 と ころでAは 、いつ も父の忠告 にそうよ うに していた。譲渡の時Bは その約 束 を履行す

るつ も りで いたが、後に心 変わ りして、その履 行を拒絶 した。Bは 甲地 をAの ための擬制信 託 として保

有 し、AはBに 、Aの もとに 用地 を戻す よう強制する ことが できる。

3.Bが 常 に約 束 を履行 しようとして いたが無遺言で死亡 した ことを除 き、事 実は例2と 同様 である。

Bの 相 続人 達は 甲地 をAの た めの擬制信託 と して保有 し、Aは 相続人達 にAの もとに 甲地 を戻 すよ う強

制 する ことがで きる。

(1)項(C)号 の注:

d. 一』墨[し して譲渡が な き」睦 』陸登

土 地の所有者が、 それを生前行為 で他 人に譲渡 し、譲受 人が譲 渡 と同時に、譲渡人が負 っている債務に対す る

担保 としてその土地 を保有 す ることに同意 し、 もし債務 が履行 されれば、譲受人が譲渡人 にそれ を戻 し、 あるい

は もし譲受人が その土地 を売却 した ら、その代金 で債務 の免責 を得、 もし差額が あれ ば、 それ を譲渡人に返す と
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い うことに同意 している場 合、 その土地 に対 し譲受人が有す る担保権 の 目的に従 って、譲渡人 のための擬制 信託

と して土 地を保有する ことを譲受人に 強制で きる。譲渡人 のための擬制信託 は、譲渡人が第三者 に負 っている債

務 の担保 と して土地 が譲 渡 され た場合 も課せ られ る。

例:

4.AはBに1,㎜ ドルの債務 を負 っている。Aは 捺 印証書 によって 甲地 をBに 譲渡 し、Bは 口頭 で、

債務の担保 として 甲地 を保有 し、AがBに 債務 を支払 った時 は、Aに それ を戻す ことに同意 した。Bは 、

Bが 有する担保 権の 目的に従 って、Aの た めの擬制信託 として甲地 を保有す る。

5.A岬 地 をBに 譲渡す る。Bは 甲地 を売却 し、その収益 でAのCに 対 する1,㎜ ドルの債務 を弁 済

し、 もし差額 があればAに 支払 うことを口頭 で合意 して いる。そ の後AがCに1.㎜ ト'ル支払 い、Cに 対

する債務を弁済 した。Bが 甲地 を信託 とは関係な く保有す ると主張 した。Bは 甲地 をAの ための擬制 信

託 として保 有 し、AはBに 、Aの もとに 甲地 を戻す よう強制 する ことが できる。

(2)項 の注:

旦 一」鵬 譲渡郵1罪呈.一 会

土地 の所有者が、生前行 為で他人に それ を証書に よって譲渡 し、譲受人が 譲渡 と同時 に譲渡人 のための信 託 と

してその土地 を保有する ことを口頭に よ り同意 し、そ の証書には その譲渡 が信託 としてなされ、 または、譲受 人

を受託者 とする 旨記 載 されて いるが、受 益者は指名 されて いない場合、譲受 人は、譲渡人 のための復帰信託 に も

とづ き、 それを保有する。 しか しなが ら、そのよ うな証書 に関 して、 口頭証拠 法則は、信託 が意 図 されて いなか

った ことを示 す外 部証拠 を排除 して いない(第38条 参照)。 信託が意 図され て いなか った ことが証 明された場合 、

譲受人 は財産権 を保持す る ことがで き、復 帰信託 も擬制信託 も生 じな い。第 三者のた めの信託が意 図され た場 合

にっ いては、 第45条 注e参 照 。

例:

6.AはBに 捺 印証書に よって甲地を譲渡 し、その捺印証書に は、その譲渡はBを 受 託者 とす る とあ

るが、誰 が受益者 なのか、あ るいは、信託の 目的は何なのか は示 されて いな い。譲渡 のとき、Bが 口頭

で、Aの ための信 託 として 甲地 を保有する ことに同意す る。後にBが 約 束 を履行す る ことを拒絶 した。

BはAの ための復 帰信託に もとづき甲地を保有 し、AはBに 甲地 をAの もとに戻す よう強制で きる。

」L董 後歩胆

意 図された信 託の無効原 因が詐欺防止法 ではな く、委託者の詐 害 目的で ある場合につ いては、第63条 参照 。

第45条 第三者のための口頭による信託の不履行の効果

(1)土 地 に対 する権利 の所有者が、そ の権利を生前行為で、第三者のため の信託 と して他人1ご譲渡 し、但 し、

詐 欺防止法 によって必要 とされるよ うな信託 の設定を証明するに相当なる書面 に署名 はな く、かっ、譲受人が信

託 の履行 を拒絶 したとき、譲 受人は、以 下の場合 においてのみ、その権利 を第 三者のための擬制信託 と して保有
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す る。

(a)譲 受 人が、詐 欺、強迫 、不当威圧 によって第三者のため に強制 しうべき権利 を譲渡人が 設定 しよ うとす

るのを妨げた場 合、 また は、

(b)譲 受 人が譲渡 の当時、譲渡人 に対 し信頼 関係 にあ る場合

(c)譲 渡 が譲 渡人の死亡の場合 を考慮 して なされた場合

(2)前 項 の(8)、(b)、(c)の 場合 を除 き、土地 に対す る権利 の所有者 が、生前行為 で第三者の ための信 託 とし

てそ の権利 を他人に譲渡 し、かっ 、譲渡 人の信託設 定の意思 は表示 されているが、受益者が誰な のかは相当な方

法 によって表 示されてお らず、 しか も、譲受人 が信 託の履行 をなすこ とを拒絶 した場 合、譲受人 は、その権利 を

譲渡人の ための復帰信 託 と して保有 する。

(1)項 の 注:

旦._韻愛人 が第三者の ための損 耗と七 て.上地 を保有す る こ」堅を禦 里同意 した掛 合

土地 に関する口頭に よる信託 の設定 のために書面 を要求 する詐 欺防止法 がな い州で は、 その口頭によ る信託が、

明示信託 と して第三者 によ り強制可 能である。第39条 参照 。口頭 証拠法則に よって も強制可能 であ る。第38条 参

照。

明示信 託が詐欺防止法 の要件 を満 た していないため に強制不可 能な場合、譲受人は その財産権 を信託 とは関係

な く保有 す るのか、受益者 または譲 渡人のための擬制信託 に もとついてそれ を保有す るの か どうか、 という問題

が生 ずる。

以下 の注で示す ように、第三 者のための擬制 信託は、譲 渡が不法 に行なわれた場合(注b参 照)、 譲受人が譲渡

人 と信頼 関係にあ った場 合(注c参 照)、 あるいは、譲渡 が、 譲渡人 の死 亡 を考慮 してな された場合(注d参 照)、

強制 できる ことにな ろう。 しか し、 口頭 による約 束が あった として も、後で譲受人が その履行 を拒 絶 した場合、

その約束 は詐 欺防止法 によ り強制不可能 であるため、第三者 は、 その財産権に対 し権原 を有 さない ことにな る。

その場 合、譲受人 に、約 束があって も、その財産権 の保有 を許 すべ きなのか、譲渡人 またはその相続人の ため

の擬制信 託 としてそれ を保 有するよ う強制すぺ きなの かとい う問題 があ る。

その場 合は、本条 で述べ られている場 合を除 き、一般的 に第三 者は財産権に対 して権原 を有 さな いと考 えられ

て いるが、譲受人が財産権 に対 する権 原を取得 す るの か否 かは明 らかでない。譲渡人 のた めの擬 制信託 を強制す

るために必要な ことは、譲 受人にその財産権 を保有す る ことを許可す ると、譲受人が不当 に利得 をした ことにな

って しま うという状況が ある ことであ り、口頭 に よる約束 につ いての証拠が、第三者 のた めに意 図 され た信託 を

強制 するためで はな く、 譲渡人にその財産権を戻す ために認容 され ることであ る。

(1)項(a)号 の注1

1L識 麿貞述 抹.i三f'む主典 金

土地の所有者が生 前行 為で、それを第三者のた めの信 託 として譲渡す るが、信託 の設定 を証す るに相当 なる書

面に署名 がな い場合、譲受 人が、詐 欺または不法 な行為 によって第三者のために強制 すべ き権利 を譲渡人が設定

す るのを妨げた場合、譲受 人に、第 三者のための擬制信 託 としてその土地 を保有す るよう強 制 され る。 その よう
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な事情 では、権利侵害(訂ong)が 譲渡人 に対 してのなみ らず第 三者に対 して もな され ている。 この場合、特に衡

平法裁判所 では、 もしその違 法行 為がな かった ら、 当事者がそうい う状態 にあっただ ろうとい う状況に当事者 を

お くことによって、違法状態 を回復 す る。例 えば、譲受 人が譲渡 時に譲渡人 とあ る土地を第三者 のための信託 と

して保有す る ことを口頭で合意 したが、 その時点 で約 束を履行 する意思が譲受 人になか った場合、譲受人は約束

違反 だけ でな く、詐欺 も行 って いる。なぜ な ら、約 束の締結 とは、その約束 を履行す るという現在 の意思の表 示

で あるし、 また もし約束 を履 行す る意思 がなかった とすれば、譲受人 は意識 的に誤 った事実の表示 をした ことに

な るからである。譲受人 は この ことに よ り第三者 に対 して権利侵 害 を行 ってい る。なぜな ら、譲受人が蝦 固され

ることが なけれ ば、土地 に対 す る受 益権 を別 の方法 で有効に第三 者に譲渡 した と考 え られ るか らである。 このよ

うな場合、譲受 人は第三者 のための擬制信託 としてその土地を保 有す るよ う強制 され る。

譲渡が詐欺 によって な された時ばか りでな く、 強迫または不 当威圧に よってな され た時 も、 それによ り譲渡 人

が第三者 のために強制す ぺき権利を設定 する ことが阻止 された場 合、譲受 人に、第三者の ための擬制信託 に もと

づ き、 その権 利を保有す るよ う強制で きる。

譲受人 がそのような不法 な手段で 自己の ところへ財産権 を譲渡 させ たが 、第三者 のため に強制 すべき権利 を譲

渡人 が設定す るのを阻止 しなか った場合、 第三者は、 自己のための擬制信託 を強制 できな い。 しかしなが ら、 そ

の よ うな場 合には、譲受人 に その財産権 の保有が許 され るのではな く、譲 渡人の ための擬制信託 と してそれを保

有す る ことが強制され る。例 えば、第三 者が困窮 して いるとい う内容の不実 の表示 を譲受人が行 ったことによ り、

土地 の所 有者 が、その土地 を第三者の ための信託 として譲受人へ譲渡 させ られた場合 、譲受人 に、譲渡人 のため

の擬制信 託と してその土地 を保有す る ことを強制 され得 る。

またその譲渡が、無効 とな る錯誤 に もとついてな された場合、譲受人 は第三者 のためで なく、譲渡人 のための

擬制信託 に もとついてその財産権 を保有 す るよ う強制 され る。その ような場 合、第三者に対す る権利侵害 はな く、

また譲受人 が第三者 の犠牲 に よ り不当 に利得 して もいな い。

(1}項(b)号 の注:

旦..譲受ム』當 胆ムと、量豊潤 鯉 あ』 掲 合

土 地の所有 者が生 前行為 で第三者 のための信託 としてそれを他人 に譲渡 したが、信 託を設定す る意思 を証 する

に相 当なる書 面に署名 がない場合、譲受 人が、譲渡の当時、譲渡人 と信頼 関係に ある とき、譲受人 に、第三者 の

ための擬 制信託 としてその土地 を保有 す るよう強制で きる。 この ことは、 譲渡当時、 譲受人 が口頭 による信 託 を

履 行.しよ うとしていた として も、 また、譲渡人が不当威圧 をした り、 その譲渡に際 し、譲渡人 との信頼関係 を悪

用 しなかった として も同 じであ る。 そのよ うな場合、譲渡人に対 してのみな らず、第 三者 に対 して も権利侵 害が

行 われてい る。従って、特に衡平法裁 判所では、 もしその権利侵害が なか った ら、 当事者 がそ ういう状態 にあ っ

ただ ろう とい う状態 に当事者 を置 くことに よって、違法状態 を回復 する。

例:

1.Aは 、 自己 の父親BがCの ための信託 として保有 する ことを口頭 で同意 した ことによって、 甲地

をBに 譲渡 した。AはBの 忠告に いつ もそ うようにしている とい う状況 がそ こにはある。譲渡 当時、B
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は約 束 を履行 しよ うとして いたが、後に心変わ りして、その履行 を拒絶 した。BはCの ための擬制信託

と して 甲地 を保 有 し、Cは 、 自分のと ころへ 甲地 を引渡す ようBに 強制す る ことができる。

2.事 実は、例1と 同じだが、Bは 、約 束 を履行す る という遺 言 をしな いで、死亡 した。Bの 相続人

達 は、Cの ため の擬制 信託 に もとづき甲地 を保有 し、Cは 、相続 人達に 甲地 をCの 方へ 引渡 す よう強制

す る ことができ る。

(1)項(c)号 の 注:

止 擢勘 ζ酷亡 切融一合蜘 庸主ユ 虫.聾抱 主」胡.宣

土地の所有者 が生 前行為で、 それ を第三者のた めの信 託 として他人 に譲渡 したが、信 託設定の意思 を証 す るに

相当なる書面 に署名 がな い場合、その処分が死 を予期 してな され、遺言に よる財産処 分の代 わ りに意 図 された場

合、譲受人は、第三者 のための擬制信託 としてその土地 を保 有す るよう強制 される。 この事情 は、遺 言者 が、そ

の財 産権 を信託 として保有 す るとい う合意 をあてに して、 ある人に財産権 を遺贈す る場合 に類 似す る。第55条 参

照 。

例:

3.す ぐに死亡 する ことを予 期 してい るAは 、長男Bに 甲地を譲渡 した。Bは 、Aの 死 亡に際 し、B

が その土地 を兄弟姉妹 に平等 に分けるとい うことに口頭 によ り同意 している。Aが 死亡 。Bは 、Bお よ

びBの 兄弟 姉妹の ための擬制信 託 として甲地 を保有す る。

(2)項の注1

旦,_譲 渡力t値」亘占,して」な」生れ 土壌合

土地の所有者 が、 その譲渡が 「信託 」としてな され、あるいは譲受人 を 「受託者 」 とす る とは記 載されてい る

が、受益者の指定 はな されて いない証書に よって、 それを生前行為 で他人 に譲渡 し、 かつ、 譲渡当時、譲受人 が

第 三者のための信託 と してその土地 を保有する ことに口頭 で同意 した場合、譲受人 は、信託 とは関係な くその土

地 を保有す ることは認 め られな い。(1)項(a)、(b)、(c)に 述 べ られた事情の もとでは、譲受人 は第三者 のための

擬制 信託に もとづ き、 その土地 を保 有す るよう強制 され る。

(1)項(a)、(b)、(c)に 述 べ られた事 情のないとき、 もし譲受人 が第三者のための口頭に よる信 託の履 行 を拒絶

し、 口頭 による信託の履行 をするよう拘 束する書 面 内容の実施 を拒絶 したな ら、譲受人は、譲渡人 のための復帰

信託 としてその土地 を保有 するよ う強 制 される。 第411条 注p参 照 。 しか し、譲受人が口頭 による信託 を履行す

るな ら、適法 にそ うす ることができ(第43条 参照)、 そ うなれ ば譲渡 人は自分 自身のための復帰信託 を強制で き

な い。 また、 口頭 に よる信託 を証明す るに相当 なる書面に譲受人が署名 した ら、信託は第 三者に よ り強 制で きる

(第42条 参照)。 そ うなれ ば譲渡人 は、自己の ための復 帰信託 を強制 できない。 しか し、口頭 によ り設 定 した信 託

とは別の信託 と してその土地 を保有す る ことを示す書 面に譲受人が署名 した場 合、 その書 面は詐欺防止法 の要件

を充足せず、 その信託 は強制 され得な い(第42集 注h参 照)。 この場合、譲渡 人は自己のための復 帰信 託を強制 で

きる。

例:
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4.Aは 、その譲渡 が、Bを 受 託者 とする とは述 べて いるが、誰 が受益者 なのか、 その信託 の 目的は

何 であるか は示 していない捺Fll証書 によって、Bに 甲地 を譲渡 した。譲渡当時、Bは 口頭 でCの ための

信託 として甲地 を保有 する ことに同意 したが、後でその履行 を拒絶 した。Bが その譲渡を、詐欺 また は

他 の不法な行為 によって させ た場 合、 ある いは、BがAと 信頼関係 にあ った場合、 あるい1ま、 その譲渡

が、譲渡人の死 を予想 してな された場 合、BはCの ための擬制信 託 として 甲地を保 有し、かつ、CはB

に甲地 をCの 方へ引 渡すよ う強制 できる。 これ らの事情が ない場合 、BはAの ための復帰信託 に もとづ

き甲地 を保有 し、Cは 、BがCの ための信託に関する書面に署名 しな い限 り、Cの ところへ 甲地 を引渡

す よう強制す ることはできな い。 しか し、BがCへ 甲地 を譲渡す るな ら、Aは 自己のため復帰信託 を強

制す る ことはで きない。

.匡」一.前後壁照

委託者の債権者 を詐害 する 目的で、第三者 のための信託が設定 され た場合 につ いては、第63条(2)項 参照 。

第46条 書面に記載すぺき事項

信託財産、受益者、信託 の目的が相当 な明確 さを もって記載されてい るかぎ り、適 法に署名 された書面 は、詐

欺防止法の要件 を充 たす に十分 である。

注:

a二 受動信託(魍s3ive山 型s1⊥

財産権 の所有者が、 その財 産権につ いて、信 託 を宣言 し、ある いは指定 された者 にその財産権 を信託 として移

転す る場合、信託の 目的 を特 に定めな くて も、 その書面は意図 された受益者 のため その財産権 について受動 信託

を宣言す る ことにな るため、信 託の 目的 を指定 する もの として十分で ある。契約 の リステ イ トメ ン ト 第207条 と

比較せ よ。

旦L苦 輪的 な画 壇

後 日、 よ り正式 な証書 の作 成が予 定 されてい ることを示 した もの であって も、信託 財産、受益 者、信託 の 目的

が相 当な 明確 さで示 され てい るので あれ ば、その書面は有効であ る。

第47条 信託設定の書面 として意図されたものではない書類

信託設定の書面として意図されたものではない書類であっても、詐欺防止法の要件を充たすに十分である。

注:

乱.」嘉睡量認鯉 ～・るかモの髄 拒むとし畑 聾.鯉晒

受託者が、書類の中で、信託に拘束されないし、信託の履行も拒絶すると述べてあっても、その書類は効力を

十分有する。契約のリステイトメント第209条と比較せよ。

迦
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受託者 に よって署名 された手紙は、受益者宛 の もので もその他の者へ宛て た もので も、 または郵送 されよ うと

されまいと、信託設定 の書 面 として十分である。

旦」_遺 書

受 託者 が署 名 した遺言 は、それが遺言 としての効力 を もたない ときで も、信託設定 の書面 として十分 である。

d'.薩 答i書獅

受託者 の署名 のあ る訴答 書面は、その中で受託者が、 信託を強制す るため提起 され た訴 訟の抗弁 として詐 欺防

止法 を主 張す る場合 を除 いて、信託設定の書面 として十分 であ る。

L制 蛙t却 二一よって異 な重撰 定』叫 日量

最初のイギ リスの詐欺 防止法(29Char]esLc.3)第7条 では、土地 にっいての信 託の宣言 または信 託の設定

は全て書類 によって 「表 示 され証明 され ることを要 する」 と規定 され ている。アメ リカの制 定法 も これ と同様の

文言 を用いて いるのが多いが、 「書面 によるの でなければ、土地 につ いての信 託は設 定 しえな い」と規定 して い

る州 もあ る。制定法 が この文言 を用 いている場合 で も、署名者が書面 に署名 する時に信託設定 を意 図していな く

て も効果は 同じで、後 に作成 され る書面 は信託 を強制 しうるもの と して十 分である と判断 され る。

第48条 複数の書類から成る書面

書面が複数 の書類 か ら成 る鳩合であ っても、そ の書 面は詐欺防止法 の要 件を充 たすのに十分で ある。

注:

旦L複 数のi野頬

契約の リステ イ トメ ン ト第208条 に述べ られ ている規 則は、信託 が複数 の書面によって証 明され る場 合に生ず る

事情にっ いて適 用 しうる。 この条文 は、以下 の、 書面が複数 の書類 か らな る場 合につ いて規定 している。各 々に

署名 され た書類 が同一の契約 に関連 している場合 、あ るいはそ のうちの一つにのみ署名 され ているだけであ って

も、署名者 がそれ を署 名 され てない他 の書類 に添付 した とか、 それが署名のな い書類に関連す る ものであ る場合、

書面 は複数 の書 類か ら成 ると して も妨 げはないと規定 され ている。

第49条 書面の滅失または殿損

書面が滅失 または穀損され たとして も詐欺防止法 の要件 を充 た す書 面と しての効力が失われ るもので はない。

また、証拠法 の法則で排除 される場合で なけれ ば、その内容にっ いて口頭の証拠 を用いる ことが許 される。

注:

旦.鍛 良証 組 違則(柚 乱 白Ψid皇ncロr山UL

ある一定 の事情の下では、最良証拠法則 によって、書面 の内容 について証拠の提出が排除 される ことがあ る。

例 えば、受益者 の詐 欺に よ り書面 が鍛損 した場合 であ る。 この法 則に関す る法律につ いては、本 リステ イ トメ ン

トの範 囲外 であ る。
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第50条 一部履行

土地 に対 する権利 の信託 が口頭で設定 され、書面に署名がなされて いな い場 合で あって も、受益者が、受託 者

の承諾 を得 て、受益者 と してその土地 の占有を取得 した リ、その土地 に改良工 事 を行 なった り、あ るい はそ の信

託 を信頼 して 自己の地位 を回復 しえない程 度に変更 せ しめたのであれ ば、その信託 は強制 しうる もの とされ る。

注:

一旦L」韮則旦 適 用

本条に述べ られてい る法則 は、土地 に対す る権利 の所有 者が他 の者 のため信託宣 言 をなす場 合、また 自己の権

利 を自己または第三者のための信託 と して譲渡す る場合 のいずれ に も適用 しうる。

例:

1.甲 地 の所有 者Aは 、 甲地 につきBの ための受託者 とな るこ とを口頭 で宣言 した。BがAの 承諾 を

得 て甲地 の占有を取 得 した。 その信託は強制 しうる。

2.甲 地 の所有者Aは 、 甲地 をAに 再 譲渡 すべ き信託 として甲地 をBに 譲渡 した。Bの 承諾 を得てA

は占有を保持 し改良工 事を行 った。 その信託 は強制 しうる。

3.Cの 結婚が間近 な ことを考慮 して、家屋 の所有者Aは 、Cを 受益者 とす る口頭 の信託 としてその

家屋 をBへ 譲渡 した。 その信 託 を信頼 してCが 結婚 した。その信 託 は強制 しうる。

L直 直旦保撞

信 託が生ず る前に受益者が既 に土地 を 占有 して いる場合、受託者の承諾 があ ったと して も、受益 者がその占有

を継続す る ことによって自動 的に信託 が強制 しうるもの とな るの では ない。

工

受益者 によってなされ る改良 工事 は、受託者 の承諾 があった として も、 それが本質的な ものでな けれ ば不十分

であ る。

止L.翠姻.

信託の成立の ため約 因が支払 われ た ことは 自動的 にその信託 を強制 しう るもの とす るに不十 分である。

c」 」鞠 の二 部履行

本条 に述べ られた法 則は、口頭で な された土地の贈与 または土地の売買契約 が一部 履行 を理 由に強制 しうる も

の と される法則に類 似 してい る。口頭 でな される土地の贈与につ いて は第31条 注fを 参照せ よ。 口頭 による土地

売買契約 の強制 と 「一部履 行」の効力 との関係につ いては、契約 の リステ イ トメ ン ト第197条 を参照せ よ。

第51条 詐欺防止法の要件欠訣の効果を享受 しうる者

土地に対する権利の信託が口頭で宣言され、書面には何ら署名がなされていない場合であっても、受託者また

は受託者の権利を承継する者でなければ、その信託が強制しうるものではないことの利益を享受しえない。
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注:

.旦」_受睡者 または粟 距{吾妻鯉 」亘承継 人

受託者 または受託者 か らその権利 を譲受 けた者 あるいは受託者 の権利 の差押債権 者は、信託が強制 しうる もの

でな いことの利益 を享受 しうる。

例:

1.甲 地の所有 者Aは 、 甲地につ きBの ための受託者 となることを口頭 で宣言 した。Bの た めの信 託

が口頭で設定 された ことにつ き悪意のCへ 、Aが 甲地 を譲渡 した。Cは 信 託とは関係 な く甲地 を保有 し

得 る。

2.甲 地の所有者Aは 、Bの ため甲地につ いての信託 を口頭で宣言 した。Aの 債権者Cは 、 甲地 を差

押 えた。Bは そ の口頭 で設定 した信託をCに 強制す る ことはで きな い。(差 押後、Aに よって署名 され た

書面 の効力につ いては、契約 の リステイ トメ ン ト第41条 注c参 照)

∪_至 の他.の者

受託者お よび受託 者の権利 の承継人以外 の者 は、 その信託が強制 しえない ものであ ることの利益 を享受 で きな

い。契約の リステ イ トメ ン ト第218条 と比較せ よ。

例:

3.Aは 、Cの ため の信託 としてBに 甲地 を譲渡す ることを口頭 で表示 した。Cは 甲地上の 自己の建

物 に対す る権利 に火災保険 をか けた。その建物 が火事で滅失 した。保 険会社 は、保 険契約 に基づ く訴に

対 して、信託の詐欺 防止法 の要件欠敏に基づ く抗弁 をなす ことは できない。

第52条 土地 に対する権利以外の財産権の信託

詐欺防止法 は、土 地に対す る権利以外 の財産 の信託 の宣言あ るいは信託 の設定が書面によ って表示 され証明 さ

れ ることを要件 とする ものでな い。

注:

旦._制 定法 の一塁亘三

2、3の 州 を除 く大 多数 の州 では、制定法は、土地 に対 す る権利 の信託 の場 合以外は、書 面 を要件 としない。

.亘LL地 の譲櫨抵 当起 よ っ亟 ヨ里埋皇室 る.置務萱葺

土地の譲渡抵当に よって担 保 され る債務証書の所有者 が、 その債務証書につ いて受託者 とな ることを宣言 した

り、あ るいは信託 としてその証書 を他人 に譲渡す るとき、 その債 務証書の信託 は強制 しうる もの として設定 され

る。 この場合、別段の意思表 示がない限 り、担 保権は法定 的に債 務に随伴 し、担保権 につ いて信 託 を設定す る必

要 はない。従 って、担保権 は受 益者 のための擬制信託 として保有 され、受益者が担保権 につ いての受 益権 も取得

する。

且且_ム的幽二産{‡琉t巽 坦」な さ」生臭螢旦圭二壁焔鍵.阻1zて 土地由f取得 され 重量食
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動産、金銭 あるいは債権 の所有権 者が、信託 を口頭で宣言 し、ま た他人 に信 託 として譲渡 した後 に、受託者 が

その動産、金銭 、債権 とと もに土地 に対す る権利 を取得す る場 合、受益者 は受託 者が土地 を取得 するにつ いて信

託違 反 をおか したか否 かに拘 らず、 受託者 にその土地 を信託 として保有す る ことを強制 しうる。第202条 参照 。

旦」_備踵宣 言劇:土 地書壇 却 さ也 麹 合

土地の所有権 者が、 その土地につ いて信託 を口頭で宣言 した後売却 した土地 の収益金につ いて受益者 は信託を

強制す る ことはできない。 しか し、所有権 者が土地の収益金 を受領 した後、 それにつ いて口頭 で信託を宣 言 した

ときは、受益 者はその収益金につい ての信 託を強制 しうる。

例:

1.甲 地の所有者Aは 、 甲地 につき口頭 で受託者 となる ことを宣 言 し、 その収益 をBへ 信託 として支

払 い、A死 亡の場合 は甲地 をCへ 譲渡す る旨表示 する。Aが 甲地 を売却 した。売却 によ る収益金につ き

強制可能な信託は設定 され ない。

2.事 実は例1と 同様で あるが、売却に よる収益金 を受領 した後、Aが その収益 金につ き口頭で受託

者 となることを宣言 したとす る。売却 による収益金 につき強制可 能 な信託 が設定 される。

e.土 地 お よび収益金につ いての信託

土地の所有者 が口頭で信託宣 言を行 い、 その土地 を売却 し、 その収益金 を信託 と して保 有す る旨表示 した場合、

受 益者はそ の土地 を売却す るよう受 託者 に対 し強制 する ことはで きない。土地 の所有 者がその土地 を売却 したと

して も、 その土地 の売買 の収 益金を受 領後、土地 の所有権者が 自ら受託者 となる旨を宣言 したとき、あ るいは所

有 権者が その収 益金 を信託 として保 有す るという約 束の約 因が存在す るとき以外 は、受益者が、土地所有権者 に

対 し、その土地 の収益金 を信託 として保有 するよう強制す ることはで きな い。約 束の約因が存在す る場合、人的

財 産につ いて、その収益金 を信託と して保有す べき契約 が成立 し、その契 約 は詐 欺防止法 に よ り書面で なされ る

ことを要件 とする ものではない。第30条 参照。

例:

3.甲 地 の所 有者Aは 、甲地 につき口頭 で受託者 とな ることを宣 言 し、 甲地 を売却 してその収益金 を

Bの ための信託 として保有す る旨表示 した。Bは 甲地 を売却す るようAに 対 し強制 できない。

4.事 実 は例3と 同様であ るが、Aが 甲地 を売却 し収益金 を受領 してい たとす る。Aは 強制可能 な信

託 としてその収 益金 を保有す るのではな い。Aが 信託宣言 につ いての約 因 を受領 している場合、 その収

益 金 を信託 として保有すべ き契約 上の義務がAに 課 され る。Aが 約 因 を受領 していない場合、Aは その

よ うな義務 を課 されな い。

f」一」.1販償托1三基づ巳て離蹴皇」旦土製 三上地艶 出運上]ヒ1互量』査

土 地の所有権者が、 その土地 を口頭 で設定 した信託 と して他人 に譲渡 した後、譲受 人が売却 した場合、受益者

は、 その収益金 につ いての信託 を強制 す ることは できないが、譲受 人が収 益金 を受領後 自ら受託者 とな る旨を口

頭 で宣言 した な らば、受益者 はその収 益金につ いての信託を強制 しうる。譲受人が その土地あ るいは その土地の

収益 金につ いて擬制信託 の受託者 とな るか という問題 については、第45条 お よび第55条 参照。
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例:

5.甲 地 の所有者Aが 甲地 をBへ 譲 渡 した。BはCの ための信託 として甲地 を保有す る旨、 口頭で表

示 している。Bが 甲地 を売却 した。Cは 収益金 につ いての信託 を強制す ることはで きない。

6.事 実 は例5と 同様 であるが、売 却に よる収益金 を受領 後、Bが 収益金 につ きCの ための信託 とし

て保 有する 旨口頭 で表 示 した とす る。Cは 収益金 につ いての信託 を強制 し得 る。

.菖」.一」当 主tよ旦収益金につ いてロ ー1…亘1聖達 した錯鵠 と て一」こ を』自」麿主 査堀金

土地の所 有権者が、土地 を売却 しその収益金 を信託 として保有 す る旨口頭 で表示 し、他人 に、 その土地 を譲渡

する場合、受 益者は譲受人 に対 し土地の売却を強制す る ことはで きな い。 しかし、譲受人が土地 を売却 し、 その

収益 金を信 託 として保有す る とい う契 約が有効に存在 し、土地 の譲渡がその契約の約 因であるな らば、 その収益

金は人的財産 であ り、その契約 は、詐欺防止法 に よって書面 でな され ることが要件 と され るものでない。

例:

7.甲 地の所有権 者Aは 、 甲地 を売却 しその収益金 をCの ため の信託 として保有 する ことを口頭 で約

束 したBに 対 し、 甲地 を譲渡 した。CはBに 対 しそめ土 地 を売却す るよ う強制す る ことはで きな い。

8.事 実関係 は、例7と 同様 であるが、Bは 甲地 を売 却 し、そ の収益金 を受領 した点が異 な る。Bに

は、Cの ための信 託 としてそ の収益金 を保有すべ き契約 上の義務が存在す る。

第11節 遺言信託の設定

第53条 遺言法

遺言法の要件 を充足 してい るのでな けれ ば、遺言 による処分 によ って信託 を設定 することはできない。

注:

担.追 書」⊆よ る処分

遺 言に よる処分 とは、 その処分 をなした者の死亡 の時 に効 力を生 じ、そ の者 が死亡 の時 まで実質 的に完全 な支

配 を有 したものにつ いての処分 をいう。 それが遺言 あるいは遺言 の趣 旨を有 する書 面による処 分または生 前行為、

例 えば、 捺 印証書、封 印のな い書面、 または口頭 でな された宣言や譲渡 による処 分の、 そのいずれに よる もの

か を問わず、遺言に よる もの とされ る。遺言 による財産権 の処分 の 内容 を決定 する一般原則 について述 べ る こと

は、本 リステ イ トメ ン トの範 囲外で ある。信託設定 に関 す るものに限 って、遺 言による処分 について本節で掛 酌

され る。

本条 に述べ られ ている法 則は、遺言 による処分(第54条)だ けで はなく、委 託者 の死亡の時に効力 を生ず るよ

うな生前行為 による処分(第56条 参照}に も適用 される。遺 贈 され た不動産 および動産、 また無遺 言相続 によっ

て取得 した財産権 を信託 として保有す るように、受遺者 、法定 相続人 あるいは最近親者 によってな された合意 の

効力 につ いては、第55条 参 照。
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第馴条 遺言による信託の設定

遺言1こよる信 託の設定 は・信託を設定 する意 思、受益者お よび信託財産 の同一性、信託の 目的が 、下記 の方法

によ って確認 されうるので なければ、その効力 は生 じない。すなわち、

(a)遺 言書 自体による、または、

(b)遺 言書 に引用 された ことによって適法に遺言 書と一体となった現 に存在す る書 面による。あ るいは、

(c)遺 言 による財産権の処分 の効力 とは別の意味 を有 する事実 による。

注1

晶.坦 坦置宿患≡の寡 言Df継 に なされ な一い場合

遺言書 自体、 または遺言書 に引用 され適法 に遺 言書 と一体 となった書面、 あ るいは財産権 の処分 とは別 個の意

味 を もつ遺 言書 とは別の事実 によって、受益者 お よび信託財産 の同一性や信 託の 目的 が確認 されえないときは、

意 図され た信 託は無効 とな る。 その場 合、遺 言書の中で、遺言者の信託設定 の意 思が 明示 されていれば、受遺者

は その財産権 を、遺言者 の遺 産のための復帰信 託 として保有す るよう強制 され る ことがあ る。第411条 注q参 照。

受遺者が意 図された信託 を 自発 的に履 行 しようとして も、適法にな しえな い。

例:

1.遺 言書 と一体 となったB宛 の手紙 によ り指名 する者のための信託 と して、AがBに1.㎜ ドル を遺

贈 した。Aの 死亡時、Cを その信託の受益者 として指名 する書面がAの 遺言 書に付 され ていたが、その

書面は遺言法の要求す る方式 を欠いて いた。Cの ための信託 は成立 しな い。

これに反 して、遺 言書が一通以上の書面 か ら成 り、 これ ら全ての書面 か ら、信託 の条項が遺 言法 の要求 する方

式 で全 て作成 されている ことが明 らか になれば、 信託は有効であ る。

例1

2.遺 言書と一体になったB宛 の書面 に より指名する者の ための信託 として、AがBに1,㎜ ドル を遺

贈 した。Aの 死 亡時、Aの 遺 言書 に付 された書面が、遺 言法が要 求す る方式 に適 してお り、Bが 遺贈 さ

れ た金銭 を信託 として保有 し、Cが 成年 に達 した時にCへ 支払 うよう指示 していた。Cの ための信託が

成立す る。

公 益信 託に同様の法則が適用 され るが 、それにつ いては、第358条 参照 。

h..翌 旦者が摺者 されて」し1皇L珊 登

遺 言書 に受託者が指 名 され ていな い場合 であって も、遺 言信託 は成立す る。第33条 参照 。

c..」1田荘こよ!⊇てこ三体一と1蛙 豊田

真正の証 明を欠 く証書で も、遺言書作成 の時に存在 し遺言書で引用 され る ことに よって、遺 言書 と一体 とな り

うるし、遣 言書の一部 として検認を受け る ことが許 され るもの と規定 して いる州が幾つか ある。上記 のよ うな州

では、遺言書 による信 託宣 言が不十分 で あって も、引用に よって、適法に遺言 書 と一体 とな る書面 で信託 の宣 言

がな され る場 合は、有効 とされ る。
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∫L_受 益越 たは財産権 迦≡ 意味 を担 「 によっエ確認亘 れ る量 盒

財産権 の所有者が その財産権 を信託 として遺贈す る とき、その信託 の受益 者の同一 性、信 託財産お よび信 託の

目的 が、遺 言による処分の効 力 とは別個 の意味 を有 する事実に よって確認 される ことがある。上記 の意味 を有す

る行為 とは、信託財産 の処 分について生ずる効 力以外 の理 由で自然 にな された もので、当該財産権 の処分 自体 と

は少 しも関係のない行為 であるが、他 の財産権の処分に関す るものであって もよい。例 えば、人 を雇用 す る行為

で もよい。それは、遺言者 ある いは第三者によって、遺言者 の死 亡前であれば、遺言書作成の 前後 を問わず、 い

つ なされた行為であ って もよい。

例1

3.Aの 死 亡時にAが 雇肌 ていた人 々へ収 益を支払 うべ 紺 託 として、AがBに10,㎜ ドル を遺贈

す る。Cお よびEがAの 死亡時 に雇用 され ていた。C、Dお よびEへ 収益 を支払 うべき信託 は有効 であ

る。なぜ な ら、C、Dお よびEが 雇用者 である という事実 は、財産処 分の効力とは別の意味 をもつ事 実

だか らであ る。

4.Aの 死亡時 に生 きているAの 子供達 へ収益 を支払 うべき信託 として、AがBに10,㎜ ドルを遺 贈

する。C、Dお よびEがAの 死亡時に生 きて いる子供 であった。 この信託は有効であ る。

5.Aは 、Cの ための信託 として、Aの 家具、銀行預金 お よびAの 金庫の 中の有価証券 をBへ 遺贈 し

た。 この信託 は有効 で ある。

ロ⊥」貞轟 に よる処分 担±_遺書煮曲生槌打為 で設定 され た猛膣 』≡従 って 莚壁」工酬

生 前行為 で信 託を設定 した者 が、 その死亡の とき、遺言 に より、そ の信託 に財産権 を付加す る よう希望す る こ

とが できる。 あるいは、信託 に追加的 な財産 の注 ぎ込 み(pourover)を 希望す る、 という表現 が用 いられ る とき

もある。 この場 合、第一に遺 言処分が、次 に単一 の信 託が設定 され るかを考慮 するのが妥 当であ る。

ム_旦 二退亘」≡上 る処鯉 直塾性

生 前行為 で設定 された信託条項 が遺言書 に明記 されてい る場 合、 または、信 託設定の書 面が遺 言書作成 に要求

され る方式 を完全に具備 して作 成 された場 合に、遺 言に よる処分 は有効 である。その場合だけで な く、 引用に よ

って一体 とな ることを認 める法 則、または、独 立の意味 を有す る事実 の援 用 を許す法則の要件が充 たされて いる

場合 にも有効で ある。

引用に よって一体 とな ると認め られ るには、その書面が現 に存 在す るもので、遺言書作成 の時 、既に存在す る

もの として遺言書 に引 用 されて いることが必要であ る。他 方、独 立の意味 を有す る事実の援用 を認める法 則 の要

件 は、 その事実 が、遺 言書作成 の時の 前後 を問わず、遺言 者死亡の前 にお けるものでなけれ ばな らな いという こ

とである。

引用によって一体 とな ることを認 める法則 および独立 の意味 を有す る事実 の援用 を許す法 則に よれば、 生前行

為 で設定 された信託が、委託者 の信託宣 言によ り設定 され たか、 または受託 者たる他人への信託譲渡 によ り設定

されたのかは重要で はない。

生前行為に よる信託 の趣 旨で設定 されたが、遺 言者 が死亡す るまでは、何 ら財産権が信託の 中に包含 されて い
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ない場合、独立 の意味 を もつ事 実の援 用の法則 を理 由に遺 言による処分が認 め られる ことは許 され ない。つ ま り、

遺 言者の死亡 前には、信 託が事実上 存在す るの でないか らであ る。引用に よって一体 とな ることを認め る法理 の

要件が具備 された場合 のみ、遺 言に よる処 分を認 め得 る、生前行為に よ り設定 された信託 の信託財産が名 目的な

額 しかない場合 、遺言 によ る処分が独 立 の意味 を有す と考 えられ るか は疑問 である。

以下 に挙 げる ような事情にっいては考慮 され る。

(1)生 前行為によ る信託が撤回 または変更 を受けな い場合

(2)撤 回または変更 され る権限が留保 されて いるが、撤回 または変更 がな され ない場合

(3)変 更 され る権限が留保 され ているが、その後 に変更が なされた場 合

(4)撤 回 され る権限が留保 され てい るが、その後、撤 回が なされた場 合

菖._岡 一生亜〔」匡謝 こよ互{a鶉 斑魍 また1=± 」熱 上掲金

受託者が、信託の撤 回または変更 をなす権限 を書面 の中で留保 していない とき、 その書面 で生前行為 に よる信

託が設定 され、 その信託 に基 づいて保 有 され るように財 産権 を遺言 によって処分す る場合、 次の2つ の理 由か ら、

その遺言 による処分 は有効 とされる。まず第1に 、その書面は、遺 言書作成の とき、 既に存 す るものとして遺言

書に引用 され たため、遺言 書 と一体 とな っているとい う理 由。第2に 、その生前行 為による信託は、受託者が既

に成立 している信託に財 産権 を付 加 しよう とす るに過 ぎな いか ら、独立の意味 を有 す る事実であ るという理 由で

あ る。

例:

6.1927年1月1日 の、遺言法 で要 求 され る方式 を欠 く捺 印証書 中に、Aは 撤回ま たは変更 をなす権

限 を留保 していな い。1927年1月1日 付 でAが 作成 した信託設定 の証 書に示 され、そ の条項 に従 うべき

信託 として、Aが 有効 に作成 された遺 言に よ り、Aの 残余財産 をBへ 遺 贈 した。残余財産 の信託 は有 効

であ る。

量。』 二 生 前日鈎 に よる描托塑櫨週皇 ☆旦変更 され る権堅肥貿偲 されていξ適玉_撞週」ま立違 変 坦坦祉妻」口虫上 勘

合

委 託者が、後 日書面 を作成 して信 託を取消 した り変更 した りできる とい う権限 の留保 を明記 した書面で、生前

行 為に よる信託 を設定 し、遺言 で、 その信託に財産権 を付加 しよ うとする場合、 その後に撤 回 も変更 もなければ、

その遺言 による処分 は、次 の2っ の理 由か ら有効 である。第1に 、生前行為に よる信託設定 の書面は、遺言書作

成の時、既 に存 在す る もの として遺 言書 に引用 され、遺 言書 と一体 となる。後 日作 成 され るか もしれな い、信託

を撤回 または変 更す る書面 を引用 した としても、 その処分は有効であ る。第2に 、信託の受 託者 は、遺言書作成

の とき、 および委託者死 亡の ときに既に存 在する信 託に財産権 を付加す るに過 ぎな いのであ るか ら、生 前行為 に

よる信託 は、独 立の意 味を有す る事実 である。

例:

7.事 実は例6と 同様であ るが、Aが 信託 を撤回す る権限 を捺 印証 書に よ り留保 した。信託 を撤 回せ

ずにAが 死亡す る。残余財産 についての信託 は有効 である。
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8.事 実は例6と 同様で あるが、Aが 信託 を撤 回または変更す る権限 を捺 印証書 によ り留保 した。信

託 を撤回また は変 更せずにAが 死亡す る。残余財産 につ いて の信託は有効 である。

-L-_回 二生 耐 τ為に よ.重f't狂」こ裏 虹璽:る権『騒 珊 腱 一れエ主 」2ユ.鵬1二 変」堅一された網倉

信託の委託者が、後 日書面で変更 をな しうる権限の留保 を示 した書面で、生 前行為 による信託 が設定 され、 さ

らに委託者が遺言でそ の信 託に財産権 を付加す る場合、 その後 に信 託 を変更す る書面 が作成 されて も、遺 言 によ

る処分は有効である。

遺贈す る財産権は、遺 言書 作成の とき既に存在 して いる信託条項 の下 に保有 され るべ きであるとい う意 思が遺

言書に明記 されていれば、 その処分は、既に存在す る信託 の書面 が、引用に よって遺言書 と一体 となった もの と

して認め られ る。また、遺 言書作成の とき、既に存在 していた信託 は、独 立の意味 を有す る事実 を理 由に、その

処分が認め られ る。

遺言者死亡時の信託条項 の下 に、遺 贈す る財産権は保有 され るべ きであ るという意思が遺 言書 に明記 されて い

れば、独立の意味 を有す る事 実 を援用 した ことを根拠に遺言処分 は有効 とな る。 この場合、引用 による一体化は

根拠にな らな い。なぜな ら遺 言処分 を決定する証書、す なわち信託 を変 更す る証書が遺言書作成時 に存在 しな い

か らであ る。他方、信託が、遺 言書作 成後 に変更 された ということは重要ではない。独立の事実 を援用 した こと

を根拠 として、遺 言処分 は認 め られ る。なぜな ら、生前行為 による信託は、委託者死亡時に存す る、独 立の意味

を有す る事実だか らであ る。

例:

9.1954年1月1日 付 の、過 言の方式を欠 く捺印証書 によ り、AはCの ための信託 として有価 証券 を

Bへ 譲渡 した。 その捺 印証書 に より、Aは 、署名後Bへ 交付 する証書によ って信託 を撤 回または変 更す

る権限を留 保 した。 その後有効 に作成 された遺 言に よ り、Aが1954年1月1日 付で作成 した捺 印証書に

A死 亡時に明記 され る信 託 として、Aは 全財 産 をBへ 遺贈 する。遺 言書作成 の1年 後、1954年1月1日

付 の捺 印証書に よ りBへ 譲渡 した財産権 を、Cの ためでは な くDの ための信託 として保有すべ き 旨指 図

する証書にAが 署名 しBに 交付 した。Aが 死 亡す る。遺贈 された財 産につき、BはDの ための信 託 とし

て保有 する。

しか しなが ら、生 前行為 による信託 に、遺 言者の死 亡前は何 ら財産権 が包 含 されて いな い場 合で あれ ば、独 立

の意味を もたない。上記の場合、遺言 によって処 分 され る財産権が、変更 された信託で保有 されな けれ ばな らな

いとい う遺 言者 の意 思は、引用 による書 面への組 み込 み、あ るいは独立 の意 味を有す る事実 の援用 のいずれ の根

拠 も認め られないため、効力 を失 な う。 しかし、 その場 合、 もし、 その処分 を全 く失 効 させ るよ りも、遺言 書作

成 の ときに信 託が既 に存在 していた ことを理 由にして、 その信託の条項 に基 づいて財 産権 を保 有す るもの とする

方 が、遺 言者 の意思 に密接 に合致 するのであれ ば、相 互関連 取消の法則(theruleofdependentrelative

revocation)の 基礎 とな る法理 の適用 によって、そのよ うに扱 われ る。

jユ_同一 生血‖晶 相 ≡上玉 個睡 に 「1す畳描閨 攻1{江鮭 蔓立ニ玉 藍 曳　 担』亙 虹蔓立 麟 一合

委 託者 が、信 託を撤 回す る権限 の留保 を明記 した書面 で、生 前行為 による信 託を設定 した後、 遺言書で その信

94



【第2章 】

託に財産権 を付加す る場合、信 託の撤 回がな され なければ、その信 託によ る処分 は有効 である。

信託が撤回 され るな らば、 その処分 は効力を失 なう。ただし、遺 言者が、遺贈 しよう とする財産権がその信託

の条項に基づ いて保有 され る ことを要 する 旨の意思 を、遺 言書 の中で表示 している場合 にかぎって、その後信託

が撤 回 され て も、 その処分 は、 引用 に よって遺言書 と一 体 となった書面を理 由に、 効力は失 われな い。 しか しな

が ら、遺言者が、信託が撤 回 されない場合 にのみ、遺 贈 しよ うとす る財産が その信 託条項 に基 づ いて保有 され る

ことを要す る旨の意思 を表示 している場合 は、遺贈 される財産 は信託 として保有 されず、 残余 財産 または最近親

者へ と帰属す る。遺言者 が信 託 を撤 回す ることに よ り遺 言処分に影 響 を与 える ことができる という事実は重要 で

はな い。

kL同 二 璽 一直f細動{殺 定 置れ工巳 壷場 合

生前行為 で信託 を設定 した者が、遺 言で、そ の信託 に財産権 を付 加 しよ うとす る場 合、 一個の信託が設定 され

る。 この信託 は、遺 言によって財産権 が付加 され るのではあるが、遺言に よって設 定 されるので はな いか ら、遺

言信託 としてではな く、 生前行為に よる信託 として管理 される。

」..同 二保 険信 託

本条に述 べ られる法 則は、遺言で保険信託に財産権 が付加 され る場合に も適用 される。受託者 は、被保険者死

亡の ときまで能動 的義務 を何 ら負 うこともな く、被 保険者は、保険金受取人 の変 更、信託の撤 回変更 をなす権限

を留保 しているが、 保険信託 自体は有効 である。第57条 注f参 照。

皿L塾 三 者」口坦図に従って皇 され る処分

遺言者が 、遺 贈 される財産権は第 三者の指 図に従 って処分 され ることを要す る と、遺言で指示 を与 えている場

合、第三者 に指 名権 を授 与 して いることになる。 このよ うな指 名権 は、遺言 によ って行使 され るべきで、指名権

が、遺言者 の死 亡後 、指 名権 を行使す る遺言書 を作成 して死亡 したときは、指名 権は適法 に行使 され る。指名権

者が、遺 言者 の死亡する前に、遺言書 を作成 し、続 いて遺言者が先 に死亡 した場 合、指名権者 は、別段 の意思 が

表示 され た場 合を除いて、指 名権 を適 法 に行使 する ことがで きる。財産法 リステイ トメ ン ト第344条 参照。

これに反 して、指 名権者が遺言者に よ り先 に死 亡 した ときは、指名権は それが設定 され る前 に行 使す る ことは

できないため、遺 言者が与 えようとした指名権 を行 使 しえな い。財産法 リステ イ トメ ン ト第348条 第1項 参照。 し

か し、 これは、必ず しも、遺言者に よって遺贈 される財産権が、意 図され ていた指名権者の遺 言書 の規定 に従 っ

て帰属す る ことはない とい うことを意味す るのではな く、 その処分 は、次 の3項 目の根拠の うちの1つ によって、

効力 を有 す るもの とされる ことが ある。

(1)遺 言者が、 自己の財産権 を既 に死亡 してい る者の遺言の条項、 あるいは、 自分 よ り先 に死亡するか も知れ

ないが現 に生 きて いる者の遺言 の条項 に従 って処分 され る と指示 している場 合、その処分は 、引用によって遺 言

書 と一体 とな ることを認め る原則(注c参 照)に 基づ いて有効 とされる。財産 権の リステ イ トメ ン ト第348条 注d

参照 。

(2)遺 言者が、 自己の財産権 を遺言 で、 これ とは別の遺贈 で財産権 を取得 しうるような者 に与える場 合、独立

の意 味を有す る事実(注d参 照)に よって、処 分が有効 とされ る ことがある。上記 の処分 は、その者が遺 言者に
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よ り先 に死 亡するか否 かにかかわ らず 、その者 の固有の財産権の処分 が、遺 言者の財産権の処分 とは別 の意 味 を

有す るため、有 効と され るの である。財 産権の リステ イ トメン ト第348条 注e参 照。

(3)引 用による文 書結 合の原則、 あ るいは独 立の意味 を有す る事実 の援 用の原則 によらなくても、遺言法 が課

す保 護が保 たれている とすれ ば、その処分は認め られ る。 それ故、遺 言者 よ り先に死亡 した指名権者が 、遺 言者

よ り先に死亡す るか否か を問わ ず遺言 者か ら取得す ることにな っている財 産権の処分 の趣 旨で遺言 した場 合、 そ

の処 分は有効である。財産権 の リステ イ トメン ト第348条 注f参 照 。

一旦.前 畿参照

遺 贈 され る財産権 を、遺言書 中に述 べ られていな い信託 で保有 す ることを、遺言者 と約 した受遺 者の合意の効

力につ いては、第55条 参照 。

第55条 秘 密 信 託(secrettrusts)

(1)遺 言 によって財産権 の譲渡 を受 ける者が、そ の財産権 を信 託 と して保有 する とい う合 意をな し、その合 意

を信頼 して、遺言者が財 産権を遺贈す る場合、受遺者 は、合意 した信託の受益者 のための擬制 信託 として 、その

財産権 を保有 する。

{2)相 続 人または最近親 者が 、無遺言 相続 によって取得する財産権 を信託 と して保有する場合、その合意 を信

頼 して、無遺 言で死亡 した者の相続 人または最近親 者は、合意 した信託の受益 者のために、その財産権 を、擬 制

信託 に甚つ いて保有 する。

注:

旦..擬 制随壼」斑n$t坦 吐血10t四 塾⊥

本条に述 べ られた規定 に基 づいて課せ られた擬制信託は、意 図された信託が遺言法 の要件 を充足 していない た

め強制できな いような、 明示信 託の信託違反に よって生 じる。財産 権 を信託 として保有す る ことを受遺者 が合意

した ことに よって遺 贈が な される場 合、受遺者がそ の財産権 を保有 で きる もの と認 めるな らば、 その者 は不当 に

利益 を得 ることにな る。 それ故 、その者は、擬制信託の受託者 と しての責任 を負 うのである。 その責任 は、意 図

された信託の受益者に対 する というよ り、む しろ遺言者 の財産権(es伍te)に 対 する ものである とい う論証 も可

能で あるが、判例の大部分 は、意図 され た信託 の受益者 のための擬制信託 として、その財 産権 を保 有す るとい う

判断 をして いる。

{1)1項 に関す る注:

h.,一.鷲遣意趣_償 謀士.L文 保鐘 垂」≧.し」」蛤 違 軸 上 一端 金

遣言者が、意 図された信託 とは関係 な く、無条件 で、 あ る者に財産権 を遺贈 したが、遺 言者の死亡前 に、受 遺

者 が遺言者 と、一・定 の信 託 に基づ いてその財産権 を保有 す ることを約 した場 合、受遺者は、その財産権 を、指 定

された受益者 のための擬制信託 として保有 するよ う強制 され る。

-c_.合 意 の時期
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受遺 者の合意 は、 それが遺言者の生 前になされ た もので あれ ば、遺 言書作 成の前で あるか、 同時 であ るか、 ま

たは後であ るか という ことは重要では ない。遺言 者に遺言 を撤 回 させないよ うにす る合意 は・遺言 者に遺言 を作

成 させ る合意 と同様 に有効であ る。

旦._坦 示 また圃 鰭丞嚇

受遺者 のなす合意 が、特定の文言、 あるいは書面 または口頭 に よるものか、 また、 受遺者 の行動(conduct)に

ょって表示 され るもので あるか、 は重要 ではな い。受遺者 が黙 示の意思 を表示 しているに過 ぎな いとしても、信

託 を設定 す るという、遺言者 の意思 と、その意図 されてい る信 託の条項が、遺言者 によって受遺者 に伝達 され、

受遺者 がその財産権 を意 図 された信 託に基づい て保有 する ことを拒絶 しな いな らば、 それは、通常、受遺者 がそ

の財産権 を意図 され た信託 として保 有する という合意 を示 すに十分で ある。

例:

1.Aが 、 もしBにAの 全財産 を遺贈 した ら、Bは 特定 の信託 としてその財産権 を保有す るか とBに

尋ね た ところ、Bは 承諾 した。Aが 全財 産をBへ 遺贈す る旨の遺 言 を作 成 して死亡 した。Bは 、意図 さ

れ た受 益者 のための擬制信託 としてその財産権 を保有す る。

2.Aは 、 自己 の全財産 をBへ 追贈 す る旨の遺言 を作成 した、Aは 、BにAの 財産 を特定 の信託 とし

て保 有するよ うに言 った。Bが 同意 する。A死 亡 。Bは 、その財 産権 を意 図 され た受 益者のための擬制

信託 として保有す る。

3.Aは 、 自己の全財産権 をBに 遺 贈 した。AはBに 、その財産権 を信託 として保 有す るように指 示

してBに 遺贈す るという内容 の手紙 を出 した。Aの 手紙 をBは 受取 ったが返 事は しなか った。Aが 死 亡。

その財産権 を、意 図 された受 益者のため の擬制信 託 として保有す ることをBが 強制 され ることが ある。

旦L聖 経 の坦 星

受遺者 が、 自己 に遺贈 される財産 権 を、遺言者 が後 日指 定す る受益者 のための信 託 として保有 する と、遺 言者

に約 した場 合、遺 言者 が受 益者について受遺者 に通知せ ず死亡すれ ば、受遺者 は、その財産権 を、 意図された受

益者 のため ではな く、受遺 者の財産 権(estate)の ため、擬制信託の受託者 として保有す るよう強制 され る こと

があ る。 しかし、受遣老 がその財産 権 を、遺言者 の生 前、遺言者が受遺者 に交付 した証書に指定 されている者の

ための信託 として保有 す るという合意 をなしたときは、た とえ、 その証書 が封印 され た書状 で、遺 言者死亡 まで、

受遺者 は、受益 者の同一性 を知 り得 ないと して も、意図 され ていた信 託受益者は、 自己のための擬制信 託を強制

す る ことがで きる。

例:

4.Aは 自己 の全財産 を遺贈 す るとい う内容 の遺 言書 を作成 した。Bは 、Aが 遺言 書 に付 した書状 で

指 定す る者 のための信託 と してその財産権 を保有 する 旨、Aと 合意 した。Aの 死 亡時、Aの 遺言書 に付

されて いた遺言法 の要件 を満 た さない書状 によ り、 その信託 の受益者 としてCが 指 名 されていた。Bは 、

その財産権 を、Cの ためではな く、Aの 財 産のための擬制信託 として保有 す る。

5.Aは 自己の全財産権 をBに 遺贈す る とい う内容の遺言書 を作成 した。Bは 、AがBに 交付 する封
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印 され請 状 で指名 す 緒 のための信託 としてその財 離 を保有 する 旨・Aと 舗 した・Bは ・Aの 死

後 その書状 を開封す るまで・受益者が誰 であるか知 らなか った。Bは ・ その財産 権 を・その書状 で受益

者 として指名 されて いる者の ため・擬制信託 と して保 有す る。

⊥.」巽遭継.よ 差音・甑左室妻.縫 上」払蹄

遺言者が、あ る者に財産権 を・意 図 された信託に関係な く無条件 に遺贈 す るとき、受遺者 が、 その財産 権 を信

託 として保 有する ことにつ いて明示 または黙示の合意 をな したの でなければ、た とえ遺言者 は、受遺者 がその財

産権 を一定 の信 託として保有すべ きである と意 図 して も、受遺 者は、信託 とは関係な くその財産権 を保有 す るこ

とが できる。 もし、委託 者が生存中 に信 託を設定 する意 思 を誰 に も伝 えなかった場合は、遺言者 の死後、遺 言者

の財産権 を信託 として保有 す るよう指示す る、遺言者 の書 いた書状が見つ かった として も、信託は設定 され ない。

もし、委 託者が、受遺者 はその財産権 を信託 として保有 すべ きであ るという意思 を第三 者に伝達 し、その第 三

者 が、受遺者は、信 託に基づ いてその財産権 を保有す る ものである ということを保 証 して も、 その第三者が受遺

者 の代理人 であ るとか、第三者 が信託の履行 をなす 旨の合意 をした ことに よって、受遺者 に代 って遺言 者に遺贈

をな さしめる とい う場 合は別 と して、 受遺 者は、信託 とは関係 な くその財 産権 を保有す る ことが できる。

受遺者が 、指定 され た受益者 のため遺 言者の遺 贈す ることに なっている額 であれ ば如何 なる額 を も保有 す ると

いう合意 をなしている場 合は、受遺者 は、 自己に遺 贈 され る全 額 を信 託と して保有す るのであ るが、遺言者 が、

遺 言補足書 によって、遺 贈の額 を増加 したがその増加 についての受遺者 に伝達 しなか ったな らば、 その受遺者 は、

自己 に伝達 され ていた最初 の額につ いて、意 図 され た信託 として保有す るが、増 加分については、信託 と無 関係

に保有す る。

且 ・昧fE」坦 義務.(1賭810bj」8旦 旦Pω _を裸]r爲 、題重1茎幽 堅蝿.音'

遺 贈者 が、意図された信託 とは関 係な く、無 条件で財産権 をある者 に遺 贈す るとき、遺言者 は、 その財産権 は

ある一定 目的にむけ られ るぺ き ものであるが、受遺 者には何 ら法律上 の義 務 を課す意思 ではないという ことを、

受遺者 に述 べた場合、 その受遺者は、信 託 とは関係な く、その財産権 を保 有する ことが できる。

駐.苗 睡設定坦意想が≒ 追書 蛙に塞 症責む て吐貢掲喩.

遺言者が、 ある者 に財産権 を遺贈 し、遺 言書 には、受遺 者が遺 言者 と合意 した信託に基 づ いてその財産権 は保

有 される もの であるという ことが示 され、受遺者が、特定 の信 託に基づ いてその財 産権を保 有す ることを合意 し

てい るとき、受遺者が合意 した、財産権保有の 目的 のための擬 制信託に基づ いて、 その財産権 を保有す るように

受遺者は強制 される ことが ある。上記 の場 合、受遺者は、 その財産 権 を自己の ために取得 するのではない ことが

遺 言書に表 示 されてお り、受遺 者にその財産権 を保有す る ことを認 め るな ら、受遺者 は不 当に利益 を得 る ことに

なるため、受遺 者がその財産権 を保有 す ることは認め られ ないことは明白であ る。遺言者 の遺産 のための復 帰信

託 を課す ことは可能 であ るとしても、意 図 された 目的のための擬制信 託に もとつ いて財産権 を強制 的に受遺 者に

保有 させ る理 由が、遺 贈が完全 である場 合 と同様 に強いか らで ある。注b参 照 。

受遺者が、信託 に基 づいて財産権 を保 有する とい うことを遺 言者 と合意 しない場合、受遺者 は、擬制信託 とし

て保有す る こと も強制 されな いし、 その財産権 を保有 する ことも認 められ ない。なぜな ら、遺 言に より受遺者 が
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自己 の利益 のために取得 できないことは明 らかである し、復帰信 託が遺言者 の財 産の ために課 されるか らであ る。

また、受遺者 が、その財産権 を保有す る ことは許 されな い。第411条 注q参 照。受遺 者が、意 図 され た信託 を任 意

に履行す る こと もできな い。

遺言者が、 その財 産権 を一定の 目的 にあてる ことを望むが、受遺者 に法律上 の義務 を負わせ る意 図はない とい

うことが、遺 言書の条項 に よって明 らかで ある場合 、受遺 者がそ の財産権 を信 託 として保有す ることを合意 した

のでなけれ ば、 その受遺 者は、信託 とは関係 な く、 その財産権 を保有す る ことがで きる。

例:

6.Aは 、既 に示 した 目的のための信託 として、Bに 全財産を遺贈す る遺 言書 を作 成 した。遺言書作

成 前、AはBに 対 し、遺 言によ り取得す る財産 を特定 の受益者のた めの信託 として保 有する ことを要求

し、Bは そ のことに合意 していた。Aが 死亡。Bは 、 その財産を意図 され た受益者 のための擬制信託 と

して保有す るよう強制 され得る。

工,追 討に よ.る処分につ いての杣 顯

制定法 に よって、あ る特定 の範 囲の人 々に対 す る財産権 の遺贈 の禁止が規 定 され ている場合、 またほその遺贈

の総額が制 限 されて いる場合、受遺者 は上記 の範 囲以外の者で あって も、受遺 者が、上記の範 囲のある者 のため

の信託 として財産権 を保有す るという合意 をな したな らば、意図 された信託 の受益 者のためで はな く、遺 言者の

遺産(estate)の ための擬制信託 として、 その財産権 を保有す ることになる。遺言 者は、 自己の財産権 の4分 の

1以 上 を、 自己の内縁 の妻あ るいは非嫡 出子 に遺贈 する ことがで きないと、制定法 に規定 されて いる場合 、ある

者が、 自己 の内縁 の妻あ るいは非嫡出子の ための信 託と して財産権 を保有す ると口頭 で合意 した第三者 に、 自己

の全 財産権 を遺贈す るな らば、受遺 者は、遺言者 の財産 権の4分 の1に つ いては、 その内縁 の妻 あるいは非嫡 出

子のための擬制信託 として保有 し、残 り4分 の3に つ いては、遺 言者の遺産(estate)の ための擬制信託 として

保有 する。

遺 言者 が公益 目的の ための遺贈 をな しうる遺 産の割合 を制 限する規 定がな されて いる州が ある。また、 ある州

では、 この制限は、遺言者 が一定 の近親者 を残 して死亡 した場合 のみ適 用 され るものとす る。 第362条 注bを 参

照。遺言 者が、遺言者 の死亡前 の一定期 間内に、例 えば1カ 月 あるいは1年 以 内に、作成 され た ものは、公益 目

的の ための遺贈が効 力 を生 じないという規 定が制定法 に よってな され ている州が若干 ある。 第362条 注cを 参 照。

これ らの制定法 は、遺 言に よる公益信託 の設定 だけでは な く、遺言書 の中で公益信託設定の意思 を表示せ ずに、

遺言者が財 産権を他 人に遺贈 した り、受遺 者が遺 言者の生前、遺言者 と、 その財 産権 を公益信託 に基づ いて保 有

す るとの合 意をな した場 合に も適用す る ことが できる。

この ような場 合、受遺 者は、意図 され た公益 目的のための明示信託 または擬制 信託 としてその財産権 を保 有す

るよう強制 される ことはな いし、その財産権 を信託 とは関係な く保有す る こと も認め られな いが、遺言者 の遺 産

(estate)の ための擬制 信託 として保有す ることを強制 され ることが ある。

jl」_遺産萬」塾主 型彊1躰趨.1白訂at¢ 抽4』nh臼Ti1茄 巴u主{些』壁⊥

自己に遺贈 される財産 権 を信託 として保有す るとい う受遺 者の合意に課せ られる、 遺産税 や相続税の負担 の効
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果 に関する問題は、本 リステ ィ トメ ン トの範囲外 である。

(2)項 に関する注:

.L相 競ム あるLいは最近一親者力tL信 託 一≧して保有す るとい う合意 をな した場合

相続人 あるいは最近 親者 がな した、無 遺 言相続 によって取得す る財産権を信託 として保有 する という内容の合

意 を信頼 して、無遺 言で死亡 した者 の相 続人あ るいは最近親者 は、指 定 された 目的 のため の擬制信 託に基 づ いて

その財産権 を保有する よう強制 され る ことがあ る。遺言書 で、信託 を設定 しようとす る死者 の意思 が証明 されな

い場 合で も、死者の無遺 言相続 によ り相 続人ある いは最近親者が取得 した財産権 の保有 をその者 に認める と、そ

の者 は不 当に利 益を得 る ことになるため、その者の保有は認め られ ないのであ る。

相続人 または最近親 者に よる合意 が特定 の言葉 で行われたか、 または書 面に よるの か、口頭に よるのか、 もし

くは行為 によって示 されたのか は重要 ではない。注dと 比較せ よ。

例:

7.自 己の土地 を相続 させ た場合 には特定 の受益者のた めの信託 と してその土地 を保有す ることを承

諾す るかと、膝 夫Aが その唯一 の子Bに 尋 ねた。Bが 承諾 す る。Aが 無遺 言で死亡 した。Bは 、 その意

図 された受益者 のための擬制信託 としてその土 地を保有 す るよう、強制 され得る。

第56条 委託者の死亡を停止条件 とする、生前行為 によってなされる処分

委託者 の死亡まで、受益者 には何 ら権利を移転させない とい う信託 は、遺言 による処分で あり、遺言 法の要件

を充足 する場合 でなけれ ば、その効 力は生 じない。

注:

凪.本 巻の剃 旺範冊

財産権 の譲 渡が、委 託者 の死亡 まで、 移転の効 力 を生 じな い場合 や、譲 渡行為は、財産権移転 の効力 を有 す る

が、委託者 の生存中に受益者が指名 され ない場合 、委 託者が財産権 を信託 と して譲渡 したが、意図 され た信 託は、

委託者の死 亡まで効 力を生 じないという理 由で履行 されない ことが ある。例 えば、以下に述 べ るような事情 があ

る場合、意図 された信 託は効力 を生 じない ことが ある。すなわち

(1)譲 渡行為が、引渡 を欠 くため、あ るいは委託者 の死亡 まで効力 を生 じないとい う意 図であるため、不完 全

であ る場合

(2)委 託者の生存中 は、信 託財産が指 定 されな いため、譲渡行 為の効力が ない場合

(3)委 託者の生前に、受託者 が指 名 され ないた め、譲渡行為 の効力がな い場合

(4)譲 渡行為は有効 であるが、委 託者の生前に、意 図され た受 益者が指 定 され ていない場合、 である。 これ ら

の4つ の事情については、以下 の注 でそれ ぞれ考慮 され る。 これ らの事情 があ る場合、委託者 の生存 中は委 託者

を受 益者 とする信託が成立 しない。その根拠は、委 託者が将来 における信 託 を設定す る意思 を表 示 していた こと

(第26条 参照)、 または取引が必要 な要式 を欠 くため不完全であ る こと(第32条 参照)で ある。遺言法 の要件 が満
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た されな い限 り、委 託者死 亡時に信託は生 じな い。

tL蚕 纏 聾止」四壁±一過 雌 君企で 壼⊇.登

財産権 の所有者が、 その財産権 を信託 として他人 に譲渡 しようとするが、 引渡 を欠 くため譲渡行為 が不完 全で

あ るため、財産権 についての権原が、意 図され た受 託者に帰属 しない場合、委託 者の生前に信託 は生 じない(第

32条 注b参 照)。 またそ の者の死亡の時 に も、信託は、効力 を生 じない。財 産権の所有者が、意 図 された受 託者に

その財産権 あるいは捺印譲渡証書 を引渡 したが、 自己の死亡 まで、 その譲渡行為 の効力は生 じない とい う意 思 を

表 示 した場 合、 また、財 産権の所有者が、 もし自iヨの生存 中別段 の指 図をな さずに 自己が死亡 した時は、意 図 さ

れた受託者 に、 その財 産権 または捺印証書 を引渡 す ように指図 して、第 三者 にそれ を引渡 した場合、 いずれ もそ

の処分 は遺言 に よる処分であ るため、遺言法 の要件 を充足 していない限 り、財産権の譲渡は、所有 者死 亡の時、

不完全 であ り、 信託は生 じな い。

これ に反 して、委 託者死亡 の時 まで、財産権 についての権原が受託者 に帰属 しな い場合で あって も、 条件 成就

まで のエスクローに対す る引渡(deliveryinescro曹)は 、信 託設 定の効力 を十分有す る。

CL養 酷暑の死 亡まで、1謳直書憧 坦坦定 されな一口 縛壼

委 託者 の生存 中に、信託 として財産権 の譲渡行 為がな され て も、財 産権の同一性が確認 され ないため、効力 を

生 じない ことがある。第26条 注c参 照。譲渡人 が死 亡時 に有す る財産 権を、 受託者 としての他人 に譲渡す ること

が意 図されてい る場 合は、遺 言信託 であるか ら、遺 言法 の要件 を充足 しないか ぎ り、意図 された信 託は効力 をも

たない。その ような信託 を意 図 した譲渡 がな される時、信 託財産 が確 認 されな いことを理 由に信託は生 じな い。

第76条 参照 。譲渡人死亡の時、譲渡証書 が遺 言法 の要件 を充足 してい る場 合に限 り、信託が生 じる。

例:

1.Aが 死亡時 に有 する人 的財 産をCの ための信託 としてBに 譲渡す ることを意 図 して、Aが 証書 を

作成 してBに 引渡 した。Aが 無遺 言で死 亡す る。証書 の作成 時に も、Aの 死亡時に も信 託は成立せず、

Aの 遺 産管理人が その財産権 に関 す る権原 を有 す。

.虫_豪 語煮 鰹L辺1庫 ま苫 鷺晶意力1批塞皇一‡1虫史場 合

財産権 の所有者が、 その財産権 を信託 として譲渡す るとき、譲受人 を遺 言で指名す る趣 旨の場 合の ように、委

託者死 亡まで受託者が指定 されないな らば、受 託者の 同一性が確 認 されないため、譲渡行為 は効 力 を生 じない。

意 図 された信託は、遺言に よる ものであるか ら、遺言法 の要件 を充 足 して いな い場合 は効 力を生 じな い。上記 の

場合 、所有者が受託者 を指名 しなかった ということは、 自己の生 存中に有効な譲渡 をなす意思 ではな いことを示

している(第26条 注f参 照)の で、 これは遺言に よる処分 である。

例:

2.Aは 、 ある証 券をCの ための信託 として、Aが 後 日遺 言で指名す る者 に譲渡 する とい う内容の 証

書を作成 したが、 その証書 は、遺 言法 の要件 を充足 していな い。Aは 遺言書 を作成 しなかっ た。信託 は、

譲渡がな され た時 に もA死 亡の時に も生 じない。

3.事 実 は例2と 同様であるが、Aが 過去 に遺 言を作成 してBを 受託者 として指 名 した とす る。遺 言
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書 が信託条項 を示 しているか、 または引用に よる一一体化 が認め られ る場合 に遺言書 が譲渡証書 を引用 に

よ り一体化 して いるのでなければ信託は成立 しない。

この注 で述 べ られてい る事情 は、現 在の信託が設定 されている場合 の事情 とは区別 される。すなわち、現在 の

譲渡 がなされているが、証書 に受託者 が指定 されて いないとか、受託 者に指名 され た者が、死亡 その他 の事 由で、

財産権 についての楠 原を取得 できな くて も、現 在の信託 は効力が失 われ るもの ではない。第32条(2)項 参照 。

遺 言証書 に よる処分の場合 で も、遺 言法 の要件 を充足 していれ ば有 効であ る。

例:

4.Aは 、その遺言 書で受 託者 として指名 する者 に対 し、Cの ため の信 託 として、あ る有価 証券 を譲

渡す ることを意図 して、Aは 証書 を作成 した。その証書 は遺 言法 の要件 を満 たしている。Aが その証券

に よる処分を取 り消 さない限 り、Aが その後遺 言書 を作成 したか否か に関係 な く、Aの 死亡時に信託 は

成 立す る。遺 言書 自体 が遺言 として有効で あるので、受 託者 が指 名 され ていない ことは重要 でな い。第

33条 参照。

e、 .蚕甚当 直亡の時まで}、受 益遣方1謂建 されな い場 宣

委 託者が財産権 を信託 として譲渡す るとき、譲渡行為 は、委託 者の生前に効力 を有 する として も、受 益者 を、

遺 言で指名 す るときは、 その処 分は遺 言に よるもの で、遺言法 の要件 を充足 しているのでなければ、受 益者が適

法 に指名 されな いため、意 図 された信託は効力 を生 じない。

例:

5.Aの 死後 に発見 され る書面 で指名 され る者のための信 託 として、Aが 有価証 券をBへ 譲渡す る。

Aの 死後、Cを その信 託の受 益者 として指名 する、Aの 署 名あ る書面が発 見 されたが、真正では なかっ

た。Cの ための信 託は無 効であ る。

他 方、信託証書作成後 であって も、委 託者の生前 に受 益者 が指名 されれば、 その処 分は遺 言に よる処 分 ではな

い。

例:

6.Aは 、あ る有価 証券をBへ 信託 として譲 渡 し、Aの 生存中はそ の収益 をAへ 支払 い、Aの 死亡後

はその証券をAがBへ 後 日引渡す書面で指名 する者へ譲渡 すべ きことと した。A死 亡時にその有価証券

の譲受人 としてCを 指 名する書面 を、Aが 後 日Bへ 引渡 した。Aの 生存 中に権利がCへ 移 転 して いるの

で、Cの ための信 託は成立す る。

.匡㌔ 善1匝艶 の理亡 まで剋 抽1延 期.さ幽 口 畳音

委託者の生存中に信託 の権 利が信託条項 によって受 益者に帰属 す るが、そ の利益 の享受(enjoy■entorposse-

ssion}が 生 じな い場合 は、遺 言信託では ない。第57条 参照 。受 益者の権利 が、委 託者 死亡の時の一定事実 の存 在

を条件に して いるとして も、その処分は遺言 による ものではな く、意図 され た信 託は有効であ る。

例:

7.甲 地の所有 者Aは 、Bへ 甲地 を信託 と して譲渡 し、Aの 生存 中は賃 料 と利子をAに 支払 い、A死
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亡時 に甲地 をCへ 譲渡 する ことと した。Cは 衡平法上 の確 定的残余 権 を有 してお り、 この信 託 は遺言信

託ではない。

8.Aは 、有価証券 をBへ 信 託 として譲渡 し、Aの 生存 中は収益 をAに 支払 い、CがAの 死後 も生存

するな らば、A死 亡時 にその有価証券をCへ 譲渡 する こととした。Cは 、条件付 の衡 平法上の残余権 を

取得 し、その信託 は遺 言信 託ではない。 もしCがAの 死後 も生存す るな らば、Cは 、当該有価証券 を自

己へ移転す るよう、Bに 強制する ことがで きる。

委 託者の生存中に受益者 が特 定 されてい る限 り、委託 者が受 益的生涯不動産権 な らびに信託 を撤 回お よび変更

する権限 を留保 していたと して も、譲渡は遺言処分 による もので はない。

止.追 試旦 」5皇土・鑓 』塑 古 るこ上 の璽幽

財産権の所有者が その財産権 を信託 として譲渡す る とき、受益者 が、遺言以外 の事実によ って、後 日確定 され

る場 合は、遺言法 の要件 を充足す る必要は ない。 ある行為が権利処分 の効 力に関係がないな らば、 その行為 は遺

言処分では ない。第54条 注d参 照。

例:

9.Aは 、有価証券 をBへ 信託 として譲渡 し、Aの 生存 中は収益 をAに 支払い、A死 亡 時にはAが そ

の時 に雇 用 していた者連へ支払 う ことと した。A死 亡。 その時点 でCとDがAに 雇用 されていた。Cと

Dを 雇 用 して いるという ことは、財産処 分の効果 とは異 った意味を有す る行為であ るが、CとDの た め

の信 託は有効であ る。

10.甲 地につ いての生涯不動産 権の所 有者Aは 、一定 の証券を、Aの 生存中は その収 益をAに 、Aの

死 亡の時は甲地の所有権(omership)を 承継す る ことにな ってい る者 に譲渡す る とい う信 託 としてBに

譲 渡 した。 甲地の所有 権の承継 は、信 託財産の処分 の効 力 とは別個の意味 を有す るけれ ども、その信託

は有効であ る。

旦.一.蹴 亘

本 条に述 べ られ た規則 は、財 産権の所有者がその財産権 を信 託 として他人 に譲渡する場合 と同様、 その者が そ

の財 産権の信託 を宣言 した場 合に も適 用で きる。従 って、財産権の所有者が その財産権 につ き受託者 となる こと

を宣 言す る場合、 その者 の死 亡前に信託財産 もしくは受 益者が特定 され ないか、または信 託の効力が生 じないな

らば、その信託 は成立 しない。

例:

11.真 正 の証明のな い証書に よって、Aは 、 自己の死亡 の際所有 し うる財産権 につ いて、Bの ための

信託 を宣 言 した。意 図され た信託 は遺言信 託で あ り、有効 ではない。

12.Aは 、あ る有価証券 につ き受託者 とな ることを宣言 し、Aの 生存中は、そ の収益 を自己に支払 い、

A死 亡時には、 自己 の死亡後 に発 見される書状 で指名 する者のための信託 として、 その有価 証券 を保有

する こととした。Aの 死亡後、 その財産 権 をCの ための信 託 として保有す る旨表示 する書状 が発見 され

た。その書状 はAの 署名 はあるが、遺 言法 の要件 を充足 す る形で真正の証明が されていなか った。 その
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信託 は無効 である。

第57条 委託者が、信託の撤回、変更または支配の権限を留保 している場

合の、生前行為による処分

信託財産 に対する権利が、委託者以外 の者を受益者 と して設定 されているが、委託 者が 、生 涯受益権(beo6-

fici白llifθintθre3t)を 留保 して いる とか、これ に加 えて、信託 の全 部または一部 を撤 回する権限 、信託 を変

更 する権 限および信託 の管理 にっい て受託者を支 配す る権限を留保 している とい う理 由だ けか ら、その処 分は遺

言 によるもので、遺言法 の要件 を充足 していないため効力 を生 じない 、とい うこ とはない。

注:

旦二 重 託者が撤 臥 変 更一の権限 を留保.している場合

財産権の所有者が生 前行 為に よって その財産権 を信 託で譲渡す るとき、受益 者の権利が委 託者の生存 中は、 そ

の利益の享受が生 じな い(第56条 注f参 照)と か、委 託者が これに加 えて、信 託の撤回または変更の権限 を留保

している、 という理 由だけ で、その処分 は遺言に よる ものである とす ることはできな い。⊥ 記の場合、委託者 の

死 亡まで信託は存在 しな いとい うのであれ ば、それ は遺言 による処 分であ るといえるが、委 託者の生存 中 に信託

が設定 され るのであるか ら、 単に、委 託者が信託 を撤 回した り変更 する ことが できる という事実だけで、遺 言 に

よる処分であ るとする ことはできない。第56条 参照。

例:

1.真 正の証 明の ない書面 に より、Aは 生前行為で財産権 をBへ 譲 渡 し、その財産権 の保持 ・投資 お

よび再投資 はBの 判断 に任せ、Aの 生 存中はAに その収益 を支払 うか、またはAの 指示 に従 い、Aの 死

亡時 には元本 をCへ 支払 うこと とした。Aは その信託 を撤回 または変 更す る権限 を留保 して いる。Aは

信託 を撤 回または変更す ることな く死亡 した。Cは 、 その財産権につ いての権原 を有す。その処分 は遺

言処分 では ないため、遺言法 の要件 を充足 していな くと も有効であ る。

委 託者が遺 言に よって も信 託 を撤 回す ることの できる権 限を留保 していて も、 それは遺言 に よる処分ではな い。

委 託者が生前行為に よる撤 回と同様 、遺 言に よる撤回 の権限 を留保 している意思表示 をなしたか否かは、 使用 さ

れ た文言 やあ らゆる事情 を考慮 して決定 される意思解釈の問題で ある。第330条 注j参 照。

b.委 誕者旦'支配の権.限を置.{塾」二ζ⊥Lる堪☆

委 託者 が信 託の撤 回、変更の権限 に加 えて信託の管理について、受 託者 を支 配す る権限 を留保 している事実 か

ら、 その処分 は遺 言によ るもの で、遺言法 の要件 を充足 していなけ れば効 力を もたな いとす る ものではない。

例:

2.適 法に作成 され真正 と認 め られ登録 された捺 印証 書 によ り、Aは 甲地 をBへ 信託 として譲渡 し、

Aが 生存中は 甲地 を管理 し、賃料お よび収益 を保持 し、 かつ 甲地 を売却 またはそれに譲渡抵 当 を設定す

る権限お よびそ の収 益 を保持 す る権限 を有す るが、Aの 死 亡時には、 甲地 が売却 されて いなければ、B
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が 甲地 をCへ 譲 渡す ることとした。Aは 、 その信託を撤回 または変更 する権限 を有す る。 この処分 は遺

言処分 ではないため、遺言法 の要件 を充足 していな くとも、有効 である。

3.信 託捺 印証書に より、Aは 株式 をBへ 信 託 として譲 渡 し、Aの 生存 中はAに その配当 を支払 い、

A死 亡時 に、 その株式 をCへ 譲渡す ることと した。Aは 、 その株式 の議決 権、売却権限 および売却 益の

投資 を指示 す る権限 を留保 して いる。 また、信託 を撤 回または変 更する権限 も留保 している。その処分

は遺言処 分でな いため遺言法の要件 を充足 して いなくて も、有効 であ る。

これに反 して、ある者 を代理 人としてその者 に対 し、 自己が死亡 した ときは、財産権 を第三者 に引渡す よう指

図 して、 その代理 人に財産権 の占有 を引渡 す場 合は、本人死亡 の時消滅す るという内容の代理権 が創設 され たに

過 ぎず、 このよ うな第三者 のためにする処 分は、遺 言 による処 分であ り、遺言法の要件 を充足 して いなけれ ば、

無効 である。

例1

4.株 式の所有 者Aは 、B信 託会社に対 し、 その株 式の証券 を保管者(custodian)と して保有 し、 お

よびその事務 を取 扱い、収 益 を受取ってAに 支払 い、 株式の売却や利益 の再投資 をなす権限 を与 えて、

証券 をB信 託会 社に引渡 した。Aが 生前 に別段 の指図 をしないで死 亡した場合 は、その株式 をCに 譲渡

す るよう指 図する 内容の書状 を、B信 託会社 に宛てて出 した。A死 亡。Cの ための処分は、遺言 による

処分 であるか ら、遺言法の要件 を充足 していなければ、Cは 、 その株式 につ いての権原 を取得 しえない。

代理 また は口頭 で設定 され た信託(infor■altrust)と 通常 の遺言信託 または生 前信託 との区別 については、

第8条 参照。 また投資 につ いては第227条 注x、 報 酬について は第242条 注g参 照 。

旦._週 日一 処伽 こ2史`工 璽抑鵬

本条 に述 べ られた法 準則 は、遺言 によって設定 しえな い信託 に も適 用される。た とえ、制定法 に よって財産権

の所有者 が遺言 で信 託 を設定す る ことはで告ない場 合で あって も、委 託者が、生涯 不動産権 の受益 権や信託の撤

回 ・変 更の権 限 を留 保 している とい う理 由だけで、意図 され た信 託が無効であ るということはな い。

遺 言者の妻は、遺 言者 の財産 の一定 割合については、遺言 によ って奪われ ることので きない権 原 を有す るもの

と制 定法 が規定 して いる場合(第146条A参 照)で あるに もかかわ らず、婚姻 中の夫は、生 前行為 に よる信託 とし

て譲渡する ことがで き、 た とえ、夫が生涯 不動 産権や信託 の撤 回 ・変更の権限 を留保 している としても、夫が死

亡 した時、その寡婦 は、 上記 の譲渡のな された部分 につ いて、その財産権 に権原 を有す る ことが ない。 しかしな

が ら、無条件贈与 によ り、 妻が遺産に対 して有す権原 を奪 うことが できな い場合、 同一 の状 況で設定 され た信 託

も、同様に無効 である。

例:

5.婚 姻 中のAが 、財産権 をBへ 信託 と して譲渡 し、Aの 生存 中はAに 収益を支払 い、A死 亡 時に は

Cへ その財産権 を譲渡 することと した。信 託条項に よ り、Aは その信 託を撤回また は変更 する権 限 を留

保 している。制定法 によ り、妻 は夫 の死 亡時に夫が有 する財産権 の半分につ き権原 を有 し、 その持分 に

つ いての妻の権限 は遺 言によって排除 する ことは できない と、規 定 されてい る。Aの 寡 婦は、信託財産
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につ き、如何 なる権原 も有 さな い。

遺 言者が少 くとも一定の範 囲の近親 者 を遺 して死亡 した ときは、 公益 目的の ための遺 贈をな しうる割合が制定

法 に よって制限 されて いる州が ある。 第362条b参 照 。また、遺 言書が遺 言者 の死 亡前の一定期間 内(例 えば1

カ月あ るいは1年 内)に 作成 された場合の公益 目的のための遺贈 を無 効 とす る、 とい う規定が制定法に よってな

されて いる州 も若干 ある。 第362条 注c参 照。本条 の規則は、上記 の如 き制定法 があ る州にお いても、公益 目的

の生前信託 に適用が ある。従 って、公益 目的 の生 前信 託が、遺 言に よる公益 目的の贈与の場合 に認 め られ る以 上

の割合の遺産 を取 り込 んでいた として も、 あるいは公 益 目的の遺 贈 を有効 にな し得な い死亡 前の時期 に信 託を設

定 したとして も、 その信託は有効であ る。第362条 注k参 照。

d.霞 超者 の1]的

委託者が生涯 不動産 権の受益権や信託 の撤 回 ・変更の権限 を留保 してな された信託 の設定 の 目的が、遺 言法 の

要件 ・遺産管理 の検 認および遺 言 による処 分についての制限 を回避 するためであ るという理 由だけで、遺 言法 の

要件欠映 のため無 効である とす るものではない。

全一、一一相続税 お よび週竜融」.」辿 壁i遮 哩.却d韓 ミ無畏L軽 鯖上

委 託者 が生涯 権の受益権や信託 の撤 回 ・変更の権限 を留保 してなす生 前行 為に よる信託 の設定の際の相 続税や

遺産税 についての問題は、本 リステ ィ トメ ン トの範囲外 である。

」_」呈腱 随甚」」貼u「朗c棲tru巽8⊥

第三者を受託者 として、そ の者 に支 払 をな しうるような生命保 険契約 の場 合、 その信託は、受益者が 自己 の権

利 を信託 として保有 して いるのであ り、被保険者が、保 険契約 の受 益者 を変更す る権 限や信託の撤回 ・変更 の権

限を留保 して いるとして も、遺 言によ る信託 ではない。 第84条 注b参 照。'

被保険者の死亡 まで、受託者 は履 行につ いての能動的 義務を何 ら負 うもの ではないが、その処分は無効 ではな

い。

保険契約が一定 の範 囲の親族 のみ を受益者 とな しうる という内容であ る場合 の事 情につ いては、第79条 注g参

照。

且⊥ 受託境」こ連匁1をな.宣こ圭」三よユ 工鷺 益置を嚢 理立鑓 阻

信託条項 によって、委 託者は、その生存 中はいっで も、信託の受託者 に通知 す ることによ り受益者 を変更 す る

ことができると定 め られて いる場合、委 託者のな した受益者の変更は効力 を生 ず る。

受益者 が、受託者に書面で通知す る ことによって受益者 の権利の承継人 を指 名す る権利 を有 する と信託 条項に

定 め られ ている場 合の事情につ いて は、第140条 参照。

互」_備JEI窺書1亘 書亡.uratio∩ot.虹.u埋口

本条 に述 べ られた法準則 は、財産権 の所 有者が、そ の財 産権 につ いて信 託宣言 をな した場 合に も適 用 され る。

委託 者兼 受託者が、生涯受益権 、信託 の撤回 ・変更 の権限 を留保 している ことや、委 託者が受託者 としての信託

の管理 を支配す るという事実 か ら、 その信託 を無効 とす る ことはない。
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第58条 貯 蓄 預 金 にっ い て の 仮設 信 託(tentativeTrust)

あ る者が、他人の ため の受託者 と して 自己の名義で 、銀 行その他の貯蓄機 関の貯蓄 口座{8avinoaccooot)に

預金 し・ 自己の生存 中はいつで も、その預金の全額 または一部を引出 し、引出 した金額を自己のために使用 する

とか、あるいはその他の方 法によって信託 を撤回す る権限 を留保 す る意思 を有 する場合、預金 者が信託の撤回 を

なさず死亡すれ ば、受益者 は、預金者の死亡の時残存す る預金 にっいて、意 図された信託 を強制 するこ とがで き

る。

注:

n .三顧金換P.童 思

ある者 が、他の者のた めの 「受託者 として」 自己の名義 で銀行 に預金す る場合、 その者は、(1)撤 回可能な信

託を設定 する、(2)撤 回不可能 な信 託を設定する、(3)信 託 を設定 す るので はない、 とい ういずれかの意 思 を有

する。それは証拠に よって 明 らかにされ る。

別段 の意思 を有する という証拠 がなければ、預 金者は、他の者 のための受託者 として銀行 に預金 したとい う事

実 のみ を以 て、撤 回可能な信託 を設定 する意思 である ことを十分 に示 しうる。本条に述べ られた法準則 は、上 記

のような、仮設信 託 と称 され る ものに適 用する ことがで きる。 この有効性 を確 定 した リーデ ィング ・ケースが

Totten事 件(ニ ュー ヨーク州最高裁判所判例集179巻11頁 、 ノー ス ・イースタ ンリポ一夕71巻748頁(1904))で あ

るため、上記 の信託 を 「Tottentrust」 と呼ぶ ことが 多い。

なお、預金者が、撤 回不 可能 な信託 を設定す るとか信 託を設定 す るのではない とい う意思 を有 して いた場合 も、

証拠によ って明 らかにされる。第24条 例4参 照。

受益者への通知が信託設定 の必須要件ではな い(第36条 参照)が 、預金 と同時 またはその後 に預 金者が受益者

に通 知 した ということが、預 金者は撤回不可能な信託 を設定す る意 思 を有 して いたという証拠 にな る。ま た受益

者に預金通 帳 を引渡 した り、 第三者に撤回不可能な信託 を設定す る意思 を伝 えた場合 なども、上記 の証拠 とな る。

他方、撤回可能信託 または撤 回不可能信託を設定す る意思が、預 金者にない ことの証明 も認 め られる。従 って、

預金者が、 制定法あ るいは銀行 の普通 定款によって預金額が制限 されてい る場合、 その制限 を免れ る 目的で受託

者 としての名義 で預金 した に過 ぎない とい うのであれば、信託設定 の意思 を有 していない もの と、 証明 され る。

これ らの法理 は、 銀行だ けではな く、建築資金貸付 組合の ような貯 蓄機関の預金 にも適 用 され る。

blL鯨f貴 信日勤 渤 性

「Tottentrust」 の委託者が、実質 的に、その預金 につ いては自己の生 存中は完全な支配権 を留保 している と

いう事実 にかかわ らず、それ は遺言 による処分 と して無 効であ るとするのではな い。裁判所は、 これ らの信 託を

金銭処分 の便利 な方法 と認め、遺言法 の要件 を充足 して いな くて も、 その処 分は効力を有す る という判断 を支持

してきた。

旦4」恒世f乱打壁撤回

貯蓄預金 につ いて の仮設信託 は、信託 の撤回の意思表 示をなす ことによって、 預金者 は、 その生存中 いつで も
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撤 回する ことができ、その意思表示 も特別 の方法 を必要 としな い。預金者 が、 生前引 出した額につ いて、撤 回の

効 力が生 じ、受益者は預金者の死亡 の時 の預金残 高につ いてのみ権原 を有す るのであ る。

貯 蓄預金につ いての仮設信託 の受益者 が預金者 よ り先 に死亡すれ ば、 たとえ、預金者が、信託 を撤 回す る旨の

意思表 示をせ ず、かつ預金 を引 出さなかった として も、信託は終 了 し、受益者 の人格代表者が受益者 の権原 を取

得 する ことはな い。

仮設信託の撤回は、遺言に よってもな しうる。預金者が、受益者以外の者 のために、その預金 を遺言 によ り処

分 した場 合、仮設信託は撤回 され た ことになる。

預金者が精神異常にな った場合、 その後見人は裁判所に対 し、 その信託 の撤 回 を認 めるよう請求 することが で

きる。裁判所は、預金者の福利 のために預金の使用が必要 であ る場合 に限 り、 その範 囲で上記の許可 を認 める も

のである。

旦L預 金煮 □債権者

委託者の債権者は、委託者が撤 回の権 限を留保 して いるとい う理 由だけで、 信託財産に差押 をなしうるのでは

ないが(第330条 注o参 照)、 委託者 は、 実質上預 金につ いて無制限 に所有す る者 として扱 うことを正当 とす るよ

うな広範 囲の権限を有す るの であるか ら、仮設信 託委 託者 の債権者 は、利子 を差押 えることがで きる。預金者死

亡 の時、預金者の債務の支払に必要 であれば、 その債権者 は預金に も差押 をな しうる。また、預金者 の葬式費用

の支 払や遺 産管理の費用のた め、他 に充 当する財 産が不十分であれ ば、必要 に応 じて、その預金 を充当す ること

もで きる。

白.遺 言によ る処分にコ 虻 互唖制限

死 者の財産権に対する、生存配偶者 の持 分請求 の権原は、死亡配偶者が、'たとえ信託撤回の権限 を留保 してい

た として も(第57条 参照)、 生前 に自己に生涯 権 を、他の者達に残余権 を信託 として譲渡 した財産権 には及ば ない

のであるが、生前に譲渡 した範 囲にはお よばないのであ るが、仮設信託に基づ いて貯 蓄預金 した者 の生存配偶者

は、 自己に権 原あ りとされる持分算定 の場 合に、 この預金 をその範 囲に算入す る ことがで きる。

ただし、まず死亡配偶者の所有 していた財産権 が、第一 に、生存配偶者 の請 求権 の弁済に充当 され る。 その事

情 は、遺 言に よって一般指名権 を行使 した死 者の財 産権に対 して、債権者が差押 を求め る場合に多少類似 してい

る。財産法 リステイ トメ ン ト第329条 参照 。

公 益 目的の遺 言処分をす る際、財産 に対する割 合や有効 な遺 言書 を作成 できる期 間が制定法に よ り制限 され て

いる場 合、公 益 目的のための貯蓄預金 の信 託が、 その制定法に含まれ るか否 か、判例 で明確に され ていな い。第

57条 注cと 比 較せ よ。第362条 注k参 照。

L」 制定法 の規定

他 人のための受託者 とい う名義 で預金 がなされていて、 しか もその預金者が 、銀 行に対 し、その信託の存在お

よび信託条項 について、書面で通知す る ことな く、 死亡 した場 合、銀行は、受益者 として指 名 され ている者 に支

払 いをな しうる とい うことが、制定法 によって規定 されて いる州 が多 い。 しか しなが ら、 この ような制定法は、

支払 をする銀 行 を保 護す る趣 旨であって、預金者 の財産権に対す る受益者 の権利 に影 響 を及ぼす ものでは ないと、
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州 によっては、解釈 されて いる。

第12節 信託設定の目的

第59条 信託設定の目的

信託は、そ れが不法でない 限 り、如何 なる目的 のために も設定 することができる。

注:

a.信 託 の柔 軟性

信 託は、 その起源が、信託 の 目的物 の普通法上 の権利は普通法裁 判所が扱 い、その衡平法 上の権利 は衡 平法裁

判所 が扱 う とい うことか ら も、柔軟性(flexibility)が あ る。

衡平法裁判所 は、衡平法 の権 利を取扱 う場合、 普通法 上の権利 を有する者に強制す ることに よって衡 平法上の

権利 を強制 でき るのであ るか ら、普通法 上の権利 に適 用 され る普通法 上の技術的規定に従 うよう拘束 される こと

はないとい う見解を とって きた。しか し、現行 の公 序良俗の概念 に基礎 づけ られた普通法 の規定 には拘束 され る

としていた。 したがって、信託 は、 それが不法 でなければ、如何 なる 目的のために も設定する ことができる、 と

いうのが衡平法 裁判所の判断 である。

不法 な信託 や信託条項の規定 につ いては、第60～65条 参照。

b. 一∫i1丑砂 目1白

信託設定 の結果 、信 託の 目的物にっいての普通法 上の権利 と受益権 とが分離 される。

委託者が、普通法 上の権利 と受益権 とを分離す る最 も一一般 的 な理 由は、 財産権の管理 と支配の権限 を受 益権か

ら分離 しようとする要求 と、 同一 目的物 に対す る継 続的権利 を設定 しよう とす る委 託者の要請で ある。

C.肝1酷 粂操 の規 定が離 蜘 こ1⊇よい勘 合

将来の ある時期 までは、受益 権が帰属 しないという信託条項 の規 定は、 その受益権が、永 久権禁止則(the

ruleagainstperpetuities)の 期間 内に帰属 するのでなけれ ば、効 力 をもたない。その期間は、普通法上、 信託

設定 の時現存 す る者の一生 の間および21年 間である。その受益権 が永 久権 禁止則の期間内に帰属 しない とい う条

項 にっ いては、第62条 注1参 照 。

信託財産 の収 益は、受託者 によって積 立 られ なければな らな い とい う信 託条項の規定は、制定法 によって別段

の定 めが ないか ぎり、永久権 禁止則 の期 間 よりも長 期にわた る積立 期間であれば、無 効であ る。永久権 禁止則の

期 間を超 える期 間の積 立 を定 めた規定 については、 第62集 注t参 照 。

受益権 の譲 渡は、それが任意 である と否 とにかかわ らず制限す る という信託条項 の規定の有効性 については、

第152条 、153条 参 照。

⊇ 腱 法 の規定

土地 に対す る権利は、特定 の 目的 のためにのみ設定 しうるもの と、制定法 が規定 している州が い くつかある。

これ らの州 にお いては、制定法 が特定 した 目的以外 の 目的で、土地 が、生前行為に よる信託あ るいは遺 言信託 と
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して譲渡 され る場合、信託の 目的物 についての権原 は、受託者 に帰属せ ず、通 常、委 託者 あ るいはその相続人に

残存 しているが、その信託の 目的が不法 な ものでな い限 り、受託者 は、委 託者 またはその相続 人の有する権限 を

信 託 として取得す る。意 図 された信託 の条項に よって、受益者 が 占有および地代 ・利 益の収受の権原 を有す る も

のである とされ るな らば、 その受益者 にその権原が帰属 する。第68条 注e参 照。 これ らの制定法 に関する考察 は、

本 リステイ トメ ン トの範 囲外 である。

第13節 不 法 性(illegality)

第60条 不 法 性 に関 す る一 般 法則

意図された信託 または信託 条項の規定 は、不 法で あれば、無効であ る。

注:

且,不?虫 性 の顯題

意 図された信 託または信託条項の特定 の規定 は、次の ような場合 は、そ の不法 性に よって失効 する。す なわち、

(1)意 図 された信 託または信託条項の規 定の履行が、受託者に よる犯罪 あるいは不法行為 の遂行 を伴 う場合 。

(2)意 図 された信託または信託条項 の規定 が、 た とえその履行 に、受託者 による犯罪 あるいは不法行為 の遂行 を

伴 わな くて も、公序良俗に反す る場合 。(3)信 託設定時 の委託者 の 目的が、 債権者や第三者 を詐 害する ことにな

る場 合。(4)信 託設定のた めの約 因(consideration)が 不法 である場合 。

これ らの4っ の場合 は第61条 ～第64条 で扱われ る。

一旦二_蚕酷 養1三よコ て不法 に取笹 された財 産

もし信託が不法でな い 目的 のために設定 され るな ら、 その信 託財産 が不法 な取引 において譲渡人に取得 され た

ものであ るというだけ の事実 によって、当該信託 は無効 とはな らない。従 って、不法 な取 引に よって財産権 を取

得 した者が、 その財産権 を自己または第三者のた めの信 託 として譲渡 した場 合、 その信託は強制可能であ る。 そ

の委託者が、財産権 を不法 に奪 われた者に その財産権 を返還する義務 を負 う場合 、善 意取得制度に抵触 しな い限

り、財産権 を奪 われ た者 は、受託者が支配 する財産権 を追及する ことがで きる。第284条 参照。

些,前 後青照

信託条項 の不法 な規 定に関す る受託者 の義務 につ いては第166条 参照。意 図 された公益信託 の不法性 にっ いては

第377条 、第399条 、第401条 注h、m参 照。

意 図された信託が不法 であ るため失効 する場 合、復帰信託(resultimgtrust)が 生 じるかどうか、 および いか

なる条件下 で復 帰信 託が生 じるか という問題 につ いては第422条 、第444条 参照 。

第61条 犯罪あるいは不法行為

意図された信託または信託条項は、もしその信託または信託条項の履行に、受託者による犯罪あるいは不法行

為の遂行を伴うならば、無効である。
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注:

白L囲 始 的　法 性

信託条項 によって信託財産 が犯罪 目的に使われる ような場合 、そ の意 図された信託 は無効 であ る。 たとえば、

特定 の職業 に従事 して いる数人 が、信 託 として保有 され ている資 金 に、 その者達 の利益 となるよ うに贈収賄禁 止

法 を脱法す る目的で出資 す る場 合、 その意図 された信託は無効 であ る。

例 えば、酒 の不法 な販 売 など不法 な事 業経営のための信託は無 効であ る。 また、無免許 の医療 のための信託 も

無効 である。意 図された信託が完全 に無 効になるか否 かの基準 は、 信託設定時の委託者の 目的 が達成不能 にな ら

ないように、不法 な条項 のみ を分離 できるかにかかって いる。第65条 参照 。

.L.後 発的不法¶1;

財産所有 者は財産 を信託 として譲渡 し、受託者 は信託 設定当時適法 であった行為をなす ようにと信託条項 に規

定 されている。 しか し、法律 の改正あ るいは事情変更 によ り、信託設定 当時適法 であ った行為が違法 になれば、

当該規定は強制不可能 となる。た とえば、 ウ ィスキ ー製造 業を営 めという受 託者への指示 が信託設定 当時適法 で

あって も、 もしその後、酒類 の製造、販売 が法律に よ り禁 止され ると、 それ は強制不可能 とな る。

c」 前後拳拳硝

目的が違法 である公益信託 の無効に関 しては、 第3ア7条参照 。

第62条 公序良俗 に反する履行

信託 また は信託条項 の規定 は、たとえその履行 が受託 者 による犯 罪や不法行為の遂行 を伴わ な くて も、公序良

俗 に反する場合 は無効 である 。

注:

旦._こ の法準則 璽適胆

受託者が、 それ自体犯罪 あ るいは不法行為 であるような行為 をなすよう信 託条項 に より命 じられ ていな くて も、

当該信託または信託条項 の規 定は、そ の履行が公 の秩序 に反す るものであれば無 効である。公の秩序 に反 す ると

は、次の5つ の場合の ことを いう。す なわ ち、(1)そ の履 行が違 法 な行為 の遂行 を もた らすよ うな場合 。(注b

参照)(2)そ の履行が良俗 に反す る行為 の遂行 をもた らす よ うな場合(注c参 照)。(3)そ の規定 を履行 する際

に、その行為 自体は違法 で も良俗違 反で もないが、あ る不 当な動 機 によって当該行 為 をさせ る ことが公序良俗 に

反す ること とな るのに、 その ような不当 な動機に よって当該行為 をさせ る場合 。(注d～j参 照)(4)そ の履 行

が公の秩序 に反 す る信託財産 の処分を伴 う場合(注k～w参 照)。(5)そ の履 行が信託 の適法 な事務処理 を妨 げる

よ うな場 合(注x参 照)。

上L_犯 謹あ るい」ま　法 行為』孔誘且(jnd迎qe即 処) _

信 託は、 たとえその履行が受 託者 によ る犯罪 あるいは不法行為 の遂 行 を伴わな くて も、 それが刑法違 反 を誘発

す るという理 由で無効 とな る。
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例 えば、 ある犯罪組織 の誰かが有罪 と決 定した場合、 その罰金 を支払 うための信託 は無効 である。罰金 の支払

は違法 ではない。しか し罰金 を課す 目的 は、人 々が犯罪 を犯す ことを制止 する ことで あるか ら、罰金 を支払 うた

めの信託 の強制は、罰金 を課す 目的で ある犯罪 を犯す ことを制止す るとい う効果 を破壊す るだろ うし、 その信託

の受益者 に犯罪 を犯 させ る誘 因となる。 したがって、犯罪遂行 を業 としている人に罰金 を支払 うための信 託は無

効 である。

また、 偽証(perjury)そ の他不適 切な方法 で離婚 した者へ金銭 を支払 うべ き信託条項 は無 効である。なぜ な ら、

その条項 は、犯罪を行 った者 に報酬 を与 えることに なるか らである。 同様 の理 由で、 子供 を扶 養す る義 務、また

は国民 としての義務(publicduty)例 えば懲兵 されたときに従 軍する義務な どに違反 した者に対 して金銭を支払

う旨の条項 も無効で ある。無 効原 因は、報酬の対価 となる行為 が、犯罪 ではな い として も、公序良俗に犯す ると

い うことにある。(注d～j参 照)。

旦..良 俗違』更行歯舌 廻 曲

信託 または信託条項 の規定 は、 その履行が良俗違反 行為 を奨 励す ることになる とい う理 由で無効 となし得 る。

た とえば、 もしある人 が非嫡 出子を もて ぱ信託財産 上の利益を享受 し得 るが、非嫡 出子を もたな ければその利益

享受 は終了す る という信託条 項の規 定は無効 とな し得 る。 したが って、信託設定後 に懐胎す るで あろう非嫡 出子

の ためにす る信託 も無 効 とな し得 る。 そのような規 定が無効か否かは、そ の地域会 社の公序良俗 という概念 によ

る。

d.そ れ 自体 は違法 で主 良{銭遣1蛭 主な.い盆 為」を一誘発.主灸三上凡

その行為 自体は違 法で も良俗違反 で もないが、 あ る不当 な動機に よ り当該行 為 をさせ る ことが公 の秩序 に反 す

る場合 に、信 託条項 の規定を履行す る ことがそのよ うな不当な動機 を与 える ことに よ り上記の ような行為 を遂行

させ ることにな るな らば、当該規定 は公序良俗 に反 し、強制不 可能 である。た とえば信託条項 の規 定は次 のよ う

な理 由によ り無効にな り得 る。すな わち、 配偶者 との離婚 また は別居 に対 し、 あ るいは親 と しての義務 の惜怠 に

対 し、あるいは婚姻 を妨げ ることに対 し、ある いは、宗教上の信念 を変 えさせ ることに対 し、 ある いは国家や州

に利益にな る行為の遂行 を妨 げる ことに対 し、あ る人 に経済的 な報酬 を与 え るという理 由である(注e～j参 照)。

そのよ うな規定が無効か否か は、 その地域会社の公序良俗 の概念 による。 しか し、 両性 の関係や宗教上の事柄

に関する道徳 観 は変遷す る ものであ り、それぞれの地域社会 によって観念 が異 なるため、 これ らの事柄 を画一的

に述べる ことは得策 ではない。 したがって、注e～ 」で述 べる ことは、信 託や信託条項 の規定 を違法 とな し得 る

根拠 のい くつ かを指摘す るために述 べ られ るにす ぎない。

旦⊥」魍 壼適 いは星‖直壁酬

信託また は信 託条項 の規定 は、その実行が家族関 係を終 了 させ る不当な動機 を抱 かせる ことに よって、家族 の

崩壊 を導 くという理 由で無効 とな り得 る。

もし配偶者 と離婚 あるいは別 居できれば、受益者 に一定金額 を支払 うという信 託条項の規定は、無効 とな り得

る。 同様に、 もし配 偶者 と離 婚または別居 しないな らば、受益権 を剥奪す るとい う信託条項 の規定 も無効 とな り

うる。ま た、夫 婦が別居 してい る場合、別居状態 を解消す るな らば、夫また は妻 が受領 し得 る信託 の収益 を支払
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わな いとい う内容の規定 も無 効 とな りうる。

他方、夫が いないか、夫 と別居 して いるならば、婦人 を扶養 しようとい う規定 は、 それが離婚 や別居 を奨励 す

る傾向 をい くぷん有 して いる というだけ の理 由で、無効 となるわけで はな い。

離婚あ るいは別居 を奨励 す る規定の効 力につ いては財産権 の リステ イ トメ ン ト 第427条 参照。

エ.」硯」としての鐘幽 埋繊 塵

信託条項の規定は、 その履行が子供に対す る親の義務 の憬怠 を両親 に奨励す る傾 向があるとい う理由で無効 と

され ることがあ る。 たとえば、 もし両親が 子供 と同居すれ ば受 益権 を奪 うとか、 あるいは、子供 が両親 と同居 す

れば子供の受益権 を奪 うという規定は無効 とな し得 る。 この ことは、 たとえ子供 を扶養すべ き両親 の義務に違反

して いな い場 合 も同様 である。

両親 と子供の関係 に影響 を与 える規定 の効力につ いては財産 権の リステ イ トメ ン ト第433条 参照 。

且...他但塞基 因随の分型

信託 また は信託条項 の規 定は、 その履行 が夫婦間や親子 間 とは別の家族関係 を分裂 させ る傾 向を有す るとい う

理 由で無効 となし得 る。 た とえば、 もしある人がその兄弟 ・姉 妹 と何 らか の接触 を有 する限 り、 その人に与 え ら

れ るべ き受益権 は取 り上 げ られ るというような条件は無効 とな し得 る。

h..璽 蝦{書棚盟

信託条項の規定は、そ の履行が受益者 の婚姻 を制限す る傾 向があ るという理 由で無効 となし得 る。従 って、結

婚す るな らば受益権 を剣毒 する という規定 は無 効 とな りうる。 しか しなが ら、未亡人 の再婚に関 す る規定は有効

であ る。結婚に不当 な制限 を加 えな いな らば、条項は無効 ではな い。 しか しながら、 もし特定 の人物 と結婚す れ

ば、あ るいは成年に達す る前に結婚すれ ば、あ るいは受託者 の同意な しに結婚す れば、あ るいは受 益者の宗教 と

は異な る宗教の人 と結婚 すれば、その人 の受益権は奪われ るとい う規定は、通常 は無効でな い。 また、委託者 が、

受益者の権利 を制限す るのではな く、受益者が独身で ある間扶 養 して いる 旨の表示 をして いるな らば、信託条項

の規定は有効で ある。

婚姻 を制限す る規定の効 力につ いては、財産権の リステ イ トメ ン ト第424～426条 参照。

i⊥_信教の 自二曲 の制限

信託条項の規定は、 その履行が、受益者 に不当な誘 因を与 えてその宗教上 の信念 を変 えさせ る というような信

教の 自由 を制限す る傾 向があ るという理 由で無効 とな し得 る。例 えば、受益者が改宗 しさえすれ ば金銭 を受領 で

きるという規定、 または宗 教上の信念 を変更 しないな らば受益 権 を剥奪す るという規定は無効 とな りうる。

宗教に関連 す る規定の有 効性につ いて は、財産権の リステ イ トメ ン ト第434条 参照。

j..」翼縫 レ旦:」口義 務=

信託条項の規定は、そ の履行が受益者 に国民 としての義務 を果 させない ような傾 向があ るとい う理由で無効 と

な し得 る。た とえば、 もし受益者が陸軍か海軍に入れ ば、 あるいは受益者が陪審義務 を果たせ ば、その受益権 を

奪 うとい う条件 は無効 とな し得 る。受益者側に義務違反が なかった として も、条項 が無効 とな る ことはあ る。例

えば、徴 兵に よ り受益者 が陸軍 または海軍 に入 ったな らば受益 者か ら受益権 を剥奪 しないが、 自発 的に入 ったな
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らば剥奪す る という条項 は、無 効 とな り得 る。

-L公1圭 良俗1三反す る量 産処分

信託条項 の規定 は、 その履行が公序 良俗に反す る方法 での信託財産 の処 分 を伴 うな らば無効 とな し得 る。例 え

ば、信託条項 によ り、遠 い将 来に帰属 す る権利 を実現 する こと、収益 を蓄 積す るまで長い期間信託財産 を拘束す

ること、 または一定 の場 合に受益権 の譲渡 を制限す る ことは公序 良俗 に反 す る(注1～r参 照)。 また社 会的に有

害 な目的 あるいは遺 言者の気ま ぐれな(capricious)目 的のために財 産を使わせ る旨の遺 言者の指示の実現 を強

制 または認容 す ることも、公序良俗に反す る(注v、w参 照)。

-L_期 間 が長い こと(re■otemes旦L

信託 は、永 久権禁 止則の期間 内に明確 に確定 し得 る受益者が存在 しなければ無効 である。第112条 参照。普通法

上 は、 この期 間は、 信託設定時に現 存す る者 の一生 の間お よびその者 達の最後 の生存 者の死後21年 間で ある。財

産法 リステ ィ トメン ト第374条 参 照。 もし信託 が数 人の受益 者の ため設定 され、 そのうちの1人 または2人 以上の

権利が永久権 禁止則 期間内に帰属 しな いな らば、 その信託は、それ らの権利 に関す る限 り失効す る。その信託が

全体 として失 効するか否かは、失効す る規定が委 託者の 目的をそ こなわずに他 の規定 か ら分離す ることがで きる

か否 かによる。第65条 参照。

叩.期 間逆 」ξい こと、胸 回可能皇 屈 托

信託が生 前行為で設定 され、委託者が撤 回権 を留 保 して いる場 合、信託期間 中または信託期間満了後、当該信

託 の将来 の利 益の帰属 につ き許容 され る期間 は、信 託設定時よ りはむ しろ委託者 の死 亡時 よ り始 まる。 そして、

この時 に委 託者の撤 回権は消滅す る。 その理 由は、 撤回権 を有す る委 託者 は生 きてい る限 り本質的 に当該財産の

所有者 だか らである。また、現在行使 し得 る一般指 名権 を有す る者が死亡す るまでは、 この許容期間 は進行 しな

い。財産権 の リステイ トメ ン ト第373条 、第374条 参 照。

生命保 険信託が設定 され、委託者 の生存 中にその信託 を終了 させ る権限 を留保 してお り、例 えば、委託者死亡

時 に保険 の収益 を受 託者に取得 させ ない権限 を留保 している場合、 この許容期 間は、委託者死亡時 から、進行す

る。財産 権の法 りステイ トメ ン ト第374条 注c参 照。

撤 回権 限が委託者死亡前に放棄 され た場合 は、放 棄のあ った 日か ら、 この期 間は進 行す る。

旦L信 拠 期間

全 ての受益権が永 久権禁止則期間 内に必 ず帰属 す るならば、信託の存続期間 が永 久権禁止則 の期 間を越 えてい

るというだけの理由で、信託は全体的 に も部分的 に も無効 とな るわ けでは ない。た とえば、遺言者 が、息子 の生

存 中は息 子に、息子が死亡 した場合 は息 子の子供 達 に収益 を支払 うため、 またその子供達が それ ぞれ死亡 した場

合 は、遺 言者死亡時に生存 して いる指定 された人 物に子供連の持分 の元本 を支 払 うた め、信託 として財産 を遺贈

す るな らば、 そのような規定は全 て有効 である。なぜ ならば、 その信託 は、遺 言者 死亡時 にまだ生 まれていない

か もしれな い子供連の死亡 まで存続す るけれ ども、全 ての受益者 は永久楢葉 止別期間 内に確定可能 であ り、 その

期 間内に受益権が受益者 に帰属す るか らである。財産権の リステ イ トメン ト第378条 参照。

信託を強制す る受益者が いな い、徳義 上の信 託{honorarytrust)に つ いては、 第124条 注f、 財産権 の リス
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テイ トメン ト 第379条 参 照。法人格 なき非 公益社 団のため の信託 の存続期 間につ いては・ 第119条 注c・ 財産権

の リステ イ トメ ン ト 第380条 参 照。公 益信託の存続 期間につ いては、第365条 、第401条 ・財産権 の リステイ トメ

ン ト第398条 参照 。

o.期 間立L畏い こと、終了劃 一宣 る制」握

受益者が1人 の場合 はその1人 が、受益者が複数の場合 はその全員が、信 託を終 了 させ たい と望んで も、 当該

信託 は終 了 しな いという信託条項の規定 は、 明示 であれ、 黙示であれ、当 該信託 の存続期間 が永久権禁止則 期間

内で あれば有効 である。第337～340条 参照 。しかし、 当該信託が永久権禁 止則の期 間 を越 えて いる場合、 その よ

うな規定は、永久楠葉 止別期間 を越 えた部分に適用 され る限 り無効 であ り、その規定が分離で きな いな らば、全

体 と して無効 である。その ような規定 は無 効であるが、信託は失効 す るわけではな い。存続 期間が永久権 禁止則

の期 間を越 える信託につ き、受益者 が終 了権限を有 さな い場合、 その信託は公序良俗 に反す るが、無効 とな るの

ではな く、受益 者が終 了権限 を取得 する。

信託が数 人の受益者 に対 して設定 されて いる場合、 その信託 は、信託条項に別段 の定 めなき限 り、受 益者全員

の同意な く終了 させ る ことはで きな い。第340条 参照。 この ことは、信託が永久権禁止則 の期 間を越 えて存続す る

場合 も同様であ る。 そのよ うな信託は、信託条項に別段 の定 めな き限 り、受益者の1人 または多数が それ を終 了

させ たい と望ん だというだけの理 由で終了 させ る ことはできな い。

正.削 則甦 上玉 とL趨 麺上 関古 畳垂1阻コ_撞盤者lfTI預

信 託が永久権禁止 則の期間 内に制 限されている場 合、収益 を受 けるべき受益権の譲渡 を制限 している規定 は、

それが任意 による ものであ ろ うとなか らうと、有効 である。第152条 参照 。信託の期間が上記 の ように制限 されて

いないが、全 ての利 益が永久権 禁止刑期 間 内に帰属 す るた め有効 であ る場合、収益 を受け るべ き受 益権の譲渡 に

関する制 限は有効であ る。 た とえば、信託が遺 言に よって設定 され、その遺言に よると、収益 は、遺言者の長 男

の生存中は遺 言者の長男 に、 その者が死 亡した場合はその長男 に支払われ、 また、 さ らにその死 亡の ときは、 そ

の元本は、指 定 された人 ある いはその遺産(estate)に 支払 われ るというような場合、 その孫 の行 う譲渡 を制 限

す る規定は、そ の人が遺 言者死亡時に まだ生 まれ ていな くて も有効 である。

他方、元本 を受取 るべ き受益権 の譲渡 を制限す る規定 は、それが任意 に よる ものであろ うとなか ろうと、第15

3条 で述べ られ る範 囲では有効 であるけれど も、 そのような制限 は、永 久権禁止則 の期間に限定 され なければ無 効

である。

.し.牌 腿肋 三景込 こ_±、_裁量信託L姐iscretiona理_t魎 一

信託は、 単に永久権禁止則 の期間 よりも長 く存続 した か らとい って無効 であ るわ けではな いが、受益権が永久

権 禁止則 の期間経過 後 に行使 され る、受託者の裁量権限 の行使 を停止条件 とす る場合、その停 止条件が付 され た

範囲 で受 益権は無効で ある。

例:

1.

Aは 、100,㎜ ドルを信託 として遺贈 し、 その収 益 を、Aの 未婚 の息子Bに 支払い、B死 亡後 は、受 託者
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が差 し当 り決定 した額 を、受託 者に決 定 した子供連へ支払 う ことと した。Bの 子供連 に関す る規定 は無

効 であ る。

しかしなが ら、第1受 益者 の死亡時 に子 に帰属 す る割合 の財産が、子に贈与 された場合、処分 を変更す る受 託

者 の権限 は無 効であ り、受益者 は、その割合 を取 得す る。

旦－L期間 纏 已 上 、_一 塑 随(旦 虹ini5t亘曲9旦

永久権禁止 則の期 間 を越 えて存続す るが、全 ての受益権が永 久権禁止刑期間 内に帰属 するため有効であ る信託

にお いて は、 受託者に授 け られた事務処理 の権限、例 えば売却 、賃貸、モーゲ ッジの設定 、投 資の権限は、永久

権禁止則期間 経過後行使 され るか もしれな いが有効 であ る。

.旦、!一.煎麓劇 照

永久権禁止則 に関 する法規 についての詳細な説 明は、 財産権 の リステ イ トメ ン ト第370条 ～403条 参照 。

_⊆_呈__着目」江∫aCCU■ulatiΩ1旦)_

信託財産の収益が受託者 によ り積立 て られ、その積立 て られ た収益 が信託 として保有 され る ものとす るとい う

信 託条項 の規定 は、 その積立期 間が永 久権禁正則 で許 される期間 を越 える時 は、無 効 であ る。財産 権の リステ イ

トメ ン ト第439条 ～444条 参照。

州 によって は、制定法 によ り、積立期 間がよ り短 くされ ている こともあ り、 あるいは制定法 の規定す る事情 の

ない限 り、積 立に関す る条項 は無効 とされている こともある。財産権の リステ イ トメ ン ト第445条 ～449条 参照。

州 によっては、制定法に よ り、従 業員信託 には永 久権禁止則 を適用 しない としている。

収益受益者 への最終 の支払後に積 立 てられ た元本 収益につき、受益者へ支払 をすべ き旨の指 示が無効か否かに

つ いては、第235条A注b参 照。

公益信託 の積 立については、第401条 注k参 照。

積立に適用 される法 則は、すぺて財 産権の リステ イ トメ ン トで扱 われているため、本 リステ ィ トメン トは扱わ

な い。

u,譲 渡に関す る甜∫限

受 益者に よる受益権 の譲 渡に関す る制 限 を課す信託条項 の規定 は、受益者 の任意に よる ものであろうとなかろ

う と、第152条 、第153条 、第156条 、 第157条 に述 べ られている範 囲で無効 である。

普通法 お よび衡平法上 の財産権に関 す る譲渡制限の効 力につ いては、財産法 の リステ ィ トメ ン ト第404条 ～417

条参照 。

v.社 会玉 .±コて柿 幽 処盆

信 託条項 の規定は、 その履行 によ り受益 者のみな らず社会に も損失 を生ず る場 合は無効 であ る。 たとえば、遺

言者が長期 にわた り土地 を信託に し、 その土地 のどの部分に も3階 建以上の高 さの建物 を建 ててはな らな いと指

示 したとす る。 この場合 、当該土地 が都市 の商業地域 の中心部にあるな らば、そ のよ うな規 定を履行すれば、受

益者のみ な らず、社会 に とって も大 変不利益なの で、 当該規定 の履行は公 の秩 序 に反 する。第166集 注b参 照 。

-w.気 註 並」な 目的
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財産が特別 な非公益 目的の ための信 託 を意図 して譲渡 され、指名 されるべ き受益者 を確 定で きないな らば、信

託は設定 されていない ことに なるが、 譲受人は指 定 された 目的 に財 産を充て る権限 を有す る。第124条 参 照。 しか

しなが ら、 もし財産 が気ま ぐれ な 目的のために遺 贈 され るな ら、 その意図 され た信託 の規定が公 の秩序 に反す る

ので、当該信託 は強制 不可能 であるばか りでな く、受遺 者 あるいは遺 産譲受人 は、 たとえ自らそう しよ うとして

も、その財 産を指定 された 目的に適 法に充てる ことはで きない。従 って、20年 間閉鎖すべ き旨の指 示 と共に家が

遺贈 された場 合、または海 に投 ずべ き旨の指示 と共に金銭が遺贈 された場 合、 その指示 は公序良俗 に反 す る。第

124条注g参 照 。

x、 蘭韮 甦蚕纏処理」三幽宣端 韮

信託の事務処理に言及す る信託条 項の規定は、 もしそれ を強制 す ることが信託の適正 な事務処理 を妨 げ るな ら

ば、公序良俗に反す るとして強制不可能 となる(第107条 注g)従 って、適正 な信託執行 のために、裁判所が受託

者 を更迭 する ことが必要 な場 合に、更迭 を妨害す るような条項 は無 効であ る。 また、 計算書 の備 置及び提 出の義

務か ら受託者 を免れ させ る条項(第172条 参照)、 または、受託者 が不誠実 な行為 を したと して も免 責 され る旨の

条項(第187条 注k、 第222条2項 参 照)は 無効で ある。

第63条 詐害目的

(1)本 条 の(2}項 の場合 を除き、信託設定に際 し、信託 の目的が 債権者 またはその他 の第三者 を詐 害す る場合 、

信託は無効 であ る。

(2)信 託 の受益者が 、信託 設定当時、委託者の詐害 目的を知 らない時、詐害 され た者の権利 の主張 により排 斥

されない限 り、受益者 は、その信託 を強制する ことがで きる。

(1)項の注:

旦.三 の規』1口適用範週

信託は、その信託の条項 の性格の ためではな く、 それが設定 され た情況 および信 託設定の際の委託者 の動機 の

ため、本条に もとづ き無 効 とされる。

1L債 権者詐害

財産権 の所有者 が、 自己の ための信託 としてその財産権 を保有 し、後 に 自己の もとに返す ことに同意 してい る

ある者 に、 その財産権 を譲渡す る場合 、その信 託を設定 す る際 の委 託者 の 目的が、現 在または将来、委託 者の債

権者 の追求 を免 れる一すなわ ち、債権 者を詐害 する 目的であ るな ら、 その意図 された信託は無効 である。財産権

の譲渡が、特定 のある債権者 の追及 を免 れ る目的で行われた場合 も同様 であ る。

同様 に、 ある者 が財 産権 を買 い、 自己の債権者 を詐 害す る目的 で自己のための秘密信託 として、他 の人 の名義

で、 その財産権 に対 する権原 を取得 す る場合、 その意図 された信託 は無効 であ る。

また、譲渡 が、特定 の者 のその財 産権に対する請求の強制 を阻止 する 目的でな され、 しか も、強 制しえな いも

のであった場合、 た とえ、譲渡 人はその財産権 に対す る請求が 強制 し うる もの と考 えていた として も、譲渡人 は
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譲受 人にその信託の履行 を強制 する ことができ る。特定 の債権 が不 成立であった場合、 または強制可能で あった

としてもその特定の財産に対 し強制が な されなか った場 合 も同様 である。同様に、被用者 の行為 の ために第三者

に対 し不法 行為の責任 を負 うと信 じ、雇用 者が、 自己 の財産権 を、 自己のための信託 として保有 す ることに合意

した者 に譲 渡 し、その譲渡 の 目的が、 その財産 権に対す る第三者 の差押えを免れ るためであった場 合、実際は、

雇用者が第 三者に不法 行為上の義務 を負 わない時、譲渡 人は譲受人 にその財 産権の返還 を強制 で きる。土地の所

有者が、 その土地 をその所有者 のための信 託と して保有 すると同意 した者 に譲渡 し、 その譲 渡の 目的が、その土

地に対す る判決債権者(judge■entcreditor)の 差押 を免 れるためであった場 合、 その土地 が債 権者は差押え る

ことはできない、譲渡人の家産 であ るな らば、 譲渡人 は譲受人 に対 し、その土地の返還 を強制 しうる。

意 図した信託 を強制す るため では な く、 意図 した信託 の不成立 によ り発生 した復 帰信託 を強制 す るために、債

権者詐害 の 目的で、 自己の ための信託 として、財産 権 を譲渡 した者 が、譲受 人に財産権の返還 を強制できる事情

にっ いて は、第422条 参照。

債務者が詐害 的な譲渡 をした場合の債権 者の権利 に関す る説 明は、本 リステイ トメン トの範 囲外 である。

巳 仙のlrド害行 為

(1)項 で述べ られてい る規定は、詐 害 の意 図を もって譲渡人の権利 を隠す ために譲渡がな され る場 合だけでな く、

譲受人に外見 上の財産権 を与 える目的 でなす場合 も、それが詐害 目的 でな され る限 り、適用 され る。たとえば、

ある者が他 の人に金銭 を払 い、金銭 受領者が、 その金 銭 を支払者のた めの信託 と して保有 し、後 に支払 人に返 す

とい うことに合意 してお り、 しか もそれが、受取人 の信用 をふやす ことで、第三者 を欺 き、受取人 に金銭 を貸 す

よ うに させ る 目的でな されている場 合、 支払人は、通常 、意図 された信託 を強制 できない。

この結果 は、 譲渡 が、制 定法 を回避 す るために、譲受 人に譲渡 され た財 産権の外見 上の所有権 を与 える場合 も

同 じであ る。例 えば、制定法 によ り、譲受人が一定額 以上の財産 を有するの でなけれ ば、 保証 を適格 になし得 な

い場 合に、債務 証書 の保証 を債務者 がな しうる ように させ る目的の譲渡がそ うで ある。

譲 渡人が復 帰 信託 に もとついて、 その財産権 を返還 す るよう譲受 人 を強制で きる情況 については 第422条 参照。

玉LL..国1こ対す る詐害f描 一

国の土 地(govern■entland)を 取得 する権原 のない者 が、 その土 地を買い、国 を詐害 す る目的で、 自己のた め

の秘密信 託に もとづ き他人 の名 を借 りてその土地に対す る権原 を取得 する場 合、その信託 は無 効で あ り、た とえ

国 が詐欺 に よる売買の取消 をしな くて も、強制 しえな い ものである。

皇.二虹後妻照

不法性 のため ではな く、詐欺 防止法 のために、委託者 のための信 託が、 強制不可能 である場 合に生ず る事情に

関 しては、第姐 条参照。

(2)項 の 注:

上上_受益一着迦 躯_三豊聖堂 盒

信託設定 の際の委託者の 目的 が、債権者 あるいは他の人 を詐害す る もの であるが、その信託 が、委 託者 自身の

ため では な く、第三者の利益 のために設定 された場 合、 その受益者 が信託設定 当時、委託者 の詐 害 目的を知 らな
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かった時は、 その信託が その他の点で違法 なものでない限 り、受益者 はその信 託を強制で きる。 しか しなが ら・

もしその受益者がその信 託の設定に対 し、 対価 を支払 わなければ、 その受益 者の権利は詐 害 され た者の請求 に従

う。つ ま り、財産権 の所 有者が、 それ を第 三者 のための信 託 として譲渡 し、 その信託設定に際 しての所有者 の 目

的が、所有者 の債権者 のその財産権 に対 する追 求を免れ るため である場合、 その受益者が、委託者 の詐害 目的 を

知 らず、 かつ、委託 者の債権者 の請求 が、他の財産 で満足 され る時は、受 益者はその信託 を強制 しうる。

その受益 者が信託 設定 当時、委託者 の詐害 目的につ き悪意で あった場合 は、受益者 は意図 され た信託 を強制 し

えない。

意図 された信託の設定 当時、 受益者が、設定者の詐害 目的 を知 らず、かつ、信託 の設定 に対 し対価を払 った場

合、彼は善意取得者(abonafidePUTchaseT)と な るので、彼 は、詐 害 され た者 の請求 にはかかわ りな く取得 す

る。第284条 参 照。

.菖エ 摺麟 跨燗

不法性の ためでな く、詐 欺防止法 のために、第三者 のための信託が強制不 可能 であ る場合 に生ず る事情 に関 し

ては、第45条 参照。

第64条 不法な約因

不法な約因 にもとづ き設定 され た信託 は無効で ある。

注:

a.財 産権 の所有者 は、信託設定 のための約 因 を受 けな くて も、信 託 を設定で きる。 この ことはその財 産権につ

き、所有者 が信託宣 言 をなす場 合だけでな く(第28条 参照)、 信 託 として譲渡す る場合(第29条 参照)も 同 じで あ

る。 しか しなが ら、 所有者が信 託設定のための約 因 を受け て も、 提供 された約因の不法性 のた めに、その信託が

失効する こともあ りうる。 た とえば、犯罪 を犯 した者が、 その犯罪 の告訴 をしな い ことお よび重罪私和(co巳 －

poundafelony)の 合意 を約 因 として、財産権 を他 の人 に信託 として譲渡す る場合、 その信託 は無効 で ある。 ま

た、ある女性が不法 に同棲す ることの対価 として、 ある者 が財 産権 を信託 と して譲 渡 した場合 、その信託は無効

であ る。

他方、委託者 が過去 の不法 な取引 のために、 その信託 を設定 しようとして も、信 託は無効 では ない。 たとえば、

ある者が、 ある女性 と不法 な同棲 をす る合意 を約 因と して、信 託設定 した場合 は無 効であるが、委 託者 が、過 去

に不法な 同棲 をしていた人の ために信 託を設定 するとい う事実 だけでは無 効ではな い。契約法 リステ ィ トメ ン ト

第589条 参 照。

提供 された約 因の不法 性 による契約 の失効については、契約 の リステイ トメン ト第512条 ～609条 参照 。

信 託が無 効または不法 である場合 に、委 託者が復帰信託 を強制 しうるか、 という問題につ いては、第422条 参 照。

第65条 不法性の効果

119



【第2章 】

信託条項 の規定が不法 な場合 、その 不法な規定が 、信託 設定 の際の委託者 の 目的 をそこなわずに、他 の規定か

ら分 離する ことがで きない時 に限り、 その信託 は全部無効で ある。

注1

」L_杢 法 な方法

信 託設定 の 目的が適法 である時、不法 な方法 でそ の 目的遂行 がな されるとい う事実 だけでは、 その信託を無効

とできない。委託者が、不法 な方法 を信 託条項 に表示 しまたは指 示 したとい う事 実 だけで は、信 託の 目的の大部

分 が他 の適法 な方法 によ り達成 できる限 り、その信託が無効 となる ことはない。た だし、委託者 の指示 した方法

が、委託者 の 目的の本質的 な部分 であ り、適法 な 目的 と不法 な 目的を分離 できない場合は、無効 となる。

信託条項 に よって、受託者が、 たとえば、法律違 反の酒類販売 とい うような不法 な商売 の経営 に信託財 産を使

うよう指示 されて いる場合、 そのような商売 の経 営が、他 の方法 でその信託財産 を使 うとした ら、信託 設定の 目

的 をそこな うことにな るというような委 託者の 目的の本質的部分 とな らない限 り、信託は全部無 効 となるわけで

は ない。委 託者の 目的が、受益者 に収益 を与え るた めであるが 同時に、 その収益 が不法な手段 で生ずべき ことを

意 図していた場 合、その信託 は無効 とな らず、 ただ、受託者が、 その信託財産 か ら適 法な手段 で利 益を生 じ させ

るべき義務 を負 う。第166条 参照。

b.期 間 の長 いこと(r印o些cness) 一

受益者が、永 久権禁止則の期間 内に、 明確 に確 認 しえない場合、信託 は全部無効 となる。第62集 注1、 第112条

参照。信託 が、数人の受益者の ために設定 され る場 合、永久権禁止則 の期間 内にその著たちの1人 または数 人の

権利が与 え られない場合、その信託は、 その権利 に関す る限 り失効す る。信託が全 部失効す るかどうかは、失効

した規定が、信 託設定の際の委託者の 目的 をそ こなわずに、他の規定 と分離 できるか どうかに よる。

期間の長 い ことが根拠で、部分的に無効 となる処 分の効果につ いては、財産権 の リステイ トメ ン ト第402条 ～

第403条 参照 。

¢..樹 立 工a些u剛a旦 抽s⊥

信託条項に よって、 受託者が、収益 を積立 てるよ う指 示 されてお り、その規定が違法な場合(第62条 注t参 照)、

積立 の規定 が、 信託設定の際の委託者の 目的の本質 的な部分でな い限 り、その信託 は、全部は無効 とならない。

積立の規定 のため一部無効 となる処分 の効果 については、財産権 の リステ イ トメ ン ト第443条 参照。

公益信託 の場 合の積立に関す る規 定の効力 につ いては、第401条 注1参 照。

±L.譲 渡の制」置

受益者が意思 によ ると否 とに拘わ らず、受益権 を譲渡す ることを制限す る信託条項 の規定が、無効 とされ る場

合(第62集 注p、u、152条 、153条 参 照)、 その信 託が失効す るの ではな く、受益権 が譲渡可能 となるの である。

旦'_　 法な解 除条{牛(i⊥口壁皿』conditionssubseu皇!旦} _

財産権が信託 として譲渡 され、あ る事実が実現 した ら、信託は終了す ると規定 されている時、 その条件が不法

な場合、信託 が無効 とな るのではな く、 その条件が無 効 とな る。た とえば、受託者 がある人の生存 中その者 に収

益 を支払 うよ う指示 され、万一、その者が未成年 の子 供 を扶養 した ら、その支払 を中止する という信託条項 によ
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り信託が設定 された場 合、その者 が子供 を扶養 して もしな くて も、 その者はその収益 に対 し楠原 を有す る。

fLこ_三1三泌 孟」≡⊇i10-lconditio!聖 ミ_」prece劃_

財産権が信 託 として譲渡 され、信 託条項 によって、受益者は、 ある事実が生ず るときにのみ、信託 に もとつ く

権利 を取得す る とされた場 合 で、 しか も、その条件 が不法な場合、 た とえ条件が成就 して も、受益者 はその権利

を取得 しないか、 または条件が失効 し、た とえ条件 が成就 しな くて も、受益 者はその権利 を取得す るか、 どち ら

か一方 である。その条 件が不法 とされる時、財産権 に関 してな される処 分につ いて の意思表示 を、委託者 が適 法

にな した場合 、委託 者の意思表示 は、条件が成就 しな くて も、 その権利を受益者が取得す るの か、条件 が成就 し

て も、その権 利 を取得 しえな いかを決定す る。

委 託者 の妥当な意 思 を決定す るについて重要な事情 としては、条 件の性質、条件が成就 しな い時 の財 産権の処

分の性質、 当事者の関係、財産権 の性質な どがあ る。

すべての事情に照 らし、 その条 件が成就 されな い限 り、受益者 に受益権 を取得 させ ない意思 を委 託者 が有 して

いた と考え られ るな らば、条件 が成 就 した として も、受益者は受益 権に対す る権原 を取得 しない。 その ように考

えられない限 り、条 件が成就 す ると否 とに拘 らず、受益者 の権利 は絶対的で、かつ受益者 は受益権 を取 得す る権

原 を有す。

遺言者が、受託者に金銭 を遺 贈 し、あ る人が妻 と離婚 した ら、 その収益 をその者 に支払 うよ うに し、その条件

が不法な場 合、受益者は、離婚 しよ うが しまいが、 その収益 に対 し権原 を取得す る。ただし、 すべての事情に照

らし、その条件が無効 だと した ら、遺言者は、受益者に権原 を与 えな い方が妥当 だ と考えていた ことが、遺言 の

文言か ら明 らか な場 合は この限 りではな い。

9.一前 鑑婁照

意図 された信託が不法性 のために失効す る場合、復帰信託が生 ずるか どうか につ いては、第422条 参照。

公益信託に付 され た解 除条件 の不法性の効果 につ いては、第401条 注h参 照。

公益信託に付 された停止条件 の不法性の効果 にっ いては、第401集 注m参 照 。

第13節 の2履 行 不 能 お よ び不 特 定

第65条 の2履 行 不 能(impossibility)

信託また は信託条項の規定 は、履行不能のため、強制 しえない ことがあ る。

注:

旦...垣越 朱効

信託設定 の 目的全部 が履行不能で ある場合、信託 は終 了す る。第335条 参 照。財産 権が受益者に帰属す るのか、

それ とも委託者 に復帰 す るのか は、信託設定時 の委 託者 の意思表示 による。

⊇.定 嚥 建」蛛 鋤

信託条項 の特定の規定 が、履行不能 のため失効 する場 合、通 常、裁判所 は、信 託の終了 を指 示す るのではな く、
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信託 を管理 す る受託者 に、 その信託条項 か らはずれ るよ う指示 する。第165条 、第167条 参照。

c.鎧 卜豊 成岨肋 野 酷な場立

信 託条 項に よって、受益権 が解除条件 または停止条件 にかか り、 そのどち らの場合 にも、 その条件の成就 が不

能 となる ことが ある。 その場合 、委託者 の反対の意思表示 がない限 り、履行 は免除 され る。財産 権の リステイ ト

メ ン ト第275条 注g、 第438条 参 照。例 えば、信託条項 によ り、受益 者の権 利は、 もし受益者 が特 定の行為 を行わ

なければ剥奪 され ていたと して も、 その行為の実行が不可 能であ る場 合、 その行為 を実行 しなか ったか らといっ

て、受益権が消滅す る ことはない。ただ し、委 託者が反対 の意思表 示を した場 合は別 であ る。 また、信託条項 に

よ り、受 益者が特定 の行為 を行 えば、受 益権を取得す る 旨規定 されていた として も、 その行為 の実行が不可能で

ある場合 、受益者は受益権 を取 得する。但 し、委 託者 が反 対の意思表 示を した場 合は別で ある。

d.曇 」躍信託

公益信 託が履行不能 である場合 の 「可及 的近 似の原則(doctrineofcypres)」 の適用につ いては、第399条 参

照 。

公 益信託に解 除条件 が付 された場 合、 権利喪失(forfeiture)に 対 する衡平法 上の救済 については、第401条 注

e参 照。

第65条 の3不 特 定(indefiniteness)

信託 または信託条項 の規 定は、不特定 のために強制 しえない ことが ある。

注:

旦J_這 塾n苦 効

信 託設定の 目的が全部特定 できず、強 制 しえな い場合、意 図された信託 は失効 す る。信託 は、 受益者あるいは

設定 の 目的が特定で きないために失効す る こと もあ る。第122条 、第123条 参照 。

.互　 利 生が不特定の卑轟音

信 託条項 に よって、受益権 が、解除条件 または停止条件 にか か り、 そのどち らの場合 も、 その条件 が成 就する

ものか どうか決 められ ない性質 を有す る ことがあ る。 ある事実が生 じた ら財産権 に関す る権原 を取 得する者 が、

立 証責任 を負 う。 もしその者 が立証 できなかった として も、第一受益者 の権利 は剥奪 されな い。

信託条項に よって、 ある事実 が実現 した ら、 受益権 を剥奪 する と規 定 されてい る場合、そ の条 件は、ある情況

の もとでは その事実が起 きるか どうか決定 できな いとい うことだけでは、無 効ではな い。受益者 が、その事 実の

発生 につき立証責任 を負 う。立 証できた場 合は、そ の信託 に もとつ く受益権 を取得 す る権原 を得 る。立証 できな

か った場 合は、取得す る権原 を得ない。例 えば、信託条項 によ り、受 益者が特 定の宗教 を信ず る者 と結 婚す るな

らば、受益権 または元本 に対す る権 限を取得す る旨規定 されていた場 合、その者が これ を証 明できれば権 原を取

得 す るし、証 明できなければ権原 を取得 しない。

信 託条項 に よって、 その収益 は受益者 に支払 われ るが、受益者が、特定 の宗 教を信ず る者以外 の人 と結婚 した
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ら、その収益 に対す る受益者 の権利 は終 了 し、他の人が その収益 に対 し権原 を取得 すると規定 され ている場合、

後者 は、前者 が、特定 の宗教 を信 じてい る人以外の人 と結婚 した ことを立証 しな い限 り、 その収益 に対す る権原

を取得 しない。

旦」_金遣借甚

明確 な公益 目的を委 託者が示 さない場 合の効果 については、第395条 、396条 参照。

第14節 他の要件

第66条 信託財産および受益者

信 託は、信託 の客体と して適法な信託 財産と適法な受益者がな ければ、設 定で きない。

注:

旦_量 荘財産

信託財産 に関する規定 につ いては、第74条 ～第88条(第3章)参 照 。

h　 窒益者

受 益者 に関す る規定 につ いては、第112条 ～第131条(第5章)参 照 。

公益信託 の受益者 に関す る規定 については、第364条 、第375条 参照 。

旦L粟 託者

信託 は、受 託者がな くて も、設定 しうる。受 託者の必要性に関 しては、第32条 、第33条 参照 。

第15節 ユ ー ス法(thestatuteofoses)の 効 果

第67条 ユ ー ス 法

")ユ ース法は、成 る人が他人の ために 「ユース(用 益)、 信任(c㎝fid6ncg)ま たは信託 と して」土地 を所

有 してい る場合 、後者(受 益者)は 、その土地 を、モのよ うな制限 な しに有 してい る財産権 と同様 に、 占有 また

は所有 すると規定 する。

(2)ユ ース法の効果 は、その適用 を受 ける権利 を、その適用がな ければ衡 平法上の権利にす ぎないもの を、普

通法上の ものと したことであ る。

(3)ユ ース法は、そ れが、 ユー ス(用 益)ま た信託 の受益者の権利 を普通法 上の ものに転 換 する。

注:

a.ユ ース'

ユ ース法 は、1535年 にイギ リス で制定 され(27HenVIII,C10)、1925年 イギ リスにお ける財産法 の全 面改正

の ときに廃止 された。

このユ ース法 は、 アメ リカ でも、制定法 として、あるいは、普通法 の一 部 として、多 くの州 の法律 の一 部 を形

成 した。
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h,ユ 一基蓬 適皿 塾則坐

ユース法が、ユ ース(用 益)ま たは信託 に適用 される場合、受益者 の権利が普通法 上の もの とされるだけでな

く、ユース(用 益)ま たは信託 によって保有 していた人の権利は消滅 させ られ てしま う。つま り、ユ ース法 は、

残 る人の衝平法 上の権利 を普通法上の権利 とし、他 の人の普通法上 の権利 を消滅 させ るという二重 の効果 を もっ

て いる。

旦、_≡⊆ニス_(用1益)_と 償託

ユ ース法 の制 定前は、土地に関す る 「ユ ース」や 「受動信託(Passivetrust)」 という言葉 は、 同 じ意味 であ

った。ユー ス法 の制 定後 「ユー ス」という言葉 は、 ユース法の下 で譲渡方法 を示 す言葉 として用 い られ る場合 を

除 いては、 「受 動信託 」という言葉 によって不用 な もの とされ た。 これ に対 して受 動信託は、ユ ース法後 も発 達

を続 けた。現代 の受 動信託の付随条件 の多 くは、ユ ースの付随条件 と異 なる。それは、17世 紀末 では 「エクイテ

ィはコモ ンローに従 う。 」という法原理 が完全 に浸透 していな かった ことによる。

第68条 ユー ス法 は、いかな る権利 に適用 され るか。

(1)(2)項 の場 合を除 き、ユー ス法 は生前行為で 設定された土地 に関 する自由保有 権のユース(用 益)ま たは受

動信託 に対 して効 力 を及 ぼ し、二重の ユースの方 法によ って設定 されたもの に対 して は効力 を及 ぼさない。

(2)土 地 の 自由保有権の所有者が、無償で他人 のため に自己を受託者 と宣言 した とき、 占有の移 転を要 さない

土地 売買契 約または信託保有契約‡(cov6㎜tt。3t醐36i36d)の 要件1こ適合 しない則 、 ユース法 は、その

信託 に効 力を及ぼさない。

[訳注]

‡信託 保有契約 … もとは信託(t甜st)が 成立 するにす ぎなか ったが、ユ ース法 に よ りユー スの受益権 が普通法

上 の権利 に転換 させ られ たため、 この契約 は土地 の譲渡 の効力 を もつに至 り、 占有移転の方式 を採 らず、statute

ofenro1■entsに よる登録 もせ ずに、簡易 に土地を譲渡す る方法 となった。

愛情を約 因 とし、妻子 や親族 のために自己が受 託者 として土地 を保有 する 旨の捺 印契約。

注:

尭.,ユご一工法.甦効堤

本条第(2)項 と第69条 ～第71条 で述 べる もの を除 き、ユ ース法 は生 前行 為で設定 され るすべてのユース(用 益)

または信託に効力 を適用 される。

上⊥.蘭髄獺'方 よぴ侃』貼 。⊇

ユース法 は、土地所有 者が、 その土 地を他人のた めに信託宣 言する場 合、または、譲渡人 ある いは第三者の た

めに他人に土地 を譲渡 する ことによ り、ユース(用 益)ま たは信託が設定 され る場合 に適用 され る。

旦.一」ユ麗1三よ蔓」i翫

ユース法 は、詐欺 防止法 の要 件を充 足 しな いた めに強制不可 能な、土地に関す る信 託には適 用 されない。詐欺
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防止法 の要件 に関 しては、第39条 ～第52条 参照 。

例:

1.甲 地所 有者Aが 、約 因 として、口頭で 甲地 をBの ために信託 として保有す ることを宣言 した。 甲

地 は詐 欺防 止法 が実施 され ている州にあ る。ユ ース法は、 この口頭 に よる信託 に適用 されない。

2.甲 地所 有者Aは 、Cと その相続 人の ため の口頭に よる信託 として、Bと その相続 人に甲地 を譲渡

した。甲地 は詐欺防止法が実 施 されてい る州に ある。 この口頭に よる信託 にユー ス法 は適用 されな い。

止_麓 且酬 画

土 地に関す る口頭 に よる信託 は、 た とえ、後にな って一部履行{第50条 参 照)の 規定 によ り強制可能 とな って

も、 あるいは、詐欺 防止法 による抗 弁が放棄 されて、強制可能 となって も、ユース法 は適用 されな い。 しか しな

が ら、詐欺 防止法(第41条 、第42条 参 照)の 要件 を満足す る信託 の設定のための書面 に後 日署 名がな された場合、

その信託が詐欺防止法 とはか かわ りな く適 用 され るもの であれ ば、 その信託は、ユ ース法 の効果 を受ける ことに

なる。

旦_灘1堕 規 定

本条で述 べ られて いる規則 を制定法 に よ り修正 している州 がある。

第69条 能動信託

ユース法は能動信託 には適用 されない。

注:

旦」_能量封書魎 損金

受託者が信託条項 に よって積極 的な行為義務 を負わ ない時、 その信託は能動信託 ではな く、受動信託で ある。

信 託条項に よって受託者が積極 的な行為義務 を負 う能動信 託には、 ユース法は、適 用 されない。

受 託者の唯一の義務が受動的 である場合、すなわ ち受益者 による財 産権享受に全 く影 響を及 ぼ さない場 合、 その

信 託は受動信託であ る。ユ ース法制 定以前、他人 のユー スのために土地 を保有す る者 は、受 動的義務の他 に、次

の2っ の積極的な義務 を負 っていた。(1)財 産権 を受益者以外 の第三者か ら守 る義 務、及 び{2)財 産権 を受

益 者に移転す る義務 または受益者 の指示に基づ いて移転 する義務 であ る。 これ以外 の積極的 な義務 を課 す意思表

示がある場合、 その信託は能動 信託 とされて いた。

ユース法制定後、ユー ス法 がユースの受益者 に普通法上 の権利 を付与す る以上、受 託者 に この ような積極的 な

義 務 を課す必要 はな くなった。なぜ な ら、受益者 は普通法 上の権原 を有すので、財 産権を 自ら守 ることが でき、

かつ、受益者への譲渡 も不要 となったか らであ る。不動産賃借権 の信託あ るいは二 重のユ ースの場合の ように受

動 信託にユース法が適用 されな いな らば、受託者 は、財産 権を保 障す る義務及 び受 益者 もしくは受益者 の指 図す

る者に譲渡す る義務 を負 う。 しか しなが ら、ユー ス法制定後、 これ らの義務の一方 または両 方が信託条項 によ り

特 に受託者に課せ られ るな らば、信託にはユー ス法 の適用 がない。
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例:

1.甲 地 所有者Aは 、Cに 印地 を譲渡す るための信託 として、甲地 をBと その相続 人に譲渡 した。 こ

の信託は能 動信託 なので、ユ ース法 の適 用 を受 けない。従 って、Cの 権利 は衡平法上 の ものであ って、

普通法 上の もの ではない。

2.甲 地所有者Aは 、C生 存 中はCに 甲地 か らの収入 を支払い、C死 亡後 はDに 甲地 を譲渡す るため

の信託 として、Bと その相続 人に甲地 を譲渡 した。 この信 託は能動信託 なので、ユ ース法 の適用 を受 け

ない。CとDの 権利 は衝平法上 の ものであ って、普通法上 の ものではな い。

互,._二挺期 刑上_.痘」善趣¢龍卿 騒 掛 合

い くつかの積極的 な義 務が受託者に課せ られて いて も、ユース法 は、積極的な義務 が課せ られ ていない範 囲で、

直接 、適 用 され ることがある。ある一定期間に限 って、 受託者に積極的な義務が課せ られて いる場合、ユ ース法

は、残余 権に関す る信 託に適 用 され ることがあ る。

例:

3.甲 地所有者が、 ユース法の適 用 を受けな い譲 渡によ って、C生 存中 はCに その収益を支払 い、C死 亡 の場

合は、Dと その相続 人のための信託 として、 甲地 をBと その相続人 に譲渡 した。 この場合、Cの ための信 託は能

動信託で あ り、Dの ための信託は受動信託 であるか ら、ユース法 は直接、Dの ための信託に適用 されるが、Cの

ため の信託 には適 用 されな い。つ ま り、Bは 、C生 存中はCの ための信託 と して普通法上の権利 を保有 し、Dは

残余権 とし普通法 上の権利 を有す る。

旦.ゴ 定期間後狂信 茜}三な る場合

反対に、受 託者 に課せ られた積極的 な義務が、 一定期間満了す るまで生 じない場 合は、ユー ス法 は、 その期間

中、 その信託 に適 用 され る。

例1

4.印 地所有者Aが 、ユ ース法 の適 用 を受 けない譲渡 によって、Cの 生存 中はCの ための信託 として、

Cの 死後は 甲地 を売却 してCの 子供連 にその収益 を分 け与 えるための信託 として、BとBの 相続人に 甲

地を譲渡 した。 この場 合、Cの ための信託は受動信託 なので、ユ ース法 の適用 を受 け る。 しか し、Cの

子供 連のた めの信託 は能 動信託なので、ユー ス法 の効果 を受けない。Cは 生存 中、普通 法上の権利 を有

す る。 さらにBは 、Cの 子供連のための信託 と して保有 する単純 封土権 につ き、普通法 上の残余権 を有

す る。

旦L-」遊動這 誕過 勤 信託になる場合

あ る信託の下 で受 託者に積極的な義務が課せ られ、その ような義務がな ければその信託 にユ ース法が適 用され

る場合、ユー ス法 は、その ような義務が全部の履行 され た時に適用 され る。

例:

5.甲 地 所有者Aが ユー ス法 の適用 されな い譲渡に よって、C生 存 中はCに 甲地か らの収益 を集 めて

支払 い、その後 はDと その相続人 のための信託 として、Bと その相続人 に甲地 を譲渡 した。 その信託条
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項 に よって、BはC生 存 中はいつで も甲地 を売 る権 限が ある。Bが その間 に売却 の権 限を行使 しなけれ

ば、Cの 死 亡に より、13は もはや何 らの積極的 な義務 を負 っていな いので、Cの 死亡 の時か ら、Dは 普

通法上 の単純封 土権 を取得す る。

旦,.童 ホ量者」の財財産権 幽 週

受託者 の財産権 の範 囲は、ユース法 だけでな く、委 託者の意思表示 によって も制限 され る。第88条 参照。

」エ_敵後書」撒

ユース法の適用 とは別 に、 信託の終了につ いては、第330条 ～第347条{第10章)参 照
。信託 期間の満了時 に、

当然に信託財産が受益者 に帰属 する とい う信託条項の規定 の効 力につ いて、第345条 注a参 照。

第70条 動産の信託

ユー ス法 は、土 地の自由保有権以外の いかなる権利にっ き設定 され たユース(用 益)ま たは信託 に対 しても適

用 されない。

注:

旦_自 由保一有一権」Z}信託

ユース法は、或 る人 が他人 のために 占有(seised)し ている場 合にのみ適用 され
、 その 「占有(seised)」 と

い う用語は、土地の 自由保有権 についてのみ使用 できる。

」と,二・劔1摺 を圭 」生と重 る価 魎 団団」空受 動信託 とは匿量1幽L

ユ ース法 は、 自由保 有権に設定 された一 定期 間の受動信託 には適用 されるが、一定期間 を条 件 とするユ ース

(用益)ま たは信託 には適 用 され ない。ユ ース法 がその信託に効力 を及 ぼすか どうか は、受益 者の権利 の性 格で

は な く、ユ ース(用 益)ま たは信託 として財産権 を保 有す る人の権利 の性質 による。

例:

1.甲 地所有者AがCの ための信託 と して10年 間Bに 有 効 な譲渡 を行 った。 この場合Cの 権利は衡平

法 上の もので あって、 普通法 上の もので はな い。

2.甲 地所有者Aが 、ユ ース法 の適用な い譲渡 によ り、Cの ための10年 間 の受動 信託 として、Bと そ

の相続人に甲地 を譲渡 した。 この場合、Cの 権利 は普通法上 の ものであ って衡平法上 の ものではな い。

cL他 璽地 産

ユ ース法 は、動産 に対す る権利や債権 または無体財産権 には適用 されない
。

d, 一並 置接蝋

信託期間 の満了時 に、信託 財産が受益者 に付与 される もの とする信託条項の規 定の効果 につ いては、第345条 注

a参 照。

第71条 二重の ユース
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ユース法 は、ユース(用 益)ま た は信託 の上 に設定され たユー ス(用 益)ま たは信託に対 して適用 され ない。

注:

a.二 重 のユ ース(U§e _onＬL旦 皿)_

ユ ース(用 益)ま たは信託 の上 に、ユ ース(用 益)ま たは信託 が二 重に設定 され る場合、ユ ース法 は もとに な

るユ ース(用 益)ま たは信託 に対 し適用 されるか、その上 に設定 されたユ ース(用 益)ま たは信託には適 用 され

ない。

例1

1.甲 地の所有者Aが 、 ユース法 の適用な い譲 渡によ り、Dと その相続人 のユ ース(用 益)の ため、

Cと そ の相続人 のユ ース(用 益)を 重ねて、Bと その相 続人に 甲地 を譲渡 した。Cに おけるユー ス(用

益)は 、ユー ス法 に よって転換 され、Cは 普通法 上の単純封土権 を有す る ことになる。Dに 対す るユ ー

ス(用 益)は 、ユ ース法に よって転換 されず、Dは 衡 平法 上の単純封土権 を有 する。

2.事 実 は、Cと その相続人のユース(用 益)の ため、Bと その相続人 のユ ース(用 益)を 重ね 、B

とその相続 人に譲渡がな され たこと以外、上記1と 同 じで ある。Bは 普通法 上の単純封土権 を有す る。

Cに おけるユ ース(用 益)は 、ユ ース法 の影 響 を受けず、Cは 衝平法上 の単純封 土権 を有す る。

h-,ユ ニ 旦H{の 適川遊重 鎮渡哲為一

土地に対 する所有 権者が、ユー ス法 の適用 ある譲渡行為 によ りその所有権 を譲 渡 した場 合、譲渡証書 に記 載 さ

れ ている第三者 のためのユー ス(用 益)は 、二重 のユ ー スとしてユ ース法 の適 用を受 けな い。

例:

3,甲 地 の所有者Aが 、捺 印証書売買契約 に よって、Cと その相続 人のユース(用 益)の ため、Bと

その相 続人に 甲地 を譲渡 した。Bに おけるユー ス(用 益)は 、ユ ース法 の適 用 を受け、Bは 普通法 上の

単 純封土権 を有 する。二重 のユースとな って いるCに お けるユース(用 益)は 、ユー ス法 の適 用 を受け

ず、Cは 衡平法 上の単純封土 権を有する ことになる。

4.甲 地 の所 有者Aは 、Cと その相続人 のユ ース(用 益)の ため、Bと その相続人 のために甲地の信

託保有契約(covenanttostandseised)を した。BとCはAの 息子で ある。Bに おけ るユ ース(用 益)

は、ユー ス法 の適用を受け、Bは 普通法上 の単純 封土権 を有 し、二重 のユ ースとなって いるCの ユー ス

(用 益)は 、 ユース法 の適 用 を受けず、Cは 衝 平法 上の単純封土権 を有す る ことにな る。

旦._ミ ー ス後 《塾_一 う とは区兄1幽 二重の曼一 ス

二重のユ ースは、 他の者のた めに設定 されたユ ースの後、或 る者 のため に設定 されたユース とは区別 される。

例:

5.甲 地 の所有者Aは 、ユー ス法の適 用のな い譲渡行為 によって、C生 存中はCの ために、C死 亡後

はDと その相続人 のために、Bと その相続 人に 甲地 を譲渡 した。Cは その生存中、普通法上 の権 利 を有

し、Dは 普通法上 の残余権 を有 する。

d.ユ ース曲_歴]史
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【第2章1

ユ ース法制定 前お よび制定後 ほぼ一世紀の間、二重のユ ースは、 大法 官裁判所 によ り、 い く分、抽象 的で矛盾

のある根拠 で無 効 とされてい た。普通裁 判所が、ユース法 は二重 のユースには適用 されないと考 えていた頃、二

番 目のユ ースは無 効だ と考 えていた。ユ ース法 制定後一世紀 たって、大法官 裁判所 は二番 目のユ ースは有効だ と

考 えるようにな った。普通法裁判所 は、 その後 も、ユー ス法 は二番 目のユースには適用 されない との考えを維持

したが、 その根拠は以前 と異 なるものであった。

三

州 によっては、不動産の受動信託 は、 二重のユースの形 を とろう ととるまい と、制定法 の適 用 をうける。ニュ

ー ヨーク州 不動産法 第92条 、第93条 参照 。

第72条 遺言 による譲渡 にもとつ いて生 ずるユース(用 益)

遺言 によ り設定されたユース{用 益)ま たは信 託 は、遺言 に別段 の意思表 示がない 限り、生前行為で 設定され

た場合 と同一の範囲内で適用が ある。

注:

旦._退 きによ るユース 坦 益⊥

遺言 によ り設定 されたユー ス{用 益)ま たは信託につ いては、遺言 の解釈 につ いての一般原則 に従 い、 使用 さ

れ た文言 の形 式 とい うよ りはむ しろ意思表 示が重要であ る。遺言 中に異 なる意 思が表示 され ない限 り、遺 言によ

り設定 されたユース(用 益)ま たは信 託は、生前行為に よ り設定 された同様 のユー ス(用 益)ま たは信託 と同一

の範 囲で適 用がある。遺言中 で、遺言者 が、遺 言に よって設定 され るユ ース(用 益)ま た は信 託には適用 ないと

の意思表示 をす るな ら、生前行為 で設定 された同様のユー ス(用 益)ま たは信 託に適用 され る場合 でもそれには

適用 ないのであ る。

第73条 復帰および擬制信託

復帰信託 または擬制 信託 は、 ユー ス法 の適用 を受けない。

注:

鋼a莚 」遮u1⊥ 血 二 上

普通法 では、ユ ースを明示 しないで、不動産 の所有者が対価な しでまたは対価 の陳述をせず に普通法上 の譲渡

をした場合、復帰ユ ースが譲渡人 にっ き生 じる。かつて、 その復帰ユ ースにはユ ース法 が適用 され た。現在 の法

律 によれ ば、復帰信 託は この場 合生 じない。第405条 参 照。

明示信託(expresstrust)の 全部 また は一 部が失効 した り、信託財産全部 は消 費せ ずに信託 目的が達成 され た

り、或 る者 が土地 を買い、 他の人の名 前で権限 を取 得す る場合、復帰信託が生 じる。第411条 ～第460条(第12章)

参 照。 これ らの復帰 信託はユー ス法 の適用 を受 けるのでは な く、受託者 は、 その復帰信託の受益者 に信託財産 を

引渡す よう強制 され うる。
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互_擬 劃蜻麺

財産権に対する権原を保有している人が、もしそれを保持することが認められるとするならば不当な利得をす

ることになるという理由で、それを他の人に引渡すべき衡平法上の義務に服するとき、擬制信託が生じる。原状

回復のリステイトメント第100条参照。擬制信託は、ユース法の適用を受けるのではなく、その財産権に対する権

原の保有者は、その擬制信託の受益者にそれを譲渡することを強制される。
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【第3章 】

第3章 信託財産

第74条 信託財産の不可欠性

第75条 存在しない権利

第76条 不確定な信託財産

第77条 確定している目的物に対する制限的な権利

第78条 譲渡しうる財産権

第79条 譲渡しえない財産権

第80条 譲渡不可能な理由が、信託宣言には適用されない場合

第81条 信託によって譲渡不可能な権利が生じたり、受託者に譲渡不可能な権利が生じる可能性がある場合

第82条 無体財産

第83条 衡平法上の権利

第囹条 消滅するおそれのある権利

第85条 不確定な権利

第86条 期待

第87条 受託者としての債務者

第田楽 受託者の財産権の範囲

{

第74条 信託財産の不可欠性

信託財産が存 在するのでなければ、信託 は設定 されない。

注:

旦..一財産権処 分豊 ・方法止 しての債睡

信託の設定 は、財産 権の処 分方法の一つ である。 既述 した ように(第2条 参照)、 信託は、財産権 につ いての

関係であ り、財 産権 に対する権原 を有す る者、す なわち受託者は、他 の者、つ ま り受 益者のた めに、そ の財産権

を管理す る場合 、衡 平法 上の義務 を負 う。

信託の設定(thecreationofatrust)と 契約 の成立{th6for■ationofa'contract)と は、各 々の場合 の

要件 が異 なるため、 区別 する ことが重要 である。財産 権の所有者は、信託設定 のための約 因 を受 けなくても信託

を設定す ることができる。第四 条、第舘 条参照。 と ころが、将来、財産権の処分 をなす とい う約束 は、契約成立

の要件が充足 されて いる場合 にのみ拘束力 を有す る。信 託の設定は、信託の 目的物 に対する受益者 の権利 を設定

す るだけ では な く、受益 者に対する受託者 の義務 を も生 じさせ る結果 とな るが、 しか し、 それ らの義務 は、信託

関係か ら生 じる もの で、 しかも合意 や契 約 に基づ くものではないため、受 託者が約 因を受 けな いときです ら、強

制 可能であ る。

また、受益者 の権利 に対して裁 判所が与 える保護 の範 囲の差 異が あ るため、信託 と、単 に人的な義務 を設定す

工
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【第3章 】

る契約 とは区別す る ことが重要 である。信 託の 目的 やその収益が処分 され る場合 、信託の受益者 は、 それ らにつ

いて、受託者 の一般債 権者の請求権 や善意 取得 者でない譲受人に対 して優 先性 が与 えられて いるため、衝平法 上

の権利 を有す る。 第202条 、第288条 ～第290条 を参 照。 これに反 して、契約 に基づ く単 なる人的請求権 を有 す る

者 には、上記 のような保護 は与 え られていないのであ る。 その契約 が、特 定の財産権 の処分 につ いての契約 で、

特定 履行 を求 め得 べ きもの である ときは、他方当事者は、 その財産権 について権利 を取得す る し、 また、 その権

利 は、債 権者 や善意取得者 ではない、その後の譲受人 に対 して保護 され るが、 このような契約 は、信託ではな い。

第13条 参 照。

受託者 と受益者 との間 の関係は、信認的法律関係(afiduciaryrelation、 第2条 注b、 第170条 参 照)で ある

が、上記 の契 約 の当事 者間の関係は、信認的法律関係 ではない(第12条 注b、 第13条 参 照)。 受 託者に対す る受

益者の権利は、通常、 時の経過 に よって消滅す る ことはな いが(第219条 参照)、 契約 上の権利は、出訴期限法

(第12集 注d参 照)に 定め られ た期間 の経過 によって消滅す る。信託 の受託者 に対す る、受 益者の救済方法 は、

通常、 もっぱ ら衡平法 上の ものである(第197条 参 照)が 、契約 上の権利 は、通 常、普通法裁判所 で強制 され るの

である。 ただ し、普通 法上の救済方法 が相 当でない場 合に、衝平法裁判所 が、特定履行 をなす ように強制す る判

決 を与える こともある。契約 の リステ イ トメ ン ト第358条 参照。

上」 言託 として保有 しう二る一⊇.

財産権 には、直接の贈与 や遺 贈または売 買の方法で譲渡行為 の 目的 とな るような諸権利が包含 されるのであ る

が、 これ らの権利は、信託 として保有す ることがで きる。 ところが、身体の拘束 を受 けない自由権 や他 の人格上

の権利(不 法 行為の リステ イ トメン ト第2章 参照)、 親 の子に対 する権利、配偶者相互間 の権 利な どのよ うに財

産権ではな い権利 も存在 するが、 これ らは、贈与や売買 な どの方法 で譲渡す ることができない し、信託の 目的 と

す ることもで きない。

人が有す る知識や技 術は、財産権で はない。 その者 が 自己の知識 を伝達 した り、 自己の技 術 を用 いた りす る合

意 をなしうるのはた しかであ るにして も、 しかし、 その ような合意は、財産権 の譲 渡の合意 では ないか ら、契約

成立 のための要件 が充 足 されて いるのでなければ、拘束 力 をもたな い。同様 に、い まだ存在す るに至 らない権 利

とか、す でに消滅 した権利 は、財産権 ではな く、信 託 として保有す る ことはできな い。第75条 参照。単 に、贈 与

または遺贈 をうけた いと希望 し、 または相続したい と希望す るだけ の者は財産権の所有者では ない。人が 、現 在

は譲 渡 しうる もの を有 していないが、 もし、それ を受取 るならば、 その時にその受取 ることになっている もの を

譲渡 する とい うような合意 をす ることは可能であ るとして も、 そのよ うな合意は、現在の譲渡 ではないか ら、契

約成 立の要件が充足 され ている場合にのみ、拘束力 を有す る。第86条 参照。

ところが、無体物 に対 する権 利は、それが譲渡 しうる ものであれば、信託 として保 有す ることができる。第82

条参 照。た とえば、債権(achoseinaction)や 著作権 あるいは営業の暖簾や業務上 の秘密 は、個人の財 産

(estate)の 一部分 であ り、それ を生前行為あ るいは遺言 による贈 与の方法 で譲渡 する ことがで きる し、信託 と

して保有す る こともできるので ある。

しかし、人が、例 えば国か ら支給 され る年金 あるいは、不法 行為 に もとつ くある種の訴権 の ような、譲渡 しえ
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【第3章 】

な い財産権 を有する場合、 これ らの権利 は、個 人の財産(estate)の 一部分 であ り、その者 によって所 有 されて

いる財産権 であ ると当然 いえるので あるが、公 益上の理 由か ら、譲渡 した り、信託 として保有 した りす ることが

できないのであ る。第79条 参照。

どのよ うな権利が財産権 であるのかに関する問題 は、その権利 を有する者 が、 それ を、贈 与や遺贈ま たは信託

の方法 で、任意 に処分 をなす場合 だけではな く、そ の者 の債権者 が、その権 利 を差押 えよ うとす る場合 にも生ず

るが、適 用 され る法理 は、必ず しも同一 ではない。 たとえば、家 産に対する権利や業務用 の道 具類な どのように、

譲渡 可能では あるが、債権 者が差押 をなす ことはで きない とい う財産権 を有 す る場合 がある。同様 に、 たとえ、

債権 者が差押 えができな くて も、著作 家が未刊の原稿 や書簡類 を信託 として遺贈す る ことがで きるので ある。 し

か し、一般 に、個人 の財産(estate)の 一部分で あ り、その者に よって譲渡が な され うる権利 であれ ば、その者

の債権者は、差押 えをな しうる。信託の受託者が債務 者で あるとき(第147条 参照)を 除 いて、債務者 の権利 を差

押 える債権者 の権 限につ いては、本 リステ イ トメ ン トの範 囲外で ある。

旦」」 δ託財産 が不存イ{1にな墨]齢

信託 は設定 されたのであ るが、信託財産 の全部 が不存在 とな る場合、受託者 は、 もはや信託 と しては何 も保 有

す る ものが ない ことにな る。 もし、受託者 が、 その信託財産の滅失 の原 因を与 えた り認容 した りして、信託違 反

をお かした場 合、あ るいは、信託条項 によって許 され ているため、 信託財産 を 自己に売却 した り、 信託の基金 を

自己に貸付 けた りした場合に は、受託者 は、受 益者 に対 して人 的責任を負 う。第87条 注b参 照 。上記 の場合、受

託者 が支払 不能 であれば、受益者 は、受 託者の一般債権者 に対 す る優先権 を もつ ものでは ない。第202条 参照 。 し

かし、受 託者 は、受益者 に対 して、 なお信認的法律 関係 にある。 したがって受託者 は、譲渡 に関 して 自己の知 り

得 た全ての事情 を通知す るのでなければ、受益者の権利 を適法 に譲受ける ことは できない。また、 その譲渡は公

正 な ものでな ければな らず、 もし、 そ うでなければ、受 益者はそれを取消す ことが できる。第170条2項 参照 。

第75条 存在 しない権利

未だ存在す るに至 らない権 利、あるいは 、すで に消滅 した権利 は、信託 として保 有するこ とがで きない。

注1

旦._素 封1翌E宣 る」こ⊇

権利の 目的物 となる ものが存在せず、 あるいは、その ものは存在す るが、 それにつ いて権利 を もつ者 がいない

ために、権利 が現存 しな いことがあ る。上 記の場 合、 そのような権利 につ いて、 信託 を宣言 した り、信託 として

他 の者 に譲 渡 した りす る ことは できない。 或る者が、後 日、取得 する ことになって いる権利 について、信託を設

定す るよ う自らを拘束す るという契約 をなす ことは、勿論可能 であるが、上記 の合意は、契約法 の要件を充 足 し

ている場 合でな ければ、契約 として の拘束 力を もたな い。注b参 照 。

た とえば、或 る者が、未 だ組織 され て いな い法人の株式 を取得 する ことにな っているの であ るが、その株式に

ついて、無 償で信託 を宣言 した り、他 の者に信託 として譲渡 した りする約束 をな したとして も、約 因を欠 くため、
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【第3章 】

契約 としての拘束力 をもたない。次に描 く絵 または次 に生 まれて くる牛 につ いて受託者 となる信託宣言 をして も

信 託は設定 されない。注b参 照 。

意図 された信託の 目的物 は現 に存在す るので あるが 、それにつ いて の権利 を取 得 していない場合 の結果 も同様

であ る。た とえば、猟師 が これか ら狩 をして捕 える野生動 物 とか、漁師が捕 える魚 にっいて信託宣言は設定 され

ない。

意図 された信託の 目的物 に対 して、他の者が権利 を有 していて、 委託者 はまだその権利を取得 していない場 合

も同様であ る。 この ことは、た とえ将来権利 を取得す る という期待 権 を有す る ときで さえ、信託は設定 され ない。

第86条 参 照。

E-一銀 鱈に皇 ε二重工.坦僅

或 る者が、現存 しな い権利 について信託 を宣言 した り、 あるいは他の者に上記 の権利を信 託 として譲渡す る と

い う意思 をもってい る場合、 その者は、契約法の要件 が充 足されて いるときにのみ、信託設定契約 にもとつ く責

任 を有す る。第30条 参照 。

.も一.黍超妻定後』一権利土1挺齪立 直掲」置

或 る者が、現 に存在 しない権 利につ いて、信託 を宣言 した り、 その権利 を信託 として他 の者 に譲渡す る意思 を

もっている として も、そ の時に、その意思の表 示がな けれ ば、 た とえ権利が存在す るに至 った場 合であ って も、

信 託関係 は生 じない。第26条 、 第86条 参 照。

旦.工期 竃参照

信 託財 産が消滅す る場合 に生 ずる:事情については、第74条 注c参 照 。

第76条 不確定な信託財産

信託 は、その信託 財産が確定 している場 合、あるい は確定 しうる場合 でなけれ ば、設定 されな い。

注:

些、不8腱 な信託財産

信 託財 産が、委 託者の支配 の範 囲に実 質的には完全に残 って いるか とか、 目的物が確定 しえない場合、 信託は

設定 されない。

例:

1.Aは 、 「自己の株式 の大 半について」Bの ための信託 を宣 言 した。信 託は設定 されな い。

2.甲 地の所有者Aは 、 甲地 の 「小部分」 を、Cの ため の信託 としてBに 譲渡す る意思 をもっていた。

信 託は設定 されな い。

しか し、現 に存 在す る事実 か ら、信 託の 目的物が確定 され うるの であれば、必ず しも、当事者が、 目的物 が何

であるかを了知 していな くてもよい。

例:
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3.Aは 、株式仲買人Bに 対 して、ア メ リカ鉄鋼会社 の株式 を1,000株 、あ るいは同じ額面 に相 当する

範囲 で買うよ うに命 じた。仲買人 が500株 買 った後、Aは 、 自分の ために何株 買 ったか知 らないまま、 自

己が買 ったアメ リカ鉄鋼会 社の株式 につ いて、信託 を宣言 した。 その500株 につ いての信 託が、設定 され

た ことになる。

受益者 は、必 ず しも、 目的物に対す る受 益権の全て を有 していなけ ればな らな いのではない。

4.Aは 、A所 有の10租 類 の債券の うちBが1ヶ 月 内に選ぶ5種 類 の債券 をBへ 譲渡 する信託 の受託

者 となる ことを宣言 した。その10種 類の債 券 を信託財産 とす る信託が設定 され るが、受益権 は受益者 が

選択 したときに内容 が確定 する。

5.Aは 、賭 銀 行1こ1,㎜ ドル預金 した。その預金 から㎜ ドル をBIこ 支払 うとし・う信託 を宣乱 た

が、預金 か ら500ド ル以上 引出す ことが できる とい う権限 を留保 して いた。Bが 、5㏄[ドル の限度 で受益

者 とな るという内容 の信託 が設定 されて いる し、またAは 、当然 、500ド ル を超 え る額 を引出 す こともで

きるの である。

信 託の 目的物 は確定 しているが、受 託者は、信託 か ら、財産権 を取戻す権 限 を留保 してい るため、信託終了の

際、受益 者が受取 る財産権が不確定 である とい う理 由だけで、その信託は、効力 を有 しない ということはない。

第37条 、第57条 参照。

上上_後ul、_慨懸.⊥1曲 勉 塵室皇柾 る豊}登

信託 の 目的物 が不確定 ないしは確定 しえない場 合、信 託は設定 されないのであ るが、 その後、受託者が、 目的

物の確定 あるいは確定 しうるようにな った時に、信託 を設定す る意思 を表示 した場合 に、信 託が生 じることがあ

る。第26条 注1【参照。第86条 と比較せ よ。

受益者の権利 の範囲は、永久権禁止則(theruleagainstperpetuities)に 定 め られ た期 間内に確定 され うる

ので あれ ば、 当該信託の設定の時に確定 していな くて もよい。第129条 参照。

第77条 確定 している目的物に対する制限的な権利

ある物に対す る権利は、た とえ、それが 、その物 に対す る完全な財産権で ないと して も、信託 と して保 有する

ことができ る。

注:

旦一ー一網田.的撫 養

信 託 として保 有 される権利が、生涯 不動産権や賃借 権 あるいは分割 されな い持 分権や上限 の額 または下 限が付

された権 利 である場 合があ りうる。

例:

1.甲 地 の所 有者Aが 、Bに 生涯 その土地 を譲渡 した。Bは 、その権利 につき、Cの ための受 託者 と

な ることを宣言 した。信託 は設定 され る。
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2.AとBは 、 甲地の共同土地保有者 である。Aは 、 自己 の権利 について、Cの ための信託 を宣 言 し

た。信託は設定 され る。

3.1.000ド ルの債 権 を有す るAは 、600ド ルの金額 の債権 を、有 償でBに 一部譲渡 した。Bは 、 自己

の権利 につ いては、 有効に信託 を宣言 する ことがで きる。Aも 、 自己の権利 につ いて、有効に信託 を宣

言す ることが できる。

⊇ 益齢1剛1

受益者は、必ず しも、信 託の 目的物 に対 する権利 を完全 に有 して いる必要 はない。第76集 注a参 照。

-c-,将 粘 ‖L」:futurei廿t{}τesLs]一

権利は、確定、不確定 を問 わず、将来権 であって もよい。第85条 参照。権 利の範囲 につ いて不確定で ある とい

うこともあ りうる。

例:

4.甲 地 の所要 者Aは 、Bに 甲地の生涯不 動産 権 を、Cと その相 続人に対 して、その残余権 を譲 渡 し、

Cは 、Dの ための信 託 として その権利 を保有 す るよう指図 した。Cは 、確定残余権 をDの ため の信 託 と

して保有 している。

5.甲 地 の所有者Aは 、Bに 対し、B死 亡 の際、Bに 相続人が なければ、CはDの ための信託 と して

甲地 を取得す るが、Bが1子 を残 して死亡 したな ら、CはDの ため甲地の2分 の1を 、 もしBが2子 以

上 を残 して死亡 したな らば、CはDの ため甲地 の3分 の1を 信託 と して保有す るという内容の条項 を付

け て、 甲地 の所 有権 を譲渡 した。Cは 、Dの ための信託 として、Cに 遺 贈 され る権利 を、Dの ために取

得す る。'

.d,_撫 教{日義

信託財産全体 が、 たとえ、 それ を一括 して保有す る権 限 を、明示的 あるいは黙示的 に与 えられて いるひと りの

受託者に よって保有 され てい る場合で あっても、 それ らは、別個の信託 として存在す ることもあ りうる。

第78条 譲渡 しうる財産権

財産権は、所有者が それを任意に譲渡 しうるので あれぱ、信 託 と して保有 する ことができる。

注:

塾.藁 菰 し亘 理 産権

財産権 の所有者が、 その財 産権 を譲渡 する ことができ る場合であれ ば、 それ を信託 として譲渡 した り、 それに

つ いての信託 を宣言 する ことが できる。 た とえば、無 体財 産権(第82条 参照)、 衡平法上の権利(第83条 参 照)、

消滅す るお それ のあ る権利(第84条 参)、 不確定 な権利(第85条 参照)は 、 それが譲渡 しうるもの であれ ば、信

託 として保有す ることがでか きる。

h.制 定法に 旦コ1て禁 止 されて い重量 題
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制 定法 に よって、或 る一 定の財産 権に対す る普通法 上の権利 と衡平法上の権利 を分 離す ることが禁止 され てい

る場 合、上記の権利 を信 託 として保 有する ことはできな い。

例:

1.船 舶 に対す る普通法上の権利 と衡 平法 上 の権利 は、 と もに、登記 された船舶 の所 有者 によって保

有 されていなけれ ばな らな いと、制定法 が規定 している。登記 され ている所有者Aは 、その船舶につ い

て信 託 を宣言 した。信託 は設定 されない。

第79条 譲渡 しえない財産権

第80条 お よび第81条 の場合を除き、所有者が 、その財産権 を譲渡 しえない ときは、信託 と してそれ を保有

する ことがで きない。

注:

貝、_土用鯉 口適 用範囲

財産権 の所 有者が、その財産権 を譲渡 しえない ときは、 その財産権 を信 託 として譲渡 した り、その財産権 につ

いて信託 を宣言 した りす る こともで きない。通常 、財産 権の譲 渡 を妨げる事由は、 その財産 権につ いて の信託の

設定 にも適 用 され る。財産権 の性質 または公序良俗 の理 由で、所有権者が有効に財産権 を譲渡 しえない場合、そ

の財 産権にっ き信託 を設定 して も、 その受益権 を所有 権者が有効に譲渡す ることはできない。

h._人 的権刮

た とえば、官職(office)の ような、全 く人的 な権 利は、信託 として保有す る ことがで きない。

旦.盈 序良一俗

だ とえば、 国家か ら支給 され る年金の ように、公 序良俗 にもとつ く法律 の規定 に よって譲渡 しえない権利は、

信託 として保 有す ることが できない。

⊥2E法 丘 為玉 よって生.ユ 韻 塞権

不法行為 に よって生 じた、譲 渡しえない訴権 を有す る者は、その訴権につ いて信託 を設定 す ることはで きな い。

曇.一翼甦Lll」璽権菌1

契約 に対す る権利 を有す る者は、その契 約か ら生 じた権利が譲渡不可能な範 囲で、その権 利 につ いて、信託 を

設定す ることはできない。

L_韮 膿 煮仙 駈

受益者 が、その受益権 を譲渡で きな い場合(第152条 ～第162条 参照)、 受 益者は、 自己 の権 利について、信託

を設定す る ことはで きない。

且_胡i』甦 籟蹴 坦制限」塗匹登.重 鰻 登

ある特定 の範 囲の人 々にのみ譲渡 し うる権利であれ ば、その範囲外の人のため、 その権利 につ いて信託 を設定

す る ことはで きない。
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例:

1.制 定法に よって、共済 組合 は、組合員 の親族 にのみ、死亡給付金 を支払 うことができ・ もし・死

亡給付金の証書 に、 その親 族が指名 されていない とき、 あ るいは指名 された親 族が・それを取得 しえな

いときには、そ の組 合員の最近親者 に給付金 を支払 う ことがで きると されて いる。上記の組合の組合 員

であ るAは 、 自己 の死亡給付金 の証書 の受益者 として、 い とこのBを 指 名 していた。Bは 自己の受益 者

としての権利 を、Cの ための信託 として保有す る ことをAと 約束 していたの であ るが、Cは 、Aの 親 族

では なか った。Aは 、最近親者Dを 残 して死亡 した。Cの た めの意 図 されて いた信託は無効で あ り、D

が、死亡給付金 の収 益 を取得す る権原 を有 する ものである。

2.1940年 の軍 人生命保険法(theNationalservicelifeinsuranceact)に よ り、1946年 改正法(3

8U.S.C§802(g))以 前は、 この法によ り兵隊の加入 した保 険は、一・定範囲 の被保険者 の親族 に支

払 う旨、規定 されて いた。兵士Aが 一 定範 囲の親族た るBに 支払 うべき保険契約 をし、Bは 保険金 をC

のための信託 と して保有す る旨、Aと 合意 したが、CはAの 親族 ではなか った。Aが 最近親者Dを 残 し

て死 亡した。Cの ため に意 図 されていた信 託は無効であ り、Dが 保 険金に対す る権原 を有す る。

h⊥」髄利 が牌 波止 よ.旦酋 猫査

権利設定 の際、 それ を譲渡 しようと した ときは、その権利は消滅す る もの とす る、 と規定 され、 その規定 が効

力 を有す る場 合、上記 の権利は、譲渡 をなそう とした段階で消滅す るのであ るか ら、信託 として保有す る ことは

で きない。第75条 、第150条 参照。

例:

3.Aは 、 甲地 をBに10年 間、残余権 をCに というように して譲渡 をなした。 その譲渡の条項 に、 も

しBが 甲地 に対す る自己の権 利について信託の設定 を試み た場 合、その権利 は消滅 する もの である、 と

定め られていた。Bは 、 その権利についてDの ための信託 を宣 言 した。Bの 権利 は、消滅 したので、信

託は設定 されな い。

第80条 譲渡不可能な理由が、信託宣言には適用されない場合

財 産権に対する普通法上の権 原の譲 渡にのみ適用 され る事由 にもとづいて譲渡 しえないよ うな財産権 は、信託

として保有する ことがで きる。

注:

a」.譲 渡1{主 な」、財.産横 を、価彗」ヒ1∠ζ隠 しうる巣 宣

特定の財産権が譲渡 しえない もの とされ る理 由が、 その財産権 に対す る普通法 上の権原の譲渡にのみ適用 され、

受 益権に適用 されな い場合 、上記 の財産権 の所有者 が、 たとえ、 その財産権 を信 託 として譲渡す ることはで きな

いとして も、それにつ いての信 託 を有効 に宣言す る ことはできる。

h、.,{賭 櫛
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生 前行為 または遺言 による財産権 につ いての一般的指名権 は、指名 権者 によってのみ行使 され得 るか ら、その

性質上譲渡 しえない もの であるが、信託 と して保 有す る ことが できる。指名権者 が、た とえば、 債権者 のため、

あ るいは婚姻 承継的不動産処分(■arriagesettl■ent)や その他 の既 に成立 した信 託の受託者 のために、その指名

権 を行使す る という内容 の捺 印契約 を有効 になし うる と同様、指名権 者が指名権 につ いての信託 宣言をなす こと

に よって、指 名権 を行使 するよう自 らを拘 束する ことも有効 にな しうる。

例:

1,Aは 、 甲地 の生涯権 をBに 、残余権 をBが 捺 印証書または遺 言書で指名す る者 に、遺 贈 した。B

は結婚 し、特定 の財産権を、 自己の婚姻承継的不 動産処 分の受託者 に譲渡 し、 自己 の指 名権につ いて、

その婚姻承継的 不動産処分 の受 託者のための受託 者 となる信託宣言 を した。指名権 につ いての信託は設

定 され ている。

これに反 して、指名権 の行使方法 を指名 権者の遺言 に限 定 した指 名権設定者 が、指名権者 は死亡 まで指 名権行

使 の義務 を負わ ないとの意思表 示を した という根拠に よ り、遺 言によ ってのみ指 名権 を行使 す る一般的指名権者

が 、指名 権者死亡 の時まで、指 名権 を特定 の方法 で行使 す るとい う捺印契約 で 自らを拘束す る ことは、有効 にな

しえな い場合、 その指名 権者は、指名権 についての信託 を有効に宣言する ことがで きない。上 記の指名権の行使

を内容 とす る捺Fl喫 約 の効力に関する問題 は、本 リステ イ トメ ン トの範囲外 であ る。

L契 約.hの 権利

契約 に もとつ いて生 じる権利は、有効 に譲渡す る ことができないのであるが、譲渡不可能 であ る事由が、信託

宣 言の場 合に は適用 されないのであれば、上記 の権利 についての信託の宣 言は効力 を有す る。上記の権利 を譲渡

す る ことに よって、債 務者の義務に重大 な変更 を加 えた り、契 約によ って債務 者に課せ られ た責任や危険 を著 し

く増 大 させ た り、 また、債務者が反対給付 を受け る ことを著 しく侵害 した りす ることにな る という理由で、譲渡

不 可能であ る場 合、 もし、信託の宣言 に よって、債務者 の義務が著 しく変 更 した り、責任や危 険 を増大 させ た り、

債 務者の反対給付 を受 ける機会 を著 しく侵害す るの でなければ、信託の宣言は有効に なしうるので ある。契約の

リステ イ トメ ン ト第151条 と比 較せよ。

第81条 信託によって譲渡不可能な権利が生 じたり、受託者 に譲渡不可能

な権利が生 じる可能性がある場合

あ る者が、 自己の利益のために保 有 している権利が譲 渡不可能であ るとき、その権利 は、以下の場合に信託 と

して保有す るこ とが できる。すなわち、

(1)そ の権利 が信託 として設定された場 合、 また は、

(2)既 に設定 されている信託の受託者 に、その権利 が発生 した場合。

注:

』.L棉 刮担1醐 丘上 レ工 灘.豊 魁⊇ 金
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権利 が設定 され た後、 それ を自己 の利 益のために保有す る者は、 たとえ、 それが、譲渡 しえな い性質 を もった

権利 であっても、 その権利 につ き、受託 者 とな りうる。

例:

1.甲 地の所有 者Aは 、 甲地 を、Bに はその生存 中、 そ して不確定 残余 権はDの ための信託 としてC

に、譲渡 した。 甲地が位置す る州 の法律 によって、不確 定残余権 は譲 渡不可能であ り、不確定 残余権 の

所有者は、それ についての信託 を有効 に宣言す る ことはで きな いと定 め られているのにかかわ らず、 甲

地に対するCの 権利 は、信託 として保有す る ことが できる。

旦=_現 に在在す蔓 一宿甚酔 受難継 生 じた権利

信託が既に設定 されて いる場 合、 信託財産に対す る受託者の権原 に よって、受託者 に権利 が生ず る ことがあ る

が、 この ような権利 を 自己 の利 益のため に保有 して いる者 はそれ を譲渡 した り、信託宣言 をなす ことが できな い

のであるに もかかわ らず、受託 者は、 その権利 を信託 として保有す るのであ る。

例:

2,甲 地 が在 る州 の法律 では、土地 に対す る不法 侵害に もとつ く訴権は譲渡不可能であ るとされてい

る。Aは 、 甲地につ いてBの ための信託の受託者であ った。Cが 、 甲地に不法侵害 を行 った。Aは 、C

に対 する訴権 につ いて、Bの ための受託者であ る。

3.Bの ための 甲地 の信託 の受 託者Aは 、信託条項 に よって与 え られた権限に もとづ き、甲地 をCへ

譲渡 したが、契約 条項 違反が あった場合 の取戻権 を留 保 していた。 甲地が在 る州の法律 では、契 約条項

違反 にもとつ く取 戻権は譲渡 しえない ものであるが、Aは 条項違反 に もとつ く取戻 権を信託 として保有

す る。

旦._承継受』丘者に刈重 畳.頚祉

或 る者が、 自己の利益 のため保有 して いる権利 は譲渡 しえないのであ るが、信 託 として保存 されている権利 は、

承継受託者に対 して譲渡す る ことがで きる。第111条 参照。

第82条 無体財産

無体財産はそれが譲渡 しうるものであれ ば、信託 として保有す るこ とが で きる。

注:

.仁 債権⊥如 典L1興c些 迦 」L

負債に対す る債権者の権利 や契約上 の権利は、それが譲渡 しうる ものであれ ば、信託 として保有す る ことがで

き る。

例:

1.AはBに100ド ル の債務 を負 って いる。Bが 、Bの 債権 にっ き受託者 となる旨宣言 した。信 託が設

定 される。
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旦L生 血斑猫

生 命保 険契 約 の保 険金受 取人に指 定 されてい る者 の権利 は、信託 として保有す る ことが で きる。第57条 注f、

第84条 注b参 照 。

も_儲 証撰圭 担 ‡1著作椥

特 許権や著作権 は、信託 として保 有する ことが できる。

」..営 業の哩瞳 ⌒ 」墨

営業の暖簾 や商標 を信託 として保有す ることが できる。

例:

2.Aは 食 料品の小売業 を営んで いる。Aは 、暖簾 を含む営業 を、Cの ための信託 と してBに 譲 渡 し

た。Bは 、 その他の営業資産 とともに、 暖簾 につ いてもCの ための信託 と して保 有 している。

営業の暖簾 や商標は、営業 の譲渡 と別個 に信託 と して譲渡 した り、 その営業 の信託宣言 と別個 に、営 業の暖簾

や商標の信託 を宣言す ることはできな い。

-e.業 務Lの 秘密

業務上の秘密 は、信託 として保有す る ことが でき る。

例:

3.Aは 、軟膏 の製法 を発 明し、 その軟膏の製造販売 を始 めた。Cの 利益のた めにその軟膏 をその製

法 に よ り製造販売 する ことに合意 しているBへ 、Aは その製法 を伝授 した。Bは 、 その営業上の秘密に

つ きCの ための信託 の受託者 である。 もし、Bが 信 託に違 反 して、 その製法 を第三者 に売却するおそれ

があ るが、 または、 自 らの利益 のためにその製法 によ り軟膏 を製法 によ り軟膏 を製造 しようとす るな ら

ば、CはBの 差止 命令を請求 する ことがで き、Bは 受託者を解任 され、その製法 をCま たはCの ための

新 受託者へ譲渡 する ことを要求 される。

工、_.文学f1三品

た とえば小説や詩 のよ うな文学作品 は、 版権が と られて いな いものであ って も、信託 と して保有す る ことが で

きる。

菖.,.発壁1

まだ特許権 を得 ていな い発明で も、信託 として保有 す ることがで きる。

上_掴 酬 亜

譲渡 しえない権利 を信託 として保有 しうる場合 の事情 につ いては、第80条 、第81条 参照 。

第83条 衡平法上の権利

衡平法上 の権利は、それが譲 渡しうるもので あれば、信託 と して保有 することが で きる。

注:
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【第3章 】

a.本 条に述べ られた法 準則 は、土地 ・動産 ・普通法 上の債権、 その他の無体 財産お よび衡平法 上の債 権 に適用

しうる。

信託の受益者が 自己の権 利 を譲渡 しうる場合(第132条 参照)、 その権利 を信託 として譲渡す ることに よって も、

またその権利 について は信 託 を宣言す る ことによって も、信託 を設定す る ことが できる。

例:

1.Aは 、CとDの ため の信 託 として、Bに 甲地を遺 贈 した。Cは 信託 に もとつ く自己 の権利 をFの

ための信託 としてEに 遺贈 した。Eは 、Cの 甲地 に対す る衝 平法 上の権 利について、Fの ための信託の

受託者 とな る。

2.Bが 、Aに 対 して有 す る1㎜ ドルの債髄 担保す るため、AはX州 に所在 す る甲地にBの た めの

売渡抵 当{■ortgage)を 設定 した。X州 の法律 によれ ば、売渡抵当設 定者は、売 渡抵 当の 目的物に対 す

る衡平法上 の権利 しか有 さな い。Aは 甲地 に対 する 自己の権利につ き受託者 とな ることを宣言 した。A

は、受戻権 につ き、Cの ため の信 託受 託者 である。

3.債 券 の所 有者Aは 、 その債 権につきBの ため受 託者 となる ことを宣言 した。Bは 、債券 に対 す る

自己の権利 につき、Cの ための受 託者 とな ることを宣 言 した。Bは 、そ の債券に対 してBが 有 する衡 平

法 上の権利 につ き、Cの ための受託者であ る。

4.証 券の所有者Aは 、 その証券 をCの ための信託 としてBに 譲渡 した。Bは 、その証券 を善意取得

者に売却 し、その代金 を浪 費 してしまった。CはEの ための信託 としてDに 、自己の全 ての財 産権 を遺

贈 した。Dは 、Bに 対する衝平法上 の請求権 について、Eの ための信 託の受託者 となる。

上L辿 後書照

譲渡 しえない権利が信託 として保有 され うる場合 の事情 については、第80条 、第81条 を参照せよ。

第84条 消滅するおそれのある権利

消滅のおそれのある権利は、それが 譲渡 しうる ものであれば、信託 と して保有す ることがで きる。

注:

旦」」n輔 丈二るおモれの壼 重」鞭 」

権利が、一定の事実の発生 した場 合、 その権利 は消滅 するとい う解 除条件つ きである とい う事実 だけで、信託

として保有す ることが できない とい うことはない。

例:

1.Aは 、 自己の寡婦Bに 、 自己の全 ての財産権 を遺 贈 したが、遺 言書で、 もしBが 再婚す る場合 に

は、Bの 権利 は消滅 し、 その財 産権はCに 帰属する もの と定 め られて いた。Bは 、 自己の権利につ いて

Dの ための信 託 を宣言 した。BはDの ための信託 として、解 除条件 つ きの権利 を保有 している。

1L_生 血 鍵陳
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第三者 に支 払 いをなす生命保 険の場合、 たとえ、被保 険者が、保険契約 の保険金受取人 を変 更す る権限 を留保

して いるとして も、その第三者 の保険契約 の保 険金受取人 としての権利は、信託 として保有 す ることが できる。

その信託は、被 保険者、保 険契約の保 険金受取 人の いず れによって も、設定 され うる。従 って、保険金受取人 が

保険契約 の中で受託者 として指定 され ている場 合、ま たは保険契 約は信託につ いて触れ ていな くて も、保険金受

取人が保険 証券または保 険金 を指定 された者のための信 託 として保有す ること被保険者 と同意 して いた場合、 ま

たは保険金受 取人が保険契約上 の自己の権利 につ き受託者 とな ることを宣 言す る場合、信託 は設定 され る。保 険

証券 に もとついて留保 していた保険金受取 人を変更す る権 限を、被保険者が行使す る ことによ って、受取人 の権

利が消滅す る ことがあ りうるにかかわ らず、生 命保険契約 の保険金受取人は、単な る期待権 以上の ものを有す る

(第86条 参照)。

上記の信 託は遺言に よる処分ではない。第57条 注f参 照 。

保険契約 が一定の範 囲の親 族のみ を保 険金受 取人 とな しうる もので ある場合の事情 につ いては、第79条 注gを

参照。

例1

2.Aは 、妻 のBに 支払 いをなす生 命保険契約 を した。Aは 、保険金受取人 を変 更す る権限 を留保 し

ている。Bは 、 自分たちの息子Cの ため、そ の保 険契約 の受益権 につ いて信託 を宣 言 した。Bは 、Cの

ための信託の受託 者 となる。

3.Aは 、妻 のBに 支払 いをなす生 命保険契約 を し、Aは 保険金受取人 を変更 する権限 を留保 してい

る。Aは 、Bと 、 その保険証券 および保険金 を、 自分たちの息子Cの ための信託 としてBが 保有す ると

い うことを合意 した。Bは 、Cの ための信託の受 託者であ る。

4.Aは 、B生 存中はBの ための、B死 亡後 は公益 目的のための信託 として、信 託会社Bに 支払 いを

なす生命保険契約 を した。Aは 受 益者 を変更す る権限 を留保 してい る。BはCお よび公益 目的の ための

信 託の受託者 である。

旦L前 後 鍵摺

譲渡 しえない権利が信 託 として保有 される場 合の事情 については、第80条 、第81条 を参照 せ よ。

第85条 不確定な権利

不確定 な権 利であ っても、それが譲 渡 しうるものであ るな らば、信託 として保有す ることがで きる。

例:

1.不 確定 な残余 権の譲渡 が認め られて いる州に在 る甲地 につ き、AがBに 生涯 権 を、CがBよ りも

長 生きす る ことを条件に残余栴 をCと その相続 人連に遺 贈 した。Bの 存命 中、Cは 甲地 に対す る自己の

権 利を、Eの ための信託と して譲 渡 した。信託 は設定 され る。

注1
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a.不 確定 な権利が、 どの程度 まで譲渡可能であ るか ということについては、本 リステ イ トメ ン トの範 囲外 で

ある。財 産法 リステイ トメ ン ト第162条 参照 。受益者の不確定 な権利 に差押 をなす債権者 の権 限については、第1

62条 参照 。

譲渡 しえな い権利が信託 として保有 され うる場合 の事情 につ いては、第80条 、第81条 参照 。

第86条 期待

将来に おいて財産権 を取得 する期 待 また は希望 は、信託 と して保 有されない 。

注:

旦_.遺 淀魁 ≧」垂無 遣 直柵朝1によ.皇雌 拙 走」鱒聾聾す剤01f壷

受遺者 と して、また無遺 言相続に よ り、 将来 財産権 を取得す る期待 を有す る者は、信託 として保有 した り、 譲

渡 できる現在 の権利 を何 ら有 しては いない。その者は、不確定権(第85条 参照)を 有す るの ではな く、単 なる期

待 を有するにす ぎない。不確定権 と単 なる期待 との間 に線 を引 くことは時 として 困難 である。 しかし、不確定 権

は信託その他の方法 で処分す る ことがで きるが、期待 は処分で きない。また、不確定権 は差押 の対象 となるが

(第147条 と比較せ よ)、 期待 は差押 えることはできない。

遺言者が、特定の人が、 ある出来 事に よ り遺言者 の財産権 を取得 する権 原 を有 する とい う遺 言を残して死亡 し

た場合、た とえその特定の者が その権原 を有す る ことになる期待 がずっ と後 に来 る として も、その者は信託 とし

て保有で きる権利 を有す る。 他方、遺 言者 がまだ死亡 していない場 合、その遺言 書に指定 された遺産受 取人 は、

た とえ遺言者が 、遺言の 内容 を変 える意思 がな くて も、また全 く回復 の見込 みのな い精神病 にな り、遺 言 を変 え

ることが できないとして も、遺 言者の財産 権に対 して何 らの権利 も取得 しない。'同様 に、財産権の所有者が遺 言

していない場合 、その者 の死亡に よ り相続 人 となるべ き人 々は、信託 を設定 で きる財産権 に対 し、 たとえ所有 者

が遺言 をする可能性がない として も、現 在の権利を有 しない。

ある者が権 利 を有 し、その権利 は、 いっ でも他の人の遺言で剥奪 される とい う事実 だけでは、 その権利 が確 定

の ものであれ、不確定の もの であれ、 その権利につ き信託 を設定す る妨 げ とは な らない。第84条 参照。 た とえば、

遺 言者が、或 る者に生涯 権 を遺贈 し、 その生涯権者が捺 印証書 または遺言 に よ り指名 する者に残余 権を遺 贈 し、

その指定がな されなけれ ば、特定 の者 ま たは遺言の相続 人に遺贈す る として死亡 した場合、特 定の者または遺言

者の相続人は、 その権利が生涯 不動産 権者 によって奪 われるとして も、信託 と して保有でき る権利 を有 す る。 こ

の場合、特定 の者 または遺言 者の相 続人 は、遺 言者 の財産権に対 し権利 を有す るので あって、単な る期 待 だけを

有す る ものではない。

⊃,契 約一上の.義務

単 なる期待 しか持 っていな い者が、信 託 を設定で きる権利がな いとしても、そ の者 がその後権利 を取得 したな

らばその時に、契約 によって信託 を設定 す ると自分 を義務づけ ること もできる し、 その財産権 を処分す ると約 束

す る こともでき る。期待 しか持 って いない者に よ りな され た財産権 に対する信託設定 の同意 は、 その者が それに
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対 する正 当な約 因 を受 けない限 り契約 と して拘束 され る ものではな い。 もしその者が正当な約 因 を受ければ、信

託設定 の約 束に もとつ くもの としての義務 が生 じ、 その契約 は通 常、その者 がその財産権 を取得 した時に、強制

可能 な もの とな る。 この ことは、その合意 が将 来信託 を設定 す る約束の形 成ではな く、将来取得 す る期待が持 て

る財 産権 につ いての現在 の信託宣言の形式をとって いよう と、また は、その ような財産権 について の信託譲渡 の

形式 をとって いようと、 あてはまる。 もし、その者が正 当な約 因 を受け取って いたな らば、 まだ取得 していない

財産権 につ き信託 を設定 する 旨の意思表 示 をする と、 その財産権 を取得 した時点で、大法官裁 判所に よ り、契約

の履行 または信託譲渡 につ き強制を うける。

他 方、 た とえ将来取 得す る財産権につ き信託を設定 する約 束 をしたとして も、 または将来取 得す る期待 が持 て

る財 産権 につ き信託宣 言 をし、 もしくは信託 として第三 者に譲渡す る旨の意思表示 をした と して も、 も し期待 し

か持っていな い者 が正 当な約 因 を受けなければ、その者 は何 らの義務 もない。

も 財産権 越後.1'u恒得圭曲 直撹窒

或 る人 は、将来取得 したい と思 って いる財産権につ いて、 自己が受託者 となる信託宣言 をな した り、 そのよう

な財産権 を信託 として他の人 に譲渡す ることを約 束 した場合、 または、その ような財産権 につ き現在受託者 とな

る旨の宣言 をす るか、または その ような財産権 を第三者 へ信託 として譲渡す る旨の意思表示 を したとして も、 そ

の者がその財産権 を取 得 した時 に、意思表示がな され ない と、信託 は何 ら生 じない。第26条 参 照。

例:

1.Aは 莫 大な財産 の所有者 である。Aの 死 亡前、Bは 、A死 亡 に際 しAか ら遺 言 または無遺 言相続

で受領 して も、Cに 信託 として譲渡す るとい う内容の印章 のある証書 を無償 で作成 した。Aが 死 亡。B

はAの 相続 人で最近親者であ るので、Aの 財 産の一部 をAの 遺言に よ り、一部 を無 遺言相続 によ り受 領

した。 信託は設定 されず、BはB自 身の ためにそ の財産権 を保有で きる。

財産権 を委託者 が取得 した時 に、信託が 自動的 に生 ず るのでは な く、財産権取得後 に、委 託者が信託 設定の意

思表示 をすれ ば、信託は設定 され るの である。履行拒絶 をしな い ことは、信託 設定 の意思 が失われ ていない こと

の充分な証拠 となる。その意思 を証明す るには、新 たな証書は必要 ない。

旦._生 董蛆{}に とり財産権.蜘 糧髄 坦接

本条 に述 べ られて いる法準則 は、生 前贈与 によ り取 得 したいと思 っている財 産権につき、 あ る者 が信託宣言 を

し、 あるいは、その財産権 を信託として他 の人へ 譲渡 す るという場 合に も適用 される。

旦.口繁 遮 もとづ く越 権口」辿坦堕」ri帥旦L

雇傭契約 に もとつ いて将来 生ずるこ とを期待 され る権利 が有効 に譲渡できる限 り(契 約 の リステ イ トメン ト第

154条 参照)、 その ような権利 についての信託は、 信託宣言 によるか、 または信 託譲渡によ って設定 され る。

1_亜 織 豊脳

期待遺産相続 人(expectantdistributee)の 詳細につ いては、財 産法 の リステイ トメ ン ト第316条 参 照。

幽 弛 堕1幽 盟

人は、取得 す ることを期 待 している財 産権 については何 らの権 利 も持たないが、不当な手段 に よって、その者
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【第3章 】

の財産権取得 を妨害 した者 は、不法 行為責任 を負 い、 その不法行為者 が 自己の ためにその財産権 を取得 した場 合、

その者 は、他人 のための擬制 信託の受託者 として責任 を負 わなけれ ばな らな い。従 って、他人 か ら詐欺、 強迫 又

は不当威圧 によ り財産権所有 者の第 三者 に対す る贈与 を妨害 した者 は、第三 者 のための擬制信 託の受託者 として

の責任 を負 う。原状回復の リステイ トメ ン ト第133条 第1項 、第169条 注c参 照。不法行為 によ り、被相続 人が他

の者 に財産(権)を 残す ことを妨害 した者 が、遺言又は無遺言相続 によ り財 産権 を取得 した場合 にも、 この原 則

は適用 され る。原状回復の リステ イ トメ ン ト第184条 、不法行為の リステイ トメン ト第870条 参照。

第87条 受託者としての債務者

債務者は、 自己が債権者 に負 っている債務にっいて受託者 とはな ∪得 ない。但 し、有効な信託が設定 されてい

る場合、受託 者が債務者 とな ったとい うことで、受託者 としての鵬務 を免か れる ものではない。

注:

旦 」i託 の置足

あ る人が、他の人によ って作成 された強制可能な約 束手形 を保持 している場 合、保持者は無償 で第三者 のため

に、その手形について信託宣言 をなす ことがで きる。 しか し、或 る人が、第 三者の ため受託者 として、 自分 自身

に支払われ るべ き手形を作成 した り、持参 人払 いの手形 を作成 し、 その手形 につ き第三者の ため、 自己が受託 者

とな る信託宣言 をした場合、信託 は設定 されな い。

同様に、銀 行預金者 が、第三者の ための受託者 として、 自己に支払 うべ きその銀行 の小切手 を作成 した り、持

参 人払いの小切手を作 成 し、 その小切手 につき、第三者のため、 自己が受託者 とな る信託宣言 をした場合、信託

は設定 されない。 しかしなが ら、銀行預 金者は、 自己の銀行に対 す る債権に ついて、無償の信託宣言 をなす こと

によ り信託 を設定する ことは できる。

約 束に対 して約 因が支払 われ、従 ってその約 束が拘 束力 を有 する として も、約 束者が信託宣言 を行 った財産 を

有 するのでなければ信 託は設定 され ない。従 って、ある者が他 の者 か ら自己 の もの として消費 しうる金銭 を受領

し、同様 の金額 を第三者に支払 う約束 を した場 合信託は設定 されず、第三者 のための契約が成立す る。14条 参照。

同様 に、金銭受 領書が、 その金銭 を自己の もの として消費するが、 後 日同様 の金 額 を分離 し、第 三者のための信

託 と して保有 す る旨合意 した として も、 その金額 を分離 し、信託宣 言 をす るまで、信託は設定 されない。上記 の

場合、約束 を した者は債務 者であ り、受 託者ではない。

保 険会社 と被保険者 または保険金 の受取 人との合意 で、保 険会社 は、保険証 券の満期に総 計金額 を一時に支払

うかわ りに、据 置払 いに して、 しか も、 その証券の受取 額を分離 してお くとい う合意がない場 合、保険会社は合

意通 り支払 う債務を負 うが、受託者 ではな い。 しか し、信託に適 用 され る規定 の多 くが、 この ような合意に適用

される。第12条 注k参 照 。

虹..童 托妻 定債務 者1聖なユ 鮭墨 金

信 託条項 または、受託者 と受 益者の合意 によ り、更改(novation)が な され、 それによ り信託が消滅 し、受託
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【第3章 】

者が受益 者の債務者 にな ることがあ る。第12条 注o参 照。

しか しなが ら、有 効な信託が設定 され ている場合 、受託者が債務者 になった という ことだけ で、 受託者 として

の義務 を免れ る ものではな い。 たとえば、一・定額 の金銭の受託者 が信 託条項 によって、 自己 にその金銭 を借 りる

ことが認め られ、受 託者が そう した場合、受託者 は もはや信託 として金銭 を保有 するのでは ないが、受益 者に対

す る単な る債務 者 として取 り扱われ るものでもない。受託者 は信託 として第三者 に対 す る債権 を持 ってい る場 合

に負 って いる義 務 とだ いた い同じ義務 を受益者 に負 って いる。 そ して受託者 は、未 だ、受 益者 と信 認関係 にあ る。

それゆ え受託者 はその取引 に関 して知 りうる全情報 を開示 しなければ、受益権 を適法 に買 うことができず、その

取引 は公正 でなければな らない。 さもなければ取 消 しうる もの となる。第170条(2)項 参照 。受益者 の権利 は、単

な る債権 の場 合 とは異 な り、 出訴期限法 によ り消滅 しな い。受託者 は信託条項 に違反 した場合、受 益者 に対 して

責任 を負 う。

信託会社 が一定額 の金銭 を信託 として保 有し、 しか も、信託条項 または制定法 に従 って、 その金 銭 をその会社

の預金部門(第170条 注m参 照)に 預金 している場 合、信託会社 ほ、受益者 に対する単な る債務者 ではな く、受託

者 として受益 者に負 っている義務 に服 する ものであ る。信託会社 は、信託 として第三者に対 する債権 を有す る場

合 に負 っている義務 とほぼ同様 の義務 を受 益者 に対 して負 っている。

受託者 と しての銀行が 自己に対す る債権 を独立 に有す る とい う表 現は、厳密には正確で ないが、完全な誤 りで

はない。銀 行が破産 した場 合、受益者 は別 段の法律 の定 めがない限 り、銀 行の一般債権者 に優 先す ることはな い。

第202条 参照 。

第88条 受託者の財産権の範囲

(1)別 段 の意思表示がな い限 ∪、土地 に対す る権利の信託 においては、受託者の取 得す る権 利の範囲は、その

財産権所有 に附随す る権限 を行使す ることによ り、信託 の履行が 可能となる程度に とどまる。

(2)別 段 の意思表示が ない限 り、動 産の受託者 は、期 間の制 限のない権 利を取 得 し、信託 の期間に制 限された

権利 を取得 するので はない。

(1)項 の注:

生理 随曇 の財 産権

財 産権 の所有者 が、 信託 として受 託者に譲渡 し、 その受託者に譲渡 された権利の範 囲に関 し意思表示 をした場

合 、受託者の取得 する権利の範囲はその意思表 示 に従 う。受託者の取得す る権利の範 囲について何 らの意思表示

もない場 合、 その財産 権が生前行為 で譲渡 され ようと、遺言に よる場合であ ろうと、本条 で述 べ られる法準則 が

適 用 され る。

受託者が単純 封土権 または動産につ いて所有権 を取 得 して も、信託条項 によって、信 託期 間の満 了に もとづ き、

その信託財産が受 益者に帰属す るとされ る場合、受 託者の権利 は、信託期間満了 で終了 する。第345条 注a参 照 。

b財 産権(estate)と 権限(po冒ers)

1
工
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土 地の所有者が信託 を設定 して、受 託者に土地に対 する普通法上 の権利(legalestate)と 、 それに付 随 して、

その ような権利の所有者が通常有 している権限 を与 える ことが できる。 この ような場 合、 その権利 は信託 と して

保 有 される。 しか しなが ら、その所有者 は、受 託者に権利(estate)を 譲渡 しな いで、単 に権 限{po冒ers)だ け

を与 える こともできる。 この場合、 その権 限は信託 として保有 され る。所有 者が受託者 に権利 を与 えたのか、 権

限 を与 えたのか は、意思表示 による。

例:

1,BはCの ための基金 の受 託者であ る。 甲地 の所有者Aは 、Bが 信託 として保有 している資金 が一

定額以下に下が った場合、 甲地 を売 る権限 をBに 与 える証書 に記名捺 印 し、 甲地 を売 る場合 その売上 金

をCの ために同 じ信託 として保 有する もの とし、Bが 甲地 を売 る権 限 を行使 するまでは、 甲地 の普通法

上の権利はAに ある もの とした。BはCの ための信託 として売却 の権限 を保有す る。

旦.権 限 塑授一瓢 こよ墨」Hl董楮L魎t旦 垣}ρ 裁定

信 託を設定す る証書の条項に よって、 代理権が受託者 に授与 され る場合 、その証書 によ り、特別 な文言 で、 受

託者 に普通法 上の権 利が移 転す ると明示 されて いな くと も、反対の意思 の証拠 が ない限 り、受託者 は財産権 を取

得 し単なる権限 を取 得する ものでは ない。

例:

2.Aは 遺 言によ り、Aの 遺言執 行者た るBに 、Aが 残す土地全 部 を賃貸 した り、管理 した り、譲 渡

す る権限を与え、その総収益 をCの 生存 中はCへ 支払 い、C死 亡後 は、Dへ その土地 を譲渡す るか、 ま

たはその収 益を支 払 うことを命 じた。反 対の意思 を表 明 した証拠 がない限 り、Bは 信託 として単純封土

権 を取得 した ことにな る。 ・

4.権 利⑭ 凪

受 託者 が土地に対する権利 を取得す る場 合、取 得す る権利の範囲は、譲渡人 の意思表示 による。譲渡人の反 対

の意思 を表 明 した証拠がない限 り、 その範 囲はその権利の所有に付随す る権 限の行使 によ り、信託 の履行が可能

とな る程度 であ る。

例:

3.用 地の所有者Aは 、C生 存中はCへ 甲地か らの収益 を支払 うため、Bに 、 甲地 を売却す る権限 と、

その売上高を投 資 し、その収益 をCへ 支払 う権限 を付 して、 甲地 を信 託 として譲渡 した。Bは 、信託 と

して単純 封土権(feesi■ple)を 取得 する。

4.Aは 、既婚 婦人 であ るCと 、Cの 相続人 と将来の譲受人の ための既婚婦人 のため のユース として

Bに 土地を遺 贈 した。Bは 信託 と して単純 封土権 を取得す る。

5甲 地 の所 有者Aは 、10年 間、その収益 をCに 支払 うため、Bと その相続人 に信託 として甲地 を譲

渡 した。信託条項 によ って、 それ以 上の権限はBに は付 与 されて いない し、 また、それ以上の義務 も課

せ られていない。Bは 、10年 間 、信託 として財産権 を取得す る。

6.甲 地 の所有者Aは 、C生 存 中はCへ 収益 を支払 うため、Bと その相続人に 甲地 を信託 として遺贈
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した。遺 言者の異 なる意思 を表 明した証拠 がな い限 り、C生 存中、Bは 信託 として財産権 を取得 す る。

⊇ 皿端 艇

本条で述べ られてい る法準則 は、受動信託 にも適 用 され る。

例:

7甲 地 の所有者Aは 、売買契約 によ り、Cと その相続 人のために、Bに(Bの 相続人 は入 れない)

信託 と して甲地 を譲渡 した。Bは 信託 と して単純封土権(feesi叩1e)を 取得す る。

ユース法が適 用 され るとしても、受動信託 に対 して本条 で述べ られている法 準則 が適用 され る。第68条 参 照。

例:

8.甲 地 の所有者Aが ユ ース法 の適用 され ない譲渡証 券によ り、Bの 相続人 を除 きBの み へ甲地 をC

とその相続 人 のための信託 として譲渡 した。ユー ス法 は、 その信 託に適用 され、Cは 普通法上 の単純封

土権 を取得 す る。

設定時は能動 信託だ ったが、 その後受動信託 となった信託 を終 了 させるユ ース法 の効果につ いては第69条 注d

参照。

(2順 の注:

-1..一髄産

動産の所有 者が、他 の人 に信託 としてそれを譲渡 す る場合、譲 渡人の異 なる意思表示がな い限 り、受 託者は、

期間 の制限 のな い権利 を取得す るの であ り、信 託期 間 によ り制限 された権 利 を取得す るの ではない。従 って、動

産 または有価 証券が、あ る者 を生涯権 の受 益者 と し他の者 を残余 権の受益 者 とす る信託 として譲渡 された場合、

受託者は期間 の制限 され ない普通法上 の権 利を取得 し、生涯受益 者の生存 期間に制限 された権利 を取得 す るので

は ない。

149



【第4章 】

第4章 受託者
第89条

第90条

第91条

第92条

第93条

第94条

第95条

第96条

第97条

第98条

第99条

第100条

第101条

第102条

第103条

第104条

第105条

第106条

第107条

第108条

第109条

第110条

第111条

自然人の受託者能力

妻

未成年者

心神喪失者

外国人

非居住者

国あるいは州

法人

法人格なき団体

パートナーシップ

信託を管理する能力

受託者としての委託者

信託設定後の受託者の欠落

受託者による信託引受後の拒絶

単独受託者のうちの1人 の死亡

皐独受託者の無遣言死亡

単独受託者の遣言死亡

受託者の辞任'

受託者の解任

新受託者の選任

裁判所による新受託者選任の場合の信託財産に対する権原の帰属

選任権行使の場合の信託財産に対する権原の帰属

通常譲渡不可能な財産権の新受託者への帰属

第89条 自然人の受託者能力

(1)自 然 人が財産 権を受託者 として取得 できる能力(capacity)は 、そ の財産権 を自己の ために取得で きる能

力 と同 じで ある。

(2)自 然人 が財 産権 を受託 者 として保有で きる能力 は、その財産権 を自己のために保有で きる能力 と同じで あ

る。

(3)自 然人が財産権 の信託 を管理する能力 は、その財産権を 自己の所有 と して管 理す る能 力と同 じであ る。

注:

旦 能力の意味 につ いては、第18条 注a参 照。
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h本 書の範 囲

本条では、(1)信 託 として財産権 を取得 する場合 、(2)信 託として財産権 を保 有す る場合、(3)信 託 を管理

す る場合の、 自然人の能力欠映の効果 につ いて一般 的規則 を述べ る。

(1)項 の注:

c。.。雌 権取盟 豊能」1

財産権 を取得 する能力 をもたない者へ、財産権 の譲渡が なされ た場 合、その者 は受託者 とな らない。しか し、

それ でもなお、信託は設定 され る。第32条 、33条 参 照。

い くっ かの州 では、外国人 は土地に対 する権原 を取得す る能 力な しとされ てい る。それゆ え、そ こでは、外国

人は、信託 として土地 を取得 する能力 はない。第93条 参照。

(2)項 の注:

⊥_肱 寵棉 を{呈』」す る能力

財産権 を取 得す る能力 はあるが、 それを保有(hold)す る能 力がない者に、財 産権の譲渡が な された場 合、 そ

の財産権 は、 信託 としてその者 に移転 する。 しか し、そ の者が財産権 を保有する ことをやめ た時に受 託者 をやめ

た ことにな り、 裁判所 による解任 は必要 ない。

普通法 において、既婚婦人 は、財産権 を取得 する能力 を有 していたが、その動産上の権原 は夫の方に移転 して

しまうの で、 それ を保有す る能 力は もっていなかった。第90条 参照 。若干の州 にお いては、外 国人は、財産 権 を

取得す る能 力を有す るが、土地 を保有す る能力 はな く、土地は州 に没収 されて しま う。その よ うな州 においては、

外国人 は土地 を信託 として保有す る能 力を有しないわけ である。第93条 参照 。

(3)項 の注:

旦」.」[}随を管理 する値立

人 が、財産権 を取得 した り、保有 した りする能 力 を有 していて も、完全 に有効 な譲渡や契約 をなすとい うよ う

な、信託 の処理 に必 要な行為 をす る能 力が なけれ ば、そ の者 は、 その財産権 についての信 託 を管理 する能 力を も

たな い。

財産権が、 ある者に信託 として譲渡 され、 その者 がその財産権 を取得 し、保有 す る能力を有 している場 合、信

託は設定 され 、譲受 人が、そ の財産権 の受 託者 とな る。 しか し、譲受人 に、その信託 を管理 す るに必要 な能 力が

な い場合 は、その者の能力 の欠映が、受託 者を解 任 させ る理 由となる。第1(η条参 照。

未成年や精 神病者は妻 は(妻 についてはある程 度だが)、 財産権 を取得 した り、保有す る能 力 を有しては いる

が、信託 を管理 す るに十分 なる能 力は有 していない。第90条 ～第92条 参照 。

第90条 妻

(1)妻 が財産 権を信託 として取得 し、保有す る能力は、妻が 自己の ために財産権 を取得 し、保 有する能 力と同

じであ る。
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(2)妻 が財産権 に関する信託 を管理す る能力 は、 自己のため に所有する場合 に、財産権 を管理す る能力 と同 じ

であ る。

(1)項 の注:

aL』 撞 摘 を製9し.保 オ∫立端 』

普通法 では、 妻は財 産権を取得す る能 力を有 したが、夫が妻の財産権に対 し、或 る権利 を取得 した。 さ らに夫

は、妻が信託 として保 有 して いる財 産権 に対 しては、妻 自身のため に保有 している財産権に対 し、夫が取得す る

の と同じ範 囲で、権利 を取 得 した。但 し、夫が取 得する権利 というのは、そ の信 託に従って保有す るもの であっ

た。

独身者 と同 じように、既 婚の婦人 に財産権 を保 有する権限 を与 える法制の下 では、妻 も、信託 として財産権 を

保有 できる。

(2)項 の注:

旦.」詩花 を管理 する偲力

完全に有効 な譲渡 や契約 をする とい う信託 を管理 するために必 要な行為 をす る能力が妻にな けれ ば、妻は信託

を管理す る能 力を もたない。普通法 では、妻 は、契約 もで きず、夫へ譲渡す る場 合を除き、財産権 を譲渡で きな

か ったため、信 託を適法 に管理 する ことはできなかった。それ故、通常妻は受託 者を解任 され、制定法に よ り裁

判所が権原 を新受託者 に帰属 させ ない場合、妻 と夫 は、共同 して新受託者へ譲渡 する よう強制 され る。

妻が財産権 を取得 ・保有 し、夫 以外の者へ譲渡 し、 未婚女性 と同様に契約 を締結 で きる制定法 の下では、妻は

信託 を管理 し うる。 このような制定法 に よれば、 妻は夫 と契約 す る能力を持た ないが、その ことは信託 を管理す

る能力になん ら影響 しない。

亘,.義 務

受 託者た る妻 の信託違反 の責任 の問題 につ いては本 リステイ トメ ン トの範 囲外 である。第215条 参 照。

第91条 未成年者

(1)未 成年者 は、信託 と して財産権 を取得 し、保有 する能力 を有 する。

(2)未 成年者が財産権 を信託 と して管理する能力 は、未成年者が 、自己のため に所有 と して有 する場 合に、財

産権 を管理でき る能力 と同 じで ある 。

注:

a.未 成年者は、財産権 を自己のため、あ るいは信託 と して取得 し、 保有 す ることができる。 しか しなが ら、未

成 年者に よる財産権 につ いての契約 や譲渡は、取消 しうる ものであるか ら、未成年者 は、信 託 を適法 に管理 す る

ことはで きない。未成年 である受託者 は、通常、少 な くとも成年 に達 するまで は、裁判所 に より、受託者 として

の地 位 を解任 させ られ る。

互、』_普通法上 では、裁判所 が、未成年 であ る受託者 に対 し、信託財 産を新受 託者 に引渡すよ う強制は していな い。
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しか し、 制定 法に よ り、裁 判所 は、 信託財産 を新受託者 に帰属 させ ることはで きる。第109条 参照 。

旦」一未成 年者の信託違反 の責任 につ いては、本 リステ イ トメ ン トの範 囲外 であ る。第215条 参照。

第92条 心神喪失者

(1)心 神 喪失者は信託 と して財産権 を取 得 し、保有す る能力 を有する。

(2)心 神 喪失者は、信託 を管 理す る能 力を有 さない。

注:

旦_心 神喪失 者は、 自己 のため、あるいは信託 として財産権 を取 得 し、保 有す ることが できる。 しか しなが ら、

心神 喪失者 に よる契約や財産権 の譲渡 は、無効 または、取消 しうる ものであ るため、心神喪失者 は、信託を適法

に管理す る ことがで きない。心 神喪 失者 は、裁 判所に よって解任 させ られ、新 しい受託者が選任 される ことに な

ろう。

互 一裁判 所は、信託財産 を新受 託者 に引渡すよ う、心神喪 失者 を強制 しない。制定法 によ り、裁 判所は、その信

託財 産を新受 託者に帰属 させ る ことができ る。第109条 参照 。

C.心 神 喪失者の信託違反 の責任 については第215条 参照。

第93条 外国人

(1}外 国人が財産権 を信託 と して取得 し、保有 する能 力 は、外国人 が、財産権 を 自己のため に取得 し、保 有す

る能力 と同 じである。

(2)外 国人が財産権 を信託 と して取得 し、保 有する能力があ る場合 、信 託を管理 す る能力 を有 する。

注:

旦,_財 産権 を堰 鉗 レ土 堤 イi]t旦能力

ほとん どの州 では、外国人は、動産 と同様、 自己のため、あ るいは信託 として不 動産を取得 し、保有す る こと

ができる。土地 に対す る権限 を外国人が取得 できない州 では、外 国人 は、土地 について受託者 となることはでき

ない。

払」 誕 を管理 する働

外 国人 が財産権 を取得 し、保有す る能 力を もつ場 合、その外 国人 は、財産権 を譲渡 し、契約 を締結す る能 力が

あるので、信 託を管 理す る能力 を有す る。

cい くつ かの州では、制定法 によ り、外 国人 は受託者になれ ないとされている。 また、あ る州 では不在 者た

る外 国人 は受託 者 となれな いとされ ている。

第94条 非居住者

信託が設定され、信託が管理され、信託財産が存在する州に居住していない者でも、受託者になることができ
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る。

注:

.a.奨 韻書 とこしての非1`■}住者

普通法 では、信託が生前行為 で設定 され るにせ よ、遺言 で設定 され るにせ よ、受託者 が信託 が設定 される所に

必 らず しも住んでいなけれ ばな らな い とい うのでは ない。非居住者が、委 託者あ るいは遺言者 によ って、 受託者

と指 定 され ることもあ る。 そのように指 名 された者が信託 を管理 する ことがで きる。受 託者 がいな くなった場合、

裁 判所は後任受託者 を選任 するよ う要求 され る。新受託者 は不在者 であって もよい。

居住者が受託者 として指 名 され、 その後 にその者 が非居住者 とな った場 合、 この こと自体が、その者 を受託者

か ら解任す る理 由とはな らない。ただ し、 その ことで、その者 が信託 を管理 できな くなった場合は別であ る。

あ る州 では、 非居住者 が遺言に よ り受託者 となった場合には、令状 を送達す るための居住者の選任 を必要 とす

る。一部 の州 では、裁 判所が、遺言に よ り受託者 となった不在者につ き、管轄権 を有す る旨の規定 があ る。 また

一部 の州 では、 そのよ うな受託者の選任 につき、裁 判所が裁量に よ り承認 を拒否 す る旨の規定が ある。

互_亘rr後参照

受 託者 としての州 外法 人の能 力につ いては第96条 参照。

第95条 国あるいは州

合 衆国または各州は、財産権 を信託 と して取 得 し、保有す る能力 を有する。但 し、法令 に別段 の規定が ない限

り、その信託は、合衆国 また は各州 に対 し、履行 を強制で きない 。

注:

a.主 権免責(即 題r田gn.i品 題itY)

イギ リスでは国王 は受 託者 とで もい うべ きものであるが、国王に信託を強制す る訴訟 は提起 で きず、国王に対

す る受益者 の救済方法 は、唯一請願のみ である。合衆 国または各 州に対す る受益者 の唯一 の救 済方法は、立法府

の特別訴訟 による。ただ し、法令に よ り、請求裁判 所(courtofclai■s)ま たは他 の裁判所での訴訟手続が規定

され ている場 合は、別 であ る。

L.国 か らの譲渡人

合衆 国または州が信 託財産 を善意取得者 でない者に譲渡 した場合、 その譲受 人は、信託 を条件 に取得す る。

旦_査 寒 国

合 衆国は、合衆国憲法に よって与 え られた権 限の範囲 内で、明示 または黙 示にな された 目的 のためにのみ信 託

を管理 す ることがで きる。

旦,_州

合衆国憲法 あ るいは州憲法 や法令 の規 定によ り制限 されない限 り、州 は、 どの ような 目的 のために も信託 を管

理 す ることが できる。
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第96条 法人

(1)財 産 権を信託 として取得 し、保有 する法 人の能力 は、法律の制 限がない限 り、 自然人 と同 じであ る。

(2)法 人 が信託 を管理す る能力 は、法 律によって法人 に与え られ た権限の範囲に依 る。

注:

旦L法 人 さの遺贈

イギ リスにおいて、1540年 及 び1542年 遺 言法(32Hen.VIIIC1.and34&35Her.VIII.C.5)の 制定

前 は、不動 産の所有者は不動産 を遺贈 する権限を有 さなか った。 これ らの制定法 に よ り、遺贈 は一般的 に認め ら

れ ていたが 、法 人への遺贈 は明文上認 め られていなか った。法人 への遺 贈は、州 に よ り、許可 され ている ところ

もあるし、法 令によ りあ るいはその定 款上、明確 に認め られ る ものでなければ、法人 が不動産 を遺贈 によ り取得

できない ところ もあ った。 また、一部 の州 では、一定額以上 の不 動産遺 贈の場 合、法人が、 その不 動産 を取得 で

きないとする ところ もあ り、 これ と同 じことを動産遺 贈 につ いて も定 めている ところがあ る。 これ らの制 定法 は、

法 人が財産 権 を保有す る権限 のほか、取 得する権限に も制限 を加 えている。 これ らの州で は、法人 が遺贈 によ り

自己のために取得で きな い財産権 を、法 人が遺 言信託 として取得 できない。 しか し、信託 は失効 しない。第33条

参照。第397条 比 較。

互_法 △ 竺の生 間行為に よ墨堤菰

`英 国におけ る初期の死手法(sta加teof爾ort■ain)の もとでは
、生 前行為 に よ り、不動産 を譲渡して も、その

財 産権を法 人が保有す る ことにつき国王の許可 がな い限 り、 その財 産権は国王に没収 され た。 この法 はアメ リカ

では採 用 されなか った。

竺.,法 ムが∫杖有:C.き⊇ 総額 についてΦ?上畳上の制 限

一部の州 では、あ る種類 の法人 は、 財産権を取 得す るにつ いて制 限 されな くて も、法令 によ り一定額以 上の財

産権 は保有 できない とされ ている。 これ らの州 では、一定額以上 の財産権 が信託 としては法人 に譲渡された場 合、

その州 によ ってな され た訴訟手続 で、 その財産権 の放棄が強制 される ことになろ う。 これ らの制定法 は、法 人が、

財 産権 を保 有す る権限 には制 限を課 してい るが、財産権 を取得 する権 限には制限 を課 していない。 これ らの州 で

は、許容額 以上の財産権 が信託 として、権限が制 限 され た法人 に譲渡 された場合、州 の提起す る訴訟手続 に もと

づき、その財産権の放棄 を強制 され る。 しかしなが ら、 その信託 が無効 とな るのでは ない。第32条 、101条 参 照。

第362条 、397条 比較。

旦　挫 ∧」魎財 産権 を取得壼重 継 打 で き1る一11理

一部の州 では、法人が財産権 を取得 し、あるいは保有す る能 力は、その財 産権 が その法人 に引渡 され た 目的に

よっている。その ような州 では、特定 の信託に もとづ き財産権 を取 得 し、保有す る法人の能力 は、その 目的が、

その ような信託 を管理す る権 限の範 囲内か どうかに よっている。

例:
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1.X州 の法律 によ り、法 人設立証書(定 款)に 指定 された 目的 のた めの み、法人 は土地 に対 す る権

原 を取得す る能 力があるとされて いる。X州 にお いて、Aは 、州法 に従 って設立 され たB法 人 に、 甲地

か らの収益 をCに 支払 うための信託 として、 甲地 を遺贈 した。甲地 に対す る権原がB法 人に帰属 す るか

どうか は、法人 の定款 にもとづ き、その法人が、 その信託 を管理 する権限が あるか どうかによる。

法 人が信託財産 を取得 または保有 する権限 を有 さないと しても、信 託は失 効 しない。第32条 、第33条 参照 。一

部 の州では、法人が 自己 のために財 産権 を取得 し、保有す る能 力を有 する場 合は、 その法人が 、信託を管理 す る

能力がな くても、信託 として、財 産権 を取得 し、保有す る能 力がある。 この ような州 では、 その法 人は、 受託者

を解任 させ られ ることになろ う。第107条 参照。

呈_這 睡 を!脾理吏5能 力

信託 を管理 する法 人の能 力の範 囲は、憲法 または制定法 の規 定や、法 人の定款 によって決定 され る。信託 を管

理 す る権限が法 人に明示 的には付与 され ていな いとして も、法 人は、信託 目的の達成 に必要 な範囲 または法人 の

能力 の範 囲で、受託 者 として行為する権限 が与 え られる。財産 権が、法 人設立の 目的 と密接 な関係があ る目的 の

ため に信託 として法 人に譲渡 された場合、法人 は信託 を管理 する能力 を有す る。

財産権 が法 人に、 一部は 自己のため、一 部は他人 のために譲渡 され た場合、 その法 人は信託 を管理す る能力 を

有す る。

例:

2.Aは 、B教 会に1万 ドル を信託 と して譲渡 し、C生 存中はCに その収 益を支払い、C死 亡後 は、

それを教会 の 目的に充て ることとした。Bは 、Cの ための信託 を管理す る能 力 を有す る。

』..借 疏 会社 およ旦 鮫口

信 託会 社や州法銀行は、信託受託者 と して行為 をなす権限が法令に よ り与 え られて いる。連 邦法の下で は、連

邦準備制度理 事会が国法 銀行に対 し、州法 に違反 しな い範 囲で受託者権限 を付与 す る。信 託会社 または州法銀 行

が受 託者 とな り得 る州では、そ の州 にある国法銀行 に対 して連邦準備制度理事会 が受託者権限 を付与す る ことが

でき る。

L州 世職 ∧

或 る州 の法 律に もとづ き成立 され、受 託者 として行為 をなす能力 を もつ法人 は、他の州で、それ を禁 じていな

い限 り、その他の州で も、受託者 として行為を有す る。

多 くの州では、その州 で州外銀行 または州外 信託会社が受託者 と して行為 でき るか否か及 び行為す るときの条

件 につ き、制定法が ある。

1Lエ_》ihL元旦4≧Lj些L{童|」オ三(薗坦icipalcorDoratiΩn二L－

地方公共団体 も、教育 の推進 、貧 困の救済、健康の保護 、公共 のための公園や施設 や工場 などの建設 や維 持 と

い うような公益 目的 のための受 託者 と して行為 をす ることができる。 しか し私益信託 は含 まれ ない。

地方公共団体 の権限 の範 囲については、明文の規定 のある場合が 多い。
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第97条 法人格なき団体

法 人格 なき団体が、 自己のた めに財産権 を取 得 し、または保有 する能力がない場 合は、法人格なき団体は 、信

託 と して財産権を取得 し、または保有 す る能力がな い。

注:

貝_継 横綱 甘し、保違 立蚤筐担 一

普通法 では、法人格 なき団体 は、土地に対す る普通法 上の権原 を取得 あるいは保 有す ることがで きず、 そのた

め、信託 として土地 を取得、 あ るいは保有す ることがで きない。 しか しなが ら、 その信託は失効 しな い。第32条 、

33条 参照。

法人格 なき団体へ の財 産権の譲渡が、 その法人格 な き団体の メンバ ーに財産 権の権原 を与 えるもの とす るな ら

ば、信託 として財産権 を譲渡 した場合、 その財産権 は、信託 としてメ ンバー に有効 に帰属す る。

互 二償随 を鶯璽 宣 る艦 μ

法人格 なき団体 は、法 令等に よ り、 自己のために財産権 を取得 し、保有 できる と同 じ範 囲 で、 その ような財産

権 を信託 と して取得 し、保有で きる。

c..一法ム 挽 な寺童益li胃体

法人格 なき公益 団体への遺贈 の有効性 については、第397条 注f参 照。

第98条 パ ー トナ ー シ ップ

パー トナーシ ップが自己 自身のため に財 産権 を取 得 し、 また は保有 する能 力を有 しない場合 は、財産権 を信託

と して取得 し、また は保有する能力 を有 しない 。

注:

旦.雌 獅 を_聖覆し、保ゴ1宣る働

普通法 上では、パ ー トナー シ ップは土 地に対 す る普通法上の権原 を取得 し、あ るいは保有 する ことが できな い

ので、信託 として土地 を取得 し、あ るいは保 有す ることは できない。 しか しなが ら、 その信託 は失効 しない。第

32条 、33条 参 照。

自己自身 のための財産権 の譲渡に よ り、財産 権の普通法上の権原が構成 員に帰属す るな らば、パー トナ ー シッ

プに対してす る信託 としての譲 渡は、構成 員に対 して信託 として財産 権を譲渡 した ことになる。

互,個 髄 を管理 する脂血

パ ー トナー シ ップは、法 令等 によ り、 自己のために財産権 を取得 し、保 有で きる範 囲で、 そのよ うな財 産権 を

信 託 として取 得 し、保有 できる。

第99条 受託者 としての受益者

(1)数 人の受益者のあ る信託で は、その受益者の1人 が 、複数 いる受託 者の1人 となることができる。
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(2)数 人の受益者のあ る信託で は、その受益者の1人 が 、その信託 の唯一の受託者 となることができる。

(3)単 独受益者は、その信託 の複数 いる受託 者の1人 となることが できる。

(4)数 人の受益者がい る場合 、受益者全 員が受託 者 とな ることがで きる。

(5)単 独 受益者が、その信託 の唯一 人の受託 者 とな ることはで きない。

(1)項 の注:

旦..数数 受益者Φ!ム が線 散斑轟轟1堕1,人1こな、昏畳 金

複 数受 益者の1人 が複数受託者 の1人 であ る信託は可能 である。 この複 数受益者 は、合有者(jointtenant)

と してその信託財産 に対す る普通法上 の権原 を保有 し、複数受益者 一その うちの1人 は受託者 と もなって いる一

は、 信託条項 に よって決 め られている範 囲 内で衡平法上 の権利 を有 す る。普通 法上 と衡平法上 の権利が部分的 に

混 同するのではな い。

例:

1.Aは 財産権 を信託 としてBとCとDに 譲渡 し、その収 益の半分はBに 、 その残 りはEに 支払 うこ

とを内容 とした。 そ して、B死 亡の際には、 その元本 はEに 支払われ るものとし、万… 、Bよ りもEが

先に死亡 した場合 には、Eの 遺 産に入れ られ る ものとされている。信託は設定 され、Bは 衡平法 上の権

利 を有す る。

(2)項 の注:

上⊥」量数 受 益者の1△ が、_1損」{堂甚者 となる星 合

複 数受 益者の1人 が単独受託者 である信託は可能で ある。この受託 者は、信託財産 に対す る普通法上 の権限 を

保有 し、受託者 ともなっている人 も含 めて、受託者は、信 託条項 によって決め られ た範 囲で衡平法上 の権 利 を有

す る。普通法 上 と衡平法上 の権利 が部 分的に混同す るのではない。受 託者を兼 ねて いる受益者 は、その財 産権の

ある部分を、信託 とは関係 な く保有 する、 とい うわけ ではない。 この受益 者の債権者 は、衝平法上 の権利 を差押

えるための適 法な手続 によってのみ、 その受益者の権利 を差押 える ことができる。但 し、浪費者信 託の場 合、債

権者 はその受益者の権利 を差押 える ことはできない。第152条 注m参 照 。

例:

2.Aは 、B、C、Dに 平等 の割合で収益 を支払 い、10年 後 、その元本 をB、C、Dで わ けるための

信託 としてBに 財産権 を譲渡 した。信託は設定 され、Bは 衝平法 上の権利 を有す る。

3.Aは 、B生 存 中はB自 身 に収益を支払 い、B死 亡 の際 は、その元本 をCに 引渡す ための信託 とし

て、Bに 財産権 を譲渡 した。信 託は設定 され、B生 存 中は、Bは その収益 を受領す るための衝平法 上の

権利を有す る。

(3)項 の注:

旦.単 独嚢 益者口占.抱1敗曇 」鋼Lム 玉 あ畳用食

単独受 益者が複数受託者 の1人 である信託は可能で ある。この複数受 託者は、合有者 として、 その財産権 に対

す る普通法 上の権原 を保有 し、受益者 は、衡平法 上の権利 を有す る。

一158一



【第4章 】

例:

4.Aは 、Bが30才 になるまではBに その収 益を支払 い、30才 にな った ら元本 をBに 支払 う こととし、

万一、Bが30才 になる前に死 亡 したら、Bの 遺産 にその元本 を入れ るという内容 の信 託 として、B、C、

Dに 財産権 を譲渡 した。信託 は設定 され、Eは 唯一 の受益者 である。

(4)項 の注:

旦L撹 撤奨羅 者坦全量量 髄者一と蹴 合

このよ うなケースでは、受益者 の各 々が、全員に よって保有 されている普通 法上 の権利 とは別に、衝平法 上の

権 利 を有 す る。 この受託者達 は、合有 者 として その信託財産 に対 する普通法 上の権限 を保有 し、かつ、 信託条項

によ って決め られて いる範 囲で衡平法 上の権利 を有す る。どの受益者 も、 他の者 と同時 でなければ、信 託 とは関

係 な く未 分割の 普通 法上の権利 を自分 の ところへ譲渡す るよう強制 できない し、一部分、信託 を終 了させ る こと

もで きない(第 訓0条 参照)。 また、信 託の終了が信託 目的 をそ こな うような場合 には、 たとえ、全 員の同意があ

って も、 裁判所は、信託 の終了 を命ず る ことがで きな い(第337条 参照)。 複数受益者 の1人 に対す る債 権者 は、

衝 平法 上の権利 を差押 えるための適法 な手続に よっての み、 その受 益者の権 利 を差押 えるこ とができる。但 し、

浪費 者信託の場合、債権者は、 その受益 者の権利 を差押 えることはで きない。第152条 、第153条 参照。

例:

5.Aは 、BとCが 生存 中は、等 しく収益 を分 け、 どち らか一方 が死ん だ場合 は、その財産権 の半分

をその者の遺 産 に入れ、残 りは残存者に引渡す という内容 の信 託 として、BとCは 財 産権 を譲渡 した。

信 託は設定 され、BとCは 衡 平法 上の権利 を有す る。

(5)項 の注:

c.、」P独 受 益鑑払 唱独童 謡置 上 担塾 左脚食

1人 で、 財産権に対 し普通法上の権原 と、衝平法 上の権利 との両方 を有す る場 合、その者 は、それを信託 とは

関係 な く保 有す る。 自分 自身 に義務が あるわけではな く、 自分 自身 に対 し何 らの権利 も有す るわけでは ない。そ

の者 は、誰 に も妨げ られ ることなく、所有 者 として、 その財産権 を処 分しうる地 位 にあり、 その者 がその財 産権

を譲 渡した場 合には、譲渡の対価 を得 た として も責任 を問われ ることはな く、譲受人の支配 するその財産権 が第

三者 に差押 え られる こともな い。 また、譲 渡人 も自ら行 った譲渡行為 に基づ き譲受人に対 して訴訟を提起 する こ

とはできない。

普通法上 の権利 と受 益者 とが同一人 に帰 した場 合の信託の終 了につ いては、第341条 参照。

第100条 受託者 としての委託者

委託者 は、その信託 の受託者 とな ることがで きる。

注:

a.第17条 で述 べたよ うに、財産権の所有 者が、 他人の ための受託者 として、 その財産権 を保 有することを宣 言
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す ることに よ り、信 託は設定 され る。 それ は生前行為 または遺 言に よ り受託者 たる他 人に財産 権 を移転 して、信

託 を設定で きる ことと同様であ る。財産権 の所有者が無償 で受託者 となる旨宣言 する場合、 その者 は委託者兼受

託者であ る。

委託者が、 自分で所有 して いる財産権 につ いては信託宣 言 をす るか、受託者 としての 自分 自身に財産権 を譲渡

す ると宣言 したかど うかは重要ではな い。

委託者が、複 数受 託者 の1人 とな ることもある。 同様 に、 自己 を含む複数 の者 を受 託者 として財産権 を譲 渡 し

た場合、委託者 が複 数受 託者の ひと りとなる。委託者 が財 産権 を第三者 に譲 渡し、 その第 三者が さ らに共 同受 託

者へ譲渡 したのか、 あ るいは委託者が直接 に自己を含 む共同受託者へ譲渡 をしたのかは重要 でな い。

第101条 信託設定後の受託者の欠落

信託条項 に別 段の 定めがない限 り、信託 設定後 に受託 者 として指定 され た者が何 らかの理 由で、受託者 となれ

な くなった場合 でも信託 は無効 とな らない 。

注:

a⊥ ご 般規則

信託が ひとたび設定 されたな ら、注bの 場合 を除 き、受 託者の死亡、無能 力、解任 、辞任 、信託拒絶(dis-

clai艶r)な どによって、信託は無効 とはな らない。

例:

1.Aは 、Cに 甲地か らの収益 を支払 い、死 亡の際には、 甲地 をDに 引渡 す ことを内容 とし、信託 と

してBに 甲地 を譲渡 した。Bが 死亡、 あるいは心 神喪失 し、あ るいは、信託違反 によ り解任 され、 また

は、受 託者 が辞 任ない しは信託 を拒絶 したとす る。信託は効力 を失 なわ ない。

受託者 として指名 された者が、不存在 または権原 を取得 で きな い場合に、信託 が成 立 しないのかにつ いては、

第32条 お よび第33条 参照 。

.工 受託 者の欠 落▲こ」より枯ll藍刀1失効す員概 査

委託者が、受託者 と して指 名 された者が受託者 としての行為 を続けな い場合 は、 その信託 を存続 させな いとい

う意思表示 をした場 合、 あ るいは、その指名 され た者 が受 託者 としての行為 をしない と、信託 の 目的が遂 行 でき

な い場合、 その信託 は受 託者の欠落に よ り失効す る。第35条 注iと 比較せ よ。

例:

2.Aは 、Bが 選 んだ慈善団体(charitablecorporation)に 支払 うため信託 と して1万 ドル をBに

遺贈 し、 その際Bが その選択 をす ることが できない場 合は、その信託は終了 すると規定 していた。Bは

そ の基金 のうち5千 ドル を或 る慈善団体に支払 って死 亡、あ るいは、心神喪失 し回復 の見込 みがな くな

ってしまった。 この公益信託は失効す る。
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第102条 受託者による信託引受の拒絶

(1)受 託者 は、明示 または黙示の意思表示 によって信託引受 をな したので なけれ ば信託の引受 を拒絶で きる。

(2)受 託者 がすで に信 託引受 をな したときは、それが明示の意思表示 によってな されたか、黙示の意思表示 に

よってな されたかにかかわ らず、その後 、受託 者は信託 引受 を拒絶す ることはできない。

(3)信 託が 生前行為 によって設定 された場合 、受託者 は、その引受 を拒絶 した以上は、その後 に、 これ を引受

ることはで きない。遺言 によって信託が設 定された場合は、引受 を拒絶 した受託 者であ って も、裁判所の許可が

あれ ば、その後においてさ らに信託 を引受ることがで きる。

(4)受 託 者は、信託の一部 を引受 け、一 部を拒絶す るということはで きな い。

注:

旦,.一引受 がな さ塾 なけ担 圭義務 は生 じない。

た とえば、第三者に引渡 しが なされ 、それに よって信託 が設定 され る場合(第35条 参照)の よ うに、受託 者た

るべき者 に、その通知または引受が な くて も、財産権 は移転 され うるが、 しか し、 その者は、 自己が引受 をな し

た場 合でなけれ ば、受託者 としての行為 をなす義務 を負わ ない。

h.一方式_{:for⊆且1itie三笠1

受 託者に よってな され る信託 拒絶(disc】a頂er)は 、特別の方式 を必要 としな い。引受拒絶 の意思表示 は書面

で も口頭で もなしうるし、 明示 で も黙 示で もな しうる。信 託が捺 印証書によ り設定 されたと して も、拒絶 は、口

頭 または捺印な き書面 で行 って も充分 であ る。 受託者 のなす引受 は、信 託条項 に別段 の定 めがないか ぎ り、何

等特 別の方式 を要件 としな い。

c.個 託のO憤 珪 土1註爾牌 屯劃 里素話

信託の受託者が引受 をなす か拒絶 をなすか という ことは、当該受託 者の意 思表示 によって定 ま り、各 々の場 合

の事実関係が問題 とな る。 たとえば、 譲受 人が受託者 であるときのみ適法 にその財産権 を管理 で きるという場 合

は、信託引受 を構成す る。 しか し、単 に、受託者が指名 されるまでの暫定 的な財産権 の保護 というだけでは、信

託の引受 を示す ものではな い。

財 産権が信託 としてある者 に譲渡 されたが、 その者 が長 期間、信託 の引受 を履行 しない とい うことは、信 託拒

絶 の意思 を示す典型的 な ものである。信託成立 前に受託者 が信託 を引受ける 旨の約束 をした場 合、信託拒絶 の意

思表 示 をしな い以上、信託 を引受 ける 旨の意思の表示 であるとされ るが、 その ような約束 を した として も信託拒

絶 をな しうる。制定法や信託条項 によって、受託者が信託 引受承諾書(bond)を 与 えるとい う要件が課せ られて

い るとき、 その信託引受承諾書 を与 える ことを拒絶 した り長期 にわたって慌怠 す る ことは、 信託拒絶を構成 しう

る。財産権が信 託として譲渡 されると き、譲受人 が信 託引受 をな さずに、譲渡人 にその財産 権 を再譲渡 した場合

は、 信託拒絶 とされ る。

旦一_朝里鰹 の信 順損枯

受託者は、一度信託 を引受 けた以 上、その後 に拒絶 する ことはできない。ただ し、受託者 は 、第106条 に述 べ ら
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れているよ うに、辞 任(resign)す る ことができる場 合 もある。

旦L6t托 拒絶 の櫨回

財産権 が生前行為に よって ある者 に譲渡 されたが、その者が信託拒絶 をな した場合、その財産権 に対す る権 原

は、 譲渡人 に再帰屈 し、譲受 人は、 その後に信 託引受をなす ことによって、 その権原 を自己に帰属 させ る ことは

できない。ただ し、裁判所が管理す る遺言 信託の場 合は、裁判所 によって受 託者の信託拒絶 の撤回 が許容 される

こと もある。裁判所は、受益者 の権利 を害するよ うな撤回 を許 さない。

f.信 託 の ・部 拒絶

受託者 が、 信託の一部 を引受 け、一部 を拒絶 する意思 を表示 したときは、信 託の全部を引受けた もの としての

効力 を生 ずる。受託者が信託財産 の一部 分についての引受 をな したと して も、それは信託財 産全体 につ いての引

受 となる。

2つ の別 個の信託が設定 され、双方 の受託者 に同一人が選任 され ていて も、委 託者が別 段の意思 を信託条項 に

よって表示 している場 合 を除 き、一方 を引受 け、 一方 を拒 絶す ることはできる。

遺言執行者 と受 託者に同一人が指名 されている場合、委 託者が別段 の意思表示 をな したのでなければ、遺 言執

行者 を引受 け、受 託者 を拒絶す ることが できるし、 また逆 に、遺 言執行者 になる ことを拒絶 し、受託者 を引受 け

ることもできる。

受託者が信託財産 の権原 を取得 した場合、 同時 に受託者 が信 託の履行 を拒否す る旨表 明した として も、権原 の

取得 は信託 の引受 を意 味す る。受託者 は財産権 を取得 しておきなが ら、義務 の履行 を拒絶 する ことはで きない。

且L債11E拒 絶の効果

受託者が信託拒絶 をす るな らば、拒絶 の効果 は、権原 を譲渡人 ま たはその者 の一定財産(estate)に 再帰属 さ

せ、受益者 に対 する受 託者 としての責任、お よび信託財産 の権 原 を保有す る者 としての一般人 に対する責任 を、

遡及的に解除す る ことであ る。 しか し、信託の効力は失 われない。第35条 参照。

`

第103条 複数受託者のうちの1人 の死亡

複数受託者の うち1人 が死亡 した場 合、信託 財産に対す るその者の権原 は残存受託者に帰属 する。

注:

且,二庄イi遣(joj批 む聾型 壁, _忙 し工」P彊鎚 煮

受託者が2名 もし くは2名 以上の場合、それ らの者は、合有者 として保 有 し、一方が死亡 したとき、 残存者 の

方は、生存者への権利 の帰 属(survivorship)に よ り、信 託財産 に対す る権原 を保有す る。

制定法 で、合有不動産権 、あ るいは合有不動産権の推定、 または合有者間の生存者への権利の帰属が廃 止 され

て いる州が大部分 であるが、 これ らの制定法は、受託者 には適用 されなし㌔

本条に述べ られ た規定 は、法 人 と個人 とか共 同受託者 である場 合に も適 用 され、個人が死亡 した ときには、法

人が単独 受託老(so】etrustee)と な る。

一162

△



r
【第4章 】

b.死 亡 した受 託者 に代わ る新受託者の選任 については、第108集 注b参 照。

第104条 単独受託者の無遺言死亡

単独受託者が無遺言で死亡 したとき、信託財産 に対 する権原 は、信 託が附け られたまま、それが物的財産権で

あれば相続人 に、それが人的財 産権で あれ ば、死亡受託者 の遺産 管理人に帰属す る。ただ し、信託 条項 もしくは

制 定法に これ と異な る規定が ある場合 は別であ る。

注1

白._貯通 法㊤規則

信託財産 に対 する権原は、相続人 または遺産管理人 に帰属す るのであるが、相続 人または遺 産管理人は、信託

財 産 を管理す る権限 を、信託条項 によって与 えられ ているのでなければ、 信託の管理 をな しえない。 もし、信託

を管 理す る権限 が与 えられ ていないときは、新た に受託者 が選任 される。第108条 参照 。

b.制 定 法の規定

単独受託者死 亡の とき、信託財産 に対 す る権原 は、裁判所 に帰属 するか、あ るいは、裁判 所によって新 受託者

が選 任 され るまで停止す るものと、制定法 に よって規定 されている州 が多い。

第105条 単独受託者の遺言死亡

信託財 産を遺 言で譲渡 した単独受託者が 死亡 した とき、信託財産 に対す る権 原は、信託が 附けられた ままで受

遺者 に帰属 する。ただ し、信託条項 も しくは制 定法に これ と異な る規定があ る場合 は別であ る。

注:

旦」 普通灘 〕規則

信 託財 産に対する楠原 は、受遺者 に移転 す るのであ るが、受遺者 は、信託条項 に よって認 め られ ていないかぎ

り、 信託 の管理 をな しえない。 もし、 その権限が受遺者に与 えられ ていな いと きは、新受託者が選任 され ること

になる。第108条 参 照。

互..制 定法 の規 定

制定法 によって、受託者に、信託財産 を遺贈 する権限が信託条項 で与 えられ てい るのでな けれ ば、受 託者 は信

託財産 を遺贈 す る権 限を もたな いと規定 されている州が多 い。 これ らの州で は、受 託者に この権限が授 与 され て

いないとき、信 託財 産に対す る権原は裁判所 に帰属 す るか、ある いは新受託者 が選 任 され るまで停止 され る。制

定法 によって受 託者の遺 言執 行者に、信託財産 の管理 権 を与えて いる州 もあ る。

第106条 受託者の辞任

信託引受 をな した受託者 は、以 下の場合 に該 当するのでなければ、受託 者を辞任 するこ とができない。すなわ

ち、
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(a)相 当な権限を有 する裁判所の許可がある場合

(b)信 託条項 にもとつ く場 合

(c)受 益者全員の 同意があ る場合、ただ し受益者が上 記の同意を な しうる能 力を有 する場合 に限 る。

注1

旦..不 適憩な萱 随〔d旦9巳U理_i哩 匹OP虻 Σ

本条 に述べ られている諸事情 の下 でな される場合 以外、受託者が新受託者 に信託財産を譲渡す ることは、信 託

違反 となる。第171条 参照。

且。一{紅斑 止血煮≡の浪浪義務

受託者が辞任 する場 合、制定法 あるいは信託条項 で、信託財産 に対 する権 原が、譲渡な しに新受 託者 に帰属 す

る ものと されているので なければ、受 託者 は、後 任受託者 に対 して、信託財 産 を譲渡すべ き義務 を負 う。信 託財

産 に対する権 原の、新受託者 への帰属 については、第109条 お よび第110条 参 照。

もちろん、受託者 を辞任 した として も、辞 任以前に犯 した信託違 反に対す る責任 を受託者 は免 れるこ とがで き

ない。

(a)項 につ いての注:

口,_一哉 蹄 玩]口.符虹

受託者にその辞任 を許可 するか否かは、裁判所の 自由裁量 の範 囲内の問題で ある。通常、受託者 の辞 任が、信

託財産の管理 に不当に不利 益を もた らす ものではな く、 また、特 に受託者に対 し受託者 としての行 為の継 続 を強

制す ることが、受託者 に甚 しく負担 とな るような場合に は、受託 者の辞任 は許可 され る。受託者 が、信 託の一 部

につ いての辞任 をなす ことは、普通許 されな い。 しか し、複数 の信託があ る場合、 ひとっ だけ辞 任 し残 りの信 託

につ いては辞任 しな いとい うことが許 され る。

(b)項 に関する注:

玉L」1随 藁揖

信託条項 によって受 託者の辞任が認 められ ることが ある。受 託者の辞任 は、信託条項 にしたが う場合にのみ効

力 を有す る。 したが って、受託者が複数 いる場合、各受 託者はいつで も、 自己の署名 をした証書 を自己の共 同受

託者 に引渡す ことによ り辞任で きる旨の信託条項の規定 が許 される。

(c)項 に関す る注:

.壁.,_」受益煮豆]1里怠

受益者 は、財産権 に関す る契約や財産権 の譲渡 をなす能 力を有す るな らば、受託 者の辞任 につ いての同意 をな

す能 力をも有 する。受 託者の辞任に 同意 する能力 を有 する受益者の全員が、 かかる同意 を与 える と、 もは やだれ

も受託者 に対 し、辞任 の際 の信託違反 の責任 を問 う ことができな い。

信 託条項 に反 する ような受益者の 同意 の効果 につ いて、第216条 を参照せ よ。

一164

「

』



L

【第4章 】

第107条 受託者の解任

受託者の解任 は、

(白)相 当な権限を有する裁判所、 または、

(b)信 託条 項 によって、受託者 を解任 する権限

を与 え られてい る者、がな しうる。

(a)項 に関する注:

一旦.一裁判所 がなす解任

受託者 が、受 託者 としての行為を継 続す る ことによ り受益者の権利 を害す る ことにな る場合、裁判所は、そ の

受 託者 を解任 することが できる。それは、裁判所 の 自由裁量権 の行 使の問題 で ある。

h、 一解任.鞄11,

以下 の事 由は、特に受託者 の解任事 由 とされ る ものである。

信 託財 産 を管理す る能力の欠映{第89条 参照)、 重大 な信託違反 をおか した こと、証書 を要するときにそれを

拒絶 する こと、計算 の拒絶 、犯罪行為(特 に信義則違反 を内容 とす るもの)を おか したとき、 老齢 ・常 習的な酩酊

・能 力の欠敏その他 の理 由に よって受託 者 として不適任 となること
、永久的 あるいは長期に わたって州外に いる

こと、受 益者の1人 あるいはそれ以上の者 のみに偏った利益 を与 えるような とき、 自己の共 同受託者 との協力 を

相当 な理 由な く、不 当に僻怠 している とき、 な どの事 項である。

_⊆三_!_.王手日【_friction)

単な る受託者 と受益者 との間の不和 だけ では、受託者 を解任 する事 由にはな らない。ただ し、かかる不和 が、

信託財産の適正 な管理 をなす妨 げとなる場 合 は別 である。

旦._支 払不能.(血so1四 壁y)_

受 託者が破産 あるいは支払不能 となった とき、裁判所 は受託者 を解任す る ことがで きるが、必 ず しも解任 しな

けれ ばな らない とい うことでは ない。す なわち、裁判所は、受託者 を解任せず、 自由裁量で、受託者 に受託者財

産の相 当な管理 をなすについての担 保 を提供 する ことを要求で きる。

信託会社 または銀 行が破産 した場 合、 その破産 時に管理 されて いた信託に対す る影 響は、その地方の制定法お

よび政策 による。

白.」毘錘 者の選 任に対す 養裁別所」空泣」謹

遺 言で受託者 に指名 され た者 は、裁 判所がその選任 を追 認す るまで、信 託の管理 をする ことができない もの と

す る州があ る。上記 の州にお いては、受 託者選任の時 に存す る事情が受託者 の解任事 由に該当すれば、裁判所 が

追認 を拒絶 す ることがあ る。

」」L馴 者違慢 托者 を摺箔L左 摺盒

委託者 の指名 した受 託者 を解 任す る場合 、裁判 所は、裁判所の指名によ る受託 者や信託条項 で指名権 を与 えら

れた第三者 の指 名 した受 託者を解任 す る場合 よ りも、 制限的に解 任 をなす。
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一般に
、裁 判所 は、委 託者が、受託者 を指名す る時 に既に存在す る事 由で、 しか もそれを知 りなが ら、 その受

託者 を指名 したのであれば、 たとえ、裁判所がそ の受 託者 を選 任す る ことはあ りえないと して も、その者 を解任

す ることはな い。信託条項 に よって受託者 にかな り広範 囲の自由裁量権が与 え られている として も、委 託者 の指

名による受託者が、当該信 託の受益者の1人 であ るとい う事実 だけ で、裁判所 は、受託者の解 任 もしくは、受 託

者の選任の追認拒絶の事 由 とす ることはで きない。 しか しなが ら、 この ような場合、 その受託者 に よる信託管理

は、綿密 な検 査 をうけ る。受 託者が 自己の利益 をはか り、 またはその他の方法 で不 当に自己の利益 をはか って自

己に付与 された裁量権 を公平 に行使 していない ことが、裁判所 に判 明 した場合、裁判所はその者 を受託 者か ら解

任 する。

例:

1.Aは 、 自分の全財産 を息子 のBに 遺贈 した。それ は、 自己の妻Cの 扶養 と慰安に必要 なかぎ り、

自己 の指 図通 り、そ の財産権 の収 益及 び元本 をCに 支払 い、C死 亡 の ときは、その財産権 またはその残

余部分 は、信 託 とは別個 にBが 保有す るとい う内容の信託 として、遺贈 された ものであ る。裁判所 は、

Bの 受託者 の地 位か ら解任 した り、Bが 受託者 として選 任 された ことに対する追認 を拒絶 した りす る こ

とはな い。 しかし、 この ような権利の抵触は、後 日、Bが 信託財産 の管理 をなす について、Cに 対 し十

分な扶養 と慰安 に要す る支払 をBが 備怠す るという、Bの 管理権濫用 に関 し、Bの 有責 を裁判 所が判断

する一つの要素 とな りうる。

8⊥ 委 超者¢}r畑 す る¶[山

極端 な場合 であるが、委託者 が受託 者を指名 する時に既 に存 し、 しか も了知 されて いた事 由であって も、裁判

所 は、公序良俗 の見地 か ら、 その事 由に もとついてその受託者の解任 をなす ことがで きる。また、裁判所 は、同

様の事 由にもとついて、受託者 の指名 の追 認を拒 ばむ ことがで きる。 したがって、委託者 の指 名 した受託者 が無

能力 であった り、不誠実 な者 または信託 の管理 に必要 な資 格を全 く有 さない者 である ことを委 託者が知 っていた

場合、その理 由を委託者 が知 っていた としても、裁判所 はその受 託者 を解任 するかまたは指名 の承認 を拒絶 する。

(b)項 に閲する注:

上.」罐 条項

受託者 を解 任す る権限 が、信託条項 に よって、委託者、受益者 ある いは第三者 に与 えられ ている場合 、 この権

限は、当該権 限の行使に関 する信託条項 の要件に したが ってのみ行 使す ることがで きる。

例:

2.受 託者が法的 に無能 力にな った場 合には受託者 を解任 する権 限 を、信託条項 に よ り、受益者 が有

している。その権限 は、受託者 が不適任 となって も能力者 である限 り行使 しえない。 もち ろん裁判 所は、

その受 託者 を解任 できる。

一」_L受 益劃 ∫.な立 解 任

たとえ、受益 者全員 が、受託者 の解任 を望ん だとして も、信 託条項 によって受益者に受託 者解 任の権限が与 え

られ ているの でなければ、権限 を有す る裁判所 に対 し、 明 白な事 由に もとつ く申立をなす以外 、受託者の解任 を
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強制 する ことはできない。

受益者 は、信 託を終了 させ 、受 託者に、財産権 を 自己に移転す るよう強制す る権 限 を有す るな らば、受益者 は、

信 託 を終了 させ、直 ちに別 の受託者 をた てて、 同 じ信託条項で新たな信託 を設定 する ことが できる。 それ故、受

益 者が信託終了 の権 限を有す る場合 、受益者は事実 上、受託者 の解 任 をな しうる。信 託終了 をなす受益者の権限

につ いては、第337条 ～第340条 参照 。

第108条 新受託者の選任

信託 の設定がなされたが受託者の指名 がない場合 、あ るいは受託者の全員 またはその うち1人 が 、何 らかの理

由で受託者 でな くなった場 合、以下の方 法によって新受託者 を選任す ることができる。

(a)権 限を有 する裁 判所による選任、

(b)信 託条項 で、受託者 を指名する権 限を与 え られている者であれば、そ の者 によってな される選任。

注:

旦L受,托 者の選{壬力1必盟.皇描 査

本条の規定 は、以下 の場合 に適用 す ることが でき る。すなわち、

委 託者が受託者 を指名 していない場 合、受託者 に指名 された者 が死 亡 した とき、受 託者 としての行為 をなす能

力を失 った場合、 あるいは能力 を有 しな い場合、お よび信託拒絶 または辞 任す る場合、受託 者が解任された場 合、

であ る。

転 受1闘 の久 貝曲輪充

委 託者 が受託者数人 を指名 したが、 その うちの1人 が死 亡したとか、受託者 としての行為 をなし うる能 力を も

た ないか、 能力 を失った場合、あ るいはまた、信託拒絶 をなす とか受託者 を辞 任す る場合、受 託者 が解任 され た

場合、委 託者が、受 託者の数 を減少 させ てはな らない という意思 を明示 して いるのであれば、新受託者が選任 さ

れ る ことになる。信 託条項 の中に上記の ような規定 がな い場合は、欠員の補充が信 託財産の適 正な管理 を役立つ

ときに限 り、 欠員が補充 され る。また、新受託者 が選 任 されない ときは、残 りの受 託者が信託財産 を管理で きる。

(a)項 に関す る注:

旦、L趨蹄 叉の な.す選 任

裁判所 に、新受託者選任の 申立 をな しうる者 は、受 託者お よび信 託財産 に対す る権利 を有す る者、 信託者 と

しての地位 を退 いた者、引続 き受託者 とな って いる者 である。 なお、公益信 託の場合 は、法務 長官(theattor-

neygeneraDが 申立 をなす。

吐二選i正室.法堂重 る繋

裁判所 は、新受託者の選 任について監督す る際 、以下の事項 を考慮す る。す なわち、

(1)委 託者 の意思 、(2)受 益 者各 々の権利 や要 請、(3)信 託財産の適正な管理 の促進 で ある。

受託者が、委 託者 又は信託条項 に より指名権 を有 する者によ り選任 されたの であれば、裁判所はその受託者 を
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解任 できないが、 そ うでなけれ ば裁判所 は特定 の者 を受 託者 として選 任する ことを拒絶でき る。例 えば、複数 受

益者 の1人 または複数受 益者の1人 の近親者(relative)な どは、裁判所 は通常 受託者に選任 しな い。

L章 疏 者の追 山ll的選 任

裁 判所 は、単 に選任 によ って欠員 を補 充するだけでな く、追加的 に受託 者を選任す ることが、信託財産 のよ り

適正 な管理 に資す るとい う事情が ある ときには、追加 的に受託者 を選任 する こともで きる。

(b)項 に関する注:

一

信 託条項 によって授 与 され る受託者 を指名 する権限 は、信託条項 に規定 されて いる事情の もとで のみ、 また信

託条項 に規定 され ている方法で のみ行使 する ことが できる。

例:

1.信 託条項 には、原受託者 が信託 引受 を拒絶 した場 合 にのみ、受 益者は新受託者を選任す る権限 が

与 えられ ると規定 され ている。受 託者 は、信託 を引受 けその後死亡 した。その指 名権 を行使す ることは

できない。

2.信 託条項 に よ り、委託者 が受益者 の同意 を得て新 受託者 を選 任す る権限を留保 してい る。委託 者

は受益者 の同意 な くして受託 者を選任 する ことはでない。

且,_蚕 並 置些 よってなされた選任

委託者 は、 自己の選択 した原受託者 が受託者 でな くなったときに受 託者 となる者 を、信託設定の書面に よって

指名 してお くことが できる。ま た、予 め追加的 に受託者 を定 めてお くこと もでき る。

例:'

3.Aは 、Cの ための信託 としてBに 財産権 を譲渡 し、B死 亡 のときは、D信 託会 社が受 託者 となる

旨定 めてお いた。B死 亡の とき、D信 託会社が受 託者 として の権 限を有する。

4.Aは 、 自己の全財産権 をB信 託会社 に信 託 として譲渡 した。Aは 遺 言書に、自分の息 子のCが21

才に達 したときは共同受託者 となるべ き旨を定 めた。Cは 、21才 に達 す ると共同受託 者 としての権限 を

有す る。

虹 制定法旦 規定

遺言信託の場合、信託条項 に よって与 え られ た指名権 に もとついて なされる受 託者の選 任が、裁 判所 に よって

追認 され るまで、受託者 は、受託者 としての行為 をなしえない もの と制定法 に定 め られている州 があ る。

上L受 託者』こ」よユ てな亘 れ る選任

た とえ、注bで 述べ られて いるように、裁判所 に受益者 の要請 を考慮す ると して も、信 託条項 に よって受益 者

に指名権 が授与 されて いるので なければ、受益者 は受託 者の選任 を強制 できない。

もし、受益者が、信託 を終 了 させ信託財産 を自己に移転 するよ う受託者 に強制 しうる権 限を有す るな らば、受

益者 は、信託 を終了 させ 直ちに新受託者 を指名 し、同様 の信 託条項 に もとつ く信託 を設定する ことがで きる。 し

たが って、事実上、受益 者が信託終了 の権限 を有す るときは、受 託者 の選任 する ことができる。信託終 了 をなす
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受益者の権 限については、第337条 ～ 第340条 参照 。

第109条 裁判所による新受託者選任の場合の信託財産に対する権原の帰属

信託条項 の規定または制 定法等によって、裁 判所は、 自己が選任 した新受託者 に、信託財産 に対 する権原 を付

与す る権 限を有 し、かっ、その権限を行使 した ときに は、信託財産 に対す る権原(titlo)は 、裁判所の新受託者

選任の時 、旧受託者 または信託財産 の保有者か ら新 受託者への譲渡 を経由せず 、直接 新受託者 に帰 属す る。

注:

邑」 勧 鍾の薗堰

普通法 と衡 平法 が別個 の裁判所で取扱われ ていた時代は、普通法上、以下 のよ うな規定が あった。す なわち、

た とえ衝平法 裁判所が、財産権に対す る普通法 上の権原 を保有す る者 に対 し、 その権原の移転 を命ずる ことが で

きるとして も、衡平法 裁判所が選任す る受託者 に、 財産権 に対す る普通法上 の権 原 を帰属 させ る ことはできない

もの とされていた。

今 日では、 裁判所は一般 に、制定法 等 によって、財産権 に対す る普通法上の権 原 を、裁判所 の選 任した受託者

に帰属 させ ることを命ず る権限 を有す る。

互 」幽 盧の雌

ほ とん ど全 ての州で、制定法によ って信託財産 に対す る権原 を新受託者に帰属 させ るもの と規定 され ている。

ま た、裁 判所 の新受託者選任 ということだけで、 新受託者 への権原 の帰属が なされ るもの と規定 している州 も多

い。 また、 一部の州では、裁判所が判決 によ り権 原 を新受託者に帰属 させ る ことがで きる。 また一部 の州 では、

新受託者 に権原 を帰属 させ るための譲渡 をなす者 を裁判所 が選任す ることが でき る。

旦._線 靱 距璽管轄権

裁判所 は、受託者に対 し、新受託者への財産権 の譲渡 を命 じることがで きると して も、 その財産 権が 当該裁判

所 の管轄 に服 さない ときは、裁判所が判決 によって新受託者にその権原 を帰属 させ ることは できない。裁 判所 の

管轄 に関 する問題については、抵触法 の リステ イ トメ ン ト第97条 、98条 参照。

第11礫 選任権行使の場合の、信託財産に対する権原の帰属

信託条項の規定により付与された権限の行使により、新受託者が選任された場合、もしその旨の信託条項の規

定があるならば、信託財産に対する権原は、旧受託者またはその他の信託財産に対する権原の保有者が譲渡を行

わなくても新受託者に移転する。そのような規定がないならば、裁判所が制定法等により権原を新受託者に帰属

させる権限を有しており、その権限を行使する。

注:

旦　描塊螂 崩

通常、委託者は、後任受託者(asuccessortrustee)に 言及している場合、財産権に対する権原が、旧受託者
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または他の信託財産 に対 す る権原 の保有者 による譲渡 を要 件とせ ず に、選任 された者に帰属 する もの とす る自己

の意思 を明示 している。

塾_鵠 世風の!貰幌権

裁判所は、受託者 に対 し、新受託者 への財産権の譲渡 を命 じる ことができる として も、 その財 産権が当該裁 判

所 の管轄に服 さない ときは、裁判所 が判 決によって新受託 者にその権原 を帰属 させ る ことはできな い。裁判所 の

管轄 に関す る問題 につ いては、抵触法 の リステ イ トメ ン ト第97条 、第98条 参照 。

第111条 通常譲渡不可能な財産権の新受託者への帰属

自己の利益の ために保 有す るならば譲 渡不可能な権 利であって も、受託者 が受託 者の地位 に基 づ き保有 してい

る権 利は、後任受託者 に譲渡す ることが できる。

注:,

a.あ る者が、 自己の利益の ために、権 利を保有 しているな らば、譲 渡不可 能な ものであるに して も、 その権 利

を信 託として保有 するよ うに信託 の設定 をなし うる し、 また、既 に設定 されて いる信託の受託 者に上記 の権利 が

生 ず るという こともある。第81条 参照 。その権利 についての受託者 は、 それ を後任受託者に譲渡す ることがで き

るのである。信 託条項 または制定法 によって、信託財 産に対す る権原 が、旧受託者か ら新受 託者へ譲渡 されな く

て も、直接新受 託者に帰属す る ものである(第109条 、第110条 参照)と されて いる場合には、上記の権利 は、新

受 託者に帰属す る。
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第5章 受益者

第112条

第113条

第114条

第115条

第ll6条

第117条

第118条

第119条

第120条

第121条

第122条

第123条

第124条

第125条

第126条

第127条

第128条

第129条

第130条

第131条

受 益者確定 の必要性

複 数受 益者

委 託者が受 益者 を兼 ねる場合

受 託者 が受益者 を兼 ねる場合

受 託者 た りうる能 力

受益者 たる能 力の欠映

受益者 としての既婚婦人

法人格 なき団体

受益者 としての一定の集 団の構 成員

受益者 としての血縁 者(relatives)

受益者 としての不特定 な集 団の構成 員

不特 定または一般 的 目的

特 定の非公益 目的

制 限のない処分権

付随的 な受益 者(incid㎝talbθneficiary)

誰が受益者 となるのか

受益者 の権利 の範 囲

受益者 の権利 の範囲 の確定

受益楠 の性質

衡平法上 の財産の展観(equitablecon鴨rslon)

第112条 受益者確定の必要性

信託設定時または永久権禁止則期間内に、確定できる受益者が存在しなければ、信託は設定されなも㌔

注:

且L_受益壼坦碇建していると豊

信託の設定は、財産処分の一方法である。そのような処分は、財産の受益権を享受する人、当該信託を強制す

る権利をもっ人の存在を必要とする。しかしながら、受益者は、信託設定時に必ずしも確定する必要はない。受

益者は、次のいずれかの場合であればよい。(1)特 定される場合。(2)信 託設定時に存在している諸事実から確

定可能である場合。(3)信 託設定時には存在しないけれども、永久権禁止則期間内に、必ず存在する事実から確

定可能である場合。

普通法上、永久権禁止則期間は、権利設定時に生きている人の死後21年間である。成文法によって、異なる期
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間 を定め る州 もあ る。

左 書1璽旦 よ五確定 可蹴 上

受益者は、信託条項 で指 名 され る必要 はな く、書面 で指 定されて いればよい。

例:

1.Aは 、Aの 死 亡時 に、使 用人 である人 に、 各々100ド ル支 払い、また、Cは 残 りの金額 を支払 うた

めの信託 として、Bに10,㎜ ドルを遺贈 した。 この信 託は設定 される。

工 」盛装設定操唖 廻 能性

信託設定時に、不確定 ある いは未存在 の人のため に、信 託は設定 され うる。但 し、永久権 禁止 則期間 内に受 益

権が帰属す ることが必要 であ る。

例:

2.Aは 、C生 存中はCに 収益 を支払 うた め、C死 亡の場合 は、 その時生存中のCの 子供 達に 元本 を

支払 うために、 あ る株式 の信託宣 言をした。 この信託は、信託宣 言の時、Cが 子供 を もってい る と否 と

にかかわ らず有効 で ある。

3.Aは 、Aの 息子 のうち年収100ド ル以下 の ものに限 って、1年 につき100ド ル支払 うため の信託 と

して、Bに10,000ド ル を遺贈 した。 この信託 は有効 であ る。

4Aは 、Cジ ョッキ ー ・クラブ主催 の競技会 で、Aの 死後5年 以内に開催 された競 技にお いて、最

も速 い記録 を作 った馬の所有者 に、元本 とそ こか ら生 じた収益 を支 払 うための信託 として、Bに500ド ル

を遺 贈 した。 この信託は有効 である。

旦Lま だ生 まれ ていない子供

信託設定時に、胎児 であるか あるいは懐胎 されて いない子供 は、信託 の受 益者 とな り得 る。 もし受益権 が、 永

久権禁止刑期間 内に子供 に付 与 され るな らば、信託設定 の要件 が充足 され ている限 り、その信託 は有効で ある。

例:

5.Aは 、以下 の 内容 の信託 として、Bに 甲地 を譲 渡 した。 その内容は、Cが 結婚 し、1人 の子供 を

もつま ではCに 収 益 を支払 う。また、Cの 第1子 誕生の場合 は、 その子が成人になるまでは、 その子 の

扶養の ため収益 を当 てる。 そして、成人に なれば、甲地 をその子 に譲渡する とい うものであ る。 信託は

設定 され る。

6.独 身者 のAは 、 甲地 か らの収益 を積立 て、Aの 第1子 が成人 した ときは、その収 益 とともに甲地

をその子 に譲渡 す るための信託 として、 甲地 をBに 譲 渡 した。 この信託は有効である。

胎 児でもな く、懐胎 されて いない子供 のための信託 が、 その子供 が懐胎 され る前に終了するかにつ いては、第

拙0条 参照。

旦._獺 起立の法ム

法人格、受益権が永 久権禁止則期間 内にその法人 に帰属 するな らば、 信託設定時に未だ設立 され ていない法人

のために、信託 は設定 され うる。
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f、一死者

信託設定 前に死亡 した人 は、当該信託 の受益 者にな る ことは できない。 たとえば、財産が特定 人に生 前行為 で

信託 として譲渡 されたが、 その譲渡時に指定 された者が死亡 している場合は、信 託は設定 され ない。そのような

場合、通常 、譲受人は譲渡人の ために復帰信 託に もとつ いて財産 を保有す る ことにな る。 第411条 参照。 それ故

に、遺言者 が、或る人のた めの信託 として財産 を遺 贈 したが、 その人 が既に死亡 して いた場合 は、受益権 の遺贈

は失効 し、受 託者 として指名 された人は、通常 は、遺言者 の財産権 のための復帰信 託 として、 その財産 を保有す

る。 第411条 参照。 しか しなが ら、多 くの州 では、成文法 によって、受益者に子供 がある ことというような一定

の条件の下 で、遺 贈は失効 しな いことにな っている。

菖」_建曇鯉 口的

財産が、非 公益 目的のため意図された信託 として或 る人 に譲渡 され、指名 され た受益者 が明確 でないとか、あ

る いは、十分 に確 定できな い場 合は、 信託 は設定 されな い。 しか し、譲受人は、指定 された 目的 にその財産権 を

充当す る権 限を取得 しうる。第122条 ～ 第124条 参照 。

▲L_金櫨 誌 唾

この条で述 べ られる法 準則 は、公益 信託 には適用 されな い。第364条 参照 。

」⊥ 被楠摺 目甚

多 くの州 では、以下 のよ うな内容 を規定 す る成文法 が制定 されてきた。その内容 は、被傭者 のための計画、た

とえば、年金、無償株(stock-bonus)就 業不能給付金、 死亡給付金 または、 利益分配等 の計画は、永久権禁止則 、

譲渡権限停止禁止則{suspensionofthepo冒erofalienation)あ るいは利 子積立禁止則 に違反 する として、無

効 とされ ることはないとい うものである。第62条 注i、t参 照 。

第113条 複数受益者

信託 の受益者 は、単独で も、 または複数 であって もよい。

注:

.旦L塑 独醒 益 者

信 託は、単独受益者のため に設定 され得 る。受 益者 は、委託者 自身 または第三者 であ って もよい。第114条 、第

127条 参照 。信託が、受益者の生存中設定 され、受託者が受益者 の生存 中だ け財産 権 を取得す る場合、 たとえ委託

者 に普通法 上の復帰権が あった り、第三者 に普通法 上 の残余権が あるとして も、 その受益者 は当該信託 のただ1

人 の受益者 で ある。第88条 参照。 、

.IL_撒 益 者

複数 の受 益者の権利は、同時にまたは相続 によ り、享受 され得 る。

例:

1.Aは 、以下 の 内容の信託 として、Bに10万 ドル譲渡 した。その 内容 は、CとDに 平等の割合 で収
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益 を支払 い、C死 亡 の場 合は、元本の半分 をEに 支払 う。更 にD死 亡の場合は、残 った元本 の半分 をF

に支払 う、 とい うものである。 この信 託は設定 され る。複数受益 者が相続 した相抵 触す る権利 にっいて

は第222～241条 参照。

C,合 有者_(jo加 工一{里1喧1聾エ)Lと鍾_(L凱 品t_in〈型－qn)

信託が、複数 の受 益者の ために設定 されている場 合、その受 益者 たちは、 自分達が共同保 有者ま たは普通法 上

の合有者 であるのと同 じ範 囲で、受益 権の共同保有 者または合有者 である こともあ る。

旦...描砒蜘 撒 亙ある1概金

信託が、複数 の受益 者 に権 利 を与 えることを意 図 した条 項に よって設定 されてい る場合、 或 る者の権利 が無効

であ るとして も、他 の者の権利 は有 効である ことがあ り得 る。無効 な権利 の消滅に より、信託設定時に委託 者の

有 した 目的がそ こなわれなけ れば、委 託者が信託 を設定 しよ うとした権利 のい くつかが無効 であ るとい う理 由だ

けで、全信 託が失効 するわ けではない。第65条 参照 。

e.終 了受益者 のうちの幾人 かが、信 託の終了 に同意 しな い場 合 に、信託 を終 了 させるための受 益者の権限 にっ

いては、第340条 参 照。

第114条 委託者が受益者を兼ねる場合

信託の委託者 は、当該信託 の複数 受益者の うちの1人 または単独受益者 たる ことができる。

注:

旦L蚕 満 髄 側 緒 を葦生1重顯血

既に述 べたよ うに(第17条 参照)、 信託は、 譲渡人 または第三者 のために、財産所 有者 が受 託者へ生前行為 で

譲渡する ことによって設定 され得 る。その譲渡人 は、 自己の設定 した信託 の単独 受益 者である場 合 もあ り、 また

複 数受益者 のうちの1人 で ある場合 もある。

例:

1.Aは 、Aの ための信託 として、Bに 甲地を譲渡 した。Aは 、 当該信託の委託者 であ り同時 に受 益

者 である。

2.Aは 、A生 存 中はAの ための信託 として、Bに 甲地 を譲渡 し、残余権 をCに 譲渡 した。Aは 委 託

者 であ り、 同時に受益者 の うち1人 である。

3.Aは 、 以下の 内容 の信託 として、10,㎜ ドルをBに 譲渡 した。その内容は、10,㎜ ドル を投資 し、

その収益 をAとCに 等 しい割 合で支払 い、両者 の一方 が死亡 した場 合は、元本を生存者 に支 払 う、 とい

う ものである。Aは 、委 託者であ り同時に受益 者の うちの1人 である。

∪ 一一委託繊 益者を蝿 歯剥 の性瓢

あ る信 託の委 託者 が、当該信 託の受 益者を兼ね る場合 、その者の権利 は、 委託者 を兼 ねていない受益者 の権 利

は、いろいろな点 で異 な る。第156条{浪 費者信 託}、 第339条(信 託 の終了参照)。 受益者 の権利 の範囲に つい
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ては第128条 参照 。

‥ 幽蛙 法

一 部の州で は、委 託者 のための信託 としての譲渡 が無 効であ ると規定する制定法が ある。その ような制定法 は、

意 図 された信託 が、委 託者1人 のための ものであ る場 合に限 り適 用 され ると解釈 され てい る。 この ような制定法

の もとでは、委託者 の債権者 は、 たとえ債権者 を詐害 する意図がなか った として も、 その財 産 を差押 えることが

できる。

d.終f

信 託 を終了 させ うるただ1人 の受益 者を委託者が兼 ねている場 合の委託 者の権限に ついて、第339条 参照。

第115条 受託者が受益者 を兼ねる場合

(1)あ る信託の複数受託者 の1人 が 、当該信託の複数 受益者 の1人 とな りうる。

(2)複 数受益者の1人 が 、当該信託の 単独受益者 とな りうる。

(3)あ る信託の単独受託者 は、当該信託 の複数受益者1人 とな りうる。

(4)あ る信託 に複数受託者が存在すれ ば、その受託者 たちは、当該信託 の受益者 とな りうる。

(5)あ る信託の単独受託者 は当該信託 の単独 受益者 を兼ねるこ とはできない。

注:

a.こ の条文で述べ られる法準則は、第99条 で、他 の観点 か ら述 べ られている。

(1)項 の例:

1.Aは 、BとDの ために信 託 として、BとCに 財産権 を譲渡 した。信託 は設定 される。

(2)項 の例:

2.Aは 、Bの ための信託 として、BとCに 財 産権 を譲渡 した。信 託は設定 され る。

(3)項 の例:

3.Aは 、BとCの ための信 託 として、Bに 財産権 を譲渡 した。信 託は設定 され る。

(4)項 の例:

4.Aは 、BとCの ための信 託 として、BとCに 財産権 を譲渡 した。信託は設定 される。

(5)項の例:

5.Aは 、Bの ための信託 として、Bに 財産権 を譲渡 した。信託 は設定 され る。

第116条 受益者た り得る能力

普通法 上の財産権 を取得 し、保有す る能 力のある者 は、その ような財産の信託 の受益者た る得 る能力 を有 する。

注:

旦_能!」 の意味
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能力の意味について は、 第18条 注a参 照。

、軋 、査牢四 ま丸」圭州

合衆国または州は、信託 の受益者 た り得 る。

幽

公法人または私法 人 は、普通 法上 の財産権 を取得 し、保有 する能力 をもつ な らば、そのような財産権 の信託 の

受益者 たる得 る。

旦._無 能力1黄

人は、財産権 を譲渡 した り、契約 を締 結する能力 を持 たな くて も、信託 の受益者で ある能力 を有 し得 る未 成年

者 または心神喪失者 は、信託 の受益者 にな り得 る。

第117条 受益者たる能力の欠訣

第118条 と第119条 で 述べ られ るのを除き、普通法 上の財産権 を取得 する能力 をもたない人は、その ような財産

の信託 の受益者 となる能力 をもたない。そ して、人は、普通法上 の財産権を保有す る能力 を有す る範囲 でのみ 、

財産権の信託 の受益 者にな り得 る能力を もっ。

注:

⊇

法人は、土地の権原 を取得 で きな いか、 または、一定の価値以 上の土地 あるいは特定 目的の ため以外 では、土

地の権原 を取得できな い場合 には、土地 あるいは指定 され た価値 以上の土地 あるいは指定 され た 目的以外の 目的

のための、信託の受益者 にな ることはできない。た とえ法人が受 益権 を取得 できるとして も、州 の禁止に反す れ

ば土地の権原 を保有 できな いな らば、法人 は、州 の禁止 に反 し受 益権 を保有 し続ける ことはできない。

b.外 国人

外 国人 は、普通法上 の土地 に対す る権原 を取得す る能 力がなけれ ば、土地 の信託の受益者 になる能力 を もたな

いo

イギ リスの普通法 によれ ば、外 国人 は土 地に対す る権原 を取 得 できるが、 正当な手続に基 づき国王に没収 され

た。同様 に、外 国人 は土 地信託 の受益者 とな り得 るが、 その権 利 は没収 された。

大部分 の州 では、外 国人 は土 地を取得 お よび保有でき る。 しか し、 制定 法に よ り、土地が州へ没収 され る州 も

あ る。そのよ うな州 では、外 国人受 益者の衝平法 上の権利は同様 に没 収 され る。

敵性外 国人の有する権利 に対する合衆国の没 収について は、第157条 注f参 照。

旦」一.雌 酬 乱

ある権利が、一定の範 囲の人 々にのみ譲渡 され得 る場合 に、 その権利の信託が、 その範 囲に含 まれぬ人の ため

に設定 され得 るか どうか の問題につ いて、第79条 注g参 照 。
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第118条 受益者 としての既婚婦人

既婚婦人 は、自己のための特有財産 と しての 信託 の受益者た る能力 を有す る。

注:

a.既 婚婦 人が無能力であ る間の夫の権利 については、第146条 参照。夫 の諫共 産牢に関す る権利 については、第

145条 参照 。

[訳 注]

*螺 夫産(curtesy)… 妻 との間に妻 の有 す る不動産 を相 続する ことのでき る子が生 まれ る と、妻の死後そのす

べ ての不 動産 に対 して夫 が優先 的に取得 した生涯権。 その権利は、子 の死 亡に よって消滅 しなか った。アメ リカ

では、廃 止 または大幅 に変 更 された法域 が多 い。

第119条 法人格なき団体

法人格な き団体 は、信託 の受益者 たる能力 を有 する。

注:

a.財 産権 についての普通法上の権 原 を取得 し、 あ るいは保有す るための、法人格 な き団体の能 力を定 める法律

の説 明は、 本 リステ ィ トメ ン トの範 囲外 である。

法人格 なき団体が、財産につ いての普通法上 の権原 を取得 し、 あるいは保有 するた めの、能 力を有す る と否か

にか かわ らず、法人格な き社団は、信託 の受益者た る能 力を有 する。

b.法 人 椎皇室 団体が童 益者 の墨壷

本条 で述 べ られ る規則 は、個 々の構成 員でな くて法人格 なき団体 そのものが信託の受益者 であ る場合 に適 用で

きる。 もし信託が、存続 中の法人格 なき団体のた めの ものであって、 その時に生存中 の構成員 だけのための もの

で はないな らば、 当該 団体 の構成員 には、現 在のみ な らず将来 の構成員 も含 まれ るの で、構成 員全員 を確 定す る

ことはで きな いが、 その信託 は有効 であ る。

例:

1.Aは 、Cク ラブの 目的を達成す るたの信託 として、Bに10,㎜ ドル遺 贈 した。Cク ラブは、或 る

学校 の卒業 生か らなってお り、卒業生間 の親 睦を深め るためにつ くられ た ものであ る。 その基金 は、理

事会 の決議によ り、Cク ラブの 目的の ために使われ ることに なって いる。 この信託は有効 である。

旦._捷 ム掃立皇 国セヒ 」の」旺撰」P蹴鉦

たとえ財産 権が、直接に法 人格な き団体 へ遺贈 された として も、 その処分 は失効 しな い。 しか し、その法人格

な き団体 が、 財産権につ いての普通 法上 の権原 を取得す る能力 を有 しない場合 は、 裁判所は、 その法人格 なき団

体 のための信託 として、当該財産権 を保有 する受託者 を任命す る。

法 人格 な き事 前団体への直接 の贈与 の効 力につ いては、第397条 注f参 照 。

直.一揖 匙撫養L正潤
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法人格 なき団体の ため の信託条項 によって、 その信 託は、永 久権禁止則 の基礎にあ る政策に抵触す る場 合があ

る。信託条項 によって、信 託が、信託 設定時に生存 する人 の一 生 とその後21年 間 という期間 を越 えて続 くことに

なっていれ ば、 その信託 は永久権禁止則 の趣旨に反す る。 しか し、受託者 ある いは構成員の1人 ま たは数人 が、

いつ でも永久権禁止則期 間内に 当該信託 を終了 させ得 る と規定 され ているな らば、当該信託が永久権禁止則 期間

を越 えるとい う事実 だけで、 その信託 を無 効にする ことはない。法 人格 なき団体へ の永久権禁止則 あるいは類似

の法則の適用 については、財産権 の リステイ トメ ン ト第380条 参照。

例:

2.Aは 、ア ル ファ ・オ メガ友 愛会(fraternity)のC大 学支部 の運営資金 を、永久に支払 う財 源に使

うために、信託 としてBに10.㎜ ドル遺贈 した。その学友会 は、 その時 々に会員 として選ばれ た大 学生

を含む法人格 なき団体 である。C大 学支部 は、その友 愛会 の、法人 格な き一支部であ る。 この信託 は無

効 である。

旦」1稲 置跳崖瞳 文1端轟II1坦鷺益 者呈.壼墨岨 凸

信 託が、既 に設立 され て いる団体 の、信託設定時 における個 々の構成員 のための ものであれば、信託設定 時の

個 々の構成員 は、当該信 託の受益者 であ り、団体 はそ うではない。 そして、 当該信託は、その構成委員 によって

提起 され た訴 訟によ り強制す る ことがで きる。その場 合、当該信託 の全ての受益者が確定可能であ ることは明 ら

かである。第120条 参照 。

例:

3.Aは 、Aの 死亡時 に、C団 体の構成員 である者 に金銭 を配分 す るための信託 として、Bに10.㎜

ドル遺贈 した。 この信託 は、C団 体が、公 益組織 、管 理組織、社 交ク ラブあ るいは他の いかな る形 態 を

とっていようと も、そ の構成 員が明確 に確定 で きるな らば有効 である。

且L圭 」堕1磯々の構成且 坦幽 薩煮コ匡鎚 揖金

信 託が、法人格 なき団体の個 々の構 成員のための ものであ り、構成 員は、 いかな る時で も、構成員の全員 あ る

いは一定割合 の同意 によ り財産 を分割 で きるな ら、信 託設定時 にお ける法人 格な き団体の構成員は、信託設定 時

にお ける受益者 であ る。 そ して、 その信 託の存続 中に構成員 の交代が あれ ば、その時には、法 人格なき 団体 の構

成員 は、譲渡 によって、 その信託 の受 託者になる。 この信 託は、 いか なる時で も、受益者が確定で きるので、構

成員 のための有効な信託 であ る。第120条 参照 。

例:

4.Aは 、C団 体の ための信 託 として、Bに10,000ド ル遺贈 した。C団 体はパ ー トナー シップであ る。

CとDは 、A死 亡時 にパ ー トナー シップであった。CとDは 、 その信託の受益者で ある。その後、Eが

Dの かわ り一員 として加入 し、 旧パー トナ ーシ ップの全財産 が新 パー トナー シップに譲渡 され るな らば、

CとEは 、そ の信託の受益者 となる。

』L鍵 書強 制L斑 差止

有 効な信託が法人格 なき団体 のために設定 され たな らば、当該信託 は、法 人格な き団体の構成員 の1人 または

一178
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数人 によって提起 された代表訴訟 によって、強制 し得 る。

⊇ 捷 書撒

法人格 な き団体の解散に よって、復帰信 託が生ず るか とい う問題 について、第411条 注m、n参 照。

法人格 な き慈善団体への直接の贈与 の効 力につ いて、第397条 注f参 照 。

1

1

第120条 受益者 としての一定の集団の構成員

一定の集 団に属する人々は
、信託 の受益者 になる ことができ る。

注:

la.木 鼻出 口適四

人の集団 が確定 している場合 とは、 本条 にお いて、あ る集団の構成員の資格 を もつ人すべての 同一性 が確認 さ

れ る場合 をい う。その集団の構成 員が、永久権禁止則 の期間 内に確定で きな い場合 、意図 され た信託 は失効す る。

その集 団が、可変的 なグループであった り、入れ替 りのあ るグルー プで、 その構成員 の数 が増 加 した り、減少 し

た りして も、 その構成 員の同一性 が永 久権禁止則 の期 間内に確定すれば、 その集団 は確定 して いる。

その集 団が、 たとえば、名 前によって特定 され た人 々や特定の人の子または孫、 あ るいは 甥や姪、直系卑属、

最近親 者な どを含む場合 も、その集 団は確 定 して いる。また権利能力な き団体の構成員 を含んだ り、その構成員

に限定 して しまうこと もある。第119条 注d、e参 照。

b家 族

特定人 の家族の構成員 のための信託 とい う場 合、誰 がその信託 の受益者 にな るの か という解釈 上の問題が生 じ

る。特定 人の家族 という場合、 その者 自身 とその妻や子供、 あるいは、 その者 と一緒 に住ん でいる子供 や他 の血

縁者 などを含む と解 され ることもあ るし、 その他の血縁者 を含 む こともあるか もしれ ない。 とにか く、血縁 者一

般 を含む趣 旨でない限 り、家族の構成員 は明確 であ る。血縁者一般 を含む場 合は、第121条 に該当す る。

また、特 定人の家族の構成員のための信 託の場 合で は、 その家族 の構成員 に対す る受益権 の範 囲 も解 釈上 の問

題 となる。つ ま り、委託者は、 その信託 に もとついて、家族 の各人 に等 しい割 合で権原 を与 える意思表 示をす る

こともある し、ある いは、その家族の他 の構成 員の扶養 に必要 な財産以外 の全受 益権 を、 その家 族の中の一人 に

与 えるとい う意思表 示 をす ることもあ る。 さ らに委 託者 は、家族 の各人の受益権 の範 囲に対 して、 受託 者に自由

裁 量権 を与 える意思表 示 もで きる。

財産権 がある人に、その人 自身 と家族の利益 のために譲渡 され る場合、 その譲 渡人が信託 を設定 する意思 を表

示 して いるのか、譲受人に譲受人 自身の ために贈与 す る動機 を明示 して、 そのような贈与 をなす意 思を表示 して

いるのか問題 である。第25条 注d参 照。

グルー プに属 する者への贈与については、財産権 の リステ イ トメン ト第303条2項 参 照。

.藍L選 裂.樽

信託が、一定 の集 団の構成員の利 益のた めに設定 され、その際、信託条項に よって、受 託者 または他の人が、
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その集 団の構成員 を選択 す る権 限と、各人の受益権 の割合いを決 める権限 をもたされ ていることが ある。受託者

またはその他 の者 の裁 量権が、各構成 員が受領 でき る信託財産の範 囲に限 られ ることもあ るし、構成員 を減少 さ

せ る ことに関するとき もあ る。

止」 聾 唖 坦{目語 を強』』[互鍾 直

一定の集 団の構成員 のた めに信 託が設定 され、その受託者が信託違 反を した り、信託違反 をお かすお それが あ

る場 合には、た とえ、受 託者 が、 その集団の構成 員 を選択す る権 限を有 して いて、 まだ、 その権限 を行使 して い

な くて も、集 団の構成 員は、 その信託違反の救済 または差止 を求 める衡平法上 の訴訟 を行 なうことができる。 と

いうの も、 その集 団の各構成員 は、他の構成員のために選択権が行 使 され、 自分が排 除され るまでは、 その信託

の受益者 となるか らであ る。最終 的には、その集 団の構成員の一人 である者が、何 らの受益権 も取得 しない とい

う事実が、信託違反 の救 済や禁止 を求め る訴訟の提起 をさまた げる ものではな い。 なぜな ら各受益者 は、 この立

場 にあるのであ り、 もし、誰 も訴訟を提起で きない とした ら、受託 者は、その者 による信託違反 をおか して も罰

せ られない ことになって しまう。

例:

1.AはBに10,㎜ ドル遺 ‖曽し、その信託の 内容は、 その収益 をCIこ 支払 い、Cが 死亡 した ら、元本

をCの 子供 に支払 い、 その際、その支払 い をCの どの子 にす るか、 また、 その割合 をどのようにす るか

はBに ゆだね る という ものであ った。Cの 生存中、Cの 同意 を得てBは 、 その信託財産 を自分 自身で借

りた。Cの 子供 連 はだれで も、信託違反 に対す る賠償 をBに 強制す るために、衡平法上 の訴訟 を提起 で

きる。

.皇,選 択推力 打侠さ打 払曲 一{≧

一定の集 団の構成 員につ いて選択権 をもつ受託者または他の人 が、その権限 を行使 しな い場合、譲渡 人が別段

の適法な意 思表 示を しな い限 り、 その信託財産は、その権限消滅 時に確 定 され るその集団の各構成員 に等 しい割

合でわけ られる ことにな る。第27条 参 照。

上 」{嚥jl鑓

本条の規 則は、財産 権の所有 者が、信託 として、その財産権 を他 人に譲渡す る場合 と同様に、 自己を受 託者 と

して信託宣 言 をする場 合 に も適 用 され る。 したが って、財産権 の所 有者が 自分 の子供達又 は信託設定後 にその者

が指名する他人の子供 達 のための信託の受託者 とな る旨、有効 に宣 言する ことができる。

第121条 受 益 者 と して の 血縁 者(relatives)

信託の受益者が特定人の血縁者全体と定められ、受託者が、その中から誰を受益者とし、いかなる割合で受益

権を取得させるかを決定する権限をもつ信託も有効である。

注:

旦,_撒1担 適皿↓
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信託が特定 人の血縁 者のために設定 される場 合、解釈上 の問題が生 じる。血縁 者 という言葉 は、最近親者 を意

味す ることがある。財 産権の リステイ トメ ン ト第307条 参照。事情に よっては、 ある人 の家族 とい う意味で使われ

た り、他 の一 定のグループを さす こともある。その ようなケー スで は、 その集 団は確定 し、第120条 に述 べ られた

規則が適 用 される。

血縁者 に、特定人 と姻戚関係にあ る者 も含 む場 合、本条 の適用の問題が生 じる。通常、 それ らの集 団は、その

構成員資格 を もつ個 々人の同一性が明確 でないか ら、特定 しない。血縁者 といって も血縁 の近 い者 も遠 い者 もい

るか らである。それゆ え、第122条 に述べ られて いる規則 にて らし、特定 人の血縁 者に等 し く信託 財産をわける と

い う信託 は無 効であ る。

しかしなが ら、特定人の血縁者の ための信託は、受託者 が、 その 中か ら誰 を受益者 とし、 どのよ うな割 合で受

益権 を取 得 させ るか を選ぶ権限 をもつ場 合には、無効 とはな らない。 そのよ うなケー スでは、受 託者は、 信託条

項に従 って、その者が特定人の最近親者 であろ うが なかろうか、 ある血縁者 の一人 または複数 の構成員を選 ぶ こ

とが できる。

受託者 が、特定人の血 縁者か ら選択 をしない場 合 には、 譲渡人が別段 の意思 表示 をしない限 り、選択権 限消滅

時 に、 分配に関す る制定法(statuteofdistributions)の 定 める割合 で、 その財産権 は、特 定人の最近親 者に

わ け られる ことにな ろう。第27条 参照。 財産権の リステ イ トメ ン ト第367条3項 参 照。

特定人 には、委託者、受託者、 または第 三者がな りうる。

過 量宣

本条 に述べ られて いる規則 は、財産権 の所有者が、 その財産権 を信託 として他人 に譲渡 する場 合 と同様 に、そ

の財産権 につ いて 自己を受託者 とす る信 託宣言の場合 に も適用 され る。た とえば財産権 の所有 者がその後 に選任

す る 自分の血縁者や他人の血縁者の ために 自己を財産権 の受託者 とす る信 託宣言 を有効 にする ことがで きる。

第122条 受益者としての不特定な集団の構成員

第121条 に述べ られ てい る場合 をのぞ き、財産権 の所有者 が、不特 定な集団の構成員 のため に、その財産権 を信

託 と して譲渡 した場合 、強制可能 な信託 は設定され ない。ただ し、その受託 者が選 んだ集 団の構成員に、その財

産権 を譲渡す る権限 を有 してい る場合 、その選択 は、永久 権禁止則の期間を こえて なされ た リ、何人がその集団

の構 成員に入 るか どうか確定で きな いほど、その集 団が不明確な ものでない限 り、譲受人 は、財産権 を譲渡す る

権 限を もっ。

注:

旦.墾1勤 口不特鷲躰 もの頂あ 登損金

本条で述 べ られている規則 の意味にお いて、 ある集 団が不特定な もので あるとい うのは、その集 団の範 囲が不

特 定 なた めに、 そ こに入る人 全部 を決定す るのが不 可能な場合であ る。あ る集 団が特 定でき るという ことは、 あ

る人 々は その集 団に含まれるが、他 の人 々は含 まれない ということで あ り、 ある集 団が不特定 であるという こと
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は、その集 団に含まれ るべ き全 ての人 を特定で きな いということで あ る。た とえば、 委託者 または他 の人 の友人

とい うのは不 特定 な集 団 となる。同様 に譲受人 とその遺産以外の全 ての 自然人 を含 む集 団も不特定 な集 団 とな る。

誰 も含 まない集 団 も不 特定 な集 団であ る。た とえば、遺言者が遺言 補足書 で指名 した人 々に分配 するつ も りで

金 銭 を遺贈 したが、遺 言補足書 がみつか らなか った場合、 その集 団は不特定 である。注e参 照。

b,等 しい割 白で分配 す昼 よ亨担藁1されて いる場合

遺 言者が、財産権を不 特定 な集 団の構成員に等 しくわけ るた めに信 託 として遺贈 した場合、 その集 団の構成員

はだれ も、意図 された信託 を強 制す る訴訟 を提起で きない。ま た他 の人 もそ のような訴訟 を提起 できない。受遺

者 には、遺 言者の指示 を誰 かのために遂行する普通法上の義務は ないので、強制可能 な信託 は設定 され ない。 さ

らに、その集 団の全部 の構成員 資格 を確 定 できな いの で、 たとえ受遺 者がその指示 を遂行 したい という希望 を も

って いて も、その集 団の構成員 に等 しい割合で分配で きない。

例:

1.Aは 、 全財産 をAの 友人全部に平等な割合 でわけ るための信託 として、Eに 遺贈 した。 その集 団

が確 定 している ことが示 されな い限 り、意図 され た信託 は、無 効で ある。

忘」 甚団甦 ぺて口1腿 理趣 」髄室」肛が支 払われ 幽

遺 言老 が、不特定な集 団 のすべての構成員に、特定額 を支払 うよ う指 示 した場合、 その意 図された信 託は無効

であ る。

d.lll由 栽 培楮

受託者の選ぶ不特定 な集 団の構成 員のた めの信託 として、財産権 があ る者 に遺贈 された場合、 その集 団の どの

構 成員 もその信託を強制す る訴 訟を提起で きない し、他の人 も、 その ような訴訟 を提起 できない。受遺 者は、 だ

れかのために、遺言者 の指示 を遂行 す る普通法上の義務 はないの で、 強制可能 な信託 は設定 され ない。受 遺者が、

その選択 を しな いで死 亡 した場 合、 その財産権は、遺言者 の遺産の ための復帰信託 として保有 される。

例:

2.Aは 、Bの 選ぶAの 友人達 にAの 全財産 をわけ る ことを内容 とす る信 託として、Aの 財産 権 をB

に遺 贈 した。Bが 何 らの選 択 もせずに死亡。 その財産権 は、Aの 最近親者 のための復帰信託 と して保:有

される。

遺言者が、財産権をあ る者 に遺贈 し、そ の者の選ん だ集 団の構成員 に、それ を分配 する権 限をその者 に与 え、

その集団の範 囲 をはっき りと確 定 しなか った場合、受遺者が、 その集 団の構成員 である ことが明白な人 にわけ よ

うとして も、その処分は効 力を もたな いのか どうか という問題が生 じる。

遺言老が、財産権を分配 する権限 を受遺者に与 える意思表示 を し、 その際、 その処 分をなす義務 を受遺 者に課

さな いことがあ る。言いか えれば、 遺言者 は、受遺者 を、 その財産権 に対す る受託者 とす るのではな く、その財

産 権 に対す る指名権を受遺者 に与 えたので ある。 このような権限 は有 効であ る。財産 権の リステ イ トメ ン ト第32

3条 注hで は、どんな大 きさのグループ であって も、 そのグルー プに対 しての指名権 は無効 とはな らない とされ て

い る。そ して、 その権限が 、そのグルー プの一人 または複数の構成 員のため に行使 されると、 その構成 員は、 そ
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の財 産権 を取得 する権原 をもつ。つま り、受遺者 が選 ん だ遺言者の友人達に その財 産権をわけ る権 限を受遺者 に

与 え、その受遺者が遺言者 の友 人 と思われ る人 を選 んだ場 合、選ばれた者は、財産権 に対す る権原 を有す る。

受遺者 が権限 にもとづき分配 を行 う場 合、その ような分配 を禁止す る理 由は ない。受遺者 が分配 するため の権

限 を与え られな い場合 も、分配 すべ く指示 されて いる場合 も、 受遺者は分配す ることを強制 されな いが、分配 す

る ことによ り遺言者の意思 を遂行す る ことを禁 止 され る ことはない。

と もか く、受遺者は財産権 を保持す る ことを認め られ る ことはない。授 権 され若 し くは指示 された内容に従 っ

て分配 をす るか、また は遺言者 の遺産へ返 還 しな くて はな らない。例 えば、遺 言者が遺産 の残余 部分を他人に任

せ、 その者 に対 して 自己の残余遺産 を自己の友 人達に分配す る旨の指 示をした場 合、最近親者 は、その財 産権 を

自分達へ譲渡 す るよ う強制 しうることが ある。 すなわち、裁判所 の定 めた合理 的な期間 内、又 は遺 言書に定め ら

れた期間 内にその者 が分配 をしない場合 である。換 言すれば、 その者 は、 その集 団の構成員に分配 をしなかった

ことを条件 に、最近親 者のための復 帰信託 としてその財 産権 を保有す るの である。

●⊥ 鰹 顯が全弍L杢特定 な巣立

その集団が非常 に不特 定な もので、だれがそ こに入るのか を決定す るのが不可能 な場 合、その処分 は無効 であ

る。た とえば、遺言者 が、自己の死 亡の際に、貸金庫 に入れてあ るメモに指定 され た人達 にわけ るよう、財産権

を遺 贈 した場合、 そのメモは、遺言法 の要件を充足 していないので、その処分は無効 となる。第54条 参 照。 同様

に、遺 言者が遺言の補足書 で指名 した人 達に分配す るよう財産権 を遺贈 したがその補足書 を書 かなか った場合、

その処分 は無 効であ る。 これ らの場合、受遺者 は財産権 を分配 する義務 を負 わないだ けでな く、権 限 も有 さな い。

f.鎮 撫禁 禁止測

受益者 が、永 久権 禁止則の期間内に確定 できない場 合、その処分 は この禁止規定 に違反す るため無効 である。

た とえば、 ある集 団の構成員の中か ら受益者 を選ぶ権 限は、権利設定時に生 きている人の死後21年 以上経 て行 使

された場 合、無効 である。 しか しなが ら通 常 は自然人 に この権限が授与 され た場合 、か りに もその生存 中に行 使

され るな らば、永久権禁 止則に違反 す ることは ない。

五 二蔵 置真書

財産権 の所有者が、 自己の選ぶ不特 定な集 団の構成員 のために、 自分 自身が受託者 となる場 合、信託は設定 さ

れず、 自己は、信託 とはかかわ りな くその財産権 を保有 する。

互 　歯 前前抗論.{こ走重縫遊

そ の譲渡 が生前行為で なされ た場合、譲受人 が指定 され たよ うに財産権 を分 配す る権限 を もつか、また、それ

は どの範 囲か、 とい う問題 につ いては、第419条 参照。

⊥_譲 煙太 の利益のた陸正』置≧ 掛金

本条で述 べ られている規則は、譲渡人が譲受 人に、譲受人 自身 の利益の ために贈 与 をする意思 を表示 した場 合

は適 用 され ない。第25条 、第125条 参照。その よ うな場 合では、譲受人が集 団の構成員 なその財産権 を分配 しない

で も、復帰信託 は生 じない。譲受人 は信託 とはかか わ りな く、その財産権 を保有 できる。第416条 注b参 照。
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第123条 不特定また は一般 的 目的

財産権の所有者が、公益 目的に限定 しないで 、不特定 または一般 的な 目的の ために信託 と して、その財産権 を

譲渡 した場 合、第398条(2)項 ～(4)項 の場合 をのぞ き、強制可能 な信託は設定 されない。ただ し、譲 受人が 、そ

の財産権を上の ような目的 にあてる権限 を与え られてい たり、 そ うい う目的 にあてるよ う指示 されていた場合 に

は、その処分が永久権禁止則 の期間を超え てなされ るよう指示 され ていた り、そ の目的が非常 に不 特定な もので

あるために、 どのよ うな処分 がそ こに入 るのか どうか確定で きない場 合でない限 り、譲受 人はその財産 権を処分

する権限を有す る。

注:

旦.第398条(2)項 ～(4)項 は、公益 目的 のために、意 図された信 託が無効 とな らない場合、 あるいは、全部 が無

効 となるのでは なく、少 な くとも部分的 には強制可能 となるような一定の状況 を扱 う。

互∴ 本条の適用範囲

本条は遺 言者が、受遺 者 の選 んだ 「慈善 また は公益 目的 」な どの利他的(benevolent,70rthy,ljberal)

な 目的のために財産権 を遺贈 す る場合、あ るいは、公益 目的に限定 しない他 の用語 を用いた場合 に生じる問題 を

扱 う。

最初の問題は、使われた用 語が、そ の内容におい て公益 目的 に限定 する意図 なのか どうかという解釈上 の問題

であ る。第398条 注b、e、d参 照。その用語 が公益信託 に限定す る場 合は、有効 な公益 信託 が設定 される。第396条

参 照。本条は公益 目的に限定 しない場合の処分の有効性 に関す る ものであ る。

忘 処 分の義務が揖廿 られて いな戦場凸

遺 言者が、公益 目的に限定 しない一般的 な目的の ため の信託 と して財 産権 を遺 贈する場合、 た とえその 目的 の

中に公益 目的が含まれて いて も、その意図 された信託 を強制す るために訴訟 を提起 する ことはできない。 という

の も、その受遺 者は、遺 言者 の指示 を誰か のために遂行す る普通法上 の義 務 を負 っていないの で、 強制可能 な信

託は、設定 されないか らで ある。遺 言条項によって、受遺者に、そ の ような 目的の ために、 その財産権 を利用す

る裁量権が与 えられて いて も同様 であ る。受遺者が、指定 され た 目的に財産権 を利 用しないで死亡 した場 合、 そ

の財産権は、遺言者の遺 産の ための復 帰信託 として保有 され る。

例:

1.AはBの 選ん だ慈善お よび施 しのため、 または、公 益あ るいは他 の 目的のためにそれ を支 払 う信

託 として、Bに 一定金額 を追 贈 した。Bは 何 も選択 しないで死亡 。その財産権 は、Aの 遺産 のための復

帰信託に もとつ いて保有 され る。

亘,処 分口権限

遺 言者が公益 目的に限定 しない一般的な 目的のために意 図した信 託 として財産権 を遺贈 した場合 、受遺 者は、

遺 言者の指 示の範 囲内で、 その 目的の一つ ないしは複数の 目的 のために、その財産権 をあてることが強制 され な

い として も許 されているのか ど うかの問題が生 じる。
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受遺者 に、永 久権禁止則の問題 をこえて、その財産権 を使用す る権限 が与 え られた場合、 その処 分は無効 であ

る。受遺者 の一生の間に それ を使用す るという場 合には、何 ら違反 はない。

永久権禁止則違 反がな い場合で も、 い くつ かの裁判所では、次の三つ の理 由か ら、その処分 を無 効としてい る。

(1)遺 言者 の指 示を強制す る者が いな い。(2)そ の 目的の範囲が非常 に不特定 である。(3)遺 言者が、 自己の遺

言の権限 を委託 している。

上記(1)～(3)の 反対理 由は、受遺者が遺言者 の指 示 を遂行す る ことを強制 されない として も妨 げる充分 な根 拠

とはな り得 ない。

その指示 が特 定の非公益 目的のため に財産権 をあてる という場合 には、 だれ も受遺 者にその指 示の遂行 を強制

で きないとい うことが、 その処分 を無効 にさせ る理 由とは ならない。第124条 参照 。

受遺者 の行 う処分が遺 言者の指示 に適 すか判断 す るのが難 しい、限界的 な事情 があ ることは、遺言者 の指 示に

適す る目的 のために受遺 者が処分す ることを妨 げる充 分な理 由では ない。

復帰信託 は、受遺 者が、遺言者の指示 の範 囲内で処 分 しない場合 にのみ生 じる。

遺言者が、 自己の指 示の範囲 内で、 ある 目的 のために財産権 をあてるという裁量権 を受託者に与 えるという点

は、重大 な ものではない。実際上、受遺者 は、指名 権を有 し、 それ が、特定 または不 特定に集団 の構成員、 ある

いは特定 または不特定 な 目的の中か ら選ぶ一般的 な権 限であれ、特定の権限 であれ、その ような権 限は有効 であ

る6

とにか く、受遺 者はその財産権 を保有す るこ とは許 され ない。受遺者 は、与 え られた権限また は指示 に従 って、

その財産権 を充 てるか、遺言者の遺 産 にそれ を もどすかの どち らか をしなければな らない。た とえば、遺言者 が、

あ る人 に自己の遺 産の残余部分{residue)を の こし、その財産権 を 「慈善 」のためにあて るよう指 示 した場合、

その文言が公益 信託 を設定す るつ も りの ものでない と解釈 され るな らば、 その者 が、裁判所に よって決 め られた

相当な期間 内に、その 目的の ために財産権 を利 用しなか ったり、 その財産権 を利用 す る期間が遺言 に決 め られ て

いるに もかかわ らず、その期間 内に処分 しなか った時には、遺言者 の最近親者 は、 その財産権 を引渡す ことを強

制す る訴訟 を提起 す ることがで きる。言 いかえれば、その者は、遺言条項 に従 って、 その財産権 を処分 しない こ

とを条件 に、最近親 者の ための復帰信託 に もとついて、その財産権 を保有 する ことにな る。

-c上_萱垣tl的 塑 全玉.空輸.な 』饅査

その 目的 が非常に不明確 で、不特定 なために、 どんな処分が その 目的 に入 るのか言 うことが できない場 合、 そ

の処分 は効 力 を失 う。た とえば、遺言者 が、遺言 の遺言補足書 で指 定する 目的のため に、 その財産 権をあてる よ

う財産権 を遺 贈 したが補足書 を書か なかった場 合、 この処分 は無効 である。同じよ うに、遺言者 が、 自己の死亡

時に貸金庫 に入れてあ るメモ に指定 されている ような 目的の ために、財産権 を利 用す るよう遺贈 す る場 合、 この

メモは、遺 言法 の要件 を充足 していないため、 この処分 は無効 である。第54条 参 照。

幽 襟 止劇

その処分 が、永久権禁止則 に違反す るため無効 とな る ことが ある。たとえば、財産権が信託会社 に遺 贈 され、

その信 託会 社が選ん だ相 当なる 目的 のために、年に一度、永久 にその収益 をつか うよう指示 されて いる場 合、公
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益信託 が設定 されない限 り、 この処分 は無 効である。

菖上_琶黄:庄註

財産権 の所有者が、公 益 目的に限 らず、不特 定また は一般的な 目的 のために、 その財産権 について 自己 を受託

者 とする信託宣言を した場合 、信 託は設定 されず、財産権 の所有者 は、信託 とは関係 な くその財 産権を保有す る。

瓦_生li1日τ為によ蔓鵡 融

その譲渡が生前行為でな された場合 、譲受人が指定 されたように財 産権 を分配す る権 限を もっか、また、 もつ

としてそれは どの範 囲か、 とい う問題 につ いては、第419条 参照 。

-i._譲 受 人 自身二のため」こ贈⌒ 合

本条で述べ られて いる規則 は、譲渡人が、譲受人 自身 の利益 のため に贈与 をする意思を表 示 した場合は適用 さ

れ ない。第25条 、第125条 参照 。 この ような場合、 譲受人が指定 された 目的 のために財産権 を用 いなか った と して

も復帰信託は生 じず、譲受 人は信託 とは関係 な くその財 産権を保 持す ることがで きる。第417条 注b参 照。

第124条 特定の非公益 目的

財産権の所有者が 、特 定の非公益 目的 のための信託 と して、その財産権 を譲 渡 したが、指定された受益者 が、

確定 してい ないか、あるいは確定不可能 な場合 、その信託は、有効 に設定 される ことはない。 しか し、譲受 人は、

そ の財産権 を、指定 された 目的 に充 当する権限を有 するが、それは 、上記 の充 当 を、永久権禁止則 の期間 を超え

て なす権 限または指 図が譲受人 に与 え られている場合 、お よび信託 の目的が気紛れな もの(c叩riciou⑨)で ある

場合 を除 くもの とする。

注:

a.光 当すべき義務 がない集 合

意図された非公益 目的のた めの信 託に もとつ いて、財産権が、 ある者に譲渡 され、受益者が不確定 あるいは確

定 不可能 な場 合、譲受人は義務 を負 わない。また、その財産権 を、指 定 された 目的 のために充 当するよ う、譲受

人に強制す ることもで きな い。それは、意図 された信託 を強制す べき受益者が存在 しないか らであ る。第112条 参

照 。その 目的が、公 益 目的 ではないため、法 務長官ま たはその他州 の公務員が、 それを公益信託 として強制す る

ことがで きな いのであ る。第398条 参照。

b.意 図 され た信託 目的 に財産 権 を充当す る権限

不動産または動産の受遺者 は、指定 され た目的が、気紛 れな もので あるとか、 あるいは、永久 権禁止則に違反

す るものでな い限 り、 その 目的に、その財産権 を充 当する ことが で きる。受遺者 が、指定 され た 目的に財産権 を

充当す ることを拒絶す るとき、その受遺者 は、委託者 あるいはその遺産の ための復 帰信託 として、 その財産権 を

保有す るように強制 され る ことが ある。受遺者 は、 その財 産権 を指 定 され た 目的に充当する こともできるし、 ま

たそ の財産権 を委託者 ある いは その一定財産 に引渡 す こともでき るが、受遺者 が、その遺 産 を保有す ることを許

され る場合 はあ りえない。 もし、受遺者が、指定 された 目的に、 その財産権 を充当 しなかった ときには、裁判 所
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は、受遺 者 に対 し、 その財 産権 を、裁判所 が相 当な もの として決定 した期間 内に、指 定 された 目的 に充 当 しなけ

れば、それ を委託者 またはその遺産に再譲渡す るよ うな判決 を下す ことが できる。

受遺 者が、指定 され た 目的に財産権 を充 当しない場 合に生 じる復帰信託 に関 して、第418条 参照。

C._鍾 一 ≡(honorar▼tru旦)_

ある特定 の非公益 目的 のための信託が、 それ を強 制すべ き受益者 の不存在 を理 由に、その 目的 が強制不 可能で

ある ことか ら、 それ は、本 リステ イ トメ ン トに用 い られて いる用語 としての 「信託 」trustで はない。 譲受 人が

その財産権 を上記 の 目的に充当す る権限 を有す る場 合、意 図され た信託が 「徳 義上の信託 」と呼 ばれる ことが あ

る。 しか しなが ら、 譲受 人は、その財産権 を充 当する権限のみ を有 し、 それを充当すべ き義務 を もたない し、 ま

た、本 リステ イ トメ ン トでは、 「信託 」という用語 が、裁判所で強制 する ことので きる義務 の存在 とい うことに

関連す るものである ことか ら、譲受人が徳義上 の信 託その他何 らか の信託 に もとつ いて保有す るというよ りは、

受託者が権 限を有す る とい う方が、正確 である。

亘...一規則己填用

本条に述 べ られた規則 は、墓碑や記念碑 の建 立 とその維持、墓地 の管理、 動物の世話な どのような 目的お よび

ミサ を行 なう ことが 、公 益的ではな いとされている州にお いて ミサ を行な う目的な どに適 用 される。 目的が、公

益的な ものである場合 に生 じる事情につ いては、注e参 照。不動産 または動 産の受遺者が、 その財 産権 を永久権

禁止則の期間 よ りも長期 にわた って充当 する権 限を有す る場合 に生 じる事情 につ いては、注f参 照 。 目的が気紛

れであ る場合 に生じる事 情につ いては注g参 照 。

例:

1.Aは 、 自分の亡妻の墓地 内に記念碑 を建 てるための 「信託 として」Bに1,㎜ ドルを遺 贈 した。 そ

の金銭 を上記 の記念碑建立に費 やすようにBに 強制す る ことはできな いけれ ども、Bは 、 この ような 目

的 に金 銭を費やす権限 は有す る。また、Bは 、上記 の行為 に よって、責任 を負 うものではない。Bが 、

記念碑 の建 立 を拒絶 した り、 あるいは怠 った りす るな らば、Bは 、Aの 遺産のた めの復帰信託 として、

その金 銭を保有 す る。

2.Aは 、Bの 生存 中Aの 墓 の管理 にその利子 を充 てるための'信 託 としでBに1.000ド ル を遺贈 し

た。Bは 、 その利子 をAの 墓 の管理 に費す ことを強制 され ることはな いが、 この 目的に利子 を充 てる権

限 を有する。 またBは 、 その行為 によって責任 を負 う ことはな い。Bが その利子 でAの 墓の管理 をす る

ことを拒絶 した り、 または怠 った りするな らば、Bは その金 銭 をAの 遺産 のため の復帰信託 として保有

する。

3.Aは 、 自分の犬 のフ ァイ ドーを、20年 間飼育 するため1こ使肘 る金銭1,㎜ ドル とともに、Bに 遺

贈 した。その犬 を20年 間飼育 する ことに、そ の金銭 を使 うようBに 強制す る ことはで きないが、Bは 、

その金 銭を この 目的に使用す る権 限は有す る。 また、Bは 、 上記 の行為 をなすによって何 ら責任 を生 じ

ない。Bが その犬 を飼育す る ことを拒絶 した り、怠 った りしたときに は、Bは 、Aの ための復帰信託 と

して、その金銭 を保有す る。
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4.Aは 、 自分 と亡妻Cの 鎮魂 の ミサ を行 うことに充て るための信託 としてBに1,000ド ルを遺 贈 した。

元本 が直 ちにその 目的 に費 され るべき場 合で ある。 ミサ を行 う信 託は公益信託 ではない とされる一部の

州 では、Bは 、その金銭 を指定 された 目的に充て ることを強制 されな いが、 その金銭 を この 目的のた め

に用 いる権 限を有す る。 またBは その行為に よって責任 を負 うことはな い。Bが その金 銭で ミサ を行 う

ことを拒絶 した りま たは怠 った りするな らばBは その金銭 をAの 遺 産の ため の復帰信託 として保 有す る。

旦,蛮 益 且的

指定 された 目的が公 益的で ある場 合、法 務長 官の訴訟に よって強制 する ことが できる永久権禁 止則の期 間 を超

えて も存続 す るに もかかわ らず無効 ではな い信 託が設定 され る。 たとえば、 ある名士 の記念碑 の建立と維 持 を目

的 と した信 託または共同墓地 の維持 のための信託は、公益信託 である。第374条 注h参 照 。ある不特 定数の貧民の

墓地 のための墓石の建 立 とその維持 を 目的 とする信託 は、公益信託 であ る。第369条 と比較せ よ。不 特定数 の動物

の飼 育を 目的 とした信 託は、公益信託 であ る。第374集 注e参 照 。 ミサ を行 うことを 目的 とした信託 は公益 信託で

あるという判 決がな されて いる州が大部 分であ る。第371条 注g参 照 。一般的に公益 目的 については、第368条 ～

第377条 参照。

旦._永 久権 禁止 肌 位u幽 垣鎮_斑Pβ 旦itiesL

意 図された信託の条項 に よって、不動 産 または動産の受遺者が、永 久権 禁止則 に定 める期間 よ りも長期 にわ た

って、その財産 権を、指 定 され た 目的 に充当する権限 を与 えられ ている とき、た とえ受遺者 が、 任意に、 その財

産権 を充 当する として も、適法 に、 その財 産権を指 定 され た目的 に充 当する ことは できない。制定法 に別 段の定

めが ないかぎ り、永 久権禁止則 の期 間は、当該譲渡の当時生存 していた指 定 され た者 の生存 中お よびその死後21

年 間である。た とえば、遺言者が ある者 に財産 権 を遺贈 し、 その収益 を、 暮石 または墓地 の永久 的な維持 に充当

す る とき、受遺 者は、適法に その収益 を、その 目的に充当 することがで きな いの であるが、受遺 者は、その財産

権 を、遺 言者 の一定 財産の ための復帰 信託 として保有す る。また同様 に、一匹 またはそれ以上 の動物 の飼 育のた

め、 不動 産または動産の受遺者 が、その動物の生存中、 その財産権 を充当す る権限 を与 え られてい る場 合、そ の

動物 の標準的な寿命が人間の寿 命よ り短 いか否か にかかわ らず、永 久権禁止則の期間 は、動物 の生命ではな く、

人 間の生 命 を基準に算定 され るのであ るか ら、その条項 の規定 は無 効であ る。 このよ うに信 託の場合、客年 の費

用 が分割 で きる ことを根拠 に、 受遺 者は21年 間その財産権 を適 当に費す ことがで きるかという問題は本 リステ イ

トメ ン トの範 囲外であ る。

墓 地、墓石や記念碑 の永久維 持のための財産権 の処分が、制定法 に よって許可 されている州 が多 い。

永 久権 禁止則および徳義上 の信託 の類 似の規則 の適用 に関しては、財産権 の リステ イ トメ ン ト第379条 参 照。

永 久楢 葉正則に もとつ いて許 可 される期間の算定 の基準 として用 い られ るもの は、人間 の寿 命である と推定 さ

れ る とい う趣 旨で、 財産権の リステイ トメ ン ト第334条 注h参 照 。

且エ 気紛 れな 目的(囎riciousurΩ §壁⊥一

気 紛れな性質を もつ非公益 目的のため意図 された信託 に もとつ いて、不動産 または動産 が、 あ る者に遺 贈 され、

しか も指 定 された受 益者が不確定 あるいは確 定不可能 な場合に は、 信託は有効 に設定 され ない。また、その不動
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産 または動産 の受遺 者は、そ の財産権 を、指定 された 目的 に充当 する権限 を有せ ず、遺言者の財産 のための復 帰

信託 として、その財 産権 を保有す る。第418条 参 照。

気紛れ な 目的 とそ うでな いものとの間 を明確 に区別す る ことは不可 能である。あ る目的が、通常 の人間 が、そ

の財産権 の処 分につ いて通常有 すると思 われるよ うな希望 を充足 する ような もので あれば、単 に、それが、 その

履行 によって、現 に生 きて いる人間に何 ら利益 を与 える ものではない とい う理 由だ けで、気紛 れな ものとはい え

ないのである。つ ま り、墓碑 の建立 およびその維持、 あるいは犬 の世話 とい った ような 目的は、 これ らの 目的に

充 て られる財産権の価額が不 当に大 き くなければ、気紛 れなもの とは いえな い。 これ に反 して、金 銭を海 中に投

げ込 む とか、畑に塩 をま くとか、家 を板で囲 って中に誰 も住まわせ な いように してお くという規 定は気紛 れな も

のである とされ る。あ る権限 を行使する ことに よって利益 を受 ける ものが存在せず、 しか もその権限を与 えられ

た者が、 それ を行使す る ことによって損失 をこうむ ることがない場 合、公序良俗 によって、 その権限の創設が禁

止 される。人 は自己 の財産 を気 紛れに処分す ることが できるけれ ども、通常その者 の私欲 が、 その ような行為 を

抑 制 させ る。上記の ような権 限の他は何 ら利益 を与 え られていない者 に、その ような権限 を附与 しようとす る場

合、上記 の ような抑制が ないため、その 目的が単 なる気紛 れな ものに過 ぎな いとき、その者 に、 その権限の行使

を許す ことは、公序良俗 に反 する。

例:

5.Aは1,㎜ ドル を海 に投げ入れ るための信託 として、Bに 遺贈 した。Bは 、 その金銭 をAの 遺産 の

た めの復帰信 託 として保有 し、そ の金銭 を海 中に投下 した場合にはAの 遺 産に対 して責任を負 う。

6Aは 、家屋 お よび敷地 を、 その窓 や扉 をふ さいで、その家 を20年 間空家 にしてお くという 「信託

として」、Bに 遺 贈 した。Bは その家屋お よび敷地を、Aの 遺産の ための復帰信託 として保有 し、 また

Bが その家 の窓 や扉をふ さぐな らば、Aの 遺産 に対 してBは 責任 を負 う。

h」 圃 宣戯 董

財産権の所有者が、 ある特定 の非公益 目的の ため信託 の宣言 をなすが、指定 された受益者 が不確定か、 あるい

は確定不可能 な ときには、信託は有効に設定 され ず、 その者は信託 に関係な く、 その財産権 を保有す る。

t.」里並虹 為 によ る鞭

生前行為 による譲渡 がな され る場合、 その譲受人 は、その財産権 を指 図に従 って処分す る権限 を与 え られ てい

るか否か、 あるいは、 そ うであればその範 囲はどこか とい う問題につ いて、第419条 参照 。

」一_」麹曇 人 白身璽 た坦 壬棉刮」剛 正規産 室」虹書損貞

本条に述べ られ た規則 は、譲渡人が、譲受人 自身 のために権利 を贈与す る意 思 を表示してい る場合には、適 用

す ることが できない。第25条 、第125条 参照。上記 の場合、 譲受人が、 その財産権 を指定 され た目的 に充当 しない

ときであ って も、復帰 信託が生 じるので はなく、 譲受 人は、その財産権 を信託 とかかわ りな く保有す ることが で

きるのであ る。第418条 注c参 照。
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第125条 制限のない処分権

財 産権 がある者 に譲 渡され、その者が選択 する方 法およびその選択 する者 に対 して無制限に処分 することがで

きるもの とされるときは、信託 は有効 に設定 されるのではな く、譲受人 は、自分 自身の利益のため にその財産権

を取得す る。

注:

旦L-_.蹴 規旦ll

譲 渡人 がその財産権 を信託 としてある者 に贈 与するか、 ある いは その者 自身 の利 益のために贈与す る意思 を明

示 しているか否 かは、諸般の事情か ら譲渡人 の言葉 を解釈す る問題 となる。

譲 渡人 が譲受 人に対 し強制 しうるような義務 を負わせ るという意思 を明示 していなければ、信託 は有効 に設定

され ない。譲渡人が、 強制的な(■andatory)文 言 よりむ しろ懇願的 な(precatory}文 言 を用 いてい るという事

実 によって、譲渡人 は強制可能 な義務 を負 わせ ているのではない という意思 を示 す もの とみ られ る。第25条 参照 。

譲渡 人が譲受 人に対 して、その財産権 の充 当を望む 目的が、譲受人個人 の利益 以外 の何かであ ることが 明白であ

った として も、委託 者が、譲受人 に、単 なる道徳 的義務 を課すだけ で、譲受人 は、その財産権を、 その 目的 に充

当す べき普通法 上の義 務はな いという意思 を表示 している場合には、信託 は有効 に設定されな い。第25条 注b参

照。 強制可能 な義務 を課すの ではな いとする委 託者 の意 思は、その財産権充当 の 目的が、譲受 人に、 その財産権

を、 その者 自身の利 益のために用 いる楠原 を与 える意思 を譲渡人が有す る ことを示す ように広 いものであ るとい

う事実 か ら、 明 らかにす ることがで きる。

互.藤 堂人 目身の☆ 婚星 権利 を醐 与す る意堪

財 産権 をある者に、その者 自身 の利益 のために贈 与す るとい う意思 を譲渡人 が明示 してい るときであれ ば、信

託 は有効 に設定 される ことはな く、譲受人 は、 その財産権 を、好 きなように取扱 うことがで きる。

例1

1、Aは 、 甲地 を、Bの 好 きなように 自由に取扱 うよう指 図して、Bに 遺 贈 した。Bは 、信託 とは関

係な く、甲地 の所有権者 となる。

2.Aは 、その処分 の相手方 、方法、金額 は、Bが 適 当 と認 めると ころに従ってなす よう指 示 を与 え

て、Bに10万 ドル を遺贈 した。Bは 、 その金銭を、 自分 自身 の利益 のために取得す る。

至⊥ 譲受 ムの ±姐 ≡制)壇 醐塾 す蚤,意思 坦なL当.窒

譲受人 は、その財産 権 を自分 自身 の利益 のために処分 してはな らな いとす る意思を、譲渡人が特定の文言 その

他 によって明示している ときに は、 その譲受人 は、 自分 自身の利益の ため、 その財 産権を取得す る ことは ない。

もし、譲受 人が、意 図 された 目的の不定 および受益者不 存在 を理由に効力 を もたな いような信託 に もとつ いて、

その財産権 を取得す る ときには、第123条 に述 べ られた規 則が適用 され る。

例1

3.Aは 、財 産権 を、Bが 適当 と認 める公益 目的またはその他の 目的のため処 分す るとい う内容 の信

190一

』



【第5章 】

託 として、Bに 遺贈 した。その遺言者が、諸般 の事情 に照 らして、Bに 、 その財産権 をB自 身 の利益 の

ため に充当す る ことを許す という意思 を明示 していると解釈 され るのでなけれ ば、Bは 、その財産権 に

ついて、 自己 のための権利 を取得せず、第123条 に述べ られた規則が適用 され うる。

d」」肇]麟 し左遺 言執行者魍 齢

財 産権 の遺贈 を受け た者 が、 遺言執 行者に指 定 され ているとい う事実は、その遺贈 を、 その者 のために とす る

意思 ではな いことを示 す こと もあるが、それは、決定的 な ことではな い。財産権の リステ イ トメ ン ト 第323条 注

e参 照。

第126条 付 随 的 な 受 益 者(incidentalbeneficiary)

委託 者があ る者に受益権 を与 える とい う意思を明示 しなければ、た とえ、その者が、その信託 の履行 か ら付自

酌に利益 を受 けることが あったと して も、その者が信託 の受益者 となるので はない 。

注:

旦.一誰坦受益者亘 あ口 』りか

信託の受益者 には、委託者 が、その信託に もとつ いて受益 権を附与す る意思 を明示 して いるよ うな者又 は その

権利 の承継 人だけが含 まれ る。その他 の者については、 た とえ、信託 の履行 に よって利益 を受 ける ことがで きる

と して も、その者が受益者 とはな らず、その信託 を強制 する こと もで きない。

例:

1.Aは 、金銭 をC会 社の社債に投資 し、 その収益 はDの 生存中はDに 、D死 亡 の ときには、 元本 を

Eに 支払 うという信託 としてBに 、10,㎜ ドル を遺贈 した。C会 社は、 その信託 の受 益者ではな いか ら、

Bに 対 し、C会 社 の社 債を購 入す るよう強制す る ことはでき ない。

2.Aは 、Bに 、Cの ための信託 として、営業 中の商 売 を遺贈 し、 その信託の管理 について生 じた も

ので適正 な範 囲の負債 であれば、それ をすべ て信託財産 か ら支払 うよう、Bに 指示 を与 えた。BはDに

対 して その ような債務 を負担 した。Dは 、 その信託の受益 者ではな い。(Dの 権利 については、第261条

～第279条 参 照)。

3.1年 間 国を離れる予 定が あ り、かつ支払能 力のあるAは 、Bに1.㎜ ドルを支払 い、Bが その金銭

をAの 債務 の支払 いに使 うよう指示 を与 えた。Aは その信託の受益者 であるが、Aの 債権者は受益者 で

はな い(あ る者 が、 自己の債権者の利益 のため譲渡をなす場合のその債権者 の権利 につ いては、第330条

注9、h参 照)。

4.AはBに 財 産権 を信託 として遺贈 し、Aの 心神喪失の娘Cが その友 人達 と暮 らしてい くのに適 切

な金額 をCが 住 むX町 が毎年支払 うな らば、Bが 適 切 とす る金額 を遺贈 された財産 権か ら拠出 し、Cが

心神喪失状態 か ら回復 した場合 にはCへ その財 産権を移 転す ることとした。X町 は この信託の受益者 で

はな く、 その信 託を遂 行す るよう受託者 を強制 す ることはで きな い。
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5.Aは 、Cを 特定の私立学校 にお いて教育 す るため、その収益 を充 当する信 託 として金銭 をBに 遺

贈 した。その学校 の経営者 は、 その信託 の受 益者ではな いか ら、Bに 、Cを その学 校へや るよう強制す

る ことはできない し、また、BがCを そ の学校 にや らなか った場合、Bに 対 して、信 託違反で訴訟 を提

起す る権限 を有 しない。偶然 に、契約上 の利益 を受ける者につ いては、契約権 の リステイ トメ ン ト 第1

33条 、第147条 参照。

b.指 定 した者 を雇用 す ることを指示 した場合、信 託の管理 につ いて資格 のある者を指定 し、受託者に、 その者

を雇用す るよう信 託条項 によ って指示 され ている場合、 委託者が、その者 に対 し、 その者 を雇 うように受託者 に

強制 する権利 を与える という意思 を明示 しているのでなければ、指定 され た者 は、 その信託の受益者にな る こと

はない。 あ る者 を雇用す る旨の指示が、単 に懇願 的な ものであ るに過 ぎな い こと もあ りうる。第25条 参照。 たと

え、上記 の指 示が命令 的な もの であって も、 それは、指 定 され た者の利益の ためにではな く、 その信託の管理 を

促進 するため、信 託証書中に書入れ られ るのである。上記の場合、受託者 は受益者 に対する義務のみ を負 うので

あって、指定 された者に対す る義務 は負わ ない。た とえば、信託の管理につ いて、弁護士を指定 し、 その者 を雇

用 す るよ うに、受託者に指示が与 え られ ている とい うことは、委託者が、 その指定 した弁護士に利益 を与 えると

い うよりも、信託の管理の能率 を高 める ことを意 図 して いるといえる。上記 の場 合、その弁護士 は、受託者 に対

して自分 を雇 用するよ う強制す ること もできず、 また受託者が 自分 を雇わ なかった場合の損害につ いて、受託 者

に責任 を負 わせ ることもで きな い。 同様 に、営業 中の商売 につ いて、信託が設定 されてい る場 合、 ある特定 の者

をその商 売の支配人 として雇用す るという指示 を、委託者が与 えて いる場 合、 もし委託者がそれ によって、単 に

商売 の経 営の効率を促進 させ る意思 を明示 しているに過 ぎず、その者 を雇 うよ う受 託者に強制で きる権利 を、 そ

の者 に附 与 している意 思ではな いことを明示 してい るので あれば、 かかる指宗 を強制する ことはできない。

た とえ、委 託者が、その者 を雇用す る ことを受 託者に強制す る権利 を、 その者に附与す る意思 を明示 している

として も、その者は、必ず しも、受託者 に対 して、 自分 を雇用す ることを強制 す る権利を有す るとはかぎ らない。

その雇 用が、信託の管理 を適法 になす受 託者 の権限 を著 し く妨 げるような性質 の ものであ る場合 には、 その者 は、

上記 の権 利 をもたな い。つ ま り、それ が、ある者を、信託 の管理 につ いて弁 護士 として雇用す るように受託 者に

対 してな され る指 示であれば、 その関係 は、性質 上、高度 に信頼的 な(fiduciary)も ので あるから、受託者 が、

自己の選 択に よらな い代理人 の忠告 に従 うことを強制 され ることになれば、信 託の適正な管理 を妨 げる ことにな

るので、その指示は強制不可能 である。

た とえ、(そ の役務が)指 定 された者 を雇 用す ることを受託者 は強制 されな い(よ うな内容 のもの)で あって も、

委 託者は、その者が、特に定 め られ た役務 を自発 的に履行 するかぎ り、少 な くとも、 その者 に報酬 を支払 べき も

の とする という意思 を、信託証書 の条項 に明示する ことはできる。つ ま り、委 託者は、指定 され た者 が一定 の役

務 の履行を拒絶す るな らば、 その者 は、 自己の有す る年金受取権 を失 うもの とす るという条項 によって、特定 額

の年金の支払 について規定す る ことができ る。同様に、諸般の事情 か ら、指定 され た者の雇用 についての規定 は、

その者に対す る贈与 または遺贈 と同様 の趣 旨で意 図 され るのであって、単 なる商売取引の基礎 として意 図 されて

いるのではない とい うことが 明 らかになる場 合があ る。 たとえば、 もし、指定 された者が、委託者 に多年 にわた
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って雇用 されていた老人であ るようなとき、委 託者は、本来、信託財産 で、その者 を世話す るとい う意思 を もっ

ていた ものであ ることが明 らかになる こともある。受託者が その者 を雇 うことを拒絶す るときには、その者が雇

用 されない ことによ って失 う額 を、信託 財産か ら賠償請求す ることができる。

玉」_豪腹赴1鑓 益 麺 あ るか

受 託者 は、受 託者 として の行為 についての補 償金に対す る権原 を有するけれ ども(第242条 参照)、 その信託 の

受益者 ではない。(第337条 注b参 照)。 しか しなが ら、受託者が、受益者 の一人 とな ることはあ りうる。第115条

参照 。

第127条 誰が受益者 となるのか

委託 者が、あ る人に受益権 を与える意思 を表示 した時 は、シェ リイ事件の法則ホ によって制 限される範囲を除

いては、その者が受益者 となる。

[訳注]:

シェ リイ事件の法則(ruleinShelleピscase)… 自由土地保有権(freehold)の 移転が あ り、 同時に被移転者

の法定 相続人(heirs)に 単純封土 権(feesi■ple}ま た は限 嗣封土権(estatetai1)と して権 利の譲渡があ っ

た場 合、そのtheheirsの 語 は、権 利の範 囲を示す限定文言 であって権利 を与 える譲受人指定文 言ではない とい

う法理 。た とえば、toAforlifere■aindertoBforlifere■aindertotheheirsofAと い う移 転が、

Aはestateforlife及 びB死 亡の際有効 とな るfeesi■pleを 取得 し、Aのheirsは なんらの権利 も取 得 しな い。

注:

.旦⊥2幽 範 囲

本条では第一受益権の消滅後 、委 託者な いし第一受益権者 の相続 人 または最近親者 に限定 して与 える 旨、信託

証 書中に明示 してあ る場合 に生ずる問題 を主 として扱 う。 た とえば、委託者は、生存 中は 自分 に収益を支払 い、

死 後は相続人に信託財産 を移 転する ことを内容 とす る信託 として、 財産権 を譲渡 する ことが ある。 この場合に問

題 とな るのは、委託者 は、最終 的には相続人に附与 され る普通法 上な らびに衡平法上 の残余権 といっしょに生涯

権 だけ を取得す るの か、 それ とも、生涯 権 だけ でな く、普通法 上な らびに衡平法上 の復帰権 をも取得 し、その結

果 、 自分が信託 の唯一の受益 者 となるのか、 ということである。注b参 照。やや 似てはいるが、収益が、第三者

の生存事はその者に支払わ れ、その者の死後は、その者 の相続 人に、受託者が その財産権 を移 転す ることを内容

とす る信託が設定 され た場合 には、異な った問題が生ず る。 このよ うなケース では、 その第三 者は、その者の相

続 人に対す る不確定残余権 とい っしょに生涯権 だけ を取得 するのか、 それ とも、 単純封土権 を取得するのかが問

題 とな る。注c参 照。

委 託者の相続人に関す る問題 は、信託が生前行為で設定 される場 合 にのみ生ず るのに対 して、第三者の相続人

に関す る問題は、信託が、生 前行為 または遺言 によって設 定 される場合に生ず る。

b.⇒ 託に もとつ く が の相 人に 定 され る 合
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普通法 にお いては、土地所有者 は生 前行為た る譲渡 によって自己の相続 人に残余権 を設定す る ことはで きず、

た とえそれを試みた として も、誰 に対 して も残余 権が設定 され る ことはな く、 自 ら復帰権 を取得 す る旨の財産法

上 の規則が、かつて存在 した。 このよ うな規則は既にな くなった。(現 在では)土 地所有者 が、 自分の死後相続人

となる者 に対 して、普通法上 あるいは衡 平法 上、不確定残余権 を設 定する意思 を表示 した場合 、そのよ うな効果

が生 じる。反対の意思の証拠 がない限 り、その所有者 は自分の相続人 に対 して残余権 を設定 したのではな いと推

測 される。不動産であ ろう と動産 であ ろうと、財産権 の所 有者 が、 一定の期間は 自分 自身 に収 益 を支払 い、期間

満了 時には、 自分に元本 を支払 うことを内容 とす る信託 と して、 その財産権 を譲渡す る場合、 その者は信託の唯

一 の受 益者 とな る。同様 に、財産権 の所 有者が、生存中 は自分 に収 益を支払 い、死後 は、 自分 の遺 産または 自分

の人格代理 者に その財産権 を移転 する ことを内容 とす る信託 として、財産権 を譲渡す る場合 に も、その者は信託

の唯一 の受 益者 とな る。 そして、財産権 の所有 者が、死後 の財産権 の処分 について何 らの指示 もせ ず、生 存中は、

自分 自身 に収益 を支払 うことを内容 とする信託 として財産権 を譲渡 した場合 は、反対 の意思が表示 されない限 り、

その者は信託の唯一の受益者 となる。そ して、受 託者は、財産権 の所有者または、財産権 の所有者 の遺産 のため

の復 帰信託 として、 それ を保有 する ことになる。第430条 、第431条 参照 。

他方、受 益権が委託者の生存 中は委託 者に限定 され、死後、 その財産権が、 その者 の子供 たちの子孫、 すなわ

ち直系卑属 に移転 される ことになっているのな ら、その者 は信託 の唯一 の受 益者 とな るものではな く、残余 権は、

その者 の直 系卑属に取得 され る ことになる。

財産権 の所有者が、生存 中は自分 自身 に収益 を支払 い、死後 は、 それをその者の相続人 または最近親者 に支払

う ことを内容 とす る信託 として財産権 を譲渡する場 合には、 よ り一層 、解釈上 で困難 な問題が生 ずる。反 対の意

思 が表 示 されて いなけれ ば、財産権 の所有者が信託の唯一 の受益者 とな り、 その 者の相続人 または最近親 者 とな

る人 に何 らかの権利 を設定 しようとい う意思のない ことが推測 される。財産権 の所有者が無遺言 で死亡 した場 合

に、 その者 の財産権に対 して権原 を有す る者、または法定相続及 び遺産分配 に関す る制定法 に基 づきその財 産権

を取得 する者に対 し、元本 を支払 うぺ き場 合 も同様 であ る。

委 託者 の生存中はその者 に収益が支払 われ、死 後は、元本が捺 印証書 または遺言書 による委託者 の指 示に従 っ

て支払 われ、委託者の指示が ない場 合には、そその者の相続人 または最近親者 に支払 うことに なっている時には、

委託者 が唯一 の受益者 とな ると推測 され る。 しか しなが ら、委託者 が遺言の みに よって元本の帰属 につ いて指 示

する権限を留保 し、かつ遺言 による指示 を行 わない ときは自分 の相続人 または最近親者に元本 が帰属 すべ き場 合

は、遺言 によ る指示のみ によって剥奪 でき る権利 を 自分 の相続人 または最近親 者に与 えることを委託者 が意 図 し

ていたと推 測で きな くもない。 しか し この事 だけでは、相続人達 にはそのような権利 を与 えず、 自 ら唯一 の受益

者 となる 旨の委託者の意思の推定 を覆 す ことはで きな い。

例l

l.Aは 、10年 間、収益 を自己に支払 い、その後は、Aに 財産権 を移 転す ることを内容 とす る信託 と

して、Bに 財産権 を譲渡 した。信 託条項 によ って、 この信託 は、10年 間は解除で きな いもの と されてい

る。Aは 信託の唯一 の受益者 であ る。
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2.Aは 、Aの 生存 中はAに 収益 を支払 い、Aの 死後 は、元本 を、Aの 捺 印証書 または遺言書 に よっ

て指 示す るところに従 って支払い、指 示の ない場合 には、Aの 相 続人 または最近親者 に支払 うことを内

容 とす る信託 として、Bに 財産権 を譲渡 した。Aは 信託 の唯一の受益者 となる。

3.Aは 、Aの 生存 中はAの ために、Aの 死後 は、 それ をAの 子供連 に移転す ることを内容 とす る信

託 として、 甲地 をBと その相続人に譲渡 した。 たとえAの 子供が まだ生 まれ てな くて も、Aは 、 信託 の

唯一の受益者 となる ものではな い。

委 託者が信託の唯一 の受益者 とな るか どうかの問題 は、 いろいろな状況にお いて重要 である。委 託者 が信託 の

唯一の受益者 となるな らば、委 託者 は、信託 を解除す る ことが でき る。第339条 参照 。他方、 もし委 託者が、唯一

の受益者 とな らないならば、 他の受益者の同意が なけれ ば、 それを解除す ることはできないし(第40条 参照)、 も

し、委託者の相続人が残余権 を有 して いるのな ら、委託者 の相続 人 とな るすべ ての人 の承諾 を得る ことは不可能

であ る。制定法 に基づ き委 託者が全ての生存受益者 の同意 を得 る ことがで きる州 において も、 この ことは当て は

ま る。また、委託者が唯一 の受 益者 とな るか どうかの問題 は、生 前行為ま たは、死亡 時に遺言 によ って、 その信

託財産 を処分 しようと思 う場 合に も、重要 とな ろう。 同様 に、委託 者の債権者や、委 託者 の死 亡後、委 託者の相

続人 または最近親者 となる者 の債権者が、信託財産上 の権利 を差押 えしようとす る場 合に も、 重要 とな る。

相続人 または最近親者 に対 す る普通法上の権利 の譲渡 の効果 にっ いては、財産権 の リステ イ トメ ン ト第314条 参

照。

旦,描 轟に もとつ く一将接蝋 坦、一一笹葺置の祖制ム ▲:阻塞.峯虹』 墨金

シェ リイ事件 の法則 が効 力 をもたな い州では、受益権 が、委託 者の生存 中、委託者 以外 の第 三者に限定 され、

委託者の死後、残余権 は、委 託者の相続人 また は最近親 者に限 られ る場合、委託者 によって、受益権 をそ の第三

者に与 えるという意思表示 がな い限 り、委託者 の相続人 または最近 親者 も、委託者 とな らび受 益者 とな る。他方、

受益権が、委託者 の生存 中、 委託者以外 の第三者 に限定 され、委 託者の死亡 に際 しては、委 託者の遺産 または、

遺言執行者 あるいは遺産管理 人 に限定 され る場合 には、委 託者は唯一の受益者 となる。

例:

4.Aは 甲地を、Cの 生存 中は、Cに 賃料 および収益 を支払 い、Cの 死 後は、その土地 をCの 相続人

に移転 する ことを内容 とす る信託 として、Bと その相続 人 に譲渡 した。シェ リイ事 件の法則が効力 を も

たない場 合は、Cは 、 その信託 の唯一 の受 益者 とな らな い。

5.Aは 、Cの 生存 中はCに 収益 を支払 い、Cの 死後は、元本 をCの 遺 産に支払 うことを内容 とする

信託 として、Bに 財産権 を譲渡 した。Cは 、その信託の唯一 の受益 者 とな る。

シェ リイ事件の法則 のもとでは、土 地の信託に よる受益権 が、 ある者の生存中はその者に、残余権 は

その者の相続人に限 るという場合、 その者は、単純封土権 を取得 し、その者の相続人は、信託 の受益 者

となる ものではな い。 シェ リイ事件 の法 則は普通法上の権利 がその生存中は ある者に、衡平法上 の権 利

がその者の相続人に限 定される場 合には適 用な く、 また衡平法上 の権利が その生存中 はある者 に、普通

法上 の権利がその相続 人に限定 される場合に も適用な い。 ほ とん どの州では、 この シェ リイ事件 の法 則
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は廃止 され ている。

シェ リイ事件 の法則 につ いては、財産権 の リステ イ トメ ント第312条 、第313条 参 照。

d」 .集趾璽構臓鼠壁》左め璽 信託

信託が、 ある集団の構成員 のために設定 され る場 合、 その集 団の各構成員 は、 た とえ信託条項 によって受 託者

が、 その集 団の構成 員の中か ら受益者 を選 択 し、 その割合 を決定 する権限を有 して いて も、信託 の受益 者 とな る。

第120条 参照 。た とえば、信託が、受託者 が選ぶ特定人の子供達 の一人 または複数の者 に、信 託財産 を移 転す るこ

とを内容 とする信託条項に よって設定 された場 合、子供連 のそれぞれが信 託の受益者 とな る。 また、婦 人 とその

子供 連の扶 養のために、信託財産 を用 いる よう受 託者 に指示す る内容 の信託 条項 に よって、信託 が設定 され た場

合、 その婦 人 と子供 達が受益者 となる。

他 方、委 託者が信託設定 の動機と して、集団の構成員 のひと りが他の構成 員 を扶養す る ことを望んでい るとし

て も、集 団の構成員の ひと りだけのための信託は設定 し うる。信託が集団の構成員 のひと りのためだけに設定 さ

れたのか、ま たは全 ての構成 員のために設定 され たのかは、委 託者の意思表 示 によ り決定 され る。 たとえば、 あ

る一定の金額が、 ある婦人 のために信託 として遺贈 され、遺言 書には、その遺贈 の理 由と して、婦人が 自分 自身

とその子供連 の生活 をやって いける ようにす るた めであ ると書 いてあ る場合 には、婦人 がその信託の唯一 の受益

者であ ることが推測 され る。他方、遺 言者が、信託財産 の一部 を子供連の扶養 のために使用 すべ き義務 を課 す意

思 を表示 して いる場合 には、子供連 も、信託の受益者 とな る。子供連の受益権 の範 囲は、委 託者 の意思表示 によ

って決め られ る。第128条 注f参 照。

財産権が、集 団の構 成員の ひと りに対 して、 その者 と他 の構成員 のため に譲 渡 され る場合 、 たとえば、 ある者

に対 して、 ある者とその者の子供達 また は家族 のために譲渡 され る場合、 その譲 渡人が信託 を設定 する意思表 示

をしているのか、譲受人 自身 の利益の ため贈与す る動機 を明示 して、 その ような贈与 をなす意思 を表示 している

のか問題 である。第25条 注d参 照。

贈与 を受 ける権原を有す るグルー プに含 まれ る者につ いては、財産権の リステイ トメ ン ト第279条 ～第314条 参

照 。

第128条 受益者の権利の範囲

信託受 益者の権利の範 囲は、シェ リイ事件の法 則歌 によって制 限 される範 囲 を除 き、委託者 の意思表 示に よっ

て決定 され る。

‡[訳注]:シ ェ リイ事件 の法則 …第127条 参 照。

注:

⊥L」凱麗 といi旦 礎

相続 という用語は、単純 封土権、 限嗣封土権に対す る衡平法 上の権利の設定 一それ が信託宣 言に よろ うと、生

前行為また は遺言に よろ うと、指名 権の行使に よろうと一に とって必要ではな い。
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旦..塁 益.塑処丑

受益者が、信託条項 によって、永久に信託財産 から収益 を うける権原 を有 し、他 に、受益権 の処分がない場合

は、その者がそ の信託 の唯一 の受益権者 である。例 えば、 その信託が土地の信託 である場合 、その者は単純封土

権に対す る衡平法上 の権利 を有 し、その信 託が動産 であ る場 合、その者は完全 な衡平法 上の権利 を有す る。

特定の受益者 に、 その収益 を支払 う指示 が、永久 にその収益を支払 のか、 ある人の生存中の収益 に限 られ るか

は、解釈 の問題 である。収 益の処分が、特定 の人 の生 存中の収益に限定 され る場 合で、 しか も、そ の後 で収益 を

他 に処分 した り、元本 を他 に処分す る ことがない場合 は、その特定 の受益者 の死亡に際 し、委託者、 または委 託

者 の財産 のために、 元本につ き復帰信託 が行われる。第430条 参照。

一旦._孟杢塾tL窯 固鎚 血 目山蓮 量些些一旦鷺 櫨煮」こ藁菰養.担憂墨金

特定 の人に収 益を支払 い、受託者が 妥当 と考えた時に元本 をそ の特定 の者 に譲渡す るという内容 の信 託 として、

財産権 が引渡 された場 合、 その者 に全受 益権を与えたの か、その者 の生 存中収益に対す る権原 だけ与え られ、受

託 者による元本の譲渡は不確定 な ものにす ぎないのかは解釈の問題 である。元本の物権移転文句‡(giftover)

がなければ、受益者は全受益権 を もつ と推定 され、受託者 がその財 産権 を受益者に引渡す前 に受益 者が死亡 した

場 合 には、その受託者 は、受 益者死亡 に際 し、受益者 の遺産 にその財産権 を移転す るよう強制 される。

‡[訳注]:物 権移 動文・句(giftover)… 遺言書 または財産 譲渡証 書にお いて、特定人へ の物 権の譲渡が無効 また

は失効 した とき、 この物権 を、他の特 定人 に与 える旨を決める もの。高柳、末延編 「英米法辞 典」 より。

止.縦 坑 韮

受託者が 自由裁量 で適 当 と思われ る額 を収益 または元本か ら、 ひ と りの受益者 だけに支払 うべ き旨、信託条項

に よ り規定す る ことができる。 この場合、受託者が支払 う範 囲は、委託者 の意思表 示によって決定 され る。委 託

者が、受託者 に全 くの自由裁量権 を与 えると意思表示 した場合は、受託者 が、不正または不当な動機か ら、受 益

者 に支払 わない場合以 外、受益者 は、受 託者を強制 して、 自己へ収益 を支 払わせる ことはで きな い。第187条 参 照。

裁 量信託 の受 託者 が、受益者死亡後 に、受益 者の遺 産に収益ま たは元本 を渡すか どうかの問題 は、信託条項 に

よる。第235条 の2参 照。

裁量信託の場 合の受益者 の権利 の譲渡 については第155条 参照 。

旦._養 性を」:打力」≧す墨田 猛

信託条項 に よって、受託者 が、受 益者の教育 または養育 に必要 な額 を収益 また は元本か ら支払 うもの とす ると

い う内容を規定 できる。 この場 合、受益者は、受託者 の妥 当な裁 量に よって、教育 または養 育に必要 と思われ る

以上の額 を、受託者 に支払 わせ ることはで きな い。

受益者が他に資産 をもって いて も、信託財産か ら養育 を受 ける権利があ るのか ど うかは、解釈の問題であ る。

この場合、受益者は、 そのよ うな権利 を有す るとの推 論が成 り立つ。 また、受託者 が、受益 者の葬式費用 を支払

う権限 を与 えられているか どうか も、解釈 の問題 である。 この場 合、受託者 はそのよ うな権限 を有す るとの推論

が成 り立つ。

養育 を 目的 とする信託 の場 合、その受益権 の譲渡性 につ いて、第154条 参照 。受 託者 の 自由裁量権の行使 に対 す
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る裁判所の コ ン トロールの権利 につ いては、第187条 参照 。

.L-、あ一越 囲 の構成 風乾起凶燈 個]6

信託が一定の人間集 団の構成員のために設定 され た場 合、その構成員の権利 の範 囲は委 託者の意思表示 によ る。

た とえば、遺言者 が、 自己の妻 と成年に達す るまでの子 供連の養育の ために、 その寡 婦に財 産権 を信託 として遺

贈 す る場合、子供達 は成 年に達するまで信託財産 から適 当な額 の養育費 を出す よう母親 に強制す る権限 を有 し、

母親 は、 この義務 によって、信託財産に対す る受益 の権利 を有す ることにな る。

このよ うな信託の場合、受 益者の権利の譲渡性につ いては、 第161条 参照。

集 団に対す る贈与 を受 け得 る人の範 囲については、財産 権の リステ イ トメ ン ト第279条 ～第314条 参 照。

.且.二 皇 尊胸 田信託(p肝3皿altrUS掴1

信 託条項 に よって、受益権 が、特別 な方法 で信 託財産権 を享有 する ことに限定 され ることが あ る。 この ような

場合 には、受 益者は、信託財産 か らの収 益、ある いは元本 の一部 を 自己に支 払わせ る正当 な権 限がない。た とえ

ば、受益者 の権利が、家屋 の占有、 あるいは部屋 の 占有 に限定 され る こと もある し、受益者の権利 が、土地の一

定 の区画で家 畜 を放牧す る特権 を与 える ことに限 られ ること もある。

人的財産権 の信託の場合、 その受益者 の権利 の譲渡 性に ついては、 第160条 参照 。

Lシ 主 リ.イ事件 の法 則

土地の信託 による受 益権が、委託者の生存 中は自分 に、残余権は委託者 の相続人 に限 られ る場合、 た とえ、委

託者 は生涯権 のみを取 得す ると意思表示 をしても、 シェ リイ事件の法則 のもとでは、委託者は単純封土権 の上 に

受益権 を取得 する。委 託者の相続人は、信託 の受益者 とな らな い。第127条 参照。 シェ リイ事件の法則 が拘束 力を

もた ない州 では、 その者が、単純封土権 を取得す るのか、生涯権 を有す るのか は、委 託者 の意思表示 による。

シェ リイ事件 の法則 については、財産権 の リステ イ トメ ン ト第312条 、第313条 参照 。

i.基 撲 塑 力量害

信 託財 産か ら収益 の全 部な いし一部 を受領す る権限 を有 する受益者が、基本財産(元 本)の 一部な いし全部 を

受領 す る権限 を有す るのか どうか、また、それは いか なる状 況の もとでか とか、 どの範 囲までか という問題 は、

信託 条項 に よる。受託者 が、明示的あ るいは黙示的に、受 益者の養育 に必要な額 を収益か ら支払 った り、元本 を

それにあてた りす る権限 が与 えられてい ることもあ る。 このよ うな場 合には、受益者が 自己の財 産 をもっている

時に、受 託者が、受益者 の養 育のために基 本財産 を適法 に利用できるか どうか、情況 に照 らし、 信託証書の文言

を解 釈す る ことにな る。受 託者 に自由裁 量権が与 えられ ている場 合、受託 者に与 え られた裁量権 の濫用防止の た

め以外 は、裁 判所は、受託者 の裁量権 の行 使を妨害 しな い。第187条 参 照。同様に、受益者 が、元本 の一部または

全部 を自己に支払 うよう受託者 に請求 する権限を与え られ ている こともある。その ような権限 の範 囲は、信託条

項 による。受 益者が権限 を有 するのは自己の生 活に通 常必要 な額 に限 られ ている こともあ りうるし、全 く制限 さ

れず に元本 の一部または全部 で もあ りうるか らである。

信託条項 によって、受託者 が、収益 あるいは元本を支払 う時期 に来 ていない時に、受益者の養育 のために、収

益お よび元本 をあてる ことを認可 ないしは命ずる裁 判所の権限 につ いては、第168条 参 照。
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幽

信託条項 に よって、受益者 は、定期的に一定 の金額 を受領す る もの と規定 できる。信託財 産か らの収益が一定

の金額に満 たない場合、受託者 が、元本か らその不足額 を うめ合わせ る権限 を有 するかど うかは信託条項 によっ

て決 められ る。信託証書 の文言 が不明確 な場合 は、 この問題 は、その信託証書 の文言の もとにな って いる要素、

委託者 と年金受取人 と残余権 を有す る受益者 との関 係、 年金 の額 お よび信託財産 の規模、その信託が、特別 な、

あ るいは一般 的な金銭 の遺贈 に よって設定 されたのか、残余財 産の遺贈{residuarybequest}に よって設定 さ

れ たのか ど うか等 によ り決定 され る。

受託者 が、収 益が不十 分であ って も、年 金の支払 用 として元本に手 をつ け られな い場合、 その1年 の不足額 を、

次年度 の収益 か らまかな えるの かどうか、 また、受託者が、不時の不足額 を うめ合わせるた めに、 ある年 に、 収

益 の超過額 を適法 に留 保 してお くことがで きるのか どうか は、信託条項 の解釈 の問題 であ る。収益 を留保 し、 将

来 の不足 分を補 うために積立て てお くとい う信託条項は、法令 によって禁止 され ている利子積立{aCCU削lation

S)と して無効 とされ る場合が ある。財産 権の リステイ トメ ン ト第445条 ～第449条 参照。

=

受 益者は、停止条件、解除条 件に従 う。つま り、信託条項に よって、受 益者 は、一定の でき ごとの発 生 を条件

として収 益 または元本に対す る権限 を取得す るもの と規定 できる し、収益 ま たは元本 に対す る受 益者の権利は、

一 定ので きごとの発生の時 に消 滅する と規定す ることもできる。受 益者また は第三者 の行為 に関連 する停止条件

・解除条 件が付 されて いるかを判断す る要素につ いて は、財産権 の リステ イ トメ ン ト第275条 参照。

不法の停止条件の場合、受益 者は、条件が成就 しな くとも受益権 を有す るのかどうか、条 件が成就 して も、贈

与が失効す るのか どうか は、委 託者の意思表示に よる。第65条 注f、 第401条 注■参照 。

不法の解除条件の場合、 受益者の権利 は、委託者が反 対の意 思を表示 しない限 り、条件 の成否にかかわ りな く

消滅 しない。第65条 注e、 第401条 注d参 照。

停止条件、解除条件 が違 法であ る場合 の効果 については、財 産権の リステ イ トメ ン ト第275集 注f参 照。

停止条件、解除条件 が履 行不能の場合 の効果 については、第11条 、第65条 の2参 照。財 産権の リステ イ トメ ン

ト第275条 注g、 第438条 も参照。

また、条件 が不確定 の場合の効果 については、第65条 の3参 照。

一定 の年 令に達 した時に、 ある者へ の贈 与をなす とい うことが、一定 の年 令 を条件 とす るのか、財産権 の享有

の延 期つき絶対 贈与 なのかの問題 については、 財産権の リステイ トメ ン ト第257条 ～第259条 参照。第33条 注 」以

下参 照。

第129条 受益者の権利の範囲の確定

受益者の権利の範囲は、永久権禁止則の期間内に確定できるならば、信託設定当時に確定する必要はない。

注:
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a.受 益者 の権利の範 囲が、信託設定 当時の諸事実か ら確 定 されるべ きであ るという ことは、信託の効力 の発生

に とって必要条件 では ない。

E」 ⊇ 刮

受益者 の権利 は、将 来、発生が確定的 な もの もある し、 また不確定 な場合 もある。

例:

1.甲 地 の所有者Aは 、C生 存 中にCに 、 甲地 の賃料 と収益 を支払 い、Cの 死 亡 に際 しては、Dに 甲

地 を引渡 す とい う内容 の信託 として、Bに 甲地 を譲渡 した。C、Dと もに信託の受益者 であ り、Cは 衡

平法 上の生涯権 を有 し、Dは 、将来、発生 が確定 して いる単純封土権 につ いての衡平法 上の権 利を有す

る。

2.Aは10万 ドルを信託 と してBに 譲渡 し、 その信 託の内容は、C生 存 中はCに その収益 を支払 い、

C死 亡の際 には、Dに その元本 を支払い、万一、Cよ り前にDが 死亡 した ら、Eに その元本 を支払 うと

い うものであった。C、D、Eは 信託の受益者 であ り、Dは 、将来、発生 が確定 してい る権 利 を有 し、

Eは 、不確定 な将来権 を有 す る。

3.Aは 、1万 ドル をBに 信託 として譲渡 し、その信託の 内容は、Bの 考 えで、Dが 彼の習慣 をあ ら

た め、財産管理 がで きるようにな るまで はCに その収益 を支払 い、Dが そのようにな ったら、BがDに

元本 を支払 うもの とす るというものであ った。C、Dと も信託 の受益者 であ り、Dは 、不確定 な将来権

を有 している。

丸_権 利聖節∬‖

受益者 の権利 は、その範囲が不確定 な ことが ある。

例:

4.Aは 、信託 と してBに10万 ドル遺 贈 し、Cが 他 の財源 か ら得 る収 益 と合わせ て、 合計5千 ドル に

なる よう、その信託財 産の収益 をCに 支 払 うもの とした。Cの 権利 の範 囲が不確定 で も、有効であ る。

5.Aは 、Cの ために、Cの 教育及 び養育 に必要 な額 を支払 う目的で、信託 として、Bに20万 ドル遺

贈 した。Cの 権利 の範 囲は、 不確 定だが、有効 である。

旦⊥一白L由裁 量エ 決 め られ る権利

受益者の権利 の範 囲は、受託者または、第三者 の自由裁量に よって決め られ る ことがある。

例:

6.Aは 、 信託 としてBに10万 ドル遺贈 し、そ の内容は、Bの 自由裁量 で決めた額 を収益 か らCに 支

払 い、Cが 死亡 した場合には、Dに その元本 と積 みた て られた収益 を引渡す とい うものであった。Cの

権利 は、その範 囲については不確定 ではあるが有効で ある。

7.Aは 信託 として、Bに10万 ドル遺 贈 し、 その信託 の内容 は、Cあ るいは、Cの 妻 と子供 のために、

第 三者Dの 自由裁量 によって支払 う額 が決め られ、支払 うとすれば、それ らの受益者 の うちの護れかに

支 払われ るものとす る とい うものであった。Cの 権利 は、 その範 囲につ いて不確定 であるが、有効 であ
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る。

旦.一.梅割垂嘲 璽 妻虹 養券登

受益者の権利 は、解除条件 の成就 に よって剥奪 され る ことがあ る。

例:

8,Aは 、Cと その法定相続人 のために、信託 として、Bに 甲地 を遺 贈 した。そ して、 もし、Cの 死

亡 した時に、生存 してい る相続人 がいなければ、Dお よびその相続人 を受益者 とす るという条件がっ い

ていた。CもDも その信託の受益者 である。Cの 権利 は、解除条件 のついた単純 封土権上の権利で ある。

第130条 受益権の性質

第131条 の場合 を除 き

(旬 信託財産が人的財産権 の時は、受益者の権利 は人的財産 権であ り

(b)信 託財産が物的財産権の 時は、受益者の権利 が、普通法上 の権 利な らぱ、人的財産 権 と認め られ るほ ど権利

の存続期間が限定されてい る場 合を除き、 その受益者 の権利 は、物的財産権で ある。

注:

些 」物繊 塵捜L【土量山!連 壁 血IL

物的財産権 は財産権の リステイ トメ ン トに定義 され ているように、土地お よび、単純封土権 、条件付単純封土

権、限嗣封土権、生涯権 など、土地 に対す る他の権利 を含 む。

例:

1,甲 地の所有者Aは 、Cと そ の相続人 のための能動 信託 として、 甲地 をBと その相 続人に譲渡 した。

Cの 権利は、物的財 産権であ る。

2,甲 地の所有者Aは 、Cに は生涯権 を、Dと その相続 人に残余権 を与えるとい う目的の能動信託 と

して、 甲地 をBと その相続 人に譲渡 した。CとDの 権利 は、物的財産権 である。

3.甲 地の所有者Aは 、Cの ための能動信 託 として、Cに 生涯 権 を与 える 目的 でBに 甲地 を譲渡 した。

Cの 権利は、物的財 産権であ る。

b. 、一人前財 産権tpロr3σ岨1丑 匝拠1⊥

人的財産権 には、債権、非 自由保有権(nonfreeholdestates)や 、土地 に対す る非 自由保有の権 利 などが含 ま

れ る。

例:

4,株 式の所有者Aは 、Bの ために、 その株式 につき 自己 を受託者 とする信託 宣言 をした。Bの 権利

は人的財産権で ある。

5,甲 地の所有者Aは 、Cの ための信託 と して、 甲地 をBに10年 間譲 渡 した。Cの 権利は人的財産権

である。
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旦L衡 壬葺左上塾藁屋 仙 髄 崩

信 託 として受託者 が保有す る権 利が不 動産で も、受益者 の権利 が、非 自由保有権 と同 じ期 間に限定 さ

れ る場 合は、人的財産 権である。

例:

6.甲 地の所有者Aは 、信託 として甲地 をBと その相続人に譲渡 し、 その信託 の内容は、10年 間、C

に賃 料お よび収益 を支払い、10年 の満期 に際 し、Dに 甲地 を引渡す という ものであった。Cの 権利 は人

的財産権で ある。

第131条 衡 平 法上 の財 産 の転 換(e叩itableconversion)

(1)物 的財産権が信託 として保有 され、信託条項 によって、受託者 にその財産権 を売却 して、そ の売 上げを信

託 として保有 し、または、それ を分配す るとい う農務 が課せ られた場合 は、受益者 の権利は人的財産権 である。

(2)人 的財産 権が 信託 と して保有 され、信託条項 によ って、受託者 にその財産 権またはその売上 げで物的財産

権を買 う義務が 課せ られた場合 、受益者の権利 は、も しそれが普通 法上の権 利だ とすれば、人的財 産権と認め ら

れる程度 に権 利の存続期間が制 限され ない限り、物 的財産権であ る。

注:

一旦」_衛乎鴻 上璽財 産の薫.換

本条 の規則が適用 される場 合に、 「衡平法上の財産 の転換 」があ る。

上」_{i]能条項に よる転換 義務

本 条は、その義務 が特別 の指 示に よって課せ られ る ものであ って も、信託条項 か ら推 断 されて生 じる ものであ

って も適 用 され る。

例:

1.Aは 信託 として、 甲地 をBに 遺贈 し、その信託 の内容 は、 その土 地を売却 し、 その売 上げを信託

として保 有 し、そ こか らの収益 を、C生 存中はCに 支払 い、Cの 死亡 に際 しては、元本 をDに 支払 うと

いう もので あった。Bは まだ甲地 を売 っていな い。CとDの 権利 は人的財産権で ある。

2.Aは 信託 と して10万 ドルをBに 追 贈 し、 その信 託の内容は、土地 を買 い、C生 存中はCに 、土地

か らあが る賃料 を支 払い、C死 亡に際 しては、Dに その土地 を引渡す というもの であった。Bは まだ土

地 を買 って いない。CとDの 権 利は物 的財産権 である。

3.Aは 、 自己の全財産を、子供連の各人 に平等の割合で分割 して払 う ことを 目的 とす る信託 として、

Bに 遺贈 した。Aの 指示が、遺 贈 され た土地 を売 って、 その売上 げを分 ける とい う意思 を表示 した もの

と適正 に解 釈 され るな らば、子供連の権利 は人 的財産権 である。

幽 奴義務坦 な.L蝋

本条の規則 は、受 託者が転換 をす る義務 を有 さず、 単に 自由裁量 で行使 できる権限 をもっているにす ぎない場
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合には適 用 されない。

例:

4.Aは 、C生 存 中はCの ための信託 として、残余権 はDの ために甲地 をBに 遺贈 した。信託条項 に

よってBに は、 甲地売却 の自由裁量権 が与 えられ、土地売却 の際 には、同 じ信託 にもとつ いて、 その代

金 を保有するよ う定め られ ていた。Bは まだ土地 を売却 していない。CとDの 権利は、物的財産権 であ

る。

旦一、将来さ転 換立重 義務坦 躍堂_麩れ て上、る一尉金

木条 に述 べ られている規則は、受託者 が直ちに転換 す る義務 を負 わないが 、後 日、転換 すべ き場合に適用 され

る。 しかしなが ら、転換 の義務が生ず る ことが ないか もしれない出来事の発生 を条 件 としてい る場合、 その出来

事 の発生 までは、本条 は適 用 されな い。

例:

5.Aは 信 託 として甲地 をBに 遺贈 し、 その信託 の内容は、C生 存 中はCに 、賃 料 を支 払い、C死 亡に際 して

は、 その土地 を売却 した代金 をDに 支払 うとい うものであ った。Cの 権利 は物 的財 産権であ り、Dの 権

利 は人的財産権 である。

6.Aは 甲地 を信 託 としてBに 遺贈 し、 その信託 の内容 は、C生 存 中はCに 賃料 を支払 い、C死 亡の

際に は、Dに 甲地 を引渡すか、 甲地の売却代金 を支払 う とい うもので あった。信託条項 によって、1年

の賃料総額が5千 ドル以下 にな った場合は、Bは 甲地 を売却 するよ う指示 されて いる。賃料総額 が5千

ドル以下にな るまでのCとDの 権利は物的財産権 であ り、5千 ドル以下に なってか らのCとDの 権利 は

人的財産権であ る。

旦,_値 莚条1項』三よ2て 皇互換.義務』1課せ ら越 い二男一合

本 条の規則は、特別 な文言 で、信託条項 に転換義 務が課せ られ ないとした場 合、あ るいは、転換義務 が課せ ら

れていない ことが推 断 され る場合 には適 用 されない。

例:

7.Aは 、C生 存 中はCの ため、残余権 はDの ための信託 として 甲地 をBに 遺 贈 した。事情の変更に よ り、 甲

地 は収益 をあげな くな り、 裁判所が、Bに 甲地 の売却 を命 じた。CとDの 権利 は、物的財 産権であ る。

f.特 別 な 目的のためにのみ転換義務が ある場合

特別 な目的のためにのみ転換義務が ある場合、 その 目的に必 要な範囲でのみ衡 平法 上の転換 が認め られ る。

例:

8.Aは 、Cに1千 ドル支払 い、かつ、Dを 受益者 とする信託設定 をする 目的 でBに 甲地 を遺 贈 した。

Cの 権利は、人的財 産権であ るが、Dの 権利 は、物的財産 権である。

-9.L異極 換

信託受益者が、信託 を終了 させ、 信託 とは関係な く、 その財産権 を保有 す るために、受託者 を強制 して、受 益

者に その信託財産 を引渡す ように させ る権限 を有 して いる場合、信 託条項 に よって、受託者が、 その財産権 の転
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換 を指示 され ていて も、受益者 は受託者 に信託財産 を転換 しな いで自分に引渡す ようにさせ る ことが できる。第

346条 参照。 このよ うな場合、受益者か ら受託者へ の財 産権の転換の禁止命令 は、受益者 の権利の再転換 とな る。

例:

9.Aは 、 甲地 を売却 し、完全な権利能力 を有す るCに その売却代金 を支払 うとい う内容 の信託 とし

て、Bに 甲地を遺贈 した。CはBに 、 甲地 の売 却 をせずに、 自己のため に甲地 を保有 す るよう指示 した。

この指示 があった後 のCの 権利は、物的財産権 で ある。

信託 を終了 させ る受益者の権限 につ いては、 第337条 参照。

鯉..、援雌描 托

信託条項に よって転換義務が課せ られ ていたが、 その信託 自体が、全部また は一部失効 し、復 帰信託が生 じた

場 合、受益権 が、物 的財産権 として復帰す るのか、人 的財産権 として復帰 す るのか という問題 に関 しては、第41

1条参 照。
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第6章 受益者の権利の移転

第1節 任意 的移転

節 日2条 任意 的移 転の権限

第133条 譲渡お よび譲受の能力

第131条 譲渡 の意 思

第135条 約 因

第136条 受託者 への通知 と同意

第137条 譲受 人への通知 と承諾

第138条 書面

第139条 詐欺防止法

第140条 遺言 による譲渡

第141条 変更 または取消の理 由

第2節 意思 によ らない移 転

第142条 受益者 の死 亡

第143条 共 同受益者 の死亡

第144条 寡婦産(cI寵er)

第145条 螺失産(curtesy)

第146条 婚姻 中の夫 の権利

第146条 の2生 残配偶 者の法 令に よる遺産分配

第147条 債権者

第148条 死亡 した受益 者の債権者

第3節 任意 的および非任意 的移転に対す る制 限

第149条 差押 か らの除外

第150条 譲渡 による権 利に対す る制限

第151条 元本の譲渡 に対する制限

第152条 収益の譲渡 に対する制限

第153条 元本譲渡 の制 限

第154条 扶養信託(trustfors叩port)

第155条 裁量信託(discretionar7trust)

第156条 委託者が受 託者を兼 ね る場合

第157条 権利1を主張 できる特別 な債権者
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第158条 浪 費者信託 の受益者 の無 能力または死亡

第159条 停 止条件 と しての支 払能力

第160条 一 身専属的信 託(personalt田sts)

第161条 不 可分受益者

第162条 不特定 または不確 定受益者(indefiniteorcontingentinterests)

第4節 受益 者の二重 譲渡(suecessiveco刑eyance)

第163条 二重譲渡 の効果:

第1節 任意的移転

第132条 任意的移転の権限

第133条 および第149条 ～第162条 に述べ る場 合 を除 き、信託 の受益者は、 自己の権利 を譲渡 する ことがで きる。

注:

a.第133条 は、受益 権 を譲渡す る場合の受益者 の能力 につ いて述べて いる。第149条 ～第162条 は、任意的移転 と

非 任意的移 転の際 の制 限につ いて述 べて いる。

.b.譲 渡塑靱 躍{

本条で述べ られ ている規則 は、生前的行為に よる譲渡 に も、遺言 による譲渡 にも適用 される。本条は、受益権

の全部の譲渡の みな らず、その一部の譲渡に も適 用 され る。また、絶対的譲渡のみ な らず、担 保 としての譲渡 の

場 合に も適 用 され る。

旦L」麹櫨の胡三差方

受 益者 は、 自己の権 利 を第三者、共同受益者、あ るいは受託者 に譲渡で きる。受益者 が 自己の権利 を共 同受 益

者 に譲渡す る場合、共 同受益者が信託 を終了 させ ることがで きるか否かの問題 につ いては、第337条 注k参 照。受

益者 か ら受益権 を受託者 に譲渡 し、信託が終了す る場合 の効果 につ いては、第343条 参照。受 益権 を譲受けた受託

者 が受益者 との 間の信 認関係 を濫用 して いた場 合 の、受 託者に対す る受益権 の譲渡 を取消す受 益者 の権限 につい

ては第170条 参照。

受 益者が 自己 の権利 につ き信託宣言す る場合の効果 については、第83条 参照。

受 益者が受益権 を第 三者 または共同受益者に譲渡 する ときの受託者 の義務 に対す る効果 につ いては第226条 参照 。

旦L制 崖浩の規定

一部の州で は制定法 に よ り、受益者が、 自己の権利 を譲渡す ることが制限 され ている。第152集 注p参 照。

第133条 譲渡および譲受の能力

(1)信 託受益者が、自己の権利を譲渡する能力は、受益者がその権利と同性質の普通法上の権利を譲渡する能

力と同じである。但し、妻のための特有財産としての信託に関する法則の適用は妨げられな㌧㌔
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(2}あ る者 が受益 者の権 利の譲渡 を受ける能力は、その者が、そ の信託 の受益者 になる能力 と同 じで ある。

(1)項 の注:

且 七一趨鞍]□龍 」」

未成年者、 心神喪失者、 妻、 その他 の制 限的能力者が、普通 法上 の権利 を譲渡す るに必要 とされる能 力につ い

ては、本 リステイ トメ ン トの範 囲外 である。能力の意味 にっ いて は、第18集 注a参 照。

♪.一聾 唖 打財 産

かつて、普通法 では、妻 は夫 とは別 に、 自己の普通法上 の権利 を生 前的行 為で譲渡す る能 力を有 していなか っ

たが、信託条項 によって譲渡が制限 されていな い限 り、妻 の特有財産 のための信託 にお ける 自己の権利 を、 夫 と

は別 に生 前行為 で譲渡する能力 をもっていた。そ して、妻が 自己 の特有財産 のため の信託 における 自己の権 利 を、

夫 とは別 に、遺 言によって譲渡す る能 力を有 して いるか否 かの問題 については見解が わかれていた。妻 の特 有財

産 のための信託に適 用 され る普通法上 の特 別の規則につ いては本 リステ イ トメ ン トの範 囲外 である。

皇.∫辿 腰 揚{こよる遭撞の 抽』

信 託の受 益者が生前行為に よって自己の権利 を譲渡す る能力 は、 その者 が生前行為 によって、 その権利 と同性

質 の普通 法上の権利 を譲渡す る能力 と同 じであ る。

例:

1.Aは 、未成年者Bの ための 甲地の信託受託者 であ る。Bは 、 自己の信託上 の権利 をCに 譲渡 した。

未 成年者は土地につ いての普通法 上の権利 を譲渡 できるが、その譲 渡行為が取消 しうべ きものである場

合、Bに よる受益権 の譲渡 は効力を有す るが、 その譲渡行為 は取 消 しうべ き ものとなる。

2.Aは 、心神喪失者Bの ための有価証券 の受託者で ある。Bは 自己の権利Cに 譲渡 した。心神 喪失

者に よる普通法上の権利 の譲渡 が無効であ る場合、Bに よる受益権 の譲渡行為 は、無効 となる。

旦,一一遺 言些.よ亘 譲渡の能力

信 託の受益者が、 自己の権利 を遺贈 する能力は受益者 が、 その権利 と同性質の普通法上 の権 利 を遺贈 する能力

と同 じであ る。

例:

3.Aは 、未成年者Bの ための 甲地 とある有価証券 の信 託受託者で ある。Bは 、19才 になった時に、

信託におけ る自己の受益権 をCに 追贈 し、 同年死亡 した。未 成年 者は、土地 についての普通法 上の権利

を遺贈す る能力 を有 していないが、18才 を超 えれば、動産 上におけ る普通法上 の権利 を遺贈す る能力 を

有 して いる場合、 甲地 におけるBの 受益権 の遺贈 は無効 だが、有価証券 につ いてのBの 受益権の遺 贈 は

有効 となる。

.旦,。物酬 産権と±繊 塵 権

受益者が 自己の権利 を譲渡す るに際 し、その権利 が物 的財産権 であ るか、人的財産権 であるかに よって、受益

者 の能力が決定 され る場合 には、第130条 お よび第131条 で述 べ られ て いる規 則 が適用 され る。

工L撫 鷺壷錐托
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受益者 の権利 の譲渡 につ いて の制限の有効性につ いては、第149条 ～第162条 参照 。

(2)項 の注:

且_譲 受 の能力

信託の受益者 となれる者 の能 力の範 囲につ いては第116条 ～第119条 参照。

あ る者が、特殊 な権利 ま たは特殊 な 目的 のための信 託の受益者 になるべ き能 力を有 してい る場合 は、 その者が、

受益者 としての十分な能力 を有 さず、他 の 目的 のための受益者 に もなれず、 また、他の 目的の ための譲 渡 も受け

られ ないとして も、特殊 な権利 または特殊 な 目的のためにす でに設定 されて いる信託⊥の受益権 をその者に譲渡

する行為 は有 効であ る。 た とえば、法律 によって、 あ る銀行 が、 他の銀行の株式に対す る普通法上 の権 利、 また

は衡平法上 の権利 を所有す る ことは禁 止 されているが、 その銀行 が、 自行 の貸付金の担保 として普通法 上 の権利

または衡平法 上の権利 を取 得す ることは許 されてい る場合 、その銀行 は、株式 の信託受益者 になる能力 も有 さず、

担保 の 目的 以外の他の 目的のためにその ような株式の信託 上の受 益権 の譲渡 を受 ける能力 を有 して いな いが、貸

付金 のための担保 として、他の銀行の株式信託の受益権 の譲渡 をうけ ることが できるし、貸付金 を担保す るため

に設定 された株式信託 の受 益者 ともな りえる。

第134条 譲渡 の意 思

(1)信 託の受 益者 は、即時 に譲渡する意思 を表示す る場合 に限り、自己の権利 を生前行為 によって任

意に譲渡で きる。

(2)信 託 の受益者が 、自己の権利 を将来、譲 渡する 旨の約 束は、強制 可能な契 約の要件 を充足 する場

合 に限 り、強制 す ることがで きる。

注:

旦.鍵 表示

「意思表示 」 とい う用語 は、黙示 の意思 と区別 され る外部 に表示 された意 思 を意味す る。第2条 注c参 照。

h.将 来譲渡 する 旨の意思

受益者 が生 前行為 によって、後 日、 自己の権利 を譲渡す るとい う意思表示は譲渡 の効力 を生 じない。第26条 と

比較せ よ。受 益者が 自己の権 利 を将 来譲渡 しよ うとす る約 束は、譲渡 としての効力 を生 じない。その ような約束

は、契約 の場 合 と同 じに、契 約法 の要件 を充足す る場合 に限 り、強制可能であ る。第30条 と比 較せ よ。

例:

1.信 託受益 者Aは 、来 たる1月1日 に、 自己の権利 をBに 譲渡す る ことを約 束 した。 この約束 だけ

では、Aの 権利 の即時 の譲渡 としても、1月1日 の譲渡 と しても効 力を生 じない。その約 束が契約 とし

て強制 しうるか否か は、契約法 の要件に よって決定 され る。

叱_揖 よ葺のノ↑1法

受益者は、譲 渡人、受託者 、あるいは第三者 に意思 を伝 える ことによって受 益者の権利 を即時 に譲渡 する意思
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を表 示し うる し、 もし、受益者の意思 の表 示が、十分 な証拠に よ り確定 できるな らば、誰れ かに伝 えな くとも、

譲渡 の意思表 示 をす ることがで きる。 ただ し、受 益者が、意思 を伝 えなか った とい うことは、 自己 の権利 を即 時

に譲渡 する意 思のない ことの証拠にな る。第24条 注cと 比較せ よ。詐欺防止法、 その他の法律 に別段の定 めなき

限 り、意思表 示は口頭 で も、書面で も、行為 によってで も良い。第138条 参照 。

軋.」{逓1財産 蝋 麗]靱 」±封 損照照1上皇:

信託財産 を受 託者 か ら譲受 け、それ を保有す る権限 を、受益者が第三者に与 える ことが、必ず しも、第三者 に

対 し、受益権 を即時 に譲渡 する 旨の意 思 を表示 している もの とは限 らない。受益者 は、 そのよ うな権限の付与 に

よって、 ただ単 に第三者 に、受 託者 に信託財産の移転 を請求する権 限を与 え る意 図にす ぎない場 合や、受託者 を

解任 す るた めの権限 を与 えたにすぎない場 合 もあ る。受益 者が、 自己の権利 を即時 に譲渡 しよ うとする意思表 示

と しての権限付与の効力如何 は、受益 者がそれに よって、 その当 時、受託者 に対す る自己 の権利 を消滅 させ 、譲

受人 に同性質の権利 を設定 しようとす る意 思 を表示 していたかによって決定 され る。

例:

2.AはBに 引渡す ために、 ある有 価証券 を信託 として保有 している。Bは 、 「これ によって、私 は、

Aが 私のために信託 として保有 している有価証券 をAか ら譲受け るための権限 をCに 付与す る」との証

書 に署名 しCに 交付 した。Cが 証 書をAに 呈示す る前にBが 死亡 した。Bが 有価 証券上 の自己 の権利 を

Cに 即 時に譲渡する 旨の意思 を表示 したのか、ただ単 にAを 解任す るためにAに 有価証券の移転 を請求

す る権 限をCに 付与 す るだけの意思 の表示 したのかにつ いては、事実認定 によって決定 され るべ き問題

である。Bが 自己の権利 をCに 即時に譲渡 しよ うとの意思表 示をな した ことが判 明 した場 合には、Cは

Aか ら有価証券 の譲渡 を受 ける ことが できる。 それに対 し、Bが ただAを 解任す るためだけの意思表示

で あることが判 明した場合 には、その権限 はBの 死亡 によ り消滅 し、CはAか ら有価 証券 の譲渡を受け

る ことがで きな いことになる。

缶 藁菰 口止め に受 注者匹剥L史 纏 れ蜀錦 限」口封 与また1ま{自室

受益者 が全部 の受益権、あ るいは、信 託財産 の分離で きる部分の全受益権(第337条 参照)を 有 している場合、

受益者 は、 受託者に対 して、信託財産 または、信 託財産の一定の割合 を第三者 に引渡す権限 を与 えた り、指示 し

た りす る ことができ る。 この ような権限 の付与 または指示が、必ず しも受益者 の権 利 を第三者 に即時 に譲渡す る

意思 を表示 して いる もの とは限 らな い。受益者 は、信託財産を第三者 に譲渡す る ことに より、 ただ単 に受託者 に

対 して、 自己に対する受託者の義務 を消滅 させ るために権限を付 与 したにす ぎない場合 もあ るであ ろう。受益者

が 自己の権利 を即時 に譲渡 しよ うとす る意思表示 と しての権限付与 の効力如何 は、受益者 がそれに よって、当時、

受 託者に対 し自己の権利 を消滅 させ 譲受 人に同性質 の権 利 を設定 しようとい う意思 を表示 していたか否かに よっ

て決 定 され る。

例:

3.AはBに 引渡す ために、 あ る有価証券 を信託 として保有 していた。BはAに 、 「私は、あなたが

私 の ために信託 として保有 している有 価証券 をCに 譲渡す るための権 限 を、あな たに与 える」 とい う手

L
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紙 を書 いた。AがCに 有価 証券 を譲渡 す る前 にBが 死 亡 した。Bが 自己 の権利 をCに 即 時に譲渡す る意

思 を表示 していたのか、それ ともただ単に、Aに その有価証券 をCに 譲渡す る権限 を与 える意思 を表示

して いたにす ぎな いの かは、事実確認に よって決定 され る問題で ある。Bが 、 自己 の権利 をCに 直 ちに

譲渡す る意思 を表 示 していた ことが判明 した場 合には、Cは 、 自分 に、 その有価証券 を引渡す ようAに

強制す ることがで きる。 これに対 して、Bが ただ単にCへ 証券 を譲渡す る権限 をAに 付 与す るだけの意

思 を表示 していた ことが判 明した場合に は、Bの 権利のCへ の譲渡 はなかったことにな り、Bの 死 亡に

よってAへ の権限の付 与は消滅す る。

債権者 の債 務者に対す る指 図が、契約上 の権利の譲渡 となるかの問題 については契約 の リステ イ トメ ン

ト第163条 参照。

」._譲 渡璽意思 を示す と屈曲 要因

受益者が 自己の権 利 を、第 三者に即 時に譲渡 しよ うとす る意思 を表 示 して いるのか否か を決定 する場合 に、受

益者が使用 して いる用語 だけでな く、受 益者 と第 三者 との関係 や、それまでの取引に関す る両者 間の契約 を考慮

する ことが重 要であ る。即 時の譲渡が意図 されてい るという ことを推測 させ る事情には、取引 が即時の約 因 のた

めになされて いるとか、 以前に存在 した第三者 に対す る負債 のための担保 または負債の免除 となる よう意図 され

ているものな どがあ る。 あ るいは、受益者が譲受 人、受託 者またはその両者 に対 して権限の付与 または指示 を行

った という事情 であ る。

9._部 分 的な譲渡

本条でのべ られて いる規則は、受益者の権利 の全部 の譲 渡の場合だ けで な く、受益者の権利 の部分的な譲渡 一

一た とえば、信託財産 の一部 または収益 の全部 もし くは一部の譲渡の場合 にも適 用 させ る。

h.遺 言」こよる処分

遺言に よる受 益者 の権 利 の譲渡 につ いては、第140条 参 照。

第135条 約 因

信託受益者 の受益 権の譲渡 には約因 を要 しない。

注:

旦㌧無劇 職

信託受益 者の権利の譲渡 は、ただそれが無償 であ るとい う理 由だけでは、無効で もなけれ ば、取 消 しうるもの

で もない。

己_部 分 的的な』曲匪

本 条で述 べ られて いる規則は、受益者に よる受益権 の全部の譲渡 の場合のみ な らず、受益権 の一部の譲渡の場

合に も適 用 され る。

一己、.識度の約 束
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信 託受益者 による自己の権利 の将来 におけ る譲渡 の約束 は、契約 の設定お よび契約 の強制の要件 を充足す る場

合に限 り、強制す る ことが できる。第134条(2)項 参照 。第30条 と比較せ よ。

亘.一.嚢益権妻証券 に表亘 亘れ工 い」5場合

ビジネス ・トラス トの場 合の ように、受益者 の権利が譲渡可能な証券 に表示 されて いて、そ の証券が引渡 され

て いない場合 、受益者 による 自己の権利 の無償 譲渡の効力 の問題につ いては、 本 リステ イ トメ ン トの範 囲外 であ

る。第1条 注b参 照。

e.前 後参 照

契約 上の権利の無償譲渡の場合 に、 譲受人が取得 した権 利が いか なる事 情の もとで、譲 渡人 に よって取 消 され

るのか、 また、譲渡人の死亡 によって消滅す るの かど うかの問題 につ いては、契約 の リステイ トメン ト第158条 参

照 。

将来にお いて、契約上 の権利 を譲渡す る旨の約 束の効果 につ いては、契約 の リステイ トメ ン ト第166条 参照。

第136条 受託者への通知 と同意

受益者が 自己の権利を譲渡す る場 合 、信託条 項に別段の定めがない限 り、受託 者への通知 またはその同意 は必

ず しも必 要ではない。

注:

a.受 益者が 自己の権利 を譲渡 したが、受託者が その譲渡 を知 らなかった り、 その理 由をまだ知 っていな い場合

に、受託者が受益者 との関係 で引き続 き負 う義務 に関 しては、 第226条 参 照。

受益者が、 その権利 を順次 に譲渡 した場合 の受 託者 への通知 の効力につ いては、 第163条 参照。

第137条 譲受人への通知 と承諾

受益者が その権利を譲渡 する場合、譲受 人への通知また は譲受人の承諾 は必ず しも必要で はない。

注:

且」_譲渡が取消 されな 巳場合

受益者に よる権利の譲渡は、譲受 人への通知 または譲受 人による承諾 の前に、受益 者が死 亡 した り、心神喪失

した り、破産 して も、有効 である。受益者 による権利 の譲渡は、譲受 人への通知 の欠歓や、譲受人 によ る承諾の

欠峡 だけ では取消 され ない。

b,_譲 受ム1;」題 拒絶

受益権 の譲受 人が、言 語または行為 によってその権利の引受けの意思 を表示 しな い場合、 その者は、拒絶 を し

て いる もの と推定できる。その者の拒絶 によ り、その権利 は、譲渡人 に復帰 し、遡及効 の結果、 譲受人 は、 受益

者 としての責任 を免 れ る。受益権の譲受 人によ る拒絶 に適用 され る規則 は、信託受益者 による拒絶に適 用 され る

規則 と同 じであ る。第36条 と比較せ よ。
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旦」L譲受人」こ通 知 しな い ことの効果

受 益者 が、 権利の譲渡 を譲受 人に通知 しない とい うことは、 その受益者が 自己 の権利 を現実 に譲渡す る意思 の

ない ことの証 拠 とな る。第134条 注c参 照。

止 」適麓参照

譲受人の同意のな い権利 の譲渡の有効性 については、契約 の リステ イ トメ ント第159条 参照 。

第138条 書面

法令に別段の規定が ない限 り、受益者 の権利の譲渡 は、書面に よることを要 しない。

注:

a.詐 欺防止法の要件 につ いて は、第139条 参照。遺言法 の要件に関 しては、 第140条 参照。

第139条 詐欺防止法

(1)法 令 によ って、すぺての土地の信託 の譲渡 に、当時者が作成 し、かっ署名 を した1面 を要求 してい る場 合、

土地の信託 にお ける受益者の権 利の譲渡 は、以下の場合 でなけれ ば、強制 する ことができない。

(a)法 令の規定 を充足 している時:

(b)第50条 の定 める一部履行 が、譲 受人によってなされた時1

(2}前 項 に述べ た規定を包含 する法令 を本章で は、詐 欺防止法 と称 する。

注:

a.法 令 の規定

ほとん どの州 では、土地信 託についてだけ、受益 者の権利の譲渡 に、書 面が要求 される。 どの信 託に もとつ く

ものでも、受益権 の譲渡 には書 面を要 する とい う州 もあ る。土地信 託に さえ、書面 を要 しない という州 も僅か に

ある。

L」 刑量鰻 止法」こ従 う掛 合翌1心理 争f卜

受 益権 の譲渡 を適 法に示す 書面は、譲渡人に よって署名がな されて いた場合にのみ、詐欺防止法 の要 件を充足

する。譲渡 の前に書面に署名 がな された場合、後 にな され る譲渡 につ いて言及 され ていな い限 り、 譲渡 の時点 で、

譲 渡人がそれ を採用 しない限 り十分ではな い。書面作成 に先立 ち、他人にその権利 を譲渡 しな い ことを条件 に、

譲 渡後に譲渡人が署名す れば足 りる。第41条 、42条 と比較せ よ。

譲渡人の代理 人の署名 で十 分 かどうか。 もしそ うな ら、 その代理 人 は書面 にその権 限あ りとする ことが書 かれ

てなければな らな いとい う点 につ いては、法令の文言 と解釈 によ る。代理の リステ イ トメン ト2版 第30条 参照 。

.〇一_書画i三記載 軽 き玉 虫

譲渡 された権 利や譲受 人の同一性 を明確 にして いな い書面 は、 詐欺防止法 の要件 を充足 にす る十分ではな い。

第46条 と比較せ よ。
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止 」 正.趾土工.て嵐淵 亘れて い曲 面

譲 渡の証書 として意図 された書面 でな くとも、詐欺 防止法 の要件 を充足す る。第47条 と比 較せ よ。

』L,_繊 酬 面」⌒ 直書

証書が数葉 の書面か らなる場 合であ っても詐欺 防止法 の要件 を充足す る。第48条 と比較せ よ。

」♪_}醐 璽1一減蛙 左は置損

書面が滅失 または鍛損 された として も詐欺防止法 の要件 をみたす書面 としての効 力が失 なわれ る ものではない。

第49条 と比較 せよ。

9.一 部囲行

土地 の信託についての受益権 の譲渡 は、詐欺 防止法 の要件が充足 され てな くとも、譲渡人 の同意 を得て、譲受

人が 土地 の 占有 を開始得 した り、そ の土 地に改良工事 を行 った り、 あるいは、譲渡 をあてに して、その地位 を変

更 した場 合、受益権の譲渡は強制可能 であ る。第50条 と比 較せ よ。

瓦_詐 欺 防止法 の要件坦充足 されて いない ことの⌒ 受ヱ き鑓

詐 欺防止法の要件が充足 されていな くとも、譲渡人 、受 託者 、または、そ のいずれ か一方の権利 を承継 した者

以外 は、譲渡が 強制不可能 である ことの利益 を享受 できない。第51条 と比 較せ よ。

第14條 遺言による譲渡

信託受益者 は、遺 言の有効 性に関す る法令の要 件を充足 しない限 り、その権利 を遺 言処分 によって譲渡 するこ

とはできな い。

注:

旦L沮.融 三よ」巻処分

信 託受益 者が、権利の処分 をす るにつき、死 亡の時 にその効 力を発生 させ る場 合、遺言法 の要 件 を充足 しなけ

れば、その処分 は無効であ る。第54条 、第56条 と比較せ よ。

例:

1.Aは 、Cの ための信 託 として、財産権 を遺贈 した。Cが 死 亡。Cの 署 名はあ るが、遺言法の形式

に よ り作成 され ていない手紙 がCの 貸 金庫 の中に入って いた。 この手紙 によれば、Dの ための信託 とし

て財 産権 を保有 する ことがBに 命 じられ ていた。Dは 、受益権を取得す る権利を有 しない。

2.Aは 、Cの ための信託 としてBに 全財 産権 を遺 贈 した。Cは 、 その信託に もとつ くCの 権利 をD

に遺 贈するとい う遺 言書を作成 した。 この遺言書 は、遺言法の要件 に従 って証人が立会 ったものではな

い。Cが 死亡。Dは 受益権 を取得 する権利 を有 しない。

-h⊥一生血 行晶 に」し蚤一処 垂過 壇 醒墜 旦掛金

信託受 益者が、生存中、 自己の権利 を処 分す る場合、単 に、 その者 が生涯 受益権 を留保 した り、処分の取消権

を留保 したか らとい って、 その処分 は遺 言によ る処分 ではない。第57条 と比 較せ よ。
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c..一理 一疏穀さ燈 通知巳 上皇曇益潰 遊翼 翼す る権 限

信 託証 書に、受益者が死 亡 した際に、 その信託に もとつ く受益者 の権利 は、受託者の もとに保存 され て いる記

載証書で受益 者が指 定 した者に移転す ると規定 されてお り、受益者 がそのよ うな証書 を提出 し、死亡 した場合、

受益者の権利の処分 は、 た とえ、遺言法 の要件に適 合 しな くて も有効 である。た とえば、従 業員信 託では従業員

が受託者に対 し通知す る ことに より、 自己が死亡 した時 に 自己の権利 を承継 す る者 を指定す ることができ る。 こ

の ような処分は、従 業員 が 自己の生前 にいつで も新 たな通 知 をして他 の者 を受益者 とす ることができる として も、

有効である。指定 され た者は通知の時点 で受益者 となるが、従 業員 が死亡 す るまでは利益 を享受せ ず、 他の者 が

受益者 として通知 される と前 に指定 され ていた者 は受益 者では な くなる。

第141条 変更または取消の理由

受益権の譲渡 は、普 通法上 の権利の譲渡の変更 また は取 消の理 由と同一の理 由に もとついて 、その変更 または

取消 をなす ことがで きる。

注:

旦.1信 託受益権 の譲 渡は、た とえば、詐欺、強迫、不 当威圧、錯誤 というような、普通法上 の権 利の譲渡 の変 更

または取消の理 由となる ものと同じ理 由に もとつ いて変更 または取 消 しうる。生 前行為に よる普通 法上の権利 の

変 更または取消 の理 由を規定 する法律 は、生 前行為 によ る信託受益 権の譲渡に適用 されうる。遺 言処分につ いて、

詐欺、強迫、不 当威圧 、錯誤 の効果 を規定 する法律 は、信託受益権 の遺言 による譲渡 に適用 され うる。生 前行 為

であれ、遺言に よる もので あれ、普通法 上の権利 の譲 渡 を規定 する法律 は、本条 の範 囲外 である。第333条 と比 較

せ よ。

.h,.-o膿 豊照

変更 または取消 を規定す る一般原則 については、原状 回復 の リステ イ トメ ン ト第6条 ～第106条 、第163条 ～ 第

171条 参照。

契約の変更、取消 を規定す る一般原則 については、契 約 の リステイ トメン ト第470条 ～第511条 参 照。

第2節 意思によらない移転

第142条 受益者の死亡

信託受益者が無遺言で死亡した場合は、受益者の権利の死亡による移転は、それに対応する普通法上の権利の

相続および遺産分配を規定する法則と同一の法則により決定される。

注:

皇」物的財産描友よ蝿 趨

受益権が人的財産権{動 産)の 場合、受益者の無遺言死亡時に、人的財産権(動 産)で ある普通法上の権利の

移転に適用される規定に従って、債務の弁済および最近親者への遺産分配のために、遺産管理人にその権利が移
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転ず る。

受益権が物 的財産権(不 動産)の 場合、受 益者の死亡時 に、物的財産権(不 動産)で ある普通法 上の権利の移

転 に適用 され る規定 に従 って、債権者 の請求 を うけ ることが あるとして も、受 益者の法定相続人 に移転 する。

受益権が、 人的財産権(動 産}の 場合、 および物的財産権(不 動産)の 場合 につ いては、第130条 、第131条 参

照 。

普通法 上 の権利 の死亡 による移 転に関す る規則 については、本 リステイ トメ ン トの範囲外 である。

壇 且亡璽墾 鯉 棉拠 軽工

信託条項 に、受益権 は受益者 の死 亡に よ り終了 する と規 定 されて いる場 合、受 益者の死亡 に際 し、受益権は何

ら移 転 しな い。例 えば受益者の権利 が生涯受益権 である場 合、または受益者の権利 が生涯 権 よ り大 きいとして も、

受益 者死 亡時 に生存す る受益者が いない ことな どの特定 の事実 が受益 者死 亡時に生 じると、その権利が終了す る

場合 が、 これに当た る。生涯受益者死 亡前に生 じた利益 については、受益 者に支払 われる ことはな い。第235条 参

照。

旦.移 転 に関す る信誕逢 項

受 益者 が無 遺言で死 亡 した場合、受益権 は、普通 法 の権利 の移転 や遺産分 配の規定 と同一 の規 定に従 うもので

は ないと委 託者が規定 して も効力は ない。

例:

1.AはCお よびCの 母方 の法定相続人 を受益者に し、BとBの 法定 相続人に 甲地 を信託 として譲渡

した。Cが 無遺 言で死 亡 した場 合、Cの 相続 人は、その受益権 を取得す る権 限 を存す る。 というのも、

衡平法上の財産 も普通法上 の財産 も、 ある人 およびその者の母方の相続 人に限定 す ることはで きないか

らで ある。

しかしなが ら、受益者 の死亡 に際 し、受益者 の権利 は終了 し、 もし、永久 権禁 止則あ るいは移転制限

禁止則 とい うような法則 に何 ら違 反 して いない場 合は、その受益 権が他人 に帰属 す るという規定 を委 託

者は信託条項 に設け ることは有 効であ る。

2.AはCとCの 相続人 を受 益者 とす るが、Cの 死亡時 に、Cの 母方の相続人 が一人 も生 存 して いな

かった場合は、Dお よびDの 相続 人を受益者 とす るという内容 の信 託 として、Bお よびBの 相続 人に甲

地 を譲渡した。Cの 死亡時 に、Cの 母方の相続人が一人 もいな かった場 合、Dは 受益権 を取得 する権 原

を有 する。

∫1」_f也生 涯.権.∫日3⊥旦1垂』urautrevie1一

財産権が、 受益者 または受益 者 とその相続人 のための信託 として、他の人 の生存 中、保有 され、 しか も、受益

者が他の人 よ りも先 に無遺言 で死 亡 した場合、受益権 の移転は、他の人の生存 中の普通法上の権利 の移転 に適用

される規 定 に従 う。

英 国では、土地が、他人 の生存 中、 受益者の相続人 および、受 益者 のみのため の信託と して保有 されて いる場

合 に、受 益者が その他の人 よ りも先 に死亡 したな らば、受託者 はその土地 をその他 の人の生 存中、 自己の利益の
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ために保有 する ことを認 める普通法 裁判所の先例があ る。 この規則 は英国では制定法 によ り改正 され、合衆国 で

は継受 されなかった。

酔..粗 麗人 または最近聾 者 なL」こ無』鰭 主 題亡 した場金

信 託受 益者 が相続人 または最近親者な しに無 道言で死亡 した場 合、受益者の死亡 に もとつ いてそれが終了 しな

い限 り、受 益権は、州に移 転す る。

英 国では、単純封土権 の信 託の受益者が無遺 言で死亡 しかつ相続 人かい ない場合、受託者が信託 財産 を自己 の

利 益のために保有す ることを認め る普通法裁判所の先例が ある。普通法上の単純封土権者が、相続 人 とな り得 る

血縁 者を有 さな いこと、 または重罪 を犯 した ことを理 由に、相続 人な くして死亡 した場合、 その財 産権 は 国王 に

復 帰する。 しか しなが ら信 託の受益者は、国王の財産 に対 する衡 平法 上の権利 を有 さなかった。受 益者 が無遺言

でかつ相続 人な くして死亡 した場合、受託者はその財産権 を誰 か らも奪れ る ことな く保有す る ことが認め られ て

いた。 この規則 は英国 では制定法に よ り改正 され、合衆国 では継受 されな かった。

英 国では、人的財産につ いては、普通法上の所有権者が無遺言 で死 亡 しかっ最近親者が いない場 合、 国王が そ

の財 産権 に対する権原 を取得 す る。同様に衡平法上の所有権者 が無 遺言で死亡 しかつ最近親者 がいない場合、 国

王がその受 益権 に対す る権原 を取得 す る。合衆 国では同様 の規則 が各州に普及 している。

委 託者 またはその遺産の ための復帰信託が生 じる場合に ついては第411条 注e参 照。

f㌔ 受益 者の 失踪

い くつかの州の法 律 によれば、財 産権の所有 者が失踪 し、一定 の期間、音信不通 の場合は、失踪 者の権利は、

その者が死 亡 した場 合 と同 じように移転す ると規定 され ている。 これ らの制定法 は普通法上の権 利だけでな く衡

平法 上の権利 に も適 用 され る。一部の州では、明 らかに信託者 の受 益者の権利 に適用 され る、 同様 の規 定が ある。

い くつかの州では、連邦 生死不明者法に より、推定死亡 の法定権 限 を有す る合衆国 の役人が推定 死亡 を決め る

と規定 された法 令が、第二 次大戦後に制定 された。

第143条 共同受益者の死亡

(1)信 託 が数 人の受益者 のために設定され、その うちの1人 が死亡 した場合、信託財産権の処分 は、信 託条項

による。

(2)収 益 は2人 以上の受 益者に支払われ、元 本は、収益受益者 の生残者(8u内ivor)の 死亡 に際 し他人 に支払わ

れる ものとするとい う内容 の信託 が設定され、複数収 益受益者の1人 が死亡 した場合、委託者が異 なる意思を表

示 していないときは、最後 の生残者が死亡するまで収 益受益者が収 益を うける ことがで きる。

{1)項 の注:

旦⊥」岳鵡証 子訓 釈

信 託が複 数の受益者の ために設定 され る場合、信託の収益 および基 本財産の処分 については、信 託証書に記載

され る。信託証書に明示 の規定がな い場合は、解釈 による。複数 の受益者が1グ ル ープとして扱 われ るのか どう
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か、 また、 だれがそのグループ に入 るのかを決定 す る基準 は、財産権 の リステイ トメ ント第279条 ～ 第314条 に定

め られてい る。他の解釈基準 は、財産権 の リステ イ トメ ン ト第241条 ～第278条 に規定 され ている。

(2)項 の注:

亘L収 益些.剥す る交交虹酬 」Ct鰻s二r理 帥nderミ)

信託財産か らの収益が複数 の受益者 に支払われ る場合 、また、受益者達 の生残者 の死亡 時に他の人への物権移

転文句があ り、受益者 の1人 が死亡 した場 合、死亡 した受益者 に支払われ る収益 の処 分は、委 託者 の意思表示に

よ る。信託条項 にその処 分について何 らの規定 がない場 合、問題は、委託者が どのよ うな意図 をもって いたかで

あ る。通常、 その収益 は、生残収益者に分配す る とい う意 図であ ることが推測 される。複数の受益者が1グ ル ー

プ として(信 託証書 で)扱 われていな い場合 も同様であ る。 しか しなが ら、最後 の生残者が死亡 するまで、 その

収益 は、死 亡 した受益者の遺産に移転す る もの と委託者が意図 して いたという ことも、状況か らあきらかになる

こと もある。また、その収益は、残余権 に対する受益者 のため に、支払われ るかまたは積立 て られ ることを委託

者 が意 図 して いたとい うことを、明 らかになる こともある。また、委 託者 が、死 亡 した受益者 の収益分を処分 す

る意 図は全 くないということも考 え られ る。 この ような場 合、 その収 益分 は、最 後の生残受益 者の死亡に至 るま

で委託者の財産 に支払わ れる ことになろ う。財産権 の リステイ トメ ン ト第115条 参照。

第144条 寡 婦 産(dower)

法令 に別段 の定めが ない限 り、土 地の信託受益者 の寡婦は、受益権 にっき寡婦産 を取得 しない。

注:

旦.、木規」且の理jll

寡婦産 に関す る法 が、最初に英国の裁判所 で展 開 され た時、寡婦 には、夫 が土 地に対す る権利 を保有 している

場合 にのみ、寡婦産が与 えられた。夫 が衡 平法 上の権利 だけを有す る場合、夫 は土地 を占有 していない。 したが

って、土地が夫 のユー スの ために保有 されてい る場合、寡婦 には、寡婦産 が与 え られ ないと考 え られた。17世 紀

の末 までには、衡平法裁判所 は、衡平法 は普通 法 に従 うという原則 を前よ りも完全 に適用 しは じめて来 た。 この

原 則によ り、夫 が生 きの こった場合、 妻が土地 を所有 している場 合に夫がその土地 に対し膝 夫産 を有す ると同 じ

事 情で、土地 が、妻の ための信託 と して保有 され ている場 合に、夫 は、螺 夫産 を有 すると考 え られ ていた(第14

5条参 照)。 しか しなが ら、以 前裁 判所は、土地 が夫のための信託 として保有 され ている場 合 に、同 じように妻 の

寡婦産 を認 めば しなかった。同様に、土地が夫 のための信託 として保有 されて いる場 合、その妻 は寡婦産 を取得

しないとかつては考え られて いたか もしれ ないが、そ うではなか ったと思われ る。なぜな ら、受益権 が寡婦産 の

対象 にな らな いとする この規則 に従 うな らば、 夫か ら衡平法上 の権利 を買 った者 との間に問題 が生 じて しまう。

妻 は夫 の同意が なければその権利 を譲渡 できず、かつ 同意 した夫 は寡婦産 に対 して請求で きな くな って以来、妻

か ら権利 を買 った者につ き同様 の問題 は生 じな くな った。

ユ ースの場合 の初期の法 は、論理 的に首 尾一・貫 していた。つま り、生 き残 った夫 は、死亡 した配偶者のユース
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として保有 された土地 に対 し、螺失産 を有 しな いし、 その逆 の場合 も未亡人 は、寡婦産 を有 しなか った。初期 の

法 は、衡平法 は普通法 に従 うという後 に発展 した原則 に一 致 していな かった。従 って、ユ ースに も適用 され た寡

婦産 に関す る普通法 は、近代の信託 に関する法へ と変化 した。 しか し、普通法が近代 の信託 に適 用 され た理 由は、

既 にいわれ ているよ うに、普通法裁判所が遡及的 に法 を変 更 した ことが買 い主 に影響 を与 えた ことにあ る。 その

他 に、寡婦産 という妻の未確定権 が、婚姻 中に夫 が取得 した土 地に付着 し、夫 が死 亡時に有 して いた土地 に限 ら

れないとす れば、土 地の取引 に阻害す る ことに なるため、 寡婦 産に関す る法 を拡大適 用 した くな いとい う感情 が

あったのであろ う。

とにか く、信託受 益者の寡婦 が、寡婦産 を有 しないとい うのは論理的 ではない。但 し、 この規 則 は制定法 によ

り改正 され、信 託受 益者た る妻 が死亡 し、生残 った夫 は螺 失産 を有す る。

上_寡 榊 竜1趨 る法令の撰 星

い くつ かの州 では、 ニヒ地に関 する信託 の信託受益者 の寡 婦が、寡 婦産 を有 するとい う法令 がある。 これ らの州

があるところでは、 夫が死亡 の際 に、収益 をうけ る権利 がある場 合 にのみ衡 平法上 の財産権 に対 して寡婦産 を有

する。その他 の ところでは、寡婦 による寡婦産 の放棄 あるいは譲渡が ない場合、婚 姻中夫 が権原 を有す る衡平法

上 の財産権 に対 して寡婦産 を有 する。

玉⊥ 法全量 よる退座 分配

多 くの州 では法令 に よって、死 亡配偶者 の財産 に対 し、生残 配偶者 は一定 の割合 の配分 をうける権利 を有 する。

これ らの法令 は、普通法 上の権利 に も衡平法上の権利 に も適 用 され る。第146条 の2参 照。

第145条 螺 夫 産(curtesy)

妻が土地の信託の受益 者の場合、生残 した夫は、妻の受益権 に対 し、その権利に対応す る普通 法上の権 利 につ

き螺失産を取得す ると同一の条件の もとで螺夫産を取得す る。 ただ し、妻の特有財産 のための信託 に適 用される

法則 によ り制限 をうける範囲においては この限 りではな い。

注:

a.土 地の信託 の受益者 が既婚 の場合、 その未亡人は、法令 に規定 がなけれ ば(第144条 参照)寡 婦 産 を有 しない

が、土地の信託 の受益者 が既婚の女性の場合、生残 した夫 は、 螺失 産 を有す る。

h.一_既蜥婦人の特 イ∫1吸塵

信託が、既婚婦人 の特 有ユー スのために設定 された場合、妻 が受 益権 を証書 または遺言に よ り譲 渡した時は、

その夫はその受益権 につ いて鰹夫産 を有 しない という先例が あ り、 また、夫が螺失産 に対す る権 原を有 しな いと

す る信託条項が有効 である とす る先例 もあ る。既婚婦人 の特有ユ ースのための信託に適用 され る特 別な法 律の規

定は、本 リステ イ トメ ン トの範囲外 である。

.烏_法 金工上玉 遺産分 配

多 くの州では、法令 によ って、生残配偶者は、死亡配偶者 の財産 の一定の割合 に対 し権利 を有 す ると されて い
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る。 これ らの制 定法 は、 普通法 上の権利 と同様、衡平法 上の権利に も適 用あ る。第146条 の2参 照。

第146条 婚姻中の夫の権利

法令に別段 の定め がない限 り、妻 が信託 の受益者で あ るとき夫は、婚姻中、妻 の受益権 に対 し、 もしその権利

が対応す る普通法上 の権 利であれば享受で きる範 囲と同一の範囲で これを享受す る権利を有す る。 ただ し、妻の

特有財産 のための信託 な らびに継承的不動産処分(3●ttlO■6nt)に 対する妻の衡 平法上の権利 につ いて適用 され

る法則の制 限を うける場 合は この限 りで はない。

注1

.庄」 董魂鎮」二.聖駕 則

普通法 上、妻が土地に対す る自由土地保 有権 を有す る場合、 その夫 は婚姻 中、 地代お よび収益 に対して権利 を

有す る。妻が土地に対す る普通法上の定期 不動 産権 を有 する場合、夫 は妻の権利 を譲渡す る権 限を有し、妻 と死

別 した とき妻の権利 を取得す る権限 を有 する。 しか し、 もし、夫 が妻 の権利 を譲渡す る権限 を行 使 しないで死 亡

した場 合、夫 の人格代表者 は何 らの権利 も取得 しな い。 妻が動産保有権 を有 する場合、 その権利は無条 件に夫に

継承 される。妻が債権 を有 する場合、 婚姻中はいつ で も夫はその債権 を実現 す る権限 を有す る。

h。一挑 青燈 撰定

ほ とん どの州 では、法令 によって、婚 姻中、妻の財産 権に対する夫 の権利 は、な くなってい るか、あ って もご

く限 られた もの となっている。

ロ..購 髄掃.Aの 特有 臓 齪t幽 翼rの 庄曲{θ雄 蘂曲酬 蜘 盆

法 令がな くなって も、既 婚婦 人の特 有ユースの ための信託は設 定で きる。その ような信 託が設定 され ると、 さ

もなければ取得 し得 た夫 の権利 を夫 は享受で きな くなる。第118条 参 照。既婚婦人 の特有 ユー スのた めの信託に適

用 され る法律 の特別 な規定 は、 本 リステ イ トメ ン トの範 囲外であ る。同様 に、受託者 は妻 のた めの信託 として保

有 され た財産権 を夫 へ衡平法 上、訴訟 をもって引渡 すよ う強制 され ないとい う衡平法上 の妻子 のための継承的不

動産処分 に適用 される法律 の特 別な規 定 は、本 リステイ トメン トの範 囲外 であ る。

第146条 の2生 残配偶者の法令 による遺産分配

法律によって生残配偶者は、死亡配偶者の財産権を分配してもらう権限を有するものとされている場合、生残

配偶者は、死亡配偶者の遺言によってその権利を奪われることはなく、その財産中の衡平法上の権利も、分配を

決定するときに含まれる。

注:

a.生 残配偶者が衡平法上の権利に対し寡婦産または膝夫産の権利を有するかどうかにかかわりなく、生残配偶

者は、配偶者の死亡時に終了しない彼の衡平法上の権利も含めて、死亡配偶者の全財産に対して法令による遺産

分配をうける権利を有する。
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死 亡配偶者が生存 中、信 託を設定 し、かつ、取消権 を留保 した場 合、生残配偶者が、死亡配 偶者 の生涯 の間信

託 として保有 されて いる財産 権 を含め持分の配分 を請求 する権 限を有す るのか どうかは、第57条 注c、 第58条e

参照 。

第147条 債権者

第149条 ～第162条 の場合 をのぞき、信託 受益者の債権者 は、固有の手続 によって受益者の権利 を差押 え、 自己

の権利の満足を得る ことがで きる。

注:

a.第149条 ～第162条 は、任意お よび非任意的譲渡 に対 する制 限に関す る ものである。

b..本 条に述べ られて いる規 定は、契約にせ よ、不法行為 にせ よ、その他の ものにせ よ、権利 の主張に適 用 され

る。

旦」 斐益者己権利一を差那jL畳 み挫

法 令に よって修正 される場 合 をの ぞき、債権者が、 その債権 を満足す るために受益権 を取得 でき る方法 は、差

押お よび受益権の取得 のための衡平法上の訴訟手続 による。それを債権者訴訟(creditor'sbill)あ るいは衡平

法 上の強制執行 と呼ぶ。 債権 者は、 できるだけ受益者の有 する普通法上の権利 か ら債権 の満足 を得 ようとすぺ き

であ り、それがで きない ときに初め て受益者 の(衡 平法上 の)権 利 を差押 える ことができる。

多 くの州では、法 令 によ り、直接信託 の目的物 を差押 えるにせ よ、受託者 に通告 するにせ よ、強制執 行 の補充

手続によ るにせ よ、債権 者は、法律 上の強制執行の いず れかの方法 で、受益権 を差押 える ことがで きるとされ て

いる。

債権者が受益者の権利 を 自己 の債権に充当す る手続 に関する規 則は本 リステ イ トメ ン トの範 囲外 である。

∫L_皇 益者 の破産

連邦破産法の規定に よって、破産管財人は、破産者が、何 らかの手段 によって申立 前に譲渡 したか、 差押 え ら

れたか、 あるいは法定 の手続に よって売却 され た財産 に対 して も破産 の場 合と同様 の権限 が付 与 され る。 また、

破産管財人は、強制執行 に よってまだ満足 を得 ていない判決債権 者 と同様 の権限 を付 与される。連 邦破 産法第70

条お よび第47条a参 照 。

旦_浪 費者田荘

信託受益者 の権利 を、 受益者が任意に譲渡 できない状況 あるいは、債権者 が、 自己の債権 を満 足で きな い状況

につ いては、第149条 ～ 第162条 に述べ られ ている。

1,..辿援書冊

財産権の所有者が、 債権者 を詐害 する目的 で、 自分 自身のための信託 として、財 産権を譲渡 した場合につ いて

は、第63集 注b参 照。

死亡 した信託受益者 の債権者 の権利につ いては、第148条 参 照。
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受贈者に よって設定 も行使 もされな い一一般指名権 の受贈者の債権者 の権利 につ いては、財産権 の リステ イ トメ

ン ト第327条 参照 。

自 ら設定 した一般指 名権 を有す る者 に対 する債 権者の権利につ いては、財産権 の リステ イ トメ ン ト第328条 参照 。

自 ら設定 は していな いが、一般指名権 を行使 した一般指名権者 に対 する債権者 の権利につ いては、財 産権の リ

ステ イ トメ ン ト第329条 、第330条 参照。

破産宣告 をうけた破産者 である一般指名 権者に対す る債権者 の権利については財産権 の リステ イ トメ ン ト第33

1条参照 。

第148条 死亡 した受益者の債権者

死亡 した信託受益者 の債権 者は、その受益者 に対応 する普通法上の権利に対 し執行で きる範囲で 、その受益権

に対 し執行す ることがで きる。

注:

旦工』o産 品 任

動産信託 の死亡 した受益者の債権者は、受益 者の権利 を差押 える ことがで きる。債権者は受 益者が普通法上 の

権利者 である場 合 と同様の方法 で支払 を受 ける。

聾.不1耽 産∫ILI6

死亡 した債務者の不動産上 の権利 を、債権 者が差押 える場合 の普通法上 の制 限は、ほ とん どが法令によって と

りのぞかれて いる。 これ らの法令は、普通法 上の権利 と同様、衡平法 上の権利 に も適用 され る。

C、 暴食 に よ旦 優先権

人 数の死者の一定の債権 者のために、法 令に よって認 め られた優 先権は、死 者の普通法上 の権利 と同様、衡平

法上 の権 利 にも適用 される。

d、 前後参j目

基 本財産 は、受益者 の生涯 、譲渡 されな いもの と した場合の基 本財産移 転の制限 の無効 に関 しては、第153条

(3)参 照。

第3節 任意的および非任意的移転に対する制限

第149条 差押からの除外

あ る普通 法上の権 利が、債権者の差押の対象 か ら除外 されてい る場合 は、 その普通法上 の 権利に相当 する信託

受益権 は、債 権者の差押の対象 とな らない 。

注l

a.制 定法 に よろうと他の方法 によろうと、普通 法上 の権利 が、債 権者の差押 の対象 から除外 され る場 合、それ

に相 応す る信託受益者 の衡平法上 の権利 は、差押の対象 か ら除外 される。種 々の衡平法上 の権利 は、それ に相応
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する普通法上 の権利 が、差押 の対象 か ら除外 されない場合 でも、信託条項 、あ るいは法令 によ り、差押 の対象 か

ら除外 される ことがあ る。第152条 ～ 第162条 参 照。

互,、抹 窒丑三上る差押 か 過

す べての州においては、 ある種 の財 産権につ き債権者 の差押 をまぬがれる という法令 の規定が ある。 これ らの

免 除は、通常、 家産、 家具、商売道具 な どのよ うな権利 を含む。 このような免除 をうけている財産権 に対す る衡

平法 上の権利 を、債 権者は差押 える ことができない。つま り、土地 に対す る信託の受益者 は、債権者 か ら差 押 を

うけない家産 を有す る ことがで きるのであ る。

旦」 理一益者 的破産

連邦破産 法第6条 では、州法 の規定 す る差押 免除が、認め られ ている。 この法律 は、普通法上 は もとよ り、衡

平法上 の権利 に も適 用があ る。 また、受 益者がその権利 を任意 に譲渡 でき る権限 を有す るか否 かは重要 でな い。

第150条 譲渡による権利の喪失

受益権 は、受 益者 がそれ を譲渡 した り、または債 権者がそれを差押 えた り、受益者が破産 した場合 に終 了する

ものとす る、という信託 条項の規定 は、収 益に対 する受益権にっいて有効で あ り、第153条 の規定 にもとつ いて、

元本 に対す る権 利の譲 渡制 限が有効 となる範囲内で、元本に対す る受益者 にっいて も有効であ る。

注:

a.収 益 に封土 五権利

受益者の権利 が、生涯 あ るいは一定期 間、収益 を受け るとい う内容 のものであ る場合、 自益信託 でな い限 り、

受益者が受益権 を譲渡 した り、債権者が それを差押 えた り、受 益者が破産 した ときに、受 益権が終了す るとい う

信託条項は、有効 である。財産権の リステ イ トメ ン ト第409条 と比較せ よ。

例:

1.Aは 財産 権 をBに 信託 として譲 渡 し、その内容は、C生 存 中はCに 収益 を支払 い、C死 亡 の際に

は元本 をDに 渡 す というものであった。信 託条項 には、Cが その権 利 を譲渡 した り、債権者が その権利

を差押 えた り、Cが 破産 した りした場合 には、その信 託に もとつ く権 利は消滅 し、収益 は、Cの 残余 年

数、Cの 妻 に支 払われ るもの とすると規定 されている。Cが 破産 。信託に もとつ くCの 権利は消滅 する。

2.事 実は、 その信託がCに よって設定 された以外 は、上記1の 例 と同 じである。Cが 破産 した場 合、

信託が終了す るのでは なく、破産管財人 が、 その信託に もとつ くCの 生 涯権に対 して権原 を取得す る。

152条 で述べ られ てい る規則に基づ き収益受益権 の譲渡制 限を認めな い州 、または限 られた範囲で しか譲渡 制限

を認 めな い州 において も受 益権 の喪失 は効 力を生 じる。

.▲.孟 壼{三差」上 畳横型

受益者が 元本 に対す る権利 を有 している場合 、譲渡 に関する権利 の消滅 は、第153条 に述べ られて いる規則 に も

とづ き、譲渡 に関す る制 限 と同一の範 囲で有効 である。
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CL」 譲渡 によ.ユて裁 量信託にな る場金

信 託条項 によって、受益者の生存中は その者に収 益の支払 をなすよ う強制 できる受益 権は、 その権利 の任意的

あ るいは非任意 的譲 渡に もとつ いて終 了 し、その後 、受託者が、 さらに受益者 に支払 うか どうかは、受 託者の裁

量にまか され る と規定 す ることもで きる。裁量信託 の受益者の譲受人 あるいは債権者 の権 利につ いては、第155条

参照 。

旦.L‖ll酸基1盟

信 託とは別 の普通法上 の権利 と衡平法 上の権 利の譲 渡制限の有効性につ いて、財産権 の リステイ トメ ン ト第40

4条～第417条 参照。

第151条 元本の譲渡に対する制限

本条は 、第153条 と結合 されて いる。

第152条 収益の譲渡に対する制限

(1)第1斑 条お よび第157条 の場合を除 き、信託条項 によって、受益者が 、生存 中または一定 期間 、信託財産 か

ら生 じる収益 をうける権 利を有 し、この権利は、受益者が 譲渡で きない もの とし、か っ、債権 者が差押で きない

ものと規 定 した場合 、その受益者の生存中、収 益 をうける権利に対す る任意的 ・非任意的権利 移転 に対す る制 限

は有効で あ る。

(2)信 託条 項 また は法令 によって受益者 の権 利に対 し有効 な任意的および非任意的権利移転 の制 限 を課 した信

託 は、浪費者 信託(3pθndthrifttrust)で ある。

注:

旦」_第156条 は、委託老 が受益者 を兼 ねる場合 に関す るものであ る。第157条 は、浪 費者信託の受 益権に対 して も

差押が可能 な特 別な債権者 に関 するものである。

h二聾 費者f[「睡

「浪費者信 託」とい う用語 は、本条で定義 され てい るもの に限 られる。 これは、扶 養信託{第154条 参照)お よ

び裁量信託(第155条 参 照)と は区別 され る。

.墜」設定には、特別 な文言は必要でな い

浪費者信託設定 には、何 ら特別な文言は必要 とされない。信託条項に よって、委託 者のその ような信託 を設定

する意思が表示 され ていれば十分である。

例:

1.Aは 、C生 存 中はCに 収益を支 払 うという内容 の信託 としてBに10万 ドルを遺 贈 し、 しかも 「そ

の支払 いは、便宜 な限 り直接 払い とし、 またはCの 文 書に よる指示 もしくは領収書 に もとつ いてなされ

る もの とす る。 どの場合に も、債権者の干渉や コン トロールに服 さない。期 限前の処分 は認 められ ない。 」
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とされていた。元本 はDに 渡 す という物 権移転文句がつ け られている。浪費者信託が設定 され た ことに

なる。

2.Aは 、 甲地 をBに 信 託 として遺 贈 し、 その内容 は地 代お よび収益 を集 め、 その金銭 をC生 存 中、

「た とえCま たは他 人の請求があ って も他へ支払 う ことな く、必ずC自 身 に」支払 い、C死 亡 に際 して

は、Dに 甲地 を引渡す とい うもの であ った。浪費者信 託が設定 され た ことになる。

3.Aは 、信 託 としてBに10万 ドル を譲 渡 し、その信託の 内容 は、Cに その収益 を支払い、Cに は、

前述 したような、期限 前の処分 によって、その権利 を売 った り、譲 渡 した り、質入れ したりす る権 限は

ない ものとす る。元本 につ いてはDに 渡す とい う物権移転文 句があ る。浪費者信託が設定 され た ことに

なる。

4.Aは 信託 と してBに10万 ドル を遺贈 し、そ の信託 は、C生 存 中はCに 収益 を支払 い、 しか も 「そ

の収益は、直接C自 身 に、またはCの 文書に よる指示 も しくは、領収書 に対 して支払 われる もの とし、

債権者か らの コ ン トロール を受 けず、期限前 の処分 も許 されな いものとする」 とい う内容であ った。元

木 はDに 渡す とい う物権移転文句が ある。浪費者信 託が設定 され た ことにな る。

d－こ任意的譲渡 を制 限する文 言は、非任意 的譲渡 を制 限す るとい う意思表示 である場合 もあ る。

例:

5.AはBに 甲地 を信 託 として遺贈 し、その 内容は、 「その地 代 と収益 を現金 でCに 直接払 い し、か

つ、Cの 書 面 もし くは口頭 の指 示によって も、 または、Cの 譲渡や移転に よって も支払 はな されない も

の」 とされて いた。Cが 死亡 した場 合には、そ の土地 はDに 引渡す という物権移転文句 がっ け られて い

る。Cの 債権者 は、第157条 で述べ られて いる事情の とき以外 には、Cの 権利 を差押 える ことはで きな い。

旦.非 任意的譲渡 を制限 する文言が、任意的譲渡 を制限 する意思表 示 であ ること もある。

例:

6,Aは 、C生 存中 はCに 収益 を支払 い、C死 亡に際 しては、 元本 をDに 引渡す とい う内容の信託 と

して、10万 ドルBに 遺贈 した。遺言 には、 「Cの 扶養 を目的 として前記 の信託を設定す るのが私 の遺 言

の趣 旨であ り、 したが って、 それはCの 債 務の弁済にあ て られてはな らないものであ る。 」とされて い

た。Cは 第157条 に述 べ られている場 合 をのぞ き、 自己 の権利 を任意に譲渡 して はならな い。

L外 一8剛拠.(extri旦 §icevid堕ce}.は 認]め}拠 型 』

信託受益者の権利の譲渡 を制限す る意思は、信託条項 か ら明 らかでなければ な らない。外部証拠 は、信託証書

中に、その意図が示 され ていな い限 り、受益権の任意的お よび非 任意的譲渡 を制 限する委託者 の意 思を示す もの

としては認 め られな い。

例:

7.Aは 、C生 存 中はCに 収益 を支払 い、C死 亡に際 しては元本 をDに 引渡す という内容の信託 とし

て、Bは10万 ドル を遺贈 した。その信 託に もとつ くCの 権利 を差押 え るために、Cの 債権者が提起 した

訴訟 で、Cは 、Aが 浪費者信 託 を設定 する意図で あったとい う、Aに よってな され た供述証拠 を提 出 し
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た。また、Cは 、Aが 遺言 をなしたその時にCが 支払不能 の状態 であ り、事実上、浪費 者であった こと

をAが 知 って いたという証拠 をあげた。 この証拠 は認 め られず、 設定 された信託 は、浪 費者信託 とはな

らない。

且己一鷲益者 ふ値一よ蛙亡巳壷 って虹制限、{孟有効 雪裏 畳

浪費者信 託は、た とえ受益者が 自分 自身 の事務 を管理 す る能力 を有 している場合 で も、 受益者 のために設定 で

きる。

例:

8.Aは 、信託 としてBに10万 ドル を遺贈 し、 その 内容は、Cに 収益 を支払 い、 「Cに は その権利 を

譲渡 する制 限がな く、かつ、Cの 債権者 の差押 も受けず」、C死 亡後 は、残余権 はDに 帰属す るという

ものであった。Cは 能力者た る成人 で、世 間では、一流の ビジネスマ ンであ る。 設定 された信託 は浪費

者信託 であって、Cは 自己の権利 を譲渡す る こともで きな いし、Cの 債権者 がその権利 を差押 えること

もできない。

包 」収益丞翌 丘者r主2頭 一領亙 れて1まいるが、受益者 に支 払ねれ て いな⊥賜 金

浪 費者信託 は、受託 者によって受領 されては いるが、受 益者にまだ支払われて いない収益 を保護す る。

例:

9.Aは 、浪 費者 信託と して、Bに10万 ドルを遺贈 し、その信託の 内容 は、C生 存 中、1月 と7月 の

初め に、 その収益 をCに 支払 い、C死 亡に際 しては、元本 をDに 引渡 す とい うものであ った。Cの 債権

者は、Bが 集 めて現 にその手 もとにある収益 に対 し、Cに 支 払 うべき期 限が未到来 の場 合で も、また支

払 わずに時期が すぎて しまった場 合で も、差押 え ることはで きない。

-LL受 益 者亘》措 丞}一 三者」⊆収益 を支 払三L場合

受 託者が、受益者に支払 うべき収益 を受領 し、受益者 の指示 にしたがって、第 三者にそれ を支払われ る場 合、

たとえ信 託条項に よって受益権 が譲渡 できない もの とされ ていても、 または信 託条項によ り収 益は受益 者に直接

に もしくは受益者の領収書 に もとつ いて支払 われ るもの と されていた として も、 受託者 としては、受益 者に対 し

て支払 い をすべ き何 らの責任 も負わ ない ことになる。 これ は、受益者 によって指 定 された銀行 に、受益 者の預金

の ために支 払 いがな され る場合 でも、 あるいは受益者の債権者 または第三者 に支 払われた場合 で も、あてはまる。

その よ うな受 益者の指示が、受託者が収益 を受 領す る前 に行 われ ていたとして も、その指 示 に したがった支払 に

よ り受託者 が責任 を負 うことはない。受益者 の指 示が将来生 じる収益 に対す る権 利 を譲渡す る形式 であったと し

て も、受託 者は責任 を負わ ない。 この ような譲 渡は譲受人 に収益 を支払 うべ き指 示があるが、受 託者に対 して取

消可能 である。た とえば受益者が譲渡の対価 を得 ていた としても、受益者は、 自 ら受益権 の譲渡 はなし得 ないの

であ るか ら、受 託者が譲受人 に支払 をなす までは、何時で も、受託者 の支払権限 を取消す ことが できる。譲受人

は、受託者 が支払権限に もとづ き行った支払 を受領 でき る。支払権限 なき受託者 か らの支払 を譲受人が保持 でき

るか否か は、 その者 が善意取得者であ るか否か による。第284条 参照。

例:
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10.Aは 、浪 費者信託に もとついてBに10万 ドルを遺 贈 し、そ の信託 の内容は、C生 存中はCに1月

と7月 の初 めにその収益を支払 い、C死 亡 に際 しては、元本 をDに 引渡 す もの とされていた。6月1日

に、Cは 、 その信 託に もとつ く権利 をEに 譲渡 し、 これはEがCに な した2万 ドルの貸与 に対す る保証

としてであ り、 その後、Eが 貸与総額お よび利息 を受 領するに至 るまで、Eに その収益 を支払 うようB

に指示 がなされた。Bは 、7月1日 に、Eに2,500ド ル支払 った。次 に支払 日の1月1日 前に、CはBに

対 して、Eに それ以上支払わ ないよう指示 した。Bは 、Eに 対 しての支 払いについてはCに 何 らの責任

を負 わないが、Eに それ以上支払 った場合 には責任を負 う。Eは 、Eに 支払 われた もの を保 持す ること

が できるが、 それ以上支払 うようBを 強制 する ことはで きな い。

」._奨 益者1こ支払わ れ左収 益

浪費者信託 の収益が、受 益者に支払われ た後 は、受益者 がそれを譲渡す ることもで きる し、 受益者の債 権者が

それ を差押 えることもで きる。

例:

11.事 実 は、受 託者が、収益 を銀行預金 しているCに 分割払 いにしていた こと以外 は、例9と 同 じで

ある。Cの 債権 者は、 その預金 を差押 える ことができる。

kL受 益者の 人的責任

信託条項 によって、受 益権の譲渡が制限 され、債権者 の差押 も受 け ないもの と されている場 合に、受益 者が、

対価 として、受益権 を譲 渡す ることに 同意 し、 あるいは他 人にそれを譲渡 しようと したときは、受益者 は、相手

方に対 して契約違反 の責任 を負 う。相手方 は信託に もとつ く受益者 の権利か ら債権 の満足 を うける ことはで きな

いが、他の債権者の差押 えが及 ばない範 囲で、受益権以外 の受益者 の財産か ら債権 の満足 を得 る ことがで きる。

⊥エ受 益者の破産

連 邦破産法の規定の もとでは、受 益権が受益者に よって譲渡 できな いとされ ていて、債権者 によって差 押 でき

な いとされて いる場合に は、受 益権は破産管財人に移転 しない。第147条 注d参 照。

旦L受 益者が受ハ{邉圭 』幽 益男[窒

本条の規則 は、受益者 あるいは複数受益者の1人 が、複数受託者 の1人 であ る場合、 または、複数受益 者の1

人が受託者で ある場合に も適 用 され る。 しかしなが ら、1人 の者が受益 者 と受託者 を兼ね る ことはできない。第

99条 、第115条 参照。浪費 者信 託の単独受益者が、後に単独受託者 にな る場合 に生ず る状況 については第341条 注

c参 照。

本条の規則 は、受益者 を兼 ね る受託者の権利に も適用 され るが、 受託者 としてその者が受 けとる報酬 に対 して

は適 用 されな い。つま り、受 託者 としての報酬に対 して、債権者 は差押 が可能 である。

旦」_定期理 産権{壁t趣 θ.血工旦{型鋤

信託条項に よって、受益者 が、一定の期間(死 亡 によっても終了 しない)、 信託財産か ら収益 を受 ける権限 を

有 し、またその権利は、譲渡 を許 されず、 かつ、債権者 の差押 を うけない もの とされている場合 は、 その者の生

存中に生ず る収益に対す る権 利の制限は有効であ るが、死亡後 に生 ず る収益に対す る権利の任意的 および非任意
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的譲渡の制限 は無効 である。

例:

12.Aは 、20年 間はCに 収益 を支払 い、20年 の期間満了後 は、元本 をDに 引渡す という内容 の信託 と

してBに10万 ドル を遺贈 した。信託条項 によ ってCの 権利 は、譲渡制限 に服 して いる。Cは 信 託に もと

つ く自己の権利 をEに 譲渡 した。Eは 、C死 亡前 に生 ずる収益 に対 しては権 限を有 しないが、C死 亡後

で、 しか も、20年 の期間満了前 に生 じた収 益に対 しては権 限を有す る。

旦.』1鈍 占方楠1po磐qs轡 山 主1⊥

本条 の規則 は、受益者が、生存中、信託 の対象 とな っている物 の占有権 を有 す る場合に も適用 される。

例:

13.Aは 、C生 存 中はCが 甲地 を占有 し、C死 亡に際 してはDに 甲地 を引渡す という内容 の信託 とし

て、Bに 甲地 を遺贈 した。遺言 に よって、Cの 権利 は、譲渡が制 限 されて いる。Cは 自己の権利を譲渡

で きな いし、Cの 債権 者は、 その権利 を差押 える ことができない。

丑」異 音1三よ 互譲胆の制1襲

い くつかの州 では、法令 によって、受益 権の譲渡 を制限 した り、その権利 に対す る債権者 の差押 を制限 して い

る。た とえば、一部 の州 では、土地 の賃料 お よび収益 に対 する信託の受益 権は、 その受益者 を譲渡 できない。一

部 の州 では、信託条項 に別段 の規定 がない限 り、その よ うな信 託の受益権の譲渡 は制限 され る。一部の州では、

また、 信託証書 によ り譲渡 制限がなされる場 合に、制定法 もその ような制限を課 している。また一部の州では、

制定法 に よ り、人的財産 に対する信 託の受 益者は受益権 を譲渡す る権限を制限 され ている。一 部の州で は、制定

法 によ り受益者 の債権者 は差押の権 限を制限 されて いる。

多 くの州 では、制定法 によ り受益 者(保 険金受取人)と 保険会社 との合意に よ り、保険金 の分割払 をす るた め

に保険金 を保険会社 に預 けてお くことがで き、かつ その ような場合に会社 と被保険者 の合意 に よ り、分割払債権

(mstaI1■entpay■ents)を 譲渡不可能 とし、受益者 の債権者が差押 える ことを禁止 する ことが できる。 この よ

うな制定法 の下 では本 リステ イ トメ ン トの対象 である信託は設定 され ない。なぜ な ら、特 定の財産 が保険金受取

人のため に保 険会社 に より保有 されては ならないか らで ある。保険金受取人の権利 は普通法 上 の権利 であるが、

その権利 の譲渡を禁止す る制定法の規定 は、浪費者信 託 の設定 と同じ効果 を生ず る。第12条 注1【参照。

q、 前麓豊照

浪費者信 託の受益者が、信託違反に同意 した場合 の効果 につ いては、第216条 注e参 照 。 受託者 が、浪費者信

託の受益者 に信託 され た金銭の 前貸な いし貸 出を した場合 の効果 につ いて は、第255条 注f参 照。

浪費者 信託の受益者が、信託違反に関与 した場 合の効果 につ いては、第256条 注f参 照。 受益者 も兼ねている

浪費者信 託の受託者が なした信託違反 の共 有持 分権の押収 については、第257条 注f参 照。

信託 の 目的が達成 される前に、浪費者信 託の受益者 に対 し、受 託者 が、信 託財産 を譲渡 した場 合の効果につ い

ては、第342集 注f参 照 。

信託 に もとつ くものとは別 の、普通法 上の財 産権お よび衡平法 上の財産権 の譲渡制限の有 効性につ いては、財

l
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産権 の リステ イ トメ ン ト第404条 ～第417条 参照。

第153条 元本譲渡の制限

(1)第156条 、第157条 に述べ られてい る場合 を除き、信託条項に よって 、受 益者が、将 来、元本を取 得 する権

原 を有する場 合、元本 に対 して有 して いる受益 者の権利の任意的また は非任 意的譲渡 を制限す ることは有効で あ

る。

(2)受 益者が、直ちに元本 を自分 の もとに譲渡させ る権利を有す る場合 、元本 に対 して有 している受益 者の権

利 の任意的また は非任意的譲渡 を制 限する ことは無効であ る。

(3)受 益者生存中 は、元本が 受益者 に引渡されない もの とな って いる場 合、元本 に対 して有 している受 益者の

権利の任意的 また は非任意 的譲 渡の制 限は無効であ る。

(1)項の注:

a.第156条 は、委 託者が受益者 を兼ね る場 合の状況 に関連 している。第157条 は、 浪費者信託の受益 権 を差押 え

る ことのできる特別 な債権 者に関連 している。

b,受 益者坦、一将来、一埴土1を二う」垣 柵 刊 を有す 鋤 金

信 託受益 者が、将来、元本 をうける権利 を有 する場 合、その権利 の任意的 あ るいは非任意的譲渡 を制限す る こ

とは、その間に、その者が収益 をうける権 利を有 してい るか どうか にかかわ りな く有効であ る。

例:

1.AはBに 信託 と して10万 ドル を譲渡 し、 その信託 の内容 は、Cが35才 に達す るまでBがCに その

収益 を支払 い、かつ、35才 になっ た時に元本 を引渡 し、Cが35才 前に死亡 した場合 にはDに 元本を引渡

す というもので あった。信託条項 によれば、Cの 収益お よび元本に対 して有 している権 利は、 譲渡 して

はな らず、 あるいはCの 債権者が差押 えることができない とされて いる。 この譲渡 の制限は、 収益 ・元

本双方 につ いて有効 であ り、Cが35才 以前 に死 亡 した場 合、Cは 、収益 および元本 に対する権 利 を譲渡

できないし、Cの 債 権者が差押 えることもできない。

2.Aは 、C生 存中はCに 収益 を支払 い、C死 亡に際 しては、Dに 元本を引渡す という内容の信託 と

して、Bに20万 ドル を譲渡 した。 信託条項 によれば、Dの 権利は譲 渡で きな いし、Dの 債権者が差押 え

てはな らない とされ ている。譲渡 の制限は有効で あり、Cの 死亡 前に、Dは 自己の権利 を譲渡で きない

し、Dの 債権 者は これ を差押 える ことはできな い。

(2)項 の注:

一部の州では制定法 に よ り、 また他 の一 部の州 では制定法に よらないが、信託の元本 を受領 する受益者 の権利

に対す る譲渡制限は無 効 である。

旦._堂'益者抱 主jtち{三元本の 支払 い 虹i立 墨描刑 を有す る場合

受益者が、直 ちに元本 の支払 いを うけ る権利 を有 し、 あるいは、 いつで もそれ を要 求できる場 合、 この権利の
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譲渡 を制限 す ることは無効で ある。

例:

3.Aは 、信託 としてBに ある証券 を譲渡 し、 それ らを直ちにCに 引渡す ようにさせた。 信託条項に

よれば、Cの 権利 は譲渡 できない とされ、Cの 債 権者 はそれ を差押 え ることができな いとされ てい る。

この譲渡の制限 は無効 であ り、Cは 自己の権利 を譲渡 す ることができ るし、Cの 債権 者は、 それ を差押

え ることが できる。

4.Aは 、Bに 甲地 を信託 として譲渡 し、Cの ために 甲地 を保有 させ、Cの 要 求が あ り次第Cへ 甲地

を引渡 すべ き こととした。信託条項に よ り、Cの 権利は譲渡 できな いとされ、Cの 債権者は それを差押

える ことができな い。譲渡に関す る制限 は無効 で あり、Cは 自己の権利 を譲渡でき、Cの 債権者 はCの

権利 を差押 える ことができ る。

一部の州 では、元本を受領す る受益者の権利 に対 す る譲渡制限 は有効で あ り、 元本 を受 益者 が受領 するまで受

益者 はそ の権利 を譲渡で きないし、受益者 の債権者 も差押 える ことはできない。

(3)項 の注l

j,一 受益置 の崖在中、 」c本の撲 を 亘{ナ中春権刮 を量益 者が駐 在』己量 登

受益者 自身 が元木 をうける権利 を有 さず 、受 益者の死亡 に際 してのみ、 あるいは、死亡後 に受益者の遺産 に元

本が支払 われる場合、元本 に対 する受益者 の権 利の譲渡制 限は無 効である。譲 渡の制限は、受 益者 を保護す る場

合 にのみ 有効で ある。 その制限 が、受益者 の死 亡の際 の財 産権 の処分を阻止 す るというだけの ことであれば、無

効 である。

例:

5.Aは 、C生 存中はCに 収益 を支払 い、C死 亡に際 してはCの 遺 産に 元本 を引渡す という内容の信

託 としてBに50万 ドル遺贈 した。信託条項 によれば、収益 と元本 に対す るCの 権利 は譲渡で きず、債権

者が それを差押 えられない もの とされて いる。譲渡の制限 は、収 益 に関 しては有効 だが、元本 に関 して

は無効 である。Cの 債権者は、適法 な手続 に よってCの 元本に対す る権利 を差押 えることが できるし、

この権利 は、 裁判所の命令に もとつ いて競売 され、あ るいは担保 とされ、 その売得金 を、Cの 債務 の弁

済 にあてる ことがで きる。

第154条 扶 養 信 託(trustforsupport)

第1斑 条 および第157条 の場合 を除 き、信託条項 によ って、受託者 は、受益 者の教育また は扶養 に必要 な限度に

おい てのみ信託 財産の収益 も しくは元本 、も しくはその双方 を支払 い、または受益者のため に使 用すぺき旨が規

定 されている場 合、受益者 は、その権利 を譲 渡で きず、受益者 の債 権者 はその権利を差押 えるこ とができない。

注:

a.第156条 は、委託者が受益者 を兼 ねる場 合の状況 に関連 している。第157条 は、浪費者信託 の受益権を差押 え
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る ことのできる特別な債権者 に関連 してい る。

h._浪 費 毒臼起」とは陸別 堂血 連碁 蓑lil陥

本 条で述 べ られてい る 「扶養信託 」は、浪費者信託 とは区別 される。扶養信託 では、受益権 の譲渡を制限す る

とい うよ り、む しろ受益権の性質 が問題で ある。本条 に述 べられている規則は、委 託者 によって譲渡が制限 され

てい るのではな い。 しか し、 譲受人 ある いは債権者 は、受託者 を強制 して支払わせ る ことが できない。 とい うの

は、受益者は、信託条項に かがげ られて いる限定 された 目的以外 の用途に、 それをあてるよ う強制できな いか ら

であ る。

旦._譲 受△ あ皇Ll室 強縮託左翼 払を強‖目す 尋楠撰

本条に述べ られ ている規則 の もとでは、受益者 から譲渡 を受 けた者、あ るいは受 益者の債権 者は、収 益ま たは

元本の いかな る部分 をも、 自分の もとに支払 うよう受託 者 を強制 で きない。 そして、受託者 は、受益者 の教育 ま

たは扶養 のた めに必要 な額 を受益者のた めに支払 って も、譲受人 または債権者 には責任を負 わな い。た とえ、受

託者が譲渡 につ き悪意 であって も、また は債権者 による受益権差 押の訴訟手続 の訴状 を送達 されて いて も、受 託

者は責任 を負 わない。

d.限 度額力t教育 および抵難 隈 られてLる 場査

木条に述べ られている規則 は、信託条項 によって、受 益者のために支払われ 、使われる額 が、実際に、受益 者

の教育 あるいは扶養 に必要 な ものに限 られ るとされてい る場 合に適 用 され る。 本条の適用は、信託条項 に書 かれ

た文言の特別 な形式 による もの ではな い。

例:

1.AはBに 信 託 として10万 ドルを遺贈 し、その信託の 内容は、Cの 快適な生活のた めに必要 な額 を、

その収 益または元本か らCに 支払 い、 あるいはCの ために使用す る とい うものであ った。C死 亡の 際に

は、Cの 生活費 に使われな かった収益 および元本 は、Dに 支払われ る もの とす るという規定がな されて

いた。Cは 、その権利 を譲渡 できない し、Cの 債権者は、 それ を差押 え ることがで きない。

2.Aは 、Cの 扶養 に必要 な額 を使 うための信託 として、Bに10万 ドル を遺贈 した。C死 亡の際 には、

Cの 扶 養に使われなか った収益 お よび元本をDに 支払 うもの とす る と規定 されて いた。Cは 自己 の権 利

を譲渡する ことがで きないし、Cの 債 権者がその権利 を差押 える ことはで きない。

旦エ_卓越 麺虹醐 が責_教育圭L㎏ 蛙養{こ蝦 旦担 直上墨金

本条 に述 べ られている規 則 は、 たとえ信託条項 によ って、委 託者 の設定 の動機が、受益者の教育 または扶 養の

ため とい うことがあき らかに されていて も、受託者に よって一定額 が支払 われた り、受益者の教 育お よび扶 養に

必要 な額 に限定 されない場 合 には、適用 されない。信託条項に よ り、受託者 が受益者 に対 して支払 をなす義 務 を

負 い、または受益者のために、収益 もしくは元本の全部 もしくは特定 の部 分、ま たは収益 もし くは元本 か ら一定

額 を充て るべ き義務 を負 う場合 、収益 ・元本が受益者の教育 と扶養 に用 い られ る ことは明らかであ り、 かつ拠出

される額 が教育 と扶養に必要 な額 しかなか った として も、受益者 は自己の権 利 を譲渡 でき、受益 者の債権者 は受

益権 を差押 えることがで きる。但 し、第151条 、第152条 及 び153条 で述 べ られて いる譲渡 に もとつ く権利喪 失の条

230 1

⊥



【第6章 】

項 または譲渡 制限の条項が有効 に課せ られている場 合 を除 く。

例:

3.AはBに 信託 と して甲地 を譲渡 し、 その 内容 は、 「Cの よ り良い生活 のた めに、純益 ま たは収益

を毎 年 にCに 支払 う」 という ものであ った。Cは 生存 中、収益全部 に対 して権限 があ り、その権利 を譲

渡 す ることがで きるし、Cの 債 権者が、 それ を差押 える こともできる。

一

受 益者 の教育 または扶養 のためとい う信託設定の動機 の表示 は、必ず しも受益者 による譲渡の制限 を意 図して

はいないが、 それが この意 図を示す状 況証拠 とな る ことがあ る。 さらに、信託条項 か らそのよ うな意図 が明 らか

であれば、浪費者信託 が設定 された ことにな る。第152条 、第153条 参照。

曲_充 塞.お_よぴ租立 て幽 益

信託条項 によって、受 託者は指定 された期間、受益者 の教育 または扶養に必要 なだけの収益 または元本 を支払

い、ある いは受 益者 のためにそれ らを使用す るものと規定 されてお り、 さらに受益者 に対 して支払われ なかった

り、使われ なかった収益お よび元本は、最終的 には受益者 に支払 われ るもの とす る と規定 され ている場 合には、

受益者は、受 益者の教育 または扶養の ために必要 でな い額 につ いて譲渡 も可能 であ るし、受益者 の債権 者がそれ

を差押 える こともでき る。第153条 と比較せ よ。

包_受 益.者Q破 産

本条で述べ られてい る規則は、受益者が破産 した場 合に も適用 がある。第147条 注d参 照 。

第155条 裁 量 信 託(discretionarytrust)

(1)第156条 の場合を除き、信託条項によって、受託者の自由な裁量にもとづき、適当と思われる範囲の収益お

よび元本、もしくはどちらか一方を受益者に支払い、または受益者のために使うものと規定されている場合には、

受益者から受益権を譲受けた者、または受益者の債権者は、受託者を強制して、収益または元本のいかなる部分

も支払うようにさせることはできない。

(2)第152条 および第153条で述べられている規定に従って、譲渡に関する有効な制限が課せられていない場合

に、受託者が受益権の譲渡を知り、または債権者の受益権差押の訴訟手続の訴状が受託者に送達された後に、受

益者に対し収益もしくは元本の支払をなし、または受益者のためにそれを使用した場合には、受託者は、受益権

の譲受人または債権者に対して責任を負う。

(1)項の注:

a. .第156条は、委託者が受益者を兼ねる場合に関連している。

旦」_浪費制 前打とは区別旦血 鐘 重量鎚

本条で述べられている信託は、 「裁量信託」であり、浪費者信託、扶養信託とは区別される。裁量信託で、受

益者の権利の譲渡を制限するのは、譲渡制限条項をつけるというよりもむしろ受益権の性質そのものからくる。

1
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【第6章 】

本条で述 べ られ ている規則 は、委託者に よる譲渡制限 に もとつ くので はない。 しか し、譲受人あ るいは債権者 は、

受託者に対 し、 自分の もとに支払 うよう強制す る ことはで きないので ある。 なぜ な ら、受益者が、 自分 自身 に支

払 うよう、 あるいは 自分 自身 のために使用 するよう強制 する ことがで きないか らであ る。

皇」.支払が裁量 による場合 に≡ 垂適 用さ れ る規則

本条で述 べ られて いる規則 は、受 託者が、 自己の絶対 的裁量 に もとつ いて、受 益者へのすぺての支払 と、受 益

者の ため の信託財産 の利用 を拒否で きる場 合にのみ適 用 される。

受託者 の裁量 が支払 の時期 のみにつ いてであった り、 受益者 が、信託財産 の全 部な いし一部につ いて最終的 な

権原 を有す る場合に は、 この規則は適 用 され ない。

信託条項 によって、受託 者が受益者の ために収益 あるいは元本 の全部な いし一 部 を受益者に支払 い、 あるいは

受益者の ためにそれ を使用 す るもの とされ ているな らば、その信託が浪費者信 託(第152条 、第153条 参照)あ る

い は受益者 の扶養信託(第154条 参照)で ない限 り、受 益権 は、 債権者に よって差 押が可能で ある。

止_二 定立)集団の撞魎 ≧た並 の這託

信託が一定 の集 団の構成 員のために設定 され、受託 者が、裁 量でそ の構成員 すべてに権利 を与 えな いこともで

きる場合 は、 その構成員 か ら譲受けた者、 あるいはその構成員 の債権者は、受託 者に対 し、信託財産の いか なる

部分 をも支払 うよう強制 できな い。

例:

1.Aは 、Bの 裁 量によ ってCと その妻、 あ るいはどち らか一方 に収 益 を支払 い、 または、Cま たは

Cの 妻 のためにそれ を使用 し、C死 亡に際 して、未払 いあ るいは未使用 の収 益お よび元本をDに 引渡 す

という内容の信託 と して、Bに10万 ドル を遺贈 した。Cは 、 自己の権利 をEに 譲渡 した。EはBに 対 し

て信託財産 のいかな る部分 をも支払 うよう強制 できない。

CL支 払克凱個重 る譲童 ムな狂 し二置権者{旦繊

信託条項 によって、受託 者の 自由な裁量 にもとづき、適 当と思 われ る範 囲 の収 益お よび元本、あ るいはそ のど

ち らか一方 を受益者 に支払 い、または受益者 のために使い、受益 者の死亡後 は、未払 いまたは未使用の収益お よ

び元本全部 を他 の人 に引渡 す もの と規定 されている場合 には、受 益権の譲受人 ある いは受益者の債権者は、信 託

財産 のいかなる部分 につ いて も支払を なす よう受託者 を強制できな い。その結果 は、受益者に支払われなか った

り、受益者 のために使用 されなかった もの全てが、復帰 信託によって、委託者 の財産 に戻 され るの と同 じに なる。

例:

2.Aは 、Bの 自由な裁 量に もとつ いて、適当 と思 われる範 囲の収益あ るいは全収 益をCに 支払 い、 また はそ

れ をCの ために使用 し、C死 亡に際 して は、未払 いあるいは未使 用の収益お よび元本 をDに 引渡す という内容 の

信託 としてBに10万 ドルを遺 贈 した。Cの 債権者 はCに 対する判 決 を得て、Cの 信託受益権 を差押 えるため に、

Bを 訴訟 当事者 として、衡 平法裁判所に訴状 を提 出 した。 この債権者は、信託財産 のいかなる部分 もBに 支払 う

よ う受託者 を強制で きない。

f. 、受益握 の破産、
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本条で述べ られている規則は、受 益者が破産 した場合に適用 され る。第147条 注d参 照 。

菖..受 益権」を美 姫 える=正段

受益者の債権者が、 自己の債権の満足の ために受 益権 を差押 える適法な訴訟手段 に関する規則 は、本 リステ イ

トメ ン トの範囲外 である。第147条 注c参 照。

(2)項 の注:

勉...舞曲植の譲 渡後 の頚 超煮過 量 益者□の支払 壁剖 里

裁量信託で は、受 益権 の譲受人あ るいは受益者 の債権者は、信託財産の いか なる部 分を も支払 うよう受託者 を

強制できな いのであるが、受託者が、受益者がそ の権利 を譲渡 したということを知 りなが ら、あ るいは受益権 を

差 押 えるため の受益 者の債権者によ る訴状が受託者 に送 達 された後 に、支払 った場合 には、受託者 は、譲受 人あ

るいは債権者 に対して個 人的に責任 を負 う。ただ し、第150条 、第152条 、第153条 のよ うに譲渡制限 に関す る有効

な条項が課せ られている場合 を除 く。

例:

3.事 実 は例1で 述べた通 りである。BがEへ の受益権 の譲渡 を知 りなが らCに 信託財産 の一部 を支

払 った場合 、Bは 、そのよ うに支払われ た金額 につ いてEに 責任 を負 う。

4.事 実 は例2で 述べた通 りで ある。Bが 債権者の訴訟手続の訴状 が送達 された後に信託財産 の一部

をCに 支払 った場合、受託者はそ のように支払われた金額 につ いて債権者 に対 して責任 を負 う。

⊥._受 益権jD譲 渡後1も 」受益者のために受託者が財 産権を硬 凪IL幽1効 果

受益権の譲渡 を受 託者 が知 った後 、また は受益権 を差押 えるた めに債権者が な した訴 訟手続の訴状が送達 され

た後に、受託者 が受 益者 のために収 益お よび元本 を使用 したので あれ ば、受託者 は、受益 権の譲受人 あるいは受

益者の債権者 に対して責任 を負 う。

第156条 委託者が受益者を兼ねる場合

(1)人 が自己を受益者として信託を設定し、その受益権の任意的または非任意的譲渡を制限する条項をっけた

場合、その受益権の譲受人または委託者の債権者は、受益権を差押えることができる。

(2)人 が自己を受益者として扶養信託または裁量信託を設定する場合は、その信託の受益権の譲受人または委

託者の債権者は、信託条項により委託者のために支払いあるいは使用しうる最大限度の額にっいて差押をなすこ

とができる。

注:

旦∴一一債権者をj詐.害する童思一 い

本条に述べられている規則は、その譲渡が債権者詐害行為とならなくても適用される。委託者兼受益者の権利

は、信託設定時に債権者であった者も、その後の債権者も差押えることができ、委託者兼受益者が債権者を詐害

する意思のないことは重要ではない。
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例:

1.Aは 、A生 存中 は自己に収 益 を支払 い、A死 亡後 は、 元本 をCに 引渡す ための信託 として財産権 を

Bに 譲渡 した。信託条項 によって、信託 に もとつ くAの 権 利は、譲渡 できない し、Aの 債権 者がそれ を

差押 えることはできない と規定 されて いる。Aは その権利 を譲渡で きるし、Aの 債権者はAの 権利 を差

押 える ことができる。

互、_捌繊 盧によ鐘 堂

い くつ かの州 では、債務 者以外の者に よって設定 され る信託の場 合 を除 き、債 務者のための信託 として保有 さ

れ ている財産 権を債権 者は差 押 えることができる と規定 して いる制定法が存在 する。 また他 のい くつか の州 では、

ある人が 自己 を受益者 として設定 した信託 は、 その者の債権者に対 しては効 力を有 しないとされ る制定法 もある。

玉」_連連亜 二股撤顯陥の書置

委 託者が 自己 を受益者 として、生存 中の権利だけで な く、捺 印証書 ないしは遺 言証書 によって、残余権 に対す

る一 般指 名権 を留保す る場合、委託者 の債 権者は、収益 のみな らず元本 も差押 える ことができる。財産権 の リス

テ イ トメ ン ト第328条 参照。

dL嚢 腫煮 のた めの抵蓑信購

委 託者が 自己の扶養 を 目的と して信 託 を設定 した場 合、委託者 は、 受益権 を譲渡 する ことがで き、委 託者の債

権者 はその権利 を差押 える ことがで きる。債権者 は、 受託者に対 し、委託者兼受益 者に支払いあ るいは委託者 の

ため に使用 しうる最大限 の額 を債権者に支払 うよう強制す ることがで きる。

旦.,_嚢正搬 丸 め己推 量儘睡

信託条項 によって、受 託者の 自由な裁量 にも とついて決定す る額 の収益お よび元本 を委託者に支払 い、 あるい

は委託者 のために使用する もの とされ ている場合 、受益権の譲受人 ないし債権 者は、受託者が委託者 に支払 い、

あ るいは委 託者のために使用 しうる最大 限の額 を差押 えることがで きる。

f.い かな 直射 査に蚕睡者.が畏 益置 土娘担玉 か

信 託が本条に いうものであ るためには、受益者 自身が信託 として保有 され て いる財産権 を譲渡す る必要 はない。

受 託者が、信託に もとつ く譲渡 の買受価 格 を支払 っていれ ば十分 である。

例:

2.Aに よるBへ の10万 ドルの支払 の約 因において、Bは 、A生 存 中はAに 甲地 の不動産 賃料 と収益

を支払 い、A死 亡後 は、Dに 甲地 を譲渡す る ことを内容 とす る信託 としてCに 甲地 を譲渡 した。Aの 要

求に よって、信託証書 に、Aの 権利 はAに よっては譲渡 できず、Aの 債 権者 はそれ を差押える ことが で

きないという条項 を入れた。Aは その権利 を譲渡で きる し、Aの 債権者 はその権 利 を差押え ることが で

きる。

.IL」頗 的藁 薦

ある人 が、 自己を受益 者 として浪費者信託 を設定 しようとす る場合、信託条 項に、任意的譲渡 を制限す る こと

が 明白に されていて も、 その者 は、受益権 を任 意に譲渡で きる。
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旦」 酬

ある人が自己を受益者として設定した信託の終了については、第339条参照。

第157条 権利を主張できる特別な債権者

信託が浪 費者信託 また は扶養信託で あっても、受 益者 の権利 は、以 下のよ うな権利の満足のた めには差 押える

ことがで きる。

(a)受 益者 の妻子の扶養料 または妻 の離婚後 の扶 養料(ali■ony)の 請求 権

(b)受 益 者のためにな された必要欠 くぺか らざる労務 また は受益者 に与 え られた生活必需品 にっいての請求 権

(c)受 益者の権利 を確保 し、またはこれに対 して利益 を与えた 労務 また は物資に関する請求権

(旬 受益 者に対 し債権の満足 を得 るための合衆 国また は州の請求権

注:

旦L本 条の範 囲

浪 費者信 託 あるいは扶養 信託の受益権 を差押え ることができる事例 を本条 であげ ているが、 これ らがすべて と

い うわけではな い。浪費者信託 あるいは扶養信託の受益権 は、公序良 俗の観 点か ら必要な場合 には、本条 の列 挙

の事例以外 で も差押 えられ る ことがある。 また、浪 費者信託 の受益者 に対 して不法行為上の権利 を主張 する者は、

信 託に もとつ く受益者 の権利 を差押 える ことも可能 で ある。

(a)項 の注:

h⊥ 受益者璽 披迭{置蓋_(∫拍卿 也延旦L

信託が浪費者信託 ない しは扶養信託 で あって も、受益 者の権利 は、その妻あ るいは子供に よって、その扶養の

ために受益者 に対す る強制 可能な請求 の満足 をはか る場合 、差押 え られる。あ る場合 には、浪費 者条項 が、受益

者の被扶養者 を排斥す る ものではない と解釈 され ること もあるが、た とえ、その条項が扶養 のため、被 扶養者の

権利主彊に適用 しうるよ う解 釈 されて も、その規 定 に全 面的効果 を考 えるのは公序良俗 に反 する こともあ る。受

益者は、 自己 の被扶養者 の扶養 を拒否 しなが ら、信託 に もとつ く権 利を享 受す ることは許 されない。 これは、信

託に もとづ き、 どの位収 益をその扶養 のために使用 し、受益者 自身は どの位 を受領すべ きか を判 断する管轄権あ

る裁 判所の 自由裁 量の問題 であ る。受益 者の妻が、受益者 が一定額 の支払 を妻にす る ことを命 ずる妻の扶養料 の

た めの判決 を得 たと して も、信託の執 行 につ いて管轄権 を有する裁判所が、受託者が受益者 にそのよ うな支払 を

す ることが妥当 でないと考 えるな らば、妻は、受託者 に、そのよ うに判決を得た金額 の支払 いを強制する ことは

で きない。 このような結論 は、信託が受益者のため だけに設定 された場合 よ りも、受益者及 びその扶養 者のため

に設定 した場合 に非常 に似て いる。

例:

1.AはCの ための浪費者 信託 としてBに10万 ドルを遺贈 した。Cは 妻 と子供連 の扶養 を拒 否 した。

Cの 妻 と子供連 は、 自らの扶 養のため、信託 に もとつ くCの 権利 を差押 える ことが できる。
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2.X州 に居住す るAは 、Cの ための浪費者信託 としてBに10万 ドルを遺贈 した。Cの 妻 は、Y州 で、

Cに 対する離婚訴訟 を提起 し、Y州 でCに 訴状 を送達 した。離婚は認 め られ、年間3、㎜ ドルの離婚扶養

料 の支 払をなせ とい う判決が あった。X州 の訴訟手続 で、Cの 妻は、X州 の裁判 所が合理的 と判断す る

程度 の扶養 料について、信託 に もとつ くCの 権利 を差 押 えることが できる。

(b)項 の注:

旦,⊥」離 」劃 ≡∪ 工られた二生融 拙 速 剥一宣 墨描」唯棉

信託が浪費者 信託 あるいは扶 養信 託であ って も、受 益者に与 え られた必要な労務 または生 活必需品に対す る強

制 可能 な請求権 を満足 するために、受 益権 を差押 える ことができる。受益権に対す る差押 えが認め られない とす

れば、受益者が必要 な援助 を受 け られな くなる恐れ があ り、かつ、 このよ うな請求 を拒否 する ことが受 益者の信

託 に基づ く権利 の保護 に必要 ではないか らであ る。

例:

3.Aは 、Cの ための浪費者 信託 としてBに10万 ドル を遺贈 した。Cが 突然、病気 にな り、 その時そ

ばに いた医者のDは 医療行為 を行 った。Dは 、信託に もとつ くCの 権 利 を、 その行為 に対す る支払 のた

めに差押 えることがで きる。

4.Aは 、Cの ため の浪費者 信託と してBに10万 ドル を遺贈 した。DはCに 必要 な食料 ・衣服 ・居住

を提供 した。Dは 、信託に もとつ くCの 権 利 を、Dの 提供 したものの支払のために差押 えることができ

る。

しか しなが ら受託者が、信託受益権 か ら必需品 を受益者に供給す る用意 があったに も拘わ らず、必需

品を頼 まれ もせ ずに(officious】y)供 給 した者 は、その有する債権 にもとづき受益権 を差 押 える ことは

できない。

(C)項 の注:

dL受 益権 起≡位与二さ旦L蛙 」の

信託が浪費者信託な い し扶養 信託であ って も、受益者 の権利 を確 保 し、 あ るいは これ に対 して利 益を与 える労

務 または物資 につ いての強制 可能 な請求権のために、受益者 の権利 は差押 えを うけ る ことができる。 もし、 これ

が認め られな いと、受益者 は不 当利得 した ことにな って しまうか らである。 た とえ差押が認 め られなかった とし

て も、労務 または物資 を提供 した者 は、 その労務ま たは物資 につ き受益者 と契約 をして いる場合、受託者 に対 す

る請求権 を有す る。そ して受託者 は信託財 産に求償す る ことが できる。第244条 注d参 照。例 えば受託者 との間 に

契約 がなか った として も、労務 または物資 に対す る支払 をせずに受 けた利益 を保持す ることが認 め られ るとす れ

ば、信託財 産が不当利得 をしてしまう。

例:

5.AはCの た めの浪費者信託 としてBに10万 ドル を遺贈 した。Aの 近親 者Dが 、 その遺言 の効 力を

争 う訴訟をお こした。その訴訟 は、 もしDが 勝訴すれば信託に もとつ くCの 権利が消滅 して しまう内容

の ものであった。Cは 、弁護士Eを 雇 い、訴訟代理人 とさせ、遺 言の効 力が確 認 され た。Eは 、受益権
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の保 護 のためにな した労務 に対す る支払 をうけるために、信託に もとつ くCの 権利 を差押 える ことがで

きる。

6.Aは 、Cの ための浪 費者信託 として 甲地 をBに 遺贈 した。甲地上に は家屋が あ り、Cが 自己名義

で保 険 に入 っている。 この建物は火災で焼失 し、Cは 、 それ を再建す るた めにDを 雇 った。Dは 、その

支払にっ き、信託 に もとつ くCの 権利 を差押 える ことがで きる。

(d)項 の注:

旦_政 府旦 請塁

信託が浪費者信託 ないしは扶 養信託であ って も、信託受 益者 に対 して債権 を有す る合衆 国あるいは州 は、信託

に もとつ く受益者 の権利 を差押 える ことに よって、そ の債権 の実現 を強制で きる。 これは、 この債権が、信託の

管理か ら生 じた場 合、 たとえば信託に もとつ く受益権 につ いての収益税だけにか ぎ らず、 その債 権が信託か ら独

立 して生 じた場合 、たとえば受 益者の所有す る他 の財産 についての税の徴 収の場合 に もあてはま る。

」_敵 国λ

連邦の制定法 によって、 合衆国政府は、国 内にある敵 国人のすべての財産 を差押 える もの とす ると規定 され て

いる場合、た とえ信 託が浪 費者信託であ って も、 その信託 受益権 を差押 えることが できる。

例:

7.Aは 、Bに10万 ドルをCの ための浪費者信 託 として遺贈 した。Cは 敵 国人である。連 邦法に よれ

ば、 その法 に基 づ き選任 された敵国人財産管理 人は、 敵国人の所有す る全財 産を差押 え ることが できる。

敵国人財産管理人 ま たはその承継者 としての司法 長官 は信託に もとつ くCの 権利 を差 押 えることがで き

る。

一高_随 曲 越撞

本条で列挙 した者 のみが、 その権利主張 を充足す るための司法 上の手続 きによって受益者 の権利 を差押 えられ

るのではな く、 そのような権利主張 を充足す るために必 要な限度 で、受益者が受益権 を任意 に譲渡す ることも有

効 である。

瓦 」 星益管理人.(te頃 耐1.螂 陥

権利 を主張す る者が、受益権 を差押 えるために、裁 判所によ って収益管理人 を指名 する ことが認 められ る。受

託者 は、 その収 益を収 益管理人 に支払 うよ う強制 される。

第158条 浪費者信託の受益者の無能力または死亡

(1)浪 費者信託の受益者が無能力で、自分の財産にっいて後見人が選任されている場合、後見人は、受託者に

対し、収益の支払を後見人になすよう要求できる。

(2)浪 費者信託の受益者が死亡したときは、受益者の遺言執行者または遺産管理人は、受益者の死亡当時にす

でに発生していて、未だ受益者に支払われていない収益の引渡を求めることができる。
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{1)項 の注:

旦...受益者 卯無能力

無 能力者 である受益者 の後見 人が、 自分に収益 を支払 うよう受 託者 に強制 で きる場合 につ いては、第182条 注d

参 照。信託条項 あるいは制定法 によって、受益権の譲渡制 限が あるとい う事 実は、そ のような制 限がなければ、

後 見人に支払われ る収益 または元本 を、 後見人に支払 うよう、後 見人 が受託 者に要求す る ことを妨 げる ものでは

ない。

(2)項 の注:

b.受 益者の虜七亡

受 益者の死亡時に生 じていた収益 を支払 うよ う受託者 に要求 できる遺言執 行者また は遺産管理人 の権利 の範 囲

については第235条 の2参 照。信託条項 あるいは制定法 によって受益権 の譲渡制限があ るとい う事実 は、そのよ う

な制限がな い場合には、支払わ れる ことにな る収益 または元本 を、人格代表 者に支払 うよう、受託者 に要求 する

ことを妨 げ るものでは ない。

第159条 停止条件としての支払能力

信託 が委託 者 自身のため に設定 され る場合 を除き、信託条項 によって、受益 者は、彼が経済的 に支払能力 を有

する場合 にのみ信託財産の元本 を受領す る権限がある と規定されてい るときは、受益者の債権者 また は破産管 財

人は、信託 に もとつ く受益者の権利 を差押 えるこ とはで きない。

注:

旦ユ_受益 者に信託財産の元本 を譲渡 させ る受 益者 の権利 の任意的 または非任意 的移 転の制限が無効 であろうとな

かろ うと{第153条 参照)、 信託条項 によって、受益者が経済的 に支払能力 を有 す る場 合に のみ元本 を受領す る権

限がある と規定 されて いるときは、受益者 が経 済的に支払能力 を有す る以 前には、受益者の債権者 または破産管

財人 は、受 益権 を差押 えることがで きない。

第160条 一 身 専 属 的 信 託(perSOnaltruStS)

信託受益者 の権利が、一身専属的性格 を有 するものであ る場 合 は、受益者 はこれを譲渡す ることができない。

また、受益者 の債権者 もこれ を差押え ることが できない。

例:

1.Aは 、一・室 をCが 占有す る ことを許すため の信託 として、Bに 家屋 を遺贈 した。Cの 権利は譲渡

で きな いものであ り、Cの 債権者 は、 その権利 を差押 えることがで きない。

2.Aは 、Cが 甲地上で家畜 を放牧 するための信託 として、Bに 甲地 を遺 贈 した。Cの 権利は譲渡 で

きない ものであ り、Cの 債権者 は、その権 利 を差押え ることはで きない。

注:
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畢－L繍 こよ旦 削減

一身専属 的性格の信託 の受益 権は
、 譲渡で きな いけれ ど も、受 託者に対す る受益者 の放棄 によって消 滅する。

第343条 注i参 照。

第161条 不可分受益権

信託があ る人 々の集 団のため に設定 され 、 しかもその集団に属す る人 々の受益 権は、互いに他の人 々の権利 と

分離で きな い場合 には、受益権 はその権利 を譲渡 するこ とができなL㌔ また 、受益者 の債権者は、その受益権 を

差押え ることがで きない。

例:

LAは 、Cと その家族 の ため に住居 を提供 する信 託 としてBに 甲地 を遺贈 した。Cに は妻 と2人 の

子供が いる。Cの 債権 者は、信託 にもとつ くCの 権利 を差押 えることは できない。

注:

旦,_黄 鯛一{書棚成 員の1人 に オが る 合

本 条で述 べ られて いる規則 は、委託 者が、その信託設定 の動機 と して集 団の他の構成員 の扶養 を して もらうた

めであると示 して も、その集 団の1人 を受 益者 と して設定 され た信託 には適 用 されな い。

例:

2.Aは 、C生 存中 はその収益 をCに 支 払 い、C死 亡 に際 しては、 元本 をCの 子供 連 に引渡す という

内容 の信託 としてBに10万 ドル遺贈 した。遺言 書の中で、その遺贈 をするのは、Cに 、C自 身 とその家

族 を養 わせ るためであ るとAは 述 べている。Cは 、収益の全部に対 し権原 を有 し、Cの 債権者は、Cの

権利 を差押 える ことができ る。

上」_蜘 迎構1虚貝抵_鐡 逸蜻燈 工横 型1一をr舷 旦掲 登

本条で述 べ られて いる規則 は、その信託が集 団の構成員 に、受 益権を平等 または一定 の割合 で取得 させ るため

に設定 されて いる場合に は適 用 されない。

例:

3.Aは 、Cと その家族 に受 益権を平等の割合 で取得 させ るために、信託 としてBに10万 ドル遺贈 し

た。Cは 、2人 の子供 をかかえた鰹夫 であ る。Cの 債権者 は、信託 に もとつ くCの 権利 を差押 える こと

ができる。

旦」_襲運動R二 の1が1血 に歯 して横利]を古.主至当題

本条の規則 は、集 団の扶養 に必要で ない剰余金 が出た場 合に、そ の剰余 金 に対 して、集団の構成員の1人 が権

利 を有す る ものとして信託が設定 され た場合 には適用 されない。

例:

4.Aは 、Cの 子供 連が成年 に達す るまでの教育 と扶 養のためにそれ をあて、Cの 末 の子 が成 年に達

239一



【第6章 】

した時 に、 元木 と積立 てられ た収益をCに 支払 うという内容 の信託 と して、Bに10万 ドル遺贈 した。C

の債権者は、信託 にもとつ くCの 権利 を差押 えることが できる。

旦_前 後 壁皿

信託 が、人 々の集団の ために設定 された場合 の受益権の範囲 にっ いては、第127条 注dお よび第128条 注f参 照。

第162条 不 特 定 ま た は 不 確 定 受 益 権(indefiniteorcontingentinter-

ests)

信託受益 者の権利が、債 権者および受益者の どち らに対 して も公正に売却で きないほど特定 していなか った り、

不確定な ものである場 合には、受益者の債権者 は、その権利を差押え ることはで きない。

注:

旦_本 条 に述 べ られてい る規則が適 用 され るかど うかは、受益権の性質に よる。受益者 の権 利が不確定で あると

いう事実 だけが、債権 者が 自己の債権の満足 をはかるため差押える ことを妨げ る ものではない。 しか しなが ら、

その受益権 が将来、確定 され ることがか な り遠 い ことであ り、また思わ くで しか判 断できないため、万一、受益

者が、そ の財 産権 を享有 でき るような権原が与 え られ る事件が生 じた場 合に、受益者 が受領 す る価値 と比較 して、

競売(judicialsale)に より非 常に少額の価格 または僅少 な価 格で しか売 ることができない場 合には、受 益者の

債権者は、 その権利 を差押 える ことがで きない。 これは程 度の問題であ り、本条 に述 べ られている規則 の適用に

際 して、は っき りした基準 はたて られな い。

例:

1.AはBに10万 ドル遺贈 し、Aの 子供達が生 存中はAの 子供連 のため に信託 としてその金銭 を保有

し、Aの 子供達 のうちの誰 かが子 を残 して死亡 したときは、 その子 が親の持分 を取得 し、 もしAの 子供

達 のうちの誰 かが子 を残 さず に死 亡した ときは、Aの 他 の子 または子孫が その者の持分 を取得 する もの

とされていた。A死 亡 時に、Aに は、C、D、E、F、G5人 の子 がお り、Cに はHと いう子 が1人 い

た。Hの 債権者 は、Hが 父親 のCよ り長生 きすれ ば、Hが 取得す る5分 の1の 財産 に対 するHの 権利 を

差押 えることが できる。しかしなが ら、Hの 債権者 は、CがAの 他 の子供連 よ り先 に死 亡し、 かつAの

他の子供達が子孫 を残 さないで死 亡 した場 合 にHが 取得 できる残 りの5分 の4の 財産 に対す るHの 権 利

を差押 えることは できない。

第4節 受益 権 の 二 重 譲渡(successiveconvryance)

第163条 二 重譲 渡 の効 果

信託の受 益者が、受益権 を2回 以上続 けて譲 渡を し、各譲渡がそれぞれ有効で ある場合 は、最初 の譲受人が 、

受益権 を取 得す る。

注:
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旦LL.主脚1醜 岨

本条で述べ られている規 則は、受益者 による受 益権の全部あ るいは一部 の譲渡に適 用 され る。 この規則 は、 譲

渡抵当の方法 による譲渡 および無条 件譲渡 に適用 される。先順位の譲渡が受益権 の一部に過 ぎなか った り、譲 渡

抵 当の方法に よるもの である場 合には、後順位 の譲 受人 は、先順 位の譲受人が利益 を受けた後に、受益権 の差 引

残 高 を受け る権利 を有す る。

英 国および いくつかの州 では、本条 で述べ られ ている規則 は遵守 されて いな い。 これ らのと ころでは、受託者

に譲渡通知 を最初に した譲受人が、譲 渡のな され た順序 に関係 な く、他の譲受人に対 して優先 権が与え られる。

Dearlev.Hall.3Russ.1,48(1828)の リーデ ィング ・ケ・一スでは このよ うに解 され ている。

同じように、契約 に基 づ く同様な権利 の二重 譲渡間の優先権に関 しては、 種 々の見解が ある。契約 の リステイ

トメ ン ト 第173条 では、債務者に最初 に通 知を した譲受人に優先権 を与 えるのではな く、時間的 に優先す る譲受

人 に優先権 を与 えるとい う規則が採用 され ている。

b・ 先一題触 薄 墨ム.堅甑 言_(蜘 哩」」L_

不実表 示 による禁反言 は、当事者 の権利 を変更 する他 の多 くの場 合 と同 じような効果 を有 す ることにな る。 た

とえば、 先順位の譲受人 が、後 順位 の譲受人に、譲渡 は されなかった と表 示 し、後順位 の譲受 人がその表 示 を信

頼 して、 すでにな された譲渡 を知 らずに、 自己に譲渡 され た ことに対する対価 を支払 った場合 、先順位の譲受 人

は、禁反言 によ って、後順位 の譲受人 より劣位におかれ る。

旦,_工 順位聖蹟鐘 堤玉取 酷」ま.左剛 効 と さ,越 髄

先順位 の譲 渡が受益 者に よって取消 または無 効 とされ、かつ後順位 の譲渡 は撤回ま たは無効 ・取消 となった と

して も、後順 位の譲受人 は、先順位の譲受 人を除いて、受益権 を取得す る。

旦一一後難憧 幽 奨.人が童 託≧ 繊 う1ナ至裏金

対価 として受益権の譲 渡 を受 託者か ら受 け、後 に、受 託者か ら信託財産に対 する普通 法上の権原 を取得 した後

順位の譲受人 は、受託者 か ら譲渡を受けた時点 で、受益者 による先順位の譲渡 を知 らなかった場 合に、その財産

権 を保有す ることがで きる。第299条 と比較せ よ。

璽,⊥童益権 力磯 遊」1∫魅 盈遷 三よ っL工謹承圭虹工 巳 重星 合

ビジネス ・トラス トの場合 のように、受 益権が譲渡可能 な証書 によって表 示 され ている場合 の受 益者 による受

益権 の二重 譲渡については、本 リステ イ トメ ン トの範囲外であ る。

L－ 端 こ脚立重受 益権

土地 に関 する受益権 の場 合、本条で述べ られ てい る規則の適 用 は、登記法 によって決定 され る。
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第7章 信託の管理

第1節 総則

第164条 受託者の義務および権限

第165条 不能

第166条 不法

第167条 事情の変更

第168条 収益と元本の期限前処分

第2節 受託者の義務

第169条 信託事務処理の義務

第170条 忠実義務

第171条 自己執行義務

第172条 計算書の整備および提出の義務

第173条 報告の義務

第174条 善良な管理者の注意義務

第175条 支配の義務

第176条 信託財産の保存の義務

第177条 権利主張の義務

第178条 応訴の義務

第179条 分別管理の義務

第180条 銀行預金に関する義務

第181条 信託財産の収益をはかる義務

第182条 受益者に収益を支払う義務

第183条 各受益者に対して公平である義務

第184条 共同受託者に関する義務

第185条 監督権を有する者に関する義務

第3節 受託者の権限

第186条 受託者の権限の範囲

第187条 裁量的権限に対する制限

第188条 費用負担の権限

第189条 賃貸の権限

第190条 売却の権限

第191条 抵当または質権の設定または金銭借入の権限

第192条 和解、仲裁判断および権利放棄に関する権限
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第193条 株式に関する権限

第194条 数人の受託者

第195条 残存受託者

第196条 承継受託者

第4節 受益者の救済方法と受託者の責任

第197条 受益者の救済方法の性質

第198条 受益者の普通法上の救済方法

第199条 受益者の衡平法上の救済方法

第200条 受益者以外の者の救済方法

第201条 信託違反の意義

第202条 信託財産の代位物に対する追及

第203条 信託違反によらないで得た利益に対する責任

第204条 信託違反によらないで生じた損失に対する無責任

第206条 信託違反に対する責任

第206条 忠実義務違反に対する責任

第207条 利息に対する責任

第208条 信託財産の売却による信託違反の責任

第209条 信託財産の売却を怠ることによる信託違反の責任

第210条 財産買受による信託違反の責任

第211条 財産買受を怠ったことによる信託違反の責任

第212条 第208条から前条までに述べられた義務の:二つ以上に違反した場合の責任

第213条 損益相殺

第214条 数人の受益者

第215条 無能力者の受託者の責任

第216条 受益者の同意

第217条 権利放棄または契約による責任の免除

第218条 迫認による免責

第219条 受益者の権利の消滅時効(laches)

第220条 裁判所の判決による免責

第221条 受託者の破産と免責

第222条 免責約款

第223条 承継受託者の責任

第224条 共同受託者の信託違反に対する責任

第225条 代理人の行為に対する責任
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第226条 受益者以外 の者に対す る信託財産の支払 または譲渡の責任

第226条 の2無 効 な信託の もとで なされた支払 または譲渡の責任

第5節 信託資 金の投資

第227条 受託者 が適 法にな しうる投資

第228条 損失 の危険分散

第229条 売 渡抵 当に よる貸 付の金額

第230条 不法 な投資 を処分すべ き義務

第231条 後 に不適 法 となる投資

第6節 連続受 益者

第232条 連続受 託者に対 し公平に取扱 う義務

第233条 収 入および支 出の信託財産の元本 および収益 に対す る割合

第234条 収 益開始の時期

第235条 収益 の分配(apportion■ent)

第235条 の2生 涯受益者の死 亡時 の収益の処 分

第236条 株 式 より生ず る収益

第237条 支 出の分配

第238条 分 配期 間中におけ る信託の終了

第239条 消耗 的財産

第240条 非収 益的財産

第241条 売却遅 延の場合にお ける割当(allocation)

第7節 受託 者の報酬

第別2条 受 託者の報酬

第243条 信 託違 反の報酬請求権にお よぼす影 響

第8節 受託 者の費用補償

第244条 正 当に負担 した費用

第245条 不 当に負担 した費用

第246条 契約 上の責任

第247条 不法 行為上の責任

第248条 権 利主体 としての責任

第249条 受 益者か ら個人的に補償 を受 ける権利

第9節 受益 者の貴任

第250条 受 託者の個人 に対す る受益者の責任

第251条 信 託財産に対す る受益者 の責任

第251条 の2遺 言者に対す る受益者の負債
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第252条 受益者の一人が信託に金銭の支払いをなす契約

第253条 受益者の一人による信託財産の不当な処分

第254条 受益者の一人に対する過払い

第255条 受益者の一人に対する信託財産の前払いまたは貸付

第256条 受益者の一人が信託違反に同意または関与した場合

第257条 受託者を兼ねる受益者の責任負担の範囲

第10節 共同受託者間の求償関係

第258条 共同受託者からの求償

第ll節 信託事務処理に関する裁判所の指示と計算の承認

第259条 裁判所に対する指示の要請

第260条 計算の承認

序:

本章では、受託者の受益者 に対す る義務に基づ く権限お よびそのような義 務に基 づかない権限 の行使 について

扱 い、 さらに受益権 を主張す るために、受託者の義務 の履行 を強制 しまたはその義務違反 を予 防 ・排除す る 目的

で受 益老 が裁判上迫及す る受託者の責 任 について も扱 う。また本章 は、特 に投 資お よび連続受 益者に対す る受 託

者 の義務 と責任 を扱 う。同様 に受託者 の報酬 と、受託者 自身 を保護す るためのそ の他 の権利 お よび権限 を扱 って

い る。

信託の終了に際 しての受託者 の権限 と義務は、第344条 お よび第345条 で扱 われ る。

第三者に対す る受託者の義務 と責任 は、第261条 か ら第270条(第8章)に おい て考察 され る。受益者 に対 す る

義務に違 反 して第三者に信託財産 を譲渡す る受託者 の権限 は第283条 か ら第320条 で扱 われる。

第1節 総則

第164条 受託者の義務および権限

受託者の義務および権限の性質と範囲は、

(8)第165条 ～第1田条の場合を除いては、信託条項による。

(b)信 託条項に別段の定めがないときは、第169条～第196条に定められている規則に従う。

(8)項の注:

エ」[窟隆 疽

信託条項とは、訴訟手続において証明できる方法で表わされた信託に関する委託者の意思表示を意味する。第

4条 参照。

.{L」1描設建髄 嵐思

信託条項を決定する委託者の意思は、信託設定時の意思であり、その後の意思ではない。受託者の義務と権限
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⊥..生 血往為」;.よ?て1コ」鯉 雌 生れた億鎚

信託が生 前行為 によって設定 され、記 載証書 によって証明できない場 合には、信 託条項 は、 詐欺防止法 やその

他の法則 によって認め られ ている委託 者の意思表示 の証拠 によって決定 され る。第4条 注e参 照。詐欺 防止法 に

ついては、第39条 ～第52条 と比較せ よ。

信 託の設定後にな された委託者の供述 についての証言 は、証拠法の下 では認め られない。証拠法 の規則 は本 リ

ステ イ トメ ン トの範 囲外であ る。

.庄_逝 後書摺

受託者 によ る信託条項逸脱 につ いて の受益者 の同意の効果につ いては、第216条 参 照。

(b)項 の注:

-L.,_伍晒 関係 によつ一工挫聾 され螢 」堕

受託者の受益者に対す る義務 の多 くは、委託者 の言葉 または他 の意 思表 示に よ り、 信託 条項 に よって課せ られ

てい る。 しか し、受託者の義務 のい くつかの ものは、信託条項 か らではな く、信託関 係の性質 か ら生ず る。例 え

ば、受益者に対す る受託者の誠実義務(第170条 参照)お よび信託の管理 を代理 人 に委任 できな いという受託者 の

義 務の存 在 と範 囲は、委託者に よって用 い られた言葉、 あるいは、委 託者 の言葉の解釈 または委 託者の その他 の

意思表示 によ って、必 らず しも決定 され るのではな く、他 に委託者の異 なる意思 の証拠が ない場 合には、受託者

の行動 を規 制す る原則 や基準に よって決定 される。第169条 ～第185条 参照。 これ らの義務は、当然信託条項 によ

って課す ことができ、 あるいは信託条項 によって制 限で きるし、 あ るいは排除す る こともで きる。

同様に、受託者 の権限 の範 囲は、通 常の場合 には委 託者の言葉 や言葉 の解釈、 ある いはその他の委託者 の意思

表 示 によって決定 され るが、 このよ うな方法で必ず し も決定 され るわけではな く、受 託関係 の性質によって決 定

され ることもある。受託者の権限 につ いては、第186条 ～第196条 参照。

」_L義 髄 規定生 る{`1茜染頚

受 託者の義務 と権限に関す る規定は、第169条 ～第196条 に述べ られ ている。 これ らの義務 や権限は、それが第

166条 第(3)項 で述べ られて いる規定に もとづき、公序良俗 に反す るような場合 を除 き、信託条項 の規定に よって

排斥 され た り、制限 された りす ることが ある。

受託者 に与え られ る権限 の範 囲に、公序良俗 の見地 か ら課せ られる制限につ いては、第187条 注k参 照。

第165条 不能

(1)受 託 者 は・履行不能であ るか ・または合 理的 にみて不能 と思われ る行為 をなす ことを命 じてある信託条項

にっ き、受益者 に対 しこれに従 うぺ き義務 はない。

(2)受 託 者は、

(a)履 行 が不能であるこ とを知 り、又 は知 り得べか りしとき、または、

(b)そ の履行が不相 当な費用 を要す ることを知 り得 べか りしときには、
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は、委託者 が信託の取消 または修正 の権限 を留保 した り、 あるいは信 託の管理 をコ ン トロールす る権 限を留保 し

ている場 合をのぞ き、信託 の設定以 後にな され た委 託者の指示 によって拡 大または縮 小す ることはできない。

例:

1.信 託の取消 または修正 の権 限 もし くは信託 をコン トロール する権限を留保す ることな く、信 託証

書 に よって、AはCの ための信託 として、Bに 株式 を譲 渡 した。信 託証書の条項に よれ ば、Bは 株式 を

売却 す る権限 を有 している。後 で、AはBに 、株式の売却 を禁 ずる 旨の手紙 を書 いた。Bは 適法 に株式

を売 却する ことが できる。

主L最 麓紙 塑法定

委 託者 の意 思表示は、証拠 として認容 される ものであれ ば、書面、 口頭 、行 為いずれであ っても信 託条項 とな

る。第4条 注a参 照。

信託条項 は、書面ま たは口頭 によって明 らかに され ることもある し、委託者 の言葉または行為 を諸事情 に照 ら

して解釈 し決定 され る こと もある。

信託条項 を決定す るにつ き重要な諸事情 は以下 の通 りで ある。(1)委 託者、受益者 お よび受託者 の事情 、た と

えば、年令、 性別 、能力、身分、財産状態、当事 者相互の関係等 。(2)信 託財産 の評価 と性質、(3)信 託 設定の

目的 、(4)商 慣習、(5)信 託が管理 され うる事情 、(6)意 思 の表 示を含む あ らゆる文書が書かれ るについての要

式性 あるいは不要式性、注意 あるいは不注意等 。第4条 注a参 照 。

旦.一週 置によって設定 され た償託

信 託が遺 言に よって設定 された場合 には、信 託条 項は、遺言 の解釈 に関する法 の一般原則に もとづき、あ らゆ

る状況 に即 して解釈 される遺言 の条項 によって決定 され る。第4条 注c参 照 。

旦,_」己報 証一書蓮 よ_り生 煎寳元趨璽継 室旦 た価鎚

信 託が、生前行為に よって設定 され、 かつ、 それが記載証書 によって証 明 されてい る場合、信 託条項 は、あ ら

ゆる状況 に照 らして解釈 される証書 の規定 や詐欺 防止法、 口頭証拠法則、 および他 の法律 の規定 に もとつ いて認

め られる委 託者の意思 に関 する証拠 によって決定 され る。第4条 注d参 照 。

詐欺防 止法 について は第39条 ～第52条 と比較 せよ。

口頭証 拠法 則の もとでは、委 託者 の意思表示 が記 載 され ている こと、すなわち委 託者の意思の完 全な表 示 とし

て承 認されて いる場 合 には、詐欺、脅迫、錯誤、 その他変更 または取 消の理 由がない限 り、それ を否認 した り、

変更 した りす るために、外部証拠 を用 いる ことは許 され ない。書 面の意 味が不明確 であ る場合、 その解釈 のため

に状 況証拠 を用 いることが認 め られる。第38条 注aと 比較せ よ。

例:

2.Aは 捺 印証書 によ りBに 甲地を譲渡 した。 同時 に、AとBは 、Aの 生 存中はAの ために、A死 亡

後はCの た めの信 託 として、Bが その財 産権 を保有す る と規 定 された信託条項に合意 した。 合意 した条

項 に よれば、Bは いつ でもその土地 を売 却す る権限 を有 すると規定 されてい る。Bが 土地 を売却 しよう

とした時、Aは 、Aの 生存 中、Bが 土 地を売却 しないことを口頭 で合 意 している ことを根拠 に、売却 を

差 止め る訴訟 を提起 した。売却 は差止 め られな い。
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不能の事項 を命 じてい る信託条項に従わない義務 を受益 者に対 して負 う。

(1)項 の注:

.旦－L.描き王口義務坦 な巳顯 査

受託者は、 たとえ履行 が不能 であることを知 らない として も、事実上、不能 の事項 を命 じて いる信託条項 に従

う義務 を受益者 に対 して負わ ない。

例:

1.AはBに 信託 として金銭 を遺贈 した。遺 言によって、Bは 、合衆 国第二次 自由公債にそれ を投資

す るよう指 示 されて いる。 この公債は、Bが 金銭 を投 資で きる前に償還 され た。Bは この公債 に投資す

る義務 はない。

上⊥-F堪 轟瞑 によづて生 じ左王 能

受託者が信託違反 によって、信託条項 に従 うことを不可 能に した場 合には、受託者 は、受益 者に対 して信託違

反 の結果 としての損害賠 償責任 を負 う。第205条 参照。

例:

2.AはBに 家屋 を遺贈 した。遺 言に よれ ば、Bは 家屋 を賃貸 して、賃料 をCに 支払 うよ う指 示 され

て いる。過失 によ ってBは 、家屋 を賃 貸 させ る ことができな いほ ど破損 させ てしまった。BはCに 対 し

て責任 を負 う。

丸_一 ・時的空 聾

信託条 項に よって、履行 が一 時的に不可能 であ る行為 をなす よ う受託者 に指 示があ った場合 には、受託者は、

受益 者に対 して、不能状態 が継 続する間は、行為 をなす義務 を負 わない。一時的な不能状態が解 消 された後は、

第167条 で述 べ られ た規則 に基 づ き信託条項 か らの逸脱 が認 め られる状況 がな い限 り、受託者 はその行 為をなすべ

き義 務 を負 う。

貝,_脾」且 蟷

合理的にみて、履行が受 託者 に とって物理 的に不 可能 である場合 には、 その ような履行 を命 じた信託条項に、

受 託者は従 う義務 を負わ ない。受託者が、 その事情の もとで妥 当 と思われ る調査 をせず、それ が不能 だ と判断 し

なければ、履行が不可能 である とする ことはできない。

例:

3.Aは 全財産 をBに 遺 贈 した。信 託条項 に よって、Bは 、信 託 としてBに 提供 され た土地 の上に家

屋 を建 てるよう指示 されていた。専門家 によ る土壌の性質 調査の結果 、土壌 の性質上、家 を建 てる こと

は不可能だ と判 明 した。Bは 家 を建 てる義務 を負 わない。

明 白な履行不 能が もはや存在 しない場合、受託 者が行為 をする義務を負 うか どうかは、事情 の変更の

効果に関 して第167条 で述 べ られてい る規則に よって決 定 される。

真2ト 能に対生 る疑 問

受 託者が履行 の可能性 について疑 問を もっていて も、履行 が可能 であ り、その疑問が妥当 な ものでなければ、
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本条 に述 べ られてい る規則に従 って、信 託条項 か ら逸脱す る権利は ない。 しか しなが ら、受託者 が第167条 の規 則

に基 づき、信託条項 か ら逸脱 す ることはできる。

f.董 緩 参照

不能原 因のために、意 図 された信託が いつ失効 す るか という問題 につ いては、第335条 参照。

(2)項 の注:

』.遵 守Lな 巨線描

信 託条 項に従 うことが事実上不可能 であ り、受 託者が その不可能 であることを知 り、 または知 りうぺ き場合 に

は、 信託条項に従 うための費用 を支払 った場 合に責任 を負 う。

例:

4.事 実は例3で 述べ られ た ものであ る。建 てることが不可能 である家 を建て るた めにBは 多額 の金

銭 を消費 した。Bは その消費 について責任 を負 う。

上 原行垂簾 虹三塑 剛 胆

受 託者 が信託条項 に従 うことが可能 かど うかに疑問 をもってお り、 または信託条 項の遵 守が可能 かどうか に当

然、疑 い をもつべき状 況にあ った場合 には、費用の総額 、信託条項の効力 を失わ せ る時期、信託 に帰属す るはず

であった収益な どを含むすべて の事情 を考慮 して、なお、費用 を支払 うことが妥 当で ない場合 には、受託者は支

払 った費用につ いて責任 を負 う。

i,裁 判所三きのrlt立

受託者 が、その履行が可能か どうか疑問 を もって いる場合には、指示 を求め るために適当 な裁 判所へ申立て る

ことが で きる。第259条 参照。裁判所 が、信託 条項の遵 守が不可能であ ると判断 した場合 には、裁判所は、信託条

項 か らはなれて行動する ことを受託者 に指示 し、それに対 して許可 を与 える ことがで きる。

」.」蝿 ム の義耕

同様 な状 況は代理 人の場 合に も生 じうる。代理 の リステ イ トメ ン ト第2版 築384条 にお いては 「他に別段の合

意 がなければ、本人の 目的を実現す る ことが合理 的にみて不可能であ ると代理人 が考 える場合 、または本人 と連

絡 できない場 合には、本人 が費用の負担 を負 うよ うな労務 を継続 しな い義務 を代理 人 は本人に対 して負 って いる」

と規定 されて いる。履行不能 を理 由とす る代理権 の消滅にっいては、代理 の リステイ トメ ン ト第2版 第124条 参

照 。

上.」前提鞠

条件 の成就 が不能 の場合につ いては、第65条 のA参 照。

第166条 不 法

(1}受 託者は不法な信託条項に従うべき農務を受益者に対して負わない。

(2)受 託者は不法であることを知り、または知りうぺき信託条項に従うことによ∪、犯罪を構成し、受益者の

249一



戸

【第7章 】

権利 に損害 を加 え、または受益者の権利が重大 な損害 を うける危険 にさらされるおそれがある場合 には、 このよ

うな信託条項 に従わない義務 を受益者 に対 して負担 する。

(3)受 託者 の義 務を排除 し、また は制 限 した信託条 項が公序良俗 に反するときは、その条項 は、受託 者の義務

に彩管 を及 ぼさない。

(1)項の 注:

旦.,_遵守 の鐘務かな い場 合

受託者 は、犯 罪または不法行 為を行 う義務 を受 益者に対 して負 って いない。第61条 参照。履行時 までに犯罪ま

たは不法行 為を構成す るのであれば、信 託設定時 におけ る履行行為 の性質は問題 とな らな い。

例:

1.Aは 、収益 をCに 支払 うための信 託 としてBに 金銭 を遺贈 した。戦争がお こ り、Cは 敵国人 とな

った。敵国人に金銭 を支払 うことは違法 であ る。Bは 収益 をCに 支払 う義務はな い。

2.ウ イスキ ー蒸 留所 を もって いるAは 、全財産 を信託 としてBに 遺 贈 した。信託条項 に よって、B

はその仕事 を継続 して行 くことが指 示 されて いる。A死 亡 後に、アルコール類の製造、販売 が法 律 で禁

止 された。Bは その仕 事を継続 して行 く義務 を負わ ない。

3.Aは 甲地 を信 託 としてBに 遺贈 した。Bは 、信 託条項 によ って、Bは 、その土地 の上 に公共用の

駐 車場 を建 てるよ う指 示されてい る。甲地は、地域条例 に よって、そのよ うな駐 車場 は認め られな い住

宅 区域にあ る。Bは 甲地 上に公 共用の駐 車場 を建 てる義務 はない。

4.Aは 信託 として甲地 をBに 遺贈 した。信託条項 によれば、その土地の上で、石鹸 工場 を経 営す る

よ う指 示 され ている。甲地上 に石鹸工場 をたて ると公害 をお こす事 情にある。Bは 、 甲地上 で石 鹸工場

を操業す る義務 を負 わない。

信託 の不法 または信託条項 の規定 の不法 の効果 につ いては、第65条 参照 。

.b‡1_4}崖良俗婬 反す る臆社

受 託者は、その行為 が犯罪 または不法 行為 とな らな くて も、 その ような行為の履行 を強制す る ことが公序良俗

に反する場 合、 その行為 を指 示 している信託条項 に拘束 されない。第62条 参 照。同様に、受託者 は、その行為 を

行 わない ことを強制す る ことが公序良 俗に反する場合、 その行為 を行わない ことを指示 して いる信 託条項 に拘束

されない。例 えば、受託 者は永 久権禁 止則、永 久積立禁止則 または譲渡制限禁止則に反す る信託条項 に拘束 され

ない。第62条 注1～u参 照 。

公序良 俗の観 点か ら、 その信託条項 に従 うことが、受益者 と同様 、共同体に とって も有害で ある場 合には、 そ

の信託条 項に従 う義務 はない。第62集 注v参 照 。

例:

5.Aは 、 信託 としてBに 土地 を遺 贈 した。 信託条項 に よって、その土地上に3階 建以 上の建物 を建

てる こと、 または1年 以上その土地を賃貸す る ことが禁止 されてい る。A死 亡後、 その土地のあ る場所

は市 の商業地域 の中心 とな り、 もし受 託者が その信託条項 に従 って いるとそ の土地 の収益は格 段 に低 い
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ものに なり、共同体の発展 の さまたげ になって しまう。信 託条項 に規定 された制限は、 この事情 の もと

では公序良俗に反す るので、 受託者は、 この信託条項 に従 う義務 はな い。

同様に、信託条項 が気紛れな ものであ り、それ に従 うと受益者 を害 するよ うな場 合、受託者は、その信 託条項

に従 う義 務はな い。第62集 注w参 照 。

例:

6.Aは 、農場 を信託 としてBに 遺贈 し、 その信託 の内容 は、 そ こに塩 をまき、 それか らCに 引渡す

というもので あった。土地 に塩 をまくという条項 は公序良俗 に反 し、受託 者はその条項 に従 う義務は な

いo

.c、_鳳虹が鰻{三連脚 こ立旦.端 憧

信託条項に よって命 じられて いる ことが、信託 設定 時には違法 であったのが、後 に適 法にな った場 合、通 常は、

その後で、信託条項に従 うことが受 託者に義務づ け られる。しか しなが ら、その信 託が違法 性のために失効 して

しま った場合に は(第65条)、 後 に適法 にな ったと して も、受託者は履 行の義務 を負わ な い。

(2)項 の注:

d.遵 幽 しこ義務

受 託者は、信託条項が違法な場合、 履行す る義務が ないだけではな く、通 常、履 行を しては いけない義 務を負

ってい る。

その履行が重大な刑法上の犯罪 となる場合、信託条項 に従 った ものとして正当化 されない。た とえば、例 の2

で、受託者がその蒸留所 を経営す る ことは妥当 ではない。

同様に、その履行が受益者 を害す るよ うな場合、 または受益権 に不 測の損害 を与 えるおそれがあ る場合 には、

信 託条項 に従 うことが正当な こととされな い。損害 の危険 が妥当 なものではな いか どうかは、危険の範 囲、生ず

る と思われ る損害の額および信託 よ り生 じうる収益 によって判断 され る。た とえば、例3で は、駐 車場 の操 業が

禁 止 されて いるので、駐車場 をつ くる ことが正当化 され ない。同様 に、例6で は、受 託者が土地に塩をま くこと

が妥当な ことで はな い。

同様に、例5で は、3階 建て以上 の建物 を建 てまたは1年 以上土地 を貸 す ことを禁 じる条項 がな いな らば、そ

のよ うな ことを行わな いのは不合理 なので、受託者 はそのような ことをす る義 務 を負 う。

旦.一」魑判塵f酬1立

受 託者は、その信託条項が違法 かど うか疑問 をもった場合、適当 な裁判 所にそ の判定 を受 け るために申立をす

る ことがで きる。第259条 参照 。 その信託条 項の履行が違法 である場合 には、裁判所 は、受 託者にその信託条項 か

ら逸脱 して行動す るよう指示 した り、 許可 を与 えた りす る。

(3)項 の注:

正.一公=反 す る義務の規定

第169条 ～第185条 に述べ られ ている受 託者の義務は、通常、信託条項 の規定 に よって否定 ま たは制 限 され うる。

しか しなが ら、その ような規定 は、公 序良俗に反す ることがある。従 って悪意 の受託者 にその ような行 為を許す
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旨の信託 証書中の条項 は無 効であ る。た とえば、信託条項 によって、受託者 は、受益者 にとって最 も利 益 となる

場合であれば受益者に信 託財産 を引渡 し、そ うでなけれ ば、受益 者 の死亡時 に、第三者 にそれを引渡す ものと さ

れ、 しか も、受益者に引 渡すか どうかの決定にあた っては、受 託者 の全 くの 自由裁量 で、裁判所 の指示に従 う こ

とを要 しな いとされて いる時に、 もし受託者が、その財 産の受 益者へ の引渡 が受益権 にとって最 も利益 をもた ら

す ことが明 らかで あるに も拘わ らず、受益者に引渡す のを拒む ことによって第三者 か ら金銭 を収 受 した場合 には、

受益者は、信託違反 を問 うことがで きる。第62条 注x、 第187条 注k参 照。

」L」幽1薗

同様なケー スは代理 の場合 に も生ず る。他人の代理人 として労務 を提供 している者 は、履行 の時点 でそのよ う

な労務が違法 の場合、 その履行 をしないことに責任 を負 わない。代理 の リステ イ トメ ン ト第2版 築411条 、第86条 、

第116条 、第412条 参照 。契約の リステ イ トメン ト第498条 、 第609条 参照 。

第167条 事情の変更

(1)裁 判所 は、委託 者の予期 しえ ない事情のため 、信 託条項を遵守 することが信託 目的の達成 を困難 に した り、

実質的に不可能 にさせるよ うな場合 には、受託者 に対 し、 このよ うな信託条項 か らの逸脱 を命 じ、 また は許 可す

ることがで きる。また、上の よ うな場合 、裁判所 は、信託 目的達成 に必要 な ら、信託 条項 に規定 されてい ない行

為、 また は禁止 されてい る行為 といえども、それ らを受託者に命 じ、または、許 可することがで きる。

(2)(1)項 で述 べ られてい る事情 のもとで は、緊急 の必要のため に、あらか じめ裁 判所の許 可 を得 ることがで

きない場合 には、受託 者 は裁判所 の許可 な くして信託条 項か ら逸脱 することができる。

(3)(1)項 で述 べ られてい る事情 のもとで は、受託 者が この ような事情 の存 在を知 り、または知 らな ければな

らな いにも拘 らず、信 託条項 か ら逸 脱することにっ いて裁判所の許 可を受ける ことを怠ったとき は、受託 者は損

害賠償の責 に任ずる。

(1)項の 注:

旦.L劃 直直変更

委 託者 の予 期 しえない事情 のため、委 託者に よる特定 の指示 を遵 守する ことが信託 目的達成 を困難に した り、

実質 的に不 可能にす るような場 合、裁判所は、受 託者に その特定 の指示を遵 守 しなくて もよい旨を命じ、ま たは

許可する。た とえ、違法 な信 託の受託者が行 う譲渡は完全 に無効 であ る旨の制定法の規定があ る として も、 この

ことはあてはま る。

信託全体 を損 うことはな くて も、指示の遵守 が、信託 目的の達 成 を実質的に不可能 にす ることがある。た とえ

ば、特定財 産の売却が信 託条項 によ って禁止 されて いて も、その財産 を留保 してお くことが、信託 財産に重大 に

損 失 を与える ような場合 、た とえ他に、信託 目的 を達成す るに十 分な信託財産が あったとして も、裁判所は、 そ

の特定財産の売却 を命 じる ことがで きる。

本条で述 べ られ ている規則は、賃貸借{第189条 注d参 照)、 土地あ るいは動産 の売却(第190条 注f参 照)、 譲
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渡抵 当(第191条 注c参 照)、 投資(注c参 照)等 に適用 される。

信 託 目的 を達成す るた めに、裁判所 は、信託条項 によって指示 され ている行為 を、受託者 に しない ことを許可

し、 あるいは命令す ることがあ る。

例:

1.AはBに 信託 として金銭 を遺贈 し、Bに 、 その金銭 を帝政 ロシア政 府発行 の公債 に投資す るよう

指 定 した。 ロシアに革命がお こ り、公債 は無効 とな った。裁判所は、Bに これ らの公債 に投資 しな くて

もよい 旨を命ず る。

2.ウ イスキーの樽 を製 造す る工場 の所有者であるAは 、Cを 受益者 とす る信託 として、Aの 全財産

をBに 遺贈 した。信託条項 に よってBはAの 事業 を営むよ う指定 されて いる。Aの 死亡後、酒 類の製造

と販売 が法律 によって禁止 され た。裁判所 はBに 、その事業 をしな いよう命 じる。

3.AはBに 甲地 を信託 として遺贈 し、1年 以内に甲地を売却 す るようBに 指 示 した。不 動産市場 の

落 ち込 みのため、重大 な損失 を払わ なければ甲地を売却 する ことは不可能 となった。裁判所 はBに1年

以 内に甲地 を売却 しなくて も良 いことを許可 し、または命じる ことがで きる。

4.AはBに 信託 として金銭 を遺贈 し、 その金 銭を鉄道債券に のみ投 資す るよ う指 示 した。合衆 国は

戦争状態に入 り、敗戦 の場合 には、その鉄道債券 が著 し く下落す る ことに なる。裁 判所 は、戦争遂行 を

可能にす るため に合衆国が発行 する公債への投資 をBに 許可す る ことがで きる。

5.AはBに 信託 として、Aの 全財産 を遺贈 し、信託 として保有 してい る土地 の特定 の部分 に家屋 を

建 て るようBに 指示 した。 と ころが、その土地 の特定部分の地下に は流砂 があ って、家屋 を建 てるには

莫 大な費用を要す ることが判 明 した。裁判所は、Bに 家屋 を建てな くて良 い ことを許可 し、 または命ず

る ことができる。

信託 日的 を達成 させるために、裁 判所は、信 託条 項に規定 されていない行為 を受 託者に許可 し、 または命ずる

ことがで きる。

例:

6.AはBを 受託者 として、甲地 を信託 と して遺贈 し、 その信 託の 内容 は、甲地 か らの収益をCに 支

払 い、C死 亡後 は、 甲地 をDに 譲渡す るという ものであった。甲地 か らの収益 は税金 を支払 うのに十 分

な ものでは なかった。税金 を支 払わな いために競売 され る ことか ら守 るた め、裁判所 は、Bに 甲地を売

却す る ことを許可す ることができる。

7.Aは 、店舗 と事務所 を有 する家 屋付 きの一筆の土地 を、信託 と してBに 遺贈 し、その信託 の内容

は、信託財産か らの収益に よってAの 子供達の うち、一番下の子が21才 に達す るまで扶養 し、子供達 の

扶 養に必要のな い収益は、土地 の一部 につけ られ た売渡担保 を減ず るのに用 いるとい うもので あった。

家 屋が火災に よって焼 失 した。裁判所 は、耐久的 な修繕 をす る金銭 を得 るた めに、当該財産 に対す る売

渡担 保の設定をBに 許可す ることが できる。

8.Aは 、Bに 信託 としてアパ ー トを遺 贈 し、その信託の内容 は、信託財 産か らの収益 をCに 支払 い、
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C死 亡後は、そのアパ ー トをDに 譲渡す る というもの であった。近 隣の環境の変化 に よって、 収益 をあ

げ られるよ うな家賃 を支払 う借家 人をみつ ける ことは不可能 となった。裁判所 は、Bに アパ ー トの売却

を許可 する ことがで きる。

9.AはBを 受託者 として、Aの 邸宅 を信 託 として遺贈 し、その信 託の内容 は、Aの 未亡人 とな るC

が生存 中はその者が住み、C死 亡後は、Aの 子 供連にその邸宅 を譲渡 する という ものであっ た。 邸宅が

工場地域 の中心 地 とな り、住宅 として不向 き とな った。裁判所 は、Bに 対 し邸宅 の売 却 を許可す る こと

がで きる。

信託 目的 を達成 させ るために、裁判所 は、信託条項 によ って禁止 されている行為 を受託者 に許可 し、 または命

じることがで きる。

例1

10.Aは 、Bに 信託 としてアパー トを遺 贈 し、 信託財 産か らの収益 をCに 支払 い、C死 亡後 は、Dに

アパ ー トを譲渡 するよ う指示 した。信 託条 項に よって、Bは アパー トを売却 しな いよう指示 され ている。

近 隣の環境の変化 によって借 家人 をみつける ことが困難 とな った。裁判所は、Bが アパ ー トを売却す る

のを許可す ることができる。

11.Aは 、Bに 信 託 として農場 を遺贈 し、その信託 の内容 は、C生 存中はCに その収益 を支払 い、C

死 亡後 はDに そ の農場 を譲渡 す るという ものであ った。信 託条項 には農場 を売却 しな い旨が規定 され て

いる。農場 か らの収益 は、税金 および抵 当利 子 を支払 うのに十分 ではなか った。裁 判所 は、Bに 農 場 を

売却 するのを許可す る ことが できる。

12.Aは 農場 を信託 としてBに 遺贈 し、 その信託の 内容 と しては、 その農場 をそのま ま農場 と して維

持 し、 それか らあが る収益 をC生 存中はCに 支払 い、C死 亡後は、 その農場 をCの 子 供連に譲渡 する と

いう ものであった。信託条項 によれば、農場 には負担 を課 しては な らない とされ ている。農場が隣接 す

る市街地 の境界 内に組み入れ られ て農場 としての価値 が減少 して しまった。しか し、 その一般的価値 は

実質的 に増加 した。農場の収益は税金お よび賦 課金を支払 うのに十分 ではない。裁判所 は、Bに 対 し農

場の全 部または一部の売却、抵当権の設定 または賃貸 借 を許可す る ことができる。

虹 一五ll托条抵 貞}亘逸脱髄L三 と』ゴ利蕪iこは な査亙L－亘理」の弛 鰻登

裁判所は、信託条項 か ら逸脱 す ることが、信託条項 の遵守 よ り利益があ るという ことだけの理 由によ って、信

託条項 に従 わな いことを受 託者 に許可は、 または命 じる ことはで きな い。

例:

13.AはBに 信 託 として金銭 を遺贈 し、 そ の金銭 は、 鉄道債券にだけ投資する よう指示 されて いる。

電子 科学や工業 の発展 に より、電力会祉 の社債が鉄道債 券 よ りも安全で収益 も多 いことが判 明 した。裁

判所 は、電力会社 の社 債に投資す るよ うBに 命 じ、 または許可する ことはで きない。

14.Aは 甲地 を信 託 としてBに 遺贈 し、C生 存 中はCに 甲地か らの収益 を支払い、C死 亡後 はその土

地 をDに 引渡す よ う指 示 した。Bは 、 甲地 売却にっ き有利 な 申込を うけた。裁判所 はBに 対 し甲地の売
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却 を許可 し、 または命 じる ことは できない。

幽

信託条項 によって、投資 の範 囲が 限定 されて いる場 合、裁判所 は、 そう しな いと信 託 目的の達成が不可 能 とな

った り、 あるいは著 し く困難 である場合 に限 って、信 託条項 の制限 か ら逸脱 す ることを受託 者に許可する ことが

でき る。た とえば、金利 の低下、 イ ンフ レの危険、 その他 の事情 といった信託 設定以後の変化 によ って、信託 目

的 の達成 が不可能または、著 しく困難 であ る場合 には、裁 判所 は、 その投資 を許可す ることがある。信託条項 に

よ り、受 託者に株式への投資が認め られ ていな い場合 には、その投資が受益者 に とって有利 である という理 由だ

け で、裁 判所は、その投資 を許可す る ことはできな い。

例:

15.AはBに 信託 として5万 ドル遺 贈 し、C生 存中はCに その収益 を支 払 い、C死 亡後は、元本 を特

定 の公益団体に引渡す ことを指定 した。遺 言の条項に よれば、Bは 、 その金銭を貯蓄銀行に預金する こ

とによって、基金投資 をするよ う指示 されてい る。Aの 死亡当時、貯蓄銀 行は4%の 利息 を支払 ってい

た。その後、貯蓄銀行 は2%の 利息 を支払 うよ うになった。収益 はCの 扶養 には十分な ものではない。

裁判所 は、他 の適法 な信託投 資に対す る資金投 資 を認 める ことができる。

16.Aは 、信託 としてBに50万 ドル遺贈 し、C生 存 申はCに その収益 を支払 い、C死 亡後 は、 元本 を

特定 の公益団体 に引渡す よう指定 され ている。遺 言の条項 によれ ば、Bは 、AAAの 格付 けを持 つ公 債

に限 り投資す るよう指示 され てい る。Aの 死亡 当時、 その公債 は5%の 利息 を支払 っていた。 その後、

利息が3%と な った。裁判所 は、 た とえ適法 の信託投資 と認 められ る もので も、普通株へ の投資 を許可

しな い。

制定法 に よって株式への投資が禁止 され てい る場 合に は、裁判所 は、その ような投 資 を許可 できない。事情 に

よって、制 定法が不適切である とい うだけでは、 裁判所が制定法 か らの逸脱 を許 可す る十分な根拠 とは いえな い。

これ は立法 の問題である。投資 の適否 は、信託条項 に別段の規 定がな い限 り、信託 の設定 時で はな く、投 資がな

され る時点 での制定法 によって決定 され る。第277条 注b参 照。

旦⊥」口黄条項 が一事情の変坦坦趨 一定 レて▲、一る一場一昔

委託者が、事情 の変 更があった場合 に、 と くに信 託 目的の達成 を困難 にするよ うな事態 を防止す るのに必要な

場 合に限 り、一定 の行 為をなす ことを受 託者に認 める とい う意思表示 をす る ことが ある。 この場合には、受 託者

は、 裁判所 にその行為 をす るための許 可を 申請す る必要 はない。 なぜ な ら、 その ような行為 をする ことは、 信託

条項 か らはずれ たことにはならないか らであ る。

(2)項 の注:

』一,.裁糊 折の1拒 障Lに{韻 垂条項か」三逸脱一堂⊇ 登

委 託者 の知 りえな い、 または予測 しえない事情の ために信託条項の遵守が、信 託 目的の達成 を困難 に した り、

実質的 に不可能にす るような状況の もとで、受 託者が裁判所の許可ま たは命令 な しに信託条項 か らはずれ た場合、

裁判所 が後にその ような行為 を認容す ると、受 託者は受益者に対 して責任 を負 わない。
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裁 判所 の許可または命令 な しに受 託者が信託条項 か らはずれ る場 合には、受託者は、その危険負担 を負 う。信

託条項 か らはずれる ことの適否 が疑 わ しい場 合には、そ の疑問 は裁 判所に よって解決 され るべ きものであって、

受託者によって解決 され るべき ものではな い。

.L_琶 託条項 の逸脱 が 豊後的 に趣 認要れ 薮場 合

受 託者 が裁 判所に判断 を求めずに信託 条項 か ら逸脱 し、事後的 にその行 為につ いて承認を求め てきた場合 、 そ

の適 否は、受 託者が緊急事態 に対応 す る場 合を除き、裁判所の承認 が 申請 された時点において決定 され る。す な

わち、

1.裁 判所 は、その行為 の時点、 およびその行為の適 否が裁判所 に 申立 て られた時点で、承 認 できな い ものは、

承 認 しない。

例:

17.Aは10万 ドルについての受 託者 である。信託条項 によって、Aは 第1順 位 の抵 当債権(first

箆ortgagebonds)に のみ投資す るよ う指示 されて いる。Aは 、後 に価格の下 落する株 式 に投資す る。裁

判所 は この投資 を認 めない。

2.裁 判所 は、信 託条項 か ら逸脱 した時点、 およびその行為 の適否 が裁判所 に申請 され た時 点で承認で きる も

のであれ ば、 その行 為 を認容 しうる。

例:

18.AはBの た めの株式 の信託受託者 である。信託条項 によって、Aは5年 間、株式 の売却 を禁 じら

れて いる。4年 目の終 りに、株式 の価格が下が る と信 じて、Aは 株式 を売却 した。株式 はす ぐに価格 が

下落 し、無 価値 の もの となった。裁判所は、 この売却 を承認 する。

19.Aは 、Bに 信託 として邸宅 を遺贈 し、 その信 託の 内容 は、Aの 未亡人 となるCの 生存中はCが そ

の邸宅 に住 み、C死 亡後は、Aの 子供達に その邸宅 を引渡す という ものであった。 その家が工場地域 の

中心部 に位 置す るようにな り、邸宅 として は不 向 きとな った。Bは 、後 に価値の下が る邸宅 を売却 した。

裁判所 は、 その売却 を認容す る。例9参 照。

20.AはBに 信託 として 甲地 を遺贈 し、 甲地 を1年 以 内に売却す るよう指 示した。不 助産 市場の落 ち

込みに よって、重大な損失 なしに土地 を売却す る ことは不可能 となった。Bは2年 後、1年 目の最後 に

売却す る以上 の値で、 その土地 を売却 した。裁 判所 は、受託者の行為 を承認 しうる。

3.裁 判所は、信 託条項 か ら逸脱 した行為が、その時点 では承 認 されな いものであって も、 その行為 の適否 が

裁判所に 申し立 てられた時点 で、裁判所が承認 できる ものであれば、 それ を承認 しうる。

例:

21.AはBに 信託 として、あ る株式 を遺 贈 した。信託 条項 によれ ば、Bは 株式 を売却 できない ことに

なって いる。Bが 株 式 を売却 した。株式 を売却 した時点 では、その行為が 明 らかに望 ま しい もので ある

とい う事情 は全 くな い。後に新 しい技術が発明 され、 その会社の事業が停滞 し株式の価値 が下 落 した。

裁判所は、株式 の売 却 を認め ることができ る。
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4.緊 急 の場 合を除いて、 信託条項 か ら逸脱 した行為が、その行為の時点で も、 また、 その行為 の適否が裁判

所に 申し立 て られた時点で も承認 されな いような もので ある場 合、裁判所はそ の行為 を承認す る ことはできない。

例:

22.自 転車工場の所有者で あるAは 、Bに 信託 としてAの 財産 を全 部遺 贈 した。信託条項 によれば、

Bは 自転車製造業 を営 むように指 示 され ている。 自転車 の需 要が大 幅に減少 したため事 業が停滞 した。

裁判所 に判断 を求 めず に、Bは 工 場 を5万 ドルで売却 した。 その売却 の時点 では、最 も高い価格 であっ

た。後 に、 自動車部品製造者 か ら、工場 を10万 ドルで買受 けるという申 し出があった。裁判 所は受託者

による売却 を承認 しない。

5.緊 急 事態が存在 した り、緊急事 態が存在す る と受託者が判断す るのが妥当 なよ うな場 合 で、受託者が、信

託条項か ら逸 脱する行為につ き、その行為 の時点 で承認 または命令 を裁判所に求 める機会が ないときには、 その

行為の適否 が裁判所に 申し立て られた時点 では承 認 され ないもので あって も、行為 の時点な ら裁判所が承認 した

ものであるな らば、承認す ることがで きる。

例:

23.事 実 は、例22で 述べ られ た もの と同 じであるが、5万 ドルの 申 し出につ き、他 の者によってそれ

以上 の額の 申し出が なされ たか もしれな いという事情 だけでな く、諸般 の状況か ら、裁判所 が売 却の承

認 を与 える前に申 し出の受 け入 れ、ま たは拒絶 を しなければな らない という緊急性 もそれに加わ ってい

た。裁 判所 は、 この売却 を承 認す ることが でき る。

緊急事態 が存在せ ず、裁判所が、信 託条項で認 め られて いない契約 、売却、 そ の他 の行為 を認容で きな い場合

に、受託者 が、その行為の責任の危 険負担 を回避 した いと望むな らば、その判断 を裁 判所 に託す ことがで きる。

(3》項の注:

呂－L.f日暮 魅 力± 逸魍 鑓 壁承 認堕 裁 事⊥所左」堪 直直⊇ 」聖意ユ ⌒ 任

(3}項 で述べ られ た原則の もとでは、受 託者 が、信託条項か ら逸脱 する行為 の承認 を裁判所 に求める ことを怠

った場 合には、 たとえ受託者が信託条項 に従 って いたとして も、受益 者に対 して責任 を負 う。

例:

24.Aは 信託 と してBに ある株式 を遺贈 した。信託条項 によれば、Bは 株式 の売 却 を認め られていな

い。事 情の変 更によって、株 式の値が非常 に投機 的にな り、結局 は、その株式 の価 値が なくなって しま

う。普通の受 託者 な らば裁 判所に株式売却 の承認 を求めるはずである。Bは 株式 を留保 して、 裁判所に

売却 の判断を求めなかった。株式の価値 がな くな って しま った。Bは 受益者 に対 して責任 を負 う。

⊥ 　墨蓮の摺 盒匡も_値 塾 一 蹴 皇.甦 ± 」蛙 と藍 」上畳遺 庄

委託者 の知 りえな い、または予期で きない事 情のため に、信託条項 を遵守す る ことが信託 目的の達成 を困難 に

した り、実 質的に不可能にす るような場合 で、緊急の事情 が存在 し、裁判所 に許 可 を求め る機会 がないときに、

受 託者 が、信託条項 か らはずれ た行為 をな さなか った場合 には、責任 を負 う。

.i.代 理一人 の義務
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同様 の事態 は代理 の場 合に も生 ずる。代理 の リステイ トメ ン ト第2版 築47条 で は、 「別段の合意 のない限 り、

授権 の後 に不測 の事態 が発生 し授権 が無 意味 とな り、 代理人が本人 と連絡 を とることも不可能な場 合、代理 人は

本人 の利益保護 につ き、実質的 な損失 を防止するために必要 と考 える行動 を とることができる。 」と規定 して い

る。

第168条 収益 と元本の期限前処分

裁判所は、他の受益者 の利益 を害 さな い限 りは、信託 財産 の収 益お よび元本 を、信託条項 によれば、まだ その

利益を享受する時期に至 らない時に も、受益者扶養のた め使用 する ことを、受託者 に対 し許可 し、または命 じる

ことがで きる。

注:

皇」」 品照」目1翼前処分

裁 判所 は、信託条 項に よって、受 託者が受益者のため に収益 を蓄積 す るよ う指示 されて いる場合 であって も、

受益 者が一人 であ り、その者 に とって必要な扶 養のため に信託財産 か らの収益 を使用す るよう受託者 に許可 し、

または命令 する ことがで きる。

例:

1.Aは 、Cが 未成年 の間 は収 益を蓄積 し、Cが 成年に達 した後 に、元本お よび蓄 積 された収益 をC

に支払 うための信託 として、Bに 金銭 を遺贈 した。Cに は他 に資 力がない。裁判所 は、Cが 成年 に達 す

る前 に、Cの 生活 に とって必要 なだけの収益 をCに 支払 うようBに 命ずる ことが できる。

h」_匝 土左L単 独受益 者の 一 にとって必盟 で壷玉 場立

信託条項に よって、信 託財 産か らの収益 が一人の受益者 の扶 養また は教育 のために支払われ、 その受益者 が一

定の年齢に達 した時 に、 元本 を引渡 し、 その者以外の者 は、確定 的に信託財産 か らいかな る利益 も享受 しな い こ

とが規定 され、 しか も、 その収益が、受益者の扶養ま たは教育 のために不十分 な場合 には、裁判所 は、受 託者 に、

受益者の扶養 と教育に必要 なだけ を元本か ら支払 うよう命 じるこ とがで きる。信託 目的が受益者 を扶養 す ること

であ り、 しか も、委 託者 には予 測できな い事情 のために、 その収益 が、受益者の扶養 にとって十分 ではない場 合

には、裁判所 は、委 託者 の本来 の 目的 を達成す るために、受益者 の扶養に必要 なだけの元本の支払 いを命 じるこ

とができる。

例:

2.Aは 、Cが 未成年 の問はCの 教育 と扶養のため に収益 を使 用 し、Cが 成年に達 した場合 には元本

をCに 支払 うための信 託としてBに1万 ドル遺 贈 した。C以 外 には、護れ も信託財産 に対 して利益 を享

受 しえない。Cに は、他 に資 力がない。A死 亡 後、生活費が上昇 したために収益 だけではCの 教育 と扶

養 には十分 ではな くなった。Cは15才 である。裁 判所は、Cの 教育 と扶養のために元本の一部 または必

要 な らば全 部を用 いるよう命 じる ことが できる。
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3.AはCに10年 間、収益 を支払い、10年 目の終 りに元本 をCに 引渡す という内容の信託 としてBに

1万 ドル遺贈 した。C以 外 には離 れ も、信託財産 に対す る利益を享 受 しえない。Cは10年 の期間が満了

す る以前に重病に な り、収益 だけではCの 扶養 には十分 でな くなった。裁判所 は、Cに 元本 の一部また

は全部 を支払 うようBに 命 じる ことが できる。

旦.一_元本 の取り崩上 を承 認一… 事 情

収 益が、単独受益者の扶養 に十分 ではな くな った場合 に、元本 の消費にまで及ぶ かどうか、 さらに、 どの程度

までそれを認 めるか を判定す る際 には、 裁判所 は、受 益者 の当面 の利益だけでな く、将来 にわ たっての利益 をも

考慮 す る。受益者が未成年 であ り、将来 、受益者 自身 の力で生活 をしていけそ うな場 合は、受益者が、 自己の身

体 または精神的 な能 力の ために、 自分 で生活 をたてていけそ うもない場合よ りも早 い時期 に、裁判所は元本の消

費 にまで及ぶ ことを許可 しうるであろ う。後者 の場合 は、受益者 の死亡前に元本 を取 り崩 して しまい、受益者は

何 らの扶養 の手段 な く放 り出 されてしま うという危 険があ る。 このよ うな場 合 には、裁判 所は、受益者のための

年金 の取得 に、 元木 の全部 または一部 をあて ることを認め ることがで きる。第334条 注dと 比較せ よ。

旦..」6異0111三訓≡堤益 範Ω止撫 三必頚上主 柱 晶男食

信託条項 によって収益 のみ を扶養 または教育 にあてる とされてい る時に、一人 の受 益者 の扶養 または教育の費

用 に元本 をあてる ことが、 その者以外 の受益者(確 定 的に受益権 が与 えられて いる場 合 と不確定 な場合 とを問わ

ない)の 権利 を奪って しま う結果 とな る場合 には、それ らの受 益者が同意 しな い限 り、裁判所 は一人の受益者の

扶 養 または教育 の費 用に元本 をあてる ことを許 可または命 じることは ない。

例:

4.Aは 信託 としてBに1万 ドル遺贈 し、その信託の 内容 は、Cが 未 成年の間はCの 教育お よび扶養

のために収 益を使 い、Cが 成年に達 した時には元本 をCに 支払 い、 もし、Cが 成年 に達 するまでに死亡

した ときには、 元本 をDに 支払 うという もので あった。その収益はCの 教育お よび扶養 のため に不十分

な ものであって も、裁判所は、Dの 同意がな い限 り、Cの 扶養のた めに元本 を使 うよ うBに 命 じる こと

は しない。

受益者 の死 亡に際 し、物権移転文句が あって も、遺 言書 に、受益者 の扶養が遺 言者の第一 目的であると書 かれ

て いる場合 は、た とえ遺 言者が、元本 の取 り崩 しがで きる ことを明白に許可す る文言 を入れ てな くても、裁判所

は、 その受 益者の扶養のため に元本 を使用 する ことを認容 または命 じることがで きる。第128条 注i参 照 。

例:

5.Aは 、Aの 未亡人に収益 を支払い、未亡人 が死亡 した ときには、そ の時点 で生存 しているAの 直

系卑属に元本 を分割 するという内容の信託 と して、Aの 財産 をBに 遺 贈 した。収益 の減少と生活 費の増

加の ため、その収益 は、未亡人 の扶養には不十 分なもの となった。 もし、未亡人 の扶養が、遺 言者の信

託設定の第一 目的 であると判 断 され る場合、裁 判所は、未亡 人の扶養 の ために元本 の取 り崩 しを承認す

ることが できる。

乱_襖 数の悲ll噂 益者旦 ごム蜘 蛙 必 要 上士鋤 宣
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受 託者 によ る承諾または引受がな くて も信託は設定 しうるが(第35条 参照)、 受 託者が 引受 なけれ ば、その信託

事務 を処理 すべ き義務 を負わ ない。受託者 が引受けな かった場合 は、拒絶 できる し、何 らの責任 も負わ ない(第

102条 参照)。 ただ し、1度 引受 をした ら、 その者が受託者 であ る限 り、信託事 務の処理につ いて義務 を負 う。受

託者 の辞任 については、第106条 参照。

上⊥一.報酬口虫1憤 であ,て 主義 痛苦」1亘

信託条項 によって、受託者 が報酬 を受 けない場 合であ って も、その信託を引受 ければ、信託事務処理につ いて

義務 を負 う。

C⊥ 義務 は」要約 ではな史

受託者の職務 を引受 ける ことによって、受託者 は、信 託事務処理 の義務 を負 うが、 その義務 は本質的に、契約

上 の もので はない。第197条 注b参 照 。

第170条 忠実義 務

(1)受 託者 は、信託事務の処理にあた っては、 もっ ぱら受益者の利益のため になすべき義務 を負 う。

(2)受 託者 は、自己の計算に おいて受益 者と取 引をなすにあた って は公正 を旨 とし、かっ取引 に関 し受託者が

知 りまた は知 り得べか りしすぺての重要な事実 を告知する義務を負 う。

(1)項 の 注:

一旦二」i†瑠斑f垂

受託者 は、受 益者 に対 して信 認関係 にあ り、受益 者の損失にお いて 自らの利益 をうけてはな らな い義 務 を負 い、

受 益者の同意 な しに、受益者 と競争 関係 に入 ってはな らない義務 を負 う。但 し、それ が信 託条項 または適法 な裁

判 所に よって認 め られた場合 は、 その限 りでは ない。信 認関係 の性質 につ いては、第2条 注b参 照 。

本条で述べ られている原則 は、受託者 以外の受認者 に も適用 され る。原状 回復 の リステ イ トメ ン ト第190条 ～第

201条 参 照。

hユ_.受甚音聞ム三きの{面一1花財産、魎 颯

信 託財産売却 の権限 を有す る受託者 は、た とえ市場価格 であ って もなくて も、 受託者が それ によって利益 を受

け て も受けな くて も、受託者 自身に売却 または競売 してはならない義務 を負 う。受託者が信託財産 を購入す る時

に善意 であった こと及び適切な対価 を支払 った ことは重要でな い。

受託者 は、た とえ自己がその売却 をしな くと も、信託財産 を自己のために適切 に譲受け ることはできな い。例

えば、抵 当物 の競売、税金 の滞納に よる財産 の公売、 あ るいは、判決に よる執 行 な どに もとつ いて、信託財産 を

譲受 ける ことはできないのである。 もし、 それを認 めて しま うと、受託者の個人 と しての利 益が、受託者 として

の義務 と衝突 して しまう ことになる。受託者 としての義務は、できる ことな ら、 その売却 を阻止す ることであ り、

また、 その財産 が、 できる限 り高額 で売 られ ることを見守る ことである。信 託財産 を売却す る際、受託 者 自身が

値 を付け ることを許 され るな らば、売却 を阻止せず、入 札者数 と価格 をできるだけ低 く抑 える ことが受 託者の個

⊥
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信 託条項 によって、信託財産 か らの収益 を複数の受益者 の扶養 または教育にあ て、 ある時期 に、 元本 がそれ ら

の受 益者またはその死亡後 は生 存者 に支払われる とされ、 しか も、収 益が受益者 の扶養 には不十分 な ものであ る

場合、生存者が1人 で あった として も裁判所は、受益者 の扶養 に必要 な費用 を元本 か ら使用す るよ う受 託者 に命

じることがで きる。 その費 用 を元本か ら支払 うことが、生存者 に よって受領 され る ことになってい る受 益権 を奪

うことにな るという事 実だけで は、裁判所 のその ような決定 の妨 げ とはな らない。

複数 の受益者 の経済状 態が同一 でない場合、 または受益 者の一人 または数人 には困窮している者がい ない場 合

に、裁判所 は、信託財 産か ら特定 の受益 者にその受 けるべき持分 を先払 いす る よう許可または命 じることがで き

る。たとえ、他 の受 益者が、 その前払 いの範 囲で生 存者の権利 をうる可能性 を失 うことになって も、そ の ことは

必 らずし も裁判所 の命令また は許可 をさまたげる ものではない。 ただ し、 この ようなケースでは、裁判所 は、他

の受益者 に対 し同額 を割 りあてるが、 困窮 していない者には支払 われる必要 がな い。 この割当の効果 は、 この支

払が他の受 益者 の権 利 を侵害 す る範 囲で、その困窮 して いる受益者 の生存者 としての権利 を放棄 させ る ことに な

る。

例:

6.AはBに 信託 として2万 ドル遺贈 し、そ の信託 の内容は、CとDが 未成年 の間 は、 その収益 をC

とDの 教育お よび扶 養 にあて、年少の方が成年 に達 した場 合 に、元本 を二人 に等 し くわ け、 もし、 どち

らか一方が成年 に達 す る前に死亡 した場合 は、残 りの者 が成年に達 した時点 で元本 を支払 う とい う もの

で あった。CとDは 、 それ ぞれ15才 と13才 である。CとDに は他 に資 力がない。A死 亡後、 生活費 の上

昇 によって、その収益が、CとDの 教育お よび扶養 には不十分な ものとなった。裁判所 は、CとDの 教

育お よび扶養 のため に、元本 の一部、 または必要 な ら全部 をあてるよ うBに 命 じる ことがで きる。

f.い くつ かの州 では、制定法 によって、 元本 に対 する不確定 な贈与 をうけた者が、その使用 に同意 しな くて も、

裁 判所 は受益者 の扶 養のた めに元本 を使 用する ことができ るとされ ている。

第2節 受託者の義務

序:

本節では、信託を管理す る際の受益者に対する受託者の義務 を扱 う。信託終了 に際 しての受託者 の義務 につ い

ては、第344条 、第345条 を参照。受託者が受益者に対 して負 ってい る義務の違反 は、信託違反 である。信 託違反

か ら生 じる受託者の責任 および受益者 の救済につ いて は、第4節 参 照。

第169条 信託事務処理の義務

受託者によって信託の引受がなされた後は、受託者は信託事務を処理すぺき義務を受益者に対して負担する。

注1

⊇ 童貞感泣血∫ギ轍 肚孟生」瞳 」己

一260一

」



【第7章 】

人的利益に合致す るだ ろう。 た とえ、受託者が信託財産売却の際 に可能な限 り多 くの入札者数 を確保 し、可能 な

限 り高値 をつけ、その額が信 託財産の対価 として公正 な もので あった として も、受 託者個人が信 託財産 を保持 す

ることはで きな い。

受託者が数人 いる場合、他 の共同受託者 は、個人的 にその譲受 に利害 を有せず、 その売却 に同意 した として も、

数人の受託者の一人が、 自分 自身のた めに信託財産 を譲受 ける ことはで きな い。

受託者が、個人的に、 自分 自身のため に信託財産 を売却 した場 合の責任の範 囲については、第206条 注b参 照。

旦L.愛 托 意力塑 鐘畳につ いて ム熊 虫洞 爺を奨 ぱ』蝸 立

受託者が、個人的に 自分 自身 のため に信託財産 を買入れ る場合 だけ でな く、 その売却 を決定 する受託 者の判断

に影響 を及ぼす ような実質 的な意味 をもつ譲受で、受託者 が個人 的な利益 をうける場 合 も、受託 者は、 受益者 に

対す る義務違反 となる。 た とえば、受託者 が社員 とな っている会 社に信託財産 を売 却する場 合、 受託者は義務違

反 を したことに なる。

d.法A鷲 黄 粗 こ.よ」るlrl難 産 の5鷲却

法人受託者が、信託財産 をその企業 の一部門に売却 した場合、受 益者 に対 する義 務違反 となる。た とえ ば、 信

託会社が信託部門 で、受託者 として財産 を管理 している場合、 その財産 を証券 部門や預金部門 に適法 に売却す る

ことはで きない。法人受託 者は、 自己が全株式、支配権 または信 託財産の売却 が受 益者 の利益 のみではな く自己

の利益 とな るような実質的 権利 を有す る関連会社 または子会社 に対 して、信託財産 を売却 する ことはで きない。

売却 を受け た会社の株式 を法 人受託者 の株主が保有 している場合 に も、 この規則 があてはまる。

法人受託者 は、信託財産 を適 法に、 その会社の幹部 に売却す る ことはで きない。同様 に、法人受 託者は、 同一・

役員 を兼ね ている他の企業 、または2つ の企業の役員 の大 多数 が同一であ るよ うな他 の企業 に信 託財産 を売却 す

ることはで きな い。 これ は、実質的に信 託受益者の利益 よ りも、 譲受 をした企業 の利益 の方 に考 慮が払 われ ると

考 え られ るか らであ る。 この ようなケー スでは、 その売却 の許可 申請が、裁判所 に対 してなされるであろ う。注

f参 照。

e.第 三者に対す る兜却

第三者に対す る売却 は、 第三者 と受託者 の間で、 その財産 を受 託者 に買戻 す ことになっていた り、第 三者が受

託者 のために保有す るとい う了解がな されていた場合 には、取消 す ことがで きる。受 託者 が第三 者か らそ の財産

を買戻す 目的 で、第三者 に売却 した場合、 その時点 では買戻 しにつ いて、受託者 と第三者 の間で了 解がな くて も、

受託者は信託違反 をお か した ことにな り、受託者が後 で、再取得 した場合 は、その財産 を信託 に もとつ いて保有

す る ことを強制 され る。 第320条 参照。 しかしなが ら、 もし、 その売却が、第 三者 との間にそのよ うな了解 もな く、

また、その ような目的 もな しに第三者 になされたの な ら、後 日、 第三者か ら受託者 が買受 ける ことは、 受託者 の

責任 にな ることではない。後 日、受託者 が信託財産 を買戻 す ことは、 その売却 をするについて、受 益者の利益 だ

け を考慮 して行動 して いるのではな いとい う情況証拠 となる可能 性が あ り、 したがって受託者 は、信託違反 をお

か したことになるので ある。

第三者が、受託者 の配偶 者で ある場合 には、あ たか も受 託者が、 自分 自身 に売却 したの と同様 に、その売却 は
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取消す ことがで きる ものであ る。 しか しな が ら、譲受人が受託者の親族 である とい う事実だけ では、 その売却 を

違法 な もの とは認め られな い。ただ し、受 託者が信託財産 を売却す るにつ いて、親 族または友人関係 にある こと

が不当 に影 響 し、他 の人に売却す るより も安 く売 った り、あ るいは、売却 について受 託者 の有 する裁量権 を濫用

した ことが 明白な場 合には、受 託者は信託違反 をおか した ことにな る。受託者の信 託違反に も拘 らず、第三者 が

信託財産 の保 有を許可 され るか どうかは、 その者 が善意取得者で あるか どうかによる。第284条 参照。

L_裁 蜘 正蛸 亘 を受雌 剛 者鱒 受

受託者 は裁 判所の許可 を得て、 自分 自身 のために信託財産 を適法 に譲受 ける ことがで きる。裁判所 は、受託 者

に よる譲受 が、受益 者に とって最 も利益 となる場 合に限 り、受託者 に信託財産 の譲受 を許可 しうる。通常、裁判

所は、受 託者の 申し出た価格 と同額で譲受 ける者が他に いれば、受託者に、信託 財産の譲受 を許可 しな い。

.菖.」n趣幡.f.鞄P蜘}蘭 燈 」壌愛

受託者 は信託終了後、または、受託者 を辞任 した後、受託者 として自己 の得 た情報 を利用 した り、あるいは、

かつ て受 託者であった地位 を利用 して、受益 者の利益 を害す るような ことをしない限 り、適 法 に信 託財産 を買受

け る ことがで きる。

h三一受託遵 の個ム財 産を二L呈撞 煮 ≧」z二ζ講堂1ナ纐 食

受託者 が受 託者 として 自己の個人財産 を買受 け、ま たは、実質的 に受託者が個 人的な利害 をもっている財産 を

買受 けた場 合、 受益者に対す る義務違 反 となる。受 託者が、その財産 を信託 のために購入す る時 に善意 であった

こと及 び適 切な対価を支払 ったことは重要 でない。 この規則は、受託者が個人的 に所有す る財産、 自己が社員 で

あ る会社 の所有する財産、または 自己が支 配権 もしくは実質的な利害 を有す る会 社の所有す る財産 を購入す る場

合 に適 用 され る。

例:

1.AはBの 受託者であ る。Aは また、債券 のデ ィー ラーでもある。Aが ある債券 を買 って、受託者

としての 自分にそれ らを売 る。Aが そ うす ることは、信託違反で ある。

2.AはBの 受託者 である。Aは 、証券会社 の社員 でもある。Aが 受 託者 として、 その会社 の所有 し

ている債券 を買 う。 これは、信託違反 とな る。

受託者 は、た とえ第三者か ら、その有価 証券を買 った として も、受託者が個人 的な利害 を有 する同じ有価証 券

の市場価格 を維持する 目的で、受託者 として、 それ を適法 に買 うことはできない。

受 託者が、個人財産 を受託者 として 自己に売 った場合 の受託者 の責任 の範 囲につ いては、第206条 注c～g参 照 。

i. .撞ム量鎚 青垣よ』」酬

法人受 託者が、受託者 として、 その企業 の一部門か ら財産 を買受 けた場合 一一た とえば、 その会社 の証券 部門

または預金 部門の所有 して いる証券 を受託 者 として買受 けた場合、法人受託者 は、受益者 に対す る義務違反 とな

る。法 人受託者は、その会社 の子会社、 またはその会社 がほとん ど利益 を握 ってい るような従属会 社によって所

有 されてい る財産 を、受託者 と して適法 に買受け ることはできな い。 これ は、 もっぱ ら信託受 益者 の利益 を考慮

しているのではな く、法人 自身 の利益 を考 慮 してい ると考 えられ るか らである。 これ は、売却 する会社 の株 が、
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法人 受託 者の株主によって保有 され てい る場合 も同 じで ある。 また、法 人受託者は、 その会社 の役員の一 人か ら、

受 託者 として財産を買受け る ことはで きな い。

例:

3.Aは 信託会社 で、Bの 受託者であ る。Aは 、そ の会社 の証券部門 か ら受託者 と して社債 を買 った。

Aの 行為は信託違 反であ る。

4.Aは 信託会社 で、Bの 受託者であ る。Aは 、証券 を扱 う会社Cの 全株 式を所有 している。

Aは 受託者 としてCか ら債券 を買 った。Aの 行為 は信託違 反であ る。

5.事 実は、Cの 株式がAの 株主の ために信託として保 有 され、Cの 株 式に対 する受 益権 は、Aの 株

式 と一緒にのみ 譲渡で きるという点 を除 いては、例4と 同 じである。AがCに よって保有 されて いる財

産 を信 託の ために買受 ける ことは、Aの 信 託違 反 となる。

法 人受託者 が譲渡抵 当付 参加証書(■ortgageparticipation)に 投資 できる場 合、参加 証書 をその法 人が管理

す る信託に分配 する 目的で取得 し、す ぐに分配 するな らば、受 託者が それ らの信託に 自己の金銭 を融通 した後 に、

参加 証書 を分配 したと して も、 それ は違法 な 自己取 引にはな らな い。投資 を分配 しなかった場合の効果 につ いて

は、 第179条 注d参 照 。

」..受 晶者が、.信託 の対象 庄虫 っている雌 につ いての態型土 壇五1重圧纏 量旦 星 合

(1)項 に述 べ られ ている規定 は、受 託者が信託 財産 を自分 自身 に買受 ける場 合だけでな く、信託 の対象 にな っ

ている財産 についての権利 を自分自身 で受ける場 合に も適用 され る。 もし も、 その ような権利の譲受 を受託 者に

認 める とすれば、信 託の運営 において自己の利益 をはか る機会 を受託 者に与 えることにな るだ ろう。 そのよ うな

権 利を信託のために買受け る ことが受 託者の義務 でなか った として も、 この ことは あてはま る。

信託財産が、土地 または建物 の賃借 権 を包含 して いる場合、受託者 が、 個人的に 自分 自身の ために、 その賃貸

借 を更新 した ときには、受託者 は、受 益者に対 す る義務違反 とな る。 この行 為 に対す る受託者の責任の範 囲につ

いては、第206条 注h参 照。

信託財産が土地に対す る負担 であ る場合、受託者が その負担 に対 する権利 を自分 自身のた めに買受 けた ときは、

受託者は受益者 に対す る義務違 反 とな る。 この行為 に対す る受託者 の責任の範 囲については、第206条 注h参 照。

上』_鷲話者ζ レて買受ザ るこ土 左 醐 あ 査財産 を⊇ ⊇ 工 員麹 オ」土場[壷

受託者 として買受け るこ とが義務であ る財産 を、受託者が、個 人的に買受 けた場合、受託者 は受 益者 に対す る

義務違反 をお かしたことにな る。 この行為 に対す る受託者 の責任 の範囲につ いては、第206条 注i参 照 。

⊥L個 」}盟‡産量鷲 麺者」E1皇豊 旦鉋」艶 書現 し左星食

受託者が、信託財産 を自分 自身に買受 ける場合 だけでな く、受 託者 自身の 目的のためにその財産を使 用す る場

合 も、受託者 は、受益者 に対 して義務違反 をおかした ことになる。た とえば、 受託者は、信託 財産である金銭 を

事業 に使用 した り、 自己のため にその金銭 を借用 した り、信託 として保有 してい る土地を 自己のために借 りる こ

とはできない。 この行為 に対す る受託者 の責任 の範 囲については、第206条 注j参 照 。

1n..、法人受託 者が、 その会 社 の預 金部門 に預 金する墨 合
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信 託会 社、 または信託銀行 が、 自己の会社の預金部門 に、受 託者 として保有 して いる基金 を預 金す ることは、

受託 者 として、個人的 に取扱 う ことにな るので、信 託違反 となる。 しか しなが ら、信 託条項 によ って受託者が そ

のよ うな預金 をす る ことは、認め られて いる。

い くつかの州 では、制定法 に よって、信託会社 または信託銀行が、受託者 として保 有 して いる基金 を、 自己 の

預金部門 に預金 する ことがで きる旨、規定 され ている。

また、一部 の州 では、制定法によ って信 託会社 または信託銀行が受託者 として保 有 して いる基金 を自己 の預金

部門 に預金 できる場 合は、その預金額 と市場価 格にお いて 同額の証券 を別個 の基金 に分離 した場合 に限 られる。

連邦準備法11条(k)項 、合衆国法律集12巻247条(k)項 に より国法銀行は投資 のために信託 として保有 している

基金 を別 勘定 に し、 自己の事業 に用 いてはな らない。 またはその基金 が当初 か ら国債又は連邦準備制度理事会 が

承認す る証券 として信託部門に分離 しな くてはな らな い。 この規定 は レギ ュ レーシ ョンF9条 によ り施行 されて

いる。

一旦」.抹ム受 託1者」三よLコエ 、[己 の ・一 に量 質坦皇L剋国是溺 査

銀行 や信託会社は、 たとえ第三者 か ら買受けた として も、受託 者 として、 自己の株式 を買受 ける ことはで きな

い。 しか しなが ら他 の銀行 の同種 の株式 を買受け る ことは適法 な信託の投資 であ る。信託条項 によって明示的 ま

たは黙 示的に認 め られ ている場 合は、適 法であ る。連邦準備制度理事 会 レギュ レー シ ョンF11条(の 項に よ り国法

銀行 は、受認者 として受領 し、保有 する基 金 を、 その銀行 、その銀行 の取締 役、役員、従業 員、関係者 または関

連会 社の有 して いた株式、 債券 または財産に投資 してはな らない。 さらに、統一信託法7条 に よ り法 人受託者 は

自己の株式、債券 もし くは、その他 の証券 または関連会 社の株式 、債券 もしくは、 その他 の証券を信託のた めに

買受 け ることはできない。

法 人受託者 は、最 初の投 資 として委 託者か ら譲渡 された 自己の会社の株式 を、適法 に保 有す ることは できない。

ただ し、信託条項 または制定法に よって、 明示的 、ある いは黙示的 に認め られ ていればその限 りで ない。受託者

が知 り、 または知 りうべ き事情のため、株式 の保 有が妥当な もの でな くな った場合 には、相当 な期間 内にその株

式 を処分す る ことが、受託者の義務 となる。第230条 、第231条 参照。

受託者 が 自己株式を保有す る権限 を持 たない場 合で も、 自己株式 を売却す るにつ き合理的 な時期 を選ぶ権利 が

ある。合理 的な時期は状況に よって決 まる。

些」_蛙別配当金 Σ」 三数拉麺 圭旦1也璽 報酬

受 託者が、信託の事務処理 に関してな したいかな る行為 につ いて も、第三 者か ら、特別 な配 当金 または手数料

を受 けた場 合 には、受益者 に対 する信 託違 反 となる。 た とえば、 受託者が信託財産 を売却 し、買主 か らその売却

に対 して特別手数料 を受取 った場合 は、信 託違反 となる。

旦、,怪轟 音」と現別 間係旦`亙 齢

受 託者が、受益者 の利 益 と実 質的に競争関係 に入 る場 合、受 益者に対す る義務違反 となる。あ るいは、受託者

が 自己の雇 われている保 険会 社の保険を信託財産 に付 し、手数 料 を受けた場合 には、その手数料 につ き責任 を負

う。 もし、 その手数料 を保持で きる とすれ ば、受益 者に とり最 も利益 にな らない場 合に も、受託者が雇われ てい
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る会社の保険 を受託者が付 す ことにな りかねないか らである。

株式の受託者が株主 と しての権限 を行使 して不 当な利益 を得 た場合、受託者 は、 その利 益につき責任 を負 う。

た とえば、受託者が株主 としての権限 を行 使して 自己を取締 役に選任 し、 自己の取締役 としての業務に対 して過

分 な報酬 を得 た場合に は、受 託者は信託違反 をしてお り、 責任の範囲 は事情 によって異 なるが、取締役 として受

け取 った報酬 の全部 または一部につ き責任 を負 う。受託者 が取締 役 として必要 な業 務 を遂行 し、その業務遂行 に

つ き妥当な額 の報酬 しか受 け取 って いなかった場合 には、受 託者が取締役 としての報 酬または株 式 を取得 して も

必ず しも不当 ではな い。取得 した株式が支配権 を有す る ものであって も同様 である。

例:

6.Aは 、Cの ための信託 として、Bに ヨッ ト仲買 の仕事 を遺 贈 し、Bに その事 業を営む よう指示 し

た。 この仕事 は非常 に競争の はげしいものである。その後、Bは 自己の資金 で ヨッ ト仲 買業 をは じめた。

Bの 行為は信託違反 とな り、 この競争事業 を営む ことが禁 じ られ る。

旦_第 三 者ρ 左めの行為

受託者は、第三者の利益 にな るよ うに、信託事務の処理 をしない義務 を受益者 に対 して負 っている。た とえば、

信託財産 というよりはむ しろ第三者の ためを思 って、信託財産 を第三者に売却 する ことは、受託 者 として は不適

当な ことであ る。

エ⊥』 ⊇ ∫打鍵 ±幽 里 托継 端

受託者 が二つの信託の受託 者であ って、 この二つの信託 に関 する事 務 を処理すべ き場合、受託者 は、 それ ぞれ

の信託に対 して公正な判断 を しな くては ならない。一方の受益者 の権 利が、他方の信託の受益者 の権利 と衝突 し

て、受託 者が、両信託に対 して公正に処理で きな い状況に あるときには、 受託者 は、裁判所 に指示 を求 めなけれ

ばな らない。

』,塑 三 者旦 情趣を囲ポ してはな旦 ない義務

受託者 は、受 託者 として知 り得た情報 を第三者に開示す ることが、受益 者の利益 に有害 となるとわかった場合

には、それ を第三者に開示 してはな らな い義務 を負 う。

.L_借 離条項

信託条項 に よって、受託者 は、自分 自身に信託財産 を売 ることが認 め られ、 また、受託者 として、個 人的に受

託者 自身 か ら財産を買受け る ことも認め られる。また、信託 として受 託者 が保有 している金銭 を自分 自身 のた め

に借 りる ことも認め られ、 あるいは、 固有財産で信託財産 を取得 する ことも認 められ る。た とえ受託者 自身 の計

算 で信託財 産 を管理 す ることが、信 託条項 でいかに広範囲 に認 め られていて も、受託者が不誠実 な行為 を とった

場 合には、受 益者に対す る義務違反 とな る。

生.」連邦準備 ∫凱度理 壁 .、 レギ ュ レー之 ヨンF

連 邦準備 制度理事会 レギ ュ レーシ ョンF11条 の規 定は以下の通 りである。

【a1.離 量墾t迦 取締≧{垂.役 、風等の抵 務

国法銀行 は、受認者 として受領 し保 有す る基金 を、その銀行、 その銀行 の役職員、利害関係人 または関連 会社
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の有 して いた株式、義務 または財産 に投資 してはな らない。

(bL翌i繊f五 モの'に 無 封 三t睡趾萱豊売却韮』こ.{孟融聾

信託財産 は、国法銀行 、その銀行の役職員、利害 関係人 または関連会社 に対 して売却 または譲渡 され てはな ら

ない。た だ し、 銀行 の顧 問が書面に よ り、銀行 が信 託に対 して負 う偶発的 または潜在的な責任か ら免れ たい 旨を

銀行 に助言 した場合、取 締役会の承認が あれば、その ような売却 または譲渡 を行った場合、 その履行完了 時に、

当該信託 に対 して金 銭その他の妥当 な財産 を返還 しな くてはな らない。

皿 」註鍾勘定 四 恩1

国法銀行 は、信託勘定相互間 で立替払 を してはな らな い。但 し、立替払 を した信託 に関す る信託証書 が、立替

払 を特定 の信 託に対 して行 うことを認 めている場 合は、 この限 りでない。

レギ ュ レーシ ョンF9条 は、投資ま たは分配 のための資金 を、 当初信託部 門に担 保 として証券 が引渡 されない

限 り、銀行 がその事業遂 行に充 てて はな らない 旨、 規定 している。注mと 比 較せよ。

エL董 鷹 塞撤

受 託者 の忠 実義務違反の責任 につ いては第206条 参照。

(2)項 の注:

(1)項 で述 べ られて いる規則 のもとでは、受 託者が、受益者 の同意 なしに、 信託財産に対す る利益 を得 よ うと

した場合、 た とえその行為が公正な もので も、受 益者は その行為 を取消す ことがで きる。受託者 が、受益者 の同

意 を得 て、 その ような利益 を得 る場合、受 益者 が無 能力者でな く、受託者 が知 り、ま たは知 り得べ きす べての重

要な事実 および受益者の普通法上の権利 について受益者が知 ってお り、 かつ、受 託者が、不当威圧 または不法な

手段 によってその取引に入 らず その取 引が公正 で、妥当な もの である限 り、その取引が、受益者 によって取 り消

され る ことはな い。 もし受益者が、 自己の普通法 上の権利及 び重要 な事実 について知 らな いと、受 託者 は合理 的

には信 じないな らば、受託者は、 この場 合受益 者に告知 しなくてはな らな い。 しか しなが らこれ らの要件 事実 が

ない場合 には、受益者は、 その取引 を取 り消す ことが できる。受託者 と受益 者 との間 には、信認 関係 が存在 す る

の で、受 託者に必要 とされ る行為の基準 は、その ような信認関係 にない者 に要求 され るもの よ り高度 な ものであ

る。第2条 注b参 照。

信 託違反 に対す る受益者 の同意 の効果 については、第216条 参照。

第171条 自己執 行義 務

受託者 は、 自ら処 理す るのが相当 と認 め られるぺき信託事務 にっ いて は、自己執行義務 を受益者 に対 して負っ

て いる。

注:

互 －f註記阻 係

受 益者に対 し、信認関係 にある受託者 は、受 託者 としての義務 を 自ら履 行 しなけれ ばな らない。信認関係の性
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質 に関しては、第2集 注b参 照。

互_避1萱

受託者 として指名 された者は、必 ずし もその信託 を引受ける必要 はな く、拒 絶 もで きるが(第35条 、第102条 参

照)、 一度、引受 けた以上、信託条項 または裁 判所によ り許可 されな い限 り、第三者 を受託者 として信 託財産 を譲

渡 した り、受 託者 を辞 任す る ことが できない(第106条 、第108条 参照)。

例:

1.Aは 全財産 を信託 としてBに 遺 贈 した。Bは 、そ の信 託を履行す ることに同意 したCに 、 信託財

産 を譲渡した。 これ は、Bの 義 務違反 であ る。

皇⊥ 禦 』全部の委任

受 託者 は、 信託条項 に別段 の定 めがない限 り、信託の管理一切 を、代理 人、共 同受託者 またはその他 の者に ま

かせて しま うことはで きな い。

例1

2.Aは 全財産 を信 託 としてBに 遺 贈 した。Bは 、 その信託財産に関す る包括委任状 をCに 与 えて、

Cの 信託の管理 をまかせ た。 これはBの 義務違反 であ る。

d, _特定」旦行為の権 限鍾 圧

受託者 は、信託の管理 を委任 できないが、信託の管理に際 して、 あ る種 の行為 の委任 をす る ことができ る。

受託者 は、通 常の思慮深 い人 が同様の状況下 では他人に代理 させ ない ような 自己 の事務管理 のために代理権限

を授 与する ことは適法 で はない。他 方、通常の思慮深 い人が同様 の状 況下 では他人 に代理 させ るよ うな 自己の事

務管理のために代理 権限 を授与 する ことも、受託者につ いては常 に適 法 とい うわ けではない。

受託者は、 自らそれ をす る ことが妥当ではな い場合 に、 その行為 の履行 を委任す る ことが できる。ただ し、受

託者が委 任で きる行為 と、委任 できな い行為 との間 に引 く明確 な線 はな い。受託者 が適法 に委任 で きる行為 を考

える場合には、以下 の状況 が重要性を もつ。(1)受 託者 の権限 に包 含 されて いる自由裁量 の幅、(2)財 産の価値

お よび性質、(3)そ の財産 が元本なのか収益なの か、(4)信 託 の 目的物が近 くにあるのか遠 くにあるのか、(5)

その行為の性質 一受託者 自身がそれに対す る専門的 な技量 を有 して いる場合 と有 していない場合 。

召.法 人受託者

法人受託者 は、適法 に信 託の管理 を委任す ることはできないが、適切 な使用人 たる社員を通 して信託 を管理 す

ることはで きる。

国法銀行の信託業務 の遂 行につ いて は連邦準備制度理事会 が公布す る レギ ュ レーシ ョンFに よる規制が ある。

同 レギ ュ レー シ ョン6条 に よると、銀行 は別個 に信託 部門を設 けな くてはな らず、その部門 を取 締役に よって監

督 させ、信託投資委員会 、経営責任者及 び有能 な法律 顧問を選 任 しな くてはな らない。

f,脱 ∫書を{1}ること

受託者は信託 の管理 を他 人 に委任す る ことはできないが、その事項 に関 して、最終 的な決定は、受託者 自身 が

す るならば、他 人に相 談を し、助言 を得 る ことができる。
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且、蛸 却、質 茸}」良良塑描撰

受 託者は、通常、信託財産 の売却、賃貸 または改良の ために代理 人を指名 す ることはで きな い。 しか しなが ら、

これ らの 目的の ための契約の 申込 を確実 にするため代理人 を雇 った り、 あるいは、 これらの目的 のために、受 託

者 自身 で契約 をし、または契約 の条件 を決定 する場合に、 この取 引を完了 するために必要 な事務的 な行為 をする

目的 で代理人 を雇 うことがで きる。比較 的少額 の人的財産 を売買 する事業、 または類似の取引 を反復す る事業 を

営む信託 の場 合、受 託者は代理人 を選任 して価格及 び条件 を決定 し、 かつ売 買又は取引 を遂行す る権限 を与 える

ことを適法 にな しうる。

h、 投資 をす る権限

受託者は、投資先 を選定 す る権限 を他人に委任す る ことはで きな い。

-i」_他人 と共 同する権限

同様な利害 を もった人 と共同する ことは、それが慎重 になされ る限 り、 共 同処理 が多数決 で決 定 され るとして

も受 益者に対す る受託者 の義務違反 とはな らな い。例 えば、有価 証券 を保 護委員会(protectiveco■ittee)1こ

寄託す ることは、個人所有者 に とってその寄託す る ことが妥当 と認め られ る状況の もとでは、受 益者に対する義

務違反 とはな らな い。第ユ93条注d参 照。同様に、受託者は、信 託財産 に関す る代表 訴訟 に参 加す る ことができ る。

その場 合、受託者は、 その訴訟 の運営 に したが うことになる。

⊥」 高話条項

信託条項 に よって、受 託者は、信託 の管理 を代理 人 または共同受託者、 あるいはその他の人に委任す る ことが

認め られ てい ることがあ る。

信託財産 の管理を代理 人、共同受託者 その他 の人 に行わせ る権限、 また は信託条項 に規 定 されて いな い限 り委

任で きない行為 を上 記の者に行わせ る権限 を、信託条 項に より受託者に対 して与 える ことがで きる。

同様に信 託条項 によ り受 託者が有す る権限 を第三者 に行使 させ ることもで きる。第185条 参照。例 えば受託者は

委託者、受益者 または第 三者の指図 した投資のみ をな しうる 旨、信託条項 に定 める ことが できる。 この場合、受

託者は投 資先 を選ぶ権限 を持たない。 この場合 の受託者 の義務 については、第185条 注f参 照。

上、円_.監]腎の義務

受託者が代理 人、共同受 託者またはその他の人に委任す る場 合、その者 達の行動 に対して、一般 的な監督 をな

す義務を受益者 に対 して負 っている。

共同受 託者の行為に対す る受 託者 の義務につ いて は、第224条 参照 。

受 託者の雇 った代理人の行為 に対 する責任お よび代理人 の選任 について、相当な注意 を怠 った場 合の受 託者 の

責任 にっいては、第225条 参照。

第172条 計算書の整備および提出の義務

受託者は、信託事務の処理に関する明確な計算書を備え、かっこれを提出する農務を受益者に対して負う。
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注:

旦」_亘1算置整備 の義務

受託者 は、信 託財産 の性 状お よび額 、その管理状態 を詳細に示す計算書 を備え る義務 を負 う。

b.書 算 燈の幣佃 を怠 った髄 趨 蓮

受 託者が、適 正な計算 書の整備 を怠 った場合、受 託者は、適 正 な計算書 の整備 を怠 った ことか ら生 じる損 失に

対 して責任 を負 う。

c.計 算書 Ω提』u義務

受益者 は、適 正な訴訟 手続に よって、信 託の管理 に関す る計算書 を、裁 判所に提出す るよ う受託者 を強制 す る

ことができる。多 くの州 では裁判所 の選 任 した受 託者ま たは遺言信託 の受託 者が、一部の州で は全 ての受託 者が、

定期 的に裁 判所 に対 して承認 を得 るために計算書 を提出す る義 務 を負 っている。計算書に関す る規制は 多 くの州

にある。

受 託者 は、現 に収 益または元本 の支払 いを受 くべ く権利 を有 している受益 者だけでな く、将来、収益 または元

本 の支払 いに対 して権利 を有す る受益者 か らも計算 書 を強制 され る ことがある。 これは、受益者の権利が不確 定

な場 合で も同 じである。将 来 にお いてのみ享有 し うる権利 をもって いる受益 者の僻怠の効果 につ いては、第219集

注c参 照。

d.fl口{1争 ・01

たとえ、信託条項 に受 託者が信託の管理 に対 して何 らの責任 を負 うものではない と規定 され ていたとして も、

受益者 は、受託者の おか した信託違反 に対 するその責 任 を追及 で きな いことはない。 しか しなが ら、その ような

信託証書 の文言は、 その財産権が信託 の制 限なしに保 有 され ることを意味 している。つま り、 その ようなケース

では、 その財産 権を与 え られ た者がそ の受 益権者 とな り、その者が それをどう使 お うと、 どう処分 しようと何 ら

責任 を負わ ない という意 思表示 とな ろう。第25条 、 第125条 参 照。

たとえ信託が 設定 された としても、制定法 で禁 止 されていな い限 り、正式 な計算 書は備えな くてもよい場合 が

ある。例 えば受 託者 は裁 判所に対 して計算書提 出の義務 を負わな いと信託条項 で規定する こともで きる。 このよ

うな条項 は遺 言信託 に関 す る一部の州 の規 制と同様 に、制 定法 に よ り裁判所 への計算 書提 出が要求 されて いる場

合は無効 である。

信託条項 によって、受 託者 は、 ある特定 の人 一た とえば、受 益者 の一人 一に対 して計算 書提出の義務 を負 い、

その者 の計算書 の承認 によ って、受託者 はその責任 を免除 され るもの とす る旨の規 定が設け られ ることが ある。

このような条項 は、 その第三者が善意 で承認 し、 かつ受託者が信託の管理 の計算 につき適 切な開示 を行 うな らば

有効 である。

第173条 報告の義務

受託者は、受益者の請求により、相当期間内に信託財産の性質および額に関する完全な報告書を交付し、受益
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者またはその代理人が信託 の 目的物 な らび に信託 に関 する帳簿 、受領証およびそ の他 の文 書を検査 する ことを認

める義務を受益者に対 して負 っている。

注:

⊇1'」 三」三よ る検査 を認.睦旦 鋤

受 託者 は、受益者の要求が あれば会 計士が信託証書、帳簿、受領 証およびその他の文書 を検査 する ことを認容

す る義務 を負 ってい る。

旦,_報 告t直 必 要旦 ない主迎

受託者 は、 自己の費用で得た情報お よび自己を守 るために得た情報 を、受 益者に報告 しな くて もよい特権 が与

えられて いる。たとえば、受託者は、 自己の費 用で、 自己 を守 るために得 た弁 護士の意見 を受益者 に報告 しな く

て も良 い特権 が与え られて いる。

旦.信 託条項

信託条項 に、受託者 が与 えなければな らない情報 の量 と回数 が規定 され ていて も、 受益 者は、信託に もとつ く

自己の権利 を実施 させ るのに必要な情 報、 あるいは、信 託違反 を防止 また は直 すのに必要 な情 報に対 しては、常

に権限を有 している。

{L_受 益.者」こよ.る澗求1向性 ⌒ 瑞

通常、受 託者は、受益者 の請求 がない場合、受益者 に報告す る義 務はな い。帳簿の提 出義務 については、第17

2条 参照 。 しか しなが ら、受託者 が、 自己の計算において受益者 と取 引をなす場合には、取引 に関 し受 託者が

知 り、 または知 りうべか りしすべての重 要な事実 を受益者に報告す る義務 を負 う。第170条 第(2)項 参照 。た とえ、

受託者が 自己の計算 にお いて受益者 と取 引をする場 合で なくとも、受託者 が知 って いて、受益者 の知 らない受 益

権 に関す る重 要な事 実、お よび、受益権 に関し、 第三者 と取引す る場合、受 益者を保護す るた めに受益者が知 る

必要のあ る重 要な事実 を、受託者は受益者 に報告 しなければな らな い義務 を負 う。例 えば受 益者が信託 に もとつ

く自己の権利 を第三者 に売 ろ うとしてお り、受益者 が考 えている よ り受益権 の価値 をかな り高め る事実につ き受

益者が知 らない ことを受 託者が知って いる場合、受託 者はそのよ うな事実 を受益 者に知 らせ る義務 を負 う。

第174条 善良な管理者の注意義務

受託者が信託事務を処理するに際しては、通常人が自己の財産を取扱う場合と同様の注意義務を受益者に対し

て負う。もし受託者が通常人以上の注意義務を有し、あるいは、通常人以上の注意義務を有することを示して、

受託者として指名されたのであれば、受託者は、その注意義務に従って行動しなければならない。

注:

己」_注意義務の基準

受託者に要求される注意義務の基準となるものは、通常人が自己の財産を管理する場合の客観的な基準である。

受託者が可能な限りの注意義務に従ったとしても、通常人の注意義務を怠ったことから生じる損失の責任を負う。
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他方、受託 者が通常 人以上の注意能力 を有 している場合、 その者が有す る注 意義務に従わな かった ことか ら生 じ

る損 失の責 任を負 う。

また、 同様 に、受 託者が通常人以上 の注 意力 を もって いることで受託者 と して指名 された場合 には、受託 者は、

その注意義 務に従 わなかった ことか ら生 じる損 失の責任 を負 う。

L－ 彗遮 義務 口制定

受 託者が行為 をす るにつ いて注意深 いか どうかは、受託者が行為 をする時点で 自己 に明 らかな状 況に依 る もの

であって、受託者の行為が問題 とされる事後の状 況 に依 るもので はない。

旦L償 暖蓑項璽 不知1

受 託者の信託条項の不知 は、 その責 任 を免れ させ る もの ではない。受託者 が、信託条項お よび信 託財産 の性質

と状況 を熟 知 していな い場合、受託者 は、相当の注意 を払 って いないとい うことにな る。

旦.描 託条項 に よゴ文 載建藁打 庄麹 室

信託事項 に よって注意義務 の要求 が軽 減、ある いは修正 され ることがある。信託条項 で、受託者 に要 求 され る

注意 義務の基準が、他の場合 よ りも低 く設定 され ている規定 は、厳密 に解釈 され る。

信託条項 におけ る免責約款(exculpatoryprovision}の 効果 につ いては、第222条 参照 。

母..前 後 参照

投 資をなす際に受 託者に要求 され る注 意義務の基準 につ いては、第227条 参照。

第175条 支配の義務

受託 者は、信託財産 を支配 するために必要な手段 を用い る農務 を、受益 者に対 して負 う。

注:

起 一動産 の 占有に関す4義 務

有体物が信託 として保有 されている場 合、受託者 は、通常、 それ らの 占有 を保持 する義務 を負 う。信託条項 で

認め られて いない限 り、受益 者は、信託の 目的物 に対す る占有 または支 配の権原 を有 しない。信託条項 に よって、

受益者または複数受益者 の一 人が、 占有の権原 をもっ場 合、受託者 は、受益者 に占有 を移転 する義務 を負 う。 た

とえば、信託条項 によ り信託 として保有 されて いる土地 を生涯受益 者が 占有すべ き ことをなし うる。同様に動産

の場合、受益者が 占有す る権原 を有する 旨、規定す る ことができる。

h二 土地 の占有些駕 す窒1義務

土地が信託 として保有 される場 合、受託者がその土地 の 占有 を保持 する義務 を負 うか、あるいは他の者にそれ

を賃貸す るの かどうか は信託条項 に依 る。第189条 参照。土地 が信託設 定時に賃貸 されていた場合 、受託者は、 そ

の賃借人に通知 し、貸料 を受 託者に支払 うよう要求 しなければな らない。

雌`9直 庄脚立,醤 擾

証券が信託 として保有 される場合、受託者は、証券 の占有を保持 し、証券 を信託財産 と して分別管理 す る義務
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を負 う。第179条 注d参 照。

し 儀撫旦輿主 査義務

信 託財産 に債権が含 まれ ている場合、 受託者は、元本お よび収益 の支払 い を確保す るた めに必要 な手段 を とら

なければな らない。通常 、受託者は信託 の債務 者に通知 し、受託者 に支払 うよう要求す る。債権 が、支払期 日を

経過 している場 合、受託者は、支払 いを強制するために相当な手続 を とらなければな らな い。第177条 参照 。

.qゴ」 文理戦 き豊.占貴 重藍住

受託者 の弁 護士、仲立 人、銀行あ るいはその他 の代理 人に、信託の 目的物 の 占有 を委任す ることが、受託者 に

とって相 当である場 合、 受託者 は適法 に これをな しうる。第171条 参照。

-f上」珪土世的 」些 些10siveL童 薗 配

受託者 の義務 は、 単に支配す るだけ でな く、排他 的な支配をなす ことである。第180条 注e参 照。

菖一,眺線 書照

保護委員会(protectiveco"ittee)へ の信託 証券の寄託につ いて は、第193条 注d参 照。

第176条 信託財産の保存の義務

受託者 は、相 当の注意 を用いて信託 財産 の保存 をはかる義務を受益者に対 して負 う。

注:

a.-t{三嵐義務の基準

信託条項 で規定 され ている場合を除 き、受託者 の義務 は、通 常人が 自己の財産 を取 扱 うの と同様の注 意 を信 託

財産の保存の ために用 いる ことである。受 託者が通常人 よ りもす ぐれた注意 力を有 している場 合、受託者は、 そ

の注意義務に従わな けれ ばな らない。第174条 と比 較せ よ。

h.損 失 また刷 照fか ⌒

損失または損害か ら信託財 産 を保護す るために必要 な注 意を払 うことは、受 託者 の義務 である。

例:

1.Aは 、 ある証券について の受託者 である。Aは 、証券 を貸 金庫 に保存 しないで、 不注 意に も机 の

中に入れてお いた。証券が盗 まれ た。Aは その損 失について責任 を負 う。

2.Aは 農場 の受 託者であ る。Aが 不注意 に も農場 の用具一式 を風雨 のあたると ころに さらしてお い

たた め破損 して しまった。Aは この損失に対 して責任 を負 う。

通常人がか ける保険は、受 託者 もかけ なけれ ばな らない。

例:

3.Aは 家屋 についての受 託者 であ る。通常 の場合 、火災保険が かけ られるのであるが、Aは 、家屋

に も火災保険 をかける ことを怠 った。家屋が火災 で焼 失 した。Aは 損失の責 任を負 う。

通常、信 託財産の保護の ために必要 な行為 をなす ことは、受 託者の義務で ある。第177条 と比 較せ よ。
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例1

4.Aは ある助産 の受託者 である。Bが この動産 を横領 した。Bに は支払能力 があ り、通 常 の受 託者

な らば、その動産ま たは その実質 的価値 を回復す るた めにBに 提訴 するに もかか わ らず、Aは これ を し

なかった。Bは 後に支払不能 となる。Aは 責任 を負 う。

通常、信託財産の税 金や譲渡抵 当の利 子 を支 払 うことは受託者 の義務 である。

また、家 屋やその他の建物 を保存 するのに必要な修繕 を施す ことは、家屋 の管理お よび維持 をす る受託者 の義

務 である。永続的な改良 をなす ことは、通 常、受 託者の義務 ではない。第188条 注e参 照 。

旦占一保摸 の壁越)政 金勉 な.L蝸 金

信託財産 の保存に金銭の支払 いが必要 であるが、その 目的の ため の十分 な金銭が信託財産 に存在せず、 しか も、

受 託者が抵 当、売却またはその他の方法 によって信託財産 から金銭 を得 られ ない場 合、 その旨、通 知 してそれ に

必 要な金銭 の立替の機 会 を受益者に与 える ことが受託者の義務 である。 しか しなが ら、そ のよ うに して受益者 か

ら金銭を得 られなかった場 合、受託者 は 自己の財 産か ら金銭 を立替 え払 いする義務 を負わ ない。

例1

5.Aは あ る証券 の受託者 である。Aは 証券 を横領 し、受託者 を解任 され、Bが 後 任受 託者 として任

命 された。BがAに 証券の返還 を要求 したが、Aは その返還 または実質的価値の支払 い を拒否 した。B

は受益者にその状況 を報告せず 、Aに 対す る訴訟 のために必要 な金 銭の立替 を受益者 に要求 もしなかっ

た。Aは 、その時点 では支払能 力があったが、後 に死亡 して支払不 能 とな った。Bは 損 失の責任 を負 う。

Bが 受益者に報告 し、受益者が 立替金を拒否 したのであれ ば、Bは 責任 を負 わない。

旦._fd縫 項

信託条項に よって、信託財産 の保 存に関する受託者の義務が修正 される こともある。たとえば、信託条項 に よ

って、生涯受益者が土地 を占有す るのを受託者が許可す るよう規定 されている こと もあ り、また、土地 の手入 れ

をす る義務が免除 され ることもある。

第177条 権利主張の義務

受託者は、信託財産に属する権利を実現するために必要な手続をとるぺき教務を受益者に対して負う。

注:

直,」義務旦範囲

受託者は、前任受託者に対して、受託者として有するあらゆる権利を実現するために必要な手続をとる義務を

受益者に対して負う。第223条参照。また、遺言執行者を相手方とする遺言信託の場合には、移転すべき義務のあ

る財産を受託者に移転すること、および遺言執行者のなした信託違反を是正することを遺言執行者に対して要求

する義務を受益者に対して負う。

委託者または第三者が財産権を信託に移転することを契約している場合、その契約を遂行するために必要な手

1
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続をとるのが、受託者の義務である。

第三者が信託財産に対して不法行為をなした場合、その損害を回復するよう第三者に請求するのが、受託者の

義務である。また、信託の中に第三者に対する契約上の債権がある場合、その債権を実現するために必要な手続

をとるのが、受託者の義務である。

債権が回収不能であると受託者が判断するのが相当である場合、債権を回収するために提訴する費用をまかな

う義務を受託老は負わない。

受託者が債権を回収するために提訴したが棄却された場合、受託者は、その状況からみて控訴すべきことが相

当である場合にのみ控訴義務を負う。

-L権 利が適法童信託投資塾酬 登

信託財産が適法な信託投資である権利を含む場合、担保受託者は、それを継続して保有しうる。何が適法な

信託投資であるかに関しては、第227条参照。

信託財産に、適法でない信託投資の権利がある場合、受託者はその権利を実現するか、売却するために必要な

手続をとらなければならない。その権利が、たとえば、それを担保するために抵当をつけることによって適法な

信託投資となりうるならば、受託者は、そうすることによって、その権利を信託投資として継続して保有しうる。

受託者が債権を回収できないか、もしくは投げ売りでなくては売却できない場合、または適切な信託投資をなし

得ない場合、債権を実現するために状況に応じた合理的な手段をとってよい。ある状況下で受託者が債権を回収

できないか、もしくは投げ売りでなくては売却できない場合、または適切な信託投資をなし得ない場合、第二順

位の抵当を債権の担保のために取得することが合理的であることもある。第227条注g参 照。

不適法な投資を切り換える受託者の義務に関しては、第230条および第231条参照。

皇⊥ 禦 む者が訴を提起酬 理のなL・開白

訴訟に要する費用、または請求が棄却されたり、もし認容されても被告の支払不能によって回収できないとい

う可能性から判断して、訴を提起しないことが相当である場合には、信託財産の一部である権利を実現するため

の訴訟を提起することは、受託者の義務ではない。

和解や仲裁に委ねたり、あるいは権利を放棄するという受託者の権限については、第192条参照。

亘,棄 却決定⊆よる控避義務

訴訟が受託者によって提起されたが棄却された場合、すべての事情を考慮して控訴するのが相当であるならば、

受託者は上級審に控訴する義務を受益者に対して負う。

第178条 応訴の義務

受託者は信託財産に損失を及ぼすおそれのある訴訟に関しては、応訴をなすべき義務を受益者に対して負う。

ただし、応訴をすることが相当でないと認むべき事情がある場合はこの限りでない。

注:

1
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旦」」 空.粧義務

訴訟が第三者 によって提 起 され、受託者が敗訴 した場合、すべての事情 を考慮 して、控訴が相当 である場合 に

は、受託者 は上級審へ控 訴す る義務 を受益者 に対 して負 う。

旦.』 懸 」ヒIll蟻

受益者 の利 益になる と思われ る場合 には、受託 者は、適法に和解、 または仲裁 に移す ことが できる。第192条 参

照。

且且_強制エLきな い債権 璽支払上1

受 託者 は、強制で きな い債権 であるよ うにみ えて も、争 う余地 のある債務 、例 えば課税額 の計算 に疑義 があ る

納税通知 があ った場合の ように、 それに対する防禦 に要す る費 用 と危 険があ るた め、争わ ない方 が相当であ るよ

うな ときは、適法に支払 う ことができる。

第179条 分別管理の義務

受託者は、信託財産 を自己の固有 財産 と分別 して 管理 する義 務を受益者に対 して負 う。さ らに、相当 と認め ら

れる場合には 、信託財産 を、その信託 に属 しない他 の信託 の財 産 と分別 して管理 し、かっ 、当該信託財産た るこ

との表示 をなす義務 を受 益者 に対 して負 う。

注1

旦_義 務 の範 囲

通常、 臼)信 託財 産 を自己の財産 と分別 して管理 す ること、(2)信 託財産 を他 の信託に属す る財産 と分別 して

管理す る こと、(3)そ の信託財産 を信託財 産としての表 示 をす ることが受託者 の義務であ る。

1Σ._信拠 座主 自[塑 財 産」盟 一厘Lしな込義務

信 託の財産 を自己財産 と混同 させ ない ことは受託者の義務 である。受託者 の個人口座に信託金 を預 ける ことは

適法 ではない。第180条 参照。

玉.分 別 された信『鯉}財 産 を翼 利しない義務

二 つの信託が、別個の委託者 によって設 定 されたか、 あるいは同一 の委 託者に よって設定 されたかを問わず、

ある信託に属 す る財産 を他 の信託 に属 す る財産 と混同 させ ない ことは、受 託者の義務 である。

例:

1.AはBに 信 託 として1万 ドル遺贈 し、 その信託の内容 は、Cの 生存 中はCに 収益 を支 払 い、C死

亡後 はCの 子供連 に元木を引渡す という ものである。Aは 、その他に、Aの 残余財 産について も信託 を

設定 し、D生 存 中はDに 収 益 を支払 い、D死 亡後は、Dの 子供連 に収益 を支払 うことを目的 として、B

にAの 残余財産 を遺 贈 した。二つ の信託財産 を分別 して管理 す るの は、受託 者の義務である。

受託者が 多数 の受益者 の資金 を管理 している場合 で、 しか も、異な る信託 の基金 を分別 して管理す ることを受

託者に要求 する ことが妥当でな く、 いくつかの信 託の受益者の利益 を保護す る 目的に役 立たな い場合 は、受託 者
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が同一の銀行 口座に預 ける ことによ って、異 なる信託 の基金 を混同 して も適法 であ る。た とえば、異な る信託 の

基金の正確 な記録 を保存す る ことを前提 として、通常、信 託会 社は、適法 に他 の銀 行の同一信託口座に い くつか

の信託基金 を預け ることができ る。信託会社が信託基金 を、その銀行部門 に預 け ることについては、 第170条 注

m参 照。

複数の信託 を引受け ている受 託者が別個 の信託 の財産 をひ とつの抵当 に投資 でき るかについては、 第227条 注

j参 照。

受 託者が法人 であ る場 合、信託財産 の投資 を合 同して行 うことにつ いては、第227条 注k参 照。

d.償 韮 財産違直 三,」ヒを謹承甦 義務

信託財産 を、信託財産 として特定 して表示 する ことは、受託 者の義務 である。た とえば、受 託者 によって得 ら

れた 土地 に対す る権原 は、 その ようなものとして、受託 者名義で登記 される。株券 も、受 託者名義 で発行 される。

信託 として保有 され ている債券が登録 される場 合、受託 者 としての受託者名義 で登録 されるべ きで ある。信託 条

項 によ り持参人払式 の証 券に投資す ることが禁止 されてい る場 合は格別、適法 に債券に対 して信託投資が され て

いる場合、 その債券が持参 人払式だ という事実 だけでは、その投資が不 当な もの とな ることはな い。 その場合 、

受託者 は、 その債券 を受 託者 として 自己が保有 している ことを示す記録 を保 管すぺ きであ る。

銀行へ の信託金 の預 け入れば、受託者名義 の分別 された口座にな されなければ ならない。第180条 参照。

信 託財産 は、通常、 単にそれが信託財産 である ことを示すだけで な く、 どの信託に もとつ いて保有 され てい る

か を示す よう表示 され なければ ならない。たとえば、単 に 「受託者 と して」の名義で示すだけ では十分で ない。

委託者 の 「遺言 にもとつ く受託者 として」、 「ある信託 証書に もとつ く受 託者 として」、 また は 「ある受益者 の

ための受託者 と して 」の名義で なされ なければな らない。

ただし、信託条項 によって、受託者 は、特定 の信 託を表示せず、受 託者名義 で信託財産を保有 する権限 を付 与

され る こと もある。

また、受 託者が、個 人名義 で善意 に信 託財産 に対す る権限 を行使 し、 その行為が何 らの損失 も生 じさせ な い場

合 には、受託 者は信 託違反の責任 を負わない。た とえば、抵当の受託 者が、抵当権設定者か ら財産 の譲渡 を受け、

混 同を防止 するために受託者 の個人名義 でその譲渡を うけ、そ の際、 誠実に行動 し、 その取引 に関 して唯一の異

議 が、個人名 義で した ことである場 合、 受託者は、単にそ の財産権 の価値が下が る ということだけで責 任を負 う

ことはない。 このよ うな場合 の信託違 反は、単なる技術的 信託違反 であ って、 そ こか ら何 の損失 も生 じな い。 し

か しなが ら、 受託者が個人名義 の権 限 を、 その財産 を自分 のた めに使 う意図 を もって悪意 に行使すれば、受託者

は抵当と利 子の全額 にっ いて責 任 を負 う。信託 とは関係 ない財産 であ るという ことを根拠 に受 託者個人の債権者

が信託財産 か ら債権の満足 を得 た場 合、受託者は、そ の損失 について責任 を負 う ことにな ろ う。第205条 注f参 照 。

且㌔、第 三書 名鐘堂髄 壇圭 取糧す ること

本条で述 べ られた規則 の下 では、信託条項または制定法 によって規定 され ていない限 り、 受託者は、第三者名

義で信託財 産の権原 を取得 しえない。た とえ受託者が第三者名義 で財産権 を取得 す るとい う信託違反を行 った と

して も必ず しも受託者が信託財 産の価格の下落につ いて損害賠償責 任 を負 うこ とはない。
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信託条項 または制定法 に よって、受託者 は、第三 者名義 もしくは受託者 に指定 されたグルー プ名義 で信 託財産

を保有す る権原 を付 与 され ることもあ る。 その ような場合、受託者は、信託 証券 を指 定 され た者 の名義 で登録 で

きる。 この よ うな登録 の際の会社の義務 については、第325条 注e参 照。

⊥L.値 話 条項

信託条項 によって、受 託者は、あ る信託 の財産 と他の信託の財産 を混同す る ことが認め られ る ことが ある。 こ

れは、明示 的には信 託条 項に規定 され ている場合 であ るが、信託 の性質 または慣 習に よって そうする ことが適法

とされ るこ ともある。

受託者が 多数の受 益者の資金 を保有 している非定 型的信託(infor■altrust)の 場 合には、受益者全 部の資金

を混 同す る ことは適法 であ る。例 えば弁護士、取 立機関又 は競売業者 は全顧 客の財産 をひとつ の信 託勘定 に適 法

に預金す る ことができ る。 この場合、受託 者は各信託 の財産 の正確 な記録 を保存 しな くてはな らない。

僧託条項 に よって、受託者が信託財産 と自己の財産 を混 同す る ことが認 め られ る場合が ある。 信託条項 に明示

的 に規定 され ることもあれ ば、信託 の性質 か ら、そ うす るのが適切 であるとい うこと もある。遺 言または信託捺

印証 書によって設定 され るような定型 的信 託(for圃altrust)の 場合 、信 託証書の文言 によって明示的に認め ら

れ ていない限 り、受託者 によって信託財産 と自己の財産 との混 同がな される ことは不適法 である。非定型 的信託

の場合、 当事者の合意 または慣習 によって認め られれ ば、 このよ うな混 同は適法 であ る。 このよ うな場 合、受託

者 は 自ら信 託財産の総額 を保有す る として も何 ら責任 を負わない。た とえば、あ る証券 の購入 のために顧客の金

銭 を受領 した り、金銭信託 を設定す る 目的で顧 客の ために一定 の証券 の売 却 をす る株式仲買 人は、単な る債務が

発生 したので はなく信託 が設定 され た という事情に もとづき(第12条 注h参 照)金 銭 を銀行 の 自己の口座 に預け

入 れる ことが認 められ る。 もし、 そ うであれば預金が 引き落 し等以外 の事 由で各顧客 が権原 を有 す る総額 以下に

なった として も受託者は責任 を負 わない。

同一の証 書によって異 なる信託 が設定 された場合、受 託者 は、 明示 的あるいはその他 の方法 で、全信託の財産

を一括 して管理す る権限 を付与 される ことがある。第77条 注d参 照。

受 託者が債務者 とな る更 改の効果 につ いては、第12条 注o参 照 。

第180条 銀行預金に関する義務

受託者 は、適法 に銀行 に信託 金を預金できるが、預 金をなすに際 しては、銀行の選択 にっ いて善良な管理者の

注意 義務 を負 い、受託者 と しての預 金である ことを表示 するこ とが、受託 者の受益者 に対する義務であ る。

注:

轟」.蜜酷な管理 と投資

受託者は、 その時 々で、経費の支払 い、投資 または分配のため に資金 を利用 する 目的で、銀行 に信託資金 を預

金す ることができる。 これは資金の合理的 な管理方法 であ り、基金 を金庫に保管す る よりも合理的 である。 この

ことは、銀行 預金 に、連 邦預金保険公社(FederalDepositInsuranceCorporation)に よって部分的 に保険 がか
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け られ るよ うにな る前 でも妥 当す る。預金は、 ある種無担保 の消費 寄託であ ったと して も、安全管 理の方法 と し

ては適切であ った。

た とえば、貯 蓄口座の預金 のよ うに利息のつ く銀行預金 は、投資 信託の方法 としては適切 と言 え よう。 この よ

うな預金は、部分的にせ よ連邦 預金保険公社に よって預金 に保険 がかけ られ る以 前においても、 多 くの銀 行で投

資 としては適 切な もの と考 え られた。若干の州にお いて は、制定法 に よって、保 険のかけられ る限 度で預金 を許

容 していた。第227条 注i参 照 。

互L受 註㎜ 過失

受託者は、支払不能 になる ことを知 り、 または知 りうべ き状態 にあ る銀行に信 託資金 を預金す る ことはで きな

い。 これは、信託財 産の管理 のために、善良な管理者の注意義務 に従 うという受 託者 の業務 に関 し、第176条 で示

された規 則の適 用であ る。

例:

1.AはBの た めの5万 ドルの受託者であ る。Aは 、一般 に不健全 な状態 にあると思 われてい るX銀

行に、金銭 を預金 した。Aは 、その噂 をきいて いたが、銀 行 も徐 々に その状態 を改善 して倒産 す ること

はない と信 じて いた。 やがて銀行が倒産 した。Aは 、 その損 失につ いてBに 対 し責任 を負 う。

2.AはBの ための2万5千 ドルの受託者であ る。AはX銀 行に金銭 を預金 した。 その時点 では、 そ

の銀 行は一一般的に は健全 な状 態にあ ると信 じられ ていたが 、Aは 、銀行 が莫大 な回収不能 な証券 を有 し、

銀行 資本 も減少 している との事実 を知 っていた。やがて銀行 が倒産 した。Aは その損失 につ いてBに 責

任を負 う。

.も」 覧ム」.|」弔元}預金

受 託者がその同一ー口座に受託者 自身の金銭 を入れて いるか どうか を問わず、 自己の口座に信託金 を預金 する こ

とはできない。 これは、信託財産 を分別 して管理する受託者の義務 について、第179条 に述べ られ ている規則 の適

用である。

銀行が倒産 した場 合の受託者 の責 任に関す る問題 につ いては、第179条 注d、 第205集 注f参 照。

受 託者が、 い くつかの信託に属 する金銭 を同一の信託口座に預金 できる ことに ついては、第179集 注cお よび注

e参 照。

旦._過.度の預金

受 託者は、 その時 々に、経費 の支 払い、投資あ るいは分配のた めに資金を利用 する 目的 をもって銀行 に信託資

金 を預金 できるが、 引 き落 し又 は投 資せず不合理なほ ど長期間にわ た って過度の金額 を預金 した場合、受 託者は

責 任 を負 うことがある。た とえば、 預金が利息付 きでな く、投資 と して妥当でな い場合、受託者 は投資 を怠 っ た

ことによって失なわれた利息分 について責任 を負 う。第207条 、第211条 参照。受託 者は、銀行 が倒産 した場 合の

元本の損 失につ いて も責任 を負 うことがあ る。連邦 預金保険公社が設 立 される以 前か ら、銀行が倒産 した場 合に、

元本 の損 失について受 託者に責任 を負わせたケースが数多 くあ った。

e.預 金 引出ILの 固1限
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かつては、受託者が 、定期預金、あ るいは保証人 の同意な くして は取消ので きない預金 をした場合 には、受 託

者は銀行の倒 産について責任 を負わ され た。預金 は無 担保の無償寄託 であ るか ら、 預金は、投資 としてではな く

安全 な管理方法 としてのみ適法であ った。 しか し、投 資につ いての 唯一の制限 が慎 重人の原則(prudent-■an

rule}(第227条 参照)で あ る州では、銀行へ事 前に通 知 しな くて は資金 を引 出せ な くとも、貯蓄銀行 への預金 は、

適法 な信託投 資 とな る。

上_煎 後書照

自己の銀行 部門への信託資金の預金 についての法 人受託者の責任 に関 しては、第170条 注m参 照 。

第181条 信託財産の収益をはかる義務

受託者 は、信託財産の収益 をはか るために善良な管理者 の注意義 務を受益者 に対 して負 っている。

注:

a.土 地

土地の受託者 は、通常、賃貸 するか、または その土地 か ら収益 が得 られる よう管理 する義務 を受益者に対 して

負 ってい る。信託条項 によっては、土地の 占有 を受益者 に引渡 す義務 を負 うこともある。 また、土地の収益 をは

か ることな く、 その土地 を維持する ことだ けが受託 者の義務であ ることもあ る。 これは、 土地の所有者が、 たた

ちに、あ るいは第三 者が支払 いをなす と同時 に受託 者がその者に土地 を譲渡す るとい う内容 の信託 として、受託

者に土地 を引 渡す とい うよ うな一時的 な 目的 しか有 しな い信託の場合 であ る。 同じよ うに、その土地が賃貸 でき

な いような、 または、受託者に はそ こまで の権 限は付 与 されて いないような改良 を施 さなけれ ば収益 をはかれな

いという未改 良の土地であ る場合、受託者 は、土地 か ら収益 をは かる義務 を負 わない。

その信託が継 承 された受益者のため の ものである場 合、非収益的 な土地 を売却 す る受託者 に義務 につ いては、

第240条 参 照。

賃貸 をなす受託者の権限 につ いて は、第189条 参 照。

b.幽 晦

動 産の場 合、 その動産の 占有 を受益者 に引渡す ことが受 託者 の義務 でない限 り、売却 または賃 貸する ことが、

通常 、受 託者の義務で ある。

旦.金 銭

金銭の場合、通常、収 益をはかるため にそれ を投資 す るのが受託者の義 務であ る。受託者 が合理的な期間 内に、

金銭の投資 をす るのを怠 ることによ って信託違反 を犯 した場合は、通常、適 切な信 託投資 か ら生 じる収益 の総額

につ いて責任 を負う。第207条 参 照。

例:

1.Aは10万 ドル を信託 としてBに 遺 贈 し、 その信託の 内容 は、 その10万 ドル を投資 し、収益 をCに

支 払 うとい うもので あった。Bは 投資 を怠 った。信託投資 か ら生ず る収 益の一般的 レー トは4%で ある。
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Bは 金銭 を投資 すぺ きであった時点か ら4%の 利益につ いて責任 を負 う。

貝三一遵後瓠1

何 が適切 な信託投資 であるか にっ いては、第227条 参照 。

第182条 受益者に収益を支払う義務

一定の期間、受益者 に収益 を支払 うことを目的 として信託が 設定 されてい る場合
、受託 者は、相当なる間隔 を

おいて信託財産の純 収益 を受益 者に支払 う菰務 を負 う。

注:

エ_何 が純収益 とな るか につ いては、第233条 参照。

b.留 保一する権限

受 託者は、収益に課 され る現在 の経 費、 または予想 され る経費に見 合 う金額 を収益 の中 から適法 に留保 する こ

とができる。また受 託者は、合理的 に判断 して、受益者に支払 うべ き金額 につ き支払 えな い場合 に備 えて、 収益

の中か ら適法 に留保 する ことが できる。

皇⊥f打Hi酬

信託条項 によって、受 託者は収益 の全 部または一部 を積 立て る権限 を付 与 され ることがある。 この ような条 項

が無効 でなければ、積立 の権限が付与 されている期 間、 または指 定 され た期 間内は、受益者 に対 して収益 を支 払

う義務 を負わ ない。積立 に関す る条項 の妥 当性 については、第62条 注t参 照 。

信託条項 によって規定 されて いる受託者 が留保 できる自由裁量 の限度 までは、受 託者は、受 益者に収 益 を支払

う義務 を負わ ない。第128条 注d参 照。第155条 と比較せ よ。

信託条項に よって、受託者 に受益者 を扶養す るために収益 を使 う権 限が付与 されて いる場合 、受託者 は、受益

者に収益 を支払 う義務 を負 わない。第128条 注e参 照。第154条 と比較 せ よ。

亘」躍 益、煮埋無 能力で幽 宣

た とえば受益者が幼児 である とか、禁治産宣告 をうけて いる場合 のよ うに、収益 を得 る権限 のある受益者 が無

能 力であ る場 合には、受託者 によって収益の処分は いかに なされ るぺ きか という問題が生 じる。信 託条項 によ っ

て、 明示的に、 またはその他 の方法 で、受 託者によ る収益の提供方法 が規定 され ている場合 は、受託者 はそれに

従 えば良 い。受 益者 の後 見人が指名 されてい ることは必要な く、 もし後 見人が指名 されて いるな らば、受託 者は、

後見 人に収益 を支払 うべ きで ある。受 託者 に収 益の提供方法 が指定 され、収 益の処分権が与 えられているときに、

受託者 は、後 見人に収益 を支払 うことはできない。なぜな ら、 これは受 託者 の義 務 の委任に なってしま い、財産

を不必要 に も二 つの機関 の管理 下 に委 ねる ことになって しま うか らで ある。

信託条項 によって、受 託者が収益 を受益者 に支 払うよ う規定 されてお り、 しか も、明示的に も、 その他の方法

によって も、受益者 のためにその収益 をつ かう権 限が付与 され ていな い場合 には、収益を受 益者 に支払 うかわ り

に、後見人 に支払 うのが受 託者 の義務 である。 しかしなが ら、収 益の総額が受益 者の生活費 として不相応で ある
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場 合、受 託者は、収益 の残高を後見 人に支払 うかわ りに、積立て ることがで きる。

受 益者が行為能 力を有 してお り、 このた め後見人 の選任が必要 でない場合、例 えば受益者が病気 で合理的 な判

断 ができな い場合、受託 者が収益を受 益者のた めに処 分す るな らば、 その処分が状況 か らして妥 当である限 り、

受 託者は処分 した額 を預金 口座 に入金する権利 を与 え られ る。

旦._前 憧 嬢 照

信 託終 了 に際 し、受益者 に元本を支払 う権限が付与 されている受託者の義務に関 しては、第345条 参照。

生涯受 益者の死 亡に際しての収益 の処分につ いては、第235条 、2参 照。

第183条 各受益者に対 して公平である義務

信託 の受益者 が2人 も しくはそれ以上存在す る場合 、受託 者は各受益者に対 して公 平で ある薮務 を負 う。

注:

室」一一本条で述べ られ ている規則は、受 益者が信託財産 の利益 を同時的 に付 与 され る場合 に も、連続的 に付与 され

る場 合に も適用 され る。

信 託条項 によって受託 者は1人 の受 益者 を他の受益 者よ りも優遇す る裁量 を有す る こと もあ る。裁判所は受託

者 の裁量権 の濫 用を防 止する以外には、 その ような裁量権 の行使 を監督 しえな い。第187条 参照。

連 続的受益者(successivebeneficiaries)に つ いては、第232条 ～第241条 参照。

第184条 共同受託者に関する義務

受託者が数人存在する場合、各受託者は信託の管理に参加し、共同受託者の信託違反を防止するために相当な

注意を払い、または信託違反に対する救済を1rるよう共同受託者に要求する義務を負う。

注:

塾_水 争の範囲

共同受託老が信託財産を不正に用いることが可能になる管理を認めることは、受託者にとって、通常、信託違

反となる。例えば数人の受託者によって信託として保有されている株式は、総ての受託者の名義で登録されなけ

ればならない。共同受託者が信託違反を犯そうとしていると疑うに足る根拠を受託者が有する場合、受託者は、

共同受託者の信託違反を防止するために必要な手段を講じなければならない。

虹」日1托条項

数人の受託者が存在する場合、受託者の1人 ないし2人 以上の者が信託財産の一部または全部の包括的占有を

有し、監督することを信託条項によって許容されることもある。

.七一」胴1融 丘者坦捌力宣るこ±」雛 養す」6糠査

数人の受託者が存在する場合、全員での行動はその者たちに課された権限の行使のために必要である。第194条

参照。課された権限を行使するのが受託者の義務である場合に、受託者の1人 が権限の行使に関して協力するこ
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とを拒否す る場合、他 の受託者 は権限 の不行使 を黙認 する ことを正当化 され ない。第185条 参照。 このよ うな場合 、

裁判所に説示{instruction)を 求め るのが受託者 の義務 である。

三

共 同受託者に対 して受託者 が委任 す ることにつ いては、第171条 参照 。

共同受託者に対 して受託者 が訴 を提起す る権限 につ いては、第2㏄1条注e参 照。

共同受託者が犯 した信託違反 に もとつ く受託者の責任につ いては、 第224条 参照 。

第185条 監督権 を有 する者に関する義務

信託条 項によって、ある者が一定 の範囲で受託者の行 動 を監督す る権限 を有す る場合、意図 され る権限 の行 使

が信託条 項に抵触 し、また は権限 を有 する者が権限の行使 に際 して従 うぺ き信認麟務の違反 にな らない限 り、受

託者 はそのよ うな権 限の行使 と合致 するよ うに行動す る義務を負 う。

注:

ム_信 託証書の条項 に より、一定の範 囲で受託者の行動 を監督す る権 限をあ る者に付与 しうる。監督権限 を付 与

され る者 は、共同受 託者 、委託者、受 益者ない し信託 と利害関係 をもたない第三者で ある。権限 の保持者 の関係

は、 権限の性 質 と範 囲 を決定す る要素 でない限 り重要ではない。注c参 照 。

b」_受 託者のこ般的遵守 義務

信 託条項 によって信託 の管理に際 して受託者が他 人によ って一定の行為 をなす よう指示 されて いる場 合に は、

その一定 の行為 をなすべき ことが指示 されるな らば、その指 示を遵 守す るのが通 常は受託者の義務であ り、受 託

者が そのような行為 を怠 った場合に は原 則 として責任 を免 れ得 な い。 同様 に、 信託条項に よって受託者は指示 も

し くは他人 の同意 な くしては、一定の行 為をなしえない 旨が定 め られ ている場 合、指示 もしくは同意な くして、

そのような行為 をしないのが通常は受託 者の義 務である。たとえば、信託条項 によって受託者 は委託者 また は第

三者 が指 示した証券 に投資 し、それ を売却 する ことない し委託 者または第三者 の許可な くして証券に投 資 し、 そ

れ を売却 してはならない ことと定め られ ている場合、受託者 は通 常 このよ うな条項 を遵守 する義務を負 い、遵守

した場合 には責任 を負わ ない。遵 守す る ことを怠 った ことによって生 じた損害 については責任 を負 う。

C」黄 附 の据書置が受託煮 青墨点画・Lも しくはモれ を自丘1壁租』拠 」塑 三保撞上 て.いる1嵯白

権限 は信託 の受益者一般 の利益のた めであってもよ く、権限 を保 持す る者、特 に受益者 の1人 もしくは数人 な

いし第三者 の利益の ための ものであ ってもよい。投資専門家 である第三者に付与 された信託投 資 を処分 ・獲得す

るに際 して受託者 を監督す る権限は、通常 、信託 の受益者一般 の利 益のため の ものである。寡婦 に付与 された信

託 となっている住宅用不動産 権の売却 を、 その同意 を拒否す る ことに よって阻止 する権限 は、通 常、その寡婦 だ

けの利益 のための もので ある。

投資 を行 ない、それ を処分 するに際 して受託者 を監督す る委託者 に留 保 され た権 限が、信託 の受益者 一般の利

益の ため のものであ るか、 または委 託者1人 の利益 のた めのものであるか、 それ と も受益者一般 と委託者 双方の
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利益のためのものであるのかは、解釈の問題である。その権限が委託者1人 の利益のためのものであることを示

すと思われる状況は、委託者が会社株式の半分を信託にし、残り半分を留保したような場合に見られる。なぜな

ら、委託者の目的は、自己が留保した株式に関する自己の利益を保護することを示しているからである。信託の

元本から生涯受益者に一定金額を支払うことを受託者に命じている生涯受益者の母親に付与された権限は、通常、

生涯受益者の利益のためのものである。しかし、母親は受認者として権限を有しており、信託条項によって言及

されている裁量権の範囲内において行使しうる裁量権を有する。その母親に付与された裁量権を濫用しない限り、

受認者としての義務違反にはならない。第187条参照。

権限の保持者の権利、義務、責任の範囲は、総ての事情に依存している。それに関する的確な規則を定めるこ

とはできない。

⊥」抽樫亘糧 持貴一1益 ⌒ 合蝶 麺貴酬

権限がそれを保持する者の利益のみに役立つ場合、受託者の唯一の義務は、意図されている権限の行使が信託

条項の枠内にあるのかどうか、およびその行使が信託条項にもとついてなされているのかどうかを確かめ、それ

に従って行動することである。

白」 量繊 持者定値墨違搬 工姫 .墨金鍛 黄薮垣鐘務

権限が権限保持者以外の者の利益のためのものである場合、権限の保持者は権限の行使に際して信認義務を負

う。このような場合、受託者は共同受託者の行為に関する義務に類似した義務を負う。第184条参照。権限保持者

がその権限の行使に際して従わなければならない信認義務に違反することを企図していると疑うに足る合理的理

由を受託者が有する場合、受託者は遵守しない義務を有し、遵守した場合には責任を負う。権限保持者が受託者

の異議にも拘わらず遵守を主張するならば、説示を求めて裁判所へ提訴するのが受託者の義務である。

権限を有する者がその権限を受認者として保持し、権限の行使に際して受認者としての義務に違反している場

合でも、その権限保持者が受認者としての義務に抵触することを受託者自身が認識していなければ、受託者は権

限に従って行為したことにつき責任を負わない。たとえば、信託条項によって受託者は第三者が指示した証券を

購入するように規定されている場合、ただその第三者が一定の証券を購入するよう指示したというだけでは、受

託者は責任を負わない。なぜなら、第三者が購入された証券について利害関係を有していたとしても、受託者は

それを知らないからである。このような場合における受託者の責任は、共同受託者の行為に対する受託者の責任

と類似のものである。第224条参照。

.L-一往趨重罪 垣聯置重さ豊一置壼亘り蔓担丞重帰宮E.L麺 」一 躍 幽 ・務

受託者は他人の指示を無視して行動してはならないことが規定されている場合、受託者は、通常、そのような

指示が与えられるまで何もしないことを正当化される。しかし、他人に課せられた権限の行使をその他人が怠る

ことが信託条項の違反であり、権限の保持者がその保持に際して従うべき受託者の義務の違反であることを受託

者が知り、または受託者による合理的調査ないし取調べによって明らかにしうる場合(注c～e参 照)、権限が行

使されなければならないことを権限の保持者に示唆するのが受託者の義務である。権限の保持者が受託者の示唆

にも拘わらず権限の行使を拒否する場合、裁判所に説示を求めて提訴するのが受託者の義務である。
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緊急状態が発生 し、受託者 に指示す る権 限を有 する者が不在 であ るか、 ある いはその他権限 を行使 しえな い場

合、第167条 で述べ られている規則が適用 される。

菖⊥_有益が他ム璽 同1甦 従立 射 食1こゴニ_江τ甦 一上るざ童舞睡 艶 羨 剤

受託者 は他人の同意 によってのみ行動す べきであると規 定されて いる場合、受 託者は同意 がな される まで何 も

しな いことを正当化 されず、受 託者が行為 をなす ことを要 求す るよ うな状況 であるな らば、受託 者は他 人の同意

を取 りつけ る義務 を負 う。他人 が同意 を与 えることを拒絶 した場合 、受託者 は通常 それ以上何 もしない ことを正

当化 され る。 しか し、他人が 同意 を与 えな いことが信託条項違反 であ り、そ の他人 が従 うべき信 認義務違 反で あ

ることを受託者が知 り、 または受託 者に よる合理的調査 ないし取調 べによ って明 らかにしうる場 合(注c～e参

照)、 説示 を求めて裁判所 に提訴 するのが受託者 の義務であ る。

h」_権限 保持者の一義務

信託条項によ って、あ る者が受託 者の行動を監督す る権限 を有 し、 それ を受認者 として有す るのであれば、そ

の者は受認者 として義 務違反か ら生 じた信託財産の いかな る損失につ いて も責任 を負 う。 その者 の責任 は受 託者

の責任 と類似の ものであ る。 しか し、 権限がその者 自身の利益のた めに授 与 され た もので あ り、受認者 として授

与 されているのでなければ、そ の者 は権限行使のいかな る責任 をも負 わない。

-i,亜ll匪鍵 」据

受 益者 、受 託者 または第 三者 の同意 によ って信 託を無 効にす る権限 を委 託者に留保 した条項の効果につ いては、

第330集 注k～m参 照。

第3節 受 託 者 の 権 限

序:

本節では受託者が行使することを認められている権限のみが取扱われるが、その権限は受益者に対する義務違

反となることなく行使しうるものである。受託者は受益者に対する義務違反となることなしには行使しえない信

託財産に関する名義保持者としての他の権限をも有しうる。信託の終了に関する受託者の権限については、第34

4条参照。

第186条 受託者の権限の範囲

第165条 ～第168条 で述べ られた場合 を除 き、受託者 は適法 に以 下のよ うな権 限のみを行使 しうる。

(8)権 限が信託条 項に よる特 別の文言で授与されてい る場合。

(b)権 限が信託目的の達成 に必要 ない し適切であ り、それが信託条 項に よって禁止 されて いない場合 。

注:

旦⊥一受託者が 「適法 に」行為 をなし うるといわれて いるのは、受託者 は受益者 に対 する義務違反 とな らずに行為

しうること、すなわち受託者 は行為 をなす権限 と権利 を有す るという意味であ る。
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h,.1継 瓢

信 託条 項は委託者 によ って書かれた文言な いし話 された言葉か ら明確 にされ るか、 もし くは総 ての事情 を考慮

した設定 者の文言 と行 動の解釈に よって決定 され る。第164条 注c参 照。 「信託条項 」 という表現 は、 ここでは本

条の リステ イ トメ ン トにおけ る他の場合 と同様に広 い意味 にお いて使用 され てお り、 信託が設定 された際の証書

の特 別な文言 に限定 されな い。

烏li瑞 象孤 か らの逸 脱

第166条 で述 べ られて いる規則 に従 って、権 限が信託条項 によって受託 者に与え られて いて も、信 託条項 が違法

であ るな らば受託者は権限 を適法 に行使 しえない。

第167条 で述 べ られた規則 に従 って、裁判所 は受託者 に信託条項 によって授 与 されて いない権 限な いし信 託条項

に よって特 に否定 され ている権 限を付与 し うる。また裁判所 は受 託者に信託条項 に よって授与 されてい る権限 を

行使 しないよ うに命ず る こと もある。

委託者 が予 期 しえなかった事 情の変 更によって信託 目的 の達成 が、受託者が権限の行使 を許 可 されなけれ ば不

能 であるか、ほ とん ど不 可能 である という事実のみ では、 受託者が裁判所に許可 を求 める機会 が ないというよう

な緊急状 態が存在す る場 合を除 き、受 託者に裁判所 の許 可 を得 ることなく行為す る権 限を与 えるもので はない。

第167条 参照。従 って信 託財産に抵当権を設定す る権限 が明確な文言な いしはその他 の方法 に よ り信託条項 にお い

て受 託者に付与 されていな い場合、事情の変更 によって信託財産の損失 を防止す るために抵 当券 を設定す る こと

が必 要 とな って も、 受託者はそ うした権限 を有 していな い。 この ような場合、裁判所 は受託 者に信託財産 に譲渡

抵 当 をつけ る権 限を付与す る。第191条 注d参 照。

⊥L受 託者 の撰 坦1の一二蹴的範囲

信託条項の 明確な文言に よって授与 され る権 限のほか に、受託者 は信託 目的 を達成 するの に必要 かつ適 切な権

限お よび 明確 な文言な いし信託条項 によって禁 じ られて いない権 限を有す る。委 託者によ って認識 され、あ るい

は予知 され る事情の下 で委託者 は、受託者 に対 して信託 目的を達成 するのに必 要かつ適切な権限 の付与 を意 図 し

ていると推 論 され る。

受託者 はた とえ明確 な文言 によって授与 されていな い として も、信託証書 において用 い られてい る文言か ら受

託者 に授 与 され ているだろう と思われる権 限を適法に行使 する ことがで きる。た とえば、信託財 産 を維持、管理、

処分 する一・般的権能 は、 さま ざまな事情 に応 じて、物的 財産お よび人的財 産双方の売却の権 限 を付与 したものと

解釈 され うる。

受 託者に権限 が存 在す るということは、信託証書 におけ る文言か らだけでな く、信託 目的の性質 からも推論 し

うる。例 えば、 土地 か ら生ず る収益 を生涯 にわた ってあ る受益者に支払 い、その者 の死亡後 は他の受益者 に土 地

を譲渡す るために土地が信託 として遺贈 され た場合、受 託者は土地 を保護 ・保持 し、収益 を得 るようにし、生涯

受益者の死亡後 は土地 を護渡す るために必要 で適 切な行為 を適法に なすことがで きる。

受託者 の権 限の範 囲は、信託 の性質 と目的 によって異 なる。信託が その終了時 まで、受 託者 に信 託財産 の所有

権 を保持 させ るだけの 目的 しか有 していないのであれば、受託者 の権 限は比較的 限定 された もの となろう。 しか
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し今 日において一般的 なのは、信託 のF1的 が受 託者に信託財産 の注 意義務 を順 守 しつつ維持 を委ね ることである

が、 そのような場合 には、受 託者の権限 はよ り包括 的な ものとなる。

受 託者 は、 と くに禁止 がなければ受託者 が適法 に行使 できるはずの権限 を、信 託条項の特定の文 言ない しそ の

他の方法 で禁 止され ること もある。なぜ な ら、 さ もなければその権 限は信託 目的達 成のために必要かつ適 切な も

の と考 えられ るか らであ る。委託者 が、一定の財産は受託者に よって留 保 され る とい う意思 を表 明する場 合、受

託 者 はそのよ うな意 思の表 明が なけれ ば売却権限 を有す る事情の下 であって も財産 を適法 に売却す ることはで き

ない。 したがって、信 託 目的達成上必要 な支払 いにあて るべ き金銭 を得 るために受託者が土地 の売却権限 を有 す

る場 合、 そのような権 限は信託条項 によって委 託者が現 物で留 保 しよ うと意 図 して いると思われ る財産には及 ば

ない。

貞－L』載 職的権限1■an由tor± 」裁量的権 限(dis¢r乱ion蝿 _

受託者 の権限 は、少 な くと も受託者の義 務と同じ範 囲である。受 託者が受益者 に対 してある行 為 をなす義務 を

負 う場合、受託者は適法に その行為 をな しうる。受託者が受益者 に対 してあ る行 為を しない義務 を負 う場 合、受

託者はその行為 を適法に止め る ことがで きる。 これ らの場合にお いては、 受託者 の権 限は非裁量的 である。

しか し、一定の行為 をなす作為義務 な いしは不作為義務 を負わ ないで、受 託者が行為 をなす権限 を有す る場合

においては、受託者の権 限は裁量的 であ る。第187条 参照 。

f.」‖6阻Lを行使する義務

権 限が受託者 に授 与 されて いる場合 であ って も、受益 者に対 す る義務違反 とな る事情、範 囲お よび方法 に よっ

ては、受託者 は適法 に権 限を行 使す ることはできない。受 託者 の義 務 につ いては、第169条 ～第185条 参照 。例 え

ば、売却権限が受託者 に付与 されて いる場合 であって も、受託者 は売 却 を行な うに際 して善管注意 義務 を尽 さな

けれ ば受益者に対 して責任 を負 う。第174条 参照。

且.条F卜f」 権限

信託条項に よって、一定の事態が生 じた場合にのみ行為 をなす権限 が付 与 され ているならば、受託者 はそのよ

うな事態が発生 しない限 り適法 に行為 をなす ことはで きない。

h.前 後.拳耶

裁 判所による裁量的権 限の行使の監督 については、 第187条 参 照。

受 託者が合理 的錯誤(reasonable■istake)を な した場合の受 託者 の責任 につ いては、第201条 参照 。

受 託者 に付 与 され た権 限と合致 しな い受 託者 の行為 に対する受 益者の同意 の効 果については、第216条 参 照。

第187条 裁量的権限に対する制限

権限の行使に関して受託者に裁量権が付与されている場合、受託者の裁量権の濫用を防止するとき以外は、権

限の行使は裁判所の監督に服さない。

注:
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旦⊥.極限 力哩軒託前妻 あL互脚 台

権 限の行 使は、信託条項 ない し受 託者 の義務 に適用 される法 原則に よって要求 されな い限 り裁 量的であ る。受

託者 の義 務に適用 され る法原 則については、第169条 ～第185条 参 照。

信 託条項 また は受託者 の義務に適 用され る法原則に よって、授 与 された権限 を行使す るのが受 託者の義務 とな

る ことがあ る一方で、受 託者が権限を行使 す るか どうかの裁量を有す ることもあ る。権限 を行使す るのが受託者

の義 務であ るとして も、受 託者は権 限行 使の時期、方法 および範囲につ いて裁量権 を有 してい る。

b,監 キ野.の」ξ法

裁 判所 が受託者 による権 限の行使 を監督 す る場合、裁 判所は、受託者に行為 をなす ように、または行為 をなさ

ない ように命令 する ことに より、受 託者 が既に行為 をな しているな らばその法律行為 を取消 し、あ るいはその行

為または不行為 の結果 に対す る責任 を受 託者に課す る とい う仕方で、 その監督 を行な う。裁 判所は、受託者が授

与 された裁量権 を濫 用 した場合、受託者 を解任 した り、受託者の報酬 を否定 ・減額す る ことがで きる。

旦._趨la的 権限 の輔題

本条で述 べ られてい る規則 は、明確な文 言その他 の方 法に よって受託者に付与 され ている信託財産の管理 に関

す る権限、 および受 益者の利益の処分を決定す る受託 者に授与 され た権限の双方 に適用 される。例 えば、 その権

限は信託財産 を賃貸 、売却 した り抵当をつ けた りあるいは信託財産 を投資す る権限 に適用 され るだ けではな く、

多数の受益者 に収益 を分配す る権限、受 益者の扶養 のために必要な金銭の総額 を決定す る権 限、お よび信託 を終

了 させ る権限 に も適 用 され る。

収益受益者 の利益 のた めに信託財産に適用 され る裁 量的権限につ いては、第128条 注i参 照 。

収入 と費用 を収益な いし信託財産に振 り分 ける裁量 的権限につ いては、第233条 注p参 照 。

旦』L裁量権豊 海川坦在在生 る力1どうか を法足土 塁豊楽

受託者が裁 量権を濫用 した かまたは、そ の行使 を怠 ったか どうか の問題 を決定す るには、以下の事情 が関連 し

て くる。(1)信 託条項 に よって受託者に付 与され た裁 量の範囲。(2)信 託 目的。(3)権 限 の性質。(4)受 託者 の

行為の合理性 を判断 しうる外部的な明確 な基準の有無 。(5)権 限の行使 ないし不行使 に際 しての受託者 の動機 。

(6)受 益者 の利 益 と衝突す る受託者の利益が存在 するか どうか。

旦._一哉 鼠縮 の濫11」堂 なL]当.金

権限の行使 について受託者 に裁量権が付与 され てい る場合、受託者 が権限 の行使 ない し不行使 に際して不 誠実

に行動 しない限 り、な いしは不誠実 ではないとして も不適切 な動機 によって行動 しない限 り、 ない しは受託者 が

判断 を怠 らない限 り、 または合理的判断 の範 囲を越 える行動 でない限 り、裁判所 は介 入 しな い。裁量権 が裁判 所

に付与 されていたな らば、裁 判所が異 った権限行使 をしただろうとい う事実 のみ では、受 託者 による権 限行使 の

十分 な根拠 とはな らな い。たとえば、受託者 が受 益者の扶養 のために必要 とされ る金 銭を信託財産 か ら支払 う権

限 を付与 されて いる場合、受託者が判断 に際して誠実かつ適切 な動機 によって少 な くとも合理的 に考 え られる必

要最少限 の金額 を支払 うな らば、裁判所 の裁量 に よって決定す る ことが委ね られ てお り、 よ り多額 の金 銭が支払

わ れていた として も、裁 判所 は受託者 が少額 しか支払わ ない ことを根拠 として受 託者 の裁量に介入 しえない。同
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様 に、裁判所が許可 しうる以上 の金額 であった として も、 受託者 が判断 をなす に際 して誠 実かつ適切な動 機 をも

って通常人が受益者 の扶養 のために必要 とするよ りも多 くない金額 を支払 うのであれば、裁判所 は受託者 があ ま

りに も多額の金銭 を支払 った ことを根 拠 として介入 しえない。

.f.徽

受託者が不誠実に行動す る場合、裁 判所 は権限の行使 に関 して受託者 を監督 す る ことが できる。たとえば、 受

託者が権限 を行使 した りしなか った りする ことに関 してワイロを受領 した場 合、裁判所は介入す る。

例1

1.AはBが 裁 量で割合 を決 定 しうる もの としてCとDに 分配す るための信託 として、Bに 全財産 を

遺贈 する。CはBを して財産 の4分 の3をCに 、4分 の1をDに 分割 させ るために千 ドルをBに 支払 う。

Bは 指 示通 り分割 す る。裁判所 は分割 を取 消す。

.且」_三随 処 な動 機

受託者 が不誠実 ではないに して も不適切 な動機、す なわち信託 目的か ら離れ た動 機か ら行動 す る場合、 裁判所

は権限 の行使 に関 して受託者 を監督 す る。 たとえば、受託 者が権限 の行使お よび不行 使に際 して、悪意 ない し偏

見に よ り、受益者以外の者 または自己の利 益をはか るために行動す るのであれ ば、裁 判所 が介 入する。通 常、裁

判所 は受託者 の動機 を調査 しないが、 受託者 の動機が不適切 であった り、受 託者が適 切な動機 か ら行動 しなか っ

た ことが 明らかに されれば、裁判所 は介入 する。受託者が権限の行使 に際して適 切 な動機か ら行動 して いるか ど

うかの問題 を決定す る際、受託者 は受 益者 の利益 と相反す る利益 を有 している という事実が考慮 されなけ ればな

らな い。

例:

2.Aは 信 託 としてBに 甲地 を遺 贈 し、Bの 判断によって 甲地 を売却 す ることが受益者の最大 の利益

になる場 合には甲地 を売却す るよ う、Bに 指 示す る。売却 す ることが受 益者の著 しい利益 となる ことが

明白であるに も拘 わ らず、購入者 がおそ らく近 隣のB自 身 の土地の価値 の低下を生 じさせるよ うな方法

で甲地 を用いるであろ うことを根拠 と して、Bは 土地の売 却 を拒否す る。裁判所 は土地の売却 を命ず る。

3.Aは 信託 と してBに10万 ドルを遺贈 し、Cに 毎年2000ド ル、受託者 を唯一 の判 断者として、評判

の良 い女性 とCが 結婚 すれば1年 にっ き、全部 の収入 をあたえる ことを指示 した。CはDと 桔婚 し、B

はCに 全部の収入 を支払 うことを拒否 した。Dは 欠点のな い性格 と評判 の女性 に見 え、Bの 支払 いの拒

絶はDがCと 異な った宗教 の持ち主 である事実 によるかに見 える。裁判所 は全部の収 入をCに 支払 うこ

とをBに 強制す る。

4.Aは 信託 としてBに6万 ドル を遺贈 し、Cの 生存中 はCに 収 益の半分 を支払 い、他の半分 をDの

生存中Dに 支払い、Cが 死 亡 した場合 には全元本 をDに 支払 う ことを指 示 した。遺 言 にはBの 裁量 によ

り、Cの 扶 養に必要で あれ ば、Dに 支払 う収 益か らCに 支払 う ことがで きると定め られ ていた。生 計費

の著 しい上昇によ り、財産 の半 分の収益ではAの 死亡時の基準 によれ ばCを 扶養 す るのに不十分 となる。

CはBの 同意無 しに結婚 したとい う理 由のみで、BはCに 収益の半分 以上 を支払 うことを拒否 した。裁
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判所 は さらに収益の半分 をCに 支払 う ことをBに 強制す る。

旦⊥憂1托音部 判断.を怠 る騨査

権限の行使 が受託者の判断 に委ね られ ているの に、受託者が判 断を怠 る場合、裁判 所は権限の行 使に関 して受

託者 を監督す る。た とえば、受託者が重要 な事態 の認識 と調査 な しに、 または独断 的決定の結果 と して、権限を

行使 した りしなかった りす る場合、裁判所 は介入 する。

例:

5.Aは 、Bが 適切 と考 える収益の一部 をCの 扶養 のために支払 い、 その残額をDに 支払 うための信

託 と して、Bに10万 ドルを遺贈す る。Bは 独 断 をもって全収益 をDに 支払 う。裁 判所は、Dに 対 する支

払 いの全部または一部 を取消す。

6.Aは 信託 としてBに 数種類の有価証 券 を遺贈 し、Bが 公平 と判断す る評価に よって、CとDに 分

配 する ことを指示 した。Bは 異 なった有価 証券の価値 を調査す ることな く、額 面に よって分 配する。 し

かし実 際の有価証券の価値 は異 なってお り、Cの 取 り分 はDの 取 り分 よ り極 端に価 値が低 い。裁判所 は

全部 もしくは部分的 に分配 を取 り消す。

同様に、受 託者がその権限 ないし義務 の範囲に関 す る誤 った見方 によって判断 を怠 った場 合、 それが法律 の錯

誤な いし事実 の錯 誤の いずれ であっても、裁判所 は介入す る。

例:

7.Aは 信託 としてBに 財産 を遺贈 し、Cが 相当に生計 を維持 できるよう収益 か ら支 出す る ことをB

に指 示 して、Bに 何が相当 であ るかの決定権 限 を与 える。Cは 精神異常 をきたし公 立病院 に収容 され る。

Bは 誤 って遺 言条項 によ りその状況下で はCに 支払 うことを正当 でな いと信 じる。裁判所は相 当な生計

の維持 のためにCに 支払 うことをBに 命 じる。

8.Aは 信託 としてBに10万 ドル を遺贈 し、Cの 病気や災厄の ためにBが 必要 であ ると判断す る額 を

Cに 支払 うようBに 指示 した。Cは 健康 ではあ るが家族の病気 と死亡に よる多大 な出費に よって貧乏 で

ある。Bは 誤った遺言条項解釈に よ りC自 身 が病気でな いか ぎり支払 うことを正 当でな いと信 じている。

この理 由に よりBはCに 支払わな い。裁判所 は適正な金額 をCに 支払 う ことをBに 命 じる。

受託者 が判 断する代 りに、他人の判断 によって事務 を処理す る場合、裁判所 は介入 する。第171条 参照。

-L」 嚢託者の 判断の不合理性

受託者 の判 断の不合理性 を検証 しうる基準が存在 す るな らば、受託者が合理的判断 の限界 を越 えて行動す る場

合 には、 それ が信託条項に よって規定 されて いな い限 り、裁判所 は権限の行使 に関 して受託 者 を監督す る。

本条 は信託 の管理 に関す る権限が受託者に付与 されて いる場合 に適用 され る。例 えば、受 託者が信託 の管理 に

際 して適 切な注 意義務 を尽 くさなか った場合、裁判所 は介入す る。第174条 参照。投資 の選 択に関 して裁量権が受

託者 に付 与されてい る場合、受託者 は危険 な証券 に適 法に は投資 しえない。第227条 参照 。受 託者が一定の信託財

産 の売却 を指 示 されて いるが、売却 を延期す る裁量 権 を付与 され ている場合、受託者 が売却 延期 の合理的判断 の

限界 を越 えてあ まりに長期間 にわたって売却 しない と裁判所は介入 する。後任受託者 を指定 す る権 限が受 託者 に
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付 与 されてお り、受託者が不適 切な人物 を指定 した場合、裁判所 は指定 された者 を解任 しうる。

本条は、受託者の判断に よってある事情が存在す ると認 め られ た ときに権限 が行 使 される場 合について、適用

され る。

例:

9.AはCが 財産管理能 力 を持つ とBが 判断す るまでCに 収益 を支払 い、その後、Cに 元本 を支払 う

ための信託 としてBに10万 ドル を遺贈 した。信託条項 によ り後任受託者 は同 じ権 限を持つ ことになって

い る。CはBに 元本 を支払 わせ る旨の訴 を提起 した。訴状 ではCは 性格良好 で十分 ビジネス能 力があ り、

法 務処理 も可能であ る と主 張 して いる。訴状に対す る抗弁 が認め られ る余地 はあろう。 しかしなが ら、

口頭弁論で主張が証 明 されな くてCが 財産管理能 力を持つ か否かにつ き異 なる見解が あるとす れば、裁

判所はCに 支払 うことをBに 命 じえな い。

10.Aは 収益 をCに 、Cの 死 亡後は元本 をCの 子供連 に支払 うための信 託としてBに10万 ドルを遺 贈

する。信託条項 に よって、Bは そ うす ることがCの 最大 の利益であ ると考 える場合 にはCに 元本 の全部

ない し一・部 を支払 う権 限を付 与 されて いる。Cは 大酒のみ で金使いが荒 い。裁判所 は、Cに 対 して元本

を支払わないよ うBに 命 ずる。

本条は、受託者が権限行使の義務 を負い、その行使の範 囲と方法 が受託者の判断 に委ね られ ている場合 に適 用

され る。例 えば、受 託者が受益者 の扶 養のために必要 と考 える信託財 産を支払 う権 限を有 し、受託者が少 な くと

も受益者の扶 養に必 要であ ると合理 的に考 える最少額の金銭 を支払 わない場 合、裁判所は受益者 に対 して少な く

とも最少額 の金銭を支払 うよう受託 者に命ず る。同様に、受託者が受 益者の扶養 のために必要 と考 え られる最 高

限度額 以上の金銭を支払 うな らば、裁 判所は介入す る。

例:

11.Aは 、BがCの 扶養 のために必要 と考 える額の金銭 を支払 うため の信 託として、Bに5万 ドル遺

贈す る。Bは 、Cに 毎 月100ド ルずつ支払 う。毎月150ド ル がCの 扶 養の ために合理的 に必要 と される最

少額 である ことは、証拠上 明白であ る。裁判所 は、Cに 毎 月150ド ルずつ支払 うよ うにBに 命 ずる。

12Aは 信託 としてBに20万 ドル を遺 贈 し、BがCの 扶養 に必要な金額 を支払 い収益 の残 りをDに 支

払 うことを指 示 した。BはCに1万 ドルにな る収益の全部 を支払 うことを提案す る。状況か らみて4㏄0

ドルがCの 扶養に必要 な最 高限度であ る。Dの 訴訟にお いて裁判所 はCに4㎜ ドル以上支払 はない こと

をBに 強制する。

受託者に付 与 された権限の性質上 、権限 の行使な いし不行使に際 して、受 託者 の行動の合理性 を判断 しうるよ

うな基準が信託条項 によ って指示 されて いないこともあ る。 この よ うな場 合、受 託者 が不 誠実 に行動 し、または

不 適切な動機か ら行動すれば、裁判 所は介入す る。た とえば、特別 な受益者の利益 のために収 益ないし元本を支

払 う権限が受託者に付与 され ている場 合、受託者が受益者 の必要 を考慮する ことな くその よ うな選択 をな して も、

受 託者が誠実に行動 し適切な動機 か ら行動 して いるな らば、裁判所 は介入 しな い。

例:
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13.Aは 、Cに その生涯にわ たって収益 を支払 うた めの信託 として、Bに 対 し10万 ドルを遺贈 し、併

せて、Bの 選 択に よって、Cの 生存中そ の収 益か ら年間1,㎜ ドル をこえな い額 をDに 与 えて もよい旨の

条項 をつ けた。Bは 、誠実に行動 し、適 切な動機か ら、Dに 対 し全 く分与 しない。裁判所は、Dに 分与

す るよ うBに 命ず ることはな い。

L_裁 損聖趣.囲.に関す 曇L随誕a延註堅鯉癒

受 託者に付与 され た裁量の範囲は、一・次的には委託者 の意思の宣言 にもとつ く。委託者 の文 言は信託 目的 を達

成 す るよ うに解釈 され る。受託者に裁量権が付 与 され ている という事実は、受託者が合理的判 断の限界 を越 えて

行動 する ことを正当化 しない。 しか し、受 託者の行動 の合理性 を判断 しうる基 準が存在す ると して も、委託者は

受託 者の判 断が合理的 に行使 される必 要はない という意思 を表 明す ることがある。 この ことは、受 託者は 「絶対

的 な」、 「無制限の 」または 「監督 に服 さない」裁量権 を有 する という信託証書の条項に よって規 定 され る。 こ

れ らの文 言は文字通 りに解釈 されるべきではな く、通常、単 に合理 性の基 準を除去 した もの と解釈 される。 この

ような場 合、受託者が合理 的判断の限界 を越 えて行動 している とい う事実 は、委 託者に よって熟慮 された意図に

もとつ いて受託者が行動 するであろうと期待 され て いる範 囲で受託 者が行動 してい る限 り、裁判所 による介入の

十分 な根拠 とはな らな い。 しか し、受託老 が委託 者に よっては考 え られなかった意 図に もとつ いて行動 するな ら

ば、裁判所 は介 入す る。 たとえば、受託者 は不誠実 に行動 した り、信 託目的 の実現 とは異な る動機 か ら行動 した

り、 あるいは通 常の受託者 の判断 なしに独断的 に行動 す ることは許 されない。

例:

14.Aは 信託 としてBに 甲地 を遺贈 し、Bが 監督 を受 けない裁量 でもってBが 受 益者の最大 の利益 と

考 えたときに売却す ることを指 示 した。 明 らかに売却は受益者に とらて利益 の多い ものであ るがBは 売

却 を拒絶す る。隣接す るBの 土地の価格が下落 す る方法で買主が使用す る ことが予想 され るか らである。

裁判所 は土地 の売却 を命 じうる。

k,_掴1量 鮭 一1・L聾す養鍾 韻書登極酬 葺

委 託者 は、受託者 の不 誠実な行動 を防 ぐための受益者 による訴訟 を裁判 所が認容 しえな いよ うな、無制限 な権

限を受託 者に付与す る ことはで きない。総 ての責任 を受託 者か ら免除する ことを委 託者に認 める ことは、公序良

俗 に反する。 第172条 参照 。財産の譲受 人に付 与 され た権 限が信託 を設定 させず、財産にお ける受 益権 をも譲受

人 に与える意 図 を示す ほ ど包括 的である ことは、事実上 あ りうる。第125条 参照。 しか し、信託が 設定 され少な く

と も受託者 の行動の誠実 さが問題とされ る場合、受 託者が裁判所 に対 して責 任を負 う とい うことは公序良俗 上要

求 される。

例:

15.Aは 、Bが 裁 判所に対 して責任 を負 うことのない絶対 的かつ監督 に服 さな い裁量 にもとつ いてB

が決定 しうる割合 で、CとDに 分割す るための信託 として、Bに 全財産 を遺 贈す る。Cは 、Bを してC

に財産 の4分 の3、D}こ4分 の1を 割当 て させ るため に、Bに1.㎜ ドル支払 う。Bは 指示通 りに割 当て

る。裁 判所は、 この割 当て を取消す。
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16.Aは 末子Cを 受益者 とす る信託 として長男Bに 農 園を遺贈 し、信託条項 ではCが 注意深 い男性 に

成長 し、Bが 一 番良 いと判 断 した場合Cに 財産 を譲渡すべ き ことが規定 され ている。 さ らにBは 裁判 所

に より譲渡の要求 をされることはな く、Cの 死後Bは 自分 の利益 のために農 圃を留保で きると規定 され

ていた。CはBに 農園 の譲渡 を訴求 した。Cが 注意深 い男性 であ り、Bの 譲渡拒否は正直な裁量権 の行

使ではない ことが明か で単 に農 園 を留 保 した い希望に よるものであった。裁判所はBにCへ の農 園の譲

渡 を強制する。

受 託者 に よる計算 書作 成(for■alaccounting)の 必要性 を免除す る信託 条項の規定の効果につ いて は、第172

条注d参 照 。

信 託条項 によって、信 託財産 の分配 に関する問題 決定の裁量的権限 を受託者 に付 与す ることは可能であ る。最

終決 定を受託者 に委 ねる ことに よる訴訟 の回避 を防止するのは、公序良俗上 の問題はな い。例えば、何が収益 で

あ り何が元本 であるかを決定 す るに際 して受託者 の決定が最終 的な もので ある、 と定め ることはで きる。

」..簡 捷 参照

信 託条項 における免責条項 に関す る受 託者の責 任の効果につ いては、第222条 参照 。

数 人の受託者 が存 在する場 合 の権限 に関する裁 判所の監督権 行使につ いては、第194条 参照。

第188条 費用負担の権限

受託者は信託目的の達成のために必要ないし適切であって信託条項によって禁止されていない費用および信託

条項によって承認されている費用を適法に支払う権限を有する。

注:

aい かな重質覆が適法1C

受託者は、受託者としての義務を遂行するために必要ないし適切な費用を適法に支払うことができる。たとえ

ば、受託者は信託財産の取立 ・維持のため、信託財産から収益を得るため、あるいは受託者として有するその他

の義務を履行するために必要ないし適切な費用を適法に支払うことができる。受託者の権限については、第169条

～第185条参照。

同様に、受託者は権限を行使する義務を負わない場合であっても、自己に付与された権限遂行のために必要な

いし適切な費用を適法に支払うことができる。例えば、受託者は売却の権限を有する場合には信託財産の売却に

付随する費用を適法に支払うことができ、賃貸の権限を有する場合には信託財産の賃貸に付随する費用を適法に

支払うことができる。

信託目的の達成のために必要ないし適切と認められず、受託者にとって適法ではない費用の支払が信託条項に

よって受託者に許可されることもある。

.⊇ 跳1灘 」三更宣蚤瓢1

受託者は、たとえ訴訟に勝訴しないとしても、信託の適切な運用に関する訴訟を維持 ・防禦するために要する
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費用 の支払 を適法になす ことができる。

旦L代 理人.の刷 出

受託者 は、 信託の運用 に合理 的に必要 であると され る範 囲において、弁護 士、仲 立人、そ の他 の代理人 お よび

使用人 を雇用 す るに要す る費用 の支払 を適法 にな しうる。 しか し、代理人 を通 じて行動す ることが受託者 の権限

ないし義務(第171条 参照)の 不適法な委任 であった り、 また代理人 を雇用 する ことが不適 法 な委任 でない とし

て も、代理人 の事務 が受託者 の報酬に よってまかなわれて いる場合、受託者 は個人 的に遂 行す る義務 を負 ってい

る行為をなす ために代理 人 を雇 うことに要す る費用 の支 払 を適 法 にはなしえない。

d.1青 理豊 川

受託者は信託財産 の管理 に必要な費用 を適法 に支払 う ことがで きる。 したが って、農場 の管理 を命 じ られ てい

る受託者は、家畜類、食 物、肥料、農場の用具一式等 のよ うな農場 を維持す るため に必要 な費 用の支払 を適法 に

な しうる。同様 に、受託 者が商業を営む ことを命 じられ ている場 合、商品、備品、配達車 の購入 お よび事務員 の

雇 用に要 する報酬 を適法 に支 払 うことができる。

旦_修 鱒 と改良

例 えば受 託者は信託の 目的物 の保管 のみを行 な うというように、 受託者 は修繕 を してはな らない という委 託者

の意思表示 がない限 り、受託者 は信託財産 の修繕 に要す る費用 を適法 に支払 うことができ る。改良 が信 託条項 に

よって認め られ信託財産か ら適 切に収益 を得 るた め、あ るいは信託財産 を安全 ない し合理 的にす るために必要 と

され るという場 合の ように、信 託目的の達成に必要 とされな い限 り、受託者 は信託財産 を改良す るために要 する

費用の支払 を適法 にはな しえない。受託者が改良の権 限 を付与 され ていな くて も、受託者 は 第167条 で述 べ られ

て いる規則の下 で裁 判所に よって改良 を許可 された り命令 された りす ることもあ る。

⊥L賀 川 の合理性

受 託者 が費用の支払 を認め られていて も、受 託者は通常 人が費用の支払に際 して用 いるであろ う善管注意義務

を もって行動 す る義務 を負 う。 第174条 参照。た とえば、受 託者 は代理人の雇用な いし修 繕 に要 す る費用 を適法

に支払 う ことがで きるが、 当該状況 の下 で合理 的な費用 よ り多 くを支 払わない義務 を負 い、 さ らに代理 人の選任

お よび修繕 の必要性 と性格 の決 定に関 して十分 な注 意 を払 う義務 を負 う。

8..前 後参」慰

受託者 によって適 法 に支払 われた費用 に関して、信 託財産か ら受託者 に補償 する場 合につ いて は、第244条 参照 。

適法に支払 われた費用に あてるため、信 託財産 に対 して執行で きる受託者 の権 限については、第271条 参照。

信託の管理 に際 して、受託者 の負担 となった第三者 の権利につ いては、第271条 参照。

信託が連 続受 益者 のため に設定 されて いる場合の費用 の配分につ いては、第233条 お よび第237条 参照。

第189条 賃貸の権限

信託条項によって別段の定めがない限り、受託者は合理的な期間、合理的な約定によって信託財産を適法に賃
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貸 することがで きる。

注:

丑」 剛Lる 畑 躁

信託財産か ら収益 を得 るようにす るのは、通 常受益者 に対す る受 託者の義務で ある。第181条 参照 。 しか し、 信

託 条項に よって土地の譲渡が要求 されな い限 り、 単に土地 の権原 だけを保 持す るのが受託者 の義 務である。 この

よ うな場合、受託者は土地 を賃貸す る ことはで きない。信託条項 に よって受益者が土 地を占有する ことを認め る

のが受託者の義務 であ ること もある。 この場合、受託者 は土地 を適法 に賃貸 しえない。信 託条項 に よって、土地

を賃貸す ることなく維持す る義務が受 託者に課せ られ る こともある。そ こで、農場 の受 託者 は農場 を彼 自身で管

理 す ることを命 じられて いる こと もあ る。 この場合、受託者 は賃貸 しえない。 しか し、土地 か ら収益 を得 る通常

の方法は賃貸 であるか ら、土地 の受 託老は通常適法 に土地 を賃貸 する ことがで きる。

例:

1.Aは 信託 としてBに 農場、一戸建住宅 、アパ ー ト、事務所兼店舗 ビル を遺贈 し、Cに 生涯 その純

収益 を支払 うことを指 示 した。Bは すべ てまたは一・部 の財 産 を適 法 に賃貸 で きる。

2.Aは 信託 と してBに 住居 を遺贈 し、Cに 生涯 そ こに居住す ることを許 し、Cの 死後それ を売却 し、

売却金 をDに 支払 う ことを指示 した。Blユ 適法 に財産 を賃貸 で きな い。

3.Aは 信託 と してBに 農場 を遺贈 し、Bが 農場 を経 営 し、Cに 生涯 その純 利益を支払い、Cの 死後

それ を売却 し、売却金 をDに 支払 うことを指 示 した。Bは 適法に農場 を賃貸 できない。

4.Aは 信託 と してBに 土地 の一 区画を譲渡 し、土地 を分筆 して ピル区画 としてそれ らを売却す る こ

とを指 示した。Bは 売 却 を妨 げる条件 となる土地の賃貸 を適法には できない。

b.賃 貸 の合理 性

賃貸す る権 限を有する受 託者は、あ らゆ る事情 を考慮 して合理 的 である賃貸 のみ を適法にな しうる。賃貸が合

理的 であるか どうかを決定 す る場合、 と りわけ、 以下の要素が考慮 され る。(1)信 託 目的、(2)信 託の一般的継

続期 間、(3)受 益権 の性質 と範 囲、(4)財 産価値 、(5)財 産の性質 と財産が有利 に運用 され る方法、(6)受 託者

が財産 に関 して有する他の権限、(7)財 産 が存 在する所在地にお いて当該財産 を取扱 う一般的方法、(8}賃 貸 の

時点 に存在 する条件。

賃貸 す るに際 して、受託者は通常人 が用 いるであ ろう善管注意義務 を受益 者に対 して負 う。第174条 参照。 たと

えば、受 託者は不合理 に低 い賃料 ない し不合理 な条項に よって は適法 に賃貸 しえな い。

建築賃借 権(buildinglease)を 設定 する ことは必ず しも受託者 にとって不適 法 とはいえない。建築賃借権 と

は、賃借人が建物を建築 した り当該土地 に改良 を施す賃借権 であ り、契約終 了の時点 で改良 された部分 が賃貸 人

によ る費用の支払な しに、 あるいは見積 り価格相当額 を支払 うことによって賃貸 人 の財産 となる ものである。 こ

のよ うな賃貸は信託証書の特定 の文言 に よって許容 され るか、 あるいは この ような賃貸 を認 める広 い権 限が受 託

者 に付与 され る時に認め られ る。財産 の条件な いしその他 の事情 に もとついて建築賃借権 によって財産 の収益 を

はか ることが唯一の手段 である場合、 その ような賃貸 は適法 である。
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しか し、建築 賃借 権の設定 は、信託期 間を越 えてい るた めに不適法 となる ことがあ る。注c参 照 。契約 終了 の

時点 で、賃貸人 は費用 を支払 う ことな く改良の利益 を取得 できる とい うように、改 良 を施す ことが賃貸 に関す る

約 因の一部分 である場合、支払 われ る賃料 が受益者 が受領 の権限 を有する額 よ りも低 く、 しか も信 託の連 続的受

益者が存在 すれば、賃貸 は不適法 となるであろう。 第232条 参照 。賃貸終了 の時点 で、賃貸 人 によって改良 の費用

が支払われ るべ き場 合に、改良部分 を購 入す るための信託財産 の支 払を受 託者が認め られて いないため、 当該賃

貸 が不適法 とな ることもある。第188条 参照 。

将来 において有効 となるような賃貸 をするとい う事実 だけでは、当該賃貸 は不適 法 とはな らない。そ こで、信

託財産が やがて終了す る賃貸 の下 にある場合、受 託者 は適法 に1日賃貸終了 と ともに発 効す る新賃貸 をして も、そ

れ は適法 である。同様に、受託 者がただちに始 まる賃貸 をなしえないような場 合には、短期間後 に始まるべ き賃

貸 をなす のが適切で ある。 しか し、 いかなる事情 の場合 で も、賃貸 を約 する時点 と賃貸が始 まる時点 とが不合理

に長いと、将 来 にお いて効 力を生ずる賃貸 をなす ことは受託者 に とって不適法 であ る。賃借人が オプシ ョンに よ

って物件 を購 入 できる賃貸 をなす場 合の受 託者 の権 限 につ いては、第190条 注k参 照。

玉_貨 底 の継 続坦 川1

信託 が一定 の時点 で効 力を失 う場 合、通 常、受 託者 は信 託の存 続期間を越え る賃貸 を適法 にはな しえない。

例:

5.Aは 信託 としてBに 土地 を遺贈 し、Cに10年 間 その収益を支払 い10年 後にはDに 土地を譲渡す る

ことを指示 した。他 の状況 がない限 りBは 適法 に15年 の賃貸 をできな い。

6.Aは 信託 としてBに 土地を遺贈 し、Cが 未成年 の間には収 益 を支払 い、Cの 成年後土 地 をCに 譲

渡す ることを指 示 した。Cは15歳 である。Bは 適法 に10年 間の賃貸 をで きな い。

信託が一定 の時点 で効 力 を失 う事がない場合 で も、受託 者は信 託の予想 存続期間 を越 えるよ うな賃貸 を適法 に

はな しえな い。

例:

7.Aは 信託 としてBに 甲地 を遺贈 し、Cの 生 存中はCに 収益 を支払 い、Cの 死亡後 、土地 をDに 譲

渡す ることを指 示 した。Cは70歳 であ る。他 の状 況がな いか ぎりBは 適法に25年 間 の賃貸 をで きな い。

信託の中に単純所有権(feesi■pleestate)を 有す る受 託者 が、信託設定の時 に一一定時点 での失効がな い信託

の予想 存続期間 を越 えない賃貸 をな し、 しか もその他 の点 において も合理 的で ある場合に も、信 託が実際上賃貸

の終了前に失効 して も、 その賃貸は適法 にな された もの とされ、残余権に関 して受益者に よって取消 され ること

はな い。

例:

8.Aは 信託 としてBに 甲地 を遺贈 し、Cに 生涯収 益 を支払い、Cの 死亡後、土地 をDに 譲渡す る こ

とを指 示した。Bは5年 の賃貸 をす る。そ の時Cは25歳 であ り賃貸は合理的 である。Cは2年 後死亡 す

る。信 託違反 はな く、Dは 賃貸 の終了 を強制 で きな い。

信託の存続期 間を越 えて いるために不適法 とみ られるよ うな賃貸 を受託者が なした場合 で も、受益者 に対 して、
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お よび信託 の実 際上の残 存期間につ いては賃借人 に対 して も有効であ り、超過 部分についてのみ取消 しうるにす

ぎない。

受託者が信託 の残存期 間を越 えな い期 間について賃貸 をな し、 さらに賃貸 を更 新す ることを契約 し、 しか も更

新 によって含 まれる ことにな る期間が信 託の存続期 間を越えな いものであれ ば、 この ような契約 は他の異議 に対

して議論すべ き余地が ないと して、 拘束 力を有す る。 しか し、受託者は信託 の存続期 間を越 え る期間につ いては

賃貸 の更新 をなす契約 を適法 にな しえない。

賃貸が信託 の存続期間 を越 えない として も、当該事情 の下 では合理 的でな いとみ られるほ ど長期間存続す る賃

貸 を受託者 は適法にな しえない。た とえば、信託が20年 間継続 する場 合であ って も、 あ らゆ る事 情を考 慮 してみ

る と15年 間の賃貸 をなす ことが不合理 で あると思われ るな らば、受託 者は15年 間継続 する賃貸 を適法 にはな しえ

ない。た とえば土地の価格が高騰 し、5年 な いし10年 以 内によ り高 い価格 での賃貸が なされ るであろうような場

合であ る。

」L蛾 を一認め る裁 判、所旦 権限

委 託者 の知 らない、また は予知 しえな い事情に もとつ いて長期間 の賃貸 が許容 されな いと信託 目的 の達成 が危

ぶ まれる場 合、そのよ うな賃貸 は裁判所 の許可 によってな しうる。第167条 参 照。受 託者が先ず裁判所 の許可 を求

める ことな く、 このよ うな賃貸 をな して も、裁 判所は第167条 で述べ られ ている規則 に したが って それ を許可 しう

る。

例:

9.Aは 信託 としてBに 店舗付 ピルを遺贈 し、Cに 生涯収益を支払 い、Cの 死 亡後 土地 をDに 譲渡す

る ことを指示 した。Cは80歳 である。 そのよ うな財産 を12年 賃貸す る ことは、その区域では通 常であ る。

その財 産の状況 や ビジネス上の条件 では、12年 以下 の賃貸 で望ま しいテナ ン トや十分 な賃料 をえること

が できない。裁判所 は受託者が12年 の賃貸 をす る ことが正当であ ると判断 しよう。

あ る事情 の下 では、非常 に長期 間の賃貸が裁判所 によって許可 される。そ こで、受 託者 が長期 間の賃貸 を しな

けれ ば、賃借人 をみつけ られ ない場 合、賃貸が信託 の残存期間 を越 え、 この ような長期間 の信託 が信託条項によ

って禁 じられ ていて も、裁判所 は建 物 を建築す るという賃借人 の同意 のある99年 間 の賃貸 を裁 判所 は許可 しうる。

』一._佃1藷条項

信託条項 に よって、受託者 は信託 の残存期間 を越 える賃貸 をなす ことを許可 され ることもある。 たとえば、 受

託者はその裁量 にもとつ いて賢 明に行動 しうる任 意の期間、任意 の文言 によって賃貸 をな し、 あるいは指定期 間

の賃貸 をなす ことを認め られ ると規定 される こともあ りうる。受託者が信託 証書の特定の文言 によって信託 の残

存 期間を越 え る賃貸 をなす権限 を付与 されていな くて も、 この ようなことを受 託者に許容す る委託者 の意 図はあ

らゆる事情 を考慮 して解釈 され る信託 証書の使用 文言か ら判断 され うる。 その際に考慮 され るあ らゆ る事情 の中

で特 に重要 なのは、(1)財 産の性質、(2)当 該地域 におけ る財産の賃貸の存続 期間に関す る慣習、(3)短 期間 の

賃貸 がなされた場合 、財産の合理的賃料 を取得す る ことの不可能性、(4)信 託終了 時にな され るべ き財産 の処分、

たとえば、財 産が売却 されるかそれ と も現物 で分配 されるかど うか、 また売却 される場 合な らば、賃貸の継続 は
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公正な価格 での市場性 を減ず る ことに なるかどうか、 等の要素であ る。

信託条項 に よって賃貸 をなす受託者の権限が制限 ・否定 され ること もある。たとえぱ、信 託の予想存続期 間が

5年 より長 い場合 であって も、受託者が5年 以上 の賃貸 をなす ことを禁止 される こともある。同様 に、通常、受

託者が賃貸 をなすの を不適 切 とす るような財産 をただちに売却す るように命 じられている こともあ る。 しかし、

この ような場 合、第167条 で述べ られて いる規則に もとついて裁判所は信託条項か らの逸脱 を許可 しうる。

」」 」同定 法燈鰻 箕

多数の州の制定法 によれば、受託者 は裁判所の許可 を求める ことな く制定法 の規定 によって指定 され た期 間の

賃貸 をな しうる旨、 および裁判所は信託財産に とって最大 の利 益 と考 える場合 には長期間 の賃貸 をなす ことを受

託者に命 じうる旨が規定 されて いる。

.呂L動 産

動産につ いて は、受 託者が動産 を売却 した り、動産 の 占有 を受益者に許容す る義務 を負わ な いで、動産か ら収

益 を得るよ うにす る義務 を負 っている場合、受託者 は、動 産の賃貸が動産か ら収益 を得 る合理 的手段であ るな ら

ば、適法 に この ような賃貸 をな しうる。

h.前 捷書1‖{

信託の終 了に際 して賃貸 をなす受 託者の権限につ いては、第344条 注e参 照。

第190条 売却の権限

受託者 は、次の場合 には、信託財 産を適法に売却す ることが できる。

(a)売 却 の権限が、特 定の文言によって付与 されてい る場合 、

(b)売 却が信託条項の特 定の文言によって禁止され ていないか、 または信託条項か ら判断 して財産が信託上現

物で保持 されるぺき ものとみ られない限 り、売却が信託 目的を達成するため受託者に とって必要 ない し適切であ

る場 合。

注:

旦」権魍 範 囲一

アメ リカでは、売却 の権 限は、普通法 の下での英 国 よ りも容易 に付与 されて いる。 その理 由は、アメ リカでは

英 国の慣 習であ る世代か ら世代へ と財産 を受け継 ぐという傾 向が存在 しないか らであ る。

受託者に信託財産 の売却 権限 を付 与す るという委託者 の意 図は、委託者の言葉 から明確に判 断 されるか、 それ

ともあ らゆる事情 を考慮 した委 託者の言葉ない しその他 の行動 の解 釈によって決定 され うる。第164条 お よび注c

と比較せ よ。売却権限 の存在 を決定 す るに際 して重要 である事 情の中で、 とりわけ重要な のは、 以下 の通 りであ

る。(1)信 託証書の文言 、(2)信 託 目的、(3)財 産の性質、(4)財 産がいかな る方法 で受託者 に譲渡 され るか が

遺 言ない しその他の証 書において特 に言及 されて いるか どうか。

力」_枯託蓮 青笹文言
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信託証書に用 いられ た文 言か ら判断 して、売却の権限 が受託者 に付与 され るもの であるな らば、特定 の文言で

売 却権限が付与 されて いな くと も、受 託者は適法に信託財産 を売却 す ることが できる。たとえば、信託財産の

「投資 ・管理 」、 「投資 ・再投資 」、 「処分」 というような受託者 に対する許可 ・命令 は、物 的財 産 と人的財産

の双方の売却権限 を付与 した ものであろ う。信託証書 における規定 の意 味を決定す るに際 しては、証書 全体 と付

随 的事情 が考慮 され る。

受 託者 が財産の保 持 を命令 されな いが、許可 されて いる場合、受 託者 は財 産 を売却 しうる ことが黙示 に許可 さ

れ ている。

受 託者 が特 定 目的のためにのみ信託財産 の売却 を認め られて いる場合、受 託者はその 目的以外 には適法 に売却

しえない。同様 に、受 託者が一定の事情 の下 でのみ売却 を認め られ ている場 合、受託者は その ような事情 の下 以

外 は適法 に売却 しえない。た とえば、売却 が受益 者の扶養のための金銭 を増 加 させ るために必要 であ り、信託条

項 によって受 託者が信託財 産の売却 を認 め られている場 合で も、受託者は財産 の売却 が この 目的の ため に合理 的

に必要 と判 断 されない限 り適 法には売却 しえない。

転転情趣u曲

信託財産 の元本か ら一定額 の金銭 を受益者 に対 して支払 う旨の受託者に対す る許可 または命令は、売却が支払

をなすため の金銭 を増加 させ るために必要 とされ る範 囲内で、売 却権限を付 与す る ことになる。同様に、信託条

項に よって受託者が受益者 の扶養と教育 を命 じられ ている場合、 この ことは信託財産 の売却権 限を付与 した もの

であ ろう。受託者が受益者 間で信託財産 を分割す るように命 じ られている場 合、規定 が現物 による分割のみ を認

めた もの と解釈 されな い限 り、売却権 限は受託者 に付与 され ている。受託 者が現物で分割す る ことを要求 され、

それ を適法 にな しうる事情 については、第345条 ～第347条 参照。

d」 臓 の性格

受 託者 に売 却の権限 を付与 しようとい う意図は、信託財産の性格 か ら判断 され る。通常、信託 の第一次 的な 目

的は信託財産 を維持 し、同時 に信託財産 か ら収 益 を得 る ことで ある。それ故 に、受託者が信託財産 の一部 として

投機 的証 券な いし信託投資に不 向きな証券 を受領 して いる場合、受託者は通常 、財産の保持 を合理 的に確実 とす

るためにそれ らの証券を売却す る権限 を有 し、 かつ、義務 を負 うものであ る。第230条 、第231条 参照。 また、受

託者 は通常、 信託財産か ら収益 を得 るために、収 益を得 られな い財産 を売却 し、 収益 を投資す る権限 を有 し、義

務 を負 っている。第240条 参照。 しか し、投機 的証券な いし収益 を得 られ ない証券 の保有 を、信託条項 によって許

容 され、 または命令 される こともあ る。投資 目的 のために委 託者 によって購入 された土地 を売却す る権限 を見 出

す ことは、邸宅 のように委託者およびそ の家族(特 に受益者が家族の構成員で ある場 合)に よ って占有 され てい

た土地 を売却 する権 限を見出す ことよ り困難 ではない。なぜな ら、委託者は邸宅 が保 持 され ることをよ り強 く望

む傾 向に あるか らである。

受託者 によって購入 された財産を売却す る権限 を見 出す ことは、委託者に よって受領 された財産 を売却す る権

限 を見出す ことよ りも困難 ではない。なぜ な ら、委 託者 は受託 者 によって購入 された財産 が保 持 され ることをさ

ほ ど欲求 して いないか らであ る。
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証券 を売却す る権 限 を見 出す ことは、土地 を売却 する権限 を見 出す ことよ りも困難ではな い。 なぜ な ら、委 託

者 は土地が保持 される ことをよ り欲求す るであろ うか ら。

委 託者 もし くはその家族構成 員によってコ ン トロール されて いる会社 の株 式を売却す る権限 を見 出す ことは、

他 の株式 を売却 する権限 を見 出す ことよ り困難 である。

収益 を生 まない動産の場合、 受託者 は通 常その動産 を売却す る権 限 と義務 を有す る。 しか し、動産 の性格 か ら

して動産 が保持 され ることが委 託者 の意 図である と判断 される場合、 受託者 は適 法に助産 を売却 しえない。例 え

ば、 動産 がた とえ収益 を生 まないとして も、家宝 とかそ の他の精神 的価値 を有す る物の ように受益者 によって物

品のままで使 用 され ることが意 図されてい るよ うな動産 については、受託 者は売却 してはな らない、とい うのが

委託 者の意 図であろ う。

ほ」 特蜘 産拍 記載

信 託が宣 言 されてい る遺 言およびその他 の証書におけ る一定財産 の特別 な記載は、特にそ の財産 が信託財 産の

全体を含 んでい る場合、財産 は売却 されるべ きではな く、 そのままで保持 され るぺ きであ るとの意 図を示 した も

のである。特 定財産が収益 を生まない ものであ って もこの ことは正当であ る。第240条 注g参 照。

1.売 却 を許可 す る裁判」蒐口権限

信託条項 に よって受託者 が信託財 産を売却す る権限 を付 与されていな いとして も、特 に受託者 が売却 しな いよ

う命令 されていて も、委託 者に よっては知 りえず予知 しえない事 情に よって財産 を売却 しなけれ ば信託 目的が達

成できないか実質的に不 可能 であるな らば、裁判所の許可 に もとついて売 却 をな しうる。第167条 参 照。受 託者が

先ず裁判所の許可 を求 める ことな く売却 して も、裁判所 は第167条 で述 べ られ た規則 に従 って売却 を追認する こと

がで きる。その ような売却 が受益者に とって利益 とな るであろう との事実だ けで は、許可 の充分 な根拠 とは なら

な い。

例1

1.Aは 信 託 としてBに 甲地 を遺贈 し、Cに 収 益を支払 い、Cの 死亡後 甲地 をDに 譲 渡す ることを指

示 した。 甲地 か らの収益はその他の税 を納め るのに不 十分で ある。裁判所 はBに 税 の不払い を避け るた

めに 甲地 を売却 す ることを許可す る。第167条 例6参 照 。

2.Aは 信託 としてBに 邸宅 を遺贈 し、C(Aの 未 亡人)に 生涯 その占有 を許 し、Cの 死 亡後Aの 子

に譲渡す る ことを指示 した。家は工場地帯の 中心区域 とな り、住居 としては不 向きとなる。裁判所 はB

に家の売却 をす ることを許可す る。第167条 例9参 照。

3.Aは 信 託 としてBに アパー トを遺贈 し、 その収益 をCに 支払 い、Cの 死亡後Dに 家 を譲渡す る こ

とを指 示した。信託条項 によ りBは アパ ー トを売却 しな いように指 示されている。隣地の性格 の変化 に

よ りテ ナ ン トを見つ けることが不 可能 になる。裁判所はBに 家 の売却 をする ことを許可す る。第167条 例

10参 照 。

4.Aは 信託 としてBに 農場 を遺贈 し、 その収益 をCに 生涯支払 い、Cの 死亡後Dに 農場 を譲渡 する

ことを指示 した。信託条項 によ りBは 農場 を売却 しな いように指示 されて いる。農場か らの収 入は税 金
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と抵当利息 を支払 うのに不 十分であ る。裁判所 はBに 農場 の売却 をす ることを許可 する。第167条 例11参

照。

5.事 実関係は例4参 照 。農場 か らの純 収益が1000ド ルであるが、農場が2000ド ルで しか売 れな いと

予想 され る。裁判所 はBに 農場 の売却 をす ることを許可 しない。

.茜..1.窺知o畦 幽

受 託者 が信 託財産 を特定の期限 内に売却 する ことを指示 されて いる場合、受 託者は信託条項に よる別段 の定め

が なけれ ばその時点 以後で も適法に売却 する ことがで きる。 もし、 その遅滞 が信 託違 反 とみ られ るな らば、 受託

者 は売却 の際 のそのよ うな遅滞 によって惹起 させ られた損失につ いて責任 を負 う。受 託者 が特定 の時期 ないし出

来事 の後 に信託財産 を売 却す るように指示 され ている場 合、受託者は通常特定 の時期 が到 来 し、特定の 出来事 が

生 じない限 り財産 を適法 に売 却 しえな い。

⊇ 、一 ミ

受託者に信託財産 を売却 する権限 が付 与 されて いる場合 には、 信託条項 に別段の定 めが ない限 り、受託者 は正

当な裁量に もとつ いて信託財産 を競売 または私 的取引 で、部分 的にまたは総 て を、一時に または数回に分けて売

却 す ることがで きる。

i.善 一管注 意義務

受託者 が信託財産 を売却す る権限 を付 与 されていて も、受託者 は売却 に際 して通常人が用 いるであろう善管注

意義務 を受 益者に対 して負 っている。第174条 参照 。か くて、受託者 は不 当に低 い価格 であ るいは不合理 な時期 に

は適法 に売却 しえない。

iL」 置墨旦 もと一つ.亡塵墨描腿

信託条項 によって売却権 限が受託者に付与 され ている場合、抵 当が適法 な信託投資 である として、受託者が財

産の一部 を現金 で、他 の一 部 を抵当の形 で売却す る ことは適法 であ る。ある状況下 では、受託 者が信託投資 とし

て不適法 とされる売買代金 譲渡抵当 として変更す るの も適 当であ る。例えば、通常 の信託投資 な いし第二譲渡抵

当の価値 と比 較 して総額が あま りに も大 きい抵当 は、 それが売却 を有効にす る適切 な方法 であ り、売却が その他

の方法では利益 とな らない事 情の下 で、適法 とされ る。 なお、受託 者が買 主の不確実 な義務 を取 得す ることにな

る ような信用取引 によって信 託財産 を売却す ることは、適法 ではない。

き」_頚玉i己巡畢樋(叩 已画 _童f二迂 生 る.櫃撰

信託条項 に よって売却の権 限が受託者 に付与 されて いる場合、選択 権が付 与 された時点で売買価格 が固定 され

ているか どうか を問わず、 あるいは選択権 を行 使す る時点 で鑑定 によって売 買価格が固定 され るべきであるか ど

うかを問 わず、受託者が買主 に選択権 を付 与す る ことは、通常適法 ではない。その理 由は、売却権 限が付 与 され

ている場合 、受 託者は売却の時点 で裁量権 を行使 するの であって、 その前 の時点 で行使するので はないと通 常考

え られているか らである。 しかし、選択権 を付与す る ことが適 切 であ り、売却 がその他の方法 で は利益 を もた ら

さないとい うよ うな事情 の下 では、受託者 が選択権 を付与するのは適法で ある。

受託者が信託財産 を売 却 ・賃貸す る権限 を有す る場 合、財産 がそ の他の方法 では有利 に賃貸 ・売却 しえないな
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らば、受 託者 は賃貸 もしうるし売買 する選択権 を付 与す ることもできる。例 えば、 受託者は この ような事情 の下

で、賃借 人が財産に改良 を施 し、賃貸終 了の時点 でそれ を買取 る選択権 を有 する とい う合意 をもって賃貸 をなす

ことができる。

⊥,殖 趨 酔超 一正力

受託者が売却権限 を有 する場 合、 売却が総ての点にお いて適法 である ことを前提 として、受託者 は受益 者の1

人に信託財産 を適法 に売却 しうる。信託財産の売却に際 して、 出来 るだけ高価格 で売却す ることが受 託者 の義務

であ るか ら、信託財産 を受 益者の1人 に売却す るには、適正価格 を下 まわ ることにつ いて他 の受 益者の合意がな

い限 り、適法に は出来 ない。なぜな ら、 これは他 の受益者 に対 する受託者の義務違反 とな るか らである。信託財

産 を購入す る受益者 が収 益の一部 をただちに受取 る権限 を付与 されて いる場合、受託者は、受益 者が売買 価格か

ら受取 るべ き収益 の…部 を差引 いて、残額 だけ を現金 で支払 うのを受領 して も差支 えない。信託 財産を購 入す る

受益者が、収益 の総 てをただち に受取 る権限 を付与 されているな らば、売却 はその受 益者 に対 しては現 金の支払

なしに可能 である。第347条 注e～g参 照。

受託者 による受託 者個人への信託財産 の売却 の問題 につ いては、第170条 参照。

皿.変 換 の権限

信 託条項 によって売却の権限 が受託者 に付与 されている場合であ っても、受託 者が引換 えに取 得す る財産 を適

法 に購入 しえない限 り、受託者 は信託財産 を他 の財産 と交換す る権限 をもつ ことはできない。

受 託者が信 託財産を売却す る権 限を有 するとい う事実だけでは、 それ を保持 するために設立 され ている会社 の

株式を交換 に受 領す ることによって、 信託財産 を当該会社へ譲渡す る ことを受 託者に認める ことにはな らない。

信託条項 に よって受託者 が会 社を設 立 し、株 式の交換 を条件 として信託財産 を当該会社へ譲渡す ることを受 託

者に許可 し命ず ることもある。そのよ うな規定 が存在 しな い場合 には、裁判 所は会社の設立 を許可 しうる。信 託

条項によ って受託者が委託者 に よって所有 されてい る事業 を営む ことを継続 す る許可 を与 えられ ている場合{第

230条 注m参 照)、 その よ うな許可は事業 を営むために会社 を設立 する ことを受託者に命 じて いる ものと解 され る。

そ して、 いか なる場合 であって も裁判所は受託 者に事業 のための会社 設立 を許可 しうる。受託者 が事業 の継 続 を

許可 されな いとして も、事 業が 円滑に売却 され、売却が遅滞 する ことに よる危険 を減少 させ るために会社 設立 を

許可 し事業 を営 ませ る ことがで きる。

旦._信 託財産 の贈与 をな丈権 限

通常、受託者 が信託財 産 を贈与す ることは不適法 である。道路 あ るいは その他の公共 目的 のために信 託財産 の

一部分 を献ず る ことが信託に とって利益 となる場合 のよ うに、贈 与が信託財産 にとって有利 であ る場合、当該贈

与 は適法 である。

o」一前後参照

売却が信託違反 であ る場合 の購入者 の責任問題 については、第284条 ～第295条 参照 。

購入費 を支 払 う購 入者の義務 の問題 については、第321条 参 照。

売却権 限の委 任に関す る受託 者の義 務の問題 については、第171条 参照。
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信託終了時 にお ける受 託者の売却権限 につ いて は、第344条 注d参 照。

第191条 抵当または質権の設定または金銭借入の権限

(1)第167条 で述べ られ ている場合 を除き、信託 条項 によって抵当または質権を設定す る権限 を付与 されてい

ない 限 り、受託者は適法 に信託財産 に抵 当権または質権 を設定 しえない。

(2)第167条 で述 べ られてい る場合 を除き、信託 条項 によって権 限を付 与されていない限 り、受託者 は適 法に

信託財産 の信用によって金銭 を借入れ た り、土 地債 務 を負担 させ ることはで きない。

(1)項 の注:

旦...一准象 垂範▲r6

(1)項 は、受 託者が金 銭 を借入れ、 その借入金 を保 証す るため に抵 当ないし質権 を設定 す る場合 と、信託 の運

用に際 して既 に受託 者によ って負わ され ている負債 を保証す るた めに信託財産 に抵 当ない し質権 を設定す る場 合

の双方に適用 される。

b.信 託条項

信託財産 に抵 当ない し質 権 を設定す る権限は信託証 書に よって特定の文言 にお いて付与 され うる。 この ような

権 限が特定 の文 言において付 与 されていな いとして も、信 託証書で用 いられ ている言葉 か ら権 限の付与が意図 さ

れて いると判断 され る場合 、受託者 は適 法 に信託財産 に抵 当ない し質権 を設定す ることが できる。抵当な いし質

権 を設定す る権限 を見出す ことは、売却 権限 を付与す る意 図を見 出す ことより困難で ある。信託 財産を売却す る

権 限の付 与は譲渡抵当な いし質 権を設定 す る権 限の付与 と同一 ではない。

抵 当を設定す る権限は、 当該権限 が信 託 目的 を実現す るために委 託者によ って必要 と考 え られる場 合に付 与 さ

れ る。か くて、受託者が土地 の売却 を命 じられ、売却 を延期す る権 限を付 与 され、一・方では改良 と修繕 を も施す

権 限を付 与 され てい る場合、通 常、受託者 は信 託財産に抵当 を設定 する ことに よって この 目的 に必 要な金 銭を適

法 に取得 しうる。

抵 当を設定 す る権限が受託者 に付与 されている場 合、それが特定 の文言 で付 与 されてい るか その他 の方法 で付

与 され ているか を問わず、通常、権限 を付与す る規 定が抵当証書 において記入 されて いるな らば、受託者 は抵 当

権実行の手続(foreclosure)を 経 ることな く、抵 当が 設定 され た財産 を債務 不履行(default)の 故 に売却 する

権限 を抵 当権 者に付 与する ことがで きる。

」L._譲渡抵 当四甘 い繊 坦[童膿ム.重る撰齪

受託者 に付 与 された財産 を購入す る権限は、抵 当の設定 された財産 を購入す る ことを受託者 に許容 して いる も

の として通常解 されるべきでは ない。例 えば、受託者 が土地を購 入す る権限 を付与 されている場 合、受託者 は通

常 、抵当 を引受 けないと して も、当該抵当の付 いた土地 を購入 してはな らな いし、土地 の購入 に際 して購入代金

のための抵 当を設定 してはな らない。 しか し、受託者 が既 に自 ら保持 して いる財産 に抵 当ない し質権 を設定す る

ことを許 され ていない場合 であ って も、信託条項 によって、受託 者は抵当の付 いた財産 を購入 し、抵当 を受け る
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ことを認 め られ ることもある。

」L_抵 当、を.許可重重瑛判厳{聖]91挟

信託条項に よって、信託財 産に抵 当 を設定す る権限 が受 託者 に付 与 されて いな い場 合、委託者 に よっては知 り

えず予知 しえない事情 のために財産に抵当が設定 されない限 り信託 目的の達成が挫折 し、実 質的に不可 能 とな る

ようであるな らば、裁 判所の許可に よって抵当 を設定 する ことがで きる。 第167条 参 照。受 託者 が先ず裁判所の

許可 を求 める ことな く抵 当 を設定 した場合、裁 判所 は 第167条 に述べ られ ている規 則に したがって抵当の設定 を

許可 しうる。抵 当が受益 者に とって有利 であるとい う事実だけで は、 当該抵 当を設定する充分な根拠 とはな らな

い。

例l

l.Aは 信託 としてBに 店 舗 と事務 所の あるピル を遺贈 し、Aの 末子が21才 に達す るまでAの 子供連

を扶養す るに必要 な収 益を支払 い、土 地に抵当 をつ けてまで扶養に必要の ない収益 をえない ことを指 示

した。 ピルが火災 で損害を受けた。裁 判所 はBに 抵当 をっけて半永久的修理 のために金銭 を得 る ことを

許す。

2.Aは 信託 としてBに 農場 を遺贈 し、 それ を経営 し、その純収益 をCに 生涯、Cの 死 後、その子 に

農場 を譲渡す る ことを指示 した。信託条項 によ り農場 は担保設定が できない こととされてい る。農場 は

近隣 の都市 に含まれ るようにな り、農場 としての便益 は減少 し、一般 的な価値 は非常 に上昇 した。収益

は税 負担 に不十分 となる。裁判所 はBに それを売却す るか、土地 の全部または一部に抵当をつけ るか、

賃貸 す るかを許可す る。

(2)項 の注:

旦._保 証 な.し.廿歳践 をf雌入れ{5血 眼

受託者が借入金を担保す るために信託財産の一部に抵当 ないし質権 を設定す る場合 でなくとも、受託者 が信託

財産の信用 で金銭 を借入れ る ことは通 常不適法 であ る。

f.前 麓 参照

受託者が信託財産 のために金銭 を借入れ た場合の受託者 の補 償金にっ いて は、第244条 および第245条 参 照。

受託者 によって適法 に支払われた費用 のため信託財産 に執行 で きる受託者 の権 限については、第270条 参 照。

第192条 和解、仲裁判断および権利放棄 に関する権限

受託者は、善良なる管理者の注意を用いていることを前提として、信託財産に関して適法に和解をなし、仲裁

判断に服し、また権利の放棄をなすことができる。

注:

旦,」繋 者によρ.て決定書_虹繊 劃幽 土蚤恕擁とlll噸

受託者は信託財産の一部についての請求を実現するために合理的とみられる手段を講ずる権限と義務を有する。
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第177条 参照。あ る事情 の下 で権利 を執行す るた めの唯一 の合理 的な手段が訴訟 を提起す る ことであれば、受託者

は訴訟を提起す る義務 を負 う。権利 に関 して和 解 し、仲裁 に委ね る ことが合理的にみ て相当 である場合 、受託者

は適 法に和解 し、fl11裁に委 ねる ことができる。受託者 は、合理的 判断の枠 内で行動す るに しても、訴求 するか、

和解 するか、 あ るいは仲裁 に移行 させ るかの裁 量 を有す る。

工L」聖誕措1三対する3に つ いて の相擁 と仲裁

受託者 は、 善良 なる管理者の注意 を払 う ことを前提 として も、 もし相手方 が勝訴 した場 合に信託財産 の損失 を

招来 させ る主張 に対 して適法に和解 し、仲裁 に委 ねる ことがで きる。 そのような主張 を防禦す る受託者 の義務 に

っ いては、第178条 参照 。

主_権 利の放棄

訴訟が無益 でな く、 訴訟費用ない し権利の性質か らみて訴 訟を提起 しな いことが合理的 でな く、受託者が和解、

仲 裁によ って合理的解決 を期 待 しえないのでな い限 り、受託者 は信託財産に関す る権利 を適法 には放棄 しえな い。

旦」.酬 ヒ塑 山 立

受 託者 が権利に関 して和解 すべきか それ とも仲 裁に移行すべ きかについて疑 いを抱 いて いる場合 、受 託者 は裁

判所 の説 示を求め、事情 によっては裁判所 の事後 的承諾 を求 める こともできる。

第193条 株式に関する権限

信託条項に別段の定めがない限り、株式その他の証券の受託者は、そのような株式その他の証券の保持者とし

て議決権を行使し、またその権限を適法に行使することができる。

注:

a」_殊遇に閲閲して議決ヨ二重陸∫D堂睡煮頃義務

株式の議決権の行使に際して、受益者の利益を増大させるために適切な注意義務を払うのが受託者の義務であ

る。受託者はいかに議決権を行使すべきかの裁量を有し、受託者が裁量権を濫用しない限り、裁判所は議決権の

行使に関して受託者を監督しえない。しかし、受託者は差止命令またはその他によって受益者に対する義務を侵

害する議決権の行使を制止させられることがある。

受託者自身の利益になる議決権の行使についての受託者の責任に関しては、第170条注o参 照。

受託者がコントロールし、または実質上コントロールしうる程に多数の割合の特定会社の株式を受託者として

保有しているならば、株式の議決権行使に関する受託者の責任は少量の株式を有する場合よりも大きい。

基_議 酬 一ぱ則fエ聾

信託の適切な運用のために、受託者が株主総会で個人的判断を用いることが必要である場合、受託者が自ら議

決権を行使しないことは信託違反となる。第171条参照。同様に、会社にとって特別に重要な問題に関して信託の

最大の利益となるには株式の議決権はいかに行使されるべきかを受託者自身が決定しなければならない場合、受

託者が代理人に議決権行使の包括的権限を付与することは信託違反となる。このような場合、受託者が自ら議決
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齢 行使 しえないのであれ ぱ 受辞 は 自分麟 定 した醐 内で議端 行使 の願 を特別代理 人に付与すべ きで

あ る。例 えばご 受託者に よって保持 され ている株式 が会 社にお いて大 きな利害 関係を有 し・ とりわけそれ らが会

社 をコ ン トロールしうる程 の利害関係 であれば・受 託者は通常 自ら議決権 を行 使すべ きであ り・少な くとも重 要

案件 に関す る議決権行使 のよ うな一一般的権 限を委任 する ことはで きな い。

統一信託法(theunifor■trustsacts)第8条 によれば、 「会社株式 を保有 する受託者は代理人に よって議決

権 を行使 しうるが、 いかに議決権 を行使す べきか を決定 す るに際 して、お よび議決 権行使 に際 して善良な る管理

者の注意義務 を怠 った ことに よって生ず る受益者 のすべての損 失について責任 を負 う。」 と規 定 されてい る。

旦.一再郎璽 四一恵

受託者が会社 の株式 ない しその他の証券 を保有 し、財 政状態 の故に会社の再建 が必要 となった場合、当該事情

の下でそ うす る ことが相 当であ ることを前提 として、受 託者 は適 法に再建の 同意 をな し、その関係で従 来の株式

その他の証券 と交換 され る新 株式その他の証券 を受領 しなければな らない。 これは不適法 な和解 とな るもの では

な く(第192条 参照)、 新株式 その他 の証券への元来 の投資 が適 切な信託投資 でない ことだけによ って不適法 とす

る ことはで きな い(第231条 注g参 照)。

d.{織 舜且会への株式 の寄晶

受託者は、株主な いし他 の証券保持者の利益 を保護 するために設置 されて いる保 護委員会 へ、信託に含まれ て

い る株式その他 の証券 を寄託 す ることが できる。 また、 当該事情 の下 でそれが相 当である ことを前提 として、受

託者は信託財産か ら受託者 の持株に相当す る保護委員会 の費用 を支払 う。 このような寄託 は、必 ず しもコ ン トロ

ールの委任な いし放棄 ではない
。第171条 参照。 しかし、例 えば受託者 が多量 の株式 その他の証券 の所 持者であ る

ために、その状況下で 自己独 自の判断 を行使すべ き義務 を負 っている場合に は;委 任 は不適法 であ る。

旦.離 離 照

株式ない し他の証券が信託 に保持 されて いる会社 につ いて、合 併が行なわれ る場合 の受託者 の権 限について は、

第231条 注f参 照。

株式ない し他の証券 を売却 した り、それ らに抵当 ないし質権 を設定 する受託者 の権限 につ いては、第190条 お よ

び第191条 参照。

第194条 数人の受託者

2人 もしくはそれ以上の受託者が存在する場合、信託条項に別段の定めがない限り、それらの受託者に付与さ

れている権限は、絶ての受託者の共同によってのみ適法に行使することができる。

注:

旦,_全員二章の必要性

2人 もしくはそれ以上の受託者が存在する場合、受託者として課せられた権限を行使するには、総ての受託者

による行動が必要である。受託者の1人 が権限の行使に際して協力することを拒否する場合、他の受託者は権限
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を行使 しえない。 しか し、 このような場 合に権 限 を行使す るこ とが信託に とっての最大の利益 であ ると考 え られ

るな らば、裁 判所は、共 同受託者 ない し受 益者 の請求に応 じて権限の行使 を命ず ることが できる。受託者が権限

の行使 に際 して協力す ることを不合理 に も拒否 す る場合、受託 者の解任が信託の最大 の利益 とな るな らば、裁判

所 はその受 託者 を解任 しうる。第107条 参照 。

行為 前に他 の受託者の合意 もしくは裁判所の許可 を得 る ことがで きず、 しかも行為 する ことが信託 目的 の達成

に不可欠 であ るような緊急 事態が存す る場合、1人 もしくは複数の受託者 は適法 に付 与 された権限 を行使す る こ

とができ る。第167条 と比較せ よ。

一生_蓋 任重三ト適法な場合

受託者が行為 の履行 を適法 に委任で きる範囲 内でのみ(第171条 参照)、 他 の受託 者の合意に よって、受 託者全

員でな くて も適法に行為 をなす ことがで きる。

ユ 三同憂 誕≧者些 よ酬 認

1人 もし くは数人 の受 託者が他の受託者 の合意 な しに行為す る場合 、追 認する ことが信託 にとって最大 の利益

であ るな らば、他 の受 託者はそ の行為 を追 認しうる。 しか し、追 認の時点 で、他の受託者が追認 す ることが信託

の利益の ためである と合理的に判断 され なければ、 追認す るこ とは信 託違 反 とな る。

」」一－la托鞄項

信託条項 による特 別の定 めが あれ ば、受 託者 に付 与 され ている権限は総 ての受託者 によって行 使 され る必要 は

な い。例 えば、1人 の受託者が海外 へ行 く場合 、残 りの受託者 は付与 された権限 を行使す る ことがで きる。 同様

に、信託条項 によって、受託者 は他 の1人 もしくは複数 の受託 者に権限の行使 を委任 する こと を許 され る こと も

ある。

貞一,_金益1禰c

公益信 託の受託者 に付与 された権 限は、信託条項 に別段 の定 めのない限 り、受託者 の多数決 によって行使 され

る。第383条 参 照。

旦」 薩ヒfぱ髄 迭

統 一信 託法第11条 によれば、信託条項に別段の定 めがなけれ ば、3人 もしくはそれ以上の受託者 に帰属 す る権

限 は受 託者の多数決 によって行使 され る。 同様 の規 定を有す る他 の制定法 も存在 す る。

乱 一一前畿 鐙照

共 同受託者 に関す る受託者の義務 と責任 につ いては、第184条 、第224条 参照。

」

第195条 残存受託者

2人 もしくはそれ以上の者が受託者として指名され、その中の1人 もしくはそれ以上の者が受託者に就任しな

かったり、死亡したり、放棄した∪、解任されたり、またはその他何らかの理由で受託者にならなかった場合、

信託条項に別段の定めがない限り、受託者に付与された権限は残存する受託者によって適法に行使される。
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注:

旦L棉 撰辺行1軽信墨田囎 睡煮延捌撰書甦てし±を勤査

受託者に付与された権限が最初に選任された受託者全員のグループによってのみ行使されるべきことが信託条

項から判断される場合、残存する受託者は権限を適法に行使しえない。

瓦_椎 醒の11疎煎些摺貝左櫨」輻圭」麺 封土ればなら融 剤宣

受託者に付与された権限が最初に任命された受託者の数と同一の人数の受託者によって行使しなければならな

いことが信託条項から判断される場合、新しい受託者が任命され欠員が補充されるまでは権限は行使しえない。

旦.亜 後劃照

最初に選任された受託者のみによって権限が行使されるぺきであるとの委託者の意図を決定する際に重要な事

情については、第196条注a参 照。

第196条 承継受託者

信託条 項に別段の定めのな い限り、受託 者に付与された権限 は、その承継 者に よって適法 に行使 され る。

注:

a.一 脚 搬 ‖

信託条項 は特定の文言 において最 初の受託者に付与 された若干 の権限を承継受託者 が行 使する ことを許 容 した

り禁止 した りできる。

受託者 に付与 され た権限 が、承継 受託者 によって行使 される ことが信託条項 の特定 の文 言で規定 されて いる場

合、権限 は最初 に選任 された受託者のみ によって行使 されるとの委 託者の意 図が とくに表 明 されな い限 り、権限

は承継受託者 によって適法 に行使 され る。

信託条項 によって付与 された権限が最初 に選任 された受託者 のみに よって行使 され るべきか どうか という委託

者 の意 図を判定 するに際 しては、以下 の事 情が重要 であ る。(1)権 限 の性質 と範 囲、(2)権 限が行使 され る時点、

(3)権 限 の行使の際 の裁 量の範 囲、(4)信 託 目的、(5)最 初に選任 された受 託者が個人であ るのかそれ とも会社

であるのか、(6)権 限が指名に よって受 託者に付 与 されて いるか どうか、(7)最 初の受託者 と委託者 ないし受益

者 との関 係、(8)委 託者 と受益者の 関係 。

権 限が最 初に選任 された受託者 のみに よって行使 され るべ きことが信託条項 か ら判断 され ない限 り、判決 は権

限 が承継受 託者によって行使 され うる余 地を広 く認め ようとす る傾 向にある。

h」_±質 鰹禰摂

信 託に とって本質的で ある権 限ない しは信託の効果的運用に関係 する権 限は、通常、承継受託者 によって行使

され うる。 したがって、売却権 限 も、 通常、承継受託者 によって行使 され うるものである。

⊇ 聖哲童 劃 』蝿

最初に選任 された受託者 が もはや受 託者 として行動 しない時点 で権限の行使 を必 要 とする事情 が 自然 に生ず る
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な らば、承継受託者が権 限 を行使すべ きものと委託者 が意 図 して いたと推論 できる。

匡L」嚥 且幽 権 限 と故愉陸棚閨

権 限の行使が裁量的 でない場 合、権限は承継 受託者 によ って行使 され ると委託者 が意 図 して いた と推論 できる。

また、受 託者に裁量が付与 され、裁量の行使の合理性 を判 断 しうる基準が存在す るのであれば、同様な推論 が可

能 である。権限 の行使が受 託者の裁量の範囲内にあ り、裁 量 を判断す る基準が存在 しなければ、推論は認 め られ

ない。 しか し、最初の受託 者に認め られて いる信認が その者に対す る人的な もの でなけれ ばな らな いとは信託条

項 か ら判 断 され ない限 り、通常 、権限は承継受 託者 によって行 使 され うる。

旦一㌔前払 しと交る権 限

受益者 に対 して元本か ら生涯 にわたって前払 いす る権限 が受 託者に付与 されて いる場合、承継 受託者が適法 に

前払 いをな しうるか どうかの問題は、委 託者 の当初の意図 が生涯受 益者の利益 を増進 させ る ことに あるのか、 そ

れ と も残 存者 のために財産 を留 保する ことにあるのか に係 わって くる。例 えば、生涯受益者が委 託者の寡 婦な い

し子供 であ り、 しか も残存者 が遠い親戚 であ り、あ るいは残余 権が公益信託のための もので あれば、生涯 受益者

に前払 いをなす権限は承継受 託者によって行使 され うるとの推 論は、残存者が委 託者 の子供 である場合 よ りも強

い。財産 か らの収益が生涯受益 者の扶養 のためには不充分 である場 合、承継受 託者が 前払 いをなす権限 を有す る

との推論 は、収 益が充分で ある時よ りも強 い。

収益受益者 に対して元本か ら支払 いをなす受託 者の権限 につ いては、第128条 注i、 第168条 注d参 照 。

.IL_嚢 腫壷.と鷺託 煮の関.離

委託者 と最初 の受 託者 との関係 は、受託者の みに対 して個人 的な信頼 を置 く意 図 を示すよ うな ものである。最

初の受託者が委 託者 と関係の ない者 であ る場合、 と りわけ、最初 の受託者 が会社受 託者であ る場合 、権 限が承継

受託者に よって行使 され ることを委託者は意図 している との推論 を導 くことは、受 託者が委 託者 の近 い親 戚であ

った り親 しい友 人である時 よりも困難ではな い。

9、 疏=・鶴託拙{

統一・信託法第10条 によれば、 「信託証書お よびその修 正証書 に別段 の定 めが ない限 り、 または裁 判所 による特

別 の命令がな い限 り、 受託者の総ての権限は、そ の職務 に付 着 した もの であって、決 して人 的な ものではない。」

と規定 されて いる。

第4節 受益者の救済方法と受託者の責任

第197条 受益者の救済方法の性質

第198条 で述べ られ ている場合 を除き、受託者に対す る受益者 の救済方法 は、すべ て衡平法 上の もの に限定 され

る。

注:

旦 一.{剛「撞」:坦救済 互法
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衡平法上 の救 済方 法 とは、大法官裁判所 または、それ と同等の権限 を所持 ・行使す る裁判所 によってな され る

救済 である。第2条 注e、fと 比較せ よ。

上」_翼的違 反

受託者 としての義務 の履行 を怠 る受託者 は、 明示的な契約 にかか る普通法上 の訴訟にお いて、 または普通法 上

の訴訟形態が廃 止されてい る州の法 律 に もとつ く同種 の訴訟にお いて、契約違反 に関 して受益者に対 し責任 を負

うことはな い。信託 の設定 は、契約 で あるよ りも信 託財産に関 す る受益権の譲 渡 と考え られて いる。 さらに、信

託の管理に関す る問題 は、 常に、普通法上 の訴訟 よ りも衡平法上 の訴訟にお いて取 り扱われ るのが適剴であ ると

みな され うる種類の もの であった。そ こで は、事 実問題 が裁判所 によ ってで はな く陪審によ って判断 され るか ら

であ る。信託 を履行す るとい う口頭 の約 束が受託者 によってなされた という事実 が存在するだけでは、信託の管

理 に関す る競合的管轄権が普通法裁 判所に付与 される ことはない。

信託 を引受け、受託者 としての義 務の履行に同意 して も、受託者 は普通 法上 の訴訟 で強制 で きる ような信託 を

履行 する契約 を締結 した ことにはな らない。受託者 は、契約に よって、受 託者 として引受 けている以外 の義務 を

も引受ける ことがで きる。受託者が これ らの義務 を引受け る場合、受 託者 は、 その義務履行 の憬怠 について、普

通法 上の訴訟で責任 を負 うことになる。

c.」萱益者に 」,fイ∫の権卵 さ」虹工 し、る場合

受 託者 が信 託に含 まれて いる土地 の占有を受 益者に許容す る義務 を負ってい るの に、 この義務 に違反す る場 合

で も、受 託者 は不動産 回復訴訟、侵害訴 訟ない しその他の普通法 上 の訴訟 において受益者に責任 を負 うことはな

い。

止_助 産.壁違拷な取 旦抵 史

助産の受託者 が違法 に動 産を取 り扱 ったとして も、 第198条(2)項 で述べ られ てい る場合 を除 き、普通法 上 の動

産の侵害訴訟、(trespass,trover,detinue,rep】evin等)ま たはそ の他 の普通法 上の訴訟にお いて受 益者 に対

して責任 を負 う ことは ない。

第198条 受益者の普通法上の救済方法

(1)受 託者が受益者に対して金銭を遅滞なくかっ無条件に支払うぺき義務を負う場合、受益者は受託者に対し

て支払いを強制する普通法上の訴訟を提起することができる。

(2)動 産の受託者が受益者に対して動産を遅滞なくかっ無条件に譲渡する義務を負っている場合に、動産を譲

渡せず、それが信託違反となるならば、受益者は受託者に対して普通法上の訴訟を提起することができる。

注1

皇⊥競合的脚肖』主k

本条で述べられているように、受益者は受託者に対して普通法上の訴訟を提起しうるが、衡平法上の救済方法

をも有する。第199条参照。
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(1)項 の注:

互－L金銭 を塁 益者1こ喜粧 うユ 鰻 登

普 通法 上、金銭の権原 を有す る者(受 託者)は 、受益権 を有す る者(受 益者)に 対 して普通法 上 の計算訴訟 に

おいて責 任 を負 っていた。 この訴訟形態は、一般 に用 い られな くな り、衡平法上 の訴状、金銭 債務訴訟お よび一

般 的引受 訴訟に取 って代 られた。 これ らの訴訟の範 囲は、(1)項で述 べ た状況 をもカバ ーする程 に拡大 され てきた。

これに伴 って、金銭債 務訴訟、一般的引受訴訟、お よび訴 訟方式が廃止 された州 における普通法 上 の同種 の訴 訟

は、現在、受益者 に対 して金銭 を支払 うぺ き受託者の義務 を早急かつ無条件に強制 しようとする受益者 にとって

有効である。

例:

1.Aは 、 金銭 を投資 し、Cが21歳 に達 した らCに 元本 と蓄積 され た収 益を支払 うための信託 と して、

Bに1.㎜ ドル支払 う。Cが21歳1こ 達 した時、Bは 手元1こ元本 と蓄積 され た収益 を含む1,500ド ルを保 有

している。CはBに 対 して金銭債務訴訟、一般 的引受訴訟 または訴訟方式 が廃 止 された州にお いては普

通法上 の訴訟にお いて金銭 を取 り戻 しうる。

2.Aは 、1月1日 お よび7刀1日 にCに 収益 を支払 うための信託 として、Bに 株式 を譲渡 する。B

は3月 に配当を受領 したが、7月1日 にその配当 をCに 支払わ ない。Bは 、Cに 対 して金銭債務 訴訟 、

一般的 引受 訴訟 または訴訟方式が廃 止されている州 にお いては普通法上 の訴訟にお いて責任 を負 う。

3.Aは 、Cに 蓄積 され た配 当を支払 うための信託 として、Bに 株式 を譲渡する。Bに よって配当が

受領 されるが、Bは それ を目的外使用す る。Bは 、Cに 対 して金銭債務 訴訟、一般 的引受訴訟 または訴

訟方式 が廃止 され ている州 にお いては普通法 上の訴訟 にお いて責任 を負 う。

4.Aは 、農場 を管理 し、 そ こか ら得 た純 収益 をCに 支払 うための信 託 として、Bに 農場 を譲渡す る。

Bは 種 々の費用 を支 出 し、種 々の金銭 を受領 し、Cに 支払 うべき純収益 が1、㎜ ドル を存在 す ることを示

す 計算 書(account)を 示 す。BはCに 対 して、金銭債務訴 訟、一般 的引受訴 訟 または訴訟方式 が廃止 さ

れ ている州にお いては普通法上 の訴訟 において責任 を負う。

しかし、 この ことは信託 に含 まれている金銭 を受益者に 早急 かつ無 条件 に支払 う義務を負 っている受 託者が、

受託者 でな くな り、債務者 となる ことを意 味する ものでは ない。債 務者ではな く、依然 として受託老であ るか ら、

金銭 が信 託違 反 とな る ことな く喪失 した場 合には(第204条 参 照)、 受託者は責 任 を負わな い。そ して、受託者が

支払不能 であ るとして も、受 益者は、 その金銭 またはその代位 物が、特定でき る限 り、受託者 の一般債権者の請

求 に優 先 して(第202条 参照)、 衡平法 上の権利 を有す る。

しか し、 信託条項な いし当事者の合意 に よって、受託者 が債 務者 となる更改(novation)が 効力を有す ること

もある。第12条 注o参 照 。そのような信 託条項 ない し合意 が存 在 しな い場 合、受託者 は自己 の行為 によっ て受託

者 と しての義務 を債務者 としての義務 へ転換 させる ことはできない。

c.金 銭題 急に支払 うべ きものでな巳場合

受 託者が早急かつ無条件 に金銭を受 益者に支払 う義務 を負っていな い場合、受益者 は受託 者に対 して普通法上
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の訴訟 を提起 しえない。

例:

5.Aは 、Cの 扶養 に必要 な金銭をCに 、またはCの 利益 のために支 払 うべき信託 として、Bに100,

㎜ ドルを遺 贈す る。CはBに 対 して髄 法上の訴訟 を提起 しえな い。

d.胞 恥 描

受 託者 が信託 として継続的に保有すぺ き金 銭 を目的外使用 した としても、遅滞 な い支払 いを要求 する権 限 を有

しない受益 者は、受託者に対す る普通法 上の訴訟を提起す ることは できない。受益者 の救済力法 は、 目的外 使用

された金銭 を回復 し、 それ を信託中 に保 有するかまたは新受託者に移転す る ことを受託者 に要求す る衡平法 上の

訴訟 である。 しか し、 まず受託者が解任 され、新 受託者が選任 され るならば、新受託者は 目的外使用 され た金 銭

を回復 する普通 法上の訴訟 を旧受託者 に対 して提起 しうる。なぜ な ら、 旧受 託者は金銭 を遅滞 な くかつ無条件 に

新受託者 に移 転すべ き業 務 を負 っているか らである。

旦...鈍鑓 屋 豊損害賠償金堂 鯉 頂 貢 帳

普通法 上の訴訟は、受託者 に対 して、 信託違反か ら生ず る債務不履行 による損害賠償金 の履行確保 につ いては、

提起 する ことができ る。信託違反が存 するか否かにつ いては普通法上 の訴訟 は提起 しえな い。例 えば、受 託者 が

過 失によって金 銭以外の信託の 目的物 を殿 損 した り破壊す る場 合、受託者 は普通 法上 の訴訟 において責任 を負わ

ない。

(2)項 の注:

f」.動産童 受益 者に譲渡甦 義轡{在 在 す口 墨査

動産 の受 託者が動 産につい ての法的権原 を有 して いる場合で も、受託者が受 益者 の要求す る時 にいつ で も動産

を受益者 に移 転すべ き義務 を負 っているの に、要求 されて いる動産 の移転 を拒 否す るか、 あるいは動産 を 目的外

使 用 して、その義務の不履行 を生 じてい るときは、受益者は受託者 に対 して普通 法上 の訴訟 を提起す る ことがで

きる。

例1

6.Aは 、Bが 一定価格 で 自動 車を転売す ること、 もしその一定 価格 を獲得で きない場合に は、 自動

車 をAに 再譲渡す ることとい う合意を内容 とす る売却証書 に もとついて、 自動車 をBに 譲渡す る。 自動

車の売却に失敗 したBは 、負債 の支払いに際 して自動車 を自己の債 権者 に譲 渡した。Bは 、動産 侵害訴

訟または普通 法上の 同種 の訴 訟において、Aに 対 して責任 を負 う。

第199条 受益者の衡平法上の救済方法

信託 の受益者 は、

{a)受 託 者 としての義務の履行 を受託 者に請求す るために、

(b)受 託 者が信託 違反 を犯 すのを防止するため に、
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(c)信 託違反の救済 を受託 者に請求す るために、

(c)信 託 財産の 占有 を取 得 してその管理にあた るべ き信託 財産の管理人 を選任す るため に、

(o)受 託 者 を解任す るために、

訴訟 を提 起す ることがで きる。

注:

亀._蛙足 の履一行」Ls螂 ≡rfor■ancの.

信託の受益者 は、受 託者 としての義務の履行 を受託者 に請求 す るために、訴訟 を提起す る ことが できる。普通

法 上の適 切 な救済方法 が存在す ることは、別に重要で はない。第198条 参照 。受益者 は、適法 な訴訟にお いて、訴

状 を提出 し、受託者 の義 務が何 であるか を明らかにし、その義務 を強制す るよ う、裁 判所 に求 め ることができる。

1鰻.韮 止血:生

受託者が信託違反 を犯 す恐れがあ ると認 められ る十分 な事情があ る場合 には、受益者 は、信 託違反 を防止 する

ために訴訟 を提起す る ことがで きる。

鋼 違庭1救 済

受託者が信託違反 を犯 した場合、受益者 は信託違反 の救 済を受託者 に請求 するため訴訟 を提 起す ることができ

る。第2α5条参照。

上 借疏財亜 □無 理[ム豊 退廷

受益者の利益保護 のために必要 である場合、信託 の 目的物の全部 または一・部の占有 を取得 し、そ の管理 をなす

ために、裁判所 によって、信託財産の管理人が選任 される。

受託者解任 のための手続 きが開始 され、手続進行 中は裁 判所 の監督下に信託管理 することが必要 また は適切 と

認め られ る場合 には、受 託者が解任 されて新受託者が選任 され るまで、裁判所は信 託財産 の管 理人 を選任 する こ

とがで きる。受託者 が適 法 に受託者た る ものとして裁判 所に よって決定 されるか、または新 受託者 が選任 され信

託財産の権原 がその者に付与 され るな らば、裁判所 は信 託財産の管理人の職務 を終 了せしめ る。

旦 鷲 直結 の僻 正正

受託者が非常 に重大 な信託違反 を犯 したか、 または犯 す恐れが ある場合、 もし くはその他 の事情 によって受託

者 として留 まる ことが受益者 の利益 にとって好 まし くない場合 には、裁判所 は、受託者を解 任す る ことがで きる。

第107条 参照。

解任 され た受 託者 が唯一の受託者 である場合、裁 判所 は、新受託者 を選任 する。解 任 され た受託者が複 数受託

者の1人 である場合、信 託 を管理す る ことが残存受託者 に許可 され るか、または、第108条 に よって新受託者 が選

任 され る。

新受託者 は、 旧受 託者に対 して信託違反 に関 する訴訟 を提起す る ことができる。 また、類 似の訴 訟は受 益者に

よっても提起 が可能 であ る。第200条 参照。

L」 髄 鞘 傭 燃 障

受益者 は、信 託の管理に関 して管轄 権を有す る裁 判所に対 して、本 条で述べ られて いる救済 を訴求す ることが
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で きる。土地信託の管理の管轄権 に関 しては、抵触法 リステイ トメ ン ト第243条 参照。動産 の管理 の管轄権 に関 し

ては、抵触法 リステ イ トメ ン ト 第299条 参照。 このような訴訟は、信 託財 産中の利 益に影響 を及 ぼす準 対物的訴

訟(proceeding叩asnnre■)に な りうるし、ま た、受託者に人的責 任を負わせ た り、受託者 の信託違反 を防止

した り、受 託者に信託違反の特別補償 をな さしめた り受託者 を解任 する対人 的訴訟(proceedinginpersona■)

に もな りうる。

訴 訟が準対物的訴訟であ る場合、裁 判所はその判決 によって影響 される信託財産 に関する管轄 権 を有 していな

ければな らな い。受託者には審問 を受 け るのに必要な通知 と機会 とを与えなけれ ばな らないが、受 託者 個人 に関

して管轄権が存在す る必要 はない。判決手続 リステ イ トメ ント第3条 、第32条 、第75条 参照 。

訴訟が対人的訴訟であ る場合、裁判 所は受託者個人 に関す る管轄権 を有 して いなければな らない。判決手 続 リ

ステ イ トメ ン ト第1条 、第4条 参照。受託 者が訴訟の提起 された州 の非居住 者であ る場合、遺言 によって受 託者

と して行 為する ことが認め られ る以 前に、受託者は、 自己に対す る訴状 の送達 を享受 することのできる居住 者ま

たは公務員 としての資格 を付 与 され なければな らな い旨が、 しば しば制定法 に よって規定 されている。若干 の州

では受託者は遺言に よる受託者 としての選任 を承諾 す ることに よって訴状 の送 達が制定法所定 の方法 で受託 者に

な される ことを条件に、受託者 自身個人 的に、信託管理の監督 権 を有 する裁判 所の管轄に服す る ことに なる 旨が、

制定 法に よって規定 されて いる。

いかなる場 合に も、訴訟に必要 な通知 と審問の機会が受託者に付与 され なければ な らな い。判決手続 リステ イ

トメ ン ト第6条 参照 。

裁 判所 が当該信託の管 理に関す る管 轄権 を有す る州以外 では、例 えば受託者 が信託 を否認 した り信託財産 を他

州 へ移す場合の ような、一定の事情が あれば、受益者の受託者に対す る訴訟提 起が認 められ る こともあ る。抵触

法 リステ イ トメ ン ト第299条 参照。

将 来利益 を対象 とする訴訟手続の当事者 については、財産権 の リステイ トメ ン ト第180条 ～第186条 参照。

受 託者 に よる計算 訴訟(accounting)に おける裁判所の管轄権につ いて は、 第220条 注c、d参 照。

第200条 受益者以外の者の救済方法

受益者又 は受 益者 の代 理と して訴求 する者のほか、何人 も信託 の履行を求め 、また信託違反の防止およびその

賠償 を求 めるために受託 者に対 して訴訟 を提起 するこ とができなL㌔

注:

」L_繍 量屯噺 『を蘭 塔 レう二邑一薪

通常、受託 者に対 して信 託の履行 を求 め、また信 託違反の防止お よびその賠償 を求 めるための訴訟は、受益者

によって提起 される。第197条 、第198条 、 第199条 参 照。複数 の受益者が存在 する場 合、総ての受益者は訴訟 を提

起す る ことが できる。第214条 参照。受益者 が無 能力である場 合、訴訟は受益者 を代理 する後見人によ って も提起

す る ことができる。同様 に、 訴訟は複数 の共 同受託 者の1人 によって他の共 同受 託者{注e参 照)に 対 して、 あ
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るいは、承継受 託者 に よってその前任者(注f参 照)に 対 して提起 され うる。受 益者が受 益権 を譲 渡す る場合、

譲受人は そのよ うな訴訟 を提起す る ことができる(注g参 照)。 同様 に、一 定の場 合、裁判所 は職権 を もって請求

す ることが できる(注h参 照)。

旦L過{{≧ 塾 刮⌒ 甦△

委託者、 その法定相続 人、任意代理人 は、 いずれ も信 託の履行 を求 め、 また信 託違反 の防 止お よびそ の賠償 を

求め るため に受託者 に対 して訴訟 を提起す ることはできない。 しか し、 もし委託者 が信託財産 につ いて も利 益留

保 して いるな らば、委託 者は当然、その利益 を保護す るために受託者 に対 して訴訟 を提起す る ことがで きる。例

えば、委 託者が 同時 に信 託の受益者で あるとか、復帰信 託によ る利益 を有す るとか、 また は信 託 を解除す る権 限

を保持 して いるような場 合な らば、委託者 は、その利益 を保護す るために、受託者 に対 して訴訟 を提起す る こと

がで きる。同様に、委託 者が受託者に何 らかの契約 を締結 してい るならば、委託者 はその契約 に もとつ いて受託

者 に対する訴訟 を提起 する ことがで きる。 しか し、信託 を承諾 し受託者 としての義務 の履行 に同意 しただ けでは、

受 託者は委 託者によ って強制 されるよ うな信託を履行す る契約 を委託者 と締結 したとはい えない。第197条 注bと

比較せ よ。

L付 蘭曲 に利益を 享受す_重書

信 託の受 益者ではな いが、信 託の履行 か ら付 随的に利益 を享受 す る者は、信託の履行を強制 するための訴訟 を

提起 する ことはできな い。第126条 参 照。

止1]煎 物婬 利益 を脊宝玉.者

信託の受益 者ではな いが、信 託の 目的物 に利益 を有す る者は、信 託の 目的物 に関す る利 益へ の侵 害を防止す る

ために、受託 者に対 す る訴訟 を提起す る ことが できる。 しか し、 これは信 託を強制する訴 訟で はない。例 えば、

定期不動産権 の受託者 が残余権者の権利 を侵害す るおそれがあ る場合、残余権者 は これを防止す るために訴訟を

提起す ることができる。

凱_共 同受 託者

複数の受託者が存在 す る場合、1人 もし くは数人 の受 託者は他の受 託者 に対 して信託の下 での義務 の履行、信

託違反を犯す ことの防 止、 その者に よって犯 され る信託違反 の救済 を請求す る訴訟 を提起 する ことが できる。受

託者 自身が信託違反 に関与 した という事実 によって、受託者 が訴訟 を提起す ることが妨 げ られ るもので はない。

なぜな ら、訴訟は受益者 を代理 した ものだか らであ る。

そのよ うな訴訟 を提起 す る共同受託者の義務につ いては、第224条 参照。

」ニー承継受.莚1者

受託者が信託違反 を犯 し、 それ故に受託者 を解 任 させ られ るか、そ の他の理 由によ り受託者 でな くな り、承継

受 託者が選任 され る場合、承継 受託者は信託違反 を救済す るために 旧受託者に対 して訴訟 を提起 す ることがで き

る。

訴訟を提起 す る承継受託者 の義務については、第223条 参照 。

且L鷺 益撫 の譲鷲 ム
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受益権の譲受人は受益者となり、信託の履行を求め、または信託違反の防止およびその賠償を求めるために、

受託者に対して訴訟を提起することができる。同様に、受益権について先取特権{Hen)を 有する受益者の債権

者は、その債権の限度まで受益権を承継した者であり、利益保護のために必要である範囲内において受託者に対

する訴訟を提起することができる。同様に受益者の破産により受益権を承継した受託者も訴訟を提起することが

できる。病気の受益者の任意代理人も訴訟を提起することができる。無能力の受益者の後見人も訴訟を提起する

ことができる。

.hL職 権⊥三』三逃 審理重重離別斑

本条の趣旨は、信託が訴訟継続しているときには、裁判所が職権にもとついて信託により課せられた義務の履

行を受託者に命ずることができる。しかし、受益者が無能力ではなくしかも信託条項の逸脱に同意する場合、裁

判所は受託者に信託条項を遵守するよう請求することはできない。第216条と比較せよ。

」_」荊盤割椙

公益信託の履行強制については、第391条参照。受託者が信託違反によって信託財産を減少させ、そのために第

三者の請求を満足させるのに不十分であっても、受託者は個人的には責任を負わないという内容の契約を受託者

が第三者と締結した場合の受託者の責任については、第263条3項 参照。

委託者および受託者の同意を得てなされる信託の終了については、第338条参照。

第201条 信託違反の意義

信託違反 とは、受託 者が受益者 に対 して 負っている受託者 としての菰務 に違 反す ることであ る

注:

旦⊥ 本.塞}範 囲

受託者が、 故意 または過失 に よって してはな らない ことを行 なわな い場 合、 あるいは、すべ きである ことを行

な っている場 合、通常、受 託者 の信託違反 は生 じない。換 言すれ ば、受託者に個 人的な過失 が存在 しない限 り、

受託者が信託違反 を犯す ことはない。 しか し、受 託者 に個人的 な過失 が存在 しない場 合であって も、以下 の注で

述 べ られて いるように、法律 の錯 誤ない し事実の錯誤 に もとつ いて行 動する場 合、信 託違反 を犯 す ことになる場

合 もあ る。

.互_義 融.よ 、聾施哩型 田口 三輿」{:書迭{」i鋤 捌

受 託者が信託違反 を犯すのは、受託者 が悪意に、善意 であって も故意 に、 あ るいは、過失 によって義務 を情意

す る場合だけでな く、受託者が義務お よび権限の範 囲に関する錯誤の故 に義務 を塀怠す る場合 もある。 これ は、

受託 者の錯誤 が制定法 か普通 法か を問わ ず法律 に関す るものである場合だ けでな く、裁判所では信託証書 にもと

つ いて存在 しないと判 断される ような権限 を受託者 が信託証書 か ら存在す ると解釈 す る場 合に もあてはま る
。 こ

の ような場合、受託者 は善意 に行動 した というだけでは責任を免除 されず、 また弁護 士の助言を信頼 した という

だけ では責任 を免除 され えない。第297条 注jと 比 較せ よ。受託者 が信 託証書 の解釈 について疑義 を有する場 合に
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は、 受託 者は裁判所か らの説示を得 ることによ って 自己 を防衛 で きる。義務お よび権限の範 囲は、信託証書 およ

び適 用 され うる法律 に よって決定 され るのであって、信託 証書 に関す る受託者 自身の解釈 ない し法律 に関す る自

己の信念 によ って決定 され るのではな い。

旦.L」聾醒迎 打鳴 よ」蟻 握 ρ置 処 三際上二ζ型 壁=越 坦戯

受託者が信託違反 を犯 したか どうかの問題は、受託者 の権 限 と義務 によって定 まるので はな く、受託者が適 切

な注意{propercareorcaution)を もって行動 したか どうかに よって定 まる。受託 者が権限 の行使な いし義務

の履行に際 して事実 の錯 誤な いし法律 の錯誤 をしたという単な る事実 だけでは、受託 者に信 託違 反の責任 を負 わ

せ ることはで きない。 この ような場合、受託者が過失 を犯 して いれ ば責任 を生ず るが、適切 な注 意 をもって行動

して いれば責任 を負わ ない ことにな る。

例 えば、受託者は慎 重人(prudentlan)が 購入す るよ うな証券類 に信託財産 を投資 する権 限 を付与 され ている

場合、実際上、十分 な保 証のつ いていない債券 であって も、受 託者が その事実 を知 り得ず、 しか も知 らない こと

に過失がな いならば 、受 託者 の知 り得 る事実に もとついて慎重 人が投資 するであろ うよ うな債券 に投資 して も、

受託者は責任 を負わ ないの である。

例:

1.信 託条項 に よって、受託者 は慎重人が投 資す るような証券 に投資 す る権限 を付 与 され ている。適

切 な調査 の結果 、譲渡抵 当によって十分 に保 証 されて いる ものと合理 的に信 じ、かつ、 その ように保証

され ているな らば適切 な信託投資 となるはず の債券に受託者 が信託財産 の一部を投 資す る。 しか し、実

際 には、抵 当は偽造 された ものであ り、債券 も保 証 され ていなかった。受託者は、投 資 をなした ことに

つ いて信託違 反の責任 を負 うことはない。

信託条項 によって、受託者 の権限が一定 の投資 に限 定 されて いる場 合であって も、結果 は同様 である。

例:

2.信 託条項 によって、受 託者 は第1抵 当のみ に投資 する よう指 示 され ている。受託者 は第1譲 渡抵

当である と信ず るものを購入 する。 しかし、実際 には、 それは登記 簿に不適法に記 載 された ものであ り、

かつ、 受託 者の相 当な注意 を もってして も発 見 しえなか った先順 位の先取特権が存在 した。受託 者は当

該譲渡抵 当を購入 した ことについて、信 託違 反の責任 を負 うものではな い。

受託者 の錯 誤が、事実の錯 誤であって も法律 の錯誤であ って も、結 果は同様であ る。受託者 は過 失な く、適切

な注意義務 を もって行動 したのであれ ば信託違反 の責 任 を負 う ことはない。

例:

3.信 託条項に よって、受 託者は第1譲 渡抵当 にの み投 資する ことを指示 されて いる。受託 者は、 そ

れが第1譲 渡抵当 であ るとの法律 上の資 格あ る弁護士 の見解 を得たので、第1譲 渡抵 当である と信ず る

譲渡 抵当 を購入す る。弁護士 の見解は、受託者 の購入後 に変更 された連 邦最高裁の 旧判 決に もとつ くも

のであった。受託 者は投資 につ いて信託違反の責任 を負 うことはな い。

旦L煎 捷書照
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信 託条 項中の免責約款 の効果 につ いては、第222条 参照。

受 益者以外の者に なされ た支払 いと譲渡に関す る受 託者の責任 については、第226条 参 照。

第202条 信託財産の代位物に対する追及

(1)受 託者が信託財産 の違法な処 分に よって他 の財産を取得 した場 合、受益者 は、その財産 に対 して擬制信託

(con3troctivetrust)の 成立を主 張す るか、または信託違反に対す る損害賠償 請求権を担保す るため の衡平 法

上の先取特権(e叩itablθlieo)の 成立 を主張 するかの選択権を持つ。但 し、信託 財産の代位物が受託者 によっ

て保有 され 、追 及できる場 合に限 る。

(2}前 項 の場 合を除いては、信託 違反 による受託者 に対する受益者の請求権 は、他 の一般債権 者に優先 する こ

とはない。

(1)項 の注1

且.擬 制 情断あ るいに衡`肝」i上里先取 蛙描

信託財産の違法 な処分 によって、以 前 よ り価値 のある他の財産 を受託者が取得 した場合 、受益者は、その よう

に取得 され た財産 を差押 えその取 引か ら生ず る利益 を確保 する権 限を有する。一方 、取得 された財産が以前の信

託財産 よ りも価値 の低 い ものであれば、受益者 は、信 託財産 の価額 について受託者 個人の責任 を追及す ることが

で き、ま た、受 託者 に対 する彼 の請求権 を確保 するために、取 得 された代位物 に対 し衡平法上の先取特権 を成立

させ る ことができる。 この行為 は信託違反 となるので、受託者は、利益にっ き責任を負 い、 それ によって生 じた

損失 に対 して責任を負 う。

このよ うな信託財 産の代位物 を追及す る受益 者のメ リッ トは、 それ によっそ、処分か ら生 ずる利益が あれ ば、

受益者が その利益を取得で きる点、お よび、利 益のあ るなしにかかわ らず、信 託財産の代位物 に対し、一般債権

者 に優先 して追及でき るという点に ある。

信 託財 産の代位物に対す る受益者 の衡平法 上の権利 は、受託者お よび、善 意有償取得者(bonafidepurchaser)

以外 の第 三者に対 して主張 できる。第284条 参照。受託者 の債権者 は、善意 有償取得者 ではな い。第308条 参 照。

受 益者 が数人 ある場合 の救済方法 の選 択につ いては、第214条 参照 。

(1)項 で述べ られて いる規則 は、受 託者が信託財産 を違法 に売却 した場 合、財産 の購入 に際 し、信託 された財

産 を違法 に使用 した場合、信 託財産 を他 の財産 と違法 に交換 した場 合、あ るいは、信 託 された財産 を違法 に銀行

に預 けた場合 を問わず適用 される。詐 欺防止法 は、土 地の収益 と交換 した動産 または債権の口頭信託の受益者が

土地へ追及 する ことを妨 げない。第52条 注c参 照 。

例:

1,Aは 、Bの ための甲地 の受 託者 であ る。Aは 甲地 を売却 し、10,㎜ ドル を受領 したが、 これ は信

託違反である。Bは その収入 に対 し擬制 信託の成立 を主張で きるし、 あ るいは、 甲地 の価額 に対す る責

任をAに 追 及で き、その収入 に対 して衡平法上 の先取特権 の成立 を主張で きる。
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2.AはBの ための10,㎜ ドル の受託者で ある。Aは その金銭で 甲地 を購入 したが、 それは信託違反

であ る。Bは 甲地 に対 し擬制信託 の成立 を主張 で きる し、 あるいは10,㎜ ドルに対 す るAの 責任 を追及

し、 甲地につ き衡 平法上の先取特権の成立 を主張 でき る。

3.AはBの ための或 る債券の受託者 であ る。Aは その債券 を或 る株式 と交換 したが、それは信託違

反で ある。Bは 株式 につ いて、擬制信託 の成立 を主張 で きる し、 あるいは、債券 の価額 につ きAの 責任

を追及 し、株式 に対 し、衡平法上 の先取特権 の成 立を主張 できる。

4.AはBの ための10,㎜ ドルの受託者 である。Aは 、A個 人 の財産 を もっていな い銀行 の個 人口座

に その金銭 を預けたが、 これ は信託違反 である。銀行が破産 し、1ド ルにつ いて50セ ン ト支払 う ことに

なった。Bは 、Aが 銀行か ら受領 する5,㎜ ドルに対 し権利 鮪 し、10、㎜ ドルの酬 につ いては、Aの

個人責任 を追 及す ることが できる。

b.遡 鑓L封'為

(1)項 で述 べ られてい る規則 は、信託財 産の違法 な処 分 によって直接取得 された財産だけでな く、 そのよ うに

取得 され た財 産の続 いて なされた分 によって得 られた財 産 につ いて も適用 され る。受託者に よって保有 され る財

産が最終的 に信託財 産 または、 その代位物 の違法 な処 分に よって得 られる ものであ ることが明 らか である限 り、

続 いてな された行 為であ っても、 その ような処 分によって得 られ た財産 に も適 用 され る。

例:

5.AはBの ための甲地 の受 託者である。Aは 甲地 を10,㎜ ドルで売却 したが、 これ は信託違 反であ

る。Aは 甲地の売却 によって得 た代金の うち5,㎜ ドル で乙 地 を購入 し、残 りの5,㎜ ドル で債券 を買 っ

た。 さらにAは 乙地 を丙地 と交換 した。Bは 丙地 と債券 につ いて擬 制信託の成立 を主張す る ことがで き、

あるいは、 甲地 の価額 に対 す るAの 責任を追 及 し、丙地 お よび債券に対 し衡平法上の先取特権 の成立 を

主張で きる。

中間利 益または損失 に関する受託者の責任については、 第213条 注1参 照。

L射 倖 行為

(1)項 で述 べ られて いる規 則は、損失の危険 と利益の可能性 の双方 をもつ射倖行為 であ って も、受託者が信託

財 産の違法 な処分に よって他 の財産 を取得 した場合に適用 される。 このような場合 には利益が あれば受益者 は、

それ を追及す る権原 を有 す る、そ して損失があ る場合 には受益 者は受託者 に個人的 な責任 を追 及 し、 もしあるな

らば信託財産の代位物 に対 し、衡平法上 の先取特権 を成 立 させ る ことができる。

例:

6.AはBの ための1,㎜ ドルの受 託者である。Aは 鯛 に1,㎜ ドルを賭 け、10,㎜ ドル を得 た。B

は10,000ド ルにつ いて、擬制信託 の成立 を主張 で きる。

7.AはBの 受託者 である。Aは 、 自分 自身 のために10,㎜ ドルの生 命保 険1こ加 人 し、保険料 をすべ

て信託 され ていた財産 か ら支払 った。2年 後Aが 死亡。Bは 、保 険契約 上の金額 に対 して擬制信 託の成

立 を主張 でき るの であって、保険料の支払 いに使われた信託 財産 の額 に対す る先取 特権 に限定 されるの
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ではない。

⊥ 」 離 調亜差 』朕 を逃虹 豊熟遡 唖取‡u

(1)項で述 べ られている規則は、取得 され た財 産が受託者の一般債権者に よって差押え ることが できな い性質

の もの であって も、受 託者が信託財産の違法 な処 分に よって他の財産 を取得 した場 合には適用 され る。 ある財 産

を債権者 の差押 えか ら逃 れ させ るという立場 は、 財産が他の財産で違法に取得 した もので ある場合 には適用 され

な い。

例:

8.Bの 受託者であ るAは 、信 託財産 の2,000ド ル を違法に取得 し、法律 に よって債権者 の差押 えの対

象、 または強制執行の対象 とな らない家 産(ho■estead)を その金銭 で購 入 した。Bは その金銭の変形物

た る財産 を追及 して、 その財産 をBの ための擬制信託 として保有す るよ うAに 強制 する ことが できる し、

あるいは、その財産に対 し衡平法 上の先取特権 の成立 を主張す ることがで きる。

9.AはBの ための受託者 である。Aは 自分 のために10,000ド ル の生 命保険に加入 し、保険料 のすべ

て を信託財産か ら支払 った。2年 後にAが 死亡。制定法 によれ ば、生 命保険契約上 の収益 は、保険者 の

債権者の差押 えを免れ ることができる とされ ている。Bは 保険契約 上の収益 に対 して擬制信託 の成 立を

主張で きる。

皇土_fl精到む董の催」IIにも」とゴ[≦一収益

(1)項 で述べ られて いる規則 は、違法 な売却、購入 または交換 によって受 託者が財産 を取得 する場合 だけでな

く、 信託財産 の違法な使用 によって受 託者が財産 を取得 する場合 に も適用 され る。例 えば、受 託者 が違法 に信託

財 産 を賃貸 した場合、受益者 は受託者 に よって受領 される賃料 に対 して擬制 信託 あるいは衡平法 上の先取特 権の

成 立 を主張で きる。同様 に受託者が違法 に信託財産 を自己の事業 に使用 または 自己に貸与 した場合、受益者 が収

益 を追及で きる ときに は、受益者 は、収益に対 し擬制信 託の成立 あるいは衡 平法 上 の先取特権 の成 立を主張 でき

る。

⊥L受 託者の 眠人財産勤 皇

受託者個人 が所有 している財産 の改 良に要 した費 用を支払 うために、違法 に信託財産 を使用 した場合 、受 益者

は、 その財産 に対 して衡平法上 の先取 特権 の成立 を主張 できるが、その財産 を自己 のための擬 制信託 として保有

す るよう受託 者に主張す る ことはできな い。 なぜ な らば、財産 を取 得する際に信託財産が使 用 された ものではな

いか らである。

例:

10.AはBの ための1,㎜ ドルの受託者 である。Aは 個人 として所有 している甲地に改良 を施すため、

この金銭を違法 に使用 した。Bは 甲地 にっ いて、1.000ド ル分の衡平法上 の先取 特権の成立を主張で きる

が、 甲地についての擬制信託の成立 は主張 で きな い。

土_豊 随 者の假ム 的線描□血 斑

受 託者 が第 三者に対 して個人的に負 っている債務 を弁済するために、受 託者が信 託財産を違法に使用 した場合、
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受 益者は、その債務の弁済 前に債権 者が有 して いた権利 に代位 で きる。衡平法裁判所 は、債務 が弁済 され る以 前

に債権者 が有 していた地位 を受 益者 に譲渡す ることに よって、受 益者に対す る救済 を図る ことになろ う。

その債務 が担 保つ きの債務(securedobligation)で ある場 合、受益者は、債権者 によって保有 されて いる担

保権 に対 す る権 利を有す る ことになる。また、受託者の他 の債権 者に対する優先権つ きという性質 の債務 で ある

場 合には、受 益者は同種 の優先 権に対する権原 を有す ることになる。他方、弁済 され た債務が担保権 つ きで な く、

債権者が優先権 を有 していなか った場 合、受益者は債権者 の権利 を代位す る権利 を有 しているに もかかわ らず、

それに よって受託者の他 の債権者に対 し、何 らの優先権 をえず また代位に よる受益者 の救済 は、 信託財産の違法

処分によ る受 託者に対す る損 害賠償請求権 の行使 と同等 である。債権者が信託違反 である ことを知 っていた場合

の責任に関す る問題は第288条 および第304条 参 照。

例:

11.AはBの ための10,㎜ ドルの受託者で ある。Aは 個人 として所有 する甲地上 に設定 された10,㎜

ドルの抵当 を清算 す るに際 し、信託 された金銭 を使用 した。Bは 、抵 当権者が、抵 当の清算 前に有 して

いた権利に代位す る。

12.AはBの ための5,㎜ ドルの受託者であ る。A`珊 人的に銀行 に纐5,㎜ ドノレの債務 を負担 して

い るが、そ の債務 は、A所 有の債券に質権 を設定 して担 保 されて いる。Aは その債務 の支払 いに信託 の

金銭 を使用 した。Bは 、銀行が債務の支払 い前 に有していた担保権 に代位す る。

13Bの 受託者 であ るAは 、信託 され た金銭の うち1,㎜ ドル を違法 に取得 し、 それ でAに 課せ られ

て いる人頭税(personaltax)を 市に支払 った。 このよ うな税金は、制定法 によって、 支払 不能 となっ

た納税者の財産 か ら、他の債権者 の請求 に優先 して支払 うものとされ ている。Aが 支払 不能 となる。B

は市が有す る権 利 と同一の優先権 をもっ。

h⊥ 玉樋 財産」と受託者の個人 量産」と」塾翼珂

受託者が違 法に信託財産 と受託者の個人財産 を混同 し、 区別 で きな い集合財産 にす る場合、受 益者はその選択

に よって、集合財産全 体に対 し、混同 され た信託財産の割 合に従 って擬制信託の成立 を主張 するか、 混同 され た

信託財産の価値 を確保 するために集 合財産 に対 し衡平法上 の先取 特権の成立 を主張す る ことができる。混同 され

た集合財産の処分が それ以上な されず、価値 も変動 しない限 り、受益者に対 する救済 はどち らが実行 され ようと

結果は同 じである。

受託者が混 同した集 合財産 と他の財産 を交換 する場合、 受益 者は、 その選択 によって、収 益の比例的割合 を要

求 するか、 あるいは、賠償請求権 を確保す るためにその財 産に対 し衡平法上 の先取特権 の成 立 を主張で きる。そ

の財産が集合財産 よ りも価値が あが った場合 には、受益者 はその財産 の比例的割 合を要求 する権原 を有 し、 当該

取引 から生ず る利益 を担保 す る ことが できる。他方、財産 が集 合財産ほ ど価値が な くなるな らば、受益者 は受託

者に対す る損害賠償請求権 を担保す るために、 その財産 に対 し、衡平法上の先取特権 の成立 を主張 でき る。

例1

14.Aは1,㎜ ドルにっ いてのBの 受 託者で ある。 この金銭 とA自 身 の1.㎜ ドルとを合わせ てAは 甲
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地 を購入 した。Bは 、選択 に よって、 甲地 に対 して二分の一 の割合で擬制 信託の成立 を主張す るか、 甲

地 に対 し1,㎜ ドル分の衡平法.ヒの先取特 権の成立 を主張で きる。

15.Aは1,000ド ルについてBの 受託者 であ る。 この金銭 とA自 身 の1,㎜ ドル とを合 わせてAは 株式

を買 い、後 にAは これ を5.000ド ル で売 った。Bは この収益の半分 を受領 する権限 を有す る。 その株式が

ユ,500ドルで売 れた場 合には、Bは その収 益の1,㎜ ドル分につ き衡平法上 の先取特権 の成立 を主張 でき

る。

16AはBの 受託者であ る。Aは 自分 自身 のために10.000ド ルの生命保 険に加入 し、 その保険 の掛金

の半分 は信託 された金銭 か ら、残 りの半 分を 自分の金銭 で支払った。Aが 死亡。Bは 、保険契約上の収

益 の半分について権原 を有す る。 あるいは選択に よって、信託 された金 銭で支払われ た保険の掛金 の額

に相 当する収益 に対 し、衡平法上 の先取特 権の成立を主張で きる。

i。 混同肋 麩 三ら腿金虫斑 岩」吐 止一場 登 降効果

受託者 が違法 に信託財 産 と受託者の個人財産 とを混同 し、区別で きな い集 合財産 としたが、後 に混同財産 から

引 き出した場 合、受 益者は、残余 部分 お よび引 き出 した部分の双方について比例的 割合で権原 を有す る。 あるい

は、受益者の選 択によって、賠償請 求権 を確保す るために双方につ いて衡平法上 の先取特権の成立 を主張 できる。

受 託者が銀行 の1つ の口座 に信託財産 と自己 の財産 を預金 し、後 に銀行口座 か ら預金 を引 き出し費消 した場合、

受益者は銀行 にある残高 につ き口座 に預金 してあった信託財産 分に衡平法 上 の先取 特権の成立 を主張で きる。信

託財産が最初 に預金 されたか受託者個 人 の財産 が預金 されたか とい う預金の順序 が どうであ った かは重要 なこと

では ない。 なぜ な ら最初 に預金 された金銭が最初 に引 き出 される という推 定が成 り立 つわけではな いか らであ る。

ク レイ トン事件 における引 き出 しは預 金が なされたの と同 じ順序 でな された もの と推 定す るという規則は、 この

場 合、適用 されない。 なぜ な ら預金 を引 き出す とい う受託者の違法 行為の意思 は重 要でないか らである。受益者

の先取特権 は預金 の一部 分に制 限されるの ではな く全部に及ぶ のであ って識別 できる限 り、口座 に残存す る財産

全部 また は引き出され た財 産全部に主 張す ることがで きる。同様に受託者が 自己の財産 を最初 に引 き出 したとい

う推定は成 り立たない。引 き出 された財産が保有 してあ る、または識別で きる場合 には受 益者は 口座に残存す る

財 産 がそ の後 に費消 された として も、 その財産 または代位物に衡 平法上の先取特権 の成立を主張す ることがで き

る。

例1

17.Aは1,㎜ ドルについてBの 受託者 であ る。Aは 自己の1,㎜ ドルを預金 して ある銀行に、 自分

自身 のために、 この金銭を預 金 した。Aは1.000ド ルを引き出 し、 証券 を買 った。Bは 、その証券の半

分 と預金 してあ る金銭の半分につ いて権利 を有す る。ある いは、選択 によって、その証券 と1,㎜ ドル

の預金 に対 し、衡平法 上の先取特権 の成立 を主張できる。

18.Aは1,000ド ルについてのBの 受 託者であ る。Aは 、 自己の1,㎜ ドルを預けて ある銀行に、 自

分 自身 のために この金銭を預金 した。Aは 預金 を引き出 し1,500ド ル を費 消 した。Bは 、預金の残高に

対 し、衡平法上 の先取特権の成立 を主張 でき る。

322一



【第7章 】

19.Aは1,000ド ルにつ いてのBの 受託者 であ る。Aは 、 自己 の1,000ド ルを預金 してあ る銀行 に、

自分 自身のた めに この金銭 を預金 した。Aは500ド ル引 き出 して証券 を買い、続 いて、残 りの1,500ド

ル を引 き出 して費消 して しまった。Bは 、証券 の半 分に対 して権利 を有する。あるいは選択 によって、

1,000ド ル分 について、その証券 に対す る衡平法 上の先取特権の成立 を主張できる。

上_預 金 の弓[き山 レと¶E後口追 』11斑金の効墨

受託者が銀行 内の同一 口座 に信託財産 と受託者個人 の財産を預け入 れ、 その後、預金を引 き出し、 その金銭 を

費消 し、 さらにその後 で、 口座 内の個人財産 に追加 の預 金 をした場合、受益者 は、通常、預金の 中間最低残高

(thelo鴨stinter■ediatebalance)に 対 してしか衡平 法上の先取特権 を実 行する ことが できな い。

預金高が、常に預金 された信託財産の額 と同一 か、 ある いは超過す る場合、受 益者は、口座に預金 され ている

信託財産の全額 につ き、衡 平法 上の先取特権 の成立 を主 張でき る。信託財産 を口座に預金 した後 で、受託者 の個

人財産の事後の預金が な され る前に、預金 が引 き出されて完全にな くなって しま った場合、預金 に対す る受益 者

の先取特権は効力 を失 う。受 益者が引 き出され た金銭 を識別す ることができない場合には、受託者 に対 し単なる

個人的な請求権 を与 え られ るだ けで あ り、受託者 の他 の債権者に対す る優先権 は与 えられな い。

例:

勿,Aは1,㎜ ドル1こっ いてのBの 受託者 であ る。Aは 、 この金銭 を自分が所有 している1,㎜ ドル

と一緒に銀行 に預金 した。Aは1,500ド ル引き出 し、費消 してしま う。後にAは 自己所有の1.㎜ ドル

を預金 した。Bは 、中間最低残高 である500ド ルにつ いて、先取特権 の成立 を主張で きる。

21.Aは1,000ド ル につ いてBの 受託者 である。Aは 、 この金銭 を自分が所有 して いる1,㎜ ドル と

一・緒 に銀行 に預 金 した。Aは2,000ド ル全部 を引 き出 し、費 消して しま う。後にAは 、 自己所有 の500

ドル を預金 した。Bは 、その金銭 に対 して先取 特権を主張 できない。

22.Aは1,000ド ル につ いてBの 受 託者 であ る。Aは 、 この金銭 を自己所有の1,000ド ル と一緒 に銀

行 に預金 した。Aは か な りの額 を引き出し、 さらに 自分 自身 の金銭 も預金 した。ただ し預金 の総額 は、

1,000ド ル を下 った ことは なか った。Bは 、1,㎜ ドル に対 して先 取特権の成立 を主張で きる。

是」 憐抵嬰 癌埠投資

最低残高が投資 され て収益が得 られ た場 合、受益者 は最低残高 だけでな く、それに よって得 られた収益 の総額

に対 して も、衡平法上 の先取特権の成立 を主張 できる。但 し受託者 によって違法に混同 され た信託財産 の総額 を

超 えては な らない。受 益者は選択に よって、その財 産につ き比例的割 合に応 じて擬制信託の成立 を主張 で きる。

例:

田.Bの 受 託者 であるAは 、 自舶 身 の金銭で ある1,㎜ ドル と一緒1こ信託 され たL㎜ ドルを銀行に

預金 した。Aが 預金 を引き出 し、1,500ド ルを費消 して しまう。Aは 残 りの500ド ル を株 に投資 し、その

株 を1,500ド ルで売却 した。Bは 、その収 益の1,000ド ル分 について、先取特権の成立 を主張 でき る。 も

しAが その株 を3,㎜ ドルで売却 した場 合、Bは 選択 によって、その収益の半分つ ま り1500ド ルに対 して

擬制信託 の成 立 を主張 できる。
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一 斑金 聾 預金⊥幽A

口座か ら引 き出され た全 部が費消 されず、後で再預 金 された場 合、効果 は引 き出 しがな されなか った のと同し

にな り受益者 の先取特権 は中間最低残 高に制限 され ない。

例:

24.Aは1,㎜ ドルにつ いてBの 受託者 である。Aは この金銭 を 自己 の1,㎜ ドル と一緒 に銀行に預

金 した。Aは1,珈 ドルを引 き出 し、1.㎜ ドルを費消 し、 働 の500ド ルを再預 金 した。Bは 、1,0

00ド ル に対 して先取特権の成立 を主張で きる。

25.Aは1.㎜ ドルにつ いてBの 受 託者 である。Aは この金銭 を 自己の1,㎜ ドル と一緒 に銀行に預

金 した。Aは2.㎜ ドル全部 を引 き出 し、 これ で株式 を則 、、後 にその株式 を1,500ド ルで売 り、 売上

金 を再預金 した。Bは1,㎜ ドルに対 して先取特権 を主張 できる。

m.返 還 の方法1三よって韮畿に追加頂:毎.坐す端 食

受 託者 が銀 行の個人口座に信託財産 を預金 し、それ を引 き出した後 に費消 したが、その後 で、個人財産 を預け

入れ、引 き出 された信託財産の返還 をなす意 図を表 明す る場合、預金 に対す る受 益者の先取特権 は、 中間最低 残

高 に制限 されな い。受託者が信託財産 と個 人の財 産 を個人 の名義 ではな く、受 託者名義で預金 し、個人 の財産 よ

りも多い金額 を引 き出 し、その後、口座 に個人財産 を預金す る場合、預金に対 する受益者の先取特権 は中間最低

残高 に制限 されない。なぜな らば、新 し くなされた預金はすでに引 き出され た信 託財産の返還 という方法 によっ

てな され た もの として取 り扱 われるか らで ある。

亘⊥複 数旦 信託 の混同

受託者 として保 有している数個 の異 な る信託 に もとつ く財産 を違 法に混同 じ、 混同 された集 合財産 を他の財産

と交換 した場 合、受 益者 は、 取得 された財産に対 して擬制信託の成立 を主張す るか、 あるいは、比例的に財産 を

配 分す る権利 を有する。

例:

部.AはBの ために信託 と して保机 て いる1,㎜ ドル とCの ために保有 している2,㎜ ドル を灘 に

使用 して、3,㎜ ドルで甲地 を購入 し、後 に甲地 を6,000ド ルで売却 した。 その収益 に対 しては、Bは2,

㎜ ドル、Cは4.㎜ ドルの権利 があ る。

27.事 実 は上 の例26と 同 じだが、Aが 甲地 を1,2α)ドルで売却 した点が異な る。その収益 に対 しては、

Bは400ド ル、Cは800ド ルの権原 があ る。 またBはA個 人 に対 し600ド ルそ してCはA個 人に対 し、

1,200ド ル につ き責任 を追及 できる。

受 託者が、受託者 として異 なる信託 に もとつ いて保有 している財 産を一つ の口座に預金 し、後 にそれを違法 に

引 き出 し、預金の一部 を費消 して しまった場 合、 それ らの信託 の受益者 は、預 金が どのような順序 でな されたか

に関 係な く預金の残高に対 して、比例的 に配分する権利 を有す る。

例:

田.Aは 、 自分の ために、Bの 受託者 として保有 して いる1.㎜ ドルと、Cの 受託者 として保有 してい
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る2,000ド ルを、違法 に銀行 に預金 した。Aは 預金 を引 き出 し、1,500ド ルを費消 した。残高につ いて、

Bは5㏄}ド ル、Cは1,000ド ルの割合 による権利 がある。Bは 、Aに 対 して個 人的に500ド ル、Cは1.000

ドル の責任 を追 及で きる。

29.Aは 、Bの 受託者 として保 有してる1,㎜ ドル と、Cの ために保有 して いる1.㎜ ドル を自分のた

めに違法 に銀行 に預金 した。Aは 、 自分 自身の1.㎜ ドル もその口座 に もっていた。Aは 預金 を引 き出 し、

1.500ド ルを費消 した。残高 につき、BとCは750ド ル分 の権 利が あ る。統一信託法15条 では受託 者が2

またはそれ以上の信託財産 を混 同 し、後 に 自己の利益、第三 者の利 益ま たは不明な 目的 のために引き出

す のであれば、その ような引き出 しは、まず混同財産 の受託 者の財 産に よ り、次に まだあるのであれば

い くつかの信託に比例 的にな され ると規 定 して いる。原状 回復 の リステ イ トメン ト第213条 参照。

(2)項 の注:

.皇⊥」1蜘 一座追及 の必要性

信託違 反につ いての受益者 の受託 者に対す る請求は、本質的 には、受託者 の一般債権者 よ りも優 先する権利 を

受益者に与 えるもので はない。例えば、受託者が信託財産 を売却 し、その収益 を費消 した場合、受 益者は、受託

者の財産に対 し、他の債権者 に優先 す る権利 を与 えられ る ものではな い。受益者 が、 その収益 を追 及で きる場合

にのみ、また、 その範 囲においてのみ、優先権が与 え られ るのであ る。受益者 は、受託者 がかつて信託財産 を有

して いた ことだけでな く、現 に、それが信託財産 であ り、 あるいはその収益 の一 部または全 部が信託財産であ る

ことを立証 しなけれ ばな らな い。今まで述 べたように信託財産 また はその収益 が識別 できな く受 託者個人の財産

と混同 して いるという事実 だけでは、受託者 に信託財産 を追及 し、 その部分 につき少 な くとも受 託者の一般債権

者 に対す る優先権 をうけ ることを妨げ えない。しか し財 産またはそ の収益が費 消 されたので代位物がな い ことが

明 らかな場合、 または受 託者が未 だ信託財 産分を追及 で きる財産 を有 している ことを受益者が証明 できなかった

場合 には、受益 者の請 求権は受託者の一般 債権者 と同一で しかな い。受託者 が信託の受益者 も兼ね る場合 には他

の受益者 は信 託違反 につ き受託者 に対す る請求を担 保す るため受託者 の受益 権につ き請求す る権利 を有 する。第

257条 参照 。

旦L雌 劉 樽

第三者 の手にある信託財産、 あるいはその代位物 を取得す る受益 者の権 限につ いては、第284条 および第326条

参 照。

違法に処分 された財産 の代 位物を追 及す る場合の一一般規則 は、 信託財産に限定 され ては いない。その他の違法

行為者お よび受託者に対 する規定の適 用 につ いては、原状 回復 の リステイ トメ ン ト第202条 ～ 第215条 参 照。

第203条 信託違反によらないで得た利益に対する責任

受託者は、信託事務の処理から得た利益は信託違反の結果生じたものでなくとも、自己の利益にすることはで

きない。
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注:

、a.本 条の範 棚

受 託者が、受益者 に対す る忠実義務 に違反 し、受 託者 自身の利 益 を得 る目的 で、信 託事 務処理 をした場合 は、

第170条 に述 べ られ ている信託違反 とな り、第206条 に もとづき責 任を負 う。受託者 自身のための利益 を得 ること

を意 図 しな い場合、信託違反 にな らないが、それ によって得た利 益を 自己の もの とする ことは認め られな い。例

えば受託者が信託事務の処理 に関連 してな した行為 に対 して手数料 またはボーナ スを受け取 った場合、 これ らを

受 け取る ことが信託違反 にな らな くと も自己の もの とする ことは認め られな い。

b.{li!1醐 席 の使用 によって生 じた利 益

信 託財産の使用 によって利益 が生 じた場合、信託違反 でな くとも、受託者は、 その利益 を 自己の もの とす る こ

とはできな い。例 えば農場 の受 託者が農 場にお いて狩猟 をなす特 権を第三者に与 える対価 を受取 るとい った よう

に受 託者が信託財産の使用 にっ いての支 払い を受 け取 る場 合、 それを 自己の もの とす る ことは認め られない。受

託者 が売 却 して収益がで た証券 につ いての権限の ある投資 をな した場 合、 もち ろん その収益 を 自己の もの とす る

ことは認め られ ない。

o,受 託者 の個 人財'産を口語 のために尭 卸する ことによつ質9た 利 益

受 託者が信託財産の ために或 る財産 を購入 した場 合 、それが受 託者に個 人的な利益 を もた らす ものであ るが、

受託 者はその ような利益 をもた らす ものであ ることを知 らず、 また知るべき理 由もないために信 託違反にな らな

いが 、受 託者は、得 た利益 を 自己の もの とする ことはできない。例 えば、受 託者 としての信 託会 社が仲立人(br

oker)に あ る債券 を購入す るよう指示 し、その仲立人 が、受託者 の債 券窓 口か ら債券 を買 う銀行 に注 文を出 した

場合 、信 託会社が 自社か ら債券 を買 う こと を知 らず、 あるいは知 るべき理 由がな いとして も、受 託者である信託

会社 は、 売却に よって得 た利益 を自己の もの とす る ことは認 め られない。 この ような場合 には、 受託者の法 定 レ

ー トによる利益 また は購入 による損失 に対する責任 は自社 か ら購入 する ことを知 っていた場合 に負 うよ うな責任

で はない。第206条 参照。 たとえ、利益が受 託者の個人財産 の使 用によ り生 じ受託者が利益 を生じるのに何 ら信託

違反 を犯 して いな い場合 でも受託者 は、 その利益 を自己の もの とする ことは認め られ ない。

」1」_受話者 の個 人財産の使用 によ・?苫田 られ]星団:益

例 えば、受託者が信託財産 を保護す る 目的で信託財産上 の債務 を自己資金 で買 い上 げた場合 で も、受託者はそ

れ によって得た利益 を自己 の ものとす る ことは認 め られない。

例:

1.Aは 、Bに 甲地 を信託 と して遺 贈 した。甲地 は10,㎜ ドルにっ いて一番抵 当力寸、5,㎜ ドルにつ

いて二番抵当が設定 されている。二番抵当 の実行 をまぬ がれるためにBは 自己の資金 で二番抵当の3,0

00ド ル 韻 いうけ た。一醐 当の実行 時 に、 甲地 は16,㎜ ドルで売却 され た。Bは3,㎜ ドル と売却に

よ る売上げか ら生 じる利息 に対 してのみ権原 を有 する。第170条 注j参 照。

巴fll韻 の管 理 と関 わ りの なL、利益

信 託の管理 と関わ りのな い行為 を受託者 がな した場合、信託財産 がそれ によって間接的 に影響 を受けて生 じた
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利益 につ いては、受 託者 は 自己 のもの とする ことがで きる。

例:

2.Aは 、家 屋 を信託 としてBに 遺贈 した。その信託 の内容 は、Aの 未亡人 となるCが 生存 中はCを

そ の家 に住 まわせ、C死 亡後 はDに その財産を引渡す という ものであ った。信託条項 によって、Bが 土

地 を購 入す る権 限は与 えられ ていなかった。C生 存中、Bは 、 その隣接地が、 いかが わ しい目的のため

に使 われる交渉 がな されて いる ことを知 る。Bは その隣接地 を自己の資金10,㎜ ドル で購入 し、5年 間

所有 して、25,㎜ ドル でそれ を売却 した。Bは その利益 を自己の もの とす る ことがで きる。

f.前 捷書牌

信託違反 によって、受 託者が生 じさせ た利益 に対する責任につ いては、第205条 参照。

第204条 信託違反によらないで生 じた損失に対する無責任

受託者は 、信託違 反によ らない限 り、信託財産 に対 し生 じた損害 または価格 の低下および得べ かり し利益 の喪

失にっ き、受益 者に対 する責任 を負わない 。

注:

旦」 旦矢越 ▲』」鉦 」落

受託者 としての義務違 反か ら生 じたのでない限 り、受託者は、信託財産 の価値の損失また は下落 につ いて責 任

を負わ ない。例 えば、受 託者が信託財産 を保有 するために相当な る注意義務 をっ くし、その他 の点 にお いて も信

託違反 をしていない場合 、受託者は信託財産 の損 失につ いて責 任 を負 わない。第176条 参照。例 えば、信託 の 目的

物が過失 なしに受託者 か ら盗 まれ た場合、受託 者は責任 を負わな い。 同様 に投 資 をな した財産 の価 格が下落 し、

その投資 をな した、 または継続 したことについて信託違反の過 失が ない場合 には受託者は責任 を負 わない。また、

受託者が銀行 に預金 し、 その銀行が倒産 した場 合、預金 をし、それ を継続 した ことにつ き信託違反 の過 失がない

限 り受託者 は責 任を負わな い。第180条 参照 。

h.弾 琴か 目し.利益 の裏」k

得べ か りし利 益の喪失 が信託違反 とな らない場 合、受託者は責任 を負 わない。例 えば、受託者 が一定 の証 券に

投資す る権限 は付与されて いるが、 その義 務は負って いな い場 合、証券 の価 値が上 って も、受 託者 が投資 を怠 っ

た ことにつ いて責任 を負 わ ない。

第205条 信託違反に対する責任

受託者が信託違反をなした場合、受託者は以下にっいて責任を負う。

(a)信 託違反によって生じた信託財産の損失または価格の低下

{h)信 託違反によって受託者が得た利益

(c)信 託違反がなかったならば信託財産に生じていたはずの利益
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注:

旦L」宙繊 塵 堅対生 重選=

受 託者 が信託違反 をした場 合、受益者 は、次の救済方法 について選択権 を有す る。 つま り、 受託者が信託違反

をなす前の状態に受益者 の立場 を戻す原状 回復 を求 めるか、受 託者 が信託違 反に よって得 た利益 の返 還を求め る

か、 あるいは受託者が信託違反 をしなかったな らば 当然 にあるべ き状 態に受益者の立場 を戻 すかの救済方法 にっ

いて選択権 を有す る。 これ ら三 つの救済 方法 は、必ず し も区別 が明瞭ではな く、三つ がす べて適 用 されるわけ で

もない。 さま ざまな救済方法 が適用 できる状況 につ いて は本条3項 の注 にて検討す る。

旦L受 益瀕 イ排熊山 者坦齢

受益者 の救済方法が選択 できる場合 で、 受益者が無能 力者(例 えば未成 年者}で あるときは、 どの救済 方法が

受益者 に とって最 も有利 であ り、信託 目的の実効 に とって最 も効果的 であるかは裁判所が決定 する。例 えば、受

託者 が購入 しな いのが義務 であった財産 を信 託財 産 で購入 し、 その財産 が値下 が りした場合、裁 判所はその購 入

を排斥 して受託者に購入価格 を返還 させ る。他 方、 その財産 の価格 があがった場 合、裁判所 はその財産 を売却 し

て収益 で適 切な信託投資 をなす ことを命 ず る。複数受益者 がいる場 合については第214条 参照 。

(副項 の注:

』一 損失 良主は価格顕 正

受 託者 によ る信託違反 の結果、信託財産 が破損 あ るいは喪失す る場合、受 託者 は、破損 あるいは喪失 した財産

価値 につ いて責任を負 う。信託違反の結果、財産 価値が低下す る場合、受託者 は低 下 した価値 のすべてについて

責任 を負 う。

例:

1.Aは 現 金10,000ド ルにっ いての受 託者で ある。Aの 過失の ために現 金が盗 まれ た。Aは10,000ド

ルについて責任 を負 う。

2.Aは その全額 を取立て る ことので きる債権 につ いての受託者 である。Aの 過失 によって債 権取 立

ての手段を講ぜず、そ の結果、 出訴期限法 に よる期限 を超過 した。Aは 債 権の全額につ いて責任 を負 う。

3.AはBに 対す る1,㎜ ドルの債権 についての受託者 である。Bは 支払能力があ り、Aは 債権 の全

額 を取立て ることが できたが、Aは 、Bが 支払不能に なるまで債権取立 ての手段 を講ぜず、 その結果 、

AはBが 支払 うべ き金銭の うちわ ずか400ド ル しか取立 てられ なかった。Aは 残 りの600ド ル につ いて責

任 を負 う。

4.Aは10.㎜ ドルの抵 当権 の受託者 である。抵当の期 日が満期 にきた時、財産価値が抵当 の総額 を

わ ずかに超 過 し、かつ、隣接地域 の環境 の変化に よって その低下が予想 され ることが明 らかであるに も

か かわ らず、Aは 過失に よって抵当 の実行 手続 を怠 った。Aは 後に抵 当を実行 したが、 その土地 は6.00

0ド ルで売 却 された。Aは4,㎜ ドルにつ いて責任 を負 う。

5.Aは 現 金10.㎜ ドルにっ いての受 託者で ある。Aは 、 その銀行 が支払不能 とな ることを知 りなが

ら、 あるいは知 りうべ きであ ったにもかかわ らず、その銀行 に金銭 を預 け入れた。銀行が破産 し、Aは
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銀行 か ら4,㎜ ドル しか回収 できなカ・った。Aは 損失につ いて責任 を負 う。

6.Aは 家屋 につ いての受託者 である。Aは 家屋に火災保 険をかけな いが、 この ことは信託違反 であ

る。家屋が焼失 した。Aは 損失 について責任 を負 う。

7.Aは 家屋 につ いての受託者 である。Aは 屋根の修繕 を怠 るが、 この ことは信託違反 となる。その

結果 、天井が雨で ひどく傷つ いた。Aは 損失にっ いて責任 を負 う。

亘L剛U』 」-2却

受 託者 に信託財産の売却 の権 限が付与 されてい る場合 に、受託者 が本来受 領 しうる額 よ りも低額 で信託財産 を

売却 し、信 託違反 とな るときは、売却 の時点での財産の価値か ら受託 者が 受領 した額 を差 し引 いた分につき責 任

を負 う。信 託違反が、その財産 をあま りに安 く売 りす ぎたためだけである場合はcで 述べ られた規則 の もとで

財 産価値 がその後に増加 して も財産 を売 却する ことにつ き権限 を付与 されて いな い場合 と異 な り、受託者 はその

額 につ き責任 を負わな い。第208条 参 照。

例1

8.AはBの ための甲地 の受 託者であ る。信託 条項 によって、Aは 甲地 の売却 を指 示 されている。A

l岬 地 を10,㎜ ドルで売却 したが、Alこ 通知fな けれ ば、 その土 地 は12,000ド ル で売 却できたはずであ

る。Aは2,㎜ ドル}こっいて責任 を負 う。 甲地が その後151㎜ ドル の価値 を有 するようになった として も、

Aは2.000ド ル以外 については責任 を負 わない。

旦L価 値 岨⊥壬里 離ム

受託者に信託 のた めに財 産を購入 す る権限が付与 されている場 合に、受託者が必要 以上 の金額 を支払って信託

違 反 となったときは、受 託者は、価 値 を超過 して支払 った額について責任 を負 う。信 託違反 がその財産をあ ま り

に高 く購入 したため だけであ る場合は、 その後、財産 の価値が下 落 して も財産 を購入 する権 限 を付与 されて いな

い場合 と異 な り、受託者 は責任 を負わ ない。

例:

9.AはBの ための100,㎜ ドル の受 託者であ る。信託条項に よってAは 土地にその金銭 を投資す るよ

う指示 されている。Aは25,㎜ ドノレで甲地 を購入 したが、Aに 通知fな ければ、Aは その土地 を15,㎜

ドルの公正価 格で購入で きたはず である。Aは101000ド ル につ いて責任 を負 う。甲地が後に15,000ド ル

以下 の価値 になった として も、Aは10,㎜ ドル以外には責任 を負 う ことはな い。

血 肝話迎厘 か ら生 じたのでは童躍 紫

(a)項 に述べ られてい るように、受託者 は、信託違 反か ら生 じた損失 について責 任 を負 う。従 って、問題 となる

のは信託違反 と損失 との因果関係 である。受託者が信託違反 をして損失 を生 じた場 合、信託違反 がな くと もその

損失 は生 じたのであれば、受託者 は損 失の総額 につ いて責任 を負わ ない。

受 託者が信託投資を表示 しなかったために信 託違反 となる場合、受託者 は投資 をなしたことによ り生 ずる損失

につき必ず しも責任 を負わ ない。第179集 注d参 照。実際 にそのような信 託違反を犯 さないために絶対 的な責任 を

受 託者に負 わせ る場合 を除 き、表示 しなかった ことによ り損失が生 じた場 合、受託者 は責任 を負わない。受託者
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が証券 を自己の名 で購 入 し、 もし価格 が上 がれ ば、証券 を自己 のものと主張 し、価 格が下がれ ば受 託者 として保

有 していると主張 する地位に ある場合 には受託者 は損失につ き責任 を負 う。 た とえその ような 目的を心 の中に抱

いて いな くと も、信 託財産 と表示 しな い ことによ り同様 の主張 をしや す くする立場に受託者が おかれる場 合には

損失 につ き受 託者は責任 を負 う。他方 、そのよ うな主張が連続的 になされる危険が ない場合 には、投資 物 を表示

しな かったとい う単なる技術的 な問題 による信 託違反のた めに投資 によ り生 じた損失につ き受託者 は責 任 を負わ

な い。

信託違反 が1つ の証券ま たは1つ の種類 に大量 に投 資 しす ぎた ことのみによ り生ず る場合 には受 託者は投 資す

るの に適 切であ った と思われ る量の超過分 の投資 か ら生 じた損失 についてのみ責任 を負 う。第228集 注h参 照。

受託者が抵 当を とったが、 その財産 の価値 の適 正な割合 よりも多 く金 を貸 し、 しか しその貸付 がその他の点で

は適正な場合 、受託者は超過分の損失 につ いてのみ責任 を負 う。第229条 注b参 照。

他方、受 託者が信 託のた めに自己が個人 的に所 有 して いる財産 を購入 し、 その財産の価格が下落 した場 合に受

託者 は第三 者か ら適 正に同様 な財産 を購入 したであ ろうことと、 そのような場 合に、受託者 が損 失につ き責任 を

負わ ないであろ うことは重要 なことではない。受 託者に よる自己取引 を抑止 するために、その結果生 じるあ らゆ

る損失 につ き受 託者は責任 を負 う。第206条 注d参 照。

信託条項 に従 わず損失が生 じたが、 た とえ受 託者が信託条項 に従 っていて も損失が生 じた ような場合 の受 託者

の責任 にっ いては第213条 参照。

そ の後 に利益 を生 じた場合の損失 に対 する責任 の問題につ いては第213条 参照 。

且.」i橋 劃 漣 免責丈 重継 噺 正}樹限

統一信託法(Unifo頂TrustAct)第19条 は、 「適法 な管轄権 を有す る裁 判所 は、 提示 された訴訟原 因および受

益者に対す る通 知に もとづ き、本法 によって課せ られ る義務 と制限 の一部 あるいは全部 を受託者 か ら免 除する法

的救済 をす るか、あるいは誠実かつ合理的 に行動 した受託者か ら本法 の条項違反 に対す る責任 を全 部または部分

的に免責す る ことができ る」と規定 している。

これ と同様 の ことが1925年 の イギ リス信託法61条 に規定 されて いる。つ ま り受 託者 がいかな る信託違反 につい

て も個人的 に責任を負 うように裁判所 に思 われ る場 合に 「しか し誠実 かつ合理 的に行動 し、信託違反 を免責 し、

その ような違反 を犯 した ことにつ いて裁判所が説 示 し忘れた ことを免責す るのを相当 とす る場合 には、裁判 所は

本法の条項違反 に対 す る受託者の個人的責任の一 部または全部 を免除す る ことがで きる」

制定法が ない場合 には衡平法裁判所 は受託者が誠 実かつ合理的 に行動 し、免責 され るのを相当 とすべ きであ る

場 合、受託者 の責任 の一部 また は全部 を免責す る権限 を有す る。

(b)項 の注l

h.利 益

受託者 は信 託財産 の不適法な処分あ るいは使用 によって得 られ た利益 につ いて責任 を負 う。例 えば、受託 者が

信託財産 をつ かって権限外の投資 をし、 それが利 益を うん だ場合、受託者 はその利益 を自己の もの とす る ことは

認め られ ない。第210条 参照。
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例:

10AはBの ため の100,000ド ルの受託者 である。Aは10,㎜ ドル を投機的株式 に投 資 し、後に20,㎜ ドルで売

却 したが、 それは信 託違反 とな る。Aは 鋤 ㎜ ドノレを自己の利 益にす ることはできなし・。

事後的損失が ある場合 の収 益についての責任 に関 しては、第213条 参照。

(c)項 の注:

L_坦 巴 力ψ し刮 益 理盈 璽蠣 食

受託者 は、信 託違反 を しなか ったな らば信託財産 に得 られて いたで あろ う利益 について も責任 を負 う。 この規

則 は受託者 が信 託違 反によって保有す るのが義務(第208条 参照)で あ る信託財産 を売 却 また は処分す る場合や信

託 のために購入 するのが義務(第211条 参照)で ある財産 を購入 しなか った場合 に も適 用 され る。

この規 則は収益に も元本に も適用 され る。例 えば受託者が信託財産か ら収益 をあげ ることを怠 り、 それが信託

違反 となる場合 、受 託者 は、信託違反 をしなけれ ば得 られたであろ う収益に ついて も責任 を負 う。第207条 参照。

j_遭 後書照

受託者 の忠実義務違 反の責任の範 囲 につ いて は、 第206条 参照。

保持す る ことが受 託者の義務であ る信託財産 を売却 して生 じた損失、売却 する ことが義務であ る信託財産 を売

却 しなかった ことで生 じた損失、お よび購 入しない ことが義務であ る場合 に財 産を購 入 し、 それ によって生 じた

損失 につ いての受託者の責任に関 して は、第208条 ～第210条 参照。

第206条 忠実義務違反に対する責任

前条の規定は、受託者が信託財産を固有財産として買受け、または、固有財産を信託財産とするよう自己に売

買し、その他受託者としての忠実義務に違反した場合に適用する。

注:

旦_職 鐘概

受託者は、もっぱら受益者の利益のために信託を管理する義務を受益者に対して負っている。 第170条参照。

忠実義務の性質と範囲については、 第170条の注の中で扱っているので、ここでは、忠実義務違反に対する受託

者の責任の範囲について扱う。

本条には、第205条で述べられている一般原則が適用される。つまり、受託者が忠実義務に違反した場合、信託

財産の損失または価格の低下につき原状回復の義務を負い、あるいは、義務違反によった得た利益を返還する義

務を負い、あるいは、義務違反をしなかったならば当然に信託財産に生ずべき利益に対して責任を負う。

㊨ 撞 を難 者掴ム旦幽 査

受託者が、自己に信託財産を売却したり、売却にあたっての受託者の判断に影響を与えるような性質の購入で

個人的な利益をうける場合、受託者は受益者に対して負っている義務の違反となる。,第170集注b～d参 照。

受託者が信託違反をして、自己に信託財産を売却し、その価格が、受託者がそれを買った時よりも低かった場
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合、受益者は、 その差額 を支払 うよ う強制 できる。 あるいは、受 益者は任意にその売却 を取消 し、信託財産 を取

り戻 し、 もしあれば受 託者が、その財産か ら今 まで受領 していた収 益 を自己の もの としないよ う受 託者 を強制す

ることがで きる。但 し この場 合、受託者は、その財産 を購 入す るにあたって支払 った代金 と信託財 産が現 実に受

けた収益の額 を信託財産 か ら受け取 る権利 を有す る。 また、受 益者 は、その財産 を売却す るよ う強制 し、受託者

が支払った額 よ りも高 い価格で売 れ るような場 合 には、 その超過額 を 自己の もの としないよう強制 できる。

受託者がそ の財産 を転売 し利益を得た場合には、受益者 はその利益 を受託者が 自己 のものとしないよ う強制 し

うる。

同様 に受託者 は財産 を個人的には購入 しなか ったが売却 にあたって忠実義 務違反 をなす ような購入 によ り利益

を得 る場 合には責任 を負 う。いかなる場合に売却が忠実義 務違反 となるかについては第170条 注c参 照 。

旦 　受 睡者1璽固有財産 豊、受且且者よ,レて躍奨{±.置場[査

受託者の固有財産 あるいは個 人的に利 害 をもって いる財産 を受託者 として買受けた場合には、受託者 は、受 益

者 に対す る義務違反 となる。第170条 注h、i参 照。

受 託者 が信託違反 をして、 固有財産 を受 託者 として買受 け、受託者 として支払った金額 が、売却時 の財 産の価

格 よ り多かった場合、受益者 は、 その差額 を払 い戻す よう強制 できる。また、受益者は、任意に その売買契約 を

取 消 し、売 買代金を払 い戻す よう強制 できる。但 しこの場合、受託者 は、 その財産 と信託財産が実際 に受 けた収

益 を信 託財産か ら受け取 る権利 を有 する。

旦,⊥同 上二」n虫是彼 旦土樽窒

受 託者 の固有財産 を受託者 と して買受 けた後 に、その財産の価値が下落 した場 合、た とえその売却が適正価格

でな され ていた として も、 また、 その財 産を第三 者か ら買受け たとしたら適法 な信 託投資 であ る場合で も、受 託

者 は価値 の下 落について責任 を負 う。

例1

1.Aは100,㎜ ドルにつ いてのBの 受託 者で ある。信託条項 によって、Aは 鉄道 債券に投 資す るよ

う指 示 されて いる。信託資金5,㎜ ドルで、Aは 自己の もっているX鉄道会社 の債券 を5口 買 った。売買

の当時、その債券は額面価格 で売 られ ていた。その後、その債券の価値 が下落 し、4,000ド ルで売却 され

た。Aは 、1,000ド ルにつ いて責任 を負 う。

白.」壇上二頚1益を弾た場違

信託違反 を して、受 託者の 固有財産 を受託者 として買 受けた場合、受託者 は、それによって得 た利益に対 して

責任 を負 う。

受託者が後 に受託者 として買受け る 目的で第三 者か ら財産を賄人 し、その ように転売 した場 合、受託者 はその

財産 につ き支払った代金 につ き信託か ら受 け取 る金額 の超 過分があ る場合に は、 その部分 につき責任を負 う。

例:

2.Aは100,㎜ ドルにつ いてBの 受託者 であ る。信託条項に よって、土地 を買 うよ う指 示 され てい

る。Aは 、後 に信託財産 として買受け るっ もりで、甲地 を70.㎜ ドルで自己の財産 と して購入 した。 そ
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の後、Aは それを100.㎜ ドルで1諦 雌 として服 けた。Aは 、30伽 ドル1こっ いて責任 を負 う。

1_受 託者 としての自分 に転売する 目的 で、受託 者個人の購入 した財産が、転 売の時に、 その財産 に支払わ れた

価 格 よ りもさ らに価値 が下 が った場合、 そのような売 却当時の相場にっ き受託者 としての 自己に売 却した額 の超

過 分 を受益者 は、受 託者 に対 し責任を追及 できる。

例:

3.事 実 関係は、転売の時点 で、 甲地 が60.000ド ルの価値 にな った ことをのぞ いて例2と 同じである。

Aは40,㎜ ドルにっ いて責任 韻 う。

L受 託者 が、転売 の意図な く財産 を取得 したが、受託者 として の自分 にその財産 を売却 して しまった場合、受

託者 としての 自己に売却 した当時の財産価値以上 の もの を信託財産 から受領 する と、 その額 にっいて受 託者 は責

任 を負 う。

例:

4.AはBの ための100,㎜ ドルにっいての受託者で ある。1925年 に、Aは 、 自己資金5.㎜ ドルで、

自己のために或 る株券 を買 ったが、 それを受託者 としての自己に転 売する意図 はな かった。1930年 、そ

の株が8.㎜ ドルの時、A`授 託者 としての 自分に、 それ らを10.㎜ ドルで売却 した。Aは 、2.㎜ ドル

にっ いて責任 を負 うのであ り、5.000ド ル ではな い。

1L_甜 弛p遡 象 になコ_て並 畳財産に口中 て㊤る横利 を紗{邉 斑薗ム幽 譲梁1オ旦 墨金

受 託者が、信託の対象 になっている財産 について いる権利 を個人的 に譲受 け る場合、 それ が信 託の管理 に とも

な う受益者の利益のた めだけではないときには(第170集 注 」参照)、 受益者 は、受託者 が譲受 けた権利について擬

制 信託の成立 を主 し、受託者 がその権利 か ら何 らかの利益 を得 た場合 には、その利益 を受託 者が 自己の もの とし

ないように強制 しうる。

信 託財産が土地ま たは建物 の賃借権 を含んでお り、受 託者 が個 人名義 で賃 借権を更新す る場 合、受益者 は新 し

い賃 借権につ き擬制信託 の成立 を主張 で きる。但 しこの場 合、受 託者 は賃借 権 に要 した費用 の返 還 を請求でき る。

受 託者が賃借権 を売却 して利益 を得 た場 合は受 託者 はその利益 を自己の もの とす ることは認 め られな い。

受託者が、信託財産 に存 する不動産 上の負担(encu■brance)を 買受 けた場合、受益者 は、 その不動産上の負担

にっ いての擬制信託 の受託者 と して、 その者に責任 を負 わせる ことができ る。 そして購入 か ら得た利益を 自己の

もの としないよう受託 者に強制 しうる。受託者が その債務 を額 面以下 で購 入 した場合、受託者 は額面で信託財産

に対 して主張 することはできず、実際に支払 った額 と利 息のみ を受け取る権利 を有 するだけであ る。

例:

5.Aは 信 託 として 甲地 をBに 遺贈 した。甲地は100,000ド ルにつ いて1番 抵当が、5,㎜ ドル につ い

て2番 低 当撒 定 されていた。Bは3.㎜ ト'ルを支 払 って2番 抵当蹴 となった。抵当債務者が債務を弁

済せ ず、1翻 当の抵当権実行手続時 に、 甲地 は16,㎜ ドルで売却 された。BIま 売 却代金か ら3.㎜ ドル

とそれに対す る利息分のみの権限 を有す る。

1L」 題 量売L[∠ τ買暴 ける こと逆 鱗.醜 重財 産亙 ㌔鷲 遅圭㎜ ム上躍1受 旦」左壌 費
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受 託者 として買受 ける ことが義務 である財産 を、受託者 が個人 として買受 けた場合{第170条 注k参 照)、 受益者

は、その財産にっ いての擬制信 託の受託者 としてそ の者 に責任 を追 及でき、その財産 を信託 として保有す るよう

強 制できる。また、受託者が その財 産 を売却 し利 益 を得 ている場 合には、その利益に対 して責任 を追及 で きる。

例:

6.宝 石店のオーナ ーであるAは 、Cの ための信託 としてBに 自己の全財産を遺 贈 した。Aの 死 亡時、

その商売 はAの 借 りている店舗 でなされ ていた。信託条項 によって、Bが その店舗 を買受け、 そ こで商

売 を続行 する よう指示 され ていた。Bは 信 託を受諾 した。Bが その店舗 を 自分自身 のために買入 れた。

Bは 、 自己の支払った代金 を信託財産か ら返還 されるのでCの ため の信託 と して、 その店舗 を保有す る

よう強制 され る。

⊥..編 抵㎜ 垂1受旺 煮二ilL壁Ω」⊥堅剛 里L-± 掛窒

受託者が受益者 に対 する義務 に違反 して(第170条 注1参 照)、 自分 自身の 目的に信託財産 を使 用 し、 それに よ

って利益を得 た場合、 その利益 に対 して責任を負わ なければな らない。例 えば受託者が信託 の金銭 を 自己の事業

に使 用 した場 合、 また は自己に貸 し付 け 自己が信託財産 に支払 うよ りも高い利率で他人に更 に貸 し付 ける場 合、

受託者 はそ こか ら生 じた利益 につき責任 を負 う。

例:

7.Aは 、100,㎜ ドルにっいてBの 受 託者であ る。信託違反 を しているAは 、その信託資金100 .㎜

ドルを小売 商 としての 自己の商売 に使用 し、10パ ーセ ン トの利益 を得 た。Aは 、 その利益に対 し責任 を

負 う。

8.Aは 信託 としてBに100,㎜ ドル遺贈 した。Bは 信託艶 の一部 を抵 当をいれて 自己のた めに借

りうけ、その資金 の一部 を投資に使用 し、利益 を得た。Bは 、その利益 に対 し責任 を負 う。

k.丞 一二左ろ、二∫≡数削き1よぴf也Z≧報酬

受託者が信託違反 をして(第170条 注o参 照)、 信託の管理 に関連 した行 為で、第三者か らボーナス、手 数料 、

あるいはその他 の報酬 を得 た場 合、 受託者は、受 領 した金額 を自己の もの とす ることは認め られ ない。

例:

9.Aは 甲地の受託者 である。信託条項 に よってAは 甲地 を売却 するよ う指 示 されて いる。AはBに

甲地 を10,000ド ルで売却 し、BはAに ボーナス500ド ル を支払 った。受益者 がその売買 を追認 した。Aは 、

その売 買の売上金 とな らび5㏄[ドルについて も責 任を負 う。

10.Aは 甲地の受託者で ある。Aは 甲地 上の建物に、 自己が代理店 をしている保 険会社の保険 をか け

た。Aは 保 険会社か ら保険料の一部 を報酬 と して受領 した。Aは 保険会社 か ら、 その家屋 に保険 をか け

た ことによって得た手数料 につ いて責任 を負 う。

.1_.一.受益.煮と蹟ヨト削 韮にな 鋤 査

受託者が忠実義務 に違反 して(第170条 注p参 照)、 受益権 と競 争関係 にな り、その結果、信 託財産 に損失 を与 え

た場 合、 たとえその ことで受 託者個人 に利益が生 じな くと も、受託者 は、その損失につ いて責任 を負 う
。また、
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それによ って利益 を得 た場合 には、 その利益につ いて責 任 を負う。

例:

11.Aは 、 ヨッ トブローカー としての 自己の商売 をCの ための信託 としてBに 遺 贈 し、Bに その商売

をするよう指 示 した。 この商売は非常 に競争 のはげ しい ものであ る。Bは 、 自分のため に近 くで ヨッ ト

ブローカーをは じめ、その結果、B自 身 は何 ら利益 をあげなかったが、信託 としてBが 保持 して いる商

売 に損 失を与 えた。Bは その損失 につき、Cに 対 して責任 を負 う。

12.AはCの ための信託 として甲地 と多額 の金銭 をBに 渡 し、 甲地上 に石 油井戸 を掘 るよう指示 した。

Bは 自分 自身の ために隣接地 を買 い、石 油井戸 を掘 って、 甲地上 の井戸 の石油 をか らに してしまった。

Bは 、隣接地 とそこか ら生 じた利 益をCの た めの擬制信託 と して保 有する よう強制 される。但 し、Bの

要 した費用は信託財産か ら払戻 される。

第207条 利息に対する責任

(1)受 託者が信託違反 を し、それ によって一定の金額 に利息を付 して支 払 うべき義務が ある場合 、その利息は

法定利息 また は裁判所 が相当と認める利息であ る。 ただ し、場合 によっては、受託者 は現 実に受領 した利息、あ

るい は受領すぺ かり し利息を支払 う義 務 を有す る。

(2)受 託者 は、以 下の場合 でなければ利息の賠償 にっいては、単利計算に よるぺ きであ り、複利計算の竃に任

ず ることはない。

(a)受 託 者が複 利で利息を受領 した とき

(b)受 託 者の受けた利益を確定で きないが 、少 な くとも複利 に相当す る利益 を得 た と推定で きる場合

(c)受 託 者が収 益で積立て る菰務 を負担 していた場合

(1)項 の注:

互_受 領 し捌 息

受託者が受領 した額が法定利息 または信託投 資 か ら生 ずる通常利息 よ り多 くとも、受託者 は、 信託資金に関 し

て現 実に受領 した利息 にっいて責任 を負 う。

b,受 領す ペーき.刮」1

信託財産 を一定の利息 のつ く証券に投資す るのが受 託者の義 務であったが、受託者 がそれ を怠 った場合、た と

えその額が法 定利息 または信託投 資か ら生ず る通 常利息 よ り多 くとも受託者 はその利 息につ き責任 を負 う。

旦」_法定利息 またはその他の利一息

注a及 びbに 述べ られて いる状況以外 では、受 益者は、法定利息または信託投 資の通常利息、 あるいは裁判所

が相 当と認め る利息に対 して権利 を有す る。

受 託者 の負 うべ き利率 を決定す るにつ いては、次の状況 が重要 である。(1)信 託違反が、悪 意でな されたか ど

うか、悪 意で はないに しても故意 であったか どうか、過失 であったかどうか、あ るいは、信 託条項 の解釈 の誤 り
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で あったか どうか。(2)信 託違反が受託 者の作為 または不作為に よってな されたか どうか。

信託資金 の投資 を受 託者が怠 るとか、信託財産 の売却お よび その収益 の投 資 を怠 るとい うよ うな信託違反 があ

った場合、受託 者は、 信託投資額 に付 され る通常 の利息につ いて責任 を負 うのであ り、法 定利息 ではない。

信託財産 の違法 な売 却 または、財産 を信託と して違 法に買入れ た ことが信託違反 となった場合、信託投資 額が

生 むべ き通常 の利息 につ いて受託者 は責 任を負 う。但 し信託違反が故 意にな された場合は受託者は通常法 定利息

につ き責任 を負 う。

受益者が権原 を有す る信託財産 を、受 託者が受 益者に支払わ ない ことで信託違反 となる場 合 に受 託者が 故意に

違反 したときは、通 常、法定利息 につ いて責任を負 う。 しかしなが ら受 託者が支払 いとなす義務 について合理的

な理 由のある疑 いを もっていたために支 払 いがな されて いなか った場 合は、 自己の義務が争われ ている間の利息

については、 この期 間中、現実 に受託 者が受領 したか受領 しうべ き利息 を除 いて受託者は責任 を負 わない。 この

よ うな場合 には受託者は裁判所 が判決 した ら即刻 支払 えるよう通常、 金銭 を投資せず銀行に預金 してお くべ きで

ある。

(2)項の注:

旦.」『堕1と複利

信託違反 をおか した受託者 は、通常 、複利ではな く、単利計算 によ る利息につ いて責任 を負 う。

しかしなが ら、受託者 が現実 に複利 計算で利息 を受領 した場合 には、複利計算 による利息につ いて責 任を負 う。

受託者 が、信 託財産 を自己の事業 に使用 し、い くらもうけたか明 らかでな い場合、 おそ ら く少 な くと も複利計

算 と同等 で信託財産か ら生 した利息を うけ たことを理 由として通常 、複利計算 の利息 につ き責任 を負う。

受託者 が受 領 した利息 を再 投資し、 受益者のために それを積 み立 て る義務 を負 っているのにそれを怠 った場合、

受 託者は複 利計算に よる利息 につき責任 を負 う。なぜ なら受託者 が信託違反 をしなければ複利計算 による利息 を

受 領 していたであ ろうか らであ る。

例:

1.Aは 信託 としてBに1,000ド ル遺贈 し、その信託 の内容 は、そ の金銭 を或 る貯蓄銀行 に預金 し、Cが21歳

にな るまでその ままに し、その後、元本 と積み立 てた利 息をCに 支払 うという ものであった。Bは 預金 しな かっ

た。貯蓄銀行は複利 計算 で3パ ーセ ン トの利息 を支払 っている。Bは 、3パ ーセ ン トの複利計算 に よる利息 につ

いて責任 を負 う。

受託者が故意 に信託違 反 をしたという事実だけで は受 託者に複利計算 による利息 を支払 わせ る十分な理 由とは

な らない。 しか しなが ら、 いくつか の州 では制定法 で故意 の信託違反 の場合 には受 託者は複利 計算 に よる利息 に

っ き責任 を負 うと規定 して いる。

第208条 信託財産の売却による信託違反の責任

(1)受 託者が信託財産を保有すぺき義務を有しているにもかかわらず、この義務に違反して信託財産を売却し
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た場合、受 益者は、次の ような救済方法 を有 する。

(a)売 却 当時の価格 に利息をっけて賠償 させるか、 または、

(b)判 決当時の価格 に、受託者が売却 しなければ生 じていた収益 を附加 して賠償 を求め るか、 また は、 その

状況の もとで相当と認め られ る場合は、信託財産 の復旧 を要求す るか、あ るいは、

(C)売 却によって得た対価 を請求す る

(2)信 託 財産を保 有すぺ き義務があ るにもかかわ らず、受託者が信託財産 を売却 した場 合、受益者は、前項(a)

お よび(b)号 の場合 に認め られる請求権 につ いて、売却 によって得た対価の上 に衡平 法上の先取特 権を行使 する

ことがで きる。

注l

a.本 条 の範 囲

第208条 か ら第211条 で は、便宜上、第205条 の規則の適用 につ き、四つの信 託処分 の方法一 つ ま り、信託財産

の売却 あるいは購入に よ り損失が生 じた場合、売 却あ るいは購入 を怠 ることによって損失が生 じ信 託違反 になっ

た場合 を扱 う。

別 に損 失があ る場合 には受託者は更 に第205条 に述べ られ た一般規則 にお ける損失 の額 につ き責任 を負 う。

これ らの各条にお いては受託者が各条 に規定 された義務 に違反 した場合 を扱 ってい る。第208条 ～ 第211条 に述

べ られ た義 務の うち複数 の義務に受託者が違反 した場合 に適用 され る規則 にっいては第212条 参照 。

b. 一本条 は、受託者が信託財産 を保有す る義務 を負 い、 いかなる価格 でも、 また、いかな る時点 で も、 またいか

なる条件 で もその売却 を認 められて いない場 合を扱 う。 それゆ え、本条で は、信 託財産 を売却 する権限 が与 え ら

れ ていたが、受託者が不 当な価格で売却 したために信託違反 となる場合 を含 まない。不当 な価格 の売却 に適用 さ

れ る規則 につ いては、第205条 注d参 照。

(α)号の注:

旦 」堂却幽 趣 塾齪 格

信 託財 産を保有す る義務 を負 って いるに もかかわ らず、 その義務 に違反 して、受 託者が信託財産 を売却 した場

合、受益 者は、その財産 の売却当時の価格 を利息 を付 して、賠償す るよう受 託者 に請求で きる。

例:

1.AはCの ための信託 として、甲地 をBに 遺贈 した。信託条項 によって、 甲地 の売却 は禁 じられ て

いた。Bは 、 甲地 をDに10,㎜ ドル で売 却 した。Bは 売却 時の価格1こ利息 を付 して賠償 する責任を負 う。

受益者が受託者 に本条(a)に 述 べ られた規則 の もとで不 当に売却 された信託財産 の売却1時の価格 を賠

償 させ ることとし、受託者が 自己の財産か らその価格 と利息 を支払 う場 合、受託者 は売 却の対価 とそれ

に よって生 じた利益 を保有す る権 利を有す る。

受 託者 が売却に よって得 た対価 を信託 に組み入れ る場 合は受託者 はその組 み入れた額 とそれによって信託財産

に生 じた利益 を自己 に帰せ しむる。

(b}号 の注:
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∫L　判決当時 の価格

信託財 産 を保有す る義務 に違反 して、受託者が、その信託財産 を売却 した場合、受益者は判決当時の価格 に、

受 託者が売却 しなければ当然生 じていた収益を付加 して賠償 を求 める ことがで きる。

例:

2.Aは 、Cの ために信託 としてBに 株券 を遺贈 し、そ の株券 の売却 を禁 じた。Bは 、株券 を10.㎜ ドルで売

却 した。CはBを 信託違反 雄 由1こ訴 えた。その株券は12,㎜ ドルの価格 であ った。Bは12,㎜ ドル と株券 の配

当金について責任 を負 う。

受益者 が受 託者に本条(b)で 述 べ られた規則の もとで不当 に売却 した信 託財産の判決時の価格 を賠償 させ る こ

ととし、受託者がその価格 と信託財 産 を売却 しなけれ ば得 られ たであろ う収益 を自己 の財産か ら支払 った場合 、

受益者は売却の対価 とそれ によ って生 じた収益 を保有す る ことが できる。

受託者が、売却の対価 を信託 に組 み入れ た場合、組み入れ た額 とそれに よって信託財産に生 じた収益 を自己に

帰せ しむ る。

虹 」咄llな暴1踵のIIII祖

信託財産 を保有す る義務 を負 ってい るに もかかわ らず、義務 に違反 して受託者が信託財産 を売却 したときは、

原状回復が相当 と認め られる場 合に、受託者は、原状回復 を強制 され る。

原状回復が相当であ ると判 断 され る要 因には、(1)信 託 の目的 となってい る特定 の財産の重要性、(2)そ の財

産 を再度取得で きる可能性、 または、そ の価格に比 し、不 当な価格 でな しに その財産 と同じもの を取得 できる可

能性、(3)そ の財産売却 に際 しての受託者への非難可能性 の程度 。

例:

3.AはCの ための信託 としてBに 甲地 を引渡 した。信 託条項 に よって、 甲地の売却 は禁 じられ て い

る。Bは 、善意有償 の第三者Dに 甲地 を売却 した。Dは 甲地 をBに 再び売却 した。Cは 、 自分 のための

信託 として 甲地 を保有す るようBを 強制で きる。第317条 参照 。

4.Aは 、Cの ための信託 としてBにX会 社の株式100株 を引渡 した。信託条項に よる株券 の売 却は

禁 じられ ている。Bは 信託違反 を して、 その株券 を善意有 償のDに 売却 した。Bは 自分個人 の もの とし

てX会 社の株 を200株 所 有 している。Cは100株 にっいて 自分 のための信託 と して、Bが 保有す るよ う強

制で きる。

5.事 実 は、例4と 同 じで あるが、Bは 、X会 社 の株 を 自分の ものとして所有 して いないが、 その株

は一般 市場 に売 り出 されて いると ころが異 なる。Cは 、Bに その株券 を100株 買 い、Cの ための信 託 と

して保有す るよ う強制で き、Bが 受領す るはず であった株 式の配当金 につ いてもBの 責任 を追及 で きる。

受託者に そのような原状 回復 を強制す るのが妥 当でない場合 には、原状 回復 を強制 する ことはできない。

例:

6.AはCの ための信託 としてBに 甲地 を遺贈 した。信託条項 によってBが 甲地 を売却す るのは禁 じ

られ ていた。Bは 、善意有償 の第 三者Dに 甲地 を売却 した。Dは 甲地 の売却 を望ん でいない。Cは 、B
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に対 し原状 回復 を強制 できな い。

7.事 実は例6と 同 じだがDが 甲地 の売 却 を望 んでいるが、 その価格 が非 常に高 いため、受 託者 に甲

地 を買受け させ ることが妥当 でない点 が異な る。Cは 、Bを して原状 回復 を強制す るこ とはできない。

c号 の注

』一_対価劃 す る責任

信 託財産 を保有す る義務 に違反 して、受 託者 が信託財産 を売却 した場合 、受 託者は、そ の対価 について責 任 を

負 う。対価 が受託者 の手元 にあって追及 できる場 合に は、 その対価 と受領 された収益 を信託 として保有 する こと

を受 託者 に強制 させ られ る。受託者が対価 を費 消 した場合 は対価 の額 とその利 息につ き受託者 は責任を負 う。

例:

8.AはCの ための信託 としてBに 、株券 を遺 贈した。信 託違 反を してBは 、 その株 券を10.㎜ ドル

で売却 した。Cは 、Bに その売 却の対 価 を信託 と して保有す るよ う強制で きる。Bが その代金 を費消 し

て しまった場合 は、Bは 対価 と同額につ いて責 任 を負 う。

受 託者が、売却 の対価で他の財産 を買 入れた場合 の受 益者の権利については、第212条 参 照。

匡.鷲nl者

(c)に 述べ られ ている規則は、第202条 で十分扱 われ てい る。それは受託者 と同様 に他 の受任者に もまた受任者

でな い者に も適用 される。

信託財産 またはその代位物 を第三者 か ら返還 して もらう受益者の権利については、 第291条 ～第293条 参照。

(2)項 の注:

旦 」劉 ε法」:の先取酬

(a)、(b)で 述 べ られて いるように受 託者が違法 に売 却 した信託財産の価値に対 して責任 を追及 する場合、受益

者は、 自己 の請求権 を担保 とす るために、受託者 の手に渡 って いる代位物の上 に衡平法上 の先取特権の成立 を主

張で きる。第202条 参 照。

例:

9.AはCの ための信託 としてBにX会 社の株式 を遺贈 した。義務 に違反 して、Bは その株式 を10,0

00ド ルで売却 し、Y会 社の株式 を買 った。CはBに 売却時 または判決 の時 のX会 社の株 式の対価 を支払

うよ う強制で き、 自己の請求権 を担保す るために、Y会 社 の株式の上 に、 衡平法上の先取特権 の成立 を

主張 で きる。

注:

⊥L_呈 益翻 無 能力者1鰻 盒

信 託財産 を保有す る義務 に違反 して受託者が信 託財産 を売却 したが、受益者 が無 能者であ るため、効果 的な救

済措 置を とれな い場合 には、裁判所が、受益者 に とって最 も有利 な救済措 置を命 ず ることが で きる。複数 の受益

者 がいて同意 しない場合、 またはそのうちに何 人かが無能 力者 の場 合については第214条 参照 。

339



【第7章 】

第209条 信託財産の売却を怠ることによる信託違反の責任

(1)受 託者が信託財産 を売却 する義務を負いなが ら、この義務 を履 行 しない場合 には、受益者 は、その財 産 を

売却すれば得る はずで ある金額 に利息 を付 して受託者 に請求で きる。

(2)受 益者は、 自己の請求 を担保す るため に、信託財産の上 に衡 平法上の先取特権の成立 を主張で きる。

注:

旦._本 条Ω範囲

本条では、受託者が一 つの義 務に違反 した場合 を扱 っている。第208条 か ら第211条 までの義務 のうち、複 数 の

義務 に違反 した場合 については、第212条 参照。

セ.責 任の範岨

信託義務に違反 して、信 託財産の売却 を怠 った場合、受益者 は売却 を怠 った ことによって生ず る損失 にっ いて

は、受託者に請求で きる。財産の価格が下落 した場合、受益者 は受託者に 自己の義務 に従 って売却 していたな ら

ば得 られたで あろう額 を要 求す ることがで きる。但 しこの場合 に受託者に属 している信託財産 に対 して受 益者 の

請求 を担保す るため に先取 特権の成立 を主張 できる。

例:

1.AはBに 株式 を遺贈 し、6カ 月以 内にそれ を売 却す るよう指 示 した。義務 に違反 し、Bは 、株式

を売却 しなかった。6カ 月以 内な ら、Bは 、 その株式 を10.㎜ ドルで売却 できたはず である。Bは 、10

棚 後 に、 その株式 を4.㎜ ドルで売却 した。Bは 、10,㎜ ドル と、4力 胴 の利息分 にっいて責任 を負

い、4㎜ ドル と4カ 月間 の収益 を自己に帰せ しむ る。

2.事 実 は例1と 同じだが、Bが まだ株式 を売却 していな い点 力f鱈 る。株式 は4,㎜ ドルの価値に な

っている。Cは 、選択 として株 式が売却 されれば得 たであ ろう10,000ド ルに利息 を付 した金額 につ いて

Bに 責 任を追 及で きる。 この場 合、Bは その株式 と、そ こか ら生 じる収 益を保有できるが、 それはCの

請 求を保全 するため の担保 となる。

受託者が義 務に違 反 して信託財産 の売 却を怠ったが、 その後 、財産 の価値 が上がったため、何 らの損失 も受 け

ない場 合は、受 託者 は特別 な責任 を負 わない。

皇」_11‖援割 田

不適法 な投資 を処 分す る義務 については、第230条 、231条 参 照。

第210条 財産買受による信託違反の責任

(1)受 託 者が購入 しない ことを菰 務づけ られている財産 を信託財産で購 入 した とき は、受益者は次のよ うな救

済方法を有する。

(a)購 入に消費 した信託 財産およびその利息の支払 を請求す るこ と

(b)購 入 した財産 を自己の もの とは しないよ う請求す ること
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(2)受 託 者が 、購入 しないことを義 務づ けられてい る財産を信託財産で購 入 し、 受益者が購 入に要 した費用 を

請求 する場 合 、受益者 の請 求権を保全 するため に、受託 者が購 入 した財産の上に衡 平法 上の先取 特権 を行使 しう

る。

注:

丑、.本条 の範 姐

本条は、受 託者が一定の財産 を購入 しない ことを義務 づけられている場合 のみを扱 う。 した がって受託 者が購

入す る権限 は有 して いるが不当 な価格で購 入した ことに よ り信託違反 とな る場合 を含まな い。不適 正価格 での購

入 に適用 され る規則につ いては、第205条 注e参 照 。

本条 では受託者が本条 で規定 され ている違反 をな した場 合を扱 って いる。受 託者が第208条 ～第211条 の義務 の

うち複数 を違反 した場合 に適用 され る規則 につ いては第212条 参 照。

上」_牌人 在否婿 圭土地 一⌒ 鐙 璽1興醒

受 託者が、購入 しない ことを義務 づけ られて いる財産 を信託財産で購入する場合、受益者 は、その選択に もと

ついて、当該購 入を否 認あるいは追 認でき る。

受益者が購入 の否 認を選択する場 合、受益者 は、受 託者に購入に要 した費用お よび利 息を返還す るよう要求 で

き る。受託者 が購入の費用 と利息を返還す るまで、購 入価格 と利息につき受益者 の権利 を保 全す るため、購入財

産は先取特権 の対象 とな る。 この先取特権つ きで受 託者は購入 した財産につ き権原 を有す る。

例:

1.AはCの ための信託 としてBに100,㎜ ドル遺贈 し、 その金銭 を債券のみに投資 するよう指 示 し

た。Bは 株式に10,㎜ ドル を投資 した。Cが その購入 を否認 すれ ば、CはBに 対 して、10,000ド ルと利

息 を請求 でき、 自己の請求権 の担保 のため株式 についての先 取特権 の成 立 を主張 でき る。先取特 権つき

で、株式 はBに 帰属 している。Bが10,㎜ ドルと利息 を返還 し、 その後で株式 を売却 し利益 を得 た場合

は、Bは その利益 を享受 しうる。

受 託者 が購入 しない ことを義務づ け られてい る財産 を信託財産 で購入する場 合、受託者 が受益者に購 入す る旨

を伝 え、受益者 が否 認しないぎ り、購 入価 格 と利息 を返 還 し、購 入 した財 産また は売却 か ら生 じた利益 を自己の

もの として保有 する ことはで きない。

例:

2.AはCの ための信託 としてBに100.㎜ ドル遺贈 し、 その繊 を債 券のみに投 資するよう指示 し

た。Bは 株式に10.000ド ルを投資 した。株価 が上昇 した。Bは 、購入価 格 と利息 を返還 し、そ の後、12,

000ド ルで株式 を売却 した。Bは 、売却 に よって得 た利益 を自己のものとする ことは認め られ ない。

受託者 が購 入 しな いことを義務づけ られ ている財産 を、信託財産 で購入す る場 合、受託者 は、受益者 に通知せ

ず に違法 に購 入 した財産 を売却 でき、 もし財産 を保有 していたら生 じていたはずの利益に つ いては責任 を負わな

い。 しか し、再売却 によって生 じた利益 を 自己の もの とすることは認め られ な いし損失に つ いては責任 を負わな

ければな らな い。
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例:

3,AはCの た めの信託 としてBに100,㎜ ドル を遺贈 し、 その金銭 舩 社債のみに投資す るよ う指

示 した。Bは10,㎜ ドルを株式 に投資す る。BはCに 知 らせ ず1こ、 その株式 を8,㎜ ドルで売却 し、信

託 財産 には、その金額 と残 高2,㎜ ドル、お よび10,000ド ル につ いての利息 を返還 した。株価 はその後

12,㎜ ドルにな った。Bは 、それ以上の責任 を負わな い。

受 益者 が購入の追 認 を選択す る場合 、追認の時点での財産価値が、購入 時の価格 を上回 っても、 その超過 分に

ついては、受益者は受 託者の責任 を追 及 しえない。

例1

4.AはCの た めの信託 としてBに100,㎜ ドル遺 贈 した。信 託条項に よ りBは その金銭 を債券 のみに

投 資するよう指 示 され た。Bは 甲地購 入のために10,㎜ ドル を用 いた。Cが 甲地購入 を追認 したときは、

10,㎜ ドルと、追認の時点 での 甲地の価格 との差額につ いて、CはBの 責任 を追及 しえな い。

しか し、受託者が、財産 の購入 につ いてだけでな く、差額の支払 いにつ いて も信託違反 をした場合に は、受 益

者 は、購 入を追認し、支払われ た差額 につ いて も受託者の責任 を追及 できる。

例:

5.AはCの た めの信託 としてBに100,000ド ル遺贈 し、 その金 銭 を債券 にのみ投資す るよう指 示 し

た。Bは10.㎜ ドル を、購 入の時点で8,㎜ ドルの価値 しか ない株 式の購入費にあてた。CはBに 株式

の売 却腰 求 し、差額 の2,㎜ ドル と、対働f10,㎜ ドル を超 えていて もその収益にっいてBの 責任 を追

及 しうる。

受 益者が、購入を追認 しても、受益 者は、その財産 を直ちに売却す る ことや収益 を適法 な信託投資に投資 す る

よ う受託 者に請求 しうる。受益者が能 力者であ り受託者にその投資物 を保有 す る根限 を与 えた場合、受託者 は後

に価 格が さが って も責任を負わ ない。第216条 参 照。

C.受 益壼 逆無 能ノJ者の蝦査

受 託者 が購 入 しない ことを義務 づけ られている財 産を信託財産で購入 したが、受益者がその購 入 を否認あ るい

は追 認する際に、適 切な選択 をす る能 力 を有 していない無 能力者であ る場合 には、裁判所 が、受益者の利益 と信

託 目的の効果 的な遂行 という見地 か ら、購入を否認または追認で きる。購入 した財産の価格が下 落すれば裁判所

は通 常購 入を否 認 し、受託者に購入 に要 した信 託財 産の額に利息 を付 して責 任 を負わせ る。財産の価格が上 がっ

た場 合は裁判所 は通常 、購入 を追認 する。裁判 所が購入 を追認 した場合 には、普通、受託者に対 し、その財産 の

売却 が要 求 される。 なぜ な らそれ は適 正な信託投 資をなすべ きことが受託者 に対 して要求 されるの であ る。

複数の受 益者の同意がな いまたは受 益者の うち何人かが無能力者 である場 合につ いては第214条 参 照。

第211条 財産買受を怠ったことによる信託違反の責任

受託者が特定の財産を買受ける菰務を負っているにもかかわらず、買受を怠った場合、受益者は判決時の価格
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および受託者 が購 入 していれば生 じていた収益 にっ いて、受託者の責任 を追及 しうる。また、そ の状況か らみ て

その財産 を買 受けるこ とが相当である場合 には、適 法に購入 した場合 に支払 うはず であった金額相 当を信託財産

か ら支払 ってその財産を購入 し、信託 財産 として保 有す ることを請求す ることがで き、さ らに、適法 に購入 した

場 合にその財 産か ら生 じるはずであった収益 にっ いて責任 を追及す ることがで きる。

注:

旦.._本条の.範囲

本条では、受 託者が本条で定め られてい る義務 に違反 していることが前提で、第208条 か ら第211条 まで に規定

されてい る義務 のうち複数の義務に違 反 した場合 は、第212条 参照。

h..貴 国四範 囲

受託者が購 入する ことを義 務づけ られて いる財産 の購 入 を怠 る場合、受益者は受託者が購入 すべ きであ った時

点 で購入 していれば生 じて いたはずである状況、 あるいはそれに近 い状況に させ る権利 を有す る。第205条(c)参

照 。

旦⊥ 」障ム か」互生.壬べ き墨堤 三文1交る責 任

信託条項 に よって特定 の財産 を膳人 するのが受託者 の義 務であるに もかかわ らず、 それ を怠 り、信託違 反 とな

った場 合、受託者 は、購 入か ら生ずべ き利 益お よび その財産 か ら受 託者が受領 すべ き収益 につ いて責任を負 う。

但 し、受 託者が投資す ぺき もの として受領 した金銭 につ き現実 に得た収益が もしあれ ばそれ は控 除 されるべ きで

ある。

例:

1.AはCの ための信託 としてBに100,㎜ ト'ルを遺贈 し、 直ちにX会 社の株式 搬 資 するよ う指 示 し

た。BはX会 社 の株式 を、1株100ド ルで1,㎜ 株購 入できるはず であったのに購入 を怠 った。判決 の時

点 で、X会 社の株式 は、1株125ド ルの値にな った。BはCに 対 して25.000ド ル と、Bが 購 入すべ きであ

った時点か ら支払われ るはず であ った配 当の総額 につ いて責 任を負 うが、 その間に100,000ド ルにつ いて

受 領 した収益は支払額 から控除 され る。

止 一一膿ム垂凶i甜益垣生 ⊆な」玉髄

賄人す る ことが受託者の義務 である財産 の価値 が下落 し、現実 の価値が、投資 すべ きであ った額 と現 に受領 し

た収益の総額 を超 えな い場合は、受託者は、購入 を怠った ことにつ き、受益者に対 し特別 の責任 を負わ ない。

例:

2.X会 社の株価が判決当時、1株90ド ルであ ることお よび、それに対 して配 当が支払われ ていない

こ と以外 は、事実は例1と 同 じで ある。Bは 購入 を怠 った ことにつ いてCに 責任 を負 わない。

.旦.」奥魎 低」塑の」肋[凶 」璽週1{起

信託条項 によって複数の指定 された証券の一つ または二つ以上に投資す ることが受託者 の義務 であるにもかか

わ らず、 それを怠 る場合、本条の規 則の適用は、 元本 と収益の双方 を考慮 して、証券 の中で最 も利益の少 ないも

のに よって決定 される。
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例:

3,AはCの ための信託 と してBに100,000ド ル遺 贈 し、X会 社 またはY会 社の株 式に直ちに投資 す

るよ う指示 した。Bは 投資 を怠 った。Bは 両社 の株式 を1株100ド ルで購入で きるはずであ った。判決

当時、X会 社 の株式は125ド ル、Y会 社の株式 は110ド ルであ り、両社 とも配当を支払 っていなか った。

Bは10,㎜ ドルにつ きCに 対 して責任 を負 う。

4.Y会 社 の株価が たった90ド ルにすぎない ことを除 き、事実 は例3と 同 じであ る。収益 の損失 を除

き、購入を怠 った ことにつ いてBはCに 対 し責任 を負 わな い。

L適 法』匡苗 託投資 を翼 探す る損金

適法 な信 託投資 と していずれかの証券投資 ができるに もかかわ らず、 どの証 券に も投資 しなかった場 合、受託

者 は、適法 な信託投資 か ら通常生 じる収益 の総額 について責任 を負 う。第181条 注C参 照 。 しか し、証 券市場 の価

値 の通常 の上昇によって、信託投資 か ら生 ずべき利益 が損失 を こうむ って も、 受託者は責任 を負わない。

呂一.」胆ム義務 ρ特別な 強制

特 定の証券に一定額 の金銭 を投資す るのが受託 者の義 務であるに もか かわ らず、受託者 がそれを怠 り、信託違

反 となった場 合、その状況の もとで相 当 と認め られるときには、 受益者は受託 者の証券購入を強制 する ことが で

きる。証券 の価値が⊥ 弄 して いた場合 には、受 託者 は信 託財産 か ら指定 され た総 額を支払 い、受託 者の固有財産

か ら差額 を補足する ことに よって、特定 の証券 を購入 しなけれ ばな らない。 そ して受託者 は証券 を購入 すべ きで

あった時に購 入 したな らば生 じたで あろう収益 の額 につ き責任 を負 う。投 資す ぺきであった金銭 につきその間 に

現 実に受領 した収益 が もしあれば それ を自己に帰せ しむる。

例1

5.AはCの ための信託 と してBに100,000ド ル遺贈 し、X会 社 の株式 の購入 に10,000ド ル投資 す るよ

う指 示 した。Bは 投資 を怠 った。BはAの 死 亡後1年 以 内に1株 あ た り100ド ルでX会 社 の株 を購 入で き

るはずであった。その後、株価 が上昇 し、現在 の株価 は125ド ル である。Cは 、信託財産 か ら10.㎜ ドル

を使 用 し、差額 をBの 固有財産 か ら支払わせ てX会 社 の株式 を100株 購入 する ことをBに 強制 し、Bが 購

入 すべきであった時点か ら支払 われた配 当金 の総額 につ いて も支払 いを強制 しうる。

指定 された証券の価値 が下 落 した場合 、証券 を購入す るのが未 だ相当で あるな らば現在購入 するのに十分な だ

けの ものに指 定 され た金 銭 を投資す るのが受託者 の義務 である。第167条 参照 。

特定の証 券の一定 数量 を購入す る ことが受 託者 の義務 であるに もかかわ らず受託 者がそれを怠 り、信 託違反 と

なった場合、 その状況 で相当 と認 め られ る ときには受 益者 に証券 の一定数量 の購 入を強制できる。証券 の価 値が

上 昇 していた場合には受託者は信託財産 か ら指定 され た総額 を支 払い受託者 の固有財産か ら差額 を補足 す ること

に よって証券の特定数 量 を購入 しなければな らない。そ して受 託者は証券 を購 入すべきであった時に購 入 したな

らば生 じたであろ う収 益の額につ き責任 を負う。投資 すべきであった金銭 にっき、その間に現実 に受領 した収益

にっ いては 自己に帰せ しむ る。

例:
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6.AはCの ための信託 としてBに1001㎜ ドル遺贈 し、X会 社 の株式 を100株 購 入す るよう指示 した。

Bは 投 資を怠 った。BはAの 死 亡後1年 以 内に1株 あた り100ド ルでX会 社 の株 を購入 でき るはずで あ

った。その後 、株 価が上昇 し、現 在の株価 は125ド ルで ある。Cは 信託財産か ら10,000ド ル を使用 し、

差額 をBの 固有財産か ら支払わせてX会 社の株式 を100株 購入する ことをBに 強制 し、Bが 購入すぺ き

で あった時点 か ら支払われた配当金の総額 について も支払 いを強制 しうる。

指 定 され た証券 の価 値が下 落 した場 合、証券 を購入 するのが未だ相当であるな らば(第167条 参 照)、 証券の指

定 された量 を購 入し、 信託財産の残額 を信託 として保有 す るのが受託者の義務であ る。

第212条 第208条 か ら前条までに述べ られた義務の二つ以上の義務に違反

した場合の責任

(1)(4)項 で述べ られている場合 を除き、受託 者が保有 すべ き義務のある信託 財産 を売却 し、その対価で他の

財産 を購 入す ることによ り信託 違反となった場合 、受益者 は第208条 および第210条 で述べ られて いる救済方法の

一つを行 使す ることが できる。

(2)(4)項 で述べ られている場合 を除き、受託 者が購入 すぺ きでない財産を信託 財産 をもって購入 し、購 入す

ぺ き義務 のあ る特定の財産 の購 入を怠ることによ り信託違反 となる私 合、受益者 は、第210条 および第211条 で述

べ られてい る救済方法 の一つ を行使 することが できる。

(3)(4)項 で述べ られ ている場合 を除き、受託 者が支払義務 のある信託 財産の売却 を怠 り、か っ、その収 益で

購入 すぺ きで ある特定 の財産 の購 入を怠ることによ り信託違反 となった場合 には、受益者は、 第209条 および第

211条 で述べ られて いる救済方法 の一つ を行 使する ことがで きる。

(4)(1)項 、(2)項 、(3)項 で述 べ られている状 況の もとで 、受託者 が善 意で信託条 項の遵守 を怠 り損 失を生 じ

させるこ とで信託違反 になる場合 、受託者 は、信 託条項 を遵 守 しても生 じていた損 失までは責任 を負わない。

注:

旦、._婁条 が撰定す迅状況

受 託者 が信託財産 またはその収益に関して第208条 か ら第211条 に規 定 されている義務の二つ以 上に違反 するに

は、 三つの場合が ある。(1)受 託者が信 託財産 を保有す るよう指 示 されているに もかかわ らず、 それを売却 し、

その対価 の財産 を購入 する ことによって、第208条 お よび第210条 の義 務に違反 する場 合、(2)受 託者 が一定 の財

産 の購入 を指示 され ているに もかかわ らず、 それ を怠 り、他 の財 産を購入 する ことに よって第210条 および第211

条 の義務 に違反す る場合、(3)受 託者 が信 託財産 を売却 し、 その収益 によって他 の財 産 を購入す る よう指 示 され

ているに もか かわ らず、 そのいずれを も怠 る ことに よ り第209条 および第211条 の義務 に違 反す る場合 。

(1)項 の注:

-hL違U違 貞 劃 お よ口連捷な潮Lム

本項 は、受託者が保有すべ き義務 のある財産 を売却 し、 その対価 で他 の財産 を購 入す る場合 を規 定する。受託
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者が保有すべき義務の ある財 産の価値が上昇す る場合・受託者 は判決時の財産 価値 について責任 を負 う。第208条

参 照。受託者が購入 した財産 の価値が上昇 する場合、受託者 は利 益につ いて責 任を負 う。第2ユ0条参照 。双方 と も

価値が上昇 した場合、受益者 は有利 な方 を選択 できる。受託者 が購 入 した財産 の価値 が下落 した場 合、受託 者は

損失につ いて責任 を負 う。 しか し受託者 は保有す る ことを指示 されて いた財産 の保有 によ り生 じたであ ろう損 失

の範 囲で相殺す ることができ る。

例:

1.Aは 、X会 社 の株につ いてBの ための受託者 であ る。信託条項 によってAは 、 その株 を保有 して

いる よう

指 示 されて いた。Aは 信託違反 をして、そ の株 を売却 し、 その対価 でY会 社 の株 を購入 した。

`(1)X会 社 の株 価が上昇 した場合
、Aは 判決当時 のX会 社の株価 か らY会 社 の株価 を差 し引 いた額

につ き責任 を負 う。

(2)Y会 社 の株 価が上昇 した場合、Aは 判決 当時 のその株価 につき自己の ものとする ことは認 め ら

れな い。

(3)Y会 社 の株 価が下落 した場合、Aは 判決当時 のX会 社の株価 の損失 を差 し引 いた損失 にっ いて

責任 を負 う。

(2)項 の注:

宣..適法 な鼎rノ磯 よ[」購入 を違法に怠 引 ヒ端査

本項 は、 受託者が購入すべ きでな い財産 を信託財産 をもって購入 し、かつ、購入 を指示 され ている特 定の財産

の購入を怠 る ことに よ り信託違 反 とな った場合を規定す る。受託者 が購入すべ きであった財産の価値 が上昇 した

場 合、受 託者は判決当時 の財 産価値につ いて責任 を負 う。第211条 参照 。受託者が購入 した財産の価値 が上昇 した

場合、受託者は利益につ いて責任を負 う。第210条 参照。双方 と も価 値が上昇 した場合、受益者 は、 よ り利益の あ

る方を選択 する権原 を有す る。受託者の購入 した財産の価値が下落 す る場 合、受託者 は損失につ いて責任 を負 う。

しか し受 託者は購入す ることを指 示 されて いた財産の購入に よ り生 じたであ ろう損失 の範囲で相殺す る ことがで

きる。

例:

2.Aは10,000ド ルにつ いてのBの 受託者であ る。信託条項 に よって、Aは 金額 をX会 社の株 に投資

するよう指 示 され ていた。Aは 信託違反 を して、金額 をY会 社の株に投資 してしまった。

(1)X会 社の株価 が上昇 した場 合、判決当時のX会 社 の株 価か らY会 社 の株価 を差 し引 いた額 につ

き、Aは 責 任 を負 う。

(2)Y会 社の株価 が上昇 した場合、Aは 判決当時 のY会 社 の株価につ き自己の もの とす る ことは認

め られな い。

(3)Y会 社の株価 が下 落 した場合、判決 当時のX会 社 の株価 に対す る損失についてAは 責任 を負 う。

(3)項 の注1
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止 」幽 幽}触 愕怠 と購 ム亟違趣 惜怠

本項 は、受託者 が特定の財産 を売 却 して、その対価 を他の特定 の財産 に投資す る義務 があ るに もかかわ らず、

売却すべ き財産 を保 有 して信託違反 とな る場合 を規 定す る。受託者 が購入すべ きであった財産の価値 が上昇 した

場合、受託者 は判決 時の財産価値につ いて責任 を負 う。第211条 参照。受託者 が売却 すべ き財産の価値 が上昇 した

場合、受託者 は、その利益にっ いて責任 を負 う。第209条 参照 。双方 と も価値 が上昇 した場合、受益者 は有利 な方

を選択す る権原 を有す る。受託者が売却すべ きであった財産の価値 が下落 する場合、 受託者は、損失 について責

任 を負 う。 しか し受託者 は購入す ることを指示 されて いた財産 の購 入によ り生 じたであろ う損失 の範 囲で相殺す

ることが でき る。

例:

3.AはX会 社の株 につ いてBの 受 託者であ る。信託条項 によって、Aは 、その株 を売却 し、対価で

Y会 社の株 を買 うよう指示 され ていた。Aは 信託違反 をして、X会 社 の株 の売却 を怠 り、 また、Y会 社

の株の購入 を怠 った。

(1)Y会 社 の株価 が上昇 した場 合、Aは 判決 時のY会 社の株価か らX会 社の株価 を差 し引いた額に

つ き責 任を負 う。

(2)X会 社 の株価 が上昇した場 合、Aは 判決 時のX会 社の株価につ き自己の もの とする ことは認め

られ ない。

(3)X会 社 の株 価が下落 した場合、AはY会 社の株価の損失 を差 し引 いた、損失 について責任 を負

う。

注:

e」一.信託違反 亙 しな く一ともL損 朱氾生ず墨 場合

受託者が信 託違反 を しな くとも、必然的にで はないが通常、損失が生ず る場合、受 託者 は信託違反か ら生ず る

損失につ いて責任を負 うか というのは問題 である。例 えば、受託者が信託財産 を売却 する義務 を有 しているにも

かかわ らず 、信託財産 を保有 し、信託違反 とな り、 かつ、財産の価値 が下落 した とする。 この場合 に、受託者が

財産 を売却 し、その収益 を証券 に投資 して も、証券 の一般市場 の下落 のために、 同一の損 失が生 ずるとき、受託

者は免責 されるかとい う問題で ある。信託投資 と して適 正 に証券に投資す る ことが義務であ る受 託者が信託違反

として権原 のない証券に投資 し、その価値 で下落 した場合 にも同様 の問題が生 じる。証券の一般 市場 の下落 のた

めに 同一 の損 失が生ず るときに受託者は免責 されるか という問題 である。

このようなケースで は、信託違反 によって現 実に生ず る損失 にっ いての責任 を受 託者が免れ る という ことは考

えられ ない。信託違反が証券 の価値が あが ってお り、危険 の変化 がなかったので受託者が売却 すべ きであ った法

定信託 の証 券 を売却す る ことを単に怠 ったためであ る場合 、その対価 で購入 したであ ろうと同様の証券 における

平均損失 があ ったな らば受 託者 は免責 され るであろ う。

受 託者 が投資 したな らば得 られたであろ う利益に対す る責任 については第211条 注f参 照。
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第213条 損益相殺

受託者 は、ある信託違 反にっい ての損失を、他 の信 託違反によ って得 た利得で償 うことはできない。 ただ し、

二つ の信託違反 が異 なるもので ない場 合は、受託 者は、そほ信託 違反 の責 任 として 、単に純利益 を計上 し、また

は、純損失 を賠償すれば足 りる。

注:

』L」言超虻産 の異な吾,蜷 に す る異な一登隔離遊星

信託財産 のある部分 に関す る信託違 反に よって生 じた損失につ いて責任 を負 う受託者は、信託財産の他 の部分

に関する他 の異 なる信 託違反 によって生 じた利益 を差引 くことに よって、 その責任 を軽減 させ ることは できな い。

例 えば、受 託者が、違 法に信託財産 の一部 をあ る証券に投資 し、 さ らに、信託財産の他の一部 を違法 に他 の証

券に投資 し、前者について は売却 によ って利益を得るが、後者につ いては損 失 を生 じる場合、受益者は、利 益 を

得 る行為 を承 認 し、損失 の生 じる行為 を否認する ことがで きる。受益者 は、前者の証券の利益 を計上 させ、 かつ

後者の証券の損失につ いて受託 者の責任 を追及 す ることが できる。

例1

1.Aは10,000ド ルにつ いてBの 受 託者である。信託条項 によって、Aは 公社債に金銭 を投資 す るよ

う指 示 されてい る。Aは 、5,㎜ ドル をX会 社の椥 こ、残 りの5,㎜ ドル をY会 社の椥 こ投資 した。X会

社の株は、無価値 にな り、Y会 社の株価が値上 りした。Aは10,㎜ ドル でY会 社の株 を売却 した。Bは 、

X会 社の株 を購入 した とい う信託違反の点で5,㎜ ドル と利息 につ いてAの 責任 を追及 し、 またY会 社

の株 の収益 につ いて計上 する ようAを 強制 す ることがで きる。

同様に、受 託者が当初、信託 財産 の一部 として、信託投資の対象 としては、違法 である証券 を受領 し、 その証

券 を売却 す る義 務を負 って いたが(第230条 参照)、 売却 しなか ったため一 部は値上 りしたが、一部 は値下 りした

場 合、受益者 は値上 りした証券 の利益 につ いて権利を有 し、値下 りした証券 か ら生 じた損失 にっ いて受託者 に責

任 を追及 で きる。

例:

2.AはCの た めの信託 としてBに 全財 産 を遺贈 した。信 託条項 に よって、Bは 、遺言者が所有 して

いたすべての証券が売却 し、その収益 で公社債に投資す るよう指 示 され ていた。信託財産の中 には、X

鉄道 会社の株 とY石 油 会社 の株が含まれてい る。Bは 、数年 間、 株の売却 を怠 ることで信託違反 をおか

し、最終的にはX会 社 の株 を売却 して損失を うけ、Y会 社 の株 を売 却 して利益 を得 た。CはX会 社 の株

の損 失についてBの 責任 を追 及 し、またY会 社の株の売却 か ら生 じた利益 につ いて計上する ようBを 強

制する ことがで きる。

旦L受 託者が信託財 産の一部 に関する信託違反に よって生 じた損失 にっいて責任 を負 う場合、信託財産 の他の部

分に関 して信 託違反 とな らない行為 に よって生 じた利益 を相殺す る ことに よって その責任 を軽減 させ る ことはで

きな い。
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例:

3.Aは10,㎜ ドルについてBの 受託者 である。信 託条項によ って、Aは 、そ の金 銭 舩 社債に投資

す るよう指示 されてい る。Aは 、5,㎜ ドルは適法 に投資 したが、残 りの5,000ド ルを株 に投 資 し信託違

反 とな る。公社債 は、 その後売却 され2,㎜ トリレの利 益を得、 株は3、㎜ ドルの損失 とな った。A舩 社

債 のa㎜ ドルの利益 を計 上すべ きであ り、かっ株 の3,㎜ ドルの損 失にっ いて責任 を負 うことになる。

旦」._濡話臓 の二道四 つ いて連蜘情史]」趣を脅む異 辿f註 繊 垣

信託財産 の一部 に関す る信託違反 によって生 じた損失 について責任 を負 う受 託者は、信託財産 の同一 部分に関

して生 じた利益 あるいは他 の異 なる信 託違反 に よる収益 を差引 くことによってその責任 を軽減 させ る ことはで き

ない。

例 えば、受 託者が信託 に違反 して信託財産 の一部 を購入す る予約 権(option)を あ る者 に与 えたが、 その予約

権 は行使 されなか った という ことが あった後 に、信 託に違反 して信 託財産 の同じ一部 を不適正 な価格 で売却 した

場合、受託 者は この売却 か ら生 じた損失 につ いて責 任 を負 い、手付 金を差 し引 くことはで きな い。

同様 に、受 託者が信託 に違反 して財産 を購入 したが、後 にそ の財 産を売却 して利益 を得 て、 その利益 を信 託の

ために適法 な信 託証券に投資 し、 その売却益 を信 託に違反 して投資 し、 その投資 によ り損 失が生 じた場 合、受 託

者 はその損失 につ き責任 を負 い、 それ以 前の信託違 反か ら生 じた利益 を差 し引 くことはで きな い。

例:

4,AはCの ための信託 としてBに10,㎜ ドル を遺 贈 した。Bは 適法 な信 託投 資で ない公社債 の購入

に金銭 を投 資 し、信託違反 とな る。Bは15,000ド ルでその証券 を売却 し、 その収 益を適法な信託投資 で

ある公 社債の購入にあ てた。後にBは 、 これ らの証券 を15,㎜ ドル で売却 し、 その収益で投 機的 な株 を

購入、 これを12,㎜ ドル で売却 した。Bは 、12,㎜ ドル を計上 し、 かっ3,㎜ ドルの損 失にっ いて責任 を

負 う。

同様に、受託者 が信託に違反 して、財産 を購入 かつ売却 して損失 を生 じ、 その代金 を信託 のために適切 な信託

投資 をして利益 を得 た場合、受託者はその利益 を計上 し、かつその損失につ いて は責任 を負 う。

例:

5.AはCの ための信託 としてBに10.㎜ ドルを遺 贈 した。Bは この金銭 樋 法 な信託投 資 でない公

社債の購入 にあて信託違反 となった。Bは6,000ド ルで この公社債 を売却 し、 その収益 を適 法 な信託投

資 である公 社債の購入にあてた。後にBは これ らの証券 を6,㎜ ドルで売却 し、 その収益で投 機的 な株

を購入 し、 それ を8,㎜ ドルで売却 した。Bは8,㎜ ドル を計上 し、かつ以 前の4.㎜ ドルの損失 につ

いて責任 を負 う。

土_償 旺 違厘超丑 な]ILも旦 主な且場 合

同 じ信託違反 によって、受託者が利益を得、同時 に損 失を生 じた場合、受益者は、損失額 を差引かな いで利益

額 だけを計上 させ る権 利はな く、また利益額 を差引 かないで損 失額 にっ いて受託者の責任 を追及す ることは でき

ない。
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旦L玉[灘 』菖.幽 皇 薗上 聖踏 」卵 白どうか を法堂 すξ[理塞

二 つの信託違反が異 なる もので あるかど うかを決定 するについて は、以下 の要素が重要であ る。(1)信 託違反

が信託財産 の同一 部分 に関連 す るのか、異 なる部 分に関連するのか。(2)信 託違反が 同一財産あ るいはその収 益

についての連続的行為 か ら生 じているのか。(3)二 つの信託違反 の間 に経過 した時間。(4)二 つの信託違反 の間

に精算が あるのかどうか。(5)受 託者が 二つの信 託違 反の間に信 託財産 あるいはその収益 をどの ように処分 した

か。(6)受 託者 が信託財産 の私用 を意 図していたのか どうか、 ある いは、信 託違 反 を意図 して いたのか どうか。

(7)信 託違反 が、受託者側 の一貫 した投資政策 の結果 であるのか どうか。

これ らの要素間に優劣 をつけ る規則 は存在 しない。二 つの信託違 反が異な る ものか どうか という問題 に関 し、

これ らの要素の 中で決定的 な ものはな い。ただし、信託違反が信 託財産の異 なる部分にっいてな されていれ ば、

それ は、同一財産あ るいは その収益の連続 的な処分行為 か ら生 ずる というよ りは、異なる信 託違 反による といえ

よう。二つ の信託違反の間 で経 過 した時間 が長 けれ ば長 い程、二 つの信託違反 は異 な るもの と考え られ る。特 に、

信託違反 を犯 した後、次 の信託違反 を犯 す前に受託者 が精算 を行 った場合、 または信託違反 を犯 した後 、次 の信

託違反 を犯す前にその財産 を信 託 とし、信託条項 に従 って処理 した場合がそ うである。受託 者が信託財 産の私的

流用 を意図 して信託財産 またはその収益 の連続的処分行為 をした場 合、信託財 産の私 的流用 を意 図 していなか っ

た時 よりも異 なる信託違反 である と考 え られる。

注 正か らjま では、異 なる信 託違反が存在 しな い場 合の例 である。注fお よびgは 、2つ 以上 の異 なる利益お

よび損失が、ひ とっの信託違反 か ら生 じる場合の例 である。

f.受 託者が一括 して財産 を購 入 して信託違反 とな り、後 にそ の財産 を部分的 に異 なる価格 で売却 する場 合、受

託者は純 利益だけ を計上す るか、または純損失につ いて責任 を負 う。'

例:

6.Aは100,㎜ ドルにっ いてBの 渤 の受瀦 で ある。信 託条項 によってAは 鉄道債 券にその金銭 を

投資す るよう指示 されてい る。信託 され た金銭 の5,㎜ ドルでAは 土地 を購入 し、 その土地 を10区 画に分

筆 した。Aは1区 画600ド ルで4区 画、残 りの6区 画 を400ド ルで売却 した。Aは200ド ルの純損失 につ い

て責任 を負 う。

7.Aは100,000ド ルについてBの ための受託者であ る。信 託条項 によってAは 、その金銭 を鉄道 債券

に投資するよ う指 示 されてい る。信託 された金銭の5,000ド ルでAは 土地 を購入 した。土地の半分 が公 用

収用(e■inentdo■ain)さ れ、Aは3,000ド ル を受領 した。残 りの土地 をAは1,5㏄1ド ル で要売却 する。

Aは500ド ルの純 損失 につ いて責任 を負 う。

受託者があ る会社の株 を賄人 して信託違反 とな った場合、後 にその株を売却 し、一部は利益 を得、一・部 は損失

を受 けた とき、受託者は純利益 だけを計上す るか、 または、純損失 について責任 を負 う。

信託違反が同一であ るという理 由に よ り、収益 と損失 を相殺すべ き他の事情 もある。例 えば、受託者 が信託に

違反 して、投資対象 として 同 じ性質 を有す る数種の株式 を一度 に購入 した後、売却 によって一部 か らは利 益が他

の…部か らは損失が生 じた場 合、受託者 は純利益だけ を計上す るか、 または純損失 につ いて責任 を負う。同様に、
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受託者が信託 に違反 して、投資対象 として同じ性質 を有す る株式、例 えば、数社 の火災保 険会社の株式 を保持 し、

最終的には売 却益を得た場 合、受託者は一・部 の株 の売 却に よ り生 じた損失につ き責任 を負わな い。

且L.受 託者 が株を購入す ることで信託違反 を犯 したが、 その株 につ いて無償新株 の配当がな され る場合、 受託者

は、純利益 だけ を計上す るか、 または純損失 について責任 を負 う。

例:

8.Aは100,000ド ルにっいてBの ための受託者 である。信託条項 によ って、Aは 、鉄道 債券にその金

銭 を投資す るよう指 示 されている。Aは4,㎜ ドルを1株100ド ルの株4嚇 の購入 に投資 した。その後す

ぐに、 その会社 が100パ ーセ ン トの無 償株の配 当を行 なった。Aは 新株 を1株60ド ルで40株 売却 した。

その後Aは 元 の40株 を1株50ド ルで売却 した。Aは400ド ルの純利益につ いてのみ責任 を負 う。

9.Aは100,㎜ ドル1こっいてBの た めの受託者 であ る。Aは 信託基金の10.㎜ ドルでX会 社の株を1

株100ド ル で100株 購 入 したが、 これ1焔 託違反 であった。その後、Aは1,㎜ ドル で売却 できるX会 社

の新株 を引受 ける権利 を取得 した。その後、Aは その株 を5,㎜ ドルで売却 した。Aは4.㎜ ドル の純損

失につ いてのみ責任を負い、5,㎜ ドル につ いては責任 を負わ ない。

h.受 託者が売却 すべ き義務の ある証券 を違法 に保存 し、そのかわ り他の証券 を購入 したと ころ、前者の証券 の

売却が利益 を生 じ、後 者の証券の売却が損失 を生ず る結 果 とな った場合、受託者 は、純利益 または純損失 にっい

てのみ責任 を負 う。

例:

10.Aは 信託 としてBに 全財産 を遺贈 した。財産の中 には信託投資 に適 切でない株が含まれ ている。

Bは その株 を保有 し、 そのかわ りに子会社 の社債 を購入 し、信託違反 とな った。その社債は、後 に売却

され損失 を生 じたが、株 は売却 によって利 益 を得 た。受託 者は純 利益または純損 失 につ いて責 任 を負 う。

株 の方 の利益 を差 引 くことな しに社債 の損 失 だけに責任 を負 うとい うことは ない。

i.受 託 者が、株 の清算取 引の証拠金担保 のために、仲立 人に信 託財産を動産質 として提供 する という信託違反

をおか し、株の一部 は売却 に よって利益を得、 他の株 は売却 によって損失を うけた場合、受託 者は、純 利益また

は純 損失のみ につ いて責任 を負 う。

例l

ll.AはBの ための証券の受託者で ある。信 託の利益の ために、投機 目的 で仲立 人に口座 を開設 し、

証拠金 として仲立人 に信託財産の証券 を差入 れ信託違 反 をおかした。Aは 仲 立人 を介 して、種 々の証券

を購入 し、売却 した。 それ らの…部は10,㎜ ドルの利益 を得、一部 は5,㎜ ドルの損失 をうけ て売却 さ

れ たが、証拠金 として差入れ た証券馴1立 人 力・らAlこ 返却 された。Aは 、5.㎜ ドルの損訴 を10,㎜ ド

ル の利 益 と相殺す ることがで き、5,㎜ ドルの綱 益 にっ いて計上 すべきである。

12.利 益が5.000ド ルで、損失が10,㎜ ドルで ある ことを除き、事 実は例11で 述 べ桃 の と同じである。

Aは 個人財産か ら仲 立人 に5.㎜ ドノ咳 払 い、 証拠金 と して差 入れた証券 を仲 立人か らAに 返却 された。

Aは5.㎜ ドルの利益 について責任 を負 うことは ない。
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⊥L受 託者 は、遺言者 の事 業 を継続 して営む ことで信託違反をおか し、一一時 は利益 を得た ものの、期間の終 りに

は若 干の利益 をの こすだけで損失 を受 けた場合には、受託者は、最終 的利益 につ いて のみ責任 を負 う。

例:

13.Aは 、1年 以 内に事業 を譲渡する とい う内容の信託 として、Bに 事業の経営 を追贈 した。Bは2

年間事業 を継続 し、2年 目の最 初の6カ 月に5,㎜ ドルの利益 を得 、次の6カ 月 で4,㎜ ドルの損失 を う

けた。Bは11000ド ルに ついて計 上すべ きであ る。

同様に、受 託者 が、期 間の前半に損失 を うけ、後半に利益を得 る場合、受 託者は最終的な利益 につ いて のみ責

任 を負 う。

どのよ うな場合で も、受託者 は事業 の譲渡 を怠 るという信託違反 か ら生 ず る損失につ いて受益者 の選択 によ り

責任 を負 い、 事業が適法 に譲渡 され ていれば受 領 したはず であ る額お よび利 息につ いて責任 を負 う。 第209条 参

照 。

k.受 託者が、後で値が上が り、 また値下 が る財産 を購入 して信託違反 となった場合 には、受託者 は、 中間最 高

価格 について責任を負わな い。 なぜ な ら、財産の購入の信託違反 と、 その財産 の売却 を怠 ることの信託違反 は異

なる ものではないか らであ る。

しか しなが ら違法 に購 入 した財産 を受 託者が売却すべ き義務 を負 い、 その理 由が違法な購入 を行 った こと以 外

であ る場 合、その購入が適法 であった として も売却すべ き義務 を課す のに充 分な根拠 とな る。例 えば、財産 が非

常 に投機 的にな り、購入 と売却 という2つ の信託違反が別個の もの と考 え られて、受託者が当初 の購入価格 のみ

な らず、売却すべきだった時点 での財産 の価格について も責任を負 う。 これは、第209条 で述べ る通 りであ る。

反 対に、違法 に購 入 された財産 の価値 が下落 した後に上昇 した場合、受 託者は購入 の際に違法 に支 出した額 と

中間最低 価格 との差額 にっ き責任 を負 うことはな い。

⊥._受 託者が違法 に財産 を購入 し、後 にそれ を売却 し、 その収益で他 の財産 を購入 して信託違反 となる場合、 受

託者は純 利益についてのみ計上 すべ きであ る。

例 えば、受託者が、信託財産 を土地購 入に投資で きると誤信 し、農場 を買入れ、 その後、 その農場が売却 して

利 益 を得、その利益で直ちに他 の農場 を買 って、それ を売却 して損失 をうけた場合、受託者は、純利益のみ を計

上 す るか、または、純 損失につ いて責任 を負 うことにな る。反対 に、第1の 農場 の売却で損失が生 じ、第2の 農

場 の売却で利 益が生 じた場合、受託 者は純利益のみ計上す るか、純損 失のみにつ いて責任 を負 う。

坦._信 託財産 の売却、およ びその収益 で他の財産 を購入す ることを怠 り、 それが信託違反 となる場合の受託 者の

責任の範 囲については、第212条 第3項 参照。

第214条 数人の受益者

(1)数 人の受益者が存在する場合、各受益者は、自己の権利に閲して単独で、受託者に対し信託上の義務の履

行を求め、または信託違反の差止あるいはこれに対する賠償を求めるよう提訴することができる。
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(2)数 人 の受益者が存在す る信託で ・受託者 が信託 違反 をおか し・ これに対する救済方法が二 つ以 上選 択的 に

認め られ る場合 、下記の方法 による。

(日)各 受 益者が何れ も行為 能力者 で、全員 の意見が特定の救 済方 法に合致 した場合 には、その意 見によ る。

{b)受 益者の一人 または数人が 無能力者であるか 、または全員 の意見が一致 しない場合 には、裁 判所が その

裁量に従い信託 目的の達成 に最 も有効であ ると考 える救済方法 による。

(1)項 の注l

a. .各受 益 者」;、よ二るi蓑訟

本条で述べ られている規則は、共有者 もし くは合有 者 としての、 または相続 による複数の受益者 のために財産

権が保有 され ている場合に適用 され る。本条 は、権利 が確定 して いる受益者 に も、 権利が不確定 な受益者 に も適

用 され る。

信託 の受益者 が胎 児で ある場合(第112条 注d参 照)、 受託者 の義務 を強制するための訴訟 を、訴訟後見人 または

後見人 が提起 で きる。例 えば、受 託者 が信 託財産 を棄 損 または費消 しそうであ るな らば、受益者 として指名 され

たが胎 児のために、受託者 を差 止る訴訟 が提起 され うる。

特定 の集 団か ら1人 ない し複 数人を受 益者 として選ぶ裁量権 を受 託者が有 して いるならば(第120条 参照)、 受

益 者が確定 す る以前で もその集 団のメ ンバ ーは受 託者に対 して訴 訟 を提起す ることが できる。例 えば、信託が生

涯 受益者の子供達の うちか ら選 んだ者に対 して、信託財産 を譲渡 す るように受託者が指示 され てお り、 生涯受益

者の生前に受託者が信託財産 を費消 しそ うな場合、生涯受益者 の子供達は受託者 を差止 る訴訟 を提起でき る。

受託者が、収益 を特定 の受 益者に支払 うか、 または他 の受益者 のた めに積立 てるか どうかにつ いて裁量権 を有

す る場合、受託者 が裁 量権 を行使す る以前 は、 どち らの受 益者 も訴訟 を提起 できる。

h⊥ 」望益.者の利益」に闘士 るL⌒ は訴訟 繊 起 工

あ る特定 の受 益者 は、 自己 に対す る義務違反 にな らな い信託違反 について訴 訟を提起する ことが できな い。例

えば、信託違反 の内容 が生涯受益者 に対す る収益 の支払 いの僻怠のみ である場 合には、元本に対 して根限 を有す

る受益者 は、 信託違 反 を追及す る訴訟 を提起 しえない。ま た同様に、 信託違反 が元本には関係 な く、単 に収 益性

の問題 だけであ る場合に は、残余権者 ではな く、 生涯受益者が訴訟 を提起 しうる。

(2)項(a)の 注:

o.全 量雌 煮 削 壁魔宝翻 ⊇ 魍 一理 魍

受 託者 が信託違反 をお かす場 合、受益 者は、第205条 か ら第212条 までに述 べ られて いる信託違 反について の受

託者 に対 す るい くつか の救 済方法の中か ら選択 しうる。各 受益者 が何れ も行為能力者 で、全員 の意見が特 定 の救

済 方法 に合致 した場合 には、その意見に よる。

例 えば、受託者が信 託財 産 を用いて、購入す る義務 を負 わない財 産 を購入 した場合 には、複 数受益者は売買 を

取 消 してその対価お よび利益 を請求す るか、売買 を承認 して、その財産 を信託 として保有 させ るか、また は売却

して その収益 を得 る こともで きる。

{2)項(b)の 注:

353



【第7章 】

d.全 皇益 者捌 旦意 しな± コ.左端貞 当ま.たは坦 益者燈」担 ⊇無能力 勧 「L・る場 合の救栖の選択

数人 の受益 者がある場 合で、 その中 の一一人または複数の者が無能力者 であった り、 あるいは、全受益者 の同意

が得 られない場合、裁 判所 は、受託者 に対する救済方法の中か ら、信託 目的の達成に最 も有効 なものを選択 し、

それ を強制 す ることがで きる。裁判所 の決定に際 しては、以下 の要素 が重 要であ る。(1)信 託 目的、(2)い くつ

かの救 済方法 の うち信託財産 に最 も金 銭的利益 をもた らす もの、(3)各 受 益者の利益 の性質、(4)い くつ かの救

済 方法の実際的な効用、(5)各 救済方法 の採用に よって生 じる信託条項 か らの逸脱 の程度 。

受益者が行為能力 を有 し、他 の救 済方法 をとる ことに同意 しない限 り、あ る救済方法 と他 の救済 方法 の違 いが、

信託財産 にもたらす金銭的利 益の点だけ である場合、裁 判所 はよ り多 く金銭的利益 を もた らす救 済方法 を強制す

る。例 えば、受託者が購入 すべ き義務 を負 わない財産権 を信託財 産 を用 いて購 入 し(第210条 参照)、 その後、利

益 を もって売却 した場合、 裁判所はそ の利益 を計上 する ことを強制 し、そ の財 産購 入のため信託財産か ら支出 さ

れ た額 を請求 する方法 は とらな いで あろう。反対 に受託者が購入すべ き義務 を負わな い財産権 を信託財産 を用 い

て購 入 し、その後売却 して損失が生 じた場 合、 裁判所は購入に費 され た信託財 産の額 を受託者に請求 し、単 に利

益 を計上するよ う強制 す る方法 はと らないであろ う。

同様に、受託者が購 入 してはな らない義務 を負 う財産権 を購入 かつ保持 して いたところ、裁判所 は受託者 に対

し売却 してその利益 を計上す る ことを要求 し、信託財産 か ら費消 した額 を請求す る方法 はと らない。他方 、購 入

した財産権の額が下落 した場 合、裁 判所は信託財産 から費消 した額 を受託者 に請求 し、購入 した財 産権 の額 で単

に計上す る方法 はとらないであ ろう。

受 託者が保持すべ き義務 を負 う信託財産 を売却 した場合 、受託 者は売却時 の価 格 もしくは判決 時の価格につ き

責任 を負 うか、 または売却 に よる利益 を計 上す べきであ り、裁判 所は通常、信 託財産に最 も金銭 的利益 をもた ら

す救 済方法 を強制 するであろ う。売却 された信 託財産が不代替物 で、受託者 に再取得 を要求す ることが合理的 で

ある場合、裁 判所は1人 ない し複数 の受益 者が望む限 り、再取得 を受託者 に強制す るであ ろう。第208条 注e参 照

救 済方法 が複数ある場 合に、特 にある救済方法 が信託 目的の達成 によ り有 効であ る限 り、受益者 は裁判所 に対

して より金銭的利益が信託財産 に生 じな い救済方法 を強制すべ きこと と主張 で きな い。

受益者が保持す る能力 を有 しかつ保 持す る権限 を有 さないならば、 裁判所 は通常、受託者 が購入 または保持 す

べ き義務 を負わ ない財産 を信 託 として保持す る権限 を与 えないであろ う。例 えば、受託者 が信 託に違反 して、売

却すべ き信託財産 を売却 しない場合(第209条 参照}、 または受託者 が購入すべ きでない財産権 を購 入 して保 持す

る場合(第210条 参照)、 受益 者がその財産権 を保持 する能 力を有 し、保持す る ことに合意 するのでない限 り、裁

判所 は受 託者にその財産権 を継続 して保 有する権 限を与 えないであ ろう。 しか しなが ら、裁判所は直ちに売却 す

る ことが賢明でない と考 えた場合、一・時的に保 有す る権限 を与 えることが ある。

第215条 無能力者たる受託者の責任

無能力者たる受託者が信託違反にっいて責任を負うかどうかは、受託者の無能力の程度と信託違反の性質によ
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って決定 され る。

注1

旦.一一未成 年者、心神耗弱者 、あ る場 合の既婚女性 というよ うな無 能力者の信託違反 に対す る責任 については、本

リステ イ トメ ン トでは扱 って いない。

第216条 受益者 の同意

(1)(2)項 および(3)3項 で述べ られてい る場合 を除き、受託 者の な した作為 または不作為 による信託違反行

為にっ き、そ の行為 の前、 また は行為当時 に受益者 が同意 を与えた場合 、受益 者は、受託 者に対 しその 責任 を追

及す ることが できない。

(2)以 下の各号の場合 には、受益者が 同意を与えた ときで も、受託 者の責任を追及する ことがで きる。

(a)受 益 者が同意 を与 えた当時、または信託 違反行為 があ った時点で、受益者が無能力者 である場合 。

(b)受 益者が同意 を与 えた当時、受託 者が知 り、 または知 り得 べ く、 しか も受益者が知 っているとは受託者

が考 えていない違 反行為に対 す る受益者の権利 およびその違反行為に関す る重要 な事 項を受益者が知 ら

なか った場合 。

(C)受 益者の 同意が 受託 者の違法な行為によ って惹 起された場合。

(3)受 託者が取 引上 、相反す る利益 を有す る場合 、第2項 で述べ られた 事情 の下だけで な く、受益者が 同意 を

与えた取引行為 が不公 平で合理的でない売 買を含む場合 の とき も、受益者 は受託 者の責任を追 及す ることが でき

る。

(1)項の注:

a. .要 求およ び画意はL異 議量上一な行え却」山こと_と」主異な る且

本条は、受託者の作為 または不作為 が受益者に よって要 求されてい る場合に も、単 に受益者 がその行 為に同意

を与 える場合に も、適用 される。 しか し、受益者が信託条項 の逸脱 に異議 をとな えていな いとい う事実は、 その

行 為に同意 を与 えた ことを意 味 しない。

本項に関す る例 では、 第2項 で述 べ られて いる事 実は存在 しな いことが 前提 とされている。

例1

1.Aは100,㎜ ドルにっ いてBの ための受託者であ る。 信託条項 に よって、Aは 公社債 のみに投資

す る よう指 示 されて いる。BはAに 株式 に投資す るよう要求 し、Aは それに従った。株価が下落 した。

BはAの 信託違反 の責 任を追及 で きない。

2.Aが 株式へ の投 資を示 唆 し、Bが それ に同意 した ことを除き、事実 は、例1で 述 べ られて いるも

の と同一 である。BはAの 信 託違反 を追及で きない。

3.AはBの ための 甲地の受託者であ る。信 託条項 に よってAは 甲地 の売却 を禁 じられて いる。Bの

同意 によ りAは 甲地 を売却す る。BはAの 信 託違反の責任 を追及で きない。
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4.AはBの ための家屋の受 託者である。Bの 要求に よってAは 家屋 に保険 をかけな かった。家屋 が

焼失 する。BはAの 信託違 反 の責任を追及 で きない。

勉ゴ_蜘隷 自鯉,ll'蝶 ⊆ 経 つ い韓 亘一れ看取旦1

本条 は、受託者 が相反 する利益 を有 し、 そのため、受益者の同意が なけれ ば取 消 され る取引行為 に適用 され る。

第170条 参 照。受 託者が受 益者の同意 の下 に、信 託財産 を受 託者 自身に個人 的に売 却す る場 合、(2)項 お よび(3)項

で述 べ られている事情 が存在 しない限 り、受益者 は受託者の信託違反 を追及 で きな い。

旦⊥1描1正条孤逸脱 前の同塵{亙髄1

受 益者 が、受 託者の信託違反行為の 前に同意 を撤 回 した場合、受益者 は、受託 者の責任 を追及す ることが でき

る。

例:

5.Aは100,㎜ ドルにつ いちてBの ための受託者であ る。信託条項 に よって、Aは 公社 債のみ に投

資 するよう指 示 されて いる。BはAに 株式 を購入するよ う要求 した が、Aの 購入前にBは その要求 を撤

回 した。Aは 株式を購入 し、 その価値が下 落 した。Bは 、株式の購入 に関す る信託違反につ いてAの 責

任 を追求 できる。

旦_個 麟 頸 綱1後 の1・臆 豊撤 回

受益者 が信託条項 の逸脱 に同意 した場 合、信託条項 逸脱 について受託者の責任 を追及で きな いが、同意 を撤 回

し、受託者 が逸脱 を継続 する場 合の受託者 の責任 は追 及できる。例 えば、受益者 が、信託違 反であ る投 資 に合意

した場合、受託者 がそのような投資 をした ことにつき受益者は責 任 を追及で きないが、受益者が投 資 を信託 に違

反 しない投資へ変更 するよ う要求す ることは禁止 される訳ではな く、その ように要 求 した後 も、受託者が投資 を

変更 しない場合責任 が追及 され る。

例:

6.Aは100、 ㎜ ドル1こっ いてBの ための受託者であ る。信託条項 によってAl訟 社債のみに投資す

るよ う指示 されている。Bの 同意 によってAは 株 式に投 資 した。Bは その後、Aに その株式 を売却 し、

公社債 を購入 するよ う指示 した。Aは その指 示に従 わず、株価が下落 した。Bは 、株式 購入 に関す るA

の信託違反 の責任を追 及で きないが、株式売 却を怠った ことに対す る信託違 反の責任は追及 で きる。

監.按 費者耐1沌.の壁 益 者起 上 る」璽瞳

受益者 の権利 が自 ら譲渡 でき るもの でな く、 または自己の債権 者の請求権 の対象 とされない ものであ って も、

(2)項 の場合 を除 き、受益者 が同意 して いれば、受 託者の信託違 反の責任 を追及 する ことはで きな い。例 えば、

受益者 の承諾 によって、受 託者 が信託条項 で権限 が付 与 されていな い投資 をす る場 合、あ るいは、受託者が信託

条項 で売却 する ことを指示 されて いる信託財産 を保 有する場 合、 それが浪費者信託 であって も、受益者は受託者

の信託違反 の責任 を追及 できな い。

例:

7.Aは 、公社 債に投資 し、Bの 生存 中はBに 収益 を支払 い、Bの 死亡後 はCに 元本 を支払 うことを
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内容 とす る信託 と して100,㎜ ドル を保有 している。Bの 権利 は、Bに よって譲渡 できな いこと、お よび

B自 身 の個人 的債務の支払 いにあてられ ない旨が信託条項 によって規定 されている。Bの 要求に よ りA

は その金銭 を株 式に投資す る。BはAの 信託違 反の責任 を追及 できない。

工.L受 占曝者 の権利躍 甦後 の砦 益継 よ_る肱 意

受益者が その権利 を譲渡 した後、譲受人 が同意 をすれ ば、譲受人 は受託者 の信託違反の責任 を追及す る ことは

で きない。権利 譲渡後、受託者 によってな された信託条項逸脱に対 する譲 渡人た る受益者の同意が ある場 合、受

託者 が権利 譲渡の事実 を知 らなかったときだけは、譲受人 は、受託者 に対 する信託違反の責任 を追及 できない。

第226条 注cと 比較せ よ。

且..一」麿搬 益者

受益者が複数存在す る場 合、 その中の一人が信託条項 の逸脱 に同意 して も、他の受 益者 の利 害に関す る限 り、

他 の受益者は、受託者 に対 す る信託違反 の責任 を追及 でき る。

例 えば、2人 の共 同受 益者の1人 が信託違反 に対 して同意を与 えたとして も、 もう1人 の受益者 は受託者 の信

託違反の責任 を追及 できる。

例:

8.Aは 、金銭 を公社債 に投資 し、 その収益 をBとCに 同比率 で支払 い、5年 後には、元本 をBとC

で等 分する ことを 内容 とす る信託 として、100,㎜ ドル保有 している。Bの 同意 を得 て(Cの 同意はない)、

Aは 金銭 を株式 に投資 する。5轍 、Aは 株式 を801㎜ ドルで売 却 した。Blま 株の損知 こついてAの 責

任 を追及 しえな いが、CはAの 責任 を追及で きる。

9.Aは 、 甲地 を駒,㎜ ドル以上で売却 し、BとCで その収益 を分割 する ことを内容 とする信託 とし

て 甲地 を保有 している。Bの 同意 によって(Cの 同意 はな い)、A蹴,㎜ ドルで売却 でき るはずで あっ

た 甲地 を40,000ド ルで売却 した。Cは5,㎜ ドルの責任 を追及 できるが、BはAの 責任 を追及 できない。

同様に、連続 的受 益者 が いる場合、信託違反 に対 してその1人 が 同意 したと して も、他 の受 益者 は受託者 の信

託違反 の責任 を追及 で きる。

反対 に、 不適 法な投 資にっ いて、残余 権者は同意 したが、生涯受益者 は同意 しなか った ときに損 失が 生 じた場

合、受託者 に対 し損失額 を填補 し、 それ を適法 に投 資 して、 その収益 を 自己に支払 うよう要求 しうる。 しか しな

が ら、生涯 受益者の死亡 によ り受託者 は、そのよ うに支払 われ た額 の元本 につ き権原 を取得す る。ある信託が一

人 の生涯 受益者のた めに設定 され、他 の受益者は残余権者 であ り、生涯受 益者が適法 でな い信託投 資に同意 し、

残余 権者が同意 しな い場合 で損 失が生 じた とき、受託者 は、残余 権者に対 して不適法 な投資 を処 分 し、損失 を補

填 す る義務 を負 う。 しかし、受託者は、生涯受益者 の生 存中は、補填 された損失 の総額 に対 して受領 した収益 を

保有す る権原 を有す る。

例:

10.Aは 公社債に金銭 を投資 し、Bの 生存 中はBに 収益 を支払 い、Bの 死後はCに 元本 を支払 う こと

を内容 とす る信託 として100.㎜ ドルを保有 して いる。Bの 同意1こよって(Cの 同意は ない)、A`ま 金 銭
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を株 式に投 資 した。株価が下落 し、売 却 して損失 を受け る。CはAに 対 し損失総額 を補填 し、 それを適

法 な信 託投資 をす ることを要求 しうる。AはBの 生存中 はこれ らの投 資か らの収益 につ いて権原 を有す

る。Bの 死 亡によ り、Cは 元本 に対す る権限が付 与 され る。

Bの 死亡 によ り、Aは 元本につ き権原 を取得す る。

例1

11.投 資がBで はな くCの 同意 によってな された ものである ことを除き、事 実は例10で 述べ られ たもの

と同 じであ る。BはAに 損 失分 を補填 し、 それを適法 な信託投資に あてるよ う要求 で きる。Bは 生存 中、

これ らの投資か ら生ず る収 益につ いて権限 を有する。

同様に、信託 に違 反 して、売 却する ことが受託者の義務 となっている信 託財産 を売却 しなかった場 合、保持す

る ことが義務 となってい る信託財産 を売 却 した場合、 または購入す る ことが義務 とな って いる財産権 を購 入 しな

かった場 合に、2人 の承継受益者の1人 が同意 を して いた としても、 もう1人 の受益者は受託者 の信 託違反 の責

任 を追及 できる。

同様に、一般 的指名 権を有す る受益者 がその権 限 を行使 しなか ったとして も指 名 を受けなか った者連 は、受 益

者が信託違反 に同意 する と、受託者 の責任 を追及 する ことはで きな い。

指定の集 団に対す る指 名権 を有す る者 が同意 した場 合、被指名 者 も指名 を受 けなか った者たち も受託者 の責任

を追及す ることはで きるだろ う。

瓦_一 般的指名権 を有す る受益 者に よる同意受益者 が一般的指名権 を有す る場合、 それが遺 言に よってのみ指名

で きる権利で あって も、受益者 が信 託違反につ き同意 すれば、受益 者が指 名 した者 が受託 者の信 託違反 の責任 を

追 及する ことはで きなか い。

」一.撤回可能情話の擬書蹟 によ_る」運鷹

委託者が信託 を撤 回す る権限 を有 する場 合、委 託者が信託違反 に対 し同意 すれば、受益者 は受託者 に対する信

託違反 の責 任 を追求す ることはできない。

(2)項(8)の 注:

」,受 益者坦無能力

受益者 が未成 年者、心神耗 弱者あ るいは何 らかの理 由で行為 能力が ない場合、 信託条項 逸脱に同意 をしても、

受託者に対 する信託違反 の責 任 を追及 できる。

例:

ユ_Aは100.㎜ ドルについて、未成年者Bの ための受託者 である。信託条項 によって、Aは 金銭 を公社債に投

資 し、その収益 をBが21歳 になるまでBに 支払 い、 その後 は元本 をBに 引渡す よう指示 されている。Bが18歳 に

達 した とき、BはAに 金銭 を株式 に投 資す るよう要求 し、Aは 株式 に投資 をす る。株価が下落 した。BはAに 対

して信託違反の責任 を追及 できる。

(2)項(b)の 注:

.k.鷲 益 者」こよ る邨`{お よび 糎 不知
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受 託者は受益者に対 し信 認関係にあ るの で、受託者が知 り、 または知 りうぺ き事実 の範 囲内で、信託条項 の逸

脱 であ る取引行為に関連 する ような権利お よび事実 につ いて受 益者に告げ なけれ ばな らない。受 益者が、 その取

引は信託条項か ら逸脱 してい るとい うこと、及 び受託者 に対 して信託条項 に従 って信 託を管理 す るよう要求す る

権限が あることを理解 していな い場 合、受益者 は同意 した として も、信託違反 の責任 を受託 者に対 して追及 でき

る。受託者 は自己が知 ってい ることを全 て受益者 に知 らせる必要は ないが、取 引の性 質 を理 解 し、適否 を判 断で

きる程度 に情報 を提供 しな くてはな らない。例 えば、受 託者が、信託条項 によって認め られて いな い投機的 な証

券へ の投資 を企 図す る場 合、受託者 は、 それが適法 な信託投資で ない ことを告知 す るだけでな く、 その投資 が有

す る危 険性 について も却け なけれ ばな らない。 しか しなが ら、受益者 は完 全に理 解 しているか のよ うに、受 託者

が誤 認させ られた場 合、受益者が完全 には理解 して いな かった として も、 受託者は責任 を負わ ない。

例:

13.Aは100,㎜ ドルにっいてBの ための受託者 である。信 託条項 によって、Aは 金輪 株 式に投 資す

るよ う指示 されて いる。AはBに 、X会 社への投資 を希望 す るか どうかたず ねた。Aは 、X会 社 の株が

きわめ て投 機的性質 を有 する ことを知 り、Bが この事実 を知 らな いに も拘 らず、Bに この事実 を告げ な

かっ た。Bは 投資 に同意 した。BはAの 責任 を追及 しうる。

(2)項(c)の 注:

.1_」雲繍:の 杢遺蹟 な征為

受託者 の信託条項逸脱 を受益者が 同意 した場合 で も、 その同意が、詐欺、 強迫、 不当威圧 によ ってなされ、 ま

た は信認関係 の濫用ない しは受益者 を圧迫 する不 当な行使に よってなされ た ものであ るときは、受益者 は受託 者

に対す る信託違 反の責任 を追及 できる。

m.限 定 的な理 解力 と経験 しか有しない受 益者 が未成年者でな くとも、 多 くの理 解力 と経験 を有せ ず、 その者 に

受託者 が投機 的証券への投資 を同意 させ る場 合、受益者は損失 について受 託者の責任 を追及で きる。例 えば、受

益 者が丁度成 年 に達 した ばか りであった り、取引につ いて充分 な経験 のない場合、 または受益者 が事業経 験のな

い老齢の寡婦 で ある場合、 同意は無 効 とな りうる。

(3》項の注:

nユ.受 鎚音寮祖 』(宇る」壁益童ゴ1し±_取引坦適iEか コ杏理的 にな されな い 音

受託者の個人 的利益 と受 益者のそれ とが相反す る取 引に受益 者が同意す る場合 で、その取 引が適正かつ合理 的

にな され ない場合 には、受 益者は、その取 引行為 を取 消 し、 さもなければ信託違 反に対する受 託者 の責任 を追及

で きる。第170条(2)項 参 照。 この要件 は、(a)、(b)及 び(c)の 要件 に追加 される。

例:

14.AはBの た めの甲地 の受 託者である。信託条項 によってAは 甲地の売却 を指示 されている。Bの

同意に よってAは 、A個 人 に甲地 を10.000ド ル で売却 した。売却 時の 甲地 の価値は10,000ド ルをかな り

上回 ってい る。BはAの 信託違 反の責任 を追及 できる。

しか し、な された取引が適正 かつ合理 的であ り、(a}か ら(c)ま で述 べ られ ている要件のす べてが満足 されて い
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る場 合、取引が後に受託者 にとって都 合の良い もの であるとい う事 実だけでは、受益者 の取消 の根 拠 とはな らな

い。例 えば、受益者が、受託 者によ る信託財産の購入 に同意 し、支 払われた価格が その時点 で適 正かつ合理的で

あれば、例 えば、近 くに鉄道 が通 り、 後にその財産 の価値 が上が った とい うような事実 だけでは売 却を取消す根

拠 とはな らな い。

さらに、 第(3)項 は、取 引 とい うよ りはむ しろ贈与 の性格 を有 す る行為 を受益者 がなす ことを禁 じてい るもの

ではな い。例 えば、(a)か ら(c)ま でに述 べ られ ている事情 が存在 しなければ、受益者 は受託 者に信託財 産の贈与

をな しうる。取引行為が適正 かつ合理 的でないゆ えに受益者 によって取 消 され るの は、 それが受益者 と受託者 と

の取引 という性格 を有 する場 合であ る。

工_前 援養田(]

受益者の一人が同意 しただけでな く、信託違反に関与 した場合、 他の受益者 に対す る当該受益 者の責任につ い

ては、第256条 参照。

第217条 権利放棄または契約による免責

(1)受 益者 は、信託違反 に対 する受託 者の責任 にっ き、権利放棄 または契 約に よって免責 を した ときは、受託

者の責任を追及できない。

(2)権 利放棄 または契約 は、次の場 合に は免責の効力 を生 じない。

(の 権利放棄または免責 の契約 をな した当時、受益者が無能 力である場 合

(b}受 益者が、違反行為 に対 する自己の権利お よび その違反行為 に関する重要な事項 を知 らず、 しか も受託

者はその ことを知 りまたは知 りうぺ く、かっ受 益者が これを知 ってい ると信 ずべ き正 当な事 由がない場

合

(c)権 利放棄 または免 責の契約 が、受託者の違法な行為に もとついてなされた もので ある場合

(d)適 正かっ合理的で ない受託者 との取 引行為 を含む場合。

注1

旦.持 意は、権 利放棄 ま.主1主翼組 とh{別 され重漠.

本条で考 えられ る状況 は、第216条 とは異な る。本条 では、受 託者の信 託違 反行為が受益者 によって同意 されて

い るのでは な く、受益者 が、事後的に、すでにな された受託者 の信 託違反につ き受託者 の責任 免除に同意す ると

い う状況で ある。

(1)項 の注:

互..指 差猶 裏 毛担 土突麹

受託者への信託違反 の責任を免 責す る受益者の権利放棄 または契約 の効 力 を決定す る規 則は、契約 の義務違反

につ いて補償 しなけれ ばな らない約諾 者の責任につ き、受約者が な した権利放棄 または契約 に よる免責の効力 を

決定す る規則 と同様 である。
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契約法 リステ イ トメ ン ト第385条 ～ 第453条 と比較せ よ。

(2)項 の注1

‥ 醐 麟 塾 」±」裂鰻に止 昏熱 剋 」:型理ヱな 巳蛸貴

信託条項逸脱 に対す る受益者 の同意に関す る第216条 第2項 および第3項 の注で述べ られているの と同一 の規則

が、信託違反 につ いての受益 者の権利 放棄 または契約 による免責 に も適 用 され る。契約法 リステ イ トメ ン ト第49

8条 参照。

信託違反に よる責任 を受託 者が負 う場合、受託者 は免 責を得 る ときに 自己 の利益 のために受益 者 と取引 してい

る。 したが って、両者間 の行為 が、取引行為 を含 む場合 は、 その取引が第170条 第2項 の範 囲で受 益者に とって、

公正で合理的 でない限 り、受 益者の権利放棄 または契約 に よる免 責は有効で ない。

dユ_狼 費者欄 量

浪費者信託 の受益者 による権利放棄 または契約 による免責の効果 は、浪費者信託 の受益者 による同意の効果 と

同一であ る。第216条 注e参 照 。

旦,o畷 参照

受益者に よって権利放棄 された信託財産 中の受益者 の権利 については、第343条 参照 。

第218条 追認 による免責

(1)本 条(2)項 の場合を除き、受託者が信託違反をおかし、受益者がかかる行為を否認しまたは追認する選択

を有する場合に、受益者がその行為を追認したときは、受益者は、それ以後、その行為を否認できず、受託者の

行為によって生じた損害の賠償を求めることはできない。

(2)受 益者が追認をなくしても、その追認の当時、次の各号に該当する事実があるときは、受益者は、受託者

にその責任を追及することができる。

(白)受益者が無能力者である場合

(b)受 益者が違反行為に対する自己の権利およびその違反行為に関する重要な事項を知らず、しかも受託者

はそのことを知り、または知りうぺく、かっ受益者がこれを知っていると信ずべき正当な事由がない場

合。

(c)追 認が受託者の違法な行為によりなされた場合

(d)行 為が受託者との適正かっ合理的でない取引を含む場合

(1)項の注:

旦⊥ 畏益煮麺 灘 壇鵠口置銀歯睦重土山

受託者が購入すべきではない信託財産を購入した場合、受益者はその選択にもとついてその購入を否認も追認

もできる。第210条参照。

信託違反の内容が、受託者が購入すべきでない財産権を購入したことであり、受益者がこの購入を追認した場
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、

合、受益者 は以後追認 を取消 し、受託者 の責任 を追及 する ことはで きない。但 し、(2)項 の事情 あるときは別 で

あ る。

(1}項に関す る以下 の例 では、(2)項 で述 べ られ ている事実はな いものと考 え られている。

例:

1.Aは100,㎜ ドルにっ きBの 受託者 である。信託条項1こよ り、A舩 社債にのみ投資す るよう指示

され ている。Aは 一部 を株式 に投資 した。事 後的にAは 投資 につ いてBに 知 らせた。その時点 で、株価

は上昇 していた。Bは 投 資 を追認 した。株 価はその後下 落 した。Bは 損失 につきAに 責任 を追及 できな

い。

受益者が事後 的に同意 を取 消すな らば、受託者 はその財産を保持す ることはできな い。同様に、状況が変化 し、

財産権 を保持 する ことが賢明でな くなった場合、受益 者が保持に同意 しな い限 り、受 託者は、その財産権 を処分

す る義務 を負 う。

受託者が不適法 に購 入 した財産権の価値 が上昇 した場 合、受 益者 はその購入 を追 認でき るが受託者にそ の財 産

権の売却 を強制 できる。

受益者 の追 認の力法 は、受託者に対す る意思表示 で行 うこと もで きるが、受託者 の行為 を取消 さず に、全 くの

事実 と自己の権利 につ いて知っ た上で受託者の行為 か ら生 じた利益 を受領 して行 う こともで きる。

例:

2.投 資 について追認す るかわ りに、Bが 受 託者か ら投資 よ り生 じた配当 を受 け取 り、その投資 を取

り消 さなかった ことを除き、事実 は例1と 同様である。Bは 損失 につ きAの 責任を追及 できない。

受託者 が信 託財産 で購 入する義務の ない財産権 を購入 したが、購入価格が適正 で、かつ受益者が その購入 を追

認 した場合、受 益者 の追 認の時点です でに損失 が生 じて いた としても、第2項 で述 べ られて いる事情が存 しない

限 り、受託者 は責任 を追 及 されない。

例:

3.Aは100,000ド ル につ きBの 受 託者 であ る。信託条項 によ り、Aは 公 社債に のみ投資す るよう指 示

さ られている。Aは 一部 を株式 に投資 した。事後的にAは 投資 についてBに 知 らせた。 その時点 で株価

はわずかに下落 して いた。Bは 全 事実 を知 りつつ、その投資 を追認 した。Aの 購 入価格 とB追 認 時の株

価 との差額 につ きBはAの 責任 を追及 できな い。

しか しなが ら、購 入す る義務 のない財 産権を購入 す るだけでな く、受託者 が信託違反 して実際 の価値 よ りも多

額 の代金 を支 払 っていた場合、受益者 はその購 入 を追認 した として も、余計 に支払 った額につ き受託者 に責 任追

及が できる。 この場 合の損失 は追認後 ではな く、追認時に生 じている。

例:

4.Aは100,㎜ ドル につ きBの 受 託者であ る。信託条項 によ り、Aは 公社債の みに投資す るよう指 示

されて いる。Aは 、8,㎜ ドルの価値 の株式に、10,㎜ ドル を投 資 した。Bは その購入 を追認 し、 かつ、

2,㎜ ドルにつ き受託者 の責 任を追及 で きる。
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受 託者 が適法 な購 入 をしたが過分 に代金 を支 払 った場合の受益者 の権利 につ いて は、第205条 注e参 照 。

互._不 適法 皇売却

本条 は、受 託者が保有すぺ き義務 のある信託財 産を売却 した場合 に適用 され る。第208条 参照。 その場合、受 益

者 は、 その選択 に もとついて売却時 または判決 時の財産価値につ いて受託者 の責任 を追及す るか、 あるいは売 却

の収益 を支払 うよう要求で きる。受益者 が、売買 を追認 し、売 却 の収益 を受 領 した後は、受益者 は売買 を取消 し

て、信託違反 の売買 につき受託者の責任 を追及 できない。

例:

5.Aは 甲地の受託者で ある。信託条項 によ りAは 甲地の売却 を禁止 されている。Aは 善意取得者 で

ないCへ 甲地 を売却 した。Bが その売買 を追 認する。その後BはAに 対 してその売買を取消す よう強制

した り、信 託違 反の売買につ き責任 を追及 する ことはで きな い。

6.Aは 、 甲地 につ きBの 受託者で ある。信託 条項 に よ り、Aは 甲地 を売 却するよ う指示 されて いる。

Aは 甲地 を自己に売 却 した。Bが その売却 を追 認する。その後、Bは この売 却を取消 す ことはで きない。

皇.㌔亭適法 な質 責flセ

本条は、受託者が信託財産 を違法 に賃貸借す る場合 に適用 され る。第189条 参照。

止..否 塞呈 丸山 認 唖選据撫 逆な左遡.Ω

本条で扱われ るの は、受益 者が行為 を否認または追認す る選択権 を有 して いる場合 に限定 される。いかな る場

合に この ような選択権が存在 す るかにつ いては、第205条 ～第212条 参 照。受託者が信 託違反 をな し、受 益者に、

その行為 を否認 または追認す る選択権 がな い場 合、受益者が単 なる事 後的承認 をして も、本条 の下 での信 託違 反

の責任を追及す ることは できる。 これは、受託者が過失 によって信 託財産 を紛失 した り盗 まれ た り、過失 によ っ

て信 託財産に保険 をかけ てお かず、 それが焼失 した場合、 あるいは信 託財 産 を横領 しかつ浪費 して しまった場 合

な どである。 このよ うな場合、受益者 に よる事後的免除が あって も、本条 の下での信託違反の責任 を追及 する こ

とができる。ただ し、受益者 は、第217条 に より、権利放棄 または契約 によ る免責 をすれば、受託者 の信託違反 に

対 する責 任 を追及で きな い。 あるいは、219条 の消滅時効(]aches)に よ り、責任追及 を禁止 され る。

(2)項 の注1

.旦L塾 鍵重幽 」」のない堪査

受益者 の同意に関 して第216条 で述 べ られてい るの と同様 な規則が、受益者 による追認に も適用 され る。

第219条 受託者の権 利の消滅時効(laches)

(1)受 益者が、受託者に対する信託違反の責任追及を長期にわたって怠り、かっ、当該事情の下では、受益者

が受託者の信託違反の責任を追及することが衡平の観念に反するという場合には、受益者は受託者に対し、信託

違反の責任を追及することができない。

(2)受 益者は、単なる時の経過によるだけでは信託の履行を強制する権利を失うことはないが、受益者が信託
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の履行 を拒絶 し、 しか も、受益者が これ を知 りなが ら何等の行為 もなさない時 は、消 滅事項 の法理 によ ∪信託 の

履行 を強制 する権利を失 う。

(1)項 の注:

丑、 摺賭 事碩q内 容 とな るもの

大 部分の州では衡平法上 の請求権 に出訴期限法 は適 用 されな いが、衝平法 上の請求権は消滅時効 にか かる こと

があ る。

受益者が、消滅事項に よって受託者 に対 する信 託違 反の責任 を追及す る権利 を失 うか どうか を決定す る際、裁

判所は、以下 の要素 を考慮 しなければ な らない。(1)信 託違反か ら出訴 までの間 に経過 した時間、(2)受 益者 が

信 託違 反 を知 っていたか、 あるいは知 るべき理 由があ ったか、(3)受 益者が無能 力者であ ったか どうか、(4)受

益 者の権利が現在の時点 で享受す る ものであったのか、将来にお いてのみ享受す る ものであ った のか、(5)受 益

者が信託違 反 を訴 えたか どうか、(6)受 益者 の出訴が遅れ た理 由、(7)受 託者 側の地位の変 更(第 三者 に対す る

権 利の喪失を含む)、(8)証 人 あるいは当事者 の死 亡、(9)訴 訟法上の救済 が与え られな い場合に受益者が受 ける

打 撃、(10)訴 訟法上の救済が与 えられ た場 合に受 託者が受け る打撃。

一⊇ 麺 追 及 を遮鞭 越 泣 疫必勲 瞳曲

受益者の受託者に対す る信託違反 の責 任追及 を しゃ断ず るた めに必要 な時間 は、事情に よって異 なる。特別 の

事情がない限 り、類似の状況 に適用 される出訴期 間法 の期間 の経過 が 目安 となる。

皇.受 益者口三晴鎚遮抵 を知 らな覧璽.吾

受益者は、通常、消滅事項 によっても、 自己の知 らな い信託違反 について、受 託者に対す る責任追及 の権利 を

失 うことはな い。

d,一斑 量者が鰻麓山 の継

受益者は、無能力であ る間 は、憬怠 の法理 によって権利 を失 うことはない。 しか しなが ち、受益者が信託違 反

を知 りなが ら、無能力者 でな くなった後 も、相 当な期間 内に出訴 しない時 には、通 常、消滅事項 にかかる。

旦 量 益追立～一超米 櫃.割 注 互 盤

将来において のみ権利 を受 ける受益者 が、信託違反 を知 りなが ら、権利 を現 に受け られ るようになってか ら後

も、相当な期間 内に 出訴 しない場合 には、塀怠 あ りとされ る。 しかしなが ら、権利が現に享受 され るようにな る

前に出訴 を怠 ったとの理 由で消滅事項 にかかる とされ ることもある。例 えば、1人 の受益者の ために生涯 にわた

って収益 を支払 い、そ の受益 者の死亡後 は他の受 益者に元本 を支払 うとい う内容 の信託が設定 され、 前者 の受益

者の生存中、受託者が信託違反 をおかし、後者の受益者が その事実 を知 ってい るに もかかわ らず、 長年 出訴 しな

い場合、前者 の受益者の死亡後 ただち に出訴 して も、消滅事項 によって権利 を失 うことがあ る。

生涯権者 と残余権者の ために信託が設定 され、信託違反 にもとつ く受 託者に対 して生涯権者 の有 する損 害賠償

請求 のみが時効消滅 した場 合、受 託者 は損害額 と信託 に支払 う義務 を残余 権者に負 うが、生涯権者 の生存 中は、

そ の額か ら生 じる収益 に対する権原は受託者が有す 。第216条 注g参 照。

旦.」鯉1」旺墨
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受益都 信託違反を知りながら何ら訴訟手続きをとらない場合は・蹴 訴訟手続きをと
っていた場合より

も短かい期間で権利を失う。

信託違反 の救済 を受託者 と撤 したため に出訴 が遅 れ端 合 に`ま・その ような約 勅 ない時 よ りも、 より短か

い期間 で権利 を失 う ことはない。 受託者側の地位 に変 更があった場 合には・ その他の事 情が付加 されな くて も
、

受益者の権利が消滅 時効 する ことがあ る。

証人 または当事者 が信 託違 反 と提訴 との間に死 亡 した場 合・ そのよ うな事情 がない場合 よりも短かい期間で権

利 を失 う。 なぜ な らば、 その ような事情の下で は、 受益者の出訴 の遅 れの理 由と しての事実を探究 し、判断 を行

な うことが 困難 となるか らであ る。

(2)項 の注:

臨 一苗甚 を終 古さ些6増 減 磐田 璽幼翼

受益者が受託 者の信託違 反の責任追及の権利 を失 うとして も、受 益者が、時間 の経過 故に信託財産に対す る利

益 を失 う ことはない。 しか し、重要な ことは、受 託者 が信託の履行 を拒絶 し、受益者 がそれを知 っていなが ら出

訴 しない場合、 消滅時効 によって、受益者 は俗話 を強 制する権利 を失 う。信託 の履 行拒絶 は、言葉で明示 され る

必要 はな く、信 託に反 する受 託者の行為 によって も成 立する。

第22條 裁判所の判決による免責

受益者の受託 者に対す る信託 違反の責任追及の権利 は、裁判 所の判決によって 、その行使 が妨げ られるこ とが

ある。

注:

旦.本 条o施 肥II

受益者 の計算 書を処理 す る管轄 を有す る裁判所 での計算 書の清算 は、現 実 に争 いがあろうがなか ろうが、計算

に既判事項 の性 格を与える。受託者が計算書の提 出または裁判所 に よる許可の取得 について不実表示(田is-

representatiom)ま たは隠 匿の責任があ る場合、計算 が継 続され うる。本条は、最終 計算 書だけでな く中間計算

書に も適用 される。

旦.L宣【後,参照

受託者 による信託条項 の逸 脱 を裁判所が 許可 する場 合については、第167条 参照 。

玉⊥ ガ恒 管轄権

信託が、 ある州 の裁判所 の監督の下に管理 されている場 合、 当該裁判所は、信託 の管理 に関 して、居 住、非居

住 を問わず、 すべての請 求者の権利 を決定 する管 轄権 を:有する。それ らの裁判所 は、 信託財 産に対する受益者の

権利 を決定す るだけでな く、 もし存在す るな ら、 信託の管 理上、受 託者が受益者 に対 し負 う責任の範 囲 を決定す

る管轄権 をも有 する。受 託者に よる清算 時 に、裁 判所 が、受託者 は計算書訂正 の責 を負わず、受益者は適切な通

知 を受 けかつ受 ける機会 を有 していた と判 断 した場 合、その裁判所 の判決は他 の州 において も、法の適 正 な過程
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(dueprocessoflaの の要 件 を満た し、十分な信頼 と信 用を与 え られ る。

例 えば、法人受託者 が共同信託基金(第227条 注 」参照)を 自社の管理す る信託 に投資 し、 その信託の所在地 の

州法 に従 って共 同信託基 金の管理の計算 をす る場合、 当該共同信託基金に関与す るすべての受益者は、 自己が個

人 として そて州 の法律 の管轄に属す るか どうかを問わず、 その基金の管理 に関 する信託違反 の責任の有無 につい

て裁判所 の判 決に拘束 され る。 ただ し、受益者 が清算 につ き事前に十分 な通知 を受 けていた場合 に限 る。

土地信託 の管理に対 して管轄権 を有す る州 については、抵触法 リステ イ トメ ン ト第243条 参照。動産信託 の管理

に対 して管 轄権 を有す る州 につ いて は、抵触法 リステ イ トメン ト第299条 参照 。将 来権に関す る訴訟手続 の被告 の

決定 につ いては、財産法 リステ イ トメ ン ト第180条 一第186条 参照。

止 聴損ゆ 通知」ヒ機智

聴聞の通知が な く、 また、その機会 が利害関係人 に与 え られ ていな い場 合には、決定は効 力を持たない。

判決手続 リステ イ トメ ン ト第6条 参 照。信託違反 にも とつ く責任 を決定す るため に受託者 が提 起 した清算手続

にお いて、受益者は居住 者が非居住 者 らに関係な く、合理 的な方法 で通知がな され、 かつ聴 聞の機会が与 えられ

な い限 り、 その判決 に拘 束 されな い。 この ような通知 と機会を与 えることが、第14次 修正法 の下 の法の適正 な過

程の要件 である。

何が充分 な通知 とな るかは事情に よる。一定 の状 況下 では充分な通知方法 であって も、状 況が異 なれ ば、他 の

方法 で受益 者に訴訟につ いて通知す る方 が明 らかに よか ったと考 え られ、不充分 な通 知方法 とな りうる。判決手

続 リステ イ トメ ン ト第6集 注b参 照。公告送達(serviceofpublication)は 、他 の通 知方法 が不可能 である場 合

は充 分な通 知方法 とな るが、受益者が 生存 し、 その名前 と住所 を受託者 が知 ってい る場合は、不充分 な通知 方法

となる。他 方、郵便送達(serviceby●ail)は 受益者が居住者 のとき も非 居住者 の ときも充分 な方法 である。

第14次 修正法 の下 の要件 に加 えて、法 廷地法 に よ り要求 され る方法 も充分 であ る。

第221条 受託者の破産 と免責

受託者が破産 した場合 は、受託者 が、合衆国破産法(随tiomlbankruptCyact}に より免責 を受ける範囲で、

受益者は、受託者へ の信託 違反 を責任を追及す る権 利を失 う。

注:

a.本 条 醜 聞

信託違反 によ って生 じた受託者に対す る受益者 の追及権 は、破産 の場合 に請 求権 行使が不 可能 とされ るもので

ないかぎ り、受託者の破産 に もとつ く免責 によって妨げ られることはない。 いかなる権利 が破産 の場合 に請 求で

きるかにつ いては、合衆国破産法第63条 参 照。

合衆 国破産法17条 に よれ ば、 破産者 は全ての債務か ら破 産にもとづき免責 され る。但 しあ る種 の債務、例 えば

役 員または受認者 として行為 している間に行った詐欺、横 領等(fraud,e■bezzle■ent,■isappropriation,

defalcation)か ら生 じた債務については、 この限 りでない。

L
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履行す べき債務と、役 員 また は受認者 として行為 して いる間の詐欺 ・横領等 か ら生 じた債務 とを区別す る基準

は、本 リステイ トメ ン トの範 囲 では ない。

受 託者 の破 産に際 しては、信託財産 に対 する権原は、破産 した受託者に属す る もの ではな い。 さ らに、破産 に

お ける受託者 の免責 は、 信託財産に対す る受益 者の権利に影響 を及ぼす ものではない。第3σ7条参照。

第222条 免責約款

(1)本 条(2)項 お よび(3)項 の相 合を除 き、受託者 は信託条項 における免責約款 によ り信託違 反に対 する責任の

免除 を受け ることがで きる。

(2)信 託違反が悪意 また は故意 にもとついて なされ、 も しくは受益者の利益 を無視 して なされた場合 には、信

託 条項中の免責約款は、信託違 反に対 する受益者の責任 、また は、信託違 反か ら生 じた利益 に対 する受益者 の責

任を免除す る効力 をもたない 。

(3)信 託 条項における免責約款が 、受託 者の委託者 に対する信認 関係 の濫 用に よって挿入 された もので ある場

合 、当該約 款 は無効 であ る。

(1}項 の注:

旦⊥一増提 起塀 釈 され墨斑真綿蓮

信託条項 に、 受託者の信託違反の責任 を免除する約 款 を入れ ることが できる。 この約款は厳格に解釈 され、受

託 者は責任 を免 除 される。例 えば、信託条項 によって、受託者は 「故意 による 塀怠 または重過失 を除 いて 」責

任 を負 わない と規定 されてい る場合、受託 者は軽過 失については責任 を負わ ないが、受託者の故意に よる作為、

不作為、 あるいは、受 益者の利益 を無視 した作為、 不作為につ いて受託者 は責任 を負 う。

(2)項の注:

亙L量 産 良俗_lpubli¢.j笹垣yＬL正≡』藍± 轟逸違約 撒の1範囲

信託違反 に対 する責任 を免除する約 款が あって も、悪意 または故意 に よってな された信 託違 反お よび受 益者 の

利益 を信託 に反 して無視 した場 合につ いて は、受託者 は責任 を負 う。いかな る免責約 款を もって も、信託違 反に

よ り受託者が利益 を受 けた場合 の責 任額 を、利益 の全額 まで免除 す ることはで きない。そのよ うな免責約 款は、

公序良俗に反 して無効 である。

.C,、.免責塞繊 と斑 晶煮の鐘瓶 産制醒す る貯 離 との区別

信 託条項に よって、受託者 の義務 となるべ き行為が約款 によ り免除 され る場 合、 その約款 が公序良俗 に反 して

無効 とな らない限 り、受託者 は、そ の行 為によ って信託違反 とな る ことはない。 しか しなが ら、 そのよ うな趣 旨

の約 款が信託条項中にな いか、 また は、 そのよ うな約 款が公序良俗 に反 して無 効であ るという理 由から、受託 者

が義務 を免 れる ことがで きな い場合、受 託者は信託違 反の責任 を負わ ない旨の信託条項の規定 は、注bの 範 囲で公

序良俗 に反 する。

受託者 に要 求 される注 意義務の基準 に関する信託条項 の効果 につ いては、第174条 注d参 照。
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受 託者 に課せ られ ている権限の行使に際 して、受託者 に付与 されて いる裁量 の範 囲に関 する信託条項 について

は、第187条 参照。

(3)項 の注:

旦L－違法 に挿ム 越}た 先立約 款

信託設定時に受託者 と委 託者 との問に存在 した信認関係 が濫用 されて当該約款が信託証書 に挿 入 された ことを

理 由に、受託者 の免責約款 が無効であるか どうか を決定 す るには、以下の要素が重要 である。(1)信 託設定以 前、

例 えば受託者が委託者 の後 見人であ った というように、受 託者 と委 託者の間に信認関係 があったか どうか。(2)信

託 証書が受託者 によって書 かれた ものか、あ るいは、受 託者の代理 人に よって書か れたもの、(3)委 託者が当該

信 託証書の約 款に関す るア ドバイスを受けたか どうか、(4)委 託者が、経験豊かな判断力 を有 して いるか、事業

に不 慣れな者 か、(5)約 款 の挿入が不 当威圧ある いは、受 託者側 の他 の違 法な行為 による ものか どうか。(6)約

款 の範囲 と合理 性。

受 託者が信託証書 を書 き、 受託者の責任 を免 除す る約款 を入 れる ことを提 言 した いという事 実だけでは、約 款

を無 効 とす ることに な らない。例えば、弁護士であ る息 子に、父 ば、 自分のための遺言 の作成 を依頼す る。 その

遺 言によれば、息子が父 のための受 託者 として行動 し、過失 に もとつ く信託違 反の責任 を免除 す る約款を入れ て

いるが、事業経験 を持つ父 が、その約款 に同意 して いる場 合、 このよ うな約 款は有効 であ る。

第223条 承継受託者の責任

(1)受 託 者は、前任受託者 によってなされた信 託違反 にっい て責任 を負 うことはない。

(2)受 託 者は、以下の場合 には信託違 反と して受益者 に対 して責 任を負 う。

(a)受 託 者が前任受託者 のな した信託違 反行為 を知 り、また知 るべか ∪し場 合に、その状態 を放 任 し、継続

させた とき

(b)前 任受託者に対 し信託 財産 の引渡を求 める ことを怠った とき

(c)前 任受託者に よって なされた信託違反行 為に対 する賠償 を求 める適 当な措置 をとらな かったとき。

注:

例:

a.本 条の範 囲

前任者 が信託違反 をなした とい う理 由だけで、承継受託者 が責任 を負 うことはな いが、第2項 で述 べ られて い

る3つ の事 情があ ることで、承継受託者 自身が信 託違反 の責任 を負 う場 合 もあ る。

(2)項(旬 の注:

b.承 継受 託者力郵 『晶違反の縮笹 壷故f丑し左場合

前任受託 者が、購入権限の ない証券 を購 入 し、 承継受託者が それを受領 し、処 分すべ き義務 に違 反して相当な

期間 を超 えて保有 し続け る場 合、承継受託 者は、信託違反 の責任 を負 う。第230条 、第231条 参照 。
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例:

1.Aは ある証券 を信託 としてBに 遺贈 した。信託 条項に よって、 その時 々信託財 産 を構成 して いる

証 券を売却す る権限が受託者に与 え られ、A死 亡時にAに 属 して いる証券 を保有する権限が与え られ て

いた。Bは 証券 の いくつか を売却 し、 その代金 を適切 でな い信託投資 に投 資 した。Bが 受託者 を辞任 し、

Cが 裁判所 によって受託者に指名 された。Cは 相当な期間 を超 えてBの 買入れた証券 を保有 して いた。

その際Cは その証券 をBが 買入れ た証券である ことを知 り、 また は知 りうべ き状 態にあ った。Cは 責任

を負 う。

前任受託 者が売却す る義務 を負 う財産権 を売 却せ ず、 承継受 託者が その財産権 を受領し、売 却すべ き義務 に違

反 して相 当な期間を超 えて保有 しつづけ る場合 、承継 受託者は信託違反の責任 を負 う。第230条 、第231条 参照。

(2)項(b)の 注:

左 填継受蕗煮 熱 熱前 前基音旦f乱話、肚童燈旦lj麿謂壌 土皐コー左」目違

受託者 は受 益者のために信託財産 を管理 するのに必要な手段 をとる義務 を負 って いるか ら(第175条 参照)、 承

継受 託者 が前任者に信 託財産引渡 を要求 しない場 合は、受託者 は信託違反 の責任 を負 う。承継 受託者は、その よ

うな手段 を とらなかった ことか ら生ず る損失 の範 囲内で、損害 につ いて も責任 を負 う。

例:

2.Aは 信託 としてBに 証券 を遺贈 した。Bが 受 託者を辞任 し、裁判 所はCを 受託者 に選任 し、裁判

所 はCを 受託者 に選 任 し、Cは それを受諾 した。数年 間、CはBの 信託 財産保有を放任 し、Bは それ を

悪用 した。Cは 信託違 反の責任 を負 う。

(2)項(C)の 注:

己」 雄踏堂 託 抱{罐 言違 恒に盗1軽 賠 償胡」塑を」駄重 壁

受託者 は受 益者 のために信託財産の一部 となる権利 を実現 する義務 を負 っている(第177条 参照)か ら、承継受

託者 が、 前任 者のなした信託違反に対す る賠償 を求 めるについて適当な措置 をと らな い場 合、承継受託者は信託

違反 につ いて責任を負 う。

例:

3.Aは 、信 託 としてBに 証券 を遺 贈 した。Bは その証券の い くっ かを横領 した。Bは 受託者 を辞任

し、 裁判所 はCを 受 託者に選任 し、Cは それを受諾 した。Bが 横領 した ことを知って いるCは 、Bが 破

産者 になるまで、Bの 信託違反 に対 する訴訟上の措置 を何 もとらなかった。Cは 信託違反の責任 を負 う。

第224条 共同受託者の信託違反に対する責任

(1)(2)項 で述 べる場 合を除き、受託者 は他 の共同受託 者のな した信託違反 にっ いて、受益者に対 して責任 を

負わ ない 。

(2)以 下の場 合においては、共同受託者 の信託違 反にっき、受託者 は責任 を負 う。
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(a)共 同受託者 の信託違反 に関与 した場合

(b)信 託 事務の処理 を不 当に他の共 同受託者 に委 任 した場合

(c)他 の共同受託 者の信託違反行為 を承認 または黙認 し、 も しくは隠 した場 合

(c)自 己の信託 事務処理 に目 し善良 な管理者 の注意 を怠 ることによって、他 の共同受託 者が信託違 反をなす

ことを容易に させて しまった場合

(6)共 同受託者の信託違 反に対す る賠 償を求 めるにっ き、適 当な措 置をと らなか った場合 。

注:

例:

』.ホ 童塑 義 理

複 数の受託者が共同 でなした信 託違反 、あるいは、共 同受託者 の1人 がな した信託違反につ き、 第2項 で述べ

られてい る条件の もとに他 の受託者 も責任 を負 う場合、共 同受託者 は各 自連 帯 して信託違 反 について受 益者に対

す る責任 を負 う。

(a)の 例:

1.AとBは 共 同受託者である。信 託条項 によって、公社 債のみに投資す ることは認め られて いる。

AはBに 信託基金 の一部を株 に投 資する よう助 言 し、Bは そ うした。AもBも 信託違反 の責 任 を負 う。

(b)の 例1

2.AとBは 共 同受託者である。Aは 、Bに 、 自分に相談 せずに信託基金 を投資す るよ う指 示 した。

Bは 株 に投資 し、信 託違 反 をおか した。Aは 、 その信託違反 の責任 を負 う。

(c)の 例:

3.AとBは 共 同受託者であ る。Bは 違法 な投資 を し、その ことをAに 告 げた。Aは 、その投資 を承

認 した。Aは 信託違 反の責任を負 う。

ω)の例:

4.AとBは 共同受託者であ る。Aは 違法 に、Bに 信託財産の単独管理 と処分 をまかせ、Bの 行動 を

何 ら調べ なかった。そのためにBは 信託財産 を売却 し、その売上げ を横領 できた。Aは 信託違 反 の責任

を負 う。

(e)の例:

5.AとBは 共同受託者であ る。AはBが 信 託財産の一・部 を横領 したの を知 っていたが、原状 回復 さ

せ るために何 らの措置 もとらなか った。Aは 信 託違反の責任 を負 う。

上..前 後参牌

共 同受託者 に関する受託者の義務 につ いては、第184条 参 照。

受託者 の行 為 を支 配す る権限が他 に人 に与 え られ ている場合の受託者 の義務 につ いては、 第185条 参照。

共 同受託者 の負担 部分または求償権につ いては、第258条 参 照。

370一

」



【第7章 】

第225条 代理人の行為に対する責任

")ω 項で述べ開 合鎌 き・聾 者1ま舗 輔 の処理に飢 選乱 た鯉 人のなした行為につき、髄 者

に対して責任を負わない。

(2)以 下の場合において・受託者は・代理人のなした行為で・もし受託者自身がなしても信託違反を構成する

行為にっき、受益者に対し責任を負う。

(a)受 託者が代理人にその行為を命じ、またはこれを許可したとき

(b)受 託者が代理させえない行為の履行を代理人にさせたとき

(c)代 理人の選任または留任に対し、受託者が善良な管理者の注意を払わないとき

(d)代 理人の行為に対し受託者が相当な監督を行なわないとき

(O)受 託者が代理人の行為を承認、または黙認もしくは隠すとき

(f)受 託者が代理人に対し違法行為の賠償をさせるために相当な措置をとらないとき。

注1

旦㌧受託者些よココご雇われ左代理人

信託の事務処理につき代理人を雇う受託者は、受託者の権限内でまたは表見的な権限内で代理人が第三者とな

した契約について第三者に対して責任を負い、雇用期間内に代理人によってなされた第三者への不法行為につい

て責任を負うが(第262条 、第264条参照)、代理人の違法な行為から生じた損失について、受益者に対して責任を

負うことはない。

受託者自身は、(2)項で述べられている事情の下で信託違反の責任を負う。

h,法 ∧受端 の投職員

法人受託者は、雇用期間内における役職員の過失または 憬怠について受益者に対して責任を負う。職員は本

条の意味における信託事務処理において雇われた代理人ではない。本条は、信託事務の処理との関連で雇われ、

その報酬が信託財産から支払われる代理人にのみ適用される。

例:

1.Aは 、信託としてアパートをB信 託会社に遺贈した。アパートの管理をする信託会社の役職員が、

屋根の修繕を放置しておいたため、雨で天井が破損した。B会 社は、信託違反の責任を負う、。

2.B会 社が適切な注意を払ってアパートの管理人を雇い、その者の過失で天窓があけ放しの状態に

なっていたため天井が破損した。B会 社は、信託違反の責任を負わない。

第226条 受益者以外の者に対する信託財産の支払または譲渡の責任

信託条項により信託財産の全部または一部を受益者に支払い、または譲渡する義務を受託者が負う場合、受託

者が、受益者以外の者、もしくは受益者または裁判所がその支払を是認した人以外の者に支払いまたは譲渡した

ときは、受託者は責任を負う。
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注1

旦」_庖酬 範 岨

本条 は、収 益および元本 の支払に適 用 される。本条は、支払 または譲渡が、信託終了以前、 あるいは信託終了

時 になされて も適用 され る。

L」 吉雑 な巳L」`寅 酬 遷

受託者 が法 律 ないし事実 の錯誤に もとづ き支払ま たは譲渡 をな して も責任 を負 う。受託者 が支 払または譲渡 を

なすべき者 につ き疑 いを持 った場合、裁判所に指示 を求 める ことがで きる。 その指示 に従 う限 り受託者は いかな

る者に対 して も訴訟上責 任 を負 うことがな い。

しか し、 自己が支払 いまたは譲渡 をした相手方が受益者 であ ると信 じるのが合理的 であった として も、 または

受益者 もし くは信託条項 に よ り支払な いし譲渡が認 め られまたは指示 され ていると信 じるのが、合理的 であった

として も、受託 者は責任 を負 う。

例1

1.Aは 、収益 をCに 、Cの 死 亡後 は元本 をDに支払 うための信 託 としてBに100,㎜ ドル を遺贈 した。

EはBに 、Eへ 収益 の支払 をなすよう指示 したCの 署名 のある偽造 の命 令書 を提 示 した。Bは それを真

正 な もの と思 い、Eに 収益 を支払 った。BはCに 対 して責任 を負 う。

本条が適用 されるの は受託者 が残余権者 に元本 と して支払 または譲 渡すべき金銭またはその他 の財産 を、生涯

受益者 に収益 として支払 いまたは譲渡 した場合、 および生涯受益者 に支払 いまたは譲渡すべ き金銭 またはその他

の財産 を残余 権者に支払 いまたは譲渡 した場合 であ る。

信 託違 反に対す る受託者 の責 任に関す る法律 ない し事実 の錯誤 の効果 については、第201条 注bお よびc参 照。

壁.奨 益1撒P躍 波

受益者 がその権利 を譲渡 し、 その譲渡 を知 らな い受託者 が信 託条項 に従 って譲渡人 たる前受益 者に支 払 また は

譲渡 を した場合、受託者 は譲受人に対 して責任を負わ ない。

受 益者が権利 を譲渡 し、受託者がその事実 を知 りなが ら譲渡人た る前受益者に支払 または譲渡 した場 合、受託

者は責任を負 う。

例:

2.Aは 、 収益 をCに 、C死 亡後はDに 元本 を引渡す ことを内容 とした信託 と してBに100,000ド ル遺

贈 した。Cは 受益権 をEに譲渡 した。EはBに 譲渡 を知 らせ る手紙 を書いた。Bは その手紙 を受領 したが、

十分 な調査 をせずにCに 収益 を支払 った。BはEに 対 して責任 を負 う。

受益権の譲渡可能性 につ いては、第132条 参照 。

旦_奨 益.虻 二里譲 渡

受益者が 自己の権 利 をある者 に譲渡 し、 さ らにそれを別の者に譲渡 する場合、受託 者が第一譲渡 を知 らずに第

二譲受人 に支払 または譲渡 をした場合、受託者 は第 一譲受人に対 し責任 を負 わない。

受益者 が 自己の権利 を二重譲 渡し、受 託者 がその事実 を知 りなが ら第二 譲受人に支払または譲 渡をした場合で、
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か つ、第一譲受人が受 益権の権原 を有 する場合、受託者 は第一譲受人 に対 して責任 を負 う。

受 益権の二重譲渡で、 どち らが権利 を付 与 され るか につ いては、第163条 参 照。

旦...磐益者唖置権妻

債権者が適正 な手続 きに よ り受益権 の先取特権 を取得 している{第147条 参照)場 合、受託者 が先取特権 の設定

を知 りつつ受益者 に支払 または譲渡 をなせ ば、受託 者は債権者 に対 し責任 を負 う。

受託者が受益者 の同意 を得 ずに、受益権上の先取特権 を取得 していない受益者 の債権 者に支払 をな した場合、

信託条項 によって受託者 にその ような支払 の権 限例 えば信託財産 を受益者の ために運 用する権 限が付与 されて い

な い限 り、受託 者は受益者 に対 して責任 を負 う。

例:

3.Aは 、Bに 信託 として100,㎜ ドル遣賭 し、その収益 をCの 生涯 にわ たって支払 よ う命 じた。Cは

Dに 対 し1,㎜ ドルの借金 を してい る。Cの 同意 なしにBは 収益 の うち1,000ド ル をDに 支払 った。Bは

支払われた1,㎜ ドルにつ いてCに 対 して責任 を負 う。

4.Aは 、Bの 裁量 でCの ために収益 を運用す る ことを内容 とした信託 として、Bに100,㎜ ドル遺 贈

した。CはDに1.㎜ ドルの負債が ある。Cの 同意 な しにBは 収益 のうち1.㎜ ドルをDに 支払 った。B

は支払 われ た1,㎜ ドルにつ いてCに 対 する責任 を負 わない。

圭.載 隷fl1託

信託が裁 量信 託(第155条 参照)で あ って も、受託者 が受益権の譲渡 を知 りなが ら、前の受益者 に支払 をすれ ば、

受託者 は受 益権の譲受人 に対 して責任 を負 う。

例:

5.Aは 、Bの 裁量 で適当 と思われる額 を収益 からCに 支払 い、C死 亡後は元本 と蓄積 され た収益 を

Dに 支払 うことを内容 とす る信 託 として、Bに100,000ド ル遺 贈 した。Cは 信託 に もとつ く自己の権 利を

Eに 譲渡 した。Bは その譲渡 を知 りなが ら、収 益のうち1,㎜ ドル をCに 支払 った。Bは1.㎜ ドルにつ

きEに 対 して責任 を負 う。

凹.,_纏豊煮ゴa蔑

浪費者信託 の受益者 の指示 に もとつ いてな された支 払に対する受託者の責任 については、第152条 注i参 照。 同

様 に、第342条 注f参 照 。

第226条 の2無 効な信託の もとでなされた支払または譲渡の責任

受託者が、信託条項によって権原を付与されている者に信託財産の全部または一部を支払い、あるいは譲渡し、

信託が後に全部または一部無効となった場合、受託者が支払あるいは譲渡をなした時点で、信託が無効であるこ

とを知∪、または信託の有効性を疑うに相当な理由がある場合に限り、受託者は、信託財産に対する権原を有す

る者に対して責任を負う。
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注l

a.本 条は、第226条 よ りも厳格 ではない。第226条 では、受託者 は委託者 によって支払 の権限 を与え られ ていな

い者に支払 をなす のであるが、本条 にお いては、受託者 は委託者 によって指示 された者 に支払 をなす場合 である。

b...無効一豊根.拠

信託が全部 または一部無 効 となるには、 さまざまな根拠 があ る。委託者の無能 力(第18条 ～第22条 参照)、 詐欺 、

強迫、不当威圧 あるいは錯誤に もとつ く信託の設定(第333条 参照)。 債権者の詐欺、 または不法 な約因、不法 な

目的のために設定 された信託{第62条 ～第65条 参 照)。 永 久権禁止則に触れ る場合(第62条 注1～r参 照)。 適法 に

指 定 された受益者が存在 しな いために信託が消滅す る場合(第112条 、第122条 、第123条 参照)。

C.財 産 に対 して摘塊.を有す重着

財 産の所有者が無償 で財産 を譲渡 し、譲受人がその財産 を信 託 として保有す ることを宣言 したが信託が消滅 し

た場 合、譲渡人が復帰信 託の設定のな いことを意 思表示 していたか、意図 され た信託が違法の ために消滅 した場

合をのぞき、譲受人 は、 譲渡 人 または譲渡人の財 産のた めの復帰 信託に もとつ いて信託財産 を保有 する。第411条

参照 。

生前信託 設定のため に財産権 が譲渡 されたが、 その信託 が消滅 した場合、 受託者はその財産権 を委託者のため

に、 または委 託者死 亡時 には委 託者 の財 産のために、復帰信託 に もとづき保 有す る。

遺言信託設 定のために財産権 が譲 渡 されたが、 その信託が消滅 した場 合、受 託者はその財産権 を、遺 言者のた

めに、復帰信 託に もとづ き保有す る。すなわち、債 務お よび管理 の費用を支払 った後 に、残余 が あれば受遺 者の

ために、受遺 者がな いな らば遺 言者 の相続人 のために保有す る。

財産権 の所 有者が、生前行為 によって無償 でその財 産権 をあ る信 託 目的のため譲 渡 したが、確定 した、 または

確定 しうべ き受 益者 が指定 され ていないために、 その信託 を強制 できない場合 において も、譲受人 は、 その財 産

権 を運用す る権 限が譲渡人に よ り撤 回され、 または譲受人の死亡 または無能 力のために終了 す るまで、指定 され

た目的の ために財産権 を運用す ることが できる。第419条(1)項 参照 。

例:

1.Aは 、Bの 裁量で慈善 または公益 のためにその金銭 を使 う目的 でBに10,㎜ ドル贈与 した。Bは

前記 の 目的 胎 め色 々な 目的 のために5,㎜ ドル使用 した。AはBの 権限 を撤 回し、Bに その金銭 をA

の もとに返す よ うに命 じた。Bは 消費 した金額 についてAに 責任 を負 わないが、残高 につ いてはAの た

めの復帰信託 に もとつ いて保有す ることになる。

譲渡人が譲受人の権 限 を撤回 した場合 は、譲受人 は、財 産権を譲渡人のた めの復帰信託 に もとつ いて保有 する。

第419条(2)項 参照。本条 の規則に よれ ば、権限が撤 回された後で も、譲受人が、信託 の無効 につ き悪意で あった

か、または信託の有効性 を疑 う相当の理 由がない限 り、 譲受 人が信託 目的に従 って財産 を運用 した ことにつ き、

譲渡人に対 して責任は負 わない。

皇_養 甚 者が配1二L立 掛.費

財 産権 が信託 として遺 贈 され、受託者が遺 言の条項 に従 って信 託財産の支払 または譲渡 をな くし、後 に その信
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託が無効 である ことが明 らかに なった場 合・受託者が信託 の無効 を知 らず・また・ その有効性に ついて疑 うべ き

相 当の理 由がな いときは・受託者は復帰 信託を強制す る権限のあ る者 に対 して責任 を負わ ない。

例 えば・遺 言者が詐欺または不当威圧 に よって信託の設定 を強 い られたとい う事実の ように、受 託者 の知 らな

い事 実によ って信託が無効 とな る場合・受 託者は無効の理 由を知 った後 にな された支払に は責任 を負 うが、 それ

以 前にな された支払には責任 を負わ ない。

他 方、信託が無効であ ることを受託者 が知 り、 またはその有効性 を疑 うに相 当な理 由があ る場合 には、受託 者

は、 その支払に責任 を負 う。受託者が信 託の有 効性に疑 いを持つ場合、受託者 は支払 をなす前 に、裁判所 に説示

を求 め る権限 を有 し義務 を負 う。

信 託が後に無効 とな る根拠が遺 言の文 面に表 われて いるという事実 は、受託 者が信託の効力 に疑 いを持 たない

限 り、受託者に よってな された支払 についての責任 を必ず しも生 じさせ ない ものでは ない。 こと ことは、受託者

が信託証書の解釈に関 し錯誤 をなした場合 に も、受託者が法律の錯誤 をなした場 合に もあて はまる。

信 託が生前行為で設定 され、委託者が後 に死亡す る場合 にも同様の原則が適 用 され る。信託 が無効 ならば、受

託者 は委託者の死亡前にな され た支払 について責任 を負わ ないが、受託者 が信 託の無効 を知 りなが ら、 さらに支

払 を続ける場合、受託者は利害 を有 する委 託者の承継人に対 して責任 を負 う。

f.支 払 を是 廿.良著か ら亘}返還

信託の無効に よって財産権 の権原 を有 す る者は、支払 を受 けた者が 善意取得 者 でない限 り、 またはその財産 権

もし くはそ の価格の返還 を受 ける ことが衡平の観念に反す るような事 情の変 更が ない限 り、 その者から財産 権ま

たはその価格の返還 をうける権限 を有 する。第284条 、第292条 参照。

第5節 信託資金の投資

第227条 受託者が適法にな しうる投資

信 託資金の投資をなすに際 しては、受 託者は、受益者 に対 して、次 のような義務 を負 う。

{a)信 託条項または法令 に別段 の定 めがない限 り、相 当の思慮 を有する人(p閲deot願o)が 自己の財産 に

っ き、その保全 と、相 当の収益 を規則的にあげ ることを考慮 して投 資す る。

(b)信 託条項に別段の定めが ない場 合 は、受託者投資 に関す る法 令に従 う。

(c)第165条 ない し第168条 に定 め られている場合 を除き、信託条 項の定めに従 う。

注:

L杢 幽 週

信託条項 に別段の定 めのない限 り、受 託者 は、信託財産 を保持 し(第176条 参照)、 信託 財産か ら収益 を得 る

(第181条 参照)た めに、相 当なる注 意を払 う義務 を受益者 に対 して負 う。本節 では、受 託者が投資 をする場合 に、

これ らの義務 をいか に履行すべ きかを扱 う。

本条で述べ られて いる規定 は、いわゆ る 「慎重人原則 」(prudent■anrule)で あ り、 この原則は、 は じめマサ

チューセ ッツの裁判所 で採 用 され、 次第に多 くの州 で採 用 され るよ うになった。 この原則 は、 いくつかの州 では、
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制定法に よ り、 幾分制 限 され ている。

(a)の注:

hL莚 童義務fcare撞 翼窒

受託者が投資 の安 全性お よび投資 か ら生 み出 される適 正収益 に関 する調査 を しない場合、受託者 は、投資 をす

る際 に当然払 うべき注 意義務 を用いていない ことになる。 この注意 は、通常 、取引会社で慎 重人が情報確認 す る

方法 による ことを意 味す る。受 託者 は、弁 護士、銀行 家、ブ ローカ ー、 その他、助言 を受 け る価値 ある者 の助言

を考慮 しうるが、 その ような助言 を受 け入 れた ことでは正当化 されず 、彼 自身 の判断をなさなけれ ばな らない。

⊇ 搬 正意 義 務{鎚 」⊥u_璽 理丞

受託者が可能 なす ぺての注意義務 を履行 した として も、通常人(■anofoTdinaryintelligence)と しての注

意義務 を果 さなかった ことか ら生ず る損失 につ き、受 託者は責任 を負 わなければな らない。また、受託者 が通常

人以上 の注意義務 をな しうる場合 に、 それ を怠 った ことか ら生 じる損 失にたい して も、受 託者は責任 を負 う。第

174条 参照 。

例 えば、受託 者が、法人受託 者あるいは専門家 たる受 託者 として、通常人 よ りも高い レベルの注意義務 をお こ

なう ことで指名 されたので あれば、 そのような専 門的注 意義務 をはた さなかった ことか ら生 じる損失につ いて責

任 を負 う。第174条 参 照。

d.法 ム受壷賭

受託者が銀行 または信託会社 である場合、受託者 が投 資の選択 につ いて有す る能 力を用 いるべ きであ り、 また

個人 の受託者 に通常予想 され る以上の徹底 した調査 をなす ことが要求 され る。

旦._慎 重性一くc邸io吋 」狸 求

投資す る際 に、受 託者は注意義務(careandski1Dを 履行す るだけでな く、慎重性(caution)を 用 いる義務

も負 う。信託条項 または法令 に別段 の定 めがな い限 り、受 託者が適法 になしうる投資 とは、慎重人が、財産 を投

資す る場合 に、 元本の安全性 を確保 し、定期的 に収益 をあげ ることを考慮 してなす もの と同一の もので ある。

しかし、 いかなる投 資にお いても危険 は常に存 在するの で、損失 が生じる こともあ りうる。危険性 とい うのは

程度 の問題 である。損失の危 険が、利得 の機会 と均衡 を失 して いる場合、通常 人は財 産を投 資 しな い。 そのよ う

な処分は、 妥当な信 託投資 とはいえない。なぜ な らば基 金の保持 を第 一・の考 慮点 とする処 分では ないか らである。

最 も安全 で、最 も確 実な証券 にだけ投資す ることが 、必ず しも受託 者の義務 とい うわけではな い。例 えば、国

債 は最 も安全 で確実 な証券で あるが、利 回 りが他 の証 券 よ り低 いことを考 える と、信 託財産 をその ような証 券だ

けに投資す る ことは、必ず しも受託者 の義務 とはな らな い。理 由は以下 のとお りである。注 意義務 を尽 くして、

投資 というものはよ り多 い収益 を通常期待 し、元本 の損 失 を予想す る ものではないか らである。

L」 壁衰口銅 製

通常、受託者 が国債や社債 に投資 する ことは適法 であ る。 しか しなが ら、投資 が適 法かど うか を決定 するのは、

具体的事情 である。 どんな場合 でも、投資が慎重 な もので ないときには、 その投 資は適法 では ない。注o参 照 。

信託条項 に別 段の定 めの ない限 り、以下 のような投 資は不適法 である。(1)投 機 を 目的 とした証券の購 入、例
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えぱ・思惑 による株式 の購入(purchaseofsharesofstockon■argin)ま たは、 満期に支払われ るか どうか不

確 実 であるため・ かな り割引 されて売 られ ている社 債の購入な ど。(2)新 設 され たばか りで、経験 の浅 い企業の

株式の購入、(3)商 品取 引や事業 買収に信託財産 を使用す ること、(4)再 売却す る予 定で土地や その他の物 を購

入す る こと。

例:

1.AはBに 信託 として100,㎜ ドル を遺 贈 した。Bは 、健全 な財政状況 にな く、配当の支払 いの遅

延 が予想 されるX会 社の額 面価格6,(蜘 ドルの株 を購入す るのに信託財産 の3,㎜ ドル を使肌 た。 これ

は適 法な投資 ではな い。

2.AはBlこ 信 託 として100,㎜ ドルを遣‖冒した。Bは 航 空機の新 しい髄 を製造す るた めに新 しく設

立 された会社 の社債を購入す るために、10,㎜ ドルを使用 した。 これ は適法 な投資 ではな い。

3.AはBに 信託 として100,㎜ ドルを遺贈 した。Bは 食 料雑貨店 を買収 するために、信託財産の10,

000ド ルを使用 した。 これは適法 な投資 ではない。

4.AはBに 信託 として100,㎜ ドル 樋 ‖固した。Bは 後 日、建物 の区画にわけ て売却す る目的 のため

に、信託購 の10,㎜ ドルで広 い土地 を買 った。 これは適淋 投資 ではない。

且且L」9正燕 埋土毒丸めΦ財産卿

受託者 が、再売却する 目的で財産 を購入 する ことが適法ではな いとして も、受託者 が信託 として譲渡抵当 を保

有 し、 その譲渡抵当が受 戻権 を喪失 している ものである時は、 受託者は、受戻権 喪失売買 に もとつ いて、その財

産 を買入 れる ことがで きる。第231条 注h参 照。 そ して受託者は債権が回収不能 な時に不動 産 もし くは動産 を買入

れ る こと も妥当である。第192条 参照。

」1"__後顧{立抵当 権(junior■ortgageS)

通常、第 二、あ るいはそれ以降 の後順位 抵当は適法な信託投資 では ない。 しか し、 それが、債権 を確保す るた

めの合理 的な方法であ り{第177条 、第192条 参 照)、 または、受託者が土地 を売却 す る権限 を有 し、かつ その売却

が指 示 されて いるときに、土地の売却 を可能にす るた めに第二抵当権 を取得 する ことが必要 であるならば、後順

位 の抵 当権 を取得す ることも適法な投資 であ りうる。第190条 注j参 照。

.i.鰍 担爆口甥付

信 託基金 を無担保で貸 付け ることは、慎 重 さを欠 くた めに、不適法 となる。 しか しなが ら、 そのような貸付 け

で も、必 ず しも常に慎重 さを欠 くもの とい うわけでは ない。例 えば、受託者 が、安全な保管 の方法 として、信託

資金 を銀行に普通預金 として預け てお くことは適 法であ る。第180条 参照。

lL.一投鮭 な笠 際の{辞 書査歳旦 精査

投 資をなす際に、あ る信託の信託資金 が、受 託者の管理す る他 の信託 の信 託資 金 と結合す る とい う事実 は、他

の点 にお いて適法であ ることを前提 とすれば、投資 を不適法 なものに しない。例 えば、利子 かせ ぎのために複数

の信 託資 金 を、受託者が保有 して いる1個 ない し複数 の土地 の抵当に投資す る ことは、抵当 その ものが適法 な信

託投 資であ る限 り、適法であ る。
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法人受託者が管理 してい る信託財産 を抵 当取得にふ りわける 目的 で、法人受託者 がまず 自己の金銭 を出して抵

当 を取得 す るという事実 だけで は、 その投資が、その他 の点で適 法 である限 り、抵 当の取得 と、信託財産 をそれ

にふ りわけ る間に短 い間 隔があ る場合に は、違 法な 自己取 引には該 当しない。第170条 注i参 照 。

このよ うな投資の分別 につ いては、第179条 注d、 第205条 注f参 照。

亙.」共」司信 託基金(CO■ 堕)山 ㎎tLf皿ds).

ほ とん どすべての州 の制 定法によって、法人受託者 は、共 同信 託基金に信託基金 を投資す る ことが認め られ て

いる。基金 は州の規制 を受 け る。1936年 、連 邦所得税法 では共 同信託基金は組合 もし くは社 団と して徴税 を免 れ

る。

1、.州外投 資

信託の管理 がな され ている州以外での投 資は、州外 とい うことが慎重にな されたか どうかを判 断する1つ の要

素 とはなるが、通常、不適法 ではな い。 旧判例では裁判所 は国外 ・州外投資に否定的 であ った。今 日では事情 は

一 変 している。州外での投 資の情報は簡単に入手で きるため、 それ らの情報 を慎重に判断 した上 での投 資であれ

ば、適法 である。例 えば、州 外の土地 の抵 当への投 資、 その州 では法 人化 されないため他州に事業 を移 す法人の

有 価証券へ の投 資、あ るいは他州や外 国の公社債 への投資 は、通常 、不適法 ではな い。

⊇

規則的 に収 益をあげ、 かつ安 定配当を している会社 の株式の購入 は、慎 重人が安全 を考慮 して、 そのよ うな株

式 に投資す るのが通 常で ある場 合には、適法 な信 託投 資 である。株式 が議 決権がない事実 だけ では投資 を不適当

にしない。

且,投 資橋 £'

い くつか の州 では、一定 の制約 のもと、 受託者 が会社型 投資信託 の株式 または他の有価証 券に投資す る ことが

認 め られて いる。多 くの州法 では、 その投 資会社 は個 人であ るか法人 であるかを問わず、1940年 連邦投資会 社法

によ り認可 を受 けなければ な らないとされている。

法規 とは別 に、次 のよ うな投資 を受託者がす ることは妥当であ ろう。投資 が慎重 で受託者 に授 権が必要 ない場

合 である。

o」一投鷺iを塁!挺す る」語昔i;聖 慮空空妻雲 壌

受託者は、適法 に特 定の有価証券に投資 しうるが、 どれに投 資す るかを選ぶ にあたっては注 意義務(c訂e)、 熟

練注意義務{skilDお よび慎重性(caution)が 課せ られている。 あたえられ た投資 の選択 については、投下 資

金の安全性 または収益 の額 と安定性の他、受託者は以下 の要素 を考慮 しな ければな らない。(1)証 券の市場性 、

(2)投 資期間 の長さ、 例 えば、満期、償還請求可能性 な ど、(3)信 託 の予想存続期間、(4)信 託の終 了時 に投 資

が、分配 目的の ために金銭化 しなければ ならな い場 合 のその投 資の価値につ いての市場条件 の見 込み、(5)あ る

投資が満期に達 した場 合、再投資につ いての市場条件 の見込 み、(6)信 託財産 の全体的価値 と他 の投 資の性質、

(7)収 益の総額 に対す る受 益者の要求、(8)稼 働財産 を含 めた受 益者 たちの他の財産 の状況、(9)課 税 に対す る

義務の増 加あ るいは減少 が、投 資にいかに影響す るか、(10)イ ンフ レの見込み。
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受託者 が投 資 をなすに際 して適法 に行動 したか どうかは投資 がな された時点 の事情 によ り、後 か ら発 生 した事

情 による ものではな い。受託者が投資 をなす時点で・ それ が慎重人 が行 な うような投資 であれば、後に投 資の価

値 が減少 しても、受託者は責任 を負 わな くて よい。

通 常、一定期間の経過の後、 あるいは、指定 され た者 が一定年 齢に達 した時 というよ うに定め られた時点で信

託が終了す る場 合には、受 託者 は、 信託終了 の時点 で、簡 単に売却で きず・現 金化 がむずか しい投資 をなすぺ き

ではな い。例 えば、信 託が1年 または2年 以 内に終了 す る場合、譲渡抵当 を簡単 に売 却で きな いことが予想 され

るときは、受 託者は、 信託終 了後、満期 までは相 当な期間のある譲渡抵当に は投資 すぺ きでは ない。

(b)号 の注:

⌒

多 くの州 で、受託者に よる投資 を規定す る制定法 が あ り、 また、本条で述 べ られて いる慎重人原則が制定法 に

採用 されてい るいくつか の州では、国債、 土地の抵当お よびある種 の公社債 への投資 だけ を認 めるとい うように

厳 格に定めて いる制定法が ある。

い くつかの州 では、行政が受託者 に私 的な会社の社債 や株式 の投資 をする ことを許可す るのを禁 じる実定法 上

の規定や、適法 な投資 を指示 する憲法 上の条項があ る。別の州 では、特定 の適法 な投資 を規 定す ることな しにあ

る種 の証券 の投資 を受託者 が行 うのを許す こともある。また別 の州 では、信託条項 に規定 して いない限 り、特定

の法定証券 にのみ投資 する ことを許 して いる。

制定法 で、受 託者の投 資を一定の種 類の もの に制 限 して いる場 合、委託者が制定法 に指 定 され ていな い投資 を

なす権限 を受 託者に付 与す ることを妨げ る もの とは解 さな い。

信 託条項 に よって投資に関す る裁量権 が受 託者に与 えられて いる場合、委託 者が制定法の下 で許容 される投資

の枠 を拡 大す る意図 を有 していたか どうか、 もしそ うだとして、 どの範 囲まで拡 大す る意図 を有 していたかどう

かは解釈の問題 であ る。制定法 によって、 受託者の投資 は一定の種類 のものに限定 され るが 、信 託条項 によって、

受 託者が 「法 的信託投資以外 」(otherthanlegaltrustinvest■ents)の 証券に も投資 して もよい場 合、適法 な

投 資の範 囲は拡大 され、慎重人原則 が採 用 されて いる(a)の 要件 をみたしている証券投資 であれば適法 とされる。

結 果は大体同 じである。 もし、受託者 が投 資に裁量権 を もっていた り、投資 が彼 にとって好都 合で、説明可能な

ものであれ ば、 信託条項 に規定 があれば、(a)で 、不適法 とされる投 機的 とし くは不適法 な投資 も可能 であ る。

しか しその条項 は投資拡大 につ いては厳格 に解釈 される。一定種 の証券の投 資 の許可は、 すべ ての その投資 を合

法 とす るわ けではない。受 託者 は注 意義務 を尽 くして選択 しなければな らな い。投 資の合 法性 は投資時 の法 によ

る。

(c)の 注:

q」 苗綱

一般 に、受託者は、信託条項 によって認 め られて いる投資 を適法 になしうるが、信託条項 で禁止 されている投

資 をなす ことはで きな い。 しかし、投資 をなすに際 して、遵守す る ことが不可 能で ある信託 条項(第165条)ま た

は、違法 な信託条項{第166条)に 、 受託者が従 う義務 はない。
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受 託者 は裁 量権があ る時や裁判所がみ とめた時、委 託者 が知 りえな い状況に ある場合、信託条項 に従 う義務 は

ない。その投 資が不適法 で財 産 をそ こな うとわかった時 は、その状 況 では受託者 は、信託条項 か ら離れ るべ き責

任 を負 う。第167条 参照 。

L_投 資.を制 限宣玉 条 孤

信託条項 によ って、本条(b)や(a)の 規定の とお り、 もし、 その信託条項 がなけれ ば適 法 にな しうる投資 を、

制 限する ことができ る。例 えば、制定法 に よって、受託者 が鉄道 の社債または公益事業の社債 に投 資す ることが

認 め られ ていて も、信託条項 に よって、それ らの投 資 を禁 止す る ことがで きる。

例:

5.Aは 信託 と してBに100,㎜ ドル遺 贈 した。遺 言の条項に よって、Bは その金銭 を鉄道 の社債購入

にのみあて るよう指 示 されて いる。Bは 、金 銭 の一部 で、 国債を購入 した。Bは 信託違反 をおか した こ

とにな る。

一ロー._批難 緩和 条項

他方、信託 条項に よって、投 資の枠 が拡大され る ことが ある。例 えば、制定法に よって、受託者 が国債または

土地 の一番抵 当のみ投 資 する ことが認め られている場 合、信託条項 に よって、受託者が私 的会社 の社債 または株

式 へ投資す る こと、あ るいは、制定法 によ って認 め られ ていない他 の投資をす ることが認め られ る ことがあ る。

注p参 照 。同時 に制 定法が な く、一定種 への投資 が不適 法な時 に信 託条項 に よって、受託者は ある種 の債券 を投資

す る ことが許 される。投資 が別の点 か ら不適法 とな る危険性が あって も。

⊥L遼 僻 的個1砥条項 仁義描他f置睡瓢

投資に関す る信託条 項 は、 許容的 である場合 と強制 的で ある場合 とがある。つま り、受 託者に一定 の証券に投

資す る権限が 単に与え られ る場 合と、 その証券 に投資 す ることが命 じられる場 合があ る。単 に受託者 に、投 資を

なす権限が付 与 されたの であれば、受託 者は投資 の権 限 を有す るが義 務は負 わない。他方 、受託者が、投 資する

よう命 じられ ているので あれ ば、受託者 は、その義務 を負 う。

旦 」廿1{逢項 の解釈

信託条項 によって、投 資 に関する裁量権 が受託者 に付 与 され ている場合、委 託者が、許容 され る投資 の枠を拡

大す る意図 を有 したか どうか、 あるいは、 どの範 囲まで拡大す る意 図を有 したかは、解釈 の問題で ある。信託条

項 によって、受 託者 の 「裁量 に もとつ いて」投資 をなす権限が与 え られている場合 、そのよ うな権限 は、通常 、

(a)に述べ られている慎重人 がなしうる ものでは ない。 しか し、信託条項 によって、投機 的な、ま たは、(a)に

よると不適法 である証券 に投資 する ことが認められ る こともあ る。信 託文書 の条項 は通常許 容 され る投資 の拡 大

につ いては(a)で 許 され る以外 は厳格 に解 され る。

たとえ、信 託条項 に よって、受託者 が無制限な裁量権 を与 えられ投資 する権 限があ ると して も、個人 的利益の

た めに信託資金 を借 りた り、証券 を購入 することはできな い。170条 、206条 参 照。 証券 への投資 を許 す条項 は

通常、株式や債券投資 も含む と解 され る。 しかしなが ら、 その許す条項 は、受 託者が、 自己の財産 につ いて慎重

人 による処分 を行 い、 収益の正確性 と安全 を保持す る ことを第一の要点 とす る ことに反す るよ うな、行為 をする
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権 限 を受託者 に与 える ものではない。

y・ 信託条項 によって・特 定の証券 に投資 する権限 があた えられて いる場合・ その種 類の証券 に投資す る ことが
、

常に適法 な ものである とい うことを意 味す るわ けではな い。受託者は・証券の選択 について、注意義務 をはた さ

なけれ ばな らない。例 えば・信託条項 に よって・受 託者が鉄道の社債 に投資す る権 限を付 与 され ている場合 で も
、

会社の財政状 態のために・慎重人な らば投 資しないはずで ある鉄道の社債に受 託者 が投資 した場合、受託者 は信

託違反 の責任 を負 う。

信託条項 によって、一定の種類に投資 する裁 量権 が与 えられて いる場合に・ その濫用につ いては受託者 は責 任

を負 う。 第187条 参照。 この ように、 もし受 託者が、裁量に よって証券投資 を許 されて いて も、周 囲の状況 か ら

み て投資 が合理 的 とは とて もいえな い場合 、責 任を負 うの であ る。

w.信 託条項 に よって、受託者が特定 の有 価証 券に投資す る権限が与 え られ、 またはそ うす るよう命じ られてい

る場合 で も、委託者が知 りえず、ま た、予 知 しえな い事情 のた めに、 その投資 をなす ことが、信 託 目的 の実現 を

不可能 に した り、実質的に害 を及ぼす ような ときには、第167条 に述 べ られている規定に したがって、 受託者 は投

資 について責任 を負 う。例 えば、信託 設定時には健全 な財政状態 にあったが、 その後、財政 困難 におちいって い

る会 社の株式への投資 の権限が、信託条項 によって受託者 に付与 されている場 合、受託者が これ らの株式 に投 資

す れば、責任 を負わ なけれ ばな らな い。

茎.口 頭に よる略式信託{i皿fq頂altrust)

ある者が、彼 のために投資 をするよ う金銭 を他の人 に手 渡す略式信 託の場 合、投資の義務 お よび投資物 件の適

法性 は、すべて の事情 を考慮 して解釈 され る当事者の言 語および行為 によって示 され る当事 者の意思か ら判断 さ

れる。第164条 注f参 照 。信 託が遺言や 捺印証書 といった要式証書 に よって設定 され たか ど うかを問わず、投 資

をなす場合、受託者 は本条 で述 べ られ た規則に従わ なければな らな い。

しか し、口頭 による信託 の状況 は もっ と自由に投資 をする範 囲を認めるよ うに解せ るこ ともあ るし、投 資 を禁

ず る意図 を示す こともある。信 託が遺 言や捺印証書 で作成 され た場 合、信託 文書 は不適法 な証券投資の範 囲 を明

示 しなけれ ばな らない。第164条 と比 較せ よ。

正,.連 続受益者

信託が連続受益者 のために設 定 されて いる場合、 ある投 資をす ることが、他の受益者 の犠 牲の もとで、不当 に

一・人の受益者 の利益 をはかる ことにな るな らば、 その ことがなけれ ば、信 託投資 として不適 法 ではな い投資 も、

不適 法 となる。第232条 参照 。

z－_受 鎧 の二 股 的義 務.

投資 をす る際 、信 託の管理 に関する他の事項 と同様 に、受託者は受益者 の利益 のためにのみ行動す る義務 を負

う。第170条 参照 。投 資に際 し、受託者が個人的 に所有 している財産 を購入す る ことは、受 託 者の信託違反 とな る。

第170条 、 第206条 参 照。

投資 に際 し、 信託の管理 に関連 す る他の事項 と同様 、受託者が個人 として行動 す ることが要求 され る行為 の履

行 を他人 に委任 してはな らな い義務 を負 う。第171条 参 照。
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受託者 として行 なった投資 であることを明確 に しなければな らない義務 については、第179条 参照。

第228条 損失の危険分散

信託条 項に別段の定 めがない限 り、受託者は、投資 の種類を適度 に多様化 させる ことによって、損失 の危 険 を

分 散 させる義務 を受益者 に対 して負 う。但 し、事情 によって、 この ような考慮 をする必要 のない ときは、この限

りでない。

注:

轟,1投 資 を分散 する義務

受託者は大 きな損失 の危険 を最少 にす るために、投資 を分散す る義務 を受益者 に対 して負 うものであ り、 した

が って、受託者 は、特定 の有価証券 に信託財産の不 当に多 くの部分 を投資すべ きではない。各 々の投資 が、第22

7条に述べ られて いる原 則に従 って適法で あることだけでは十分ではな し㌔

瓦 望罐 妻一れるざ き要藁葺

投資を分散す るに際 して、受託者は、特 に以下 の要素 を考慮 しなければ な らない。

(1)信 託 目的、(2)信 託財産 の総額、(3)金 融や産業 の状況 、(4)譲 渡抵当、公 社債、株式 というような投資

の種類、(5)地 理的位 置に関す る分散、(6)各 種産業へ の分散、(7)満 期 の期 日。

-c.一分舷が麗 求 されな い場 合

本条で述 べ られて いる規定は、 第227条 の一・般的原則 の適用 であ るから、受託者 が投資 の分 散 を免除 され る特

別 事情 も存在 しうる。例 えば、信託財産が非常に少 ない場 合、 その全部 を一つの有価 証券 に投資 す ることは受託

者 に とって適 法であ る。 具体的 にいえ1ゴ、信託財産が1,㎜ ドルまたは2,㎜ ドル程度 であれ ば、全額 を一つ の抵

当に投資 する ことは適法 であ る。同様に、恐慌や財政不安 定の時に、 国債の ような単一種類 の証 券に信託財産 の

大 部分または全部 を投資 して も適法 であ る。いかな る場合 に も、すべ ての事情 を考慮 して、受 託者の行為が慎重

人 のなす注 意義務 をは た してい るのであれ ば、受託者が信 託条項 な いし適用可能 な制定法の規定 に従 う限 り、責

任 を負わない。

d.▲n・ 一の証菱

受 託者 は、 信託財産の全 部または相当部分を、通 常、単一 の証券 に投資すぺ きではない。

例:

1.AはBの ための50,㎜ ドルの受託 者で ある。彼 は25,㎜ ドル をX鉄道会社の社債 に投 資す る。そ の

ような投資は信 託違 反 とな る。

旦.証 菱 ②種 類

通常、受 託者は、信託財産 の全部または不当に多 い部分 を、一 つの企業の成功 に依存す る証券、 ある いは、 あ

る場所 の条件 に依存す る証券 に投資す ることはできな い。 なぜ な らば、その結果、損失の危険 を大 き くさせ る こ

とになるか らである。つ ま り、受託者に企業の株式 に投資 する権 限が付与 されて いる場合で も、受 託者 は、特定
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の産業 に関与 してい る会社の株式にのみ、不 当に多額の信託財産 を投資 すべ きではな い。 また、受 託者 が、不動

産 の抵 当に投 資す る場合、特定地域の譲渡抵 当にのみ、信 託財産 の不 当に大 きな部分 を投資す べきでない。

-L疽 龍越

信託条項 に よって、投資 を分散す る ことが免除 され る場 合もあ りうる。 これは、信託財産 の全部または一定部

分 を、特定の証券 または特定 の種類 の証券 に投資す るよ うにとの受託者に対 す る義務 的な指示 、 または、 その よ

うに して もよいとの許可 が与え られる ことによってな され る。

義務的 な指示 がある場合 、受託者はそれ に従 った投資 については、第165条 ～167条 規定 の場 合 に限 って は、責

任 を負わ ない。与 え られた裁量権を濫用 した り{第187条 参照)慎 重性 を欠 いた行動 を とった場合(第227条 参照)

をの ぞいては、受 託者に投資の許可があ る場合 も、 それに従 った投資 の責任 を負 わない。

例:

2.AはBに100.㎜ ドル とX会 社 の1,㎜ 株 を遺贈 した。遺言の条項 に よって、BはX会 社 の株 の購

入に、その金銭 を投資す るよう指 示 されて いる。Bは その株 の購入 に50,000ド ル を投資 した。それ以外

の事情が存在 しなけれ ば、Bは 、株の購入につ いて信託違反 の責任 を負わな い。

L分 散の要求が信託条項 によって免 除 されるか どうかは解釈 の問題 である。受託者の裁量 に もとついて投資す

る とい う権限が彼 に与 え られているとい う事実だけ では、投資 を分散 させ る義務 を免除 させ る ものではな い。

h.㌔葺.居一の範」里

信託違反 が、 あま りに多額な信託財 産 を単一の証券 または、 単一 の種類の証券 に投資 した ことだけで構成 され

て いる場合、受 託者は、適 法に投資 しうる額 を越 えた超過分につ いて生ず る損失 についてのみ責任 を負 う。

例:

3.AはBの ための印 ㎜ ドルの受託者 であ る。Aは 畷 道会社の社債 に20,㎜ ドル を投資 した。当該

事情 の もとで、その ような社債 に5,㎜ ドルを投資す るのは、慎重人 の注 意義務に かなうが、 それ以上 を

投 資す ることは不適法 である。X会 社 は支払不能 とな り、 社債は20,㎜ ドルで売却 された。AはBに 対

して7,5㏄)ド ルにつ いて責任 を負 う。

L㌧ 』『驚豊 麗

信託設定時、信託財産 に属 していた投 資物件 を売却す る受託者 の義務について は、第230条 注」参照。

第229条 抵当による貸付の金額

信託条項に別段の定めのない限り、受託者は、不動産抵当の設定をうけて信託資金の貸付をなす場合には、そ

の抵当権の目的である不動産の価格に比べて相当なる割合以上の貸付をなすことはできない。

注1

旦L適 法に貸付けをなLう 亘輻

多くの州では、不動産価格のどの位の割合が、受託者によって抵当に貸付けできるかにつき、制定法に規定さ
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れて いる。制 定法が存在 しな い場合、その額は当該事情 による。具 体的な事情 のなかで特 に重要 なのは、土地 の

性 格それが改良 されて いるか否か、都市に あるか、土地 の市場性、価 値が変動 しているか安定 しているか、 その

場 域における不動産の価値、財 産か ら得 られる収益等で ある。

その財 産が性 格上投 機的 であ り、価値が大 きく変動す る場合、 その財産の抵当 に貸付け るのは不適法 であ る。

一般に、受 託者は、抵当財 産の価値の2分 の1か ら3分 の2を 越 え る額 を、適法 に貸付 ける ことはで きな い。

L宣 『ゆ 限度

不動産の抵当に信託資金 を貸付け る場合、受託者が適法 な割 合以上 に貸 付 けたときは、受託者 は超過 分の損失

につ いて受益者に対 し責任 を負 う。

例:

1.Bの ため の受 託者であ るAは 、貸付けの時点 で1,㎜ ドルの価値の ある甲地 の抵当 に1.㎜ ドルを

貸付けた。受託者 が適法に貸付け うる最高限度 は、約600ド ルであ る。抵当が競売 され、500ド ルが得 ら

れた。Aは400ド ルにつ いてBに 対 し責任 を負 う。

c.適 法 とな 灸杢適 法な抵 当

受託者が、十分な担保 のな い財産の抵当 に信託資金 を貸付 けたが、後に十分 に担保 のある別個 の、または追加

の財産 を受領 した場合、受 託者は、財産が後に価値が減少 し損 失が生 じた ことだけのため に責任 を負 うことはな

い。

第230条 不適法な投資を処分すぺき義務

信託条項に別段の定めの ない限 り、受託者は、信託設定 時、信託 財産に属 していた投資で、本 来、受託 者のな

すぺ き投資 としては不適法 な ものが存在す るときは、信託 設定後 、相当の期間 内にこれ を処分す る義務 を受益者

に対 して負 う。

注:

a .L処 分の義務

信託設定当時、信託財産 に、第227条 によれば不適法 な投資 とな る財産が属 している場合、 それ を不適法 として

いるものが投資の種類 であれ、特定の事項 に関す るものであれ 、信託条項 に別段 の定 めのない限 り、受託者 はそ

の ような財産 を処分 する義務 を受益者 に対 して負 う。

例:

1.AはBに 対 し、信託 として、彼の全財産 を遺贈 した。死亡 の時点 でAは 、投機 的な株 を有 してい

た。株 を売却 し、適法 な投資 にその売却代金 をあてる ことがBの 義務 である。

2.食 料雑貨 小売業 を営むAは 、信託 としてBに その全財産 を遺贈 した。その事業 を売却 し、適法 な

信託投資に その売却代金 をあてるのがBの 義務 である。注m参 照。

3.AはBに 対 し、信託 として彼の全財産 を遺贈 した。その財産 は、 甲地上の10,000ド ルの抵当 を含
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んでいる・Aの 死亡 の嚇 で・抵 当は酬}こ 達 している・甲地 の陥 は・2鍋 ドル`・曝 し
、 当該 輔

の もとでは・隣接地の性格の変化 によ り・その価値が さらに下落す る ことが予想 され た
。Bは 、競 売ま

たは売却に よって・抵当 の金額 を得 る ことがで きたにもかかわ らず・抵 当権に基 く競売 の手段 を とらな

かった。 甲地の価値 は下落 し、8,㎜ ドル しか得 られなかった。Bは 損失 につ いて責任 を負 う。

h」_処 処 旦時期

信託財 産を処分す る義務が ある場合 に、その処 分は、信託設定後、相当期間 内にな されな けれ ばな らな い。通

常、1年 以内な ら相当 と判断 されうるが、 事情 に よっては異 なる。例 えば、財産 のた めの手近 な市場 が存 在す る

場合 、通 常、1年 以上売却が お くれ る ことは適法 では ない。しか し、 手近 な市場 が あって も、財産 が投 売 りで し

か処 分できな いときは、1年 以 上処分 がお くれて も適法 であ りうる。売却 のお くれにつ いて、受 託者が、注 意義

務 を果 た したか どうかが問題 である。

例:

4.食 料雑貨小売業 を営 むAは 、信 託 としてBに その全財 産を遺贈 した。Bは 、 その事業 を処分 しよ

うとしたが、市場 の状況 か ら2年 間は投売 りをしなけれ ば処 分できない状態 であ る。Bは 、2年 間、事

業 を処分 しない ことについて責 任を負 わな い。注m参 照 。

c.信 託設定後、設定者が生存 中、 あるいは遺 言に よ り同一 の信 託に財産 を付 加 し、 その付加 した財産 を処分す

る ことが受託者の義務 である場 合、財産 が付 加 された後、 相当期 間内に処 分 しなければな らない。

d.受 託 者は、処分す べき財産 につ き、売 却遅 延の許可 を裁判所 に求 める ことがで きる。第167条 参 照。

軋.慎 重で な い塾 即延対生互 責任

受 託者 が慎重 に行為 しなかった場合、処 分すべ き財産 の売却 の遅延 について責任 を負 うだ けでな く、 売却に際

して、慎 重性 を欠 いていた ことで責任 を負 う。例 えば、 それが適法 な投資 でない場合、それが、 適法 な投 資であ

るか、売 却の権限が 与え られていた場合 、受託者がそ の財 産を処 分す る際 に慎 重人の原則に て らし不必 要 な犠牲

を払って売却 した場合 には、受 託者 は責任 を負 う。

財産の売却 の後 に、 その価 値が上昇 した という事実、結果 的に売 却 を遅 らせ るの が有利で あ るとわか ったこと

のみでは、受託者 に賠償 の責任 あ りとす ることはで きない。問題 は、受託者が周囲 の状況か らみて、各々の ケー

スで財産売却 につ き、慎 重に行 動 したか どうかで ある。

工,_一斑 三朔 丑と真 玉王 適漣 な雌

適 法な投資 でないために受 託者が処分すべ き義務 を負 う投 資が、受託者が処分す る前に適法 な投資 とな る場合、

受 託者は もはや それを処分す る義務 を負 わな い。 しか し、それによ って、財産 が適法 な投資 とな った時点 よ り前

に財産の処分 を怠 った ことか ら受託者がす でに負 ってい る責任が免除 され ることにはな らない。

菖一,.lt湖至重頚

信託条項 によって、信託設定当時、信託財産に属 していた投 資物件 を、受託者が 保育 する ことを指示 され てい

る場 合、受託者 は、 第166条 お よび第167条 の場合 をのぞき、その投 資物件 を保有 する ことにっ いて責任 を負 わな

いo
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信託条項 によ って、受託者 がその財 産 を処分すべ き時期が短縮 された り、延長 された りす る ことがある。 もし、

受託者 が財 産を保持 す ることが 認め られ るが、 義務 づけ られ ていない場 合、その裁量権 を濫用 しない限 り、その

保持 につ き責任 を負 わな い。特定 の証券につき、受 託者 に保持 を認 める ことは、 ある状況下 で、 その保 持が濫用

になる時 に、受 託者の行動 を正 当化 する ものでない。第187条 参照 。

信託条項 によ り売 却期限 が短 縮 ・延 長 しうる こともあ る。受託者 に よって、早期 の売却 を指示 された り、延長

を認め られる。売却期 限の長 さについては、解釈 の問題 であ る。

h.信 託条項 によって、特定 の証券に適法に投資 でき るな らば、 それ らを保有す る権限が明示的 に付与 されて い

よ うとなかろ うと、 信託財産 の一部 として受託者が受領 したそれ らの証券 を保有す る ことが できる。なぜ な らば、

受託 者がす ぐに再購 入で きる投 資物件 を処分せ よ と受託者 に要求 するのは不合理 だか らであ る。

例:

5.Aは 信託 と してBに 彼 の全財産を遺 贈 した。遺言 によ って、Bは 法定の信託投資以外 の ものに投

資 する権限 が付与 されていた。Bは 、 もしその ような遺言 がなければ、その投資は適法 な信託投 資 とは

いえない場 合で も、信 託条項 に もとついて、そ の会社の社 債に投 資す る権限が与 えられ ている限 り、受

託者 はAの 所有 していた当該社債 を売却 する義務はな い。

、i－㌔信託条項 によって、受託者 が与 えられた証券に適 法 に投資 できない場 合、その証券の保有が信 託条項 によ っ

て権 限づけ られていな い限 り、受託 者は、信託財産 の一部 として委託 者か ら受領 した証券 を適法に は保 有 しえな

い。

信 託文書 が明快でな い時 で も、証券の保持の許可の有無が はっき りしない場合、 その判断 は受託 者に同種 の証

券 を投資 する ことの許可の有無 を判 断す るよ りは簡単であ る。 とい うのは委 託者が 自ら購入 した証券 を保持 す る

意図は新 たに、 受託者に同種 の投資を させ る意 図 より強 いか らである。

遺 言やその他の文書で、特定 の財産に言及 している場合、特 にその財産 が信託財産の大部分 を占める場合 は、

委 託者はその保持を指示 してい ると言え よう。第190条(e)参 照。生存 者間の信託の設定の場合は、 よ り財 産保持

の意図が 強い。

上L鑓k

信 託条項 に別段の定 めのない限 り、受託者は、信託設定当時、信 託財産に属す る投資で、適当 に分散 していな

いために不適法 であ る投資物件 を処分す ることに よって損失の危 険 を分散す る義務 を受益者 に対 して負 う。第22

8条 参照。例えば、 遺言者 が、 その全財産を信託 として遺贈 し、 その財産の半分以上が特定の鉄道会社 の社債で構

成 されている場合、受託者 は通 常、それ らの社 債の一部 を売却 し、 その売却代金 を他 の証券 に投資 する ことに よ

って、信 託財産につ き、一 つの会社の証券だけが不当に大 きな割 合 を占めな いようにす る義務 を負 う。

しか しなが ら、信託条項 に よって、信託財産の大部分 を同一会 社の証券で保有す ることを認 める場合 もあ る。

例 えば、遺 言信託で、受託者 が遺贈 されたすべての証券 を適法 に保有 で きる 旨が、遺言に規定 され る ことがあ る。

信託設定当時、信託財産 に属 する投資 を保有で きるという権限 が、分散の要求 を免除す るか どうかは解釈の問

題である。通常、分散 の要求 を考慮せず、投資 を保有す る ことがで きる と解 してもよい。あ るいは分散 の要求 に
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従 う時 に限って保有 を許 され ると解す る。

分散 の要求 が免除 され るかどうか・ どの範 囲まで免除 され るか どうか を決定す るに際 して重要な要素の うち
、

特に以下 の もの をあげ ることが できる。(1)設 定者 が投資物件の保有 を指示 したの か・すす めたのか、それ とも、

そ の権限 を付 与 しただけなのか・(2)保 有 の権限が・ 信託設定当時・信託財 産に属 している投 資の全部に適用 さ

れ るのか・特定 の証券・ また は特定の種類の証券 にのみ適用 され るのか・(3)信 託財産 の性格 と信託の 目的。

.⊇ 詳憧 法Φ 風定

多 くの州 で、受託者は、受託者が なした投資 を、 誠実義務 と相当な る裁量権 を行使 しつつ継 続 して保有 しうる

ことが、制定法 によ り規定 され ている。

lL」 膿 」麓照

不適法 に信 託財産の処分 を怠 った ことに対す る受 託者の責任の範囲 については、第209条 参 照。

信託が連続受 益者のために設定 されて いる場合、非 生産的で収益 を生まな い財産 を売却す る受託者の義務 にっ

い ては、第239条 お よび第240条 参照。

信託が連続 受益者のために設定 されて いる場合、財産 の売却の遅延の効果 につ いては、第241条 参照。

坦.」暗 者 口 聖業を 解散古鼻端

遺言者 が信 託 としてその財産 を指定遺言執行者 に遺 贈 し、その財産のなかに、遺言者 によって営 まれ ていた事

業に用 い られた財産があ る場合、遺言条項 に別段 の定めの ない限 り、指定遺言執行者お よび受 託者 は、事業 を適

法 に継続 する ことはで きな い。事業が収益 を生む ものであれば、受託者は、 もち ろん、収益 に対 して責任 を負 う

が、事業 の継続 によ って信託財産に生 じた損失 について も責任 を負 う。

信託条項 によ り、受託者は遺言者が保 ってきた事 業 を継続 した り、 ある期間は継続 した りす ることが許 され る。

その ケースでは受 託者は受益者 に信託条項 に従 った経 営につ いての損失には責任 を負 わない。 もちろん受託者 は

受益者 に精算 の責任は負 う。事業経営の許可は信 託文書の解釈に よる。投資の許可や 単なる裁量権 の付与 は、 そ

れに はな らない。信託文書に、事業経営が禁止 されてい る場合、受益者が経営 を許可 した場 合第216条 によ り、受

託者 は賠償 の責 を負わな い。事業経営が禁止 され ていて も、企業 としての売却 が可能 とな るま で受託者が経 営す

ることを裁 判所は許可で きる。

事業の継続 に よって生 じた経費につ いての受託者 の賠償 に関 しては、第244条 注i参 照 。

事業 の継続 に関 し、受託者が責任 を負 う債権者 につ いて は、第268集 注g、 第270条 参照 。

1

第231条 後に不適法となる投資

受託者がこれを取得した当時は、適法な投資であったが、その後、不適法な投資になる財産を保有する場合、

受託者は、信託条項に別段の定めのない限り、相当なる期間内にこれを処分すぺき義務を受益者に対して負う。

注:

旦上処分燈鐘撞
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受 託者が信託設定 時にその投資 を取得 した時、第227条 に てらし適法 な投 資であったが、後の事情の変化 によっ

て、 その投資が適法 な もの でな くなった場 合、受 託者は、継続 して投 資を保有す ることはで きない。つ ま り、 受

託者 が適法 に保有 していた社債 または株式 が、事情 の変化のた めに投 機的 にな った場合、受託者 は相 当な期 間内

にそれ らを処分す る義務 を負 う。

受託者が、信 託財産 中に、土地の譲 渡抵当を適法 に保 有 して いる場合、 譲渡抵当の満期に土地の価値 が下落 し

投資 として保有す る ことが不適法 となった場合 は、抵 当権に基 いて競 売をする義務 を負 う。

例:

1.Aは 信託 としてBに100,000ド ルを遺贈 した。Bは その時点 で、20,000ド ルの価値の ある甲地 の

抵 当に10,⑭ ドル を投資 した。抵 当の満期 に、 甲地の価値 は12,㎜ ドルに下 落 し、当該事情の もとでは、

隣接地域 の性格 の変化 のた めに甲地 の価値 が さらに下 落す る ことが予想 された。Bは 、競売お よび売 却

によって抵 当の総額 を得 ることができたに も拘 らず、競売 の手段 を とらなか った。甲地の価値が下落 し

て8.㎜ ドル しか得 られな かった。Bは 、損 失にっいて責任 を負 う。価格 の低潮 寸激 しいた めに、蹴

によっても損 失な しに、抵 当土地 が売却 できなか った受託者 の義務 については注h参 照 。

b.:亀 鑑煮 の注意義務

受託者 は、株式相場 に注 目し、受託者 が信託財産 中に保有す る財産 に関 する情報を熟知 すべ き注意義務 を負 う。

旦」_聖}登の蹟畑

受託者が信託財産 中に保有 している財産 の処分 につ いての義 務は、信託 のために財 産を購入す る場合の義務 と

は必ず しも同一の ものではな い。そ の証券 を購入す る ことが不適 法 であるよ うな ものになれば、通 常、受託者 は

それ を処分す る義務 を負 うことは事実 であるが、受託者 が不 当に長 い期間ご売却 を怠ったのでなければ、受託 者

は信託違反の責任 を負 わな い。

受託者は、財産に対 す る適正価格 を得 ることがで きないために売却が遅れ た場合、 その遅延 について責任 を負

うことはな い。例 えば、手近 な市場の ない不動産 または他 の財産の場合、受託 者が、適 正価格 であ ると考 える価

格での売買の 申込み を受 け るまでは、受託者は、適法 にその売却 を遅 らせ る ことが できる。

証券の価値が、受託 者が合理的 と考 えるより低落 した時は、株 式市場に流通 している証券 で も売 却す る義務 は

な い。一方、不当 な損失 を被 らない で売却す る注意義務 を負 う。

受託者は証券が流通 可能で、価格低下が なくても必ず しも売 却の義務 を負 わない。後 は好機 を熟 慮す ることが

許 されて いる。

後にいた って不適法 とな った信託投 資 の財産の売却 をなすべき相当 な期間 は、当該事情 によるが、以 下の要素

が重要で ある。(1)財 産 の性格 と保有す ることによる危 険性 、(2)受 託者が即 時の売却 で受領 できる額(そ の資

産 の本来的価格 と比較 して)、(3)財 産が信託財産 の一部 とな った時点で の財産価値 と、受託者 が即時の売却 で

受領でき る額 との比較、(4)全 体 としての信託財産 の本来的価値 、(5)市 場 の一般的状態、(6)再 投 資のた めに

利用 できる機会、(7)課 税 の問題、(8)信 託 自酌、お よびそれに対 して投資か ら生ずべ き損失 が及 ぼす効果。

売約が遅れ た資産の売却 代金 の処分 につ いては第241条 参照 。
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d-,_株 式」P把田

受 託者があ る法人 の株式 を適法 に保 有で き、 しか もその法 人が株式に よる配当 と宣告 している場合、受託者 が

その時点 で同株式へ の投資 を適法 にな しえなか った だけのために、受託者が新株の処分 をはかる義務 を負 うこと

はやい。

旦、⊥ 株遇]旦引当

受託者が法人 の株式 を適法 に保有 し、その法 人が株主 に新株の引受権 を与 える場合、信託条 項に よって、受託

者 が、その ような株式 に新 たな投資 す ることが適法 とな らない ときであ って も、受託者 は、通 常、株式 の一部 を

売 却す ることによって保 有の権利を行 使す るに十分 な資金 を確 保 しうる範 囲まで、新株 を引受 け る権利 を行使す

る ことがで きる。第227条 によ り、受 託者は他の信 託基金 を使用 して新 しい投資が許可 されて いる場合、新 しい別

の株式 を取得す るために、権 利を行使 で きる。そ して、新 しい株式の取得が許 され ていない場 合で も、議決権 の

割 合 を保持す る状況 な どがある時には新 しい株式 を取得 しうる。

f.舗f

受託者が信託財産 の一部 として適法 に保有 しうる会社 の株を所持 し、その会社が他 の会社 に合併 され る場合、

受 託者は、1日株 と交換 に発 行 される新 株 を適法 に受領 し保有す ることがで きる。 ただ し、 臼)そ の当時、彼が第

227条 の原則 にて らして適法 にその新 株に投資 できる場 合、または、(2)新 株が実質 的に1日株 と同価値 の場合 に

は、合併 の結果 として企 業の性格が変 るというの でない限 り、受託者は、 同新株 を保有す る ことにつ いて、慎重

者 を欠 くことにはな らないであ ろう。そ うでな い場合 に、受託者が受益者 に対 し、新株 を拒否 して可能 な限 りの

現 金 を得 るか、または新 株 を受領 してすみ やか にそれ を処分す る義務 を負 うか は、 その当時に存す る事情 のもと

で、 どち らが慎 重な方法 であ るかによ ることで ある。 もし、受託者が 旧株式 を保持 する ことを指示 され、新株式

が実質上 旧株式 と同一であ る時には、受託者は通常新株 式 を取得す る義務 を負 う。

且,_再 製澗

受託者 が会 社の証券 を適 法に保有 して いるとき、 その会社が財政困難に な り、再組織 に際 し、 旧証券 にかわ っ

て新証券 が発 行 され る場 合、 第227条 の慎重人原則 を前提 として、受託者 は、新証券 を適法 に受領 して保有 し、

必要 ならば彼 の権利 を保持す るために賦課金 を支払 うこともで きる。

証券 を保護委 員会 に寄託す る受託者の権 限につ いては、第171条 注iお よび第193条 注d参 照。

互_抵 当権1≡基LくL競売

受託者 が信 託財産中 に不動産 の抵当 を適法 に保有 し、抵当が競売 される場合、受 託者に不動産 の購入 への投 資

権限 が与 え られていな いときで も、損失 を避 けるため に妥当で あるな らば、受託者 は、その財産 を適法 に購入 す

る ことができる。受託者が不動産抵当 を所持 していて、弁済期 に債務 が履行 されず、かつ不動産価 格が低落 して

損失 なしに、競売す ることが できな い時 には、競売 を遅延 する方 が合理的 と判 断すれば、受託者 は処分の義務 を

負わ ない。債権額 を競売 によって全額、弁 済できな い場合、受託者 は、損 失を覚悟 して競 売 にかけて もいい し、

自 ら購入 す ることも可能 である。債務者 が元来 は支払 えないが利息 を支払 らう ことは可能 でモーゲージ市場 で損

失 な しには売却で きない場合、新た な抵 当権購 入はで きないとして も競売 の遅延 が可能で ある。受 託者が全 く競
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売 を しないこと も状況 に よっては、合理 的である。

抵 当権 に基 く競売 に関す る経費 と損失 の配分 については、第233集 注■、第240条 、第241条 参照。

⊇

受託者 は、有価証券 が信託財産の大 きな割合 を占めるほ どに価値 が上昇 した ことだ けで、その証券 を売却 す る

義務 を負 うことはない。

第6節 連続受益者

第232条 連続受益者に対 し公平に取扱 う義務

連続受益者の ある信託 においては、受託者 は連続 受益者のそれぞれ の権利 に対 し、適切な考慮 を払って行動 す

る義務 を負 う。

注:

a.本 条 は、複数 の受 益者が いる場合、 受託者が それ らの受益者 を公平 に取扱 う義務 を有す るという第183条 の趣

旨を拡張 した ものである。

h._連 継受 益二昔の それ ぞ担 こ部立 益義 務

信託条項 によって、 …定の期間、受益 者に収益 を支払い、その期間満了後 は、元本 を他の受益者 に支払 う とい

う ことが指示 されている場 合、受託者 は、前者 の受益 者のために信託財産 を維持 す るだけでな く、彼の ために相

当なる収益が入 るよう積 極的 に管理 し、 かつ、後者 の受益者のため に、信託財産 を維持で きるよう管理す る義 務

を負 う。

受託者が受益者の ために多大な収入 を得 るため元本 保障を危 くす る権限 を与 え られていない としても、彼 は元

本保障の義務 を負 う。受 託者は生涯受益 者のため に非 収益 的財産 や平均 よ り収益 の低 い財産を購入 しな い義務 を

負 う。 たとえそれ らが 上昇の可能性の ある ものに して も。一方、価格低下の 明 らかな財産の購入は禁止 され てい

る。

o.信 託条項

非収益的財産 または消耗 的財産で あるために適法 にはその購入 や保有が認 め られな い場 合で も、信託条項 によ

って、 その ような財産 の購 入や保有が認 め られ る ことがある。第239条 、第240条 参 照。

且 杢条の適用勉 ある義 務

木条 で述べ られて いる規 定は、受託者 の次のような義務 に適 用 され る投資 の義務 、信託財 産の一般的 な管理義

務、補償お よび返還義務 、収入 と支出 を信 託財産 の元本および収 益 に割当 てる義 務。

このルール は、受益者 に一定期間で報 酬が支払わ れるか、不 定期間例 えば生涯受 益者の生存中に支払われ るか

を問 わずあ てはまる。 このルー ルは受益者 が連続的 に複数存在す る時 もあてはまる。

已,前 馨参照

本条 で述べ られている趣 旨の特別適用 は、第233条 か ら第241条 に示 され てい る。
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第233条 収入および支出の信託財産の元本および収益に対する割当

(1)信 託 条項 に別段定 めがない限 り、ある財産権が信託 として保有 され、その収益 を一 定期間、あ る受 益者 に

支払 い、その後 、元本 を他 の受益者に引渡すよ うに定 め られてい る場合には、

(a)収 益 を受 ける受益 者は、その期間中の純収益(ngtinco■6)に ついてのみ支払 いを受け る権利 を有 する。

(b)元 本 を受 ける受益 者は、その期間終了後その元本 に対す る権利 を有す る。

{2)純 収 益 に組入れ られる収 入か ら収益の負担 となるぺ く支出 を差引 くことにより確定 される。

注1

旦L遁 世収 ム

信 託財 産の元本 にもとついて受託者に よ り取得 され る金 銭その他 の財産に よる通常 の収入 が、収益 である。

非 収益 的財産 と消耗 的財 産(239～241条 参照)か らの収 益分配 によれば以下の とお りである。不動産 ・動産 の

使 用の対価 として受領 した金銭や財産が収益であ る。会社 の分割 した株式につ いて は236条 参照。信託条項 に別

段 の定めのな い限 り、受 託者は受益者に適当な間隔 をおいて適法 な支払 をなす ことが できる。

b.他 の収入

非 収益 的ま たは消耗 的財 産{第239～241条 参 照)か らの収入の割当に よる もの、お よび注cに 述 べ られ る ものを

除いて、信託財産 の元本の売却または交換の対価 として受 託者に よ り受取 られ る金銭 その他 の財産 は、 元本 であ

る。同様に買収 の際の信託財産の処分金は元本で ある。火災やその他の災害 で財産が滅失 した時の保険金 は元本

である。

非収益的財産 を消耗 的財産か らの収益分配のル ールによれば、(c)、(d}を 除 いて信託財産 の売却金や交換対価

や価 格上昇額 は元本 に分配 され、収益ではない、 同様 の損 害につ いては、元本に分配 される。

C⊥ 二事業か」らの収入

信託財産の全 部または一部が事業であ る場合に は、 その事業経営 から生 じた純利益 が収益 であ る。例 えば、小

売 りの食 料雑貨店 を経 営 して いる者が、その事業 を信 託 として受託者 に遺贈 し、その事業 か ら生 じる収益 を、 あ

る受 益者の生存 中は彼 に支払 い、その後は、元本 を他 の受 益者に引渡す という内容 で、受託 者に その事業経営 を

継続 す るよう遺 言で指 示 した場 合、前者の生涯 受益者 は、取引上 から生 じる純利益 に対 して権限 を有す る。

主_刮 益湿 当の ない証券

受託者が、利 益配当のな い証券 を保有 した り、購入 する ことは、必ず しも不適法 ではない。

例 としては、短期 国債や、貯 蓄債券な どであ る。 それ らは収益 はないように見 えて も、実 際は割 引されて売 り

出 されていて、額 面 と実際価格に差額があ るか らである。弁済期が到来 した時は信託財 産の受益者 は満額 の弁済

を受け るので ある。貯蓄 債券の場合、中途で売却 した場 合、受 益者 は一定額 を額面 か らひいた金額 を受領 する。

旦,..皿鵬 喋 山

信託の管理 に関する通 常支出は、ふつ う、収益 か ら支払われ る。 これ らの 中には、税金、 水道 料金、 火災やそ
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の他の災害に対する保険金、抵 当等 に対 する利 息、通常 の修理費 などが含 まれる。年間の収益 を平均化 するため、

受託者は収入に応 じた支出 の留保 をするため、 前払 の費用 を見積 る ことができる。そ して収入か ら費用 を合法的

に引 いてお くことがで きる。例 えば、一 時期にかかる修 繕の費用 などがあてはま る。 同様に受託者が収入 か らさ

しひける不測の費用支出が あった場合、 何年間 かにその支出 を配分す る ことがで きる。 もしその ケース で受 益者

が死 亡 した り、受益 が終 了 した場合、残 りの費用 は元本 か ら差 し引け る。第237条 参 照。 これ は、受益者が利益 を

受領 し残していたので、残余権者が利益 を受領 するわけで、公平で ある。

-L_他 の一文.川

経常支出以外の支出は、通常、元本 か ら支払 われ る。例 えば、元本 の一 部の売却、交換 、 あるいは取得 な どに

かか る費用は、元本か ら支払わ れる。

菖、一_黄鶏P翅 凪

信託財 産の元本を守 るた めに受託者 がお こした訴 訟または応 訴にか かった費 用は、元本か ら支払われ る。ただ

し、収益 だけを守るためにお こした訴訟 または応訴 にかかった費用は、収益 か ら支払われ る。元本 と収益 の双方

を守 るための訴訟費 用は、元本 と収益 に割 当てられ る。

例:

1.Aは 、 自己の財産 をすべ て信託 としてBに 追贈 し、C生 存 中はCに 収益 を支払 い、Cの 死 亡後 は

Dに 元本を引渡 す よう指示 した。Eが 、 その財 産に含まれて いる土地 の一部が 自己の ものであ ると主張

し、Bを 相 手に訴訟 をお こした。Bは その訴訟 に勝 訴 したが、弁護士 費用にL㎜ ドル支払 った。 この支

出は、元本 か ら支払われ るもので、収益か らではない。

2.Aは 、 自己の全財産 を信託 としてBに 遺贈 し、C生 存 中はCに 収 益 を支払 い、Cの 死 亡後 はDに

元木 を引渡 すよ う指示 した。Bは 、信託財産 の一部 であ る土地 をEに 貸 し、Eは 賃 料の支払い を怠 った。

BはEを 相 手に賃料の支払 いを求 める訴訟 をお こし、 弁護士費用 に100ド ルかかった。この支出は、収益

か ら支払わ れる。

3.Aは 自己の全財産 を信託 としてBに 遺贈 し、C生 存中はCに 収益 を支払い、Cの 死亡後は、Dに

元本 を引渡 すよ う指示 した。 この財産 の中 に9,㎜ ドルの約束手形怜 まれていた。その後 、約 束手形

の振 出人が、利 息の支払い を怠 った。Bは 、 元本 と1.㎜ ドルの利息 を取戻すために手形訴訟 をお こ し

た。Bは 勝訴 したが、弁護士費用 に300ド ルかかった。 この支出 は、 元本 と収益 に割当て られ、収益 か

ら30ド ル、 元木 か ら270ド ル支払われ る。

h.受 託者の報 酬

元本 に関す る受託者 の手数料は、通常、信託開始時 または終 了時に支給 され、 元本か ら支 払われる。受託者 は

通常、収入 に応 じた毎年 の報酬 を受け る権 限が ある。 しか し法 令な どで元本か ら報酬 を受 け ることもあ る。

受託者 が元本 の受益者 に対す るサー ビスの報酬 を受 ける時には、それは元本 のみか ら支払 うことが可能で ある。

そのサー ビスは元来 の信 託財産の管理 には関連がな い し、 元本受 益者に利益が あるか らである。収 益に利益 とな

る場合、受託者 への報酬 は元本か ら支払わ れたり分配 され た りする。報酬の額 については、第242条 参 照。
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」-L修搬n主

受 託者 が譲受 けた時 に修繕 がな されていない家屋に住 めるよ う修 繕 をほ どこすのに かか った費 用 は、元本か ら

支払 われる。

L」 靱 鞭 』1

元本の一部 として保有 している財産に、住みやす く改良 する費用 は収益か ら支払われ るべ きだが、受託者 によ

って、信 託財産 か ら適 切なる収益を得 るためにな され た改良の費用 は(第188条 注e参 照)、 元本か ら支払われ る。

瓦 一_永金触 重 星

改 良がその性質上永久 的な ものである場合、 その効果 は単に元本の外形が他の もの に変わ るにす ぎなち か ら、

元本 自体 の価値 の向上 といえ る。 したが ってその改良 の費 用は元本か ら支払 うのが正当 である。

例:

4.Aは 信 託 としてBに 残余財産を遺 贈 し、C生 存 中はCに 収益 を支払 い、C死 亡後はDに 元本 を引

渡す ことを指示 した。残余財産の一部で ある土 地の上 に、古 くて、住 めな い ピル があ り、Bは その ピル

をこ机 、 その場 所に新 しい ピルを建て た。 その費用は10,㎜ ドルか かった。 この支出1ま、 元本 か ら支

払わ れる。

5.Aは 彼 の残余財産 を信託 としてBに 遺 贈 し、C生 存 中はCに 収益 を支払 い、C死 亡後 はDに 元 本

を引渡 すよう指 示 した。市が、信託財産 の一部 であ る家屋 につなが った下水道 の架 設を受託者 に割当 て

た。 この費用は元本か ら支払われ る。

-L－ 時遅遠 遊良

改良が永久 的な ものでな く、存続期間が限 られ る場 合、その改良 の費用は、最初 は元本 か ら支払われ るが、受

託者は、償却 の費用を収益か らとりわけ てお く義務 を受益者に対 し負担す る。

例1

6.Aは 、彼の残余財産 を信託 としてBに 遺 贈 し、C生 存 中はCに 収益 を支払 い、C死 亡後 は、Dに

元本 を引渡す よう指示 した。残余財産の 中にアパー トが含 まれて いる。Bは そのアパー トに浴槽 と冷 蔵

庫 をそなえつけ、費用が10,000ド ルかか った。 この改良 の耐久年数 は、10年 であ る。 この費 用は元本 か

ら支 払われるが、受託者 は、Cが その期間 生存 して いれ ば、毎年1.000ド ルず つ10年 間、収益 か ら償却 費

を控 除すべきで ある。

7.Aは 残余 財産 を信託 としてBに 遺贈 し、C生 存 中はCに 収益 を支払 い、C死 亡後 はDに 元本を引

渡 す よう指 示 した。市 は、信託財産 の一 部であ る家の 前にれ んが の歩道 をつ くるために受託 者に1,500ド

ルを賦課 した。歩道 の耐久 年数 は15年 であ る。 この賦課金 は元本 か ら支払 われ るが、受託者 は、Cが 生

存 中、毎年100ド ルずつ15年 間、収益 か ら償却費 を控 除すべきであ る。

工,」 ≡収 益 的肺 壁

非収益 的財産に関す る通常支 出も特別 な支 出 も、信託条項 に別 段の定 めがない限 り、元本か ら支払われ る。例

えば、非収益 財産であ る土地 に対 する税金 その他 の経費 は、 た とえ、信託財 産中に、収益 をもた らす他の財産が
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あ っても、信託条項 に別段 の定めのな い限 り、元本 か ら支払われ る。

信託財産 に抵当権が含 まれて いて、債務不履行 になった時は、 競売費用は 元本 か ら支払 われ受 託者が抵当不動

産 を競売で購入 して収 入 とな らなか った時、 それが再売却 された り利益 を生む ようになるまで、 経費は元本か ら

負担す る。

旦 」肖細 巾財産

消耗的財産に関す る受託 者の権限 と義務 につ いては、第239条 参照 。

.o.収 益に剥す る辿緋受 益者

本条に述べ られて いる規 定は、一 定の期間 内に、収 益に対して複 数の受益者が連続 的に権利 を有する場 合に も

適 用 され る。つ ま り、信託 が第一の生涯受益者に収益 を支払 うよ うに設定 され、 その死後 は別 の者 に支払 うよう

に設定 され、 さ らに その死 後は他の第三 の受益者 に支払 うように設定 されて いる時 は、収益 に配 分 され る費用 は

各 々の収益の期間に割 当て られ る。

丑、信託条項

信託条項に よって、生涯受益 者が、信託財産の純利益以上 のもの、 またはそれ以下 のものに対 して権限 を有す

ると規定で きるし、 また、 残余 権者が元本以下の もの、 またはそれ以 上の ものに対 して権限 を有 すると規 定す る

こともで きる。

例 えば、受託者の裁量 で、生 涯受 益者 に元本の一部 または全部 を支 払 うことが できると規定 している場 合には、

受託者は、適法 にその ような支 払い をなす ことがで きる。

受託者に、収入また は支 出の割当て を収益または元本 にふ りわ ける裁量権が与 え られ ることもある。

信託条項に よって、収益 の一 部または全部 を積立て るよう規定 され る こともあ る。 その ような積立てが 認め ら

れ る期間の問題につ いて は、第62条 注t参 照。受託者は収入 と費用 の収 益 と元本への割当につ いて裁量権 を与 え ら

れ る場合 もあ る。その裁量権 の範 囲は信託文書の解釈 の問題で ある。裁量 権 もどの範 囲の収入 と費用の収益 と元

本 を割当え るのが合理的な のか、事 実 と法律に従 って限定 され る。 あるいは信託文書 の付与 の範 囲にもよる。裁

量権は濫用のあ る場 合以外 は裁 判所 の支配 を受けな い。第187条 参照 。

q.jl1本 およ醜,益 に1田宣 る蜻 蜻 一工ullifor■_princi田1一旦皿dinc哩_8c旦

どの収入が収益お よび元本 に割 当て られ るか(注a、c参 照)に 関 しては元本お よび収益 に関す る統一法(以

下 、法 と略す)第3条 に規定 されてい る。

事業で使われた元本か らの収入 の割 当てに関 しては(注c参 照)、 同法 第7条 に規定 されて いる。

支出の割当てに関 して は(注eか らn参 照)、 同法第12条 に規定 されてい る。

信託条項の効力につ いては(注p参 照)、 同法第2条 に規定 されている。

ユ

どの位の収入が収益 として税 の対 象にな るかは、本 リステ イ トメ ン トの範 囲外で ある。
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第234条 収益開始の時期

ある信託 財産か ら生ず る収 益を、一 定の期間、あ る受益者 に支 払い、その期間経過後は元本 を他 の受益者 に引

渡 す とい う内容の信託が なされたときは、信託条 項に別段 の定 めがない限 り、収益 を受け る受益 者が、その収益

を享受する始期 は次の通 りである。

(θ)信 託 が遺言に よって設定 された ときは、遺 言者 の死亡 の 日よ り、第一の受益者 は収益 を享受す る権利 を有

する。

(b)信 託 が生前行為 によって設定された ときは、第一 の受益者は信託設定の 日か ら収益 を享受 する権利 を有 す

る。

注:

旦」_坦.田端

信託が遺 言 によって設 定 され、信託条項に よって、一定 の期間、受益者に収益 を支払 うよ う指 示 されて いる場

合、遺言に別段 の規定 がな い限 り、受益者は、遺 言者 の死亡の 日か ら収益 に対 する権限 を取得 す る。 この規定 は

包 括遺贈、特定遺贈、残 余財産のいずれに も適用 される。

互L空罐 遺贈

信託財産が、遺 言で個別 に指定 された財産で ある場合 、遺言 者の死亡の 日か ら遺言執行者 または受託者 によっ

て受領 され るそ こか らの収益が、収益 に対す る権限 を有 す る受益者 に支払われ る。

例1

1.Aは 、 アメ リカ鉄鋼会社の株式 を100株 、 信託 としてBに 遺贈 し、C生 存 中はCに その収益 を支払

い、C死 亡後 は、株式 をDに 引渡す よう指示 した。A死 亡後、上記会社が、株式 に対 し利益配当 を発表

し、一・定 の配 当 を支払 った。 その後Aの 遺言執行 者は、株式 とともに配当 もBに 引渡 した。Cは 、 その

配当 に対 して権 限 を有す る。

主 ニゴ蝦 的な童 越追贈.{鎚 塑凹[≧1」 越 解エ}

遺言に別段 の規定 がない限 り、一般的 な金銭遺贈 が即 金でな され た場合、受遺者 は、遺言者 の死亡 か ら遺産管

理の満了前 まで(ほ とん どの州 では、遺言者の死亡 の 日か ら1年 とされる)、収益に対 し権 限を有 しな い。ただし、

その後は法定 の割 合に従 った収益に対 し権限 を有す る。 しか しなが ら、遺言 によって、収益 が遺 贈 され ている場

合 には、遺言 に別段 の定めが ない限 り、遺言者の死亡 の 日か ら、受遺者は収益 に対 して権 限を有す る。 もし、信

託財産が金銭 であ り、 受益者が一定金額 ばか りで な く、遺言者の死亡 時か ら生 じた一定 の割 合の返 戻金 を受領 で

きるので あれば、収 益は受託者 に支払 いうる。遺産管理 の期間や、遺産の払渡 しの前に遺 言執行 者が、財産か ら

5%の 収益 を得 た時に、執行者 は受託者 を通 じて収益 の受 益者に その利息分 を支払 いうる。執 行者 と受 託者が同一

人 でも結果 は同 じである。

例:

2.Aは 信託 としてBに100,000ド ル遺 贈 し、C生 存 中はCに 収益 を支払 い、C死 亡後 は、Dに 元本

一395一
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を引渡 すよ う指 示 した。遺 言者 が死亡 した後 の1年 間、遺 言執行者 は、全財 産につき5%の 割 合で収益

を得 た。その期 間満了後、Aの 財産 の遺言執 行者は、Bに100,㎜ ドルと5,000ド ルの収 益を給付 した。

Cは 、 この収 益に対 し権限 を有 する。

止_』 雌 の ない射 合

遺言執行者 が管理 し、受 託者に遺 贈 の給付 をなす間に何 らの収 益 もなか った場合 、遺言執 行者 は受託 者に収益

を給付 する義務 はな く、 受益者 も遺産管理 の問 の収 益についての権限 はない。

e.遺 皿‖亘塑宣杜 を遺一蓋髄 者コ聖日里量聾し端fヒ

遺 言執行 者が、遺産 の管理期間満了 の時に受託 者に遺贈の給付 をなさなかった場 合、受託者は、遺 言執 行者が

現実 に受領 した収益 の総 額には関係 な く、法定利 率に よる利息分につ いて権 限 を有 す る受益者 も、 この利息分 に

つ いて権 限を有 する。 この点は、遺言執 行者の過 失によ ると否 とに よ り変わ る ことはない。遺 言執行者 と受託者

が 同一人の場 合 も、同 じであ る。

」L_酬 出産幽 贈

信 託の 目的物 が、適 言者の全財産 または残余財 産であ る場合、遺言 に別段 の規 定が ない限 り、遺 言者の死亡 の

日よ り、遺 言執 行者または受託者が現 実に受領 した収益に対 し、受益者 は権 限 を有す るただ し、第235条 か ら第2

41条 に述 べ られてい る場合は、 この限 りでない。

且.魚 撒 慣 用旦 支払い旦 麺=趣 璽収 益

信託の 目的物が遺 言者の残余財産 である場合、遺 産の管理期間 中、負債 や費用の支払 いにあて られた財産 か ら

生 じた収益 も含め、遺 言執行者が受領 した収益は、受託者に給付す べきものであ り、かつ受託者 に給付 され た時

に、受益者は、その収益 を享受 する権 限を有する。

例:

3.Aは30、000ド ルをBに 、残余 財産 を信託 としてCに 遺贈 し、D生 存中 はDに収益 を支払 い、D死

亡後はEに 元本 を支払 うよ う指 示 した。A死 亡時 のAの 財産価値 は100,000ド ルであ った。A死 亡後 の期

間に遺言執行者が受領 した収 益は5,㎜ ドルで あった。遺産管鞠 問満了時、遺言執行者 は、30畑 ド

ル をBl珪 払 い、またAの 負債 と遺産の管理費10,㎜ ドルを支払 っ た。Dは 、収益 として5,㎜ ドルにつ

いて権限 を有す る。

旦_殖 一 坐有

信託の 目的物が、遺産 の残 余財産 をごく少額ずつ共有 する形 になっている場合、遺産 の管理期 間中に生 じた収

益は、複数の信託受益者 とその残余 財産に対 し権限 を有 する他 の者 に一定の割合 で分配 され る。

例:

4.Aは 、遺産 の2分 の1を 彼 の息子Bに 遺贈 し、2分 の1は 、信託 としてCに 遺贈 し、彼 の娘Dが

生存 中はDに 収益 を支払い、D死 亡後 は、彼女 の子供連 に元本を引渡す よう指示 した。Aは 死亡 時の遺

産は900伽 ドルの価値 を有 していた。遺産 の管理期 間中、館 執行者 は、純収益45伽 ドル を受領 し

た。 この収益 につき、遺言執行者 は、Bに22,500ド ル、Cに22,500ド ルを支 払うべきである。Cは これ
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をDに 支払 うことになる。

⊥L量 幽

信 託条項 に よって受益者 は、信託設 定か ら一定 期間に生 じた収 益に対 し、権限 を有 しな いと規定 す ることもで

きる。

(b)の 注:

⊥、_生前背晶 に よる儲 託

信 託が生 前行為に よって設 定 され、信 託条項 によ って一定期間 、収益が受益者に支払われ る ことになって いる

場合 、信託条 項に別段の定 めがない限 り、信託設定の 日か ら純収 益に対 し、受益者は権限 を有す る。

第235条 収 益 の 分 配(apportionment)

信託条項 に別段の定めが ない限り、信託 財産 の収益 を一定 の期 間、ある受益者に支払い、その 期間満了後、元

本を他の受 益者に支払 うとい う場合 、受託 者が受領 した収益 のうち、地代、年金、株式の配当金 を除き、その他

の収 益で 、以下の一定の期 間内に全部 が生 じるものではな いときには、

(a)一 定 の期間内に発生 した部分 は収 益 として分配され 、

(b)一 定 期間 内に発生 しなかった部分 は元本に加え られ る。

注:

a.本 条 の範 囲

本条で述 べ られ ている規 定は、請求が あ り次第支払わ なければな らない債務 の利息の ような、 毎 日生 じる収益

や、社債の場合 のように定 期的に生 じる収益に も適用 される。

普通法 では、地代や年金 は分配で きな い。普通法上 の信 託の場 合で も衡平法上の信託の場合 で も、その ように

考 えられて いる。委託者 が地代や年金が、利息の ように分 配してい ると明確 に意思表示 した場合 は、受託者 は分

配の義務 を負 う。 多 くの州 では制定法 で年金が分配 しうる ことを規定 して いる。

b.本 条で述べ られ ている規定 は、受託者が、信託設定後 に受領 した収益が、一一部、信託設定 前に生 じて いた場

合に も適用 される。

例:

1.Aは 、信 託 としてBに 、全財産 を遺贈 し、C生 存中 はCに 収益 を支払 い、C死 亡 後は、Dに 元本

を引渡 すよ う指 示 した。Aの 財産 の中には、1月1日 と7月1日 に利息が支払われ る金 銭債務証書

(note)が 含 まれて いた。Aは1930年7月1日 に、Bは6㏄}ド ル の利息 を受領 した。 この うち200ド ルは

元木 で、400ド ルは収益で ある。

2.Aは 信 託 としてBに 全財産 を遺贈 し、C生 存中はCに 収益 を支払 い、C死 亡後 はDに 元本 を引渡

す よう指 示 した。Aの 財産の 中にはlo.000ド ルの利札付社債{corporatec皿ponbond)が 含 まれてい

て、1月1日 と7月1日 に250ド ルの利息 が支 払われ る ことになっていた。Aは1930年4月1日 に死 亡
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した。 この うち125ド ルは元木で、残 りの125ド ルは収益 である。

烏_信 託.の.蛙工

本条で述べ られている規定 は、一定の期間の終了後 に受領 した信 託財産か らの収益 が、一部、 期間満 了前に生

じて いた場合 に も適用 され る。第235条 の2参 照。

吐.一売買

本条で述べ られている規定 は、信託設定後、収益 支払 日の中間の時期に受託者 が証券を買 った り、売った りし

た場合に も適用 される。

例:

3.Aは 信 託 としてBに 全財産 を遺贈 し、C生 存中はCに 収益 を支払 い、C死 亡 後はDに 元本 を引渡

すよ う指示 した。1930年12月1日 に、1,㎜ ドルの金額 につ きプ ラス25ド ルの利息 込みで、Bは1月1

日と7月1日 に利息が支払われ る6%社 債を買 った。1931年1月1日 、Bは 、 この社債の利息 として30

ドル を受領 した。 この うち5ド ルは、Cに 支払われ るべ きであ る。

4.事 実は例3に 述 べ られてい るの と同様で ある。1931年12月1日1,㎜ ドル につ きプラス25ド ル の

利 息込みで同社債 を売却 した。 この25ド ルは、Cに 支払われ るべ き ものであ る。

e.連 続 的生涯権

本条で述べ られて いる規定 は、一定 の期間内に、複数の受益者が連続的 に収益に対 し権限 を有 する場合 に も適

用 される。

例:

5.Aは 、全財産 を信託 としてBに 追贈 し、C生 存 中はCに 収益 を支 払 い、C死 亡後 は、Dが 生存 す

る限 り、Dに 収益 を支 払い、D死 亡後はEに 元本 を引渡す よ う指示 した。Cの 死亡 にもとづ き、Cの 相

続人が、信託設定 か らC死 亡の前 までに生 した収 益について権限 を有す る。Dま たは彼 の相続人 は、C

死亡後 からD死 亡 までに生 じた収益につ き権限 を有す る。

.L」1鞘 丘条項

信託条項 によって、収益 を分配 しな いことを規定す る こともできる。

』.元_本_お よぴ収益に1閲す る継 二挟

元本お よび収 益に関す る統 一法第4条 に、収益 の分 配について規 定 されて いる。

第235条 の2生 涯受益者の死亡時の収益の処分

信託条項に別段の規定がない限り、信託財産の収益を、ある受益者の生存中は彼に支払い、彼の死亡後は、他

の受益者に元本を引渡す場合、受託者が受領している収益、または生涯受益者が死亡する前に生じ、まだ彼に支

払われていない収益は、彼の相続人に支払われる。

注:
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旦.本 条の範 囲

儲 纈 に別段の縦 がな順 り・生椴 益瀦 の死亡前に発生した収益は・彼の搬 入岐 払われる
.こ の

ことは・受益者の酬 欄 渡不能磋 押}こかからない場合にもあてはまる・1田⇔ 照・田5条の収益の分割の基

準があてはまる。

亙L個 轟鋒 項

信託条項によって、受益者への最後の支払いから彼の死亡までに生じた収益を・元本に組入れるよう規定する

こともできる。

第236条 株式より生ずる収益

信託 財産たる株式 より生 ずる収 益を、一定の期間あ る受益者 に支 払い、期間終了後は他の受益者 に元 本を引渡

す とい う内容の信託 に おいては、信託 条項に別段の規定が ない限 り、以下の規定が適用 され る。

(a)(c)お よび(f)に 述べ られている場合 を除き、通常配当お よび特別配当の両者共、現金 また は、その会社の

株式 以外の財産で支払 われる配 当は、それが、一定の期間 内の特定の 日の株主名簿に記載 され ている株主

に支払われ るときは、収益であ る(も しその ような 日が 指定されていないな らば、 その期間 内のある 日に配

当が発表 された ときにあたる)。

(b)そ の会社の株式で 支払われる配当 は、元本であ る。

(c)受 託 者が、配当 を受取 るにあたって現金 また はそ の会社 の株式の どち らか を選択す る権利 を有 している場

合、受託者が どち らかを選択 しようとも、その配 当は収益 であ る。

(d)当 該会社の株式 その他 の証券を引受ける権利、お よびその権利 を売却 した売却代金 は元本で あるが、他の

会社の株式 を引受 ける権利は収 益である。

(6)一 定の期間 内に おいてな された会社の一部 または全部の清 算に よって、分配金が支払われ る とき、その清

算がな され る前 に配 当が発表され、その配当が現金で支 払われ るとき、 また は、優先株 も しくは保証株の

配当の遅滞金 と して支払われ る額 は収益であ る。会 社の資産の分配 にもとついて 、会社 の株式にっき支払

われた もの は、元 本であ る。

(f)会 社資本 の償却 と して分配された もので、会社の事業所得 の分配で はない もの は、元本で あ る。

(o)一 定の期間 、会社 に よって分配されない事業所得 は、収益 で はなし㌔

注:

旦L杢 象の範 囲

本条で述べ られている規定 は、信託財産の一部 と して最初か ら受託者に引渡 され た株式、 および その後受託者

が取得 した株式 に も適 用 され る。受託者 は、複数受益者 に公平に行為 する義務 を負 う(183条 参照)。 そして株式

分割 のある、 もしくは予 想 される株式 を購 入する時は、一人の受益者 にのみ利益 にな らないよ うに、 または、 元

来 の信託財産 があったか、後 に購入 したかを問 わず、株 式 を売却す る時は、 裁判所 は不公 平にな らないように株
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式 を分配 しなければな らない。非収益的財産 の売却 におけ る受 託者の義務 について、利益の収益 と元本への分 配

の遅延が ある場 合は、第240条 、241条 参照 。

正 信託却

信託条項 に よって、本条に述 べられ てい る原則 を排除す ることが できる。例 えば、信託条項 によってすべ ての

配 当を収 益 として処理す ることができ る。

株 式の配当が信託条項に よって、収益 に扱 われ るべ きと規定 され ている時は、 しか しなが ら、株式の分割

(stocksp】it)に は適用 され るが 、受託者の裁量 によって収益 と元本に配分 しうると信 託条項 によって規 定 され

てい ることもある。 その時 は濫用のな い限 り、裁量権 は裁判所 のコ ン トロール を受 けない。第187条 参照。

(a)の 注l

L.黄 連 蛙星占⊥重玉 造.靱 当

配 当が通常配 当か特別 配当か どうか は具 体的事 由に よる。通常配当 であ る ことを決定す る重要な事 由は以下 の

通 りである。(1)過 去に、規則的に 同様 な配当がな され たか どうか、(2)そ の配当が、経常所得 から規則的 に支

払わ れたか どうか、(3)そ の ような配 当が発表 された頻度、(4)信 託設定 時の株式の市場価格 に関連 した配 当の

大 き さ、(5)も しあれば、 その配 当にな された会社の代表者 の指示、(6)分 配がな され た所得 の出所 。

d.通 常 配当は、連 続受益者 には分 配 されない。会社 の稼働期間 を基 準と して も配 当の時期 を基準 とするに して

もである。配 当は一一定期間 の収益 なのであ る。た とえ、利益配当 と して されて も、株式 の分割 として されて も同

様であ る。(注x参 照)

e.例 えば、株式が信 託 として保有 され、 その収益 をある受益者 の生存中は、彼 に支払い、その後 は、他の受益

者 に引渡す とい う指 示がな されて いる場合 は、生涯受 益者は、信託期間中に発表 され支払われ る通常配当 に対 し

て権限 を有 する。

例:

1.Aは 全財産 を信託 としてBに 遺贈 し、C生 存中 はCに 収益 を支 払 い、C死 亡後 は、 その財産 をD

に引渡すよ う指示 した。 その財 産にはX会 社の株式が含 まれている。Aの 死亡後1カ 月経 って、X会 社

は、年4回 、2%の 通常 配当の支払い を発表 した。 この配 当は、A死 亡前 に全部 または一部 が生 じたX

会社 の事業所得 か ら支 払われ るとして も、収益 である。

f.逆 に、生涯受益者 は、彼 の死亡前に生 じた事業所得 か ら支払われ る配当で あって も、彼 の死亡後は、その配

当に対 して権 限を有 しない。

例:

2.事 実は、X会 社が、Cの 死 亡後 に、通常配当の支払 いを発表 した ことを除 き、例1と 同 じである。

この配当は、た とえそ の全部 または一 部が、Cの 死亡前 に生 じたX会 社の事業所得か ら支払われ ると し

て も、元本に属す る。

亙」_配当支払 日の中間 の時期 に受託 者が株式の取得 または売却 を した場 合は、た とえその取得 または売却 の際の

株式 の価値 が、会社が 事業 所得 をあげた ことに よって高 くなっていた として も、 その際の通 常配 当の分配はあ り
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え な い。

例:

3・Aは ・全 財産 を信託 としてBに 遺贈 し・C生 存中はCIこ 収益 破 払 い、C死 亡後は、D}、 昧 を

引渡す よう指示 した。信託条項 によって・Bに 株式 に投 資す る権限 を与 え られ ている。Aの 死亡直後、

BはX会 社 の株 を購入 し・その後・X会 社 は2%の 通常 配当 を発表 した。 この配当は、Bが その株 を購

入す る前に生 じたX会 社の事業所得か ら支払わ れると して も、収益 である。

4.事 実は・BがC生 存中に その株式 を売却 し・ その売却後に配 当が支払われ た とい うことを除 き、

例3と 同 じで ある。株の売却代金は、一切収益 とはな らな い。

h.信 託期間 中に、通常 配当の発表が あ り、かつ支払 われた場 合、 その配 当は収益 である。信 託終 了後に通常 配

当の発表があ ったときは、その配当は収益ではな い。配 当が信託 設定 の前 に発表 され、信託設 定後 に支払われ た

場合、あ るいは、信託終 了前に配当が発表 され、信託終 了後 に支払われた場合、 その配 当が収益 に属す るのか 元

本に属す るのかは会社 に よって権限 ある株主 と指定 された 日付 に よる。 もしそのような 日付 の指定 がな い場合 、

配当 の発表 され た 日付 に よる。

i.配 当が信託設定 の前に発表 され、信託設定前 に株主 名簿に記 載 された株 主に支払われ る場 合は、現 実 の支払

いが信託設定後 であって も、収益 ではない。

例:

5.1930年3月1日 、X会 社 は、4月1日 に株主名 簿 を閉鎖 し、 その時の株主 に5月1日 に通常配 当

を支払 うと発表 した。4月15日 にAが 死亡 し、AはX会 社の株 も含 め、全財産 を信託 としてBに 遺贈 し、

C生 存中は、Cに 収益 を支払 い、C死 亡後 はDに 元本 を引渡 すよう指 示 した。5月1日 に支払われ た配

当は元本 で、収益 ではな く、Cは 、 この配 当に対 し権限 を有 しない。

⊥L信 託設定 前に配当が発表 され、信託設定後 の 日付 で株主名簿 に記載 されている株 主に配当が支払われ る場 合、

この配当は収 益である。

例:

6.事 実 はAが3月15日 に死亡 した こと以外 、例5と 同一 である。5月1日 に支払 われ た配当 は収 益

であって、 元本 ではない。Cは これに対 し権限 を有す る。

k.信 託 の期 間中に配当が発表 され 、信託終了 前に株主名簿に記載 されている株主 に支払われ る場 合、信託終 了

後 に配当が支払 われて も収益 である。

例:

7.1930年1月1日 、Aは 死 亡 し、X会 社の株 を含 め、Aは 全 財産 を信託 としてBに 遺贈 し、C生 存

中はCに 収益 を支払 い、C死 亡後はDに 元本 を引渡す よ う指 示 した。3月1日 、X会 社 は、4月1日 に

株主 名簿を閉鎖 し、 その時の株 主に、5月1日 に通常配 当を支払 うことを発 表 した。4月15日 にCが 死

亡 した。5月1日 に支 払われた配当は収益で、Cの 相続人 がそれに対 して権限 を有す る。

.L_配 当が信 託期間中に発表 され、 信託終了後 、株主名簿 に記載 されてい る株主にそれが支払わ れ る場合 、収益

401一



【第7章 】

ではない。

例:

8.事 実 は、Cが3月15日 に死亡 した こと以外 は例7と 同一であ る。5月1日 に支 払われた配当は元

本で あって、Cの 相続 人はそれに対 し権限 を有 しない。

m.配 当が ある 日付 で発表 され、後 日に支払わ れる ことになって いるが、配当 に対 して権 限 を有す る株主 を決定

す る 日付 を会社 が特定 しない場 合、その配 当が収益 か、元本か を決定す るの は、配 当が発 表 され た 日付に よる。

例:

9.1930年3月1日 、X会 社 は5月1日 に配当 を支払 うことを発表 し、その配当 に対 し権限 を有す る

株 主を決定 す る 日付 を発走 しなかった。4月1日 、Aが 死亡 し、X会 社の株 も含 め全財産 を信託 として

Bに 遺贈 し、AはBに 、C生 存 中はCに 収益 を支払 い、C死 亡後 はDに 元本 を引渡 すよう指示 した。5

月1日 に支払われ た配 当は元本 で、Cは 権限 を有 しない。

10.事 実はAが1930年1月1日 に死 亡 し、Cが 同年4月1日 に死 亡 した こと以外 、例9と 同一 であ る。

5月1日 に支払 われ た配当は収 益であ って、Cの 相続 人がそれに対 し権限 を有す る。

信託終了後 の配 当の発表 の効果 につ いては注y参 照 。

一工 」蹴 排 式への配 当

本条で述 べ られている規定 は、普通株 と同様、優先 株にな された定期的な配当 に も適 用 され る。

例:

11.Aは 、全財産 を信託 としてBに 遺 贈 し、C生 存中はCに 収益 を事払 い、C死 亡後はDに 元本 を引

渡 す よう指 示 した。信託財産 には、X会 社の6%の 累積的優先株(6u■ulativepreferredshares)が 含

まれている。信託設定時、 これ らの株式 に対す る配当が、3年 間、18%の 額 につ き不払 いとなっていた。

Cの 生存中、会社は累積 した配当を支払 った。 この配当 は収益 であって、Cは これ に対 し権限 を有 する。

o.逆 に、C死 亡まで、 この配 当の支 払いがな され なければ、生涯受益者 は、 この配当 に対 し権限 を有 しない。

例:

12.事 実 は、信託終了後 まで、その配 当が発表 されなかった こと以外 は、例11と 同一である。その後

支払 われ た配 当は、元本に属す る。

1L_同 様 に、受託者 が、未払 いの配当が累積 している優 先株を購 入または売却 して も、分配はな されない。

例1

13.事 実 は、会社が累積配当 を支払 う前に、その株 を受託者が売却 した こと以外は、例11と 同一で あ

る。売却代 金は収益で はない。

q旦 現金{三よる特別 配、当

(a)で 述 べ られて いる規定は、現金 によ る特 別配当、お よび、 その会社 の株 以外の財産で配 当が支払 われる場

合に も適 用 され る。

(b)の 注:
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エ」 鎚 よる配当

当該会社 で支 払われ る配当 は・信託設定 前に生 じた所 得か ら出されよう と・信 託設定後の もの であろう と、元

本 に属す る。

直。一通罐 ⊆よ蚤配当

株 による配 当は、 元本に属す る。

例:

14.Aは 全財産 を信託 としてBに 遺贈 し、C生 存中 はCに 収益 を支払 い、C死 亡後 はDに 元本 を引渡

すよ う指 示 した。 その財産 には、X会 社 の株 も含 まれ ていた。X会 社は、数 年間、その株 に対 し、2%の

配 当をX会 社の株 で支払 う方針 であった。A死 亡後1カ 月経 ってか ら、X会 社は、株式 で2%の 配当 を

支払 った。その配当 の支払 いの全部または一部が、A死 亡 の後 に生 じたX会 社の事業所得 か らな された

として も、 この配当 は元本 に属 する。

L」 特別 」珠による配 当

会社 が、 株によって配 当を支払 う場合 は、その配当は元本 に属す る。 ここに述 べ られて いる趣 旨は、 時 として、

「マサ チューセ ッツ ・ルー ル」 とよばれ、 「ペ ンシル ヴェニア ・ルール」 と区別 されてい る。

(①の注:

ユL.現 金 ま丸 は麹 で醒 当量魍 幽 与え」三れてL幽 貴

受託者 に、現 金ま たは 当該 会社の株 で配当を受領す る選択権 が与 え られてい る場合、受託者 が どち らを選択 し

て も、 その配当は収益 に属 する。

(d)の 注:

Ψ.株 式引違 擢

あ る会社の株が信託 と して保 有 され、一一定の期間、あ る受益者 に収益が支払われ、 その後、他 の受益 者に引渡

され る場合、前者は その会社 の新株 または他の証券 を引受 ける権限 を有 しない。但 し、信託条項 に別段の定 めが

あれば、 この限 りで ない。

(6)の 注:

里L撞 匙 よ一転1配

信託期間中 に、会 社の一部 または全部の清算が なされ 、清算 前に発表 された現金 による配 当 として支払わ れた

もの、あ るいは、優 先株 の配当 の遅滞 として支払わ れた ものは収益に属す る。会社 の資本 か ら支払われた他 の も

のは元本 に属す る。

(のの注:

玉L糞 毒 の償却

株式が、一定期 間、あ る受益者 のために信託 として保 有 され、 その後、他 の受益 者に引渡 され る場合、 前者は、

資本 か ら支払 われた会社の分配 に対 し、権 限を有 しない。

当初 の会社 資本のあ らわれ である財産価値 が自然 に増 加 しただけでな された配 当は、元本 である。
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(①の注:

エロ 圭配 されな巨 虚業所 御

株 が一定 の期間、あ る受益者のた めに信 託と して保有 され、 その後、他の受益 者に引渡 され る場合、会社 が株

主 に分配 しない事業所得に対 し、前者 の受 託者 は権 限 を有 しな い。

第237条 支 出の分 配

信託条 項 に別段の定 めがない限り、信託財産の収益 を、一一定の期間ある受 益者 に支払い 、その後は、元本 を他

の受益者 に引渡す場合 、その一 定の期 間内に全部が生 じていれば、その全部 が収益の負担 になるぺき支 出が、一

定の期間内のその部分の期 間に生 じた ときは、その支出 は、分配 して収益 の負担にな る。

(a)一 定の期間 に関 して生 じた部分 は、収 益の負担で あ り、

(b)一 定の期間に関 して生 じたもので はない支出は元本 の負担 になる。

注:

旦.通 常却1{

本条 で述 べ られてい る規定 は、債務 の利息、税金 、水道料金 など、期間に関連 して生 じる通 常支 出に適用 され

る。

力.分 配が必要な状 況

本条で述 べ られている規定は、信託開始 前に始 まった り、信託終了後に終わ るとい うよ うな支 出で、信託期 間

中に、取得 した り、 売却 した りす る信託財産 に関す る もの に適 用 され る。

例:

1.Aは 、1920年3月1日 に死亡 し、 甲地 を含 む全財 産を信託 としてBに 遺贈 し、C生 存中はCに 収

益 を支払 い、C死 亡後 はDに 元本 を引渡す よう指 示 した。甲地1こは10,㎜ ドルの抵 当が設定 されて いて、

1月1日 と7月1日 に3㏄}ド ルの利息 を支払 う ことになっていた。1920年7月1日 にBは 、 抵当に もと

づ き利息 を支払 った。 このうち100ド ルは元本 の負担 であ り、200ド ルは収益 の負担 となる。

2.事 実 は、Cが 、1920年11月1日 に死亡 した こと以外 は、例1と 同 じで ある。1921年1月1日 に、

Bは 、抵当 の利息 を支払 った。 この うち200ド ル は収 益の負担 であ り、100ド ルは元本 の負担 となる。

3.Aは 、1920年 に死亡 し、甲地を含 む全財産 を信託 としてBに 遺 贈 し、C生 存中 はCに 収益 を支 払

い、C死 亡後はDに 元本 を引渡 すよ う指 示 した。1930年4月1日 、 甲地 への固定資産税 に先取特権 が付

された。税 金は、10月1日 まで支払 われ なか った。1930年7月1日 、Cが 死亡。1930年10月1日 、B

は、 甲地に対す る税金1,000ド ルを支払 った。 このうち500ド ル は、収益 の負担 で あ り、 あとの500ド ル

は元本の負担 とな る。

主 」奥益{こ虫1.土星逆鱗 受益壷

本条 で述 べ られて いる規定は、一一定 の期間 に、収 益に対 し、複数 の連続受益者 がい る場合に も適用 され る。
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例:

4・Aは ・192°年 に死亡 し・全財産 を{言託 としてB噛 賭 し・C生 存中は収益 をCl・ 支払
い、C死 亡

後 は・Dに その生存 中・収益 を支払 い・D死 亡後は・Eに 淋 を撤 す 蛾 旨示 した・そ囎 託財産 には
、

1°・㎜ ドルの抵当雌 定 され・1月1日 と7月1日1こ 即 ドルの利息 を支 払 うこととな って いる土地 治

まれている。1930年5月1日 にCが 死 亡。7月1日 にBは ・利息 を支払 った。 この利息の うち
、200ド ル

は、Cに 支払われ るべき収益 の負担 で、100ド ルは、Dに 支払 われ る収益の負担 となる。

一旦_蘭 曲

信託条項 に より、支出の分配 を上記 のよ うに しな いことも可能 である。

旦.上 越 よ醜 益 に阻重二昼紘二法

国法第12条(3)項 参 照。

第238条 分配期間中における信託の終了

(1)信 託条 項において、収益 または一定の割合 の収益 をあ る一定期 間中、一定の時間的間隔 において受 益者に

支 払 うものと定め られてい る場合 には、その一 定期間が、一定 の時間的間隔の中間に終了する ときでも、信託条

項 に別段 の定めがない限 り、当該受益 者またはその相続人 は、第235条 に定め られてい る法則 に従 って、収 益と し

て割当て られる純収 益の うち、上記期 間の終了前に生 じた部分 にっ いては、権限を有す る。

(2)信 託条 項によって、一 定の金額 を一定の期間中、一定の 時間的間隔をおいて受益者に支払 うものと定め ら

れている場 合、一定の期間が 、一定 の時間的間隔の中間 に終了 する ときは、受益者 またはその相続 人は、上記期

間が終了 しなければ、当然 に支 払いを受け られる部分の金額 にっ いて も、以下の場合でな けれ ば、その支 払いを

受ける権 利 を有 しない。

(8)受 益者が、信託 設定者 の残存 配偶者であ り、信託の約款が 、寡婦財産(do怜r)ま た は螺 夫財産(cort-

e3y)ま たは法律上 の財産分与に代わる もの として定 め られた とき

(b)信 託約款が、受益者 の扶養 のため に定め られた とき

(c)信 託条項に別段 の定 めがある とき

(1)項の注:

a－ 星の蔑1間的間隔 を趣 いて室 仏土 れ なヒ」麟

信託条項 によって、受 益者の生存中、 いつ収益 が支払 われるのか定 められ ていな い場合、受 託者 は、相当 なる

期間にお いて収益 を支払 うことがで きる。生涯受益者が、 その支払 い期間 の中間 で死 亡 した場 合、彼の相続 人は、

最終 の支払 いの 日か ら彼 の死亡の 日までに生 じた純収益 に対 し権限 を有す る。

b.一 定 の時間的間隔 をお いて支払われ る収益信 託条項 に よって、一定 の時間的間 隔 をおいて、受益者の生存 中、

収益 を支払 うと定 め られ、その受益者が、 一定 の時間的 間隔の中間 で死亡 した場合 で も、彼 の相続人は、最終 の

支払 いの 日か ら受益者 の死亡の 日までに生じた純収 益に対 し権限 を有 する。但 し、 信託条項 に別段 の定 めがある

|
一405



ア

【第7章 】

場 合は、 この限 りではない。

例:

1.Aは ある証券 を信託 としてBに 遺 贈 し、 その収 益を、C生 存中はCに 、1月 、4月 、7月 、10月

のは じめに、年4回 、支払 うよ う指示 した。Cは 、2月1日 に死 亡 した。彼 の相続人 は、1月1日 か ら

2月1日 までに生 じた純収 益に対 し権限 を有す る。

2.Aは ある証券 を信託 としてBに 遺 贈 し、Cが その 日に生存 していれ ば、毎年1月1日 に、Cに 収

益の半分 を支払 うよ う指示 した。Cは 、7月1日 に死亡 した。彼 の相 続人は、1月1日 か ら7月1日 ま

でに生 じた収益 に対 し権限を有 しない。

(2)項 の注:

旦」L生金

制定法 がな い場合、(2)項 で述 べ られてい る状況 を除 き、年金 は分配 されない。

例1

3.Aは 」930年1月1日 死 亡 し、全財産 を信託 としてBに 遺贈 し、C生 存 中はCに 毎年21㎜ ドル を

収益か ら支払 い、残 りの収益 はDに 支 払い、C死 亡後 は、Dに 元本 を引渡す よう指示 した。1931年1月

1日 、Bは2.㎜ ドルをCに 支払 った。Clコ 、1931年1月1日 、Bは2,㎜ ドル をCに 支 払った。Cは 、

1931年7月1日 に死亡 。Cの 相続 人は、 それ以上支払 うよう請求 する権 限は ない。

旦.班 在 配偶者口ρ年金ま左1圭』i強長 給煮の麸養

年金 が受益者 に支払われ、 その受益者 が信託設定 者の残存配偶者 で、 それが、 寡婦財産ま たは膝夫財産 もしく

は法律上 の財産分与にかわ る ものとして支払 われる場合、 あるいは、受益者 の扶 養の ために支払 われる場合 は、

年金 は分 配 され る。

第239条 消耗的財産

信託条項 に別段の定めがない 限り、信託財産 か ら生ずる収益 を一定の期間、あ る受益者に支払 い、その期間終

了後 は、元本 を他の受益者に引渡す とい う内容 の信託 が設定された場合、その信託 財産が消耗的性質 を有す る財

産であ るときは、受託者は元本 の受益者 に対 し、

(a)元 本価 値維持の積立(朋ortizati㎝)の 準備 をなすか

(b)そ の財 産 を売却するか

いずれ かの方法を とるぺき義務 を有す る。

注:

旦,消 耗的財産 とは御壷

消耗的財産 とは、その権利 の本質上、 または権利 の 目的物の性質上、時間の経過 によって、権利が消滅 または

価値が減少 する とい うもの をいう。例 えば、定期賃借 権、著作権 使用料、特許権、 採掘権、 機械 や農場の用具 の

406

」



」

【第7章 】

使用 の権利 な どがある。

b.」 蟄趣 ま左は孤 立

受託者が消耗 的財産 か ら収益 を受領 していて、 しか も一応適当な信託投資 になって いる場合、 その財産 の減 価

償却 の費用 を収 益か らとりわ けてお くことができ、または、受託者 に売却 の権 限が与 えられて いる場合 には、 彼

は その財産 を売却 する こともできる。

.O」-f書肺肺 胞 こL当 姐 貞・ら遣一瓶醐 」麩C食 重れてし、劃 韻.盆

本条 で述 べ られている規定は、信託設定 時に、 消耗的財産が信託財産 の一一部 とな ってい る場合に も適 用される。

例l

l.Aは 全財産 を信託 としてBに 遺贈 し、C生 存中 はCに 収益 を支 払い、C死 亡後 は、Dに 元本 を引

渡 すよう指 示 した。 その財産 の中には、Aの 書 いた本 の著作権使用料、 お よび採石権 の10年 間 の賃借 権

が含まれていた。Bは 、減価償 却にみあ うだけの額 をと りわ けてお くか、ま たはそれ を売却す る義務 を

Dに 対 して負 っている。

玉L.摺 耗「白肋 匠垂 、後n、 一堂縫 地取 得L左 端.

本条 で述 べ られている規定 は、消耗的財産 を、後 日、受託者が取得 した場合 に も適用 され る。

例:

2.Aは 、全財産 を信託 としてBに 遺 贈 し、C生 存 中はCに 収益 を支払 い、C死 亡後 は、Dに 元本 を

引渡すよ う指 示 した。 その財産 には森林 地 を買 う権限が与 え られていた。Bは 他 の森林地 を買 い、そ こ

か ら木 をき り、木材 を売却 した。Bは 、 森林地の木が な くなる ことを考 慮 して償却の ために必要 な額 を

とりわけてお く義務 をDに 対 して負って いる。

蛋.1離 連 環

信 託条項 に よって、受託者 に消耗的財 産 を保有 し、その財産 か ら現 に受領 す るもの をすべ て生涯受益者 を支 払

うよ う指 示する ことが できる。

信 託設定者にその ような意 図があるか どうかは、信託約款 の条項 か ら、具体的事情 に即 し解釈 される。その よ

うな意図を示す事情 には次の よ うな ものが考え られ る。(1)そ の財 産に関する証書 に特別 な意 図が示 されている。

とくに、その財産が消耗的財産 である ことを信 託設定者が知 っていた し、信 託財産の全部が 消耗 的財産 である場

合。{2)そ の財産か ら受領 した ものに関 し何 らの規定 もな されていな い場 合で も、証書に その財 産の保 有が指 示

されていた り、その保有 が許可 されてい る。(3)信 託財産 の全部 とくらべ、その消耗的財産 が比較的少 額の とき、

(4)信 託財産全部か らの収益 に くらべ、消耗的財産 からの収益 が比 較的少額 の とき、(5)信 託 設定者 と受益者の

関係 も含めた信託の 目的、(6)信 託設定前 に、設定者が その財産 か らの収益 をいかに扱 っているか。

これ らの状況は変わ っている。信託設定前に委託者が収入 と して収益を と り扱 ったとい う事実だけでは、処分

前の収益全部が生涯受益者 に支払れるべ きであ るとす るには足 りない。受託者が処分 を延期 する ことが認め られ

てい ることのみで も同様 である。

信託条項で設定の際 に、信託財産保 持の一般権限が与 え られてい る時、消耗的財産 を処 分で きるかは解釈 の問
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題 である。その時に収益全部 を生涯受益 者に支払 うか も解釈の問題 である。そのよ うな一般権限 は単にその危険

性 よ り投 資 として妥 当でない投 資に認 め られるわけで、消耗財産 だか らとい うだけで処分権限 を認めているわけ

でない。また、償却 のための処 分は許 されず、保持だ けが 、消耗財産 に認め られ ることもある。 また、受 託者が

元木 保持 を考慮せず に収 益全部を生涯受 益者に分配 しうる と解 する こともある。

.1,プ レ ミアム付 きrで盟ム し立 証養

受 託者は、証券の額面 価格お よび発生 利息よ りも多額 の購入代金 を支払って も、適法に証券 を購入す る ことが

で きる。 しか しなが ら、 満期まで証券 を保有すれば額面 しか支払 われないので、そ の証券 は、 ある程度、 消耗 的

投 資であ る。 それゆ え、受託者はその証券か ら受領 した利 息の全部 を、収益につ いて権限 を有 する受益者 に支払

う必要はな く、 その証券 の満期に際 して受託者の支払 ったプ レミアム分 を割当て るのに必要 な範 囲で収 益の相当

額 を取 りわ けてお くことがで きる。受託者が取 り分 けの義 務があるか否かは、受益者 たち に平等 にあるべき義務

を負担す るかによる。第183条 参照。プ レ ミア ムが 多額 の場 合、プ レ ミア ム付で購入 した証券 に大部 分を投 資す る

ことは平等義務 に反 する。プ レ ミアムが少額の場合 で他 の証券 も安価 で購入 した場合 は必ず し も、割当の手続 を

しな くても平等義務 に反 しな い。

プ レ ミア ム金額 が取 り分け られて いた ら割当方法 は どの ようなや り方で もよい、 中途売却 されて それが原価 よ

り大 きい時 も元本に割 り当て る。

信託設定 時にプ レ ミアム付証券 を含んで いる時 は、委 託者は割 り当 てを予定 していない ことにな る。多 くの州

の制定法や 、統 一元本収益法6条 では、 この割当 が廃 止 されて いる。

菖..鉱111、五 油井戸、採石蝸

相次受益 者のために信託 として遺贈 され た財産 に、鉱 山、石油やガ スの井戸;採 石場が含まれ ている場合、信

託条項 に別 段の定めがな い限 り、 そこか らの収入 は、収益 と元本 に分配 され る。

これ らの財 産が設定時に存在 していたと して も、委 託者が分配 を否定 したい とはいえない。 また設定後に取得

され たと して も分配が否定 され る こともない。特別 の意図が定 められ ていない限 り、元本価値 を保持す る留保が

され るべきであ る。

信 託条項 に よって分配が否定 され てすべ て元本 もしくは収益 に割 り当え られる ことがある。意 図決定 の要素 は

以下 の通 りであ る。

(1)財 産が信託設定 前に開 かれたか、(2)委 託者が鉱業権の存在 を知 っていたか、(3)委 託者 が採掘 を許可 し

たか否か、(4)委 託者 が土地 の保持 を指 示 したか許可 したか、(5)土 地が採掘 に より他の方法 による方 が収益 的

であるか否か、(6)財 産価格 に採掘権 が含まれて いるか、(7)当 事者 の関係 、(8)信 託の 目的 である。

h.建 物

本条で述べ られている規定 は、建物 に も適用 され る。建物 は通 常、時の経過 に よ り、価値が減少 する。受 託者

が収益の一部 を減価償 却のために とりわけておけ るかど うかは、 事情 による。それ らの事情 の重 要な ものは、以

下の通 りである。(1)建 物 使用の 目的、 ビジネス用 か、 住宅 用か、その他か、(2)そ の建物が、 信託設 定時に信

託財産の一部 となっていたか、受託者が後 日その建物 を取得 したのか、(3)信 託条項 によって、 受益者 が建物 の
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占搬 有してし駄 あるい□ 鞭 収益を生じて嚇 ど
う加(縫 物の価値の減少の可繊

建物が灘 艦 あ砿 通常収入は・ビジネスの蹴 従
って・蹴 繊 を受託者は負う

。信灘後建物腱 築さ
れた嚇 された場合は'費 用は元本から支払われるし

・償却分囎 保される.臼3条 注1輪
建物を購入した場合も同様である。

建物が商酬 でな い時 は・舶 な条項 のない限 り・ 頒 の端 はな い・例 悲 委 調 や受益者 の住居1。な
っ

て いる時 などである。

建物が修理 さえ加 えれ ば減耗 の非常に少 ないものである場合 は分 配の必要はな い。

」一」 迷 お.よ」圧挫幽 す剤 魔二法

同法第9条 に、木材、鉱泉 、石油、ガス などを含む天然資源 の処 分について規定 されている。

同法第10条 には、賃借権 、特許権、著作権な どの消耗 について規 定 されて いる。10条 は次 の ように規 定 して い

る。受託者 が割 当の義務 を負わな い時 には、総収入 が収 益 となる。 しかし割 当の義務 がある時は、元本が発生 し

た時 の価値 に対応 して、 もしくは後の再購入価格 を考 慮 して収 益 と元本 に割当 て られる。

上L鉱 山、石油 井戸 の採 石場、 または森林地 を所有 してい る会社 の株の配当に関す る受託者 の義務 につ いては、

第236条 注x参 照 。

売却がお くれ、受託者 が償却の手段 をとっていない場合 の消耗 的財産の売却代金 の分 配につ いては、第241条 参 照。

第240条 非収益的財産

信託財産から生ずる収益を一定の期間、ある受益者に支払い、その期間終了後は元本を他の受益者に引渡すと

いう内容の信託で、その信託財産が何らの収益も生ぜず、または、通常の信託投資の場合の収益率よりも非常に

低い収益しか生じない性質で、しかも、その非収益性または低収益性が継続する見込みがある場合、信託条項に

別段の定めがない限り、受託者は、この信託財産を相当なる期間内に売却する義務を収益の受益者に対して負う。

注:

旦.、一」醜 益∬9副産と」幽

本条で述べられている規定は、非収益的な土地、動産復帰権(reversionaryinterest)、 収益を生じない動産、

収益を生じない担保に適用される。処分の義務は収益について権利のある受益者にあり、元木について権利のあ

る受益者に対してはない。但し、他の観点から投資が危険で投機的な性格に対して、財産が処分されるべき時は

この限りでない。

b.信 託財産が、通常の信託投資の場合の収益率よりも非常に低い収益しか生じない場合、受託者は、その財産

を売却し、売却代金を投資する義務を生涯受益者に対し負担する。しかし、通常の収益率より低い収益しか生じ

ないという事実だけでは財産売却の義務を受託者に発生させない。義務は、収益率の差が大きくて財産を保持す

ることが生涯受益者にとって不公平な場合に発生する。

L当 甑懸 精髄財産轡 剴昧益幽 産が含ま虹 辿 繊
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本条で述べ られている規定は、信託設定時 に、信 託財 産の一部 であった財産 に適 用 され る。

例:

1.Aは 全財産 を信託 としてBに 遺贈 し、C生 存中 はCに 収益 を支払い、C死 亡後 は、Dに 元本 を引

渡 すよ う指 示 した。 その財産 には借 り手 のいな い土地が含 まれといた。Bは 、その土地 を売却 し、その

売却 代金を、収益 を生 む財産 に投資す べき義務 をCに 対 して負担 する。

旦、一」財産 が♪.後日、一非、収益的』ヨ2」 左場合

本条 で述 べ られて いる規定 は、その財 産が、後 日、非収益的 にな った場 合に も適 用 され る。 この規則 は、受託

者が収益 のあ る賃貸が できない土地 ・建 物、利 子 を生 まない抵 当権 や証券一競売で きない時 に限る 一に適 用 され

る。 同様 に、精算会社 の精算金 が支払 われないか、 いつ支 払わ れ るかわか らないのが妥 当な時にその会 社の株式

を売 却する時に もあ てはまる。

例:

2.事 実 は、収益 を生 じて いた土地が、後 日、賃貸 で きな くな ったことをのぞき、例1と 同一で ある。

Bは 、Cに 対 し、その土地 を売却す る義務 を負 ってい る。

旦⊥」c丞 貞i」ら匡〕窒陥 の補拘

受託者 は、非収益 的財産 を売却す るかわ りに、彼 が信託 として保有 している他 の財産の元本か ら収益 を補 な う

ことはできない。

f.非 収益」白.固L慮の{莚却堕 遊処 力些催当.て{まない とき

あ らゆ る事情 か ら、非収益的財産 の売却 の遅 れが、不当 に長 い時 間でない限 り、受託者は信託違反 の責任 を負

わ ない。

売却 の遅 延の期間の規定 については231条 参 照。その要素 の検討 につ いては231条 注c参 照。非収益的財産 売却

の利 益の分 配で売却が遅延 した際、受 託者の信託義務違反 につ いては231条 注c参 照。

』」_-lr樋条項

信 託条項 に よって、受 託者 が、非 収益的財産の保有 を指示 または許可 され ることが ある。

受 託者が非収益的財産 を保 有する ことを指 示す る委託者 の意思 は、諸般の事情に照 らし解釈 される信託条項 か

ら読み とれ る。 そのような意図があ ると思われ る事情 には以下 の ものがあ る。(1)財 産 の証書 における特別 な記

載、 とくに、信 託設定 者が、その財産が非収益的 である ことを知って いる場合、 また、 と くに非収益的財産が、

信託財産のすべ てを占めて いる場合、(2)信 託財産全 部 とくらべて、非収益財産 の価額 が比 較的少な い場合、(3)

委託者 と受益者 との関係 を含め た信託の 目的。

信託設定 の際に含まれ る信託財産 の保有 の許可 が、信託条項にあ る時は、非収益 的財産 の保有 まで許す かは解

釈の問題 である。その ような一般条項 は、投資 の保 持の危険性が ない時に許 可する もの と解 され、単 に、収益 を

生 まない理 由だけで保持が許 さないこ とはない。一方、信託財産が適正 な利益 を生 むべ きで あるという通常 の要

求 には拘 束 されず、信託財産 の保持 が許 され る とも解釈 される。

一1L-一割'Jl貞』醐 ヒ亘取i野上」生.証養
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もし受 託者が証券 を割引 き価 格・ すなわち満期 に予想 されるのよ りも安 く買付 けた場合・一応適 当な信託投資

であ るが・受託者は・ その証券 の満期 ・売却そ の他 の換金 に先 立って・収 益に権限 を もつ受 益者 に、元本 か らそ

の差 額 を適法に支払 う ことはできない。た とえ・証券 が満期まで保 有 され、 そ こで支 払わ れれば、 元本 の増 加と

なるであろ う場合で もそうである。 もし、受託者 がある証券を高額 で他 を割引価額 で取得 した時、差額 をどのよ

うに割 りつけ るべ きか を決定 する際に、た とえ割引部分 と高額 部分 の金額 が正確 に同 じでな くて も、他の証券 を

割 引 きで取得 したことを考慮 に入れる ことがで きる。注f参 照 。た とえ割引で取得 した証 券が満期 にな って支払

わ れて も、受託者は収益 の受益 者に証券の値上が りによって得 た利 益 を支払 う義務 は無い。

しか し受託者 は、信託 の元本 が増加 す るとい う理 由で信 託財産 の相当部分 を割引価額 の証券に投資する ことは

できない。 というのは収益受益 者に通常 よ り低 い利率 の信 託投資 で収入減 をもた らす か らであ る。受託者は受益

者 間で公 平に振舞 う義務が ある。183条 参 照。

信 託設定時に割引価額 の証券 が存在 して いる場合、受 託者は、収 益受益者に証券 の利息 以上の ものを支払 うこ

とはで きな い。但 し委託者 が異 なる意思表 示 をした場合 、 この限 りではな い。 このよ うな場 合には委託者は収益

受益 者に証券に支払われ る利子 のみを受 け る意図が ある とされる。 この規 則は無利息 証券 にはあて はまらな い。

233条 注d参 照。

統 一元木、利息法6条 によれ ば、満期 時の損益 は元木 に加入 すべ き と規 定 して いる。 この規 則は高額 プ レ ミア

ム証券、割引価額証券の取得 にあてはまる。239条 参照。高額 プ レミアム証券につ いて、239条 注f参 照。

第241条 売 却 遅 延 の 場 合 に お け る割 当(allocation)

(1)信 託 財産か ら生ず る収益 を一定 の期間、あ る受益者 に支払い 、その期間終了後 は、元本 を他の受益 者 に引

渡 す とい う内容の信託 において、受託者 がその信託財産 を売却 すぺ き義務 を負ってい るとき、また は、その信託

財産 が何 らの収益 も生 じない、も しくは、通常の信託投資 の場合の収 益率 よ りも非常 に低 い収 益 しか生 じない性

質 の ものである とき、 また は、消耗 的財 産であるか、 も しくは通常 の信託 投資の場合 よりも非常に高い収 益 を生

ず る性質 で、 しか も、受託者が直 ちにこれを売却 しない ときは、信託 条項 に別段の定 めが ない限 り、受託 者 はこ

の売 却をな した とき、その売却 代金 を(2)項 に定める ところに従 って分配 する ことを要す る。

(2)信 託 財産の売却に より得 た純収入 は次の方法に よ り元本 と収益 とに分 配す る。 すなわち、信託財産 を売却

すぺ き義 務が発生 した時か ら現実 に売却 した時 までの期 間にっ き、ある金 額に対す る通常 の信託投資において生

ずぺ き利率で計算 した利息 を付 した額が 、信託財産の売却 によって得 た純収 入の額 と同額 にな る金額を確 定 し、

この金額 を元本 とし、純収入 からこの金額 を差引いた残額 を収益 とする。

(3)純 収入 とは、純売却代金 に、売却 までに信託財産 の管理 によって得 た純 収入 を付加 した もの または失な っ

た純 損失を差引いた もの をいう。

注:

旦_売 却 の遅延が、適法 な場合 、不適法 な場合本条で述 べ られている規定は、売却 の遅延 が信 託違反にな る場合
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も、信託 に不 当な損 失 をもた らさないために、売 却の遅延 が違法 とな らない場合に も適用 される。

.h⊥_翼却 の蛾 務力t4三」匡る瞳

本条で述 べ られて いる規定 は、信託 財産の一 部 として、 受託 者が最初に受領 した ときか ら売却 の義務 を負 って

いる場合{第230条 参照)に も、後 に、売却 の義務が生 じた場 合(第231条 参照)に も適 用 される。 この場合、受

益者 は、売 却義務が生 じたの当初か らの収益 を得 る権利 がある。不当 な損失 なしに迅 速に売 却がで きな かったた

め、売却 を遅延 した場合 もであ る。そ こで信託財産 が配当がな くな った り、賃貸 が されな くな った りした時 、受

託者 は、 生涯受益者 のために売却義務 を負 い、生産 的な財産に投資 する義務 を負 う。売却 され る時、本条 にあ る

規則に従 って売却義務 を生 じた時 よ りの収益 につ いて、受益者は分配 され る。

売却義務 は財産が非 収益的 にな った時 に生 じ、受 託者がそれ を知 った時 ではない。例 えば抵当権 の利息 が先立

って支払われ る ことが不能に な り、期限 となって も利息が支払わ れないな らば財 産は利息の最後 の先払 い時に非

収益的 とな り、売却 の義務が発生す る。

-c.L描 駈麹

信託条項 によ って、非収益 的財産を受託者が保 育す る ことを指 示す ることも(第240条 注g参 照)、 ま たは売却代

金 を元本 と収益に分配せ ず、全部、 元本に割当て るようにする こともでき る。

受 託者に、非収益的財 産を保持する ことを指 示 もし くは許可 する設定者の意 図は、 もし売却義 務が生 じたとし

て も、売却金は元本 と収 益に分配 されるのでは な く、 元本に組 入れ られ るとの意 図は、情事情 を考慮 した信託文

書 か ら、 うかが いうる。その ような意図は(1)委 託者 が信託財 産が非収益 と知 っていてそれが信託財産の大部 分

を 占めて いる時、(2)非 収益的財産の割合が比較的少 ない場 合、(3)委 託者、受託者 間の関係 を含めた信託 の 目

的 であ る。

本条で は財産 が非収 益的 であれば、分配す るのに十分で ある。 い くつか の州 では委託者所有の財産が信 託設定

時に所有 され ていた時は、本条 であてはま らない とされて いる。但 し、信 託文書に明示 もしくは黙示 で規定 され

て いる場合 は この限 りでな い。

d.菱 幽 益 曲射.産の種類

本条 で述 べ られて いる規定 は、例 えば、収益 を生 じな い借 り手 のな い土 地、抵当の不履行、社 債の不払 な ど、

さまざまな種 類の非収益的財 産に適 用 される。

抵 当権 への適用につ いては、信託財産 中の譲渡抵当 の利 息の支払 が不履 行で、最終的 に競売 され、元利合計の

満額 が支払われ ない場合、 売却金額 は本条の規則 に従 い、元本 と収益 に分配 され る。 い くつかの州では裁判所 は

異 なった規則 を適用 し、売 却金 を収益 と元本に振 り分 けている。裁判所が当該抵当権 の利率 に従 って分配 し、一・

般 の信託投資 の利率 に従 って分配 しな いな らば、結果 は同様であ る。

本条の定 めは社債 や株 式の不履行の場合 にもあてはま る。また相当 の時間 の経過 の後でない と売却 しない絵 画

のコ レク シ ョンが財 産であ る場合 にも適用 され る。

本条の定 めは復帰 権が価値 を失 くした り売却 され る時に も適用 される。注c参 照 。

裁判所{ま時々、非 収益的財産 の占める割 合が少 く、委託者 は周 囲の状況 か ら分配 を望んでな い との理 由で、本
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条 の適用 を拒否す る。

本 条の規則 は、財産 全部 が非収 益的であ る場合 ばか りでな く、通常 の収益率 よ り実質 上低 い収益 しかあが ってい

な い時に もあてはまる。信託財産が空地 を含み、駐 車場 として使用 され、年1.000ド ルの収益 を計上 し、年間の税

額 が900ド ルの場合 な どである。

旦L.消 雑曲憧阯E

本条で述 べ られている規定 は、受託者が、減価償却 のための基 金 として収益 か ら一部を と りわ けていない場合、

消耗的財産 に も適 用 される。第239条 参照。

消耗的財産 のケースでは、それに よって受益者 の権利 を調整す る3つ の方法 があ る。第1に 、 その財産 を直 ち

に売却 し、 その代金を投 資す る。第2に 、減価 償却のため に、受託者 が収益 の一 部 をとりわ けてお くこと。第3

に、財産 が売却 され、本条に述べ られ ている規定 に従 って分配 され ること。

遺言者 が保険代理 人であ って、手数料や更新料 の権利が ある場合 で、連続的受 益者に信託 として財産 を残 して

いる時には、各手数料は本条の規則 に従 って収 益 と元本 として遇 され るべ きであ る。

委託者 は、 しか しなが ら分配 をせず に収 益が元本の一方 にのみ、割 り当 て られ ると意図 を示す こともある。

f.過 剰収 益的財 産

本条 で述 べ られてい る規定は、その財産 が危 険性 を含ん でいるため、受託者 が売却 の義 務 を負 っている場合 で、

その売却 が遅延 し、その後、受託者が非常 に多額の収益 を受領 した場合 にも適 用 され る。

菖」 売却1で刮 益を御重場盆≧蛸宏量拙養場 合

本条 で述 べ られて いる規定は、売却 によって得た金額 が、信託設定 当時 の財 産の価値 よ りも多い場合 に も、少

ない場合 に も適用 され る。

」L」性益亘吐L睡圭1」よこ声工1'¶」の,.

受 託者 が売却すべ き義務 を負 っている財 産の売却代金 に、 もしあれ ば、受 託者の受領 した信 託財産か らの純収

益 をプラス し、または、売却前 に信託財産 の管 理上生 じた純損失 を差 引いた額 が、 固定元本(per●ane坑prin-

cipa1)と 、通 常の信託投資にお いて生ず ぺ き利率 による元本 の収益 とを含 む もの として取扱 われる。

純収 益が売却の前に生涯受益者 に支払 われた場 合、その額 は、売却金 か ら受 け るべ き金額 か ら差 し引かれ るべ き

である。逆に収益か ら経費が支払われ た時は、生涯 受益 の受取金額 に付加 され るべ きである売 却金か ら支払 われ

る。

上L盈 則壷 適用主 軸5±一

各受 益者が享受すぺ き額 を決 めるために、以下の式が 用い られ る。

xを 固定元本(per■anentprincipaDと す る。aを 転売 の義務 が生 じた時か ら売却代金 の受領までの経 過期間

とす るbを 通常の信託投資 にお いて生 ずぺ き年利率 とす る。cを 売却 代金に、現 実 に受領 した収益 を付 加 し、損

失 を差引 いた額 とす る。

この等式 はx+abx=c故 にx=c/1+abと な る。

例:
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1.遺 言者 が、彼の全財産 を信託 として、相 次的受 益者 のために残 したが、 その財産には、1年 後に

22.㎜ ドル で売却 し、運用費用に1,㎜ ドルかかる非 収益的土地が含 まれ ている場 合、21,㎜ ドルは、

固定元本 と1年 間の利息が含 まれ ることにな る。通常 の信託投資にお いて生 じる利 率が5%で ある場 合、

固定 元本は、21,㎜ ドルを割る1.05引 く 釦,㎜ ドルで、残 りの1,㎜ ドルが収益 として生涯 受益者 に支

払 われ る。そ の売 却が2年 遅 れ、その財産が、別,㎜ ドルで売却 され、運用費用 に2,㎜ ドルか かった

とすれ ば、純収入 は、22,㎜ ドルであ り、固定 元本は、22,000ド ル割 る1.10で 確定 され、20,㎜ ドルが

固定 淋 とな り、2,㎜ ドルが収益 とな る。

2.Aは 全財産 を、C生 存 中はCの ための、C死 亡後 はDの ための信託 としてBに 遺 贈した。その財

産 には借 り手のな い土地が含 まれ ていた。その年 の終 りに、Bは 、その土地 を20,㎜ ドルで売却 した。

通常 の信託投資にお いて生ず る利率 は、4.5%で あ った。 この20,000ド ルは、19,138,75ド ル が元本、86

1.25ド ルが収益に分配 され る。

3.Aは 全財産 を、C生 存中 はCの ために、C死 亡後 はDの ための信託 としてBに 遺贈 した。その財

産 には、収益 を生 じない借 り手 のない土地 が含 まれて いた。その年 、Bは その土地 につ き、500ド ルの税

金 を支払 った。その年 の紗 に、Bは この土 地 を 加,㎜ ドルで売却 した。通 常の信託投資 において生 ず

る利率 は、5%で あった。売却代金 から税金 を差引いて か ら、公式 にあてはめる と、18,571.43ド ルが元

木、928.57ド ルが収益 に分配 され る。

4.Aは 、C蜻 中 はCの ため1こ、C死 亡後 はDの た めの信託 として、100,㎜ ドルをB}こ 遺贈 した。

Bは 、10,000ド ル を甲地上の譲渡抵当上 の利息 の支払 いを怠 り、Bは 、受戻 権喪失 とし、受戻権喪失売

買で、信託 のために 甲地を買受けた。 その後、Bは 甲地 を9,000ド ル で売却 した。売 却前に 甲地 の運 用

費 として1,㎜ ドルが支払われ、収益はな かった。 この8,㎜ ドル が、CとDに 分配され ることに なる。

譲渡抵 当に対 して最後の利 息が支払われて か ら売却 まで2年 間あ り、通常 の信託投資 において生 じる利

率は5%で ある とすれば、8、㎜ ドルは、7,272.73ド ルが元本に、72727ド ル が収益 に分配 され る。

5.Aは 、全財産 を、C生 存申はCの た めに、C死 亡 後はDの ための信託 としてBに 遺贈 した。 この

財 産には、年間1、 ㎜ ドルの収 益を生 ず る10年 間 の賃借 権が含まれて いる。 その年の終 わ り、Bは その

賃1舗 を7,㎜ ドルで売却 した。通常 の1謡 投 資 にお いて生 ずる利率は5%で ある。8,㎜ ドルは、7,61

9.05ド ルが元本 に、380.95ド ルが収益 に分配 され る。

6.Aは 、全財産 を、C生 存 中はCの ために、C死 亡 後はDの ための信託 としてBに 遺贈 した。 この

財産 には、組合 に対 するAの 権利 力{含まれて いた。1年 後 、その船 が解散 し、Bは 、10,㎜ ドルの収

益 と ともに、100,㎜ ドルを受領 した。通 常の信託投資 において生ず る利率は5%で あ る。総計110,㎜

ドルは、104,761.91ド ルが元本 に、5,238.09ド ルが収益 に分配される。

」,_迎 鎚 〔1互生」』}権

本条 で述 べ られて いる規定 は、一定 の期間、複数 の受益者が連続 的にお り、最初 の受益者の期間 が終了 するま

で売却が なされない場 合 にも適用 され る。
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例:

7・Aは ・全財産 を信託 としてBlこ 遺‖善し・C生 存中はCに 収益 を支払 い・C死 亡輪D
の生畝

Dに 収益 妓 払 い・D死 亡後 はEに 元本 を引潮 よう指 示 した・その財産 に1ま・収 益 を牡 ない働
手

のな い土地が あった・A死 亡 の3カ 月後・Cが 死亡した。A死 亡後1年 経 って・ その土地が22
.000ド ル

で売却 され・ その諸経費が1・㎜ ドル かかった。通 常の信託投 資の場合の利率 は5%で あ る。純収入の2

1,000ド ルの うち・1,㎜ ドルは収益に分配 される(例1参 照)。 この1,㎜ ドルにつ き、Cの 相続人が25

0ド ル、Dが750ド ルに対し権 限を有す る。

k.遺 産 分配援 の売坤

本条で述べ られ ている規定 は、遺産 分配後に売却 される場合に も適 用 され る。

例:

8.Aは 、全財産 を信託 としてBに 遺贈 し、C生 存中はCに 収益を支払 い、C死 亡後はDに 元本 を引

渡す よ う指 示 した。その財産 には、収益 を生 じな い借 り手の ない土地が含 まれていた。A死 亡か ら3力

臓 、Cが 死亡 した。A死 亡か ら1年 馴 した時、その土地が2,000ド ル で売 却 され、締 費に1,㎜

ドルかかった。通常 の信託投 資にお ける利率 は5%で あ る。網 入の2L㎜ ドルの うち、Cの 相続人は

250ド ル、Dは20,750ド ルに対 し権限 を有 する。

」.元 本 および 蜘 誰に閏宣る麓」 圭

同法第11条 に、財 産の売却 が遅 れた場合 の非収 益的財産の売却代金の分配につ いて規定があ る。

本法に定 める規則 は本条 で述 べた多数の州 の規定 とは いくつかの点で異な る。

(1)本 法 において1%以 下 の割合 の収益 しか発 生 しな い財産以外は、分配 がい らな いとされ る。 第241条 では、

通常 の信 託財産の現在 の収益率 よ り低 い時 と定めて いる。

(2)本 法 では受 益者は非収 益的財産が保持 された最初 の一年は収益 を受 け取 らない として いる。 第241条 では

売 却義務 が発生 した時か ら収益受領 の権 限があ ると定め てい る。

(3)本 法では利 率は5%と されて いる241条 では信託投 資 の現在の利率に よると して いる。

(4)本 法では利 益 を計上して非収益的財産売却 した場合以外、売却金 の分配 はない としているが、 第241条 で

は、利益 ・損失にかかわ らず、売却金 の分配を定め ている。

第7節 受託者の報酬

第242条 受託者の報酬

第243条の場合を除いて、信託条項に別段の定めがない場合、または受託者が報酬を辞退もしくは放棄しない限

∪、受託者は、信託財産から、受託者としての自己の職務にっき報酬を取得する権原を有する。

注:

a.本 条の規則は、個人受託者および法人受託者の双方に適用される。
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互_報 酬の幽

い くつかの州 では、制定法 に よって、受託者の報酬の額 が定 め られ てい る。その ような州 では、 信託財産の収

益お よび元本 のある一定 の割合 とい うように決め られ ているのが普通 であ る。制定法 で受託者 の報 酬が決 まった

割合で定 め られ ている州 では、注dで 述 べ られて いる特別 な職 務の場合 を除 いて、受託者 は、 た とえ 自己 の職務

がそれ以上の価値 ある場 合であ って もその割合で しか権利 を有 しな い。 いくつかの州では制定法 に よって、 ある

一定の割合以上 を受 け取 ってはな らな いと規定 しているが、その場合 には受託者は、制定法上 の割合を超 えては

な らず裁判所が相 当と認め る報酬を受け取 る権利原 を有す 。また、 いくつかの州 では、法律 によって、受託者 は、

裁判所が相当 と認 める報 酬の額 を受け取 る権利 を有す ると規定 されて いる。

多 くの州 では、受託者 の報酬に関する制定法はな い。 そのよ うな州 では、受託者 は、 自己の職務 につい て相 当

な報酬を受け る権限 があ り、受託者の受領す る報酬額 と時期 は、裁判所の許可 または承認 による。裁判所は、報

酬の額 と時期 を決定 するにつ いて 自由裁量権があ るが 、通 常は、その決定は、絶対 なもの ではないが、多 くの事

例で適用 され、 その州 に確 立 してい る規則や慣習に照 らして判 断 され る。

受託者 の報酬 の額 を決定す る明確な規則が制定法 にない場 合、通常 の処理 は、毎年 の収益 と元本 との割合か ら

勘酌 され る。 ただし、 以下の事情の もとではその割合が 多少 異な り、裁判所は、その変更 を認 める ことが できる。

報酬の額 を決定す るにつ いて考慮 され る事情 とは次 の ものであ る。(1)信 託財産 の額お よび性質 、(2)受 託者 の

リス クお よび責任 の範 囲、(3)受 託者の果 した職務の性質 、(4)信 託 の処理 の難易度、(5)信 託処理 上の受託者

の能力お よび成果、(6)遺 言執行者や遺産管理人 に対す る報酬の法 定 の率。

受託者 の報酬が割 合を以 て、決定 され る限 り、収益 に応 じた報酬 は、通常、受託者が受 け取 る収益の総額 によ

るの であ り、 元本 に応 じた報酬は、通常、報酬決定時 における元本の正味の価格 によるものであ る。信託財産 に

抵当が付着 している場 合は、受託者 の報酬額は通常、抵 当額を除 いた財産 の価格 に基づ く。多 くの州では、受 託

者の年間報酬 は、一 部分元本の割合に もとつ いて決定 され、元本か ら支払われ る。第233条 注h参 照 。

旦.事 業佃1抵

事業 を営む信託 の場 合、受託者は、事業の純 収益 に もとつ く報酬 を受け とる権利 はない。受 託者の報酬 が、収

益の一定割合 と され る制定法が あるときは、通常、事業 の純収 益のそ のような一定割合 に限 り、 受託者は権利 を

有す る。受託者 の報 酬額 を決定す る制定法がな い場合 は、事業経営上受託者 の果 した職務 に相 当す る額 につ き権

利 を有す る。

止 一」壁.別な繍

受託者の報酬 の額 を決定す る明確な規則 を有す る制定法 がない場合、受託者 が、信託 の管理 だけに とどま らず、

例 えば、弁護士(attorney)ま たは不動産譲渡の代理人(realestateagent)と いうような専 門的または他 の職

務 をなす ときには、受 託者は、 その ような専門的 な職務 に対す る特別 な報酬 を受 け取 ることがで きる。そ のよう

な報酬額 を決定 するにつ き、裁判所 は一切の事情 を掛酌 して、当該職務の公正 な価格 を受 け取 る と規定す る。制

定法 は、 たとえ受 託者 がそ の職務 を果たす ため に他 の者 を雇用す る場合に は、受託者 はその者 に、信託財産 か ら

報酬 を支払 うことができ るとしても、特別にな した専 門的あるいは他 の職務 につき特別 の報酬 を受け取れ る とは
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解されない。

.庇口厭副長.戴立呈出鯉蛙撫

受託者は、収益について取得できる報酬額を差引かないで、収益を支払う必要はなく、また、元本について取

得できる報酬額を差引かないで、元本を支払う必要はない。この範囲において、受託者は、彼の報酬額につき、

信託財産上に担保された権利を有する。

報酬額を差引かずに支払いをなした場合の効果については、注」参照で

上 」蹴 重項

信託条項によって、受託者としての職務遂行に対する報酬として一定の額が定められている場合、受託者は通常

その額を取得でき、また別段の定めがない限り、通常、受託者はその額だけを収得できるのである。もし信託条

項によって定められた報酬額が非常に不十分であって、その規定された報酬額では、十分に資格のある人物が受

託者として行動するのを欲しない程度のものであるならば、裁判所は、より多い報酬を許可することができる。

なぜならば、そうでなければ信託の目的は効力を失うか、又は実質上阻害されるからである。第167条参照。

いくつかの州では制定法により、遺言でもって定められていても、受託者には信託の引受けはするが遺言によ

り定められた報酬を拒絶することができ、制定法に定められた報酬をえることができるとされている。

受託者と委託者の間に、信託設定当時に存在する信認関係又は信頼関係を濫用されることにより、委託者が受

託者に相当な報酬以上の報酬をうけさせるよう信託条項に規定させられた場合には、受託者は信託条項に規定さ

れた報酬をえることはできず、単に相当と認められる額を得るにとどまる。第222条注dと 比較せよ。

受託者がある一定の金額を報酬として受ける旨の信託条項の規定が、委託者によって任命された最初の受託者

に限って適用されるのか、又は後任の受託者にも適用されるのかは、解釈の問題である。もし後任の受託者にも

適用されるならば、そのような受託者は、より多い報酬をえることはできない。ただし裁判所がそのような報酬

では、受託者として行動することを欲する十分に資格のある人物を捜すのが不可能であるということを決定した

場合は別である。そのような人物がみつからない場合には裁判所は後任受託者を選任するにあたって、信託条項

に定められた報酬額よりも多い報酬を与えることを指示できる。なぜならそうしないと信託の目的は効力を失う

か又は実質上阻害されるからである。第167条参照。

信託条項によって、受託者がr相 当な」報酬を受けるものとすると規定されている場合、裁判所は、一般的に

法定されている報酬額と異なる額を裁定することができる。

信託条項により受託者は、受託者としての職務につき報酬額を受け取らないと規定されている場合には、受託

者は通常、何ら報酬をえることができない。

遺言で信託が設定され、あわせて受託者に遺贈がなされた場合、受託者としての通常の報酬に加えて遺贈がな

されたのか、そのような報酬のかわりに遺贈がなされたのかは解釈の問題である。またその遺贈が無条件に、そ

の受託者になされたのか、又は受託者たる資格においてなされたのか、又は受託者の義務を完全に履行すること

によりなされたのかも解釈の問題である。反対の意思がない場合には、受託者の通常の報酬としては別個なもの

として遺贈がなされたのであって、受託者たる資格又は受託者の義務の履行を条件としてなされたものではない
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と推 定すべ きで ある。

例:

1.AはBに10,㎜ ドル を遺贈 した。Aは 自己の残余財産 をBに 信託 として遺‖善した。他の証拠 がな

い場 合、Bは 遺贈 をうけ る権利が あ り、そ の信 託を引受け、管理 をした場 合には、 受託者 としての彼 の

職 務に対す る報酬 を受領す る権利 も有す る。

2.AはBに10,㎜ ドル を遺贈 した。Aは 、 自己の残余財産 を信 託 としてBに 遺 贈 した。遺言 によ っ

て、受託者 としての資格が与 え られた場合 にのみ、Bは10,㎜ ドルの遺 贈 をうける権利があ ると定め ら

れて いる。 旧は受託者 としての職務 につ き何 ら報酬 を受 けないこと と規 定 されてい る。Bは 遺言 に もと

づ き受託者 としての資格が与 え られた。Bは その遺贈 を取得 する ことがで きるが、受託者 として報酬 を

受 ける権利 はな い。

3.AはBlこ10,㎜ ドル を遺 贈 した。Aは 彼の残余財産 を信託 と してBに 遺贈 した。遺言1こよって、

Bは 受瀦 の瀦 を履行 した場 合にのみ、Bは10,㎜ ドルの遺贈 を受け る権利を有す るものとし、ま た、

そ の遺 贈を受け る権利 を有す る ものと し、 また、その遺贈 は、受 託者 としての通常の報酬 に加 えて与 え

られる ものであ る と定 め られている。Bが 、受託者 としての義務を適 正に履行 した場合 は、10.㎜ ドル

の遺贈 と、受託者 としての報 酬を受ける権 利 を有す る。

4.AはBに10.㎜ ドルを遺 贈 した。Aは 自己の残余 財産 を信託 としてBに 遺贈 した。遺言1こよって、

Bは 遺 言に もとつ く受 瀦 の馴 を履行 した場合 にの み、10,㎜ ドル の遺贈 を受 ける権利 力'ある ものと

し、 その遺 贈は、受 託者と しての彼の職 務に対す る報酬 のかわ りに与 えるものと定 め られている。Bが

受 託者の義務 を適正 に履行 した場合、遺 贈につ いては権 利 を有す るが、他 の報酬 につ いては権 利 を有 し

ない。

』L_受 動這這軽_口 頭旦麺f註 豊一 乙ネ.ストラス ト

その信託 が、受託者が積 極的な義務を負わな いもの であった り、非公式的 な信託 であった り、 ビジネスの 目的

のために設定 され た場合 に、受託者は報酬 を受け るべ き ものであ ると当事者が意 図していた とみ られ る事情 があ

れば、受 託者は報酬 を受 け る権利を有す る。受託者の報 酬 を規定 した制定法 は、 この種の信託 には適用が ない も

の と解せ られ ている。 もし報酬 をうけ る場合には、報酬額 は、 当事者 の明示 した意思又 はな された職務の性質 、

商慣習、当事者間 の関係 に よって決定す る。例 えば無報 酬で行 動す る意思は、 家族 関係又 は友 人関係の存在、 又

は当事者の取引上 の関係 に よ り決定 され る。口頭に よる信託の さまざまな型 については、第12条 で扱 って いる。

例:

5.Aは 、 自己の息子Bに 、信託 として甲地 を譲渡 し、Aの 妻に その土地 を引渡 す よう指示 した。Bは

報酬 は受 け られな いと推定で きる。

一互.L委 託者 と.の合意

信託の設定 前に、 受託者 としての行動 に対 し、 ある報 酬額を委託者 と受託 者の間で合意 して いた場合 は、 た と

え、信託条項 に報酬額 につ いての規定が な くても、受 託者 はその合意 した報 酬額だけは取 得す ることが でき る。
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⊥L堂 笹書 との査意

受 託者が受領 できる報酬額 は・受 託者 と受益者 間の合意に よって増額 され、 または減額 され る ことがある
。 し

か しなが ら受託 者の報 酬を増額 する とい う合意 は受 益者が無能力の場合・又 は受託 者が 自己の知 り又は知 りうべ

か りし事情 であって・合意 に影響 するすべての事 情を告知 しなか ったか又は・ その合意が受益者 に対して不公 平

な もので ある場 合には・受益 者 を拘 束 しな い。第170条 参 照。複数受益者の場合 には、そ のよ うな合意 は、合意 し

た受益者 のみ を拘束する。

」一.権 利放 棄(旦 旦麺er)

受託者 が報 酬 を受ける権利 を有 して いて も、受 託者 は、任意 にその請求権 を放棄 す ることが でき る。

例 えば、収 益か ら報酬 を受け る権利が あ るのにその報酬額 を差引 かずに、受 託者が受益者 に収 益 を支払 い、 そ

の際、報 酬に対す る請求 を何 らしな いとい う意 思表示 を した場合、受託者 はその報酬 を受益者 に支払って くれ る

よう請求 もで きないし、後 日に生 じた収益 に対 し、 その報酬額 を請求す る権利 も有 しない。将 来的な報酬請求権

まで も放棄 す るということではない。

受 託者が、 その収益に対 して報酬 を受 け る権利が あるのに もかかわ らず、 その報酬額 を差 引かずに収益を支 払

ったが、そ の収益に関す る報酬 の請求権 を放棄す る意 思 も表 示 していない場 合は、後 の収 益か ら報酬額 を差引 く

ことがで き、 または同 じ受益者 に支払 われ る元本 か ら報酬額を差引 くことがで きる。ただ し、収益 を受領 した受

益 者の状態 の変 化によって、受 託者 に報酬額 を差引 き を認め ることが衡平に反す る場 合は この限 りでは ない。

受託者 は、 ある一 人の受 益者に対 して なした支払 いに関す る報酬を他の受益者 に対 して支払 うべ き信託財産か

ら差 し引 くことはできない。

是,一,二∫丘の報.酬

遺言執 行者お よび受託者が、裁判所で相 当と認め る報酬 を受け る権利を有す る州では、遺言執行者 でかつ受託

者 としての任務 を行 な う者は彼のなすべ き義務 のすぺ てを考慮 し、相当 と思 われる報酬 を受 ける ことが できる。

その者 が双方の立場 で行動す るという ことのために、職務 がよ り面倒 なものになって いる ときに受ける報酬 よ り

も、額 が多 くなる。

遺 言執 行者 の報酬が制定法に よって規 定 されて いるが受託者 の報酬 は、裁 判所が許可又 は認可す るところに従

う とい う州にお いて は、遺言執行者お よび受託者 と して行動する者 は、裁判 所が事情 に従 って許可又は認可 する

受託 者 として の報酬 に加 えて、遺言執行 者 としての制 定法上の報 酬を うる ことがで きる。裁判所は受託者の報酬

を遺 言執 行者 と しての報酬 をうける故 を もって他 の場 合よ りも低 くする ことが できる。

制 定法に よって遺 言執行者 と受託者 は、財産の 元本に対する一定の比率 を うける ことがで きる州 にお いては、

遺 言 を以 て同一人が遺 言執 行者 と受 託者 とに任命 されて いる場合に、二重 の報酬 を うけ るべ きかにつ いて規則 は

多様 である。い くつかの州 では、二重の報酬 を否定 されて いる。他の州では、二重 の報酬 は許容 されている。 ま

た別 の州 では二重の報酬は、遺 言にお いて受託者 の職務が遺言執行者の職 務 と明瞭に 区別 され ていなけれ ば許容

され ていない。 また相当な報酬の規則が両者 の資 格 を兼ね て行動す る者のすべ ての義務 を考慮 して適用 されると

す る州 もある。
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－L_複 数 の量λ{巡

複 数の共同受 託者がい る場合 、信託 条項 、または制定法 に別段 の定 めがな い限 り、報酬額 の総額 は通常 、同一

である。

当事者 間の合 意、信託条項 の規 定、 制定法によ る規定が ない場合 には、 受託者 は、平等の割合 を もって報酬 を

うける ことがで きる。 しか しなが ら共同受託者の うちの1人 が他 の受 託者 よりも大 なる職務 をなす場合 には、裁

判所が決定 す るところに従 って、その職務の価 値に関連 して報酬 が分配 され る。

mL辿 麓曇 荏煮

受託者 の死 亡、辞 任また は解 任によ り、受託者が完全な信託事務処理 をす ることができなかった場合 、受託者

または受託 者の人格代表者 は、 信託事務 を完全に履行 した場合 に受 け るべ き報酬額 は取得 できない。受 託者の な

した任務 につ き裁判所が相 当 と認めて決定 した額 につ いて権利 を有 す る。裁判所が、報酬額 を決定 する場 合に考

慮する事 情は、次の とお りである。

(1)信 託の期 間お よび受託 者が辞め るまでの期間

(2)信 託の終 了 まで に必要 と思われ る受託者の任務 と比較 した場 合の受託者 の現 に行 なった任務

(3)受 託者 としての彼の任 務の終了原 因。

第243条 信託違反の報酬請求権におよぼす影響

受託者 が信託 違反をな した ときは、裁判所は、その裁量 に したがい、受託者 の報酬 の全部 を否 定 し、またそ の

額を減 じ、または、全額 を認 めるこ ともで きる。

注:

且.一 般期 日

受託者が信託違反 をな した場合、受託者 はそれに よって生じた損失 につ き、受益 者に対 し責任 を負 う。第205条

参照。本条は、 もし、受託者 が信託違反 をしなか った ら受 領できる報酬の全部 または一部 を剥奪 で きるか どうか

の問題 を扱 う。受託者 の報酬 が減 らされ、 または否認 される時、その減額 または否 認は、信託違 反に対す る付 加

的罰 とい う性質の もの ではな く、報酬が支払われ るべ き職 務が適 切に なされ たためである。

b.損 失を報 酬」ヒ相殺す{6薫 と

受託者が信託財産 に損失 を与 える信託違反 をなした場合 、た とえ受託者が報 酬を受ける権利 を有 して いて も、

自己の報酬請求権 は、損失 に対す る責任 と相殺 され、受託 者がその損失 を補填 しなければ、 報酬 の全額 を受領 す

る権利はな い。

丸.裁 判厳 の疏景

信託違反 をなした受託者 が、報酬の全額 を受領 できるか、減額 また は否認 されるかは、裁判所 の裁量の範 囲で

あ る。裁判所が裁量権 を行 使す る場合、次 の要素が考慮 される。

(1)受 託者が善意 かど うか
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(2)信 託違 反が故意または過失でな され たか、 あ るいは無過失 か

(3)信 託違 反が・信託全部の管理 に関わ る ものか・信託違反 の一部 だけ に関 わる ものなのか

(4)信 託違 反が損失 をもた らしたか どうか・受 託者が補填 をなした損失が あったか どうか

(5)受 託者 の職 務がその信託に価値 の あるものであ ったかどうか

亘⊥ 報酬 の否 認

受託者 が信 託の履行 を拒ん だ り信託財産 を目的外 使用 したとき・ あるいは・受託 者が・故意 または過失 で、全

部の信託 の管理 を誤 まった場合、通 常、 その受託 者は、何 らの報酬 も受け る ことはで きな い。

旦.報 酬 が制定 脚 こ堪室 一

制定法 または信託条項 によって、信託 の適 切な管 理 に対 する報酬額が定め られ ていて も、本条 の規則 は適用 さ

れ る。

工.塑 敵鷺託 者

共 同受託 者の一人が信託違反 をな し、他 の受託 者は それに関与せ ず、 したが って受益者に対 して何 らの責任 も

負わ ない場 合(第224条 参照)、 信託違反 を犯 していな い受託者 は、 自己の職務 につき報酬 をうける権利 を有 する。

一菖L免 」糠 項

信託約 款に、信託違反の責任 に対す る免責条項 がっ いて も、受託者 は、信託違反 の ため に、報 酬の全部 または

一部が否 認 され ることがあ る。

第8節 受託者の費用補償

第244条 正当に負担 した費用

受託者 は、信託事務処理に関 し、正当 に負担 した費用 にっいて は、信託財産 から補償を受 ける権原 を有 する。

注:

旦㌔ 受託者 の費用支出の権限に関 しては、第188条 参照。

亙L血 随一㎏担n虹at並 咀Lま 左は償還 些よ 蓋補 償

受託者 の信 託事務処理に関 し正当に債務が生 じた場合、受託者が それ を弁済 するのに 自己の個人 財産 を使わ な

くてすむ よ うに、債務の履行 に信託財産 を使用する ことによって責任の解除 を得 るか、あ るいは、受託者 が債務

の履行 に個人 財産 を使用 して しまった場合 は、信 託財産 か ら弁済 を受け るという償 還の方法 をとるか、 どち らか

の方法 で、受 託者は、信託財産か ら補償 を受 ける権利 を有 する。

旦,補 側 玉虫t吏越 取持描

受託者 は、補償 を受け る権利 を有す る範 囲におい て、信託財産上、担保権 を有 する。受託者 は、信託事務処理

に関 し正 当に負担す る費用につ いて、彼 に弁済 がな されるまで は、信託財産 を、受 益者、 または、受益 権の譲受

人 もし くは、承継受託者に引渡すよ う強制 されない。

通常、受 託者は補償 を受け る権利 を有 し、 かつ それ にっいて信託財産に先取特権 を有す るのであるか ら、補償
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を うけるのに適当な方法 をとる ことがで き、ただちに受託者に補償 を与 えることが、信託 目的 を実質 的にそ こな

わない場 合には、補 償の実行 を延期 す ることを強制 されな い。

信 託財産 の中に、 その 目的 に使える金 銭があれば、受託者は、正 当な信託事務処理 に関 し生 じた債務 の履行 に

その金銭 を使 用する ことが できる、又 は受託者が債務 を自己の個人財 産で弁済 した場合 には、 その金銭 で もって

払 い戻 して もらうことがで きる。信託財 産中に、その 目的に使用 できる金 銭がな いが、受益者に、正当 に負担す

る費用の弁済 のために、 信託財産 を売却 または抵 当に供 す る権限が与 え られてい る場合には、受託者 は、 売却 ま

たは抵当設定 によって、 補償 に必要 な財産 を正 当に確保 す ることが できる。受 託者に売却の権限(第190条 参照)、

また は抵当設定の権限(第191条 参照)が ない場合 、裁判所 が、受託者の信 託事務 処理に関 し正当に負担 した費 用

の補償のため に、信託財産 の売却また は抵 当の設定 を受託 者に認め る ことができる。

しか しなが ら、 もし信託財 産の中に、 その目的 に使 える金銭 がな く、 ただちに売却 又は抵 当に供 する ような こ

とをすれば、信託 目的の達成 に反 した り実質上阻害す る場合 には、受託者 は補償 の実 行を延期 するよ う強制 され

る。例 えば受 託者が信託 と して所有す る家屋 を修繕又は改良 して適 正に費用 を負担 し、 自己の財産 か ら支払 った

場 合に、その家屋を抵当 にす る ことが不可能であ り、それ を売却 すれば信託 目的 に反 する ことになる し、 その信

託をにつき、他 の財産がな い ときに、裁判所は受託者に対 し、収益 を時々受け る ことによ り、償還 を命 じるか又

は何 ら収益 がない場 合には、単 にその財産が後 日、売却 した際 に、売 却代金か ら償還 され るぺ きであ り、償還 に

関 する請求権 は売却 までは担保権 にすぎな いことを命 じることができる。

亘一._浪費昔 日壼

信託が たとえ浪費者信 託であ っても、受 託者の信 託事務処理 に関 し正 当に負担 した費用につ いて、受託者 は補償

を受 ける権利 を有す る。第157条 注d参 照。

旦㌔鷲1」i煮」口債務不履行

受託者が、補償 を受 け られ る費用 を正 当に負担 したが、 同時に信託違反 もおか した場合、債務 の額は補償額 と

相殺 される。すなわち補償 を うけ ることが できる額 は、信託違反 に よる責任額 の範囲で減額 され、その ような責

任額 が うくべき補償額 と同等 または超過す る場合 にほ、受託者 は信 託違反に よ り生 じた損失 を填補 しない限 り、

費用 の償 還を全 く否 定 され る。

例:

1.Aは 、あ る社債 の受 託者である。Aは 過失 で、40ド ルの利 札 を失 なった。Aは 固有財産 か ら報酬

として100ド ル を支払 った。Aは 、信託財産か ら60ド ル の範 囲で償還 をうけ る権利 を有す る。

2.Aは アパ ー トの受託者 である。Aは 、管理人 としてBを 雇 い、Bに500ド ル支払 うことを契 約 し

た。 その後、Aは 、信託財産 の1,㎜ ドル を横領 した。Aは 、管理 人に固有財産 から500ド ル を支払 った。

Aは 、信託財産 か ら償還 をうける権利 を有 しない。

3.Aは 事業 の受託者で ある。事業 の経営 に際 して取引債権者 に900ド ルの債務を負 った。Aの 犯 し

た信託違反 の結果 、Aは 信託財産 に対 し400ド ル の債 務不履行 となっている。Aは 、500ド ルの範 囲で、

信託財産か ら償還 を受け る権利 を有す る。
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fＬL複数受託 者 の一当ム}こよロー債務不願 行

共 同受 託者 の一人 が信託違 反をおか し・他 の受 託者 は それに関与せず・受益者 に対 し何 らの義務 も負担 しない

場 合(第224条 参照)に ・受託者が正当な信託 の:事務処理 に関 し・第三者 に債務 を負 うときは、信託違反 を して

いな い受託者 は・第 三者に対す る債 務につ き信託財 産か ら補償 を受 ける権原 を有 す る。信 託違反 をな した受 託者

は、信託違反 の責任の範囲にお いて補償が否認 され る。

例:

4.AとBは 農場の受託者で ある。農 場の木 を伐 る際 に・雇人 の一 人が過失 によってCを 傷つけ、C

はAとBに 対 し、1,㎜ ドル 繍 求 できる判決 を得 た。Aは ・以前1こ・その信託 の金銭 を1.200ド ル 目的

外 使用 したが、 その ことに対 しBは 何 らの責任 もなか った。BはCに 判 決の額 を支払 った。Bは 信 託財

産 か ら償還 を受 ける権利 を有す る。

且　受託者 または複数受託者 の一人が補償 を受 けた ために、信託財産 から弁 済を受け る債 権者の権利に対 して債

務不履行 が生 じた場合 の効果 に関 して は、 第268条 注eお よび注f参 照 。

互,_斑 敵魔 睡者_の'、人力`正当1三鳳」旦レた債務 の責 任

二 人の共同受託者 によって第三者に対 し債務が生 じ、 しか もその債務については、受託 者の一人 だけに過失が

ある場 合、無過失 の受託者 は、第三者 に対する債務 につき信託財 産か ら補償 を受け る権利 を有す るが、過失で第

三者 に債 務 を負担 した受 託者 は補償 を受 け る権利が否 定 される。第245条 参 照。

例:

5.AとBは 、家屋の受託者 であ る。Bで はな くAの 過失のために、歩道 に氷 を積み、通行人 のDが

すべ ってけがを した。制定法 に よ り、無過 失で も、土地の所有者は歩道 の条 件が原 因で生じた損害 に対

し責任 を負 うとされて いる。Bは 、信託財 産か ら補償 を受 ける権利 を有す るが、Aに は認め られない。

6.AとBは 、農場の受託 者 である。両者 はCと 農場用 トラックの運転契約 を結 んだ。Aは 、Cが 資

格 のな い運 転手であ ることを知 りなが らCと 契約 した という過失 をお か した。Bは その点につ き無過失

であ る。 トラック を運転中Cは 過失 でDを ひ いてしまい、DはAとBを 相 手 どり、1,㎜ ドルの損害賠償

の判 決 を得た。Bは 、信託財産 か ら補償 を受 ける権利 を有 するが、Aは 認 め られ ない。

L._信 託条項 に ょる制限

信 託条項 に よって受託者 の補償が、信託財産 の特定 の部 分に限 られる ことがあ る。例 えば、遺言者が信託 とし

て財 産を遺贈 し、そ の財産 の中には、受託 者に経営継続 の権限 または指示 が与 え られ た事業 が含 まれて いるが、

別 に他の財産 は、その事業 には使われ ない又は関係 ない もの とされている場 合、信託条項 に別段 の定めがな い限

り、 事業 の危険 を負担す るのは、 その事 業に使用 され てい る又 は関係のある財産 だけであ り受託者 は事業の経営

上生 じた債務 につき、他 の財産 か ら補償 を受け る権利 を有 しない。

事業の危険 を信託財産 の全部に負担 させ、事業 に使 用 し、又 は関係のある財産 につ いてのみ負担 させ るもので

はない とす る委 託者 の意思 は、特定 の言 葉で述べ られて いな くて も認め られ うる。

例:

一423一

」



【第7章 】

7.Aは 、全 財産 をCの ための信託 としてBに 遺贈 した。Aの 財 産 には事業が含 まれ ていて、AはB

にその経営 を指 示 した。また、Aの 財 産には事業 とは関係 のない財 産 もあった。事業の経営上、Bは 卸

売業 者か ら食料 雑貨品 を買入 れた。 この債務 を負担す るのに事業 用の財産 だけで は十分 ではなか った。

委託 者の別段 の意思 を表示す る証拠がなければ、Bは 事業以外 の財 産 から補償 を受 ける権利 はな い。

8.Aは 全 財産 を信託 としてBに 遺 贈 した。その財 産 には事業 が含 まれ ていて、遺言書 に、Bが その

事 業 を継続 して行 くよう指示 されていた。遺言書 には、信託 としてBに 遺贈 され た財産 のどれ で も事業

に使 って良 い 旨記載 されていた。事業の経営上、BはCか ら商品 を買入れ た。事業が うまく行 かず、事

業 に供 されてい る財産 ではCの 債権額を満足で きない状態 にある。BはCに その額 を支払 った。Bは 、

事業 に使用 され る財産 だけでな く、信託財産の残余部分 か らも補償 をうける権利 を有す る。

j⊥ 』市後壁麟

受 託者 の補 償のために、信託財産 か ら弁済 を受ける債権者の権利 に対 して、債務不履行が生 じた場合 の信 託条

項 による制 限の効果 につ いては、第268条 注g参 照。

連 続受益 者のために設定 された信託 の場 合、費用の支出 を元本 と収益 に分配す る ことにつ いては、第233条 参照。

第246条 、247条 、248条 は本条 に述 べ られて いる規則の特別適用 である。

第245条 不当に負担 した費用

(1)本 条(2)項 および(3)項 の場合 を除いては、受託者は、信託 事務 の処 理に関 し、正当 に負担 した ものではな

い費 用にっ いては、信託 財産 から補償 を受ける権利を有 しない。

(2)あ る費用が、信託 事務 の処理 に関 し正当に負担 した もので はない場合 で も、受託者 にかか る費用 につ き補

償を与える ことが衡 平であ るという事 情がある限 りは、受託者が それ につ いて信託財産 に利益 を与 えた範 囲にお

いては、信託 財産か ら補償 を受 ける権利 を有する。

(3)あ る費用が、信託事務 の処 理に関 し正当に負担 した もので はない場合 で も、その費用 に生 じた取 引が、受

益者が、これ を否認また は承認 する選 択権 を有する もので、かっ受益 者が これ を承認 した場合 には、受託 者は費

用の全額 にっき信託 財産か ら補 償を受け る権利を有する。

(1)項 の注:

a,何 らの利益 も生 じ良 い掲 査

受託者が、 自己の権限 を こえて費用 を負担 し、 しか もそれ によって信託財産 に何 らの利益 ももた らさな い場合

は、受託者は補償 を受け る権 利がな い。

例:

1.Aは 甲地 の受 託者であ る。Aに は 甲地 を売却 する権限が与 えられていなかったが、Aは その権限

があ ると信 じて、売 買の申込み をうけるため に不動産仲 介人のBを 雇 った。Bは 売 買の申込 み を受 け、

Aは 、Bの 報酬 と して100ド ル をBに 支払 った。 その売 買は、成立 しなかった。Aは 、信託財 産か ら償還
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を受 け る権 利はな い。

2・Aは 全財産 を信託 としてBに 遺贈 し・彼 にその財産 を指示 した。信託財産 の中には、Aが 経営 し

ていた洋服屋が含 まれ ている。Bは ・信 託違反 をおか し・ この事業 を数年間続 けていた。Bは 、Cか ら

布地 を買 い、Bの 固有 の財産 か らその代金 をCに 支払 った。その布地 は・火事 で焼 けて しまったが、そ

れは、保 険に入 っていなか った。Bは 、信託 財産か ら補償 を受ける権原は ない。

互⊥」監延音.塩鱈 珪亘挺 すぺき 輿

受託者 自身 がなすべき行為または自分 自身で支払 わなければ ならないことに代理人 を雇 い・ それに対 して支払

われた費用 については、受託者は償還 を受け られ ない。第188条 注C参 照。

旦.._値蹴

信託条項 に よって、受託者が、あ る費用 の支 出につ いて権 限がな くても、善意 で費用 を支 出 した場合は、信託

財産 か ら補償 を受け る権原 があると規定 されてい る場合 は、受 託者はその費 用につ き、補償 を受 ける権利があ る。

但 し、悪意 ま たは、受益者 について過失 に よって知 らなか った場合を除 く。第222条 比較 。

(2)項 の注:

d. _租 益を.も± らす増量

受託者が権 限を こえて費用 を支出し、それに よ り信託財産に利益が もた らされ た場 合、 通常、受 託者 は、利益

の生 じた範 囲において補償 を受ける権利 を有す る。そ のような補償が許容 され ていないな らば、 受益者 は受託 者

の支 出した費用で もって、不当 に利益 をうる ことにな るか らである。

例:

3.Aは 甲地 とある証券の受 託者であ る。Aは 信託財産のために金 銭 を借入れ た り、信託財産 を担 保

に入れ る権 限はなかった。Aは 、銀行か ら4,㎜ ドル を借入れ、担 保 として証券 を質入れ した。Aは そ

の金銭 を甲地上の抵当の解 除に支払 った。 その後、Aは 自分 自身 の金銭 で銀行 に返済 した。Aは 、信託

財産 か ら償還を受け る権利 があ る。

4.Aは 家屋の受託者であ る。Aに は、その家屋の増築 の権限は なか ったが、 ある と信 じて、家屋 の

増築 のために、大工 のBに1.㎜ ドル支 払 った。Aは 、 その家屋の売却 の権 限に も とつ いて、家屋 を売

却 したが、増築 した結果、増築 前よ りも750ド ル高 く売れた。Aは 、750ド ルの範 囲で償還 を受ける権利

があ る。

e.利 益は、売却価額 の増 加 と同様、信 託財産の賃料 の増加に よって も生 じる。

例:

5.Aは 、家屋 を賃貸 し、 賃料 をBに 生涯 支払 うという内容の信託 として、家屋 を保 有している。A

は同家屋を改良す る権限を有 して はいない。Aは 同家屋の増築のため に自己の金銭 で5,㎜ ドルを支払 っ

た。増築がな けれ ば、 同家屋の賃料 は1,㎜ ドル である。増築 によって、1,蜘 ドル で賃貸 している。A

は、償還が得 られるまで、賃料 の増 加額 を控 除する権利 がある。

正.信 託 財産 を保全 しなければ価値が減少 する場合、保 全によって利益は生 じる。
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例:

6.Aは 、 その全財産 を、Cの ための信託 としてBに 遺贈 した。 その財産 には、二番抵当権 が含 まれ

ている。二 番抵 当権 に全部損 失 をもた らす一番抵当権の実行 手続 を防止す るため、Bは 銀行 か ら金銭 を

借入 れ、それを もって一番抵 当権のために支払 った。そ の結果、 その土地 は、両方 の抵 当権価額 に充当

できる程度 に売 却 され た。Bは 、一番抵 当権の額の範 囲 にっいて補償 を受 ける権利 を有す る。

且,、荊憤 を轟め亘」こと坦褒三巴註亙土 量場 合

受託者 が自己の権 限を超 えて費用 を支出 し、その結果、信託財産 の価値 が増 した場合で も、受託者 に補償 を認

める ことが、受 益者 に衡 平で はない とい う事情 があれば、受託者 は補償 を うけ る権利 を有 しない。受託者 に補償

を認 める ことが衡平 か どうか を決定す る重要な事 情 とは、次の ような ものであ る。

(1)受 託者が、 その費 用の支 出について悪意 であ ったか どうか

(2)受 託者 が、 その費 用の支 出の権 限がない ことを知 っていて行動 したか どうか

(3)信 託財産 を保全 するた めの費用 の支 出の必要があ ると受 託者が信 じることが相当で あったかどうか

(4)利 益 が金銭の形 で現 実化 され たか、または現実化で きるか ど うか

(5)信 託 目的の効 力を失わせ る、又 は阻害する ことな く補償が可能 かど うか

受 託者が権 限を こえて費用 を支 出 し、それによって信託財産の価値 が増 加 した場合、価値の増加 が、売却 そ の

他 の処分 によ り、代金 を受領 することに よ り、又は収益の増加に よ り現実化 され るまで、受託者が補償 を うけ る

ことを延期 するよう強制 され る。例 えば、受託者が、信託 として保有 してい る家屋改良の権限がな いに もかかわ

らず、改良 のために自己の財産 か ら費 用 を支払 った場 合、受託者は家屋 が売 却 され るまで、補償 を受 ける ことを

延期 するよう強制され うる。 ・

例1

7.Aは 信託 として家屋 を保有 し、その信託の 内容 は、B生 存 中はBが その家屋 に住み、B死 亡後 は、

家屋 を売却 して、 その代金 をCに 支払 うというものであ った。Aに は家屋 を改良す る権限はな い。Aは

自己の金銭5.000ド ルを費 して、その家 屋に増 築 を加 えた。家屋 の売却価値 または賃貸価値が増 加 した

だけなので、Aは た だちに補 償を うける権利はない。

(3)項の注:

』」」垂甚 者貞元選8ξ権 を雀輌靱 取田ユ三L受益 棉 珪 辿 軸 籔 醐 』幽

受益者 が、拒絶 または承諾 の選択権 を有 している取引で、かつ、受益者 が承諾 した取引に関 し、受託者 が 自己

の権 限を超 えて、費用 を支出 した場合 、信託財産 に利益がそ こまで生 じな くとも、受託者 は支 出した全額 につ き

補償 を受 ける権 限を有す る。 この場合 、受益者に よる承諾は費用 の負担 につ いて受益者が前 もって同意 を与 えた

場合 と同一 の制 限と効果 に服 する。第216条 参照。

例:

8.AはBの た めの甲地 の受託者であ る。Aは 甲地の売却 につ き権限が ないにもかかわ らず 、ある と

信 じて、売 買の申込み をうるために、不 動産仲介業者Cを 雇 った。Cは 売買 の申込み をうけ、AはCに
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報酬 と して1°°ドル支払 った・Bは その土地 の売 却 を承諾 した
.Aは 借訓 産 か ら、。。ドルを償還す る こ

とが できる。

9・AはBの ための甲地 の受 辞 で ある・Al岬 地上1・勘 を建て る権限 力価 ・
。Aは 、.⑭ ドルを

費 して・甲地上に移動式住宅 を設置 した。Bは そ の購入 を承諾 した。Aは 信 託財 産 か ら1
.㎜ ドルを償

還す る ことがで きる。

10.Aは ・Bの ための100・000ド ル の受 託者で ある。信託条項 によって・ その金銭 を土地購 入に投 資

する ことは認 められて いな い。Aは 信託 財産 の10,㎜ ドルで甲地 類 い、 甲地上の建物 の修理 に 自己の

1,㎜ ドル を費 した。Bは その土地 の購 入 を承諾 した。Aは1.㎜ ドル について償還 を受 ける ことができ

る。

⊥.湖 据描を 唱酬 引コ幽 が掠施 し.た燭台

受 託者 が権限 をこえて費用 を支 出し、 それに よって信託 財産に分離可能 な利 益が生 じたが、受 益者がその利益

の享 受を拒否 した場合 、受託者 は、支 出 した費用 の償還 を求め ることはできないが、利益 を取得 す る権原はあ る。

例:

11.AはBの ための甲地 の受託者であ る。Aは 甲地上に建物を建てる権限 がないが、 あると信 じて、

Cか ら移 動式住宅を買って甲地上に設置 した。Aは 、 その家屋のために1,000ド ル を支払 った。BはAに

その移 動式住宅 を移動 させるよ う指示 した。Aは 信託財産か ら償還 をうけ る権利はな いが、 その家屋 を

取得 する ことはで きる。

第246条 契約上の責任

第244条 および第245条 に定め られてい る規則 は、受託者が信託事務の処理 にっ き負担 した契約 上の責任 に対 し

適用す る。

注:

且L償 還1お.よ理 責

受 託者は、通常、信託事務 の処理 に関 し締結 した契約 にっき個人的に責任 を負 う。第262条 参 照。その責任が、

正 当に負担 した ものであれば信託財産 か ら償 還 を受 ける権 原を有する。受託 者が、 固有財産 をもって債務を履行

した場合は、信託財 産か ら償還を受 ける権原 を有す る。 もし受託者が債務を履行 しないな らば受託者は、信託財

産 か ら免責す る ことがで きる。つま り、 受託者 は債務 を履行す るのに正当に信託財産 を使 用す ることがで きる。

例:

1.Aは アパー トの受託者であ る。Aは 、管理人 としてBを 正当に雇 った。AがBの 給料 を固有財産

か ら支払 った場合、信託財産か ら償還 を うけ る権利が ある。AがBに 支払 っていな ければ、AはBに 信

託財 産か ら正 当に支払 うことが できる。

2.Aは 受託者 である。BがAを 相 手 どって信 託財産 に関す る訴訟 を提 起 した。Aは 、応 訴す るため
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に弁護士Cを 正当 に雇 った 。Aが 固有財産か らCに 支払 っている場 合、信託財産か ら償還 を受 ける権利

を有す る。 もしCに まだ支払 って いないな らば、受託者は、 信託財 産か らCに 支払 うことがで きる。

3.Aは 、小売業 を信託 としてBに 遺 贈 し、その商売 を続 けるよ うBに 指示 した。信託の適切 な事務

処理 上、Bは 卸業者 のCか ら商品 を仕入れ、売買代金 を自己の手 形でCに 支払 った。Bは 信託財産 か ら

補償を受け る権原 を有 する。

4.Aは 信託 としてBに 農 場 を遺贈 し、 その農場の経営 をBに 指示 した。農場 の正当 な経営上 、Bは

農場用具 と肥料 を買 い、固有財産 から支払 った。Bは 信託 財産か ら補償 を受 ける権利 を有す る。

b.契 約上の責任が、正当 な ものではな い場合 の受託者 の補償 については、第245条 参照 。

旦⊥」清韻財産」三型養 毛挫 」二起摺1査

信託事務の処理上、受託 者が締結 した契約 を受託者 が遵守せず、 それに よって、受託者が債務不履行 の責任 を

問 われ ても、そ の結果、信 託財産に利益 が生 じている場合 は、 その範 囲にお いて受 託者は補償 を受 ける ことが で

きる。例 えば、受託者 が信 託財産 を売却 す る契約 を締結 し、 その後、 もっと良 い条件の申込 みがあ り、その財産

を売却 した場合、受託者 は、代金の増加 額の範 囲で契約上 の責任 に対す る補償 を受け ることができ る。

第247条 不法行為上の責任

第244条 および第245条 に定め られて いる規則は、受託 者が信託 事務の処理 にっき負担 した不法行為 上の責任 に

適 用する。

注:

真 償 還およぜ 免責

受託者は、信託事務の処理 に関して第三者にな した不法行為 につ いては、個人的責任 を負 う。 第264条 参照 。

信託事務の適正な処理上、債務 が生 じた場合で、その債務 につ き過 失がな いときは、受託者 は信託財産 か ら補 償

を受ける権利 を有す る。 も し、 受託者が 固有財産か ら債務 を履行 した場合 は、信託財産か ら償還 をうけ、 まだ債

務の履行 をしていな いときは、受託者は、 その債務の履行 に信託財 産を正 当に使用 できるという免責の権利 が認

め られる。

h..鷺 轟 音左艇 過来の勤 註

第三者に対す る不法行為 が、受託者が信 託事務処理上、適正 に雇った代理人 または使用人 の過失 でな され、受

託者 自身の過失がな い場合 は、受託者 は第 三者 に対 し責任 を負 うが、信託財産 か ら補償を受 ける権利 を有す る。

例:

1.Aは 食料雑貨 業の受託者 である。Aは 食料雑貨 を運 ぶため にBを 雇 った。Bが 運 転資格 をもつ人

であるとAは 信 じ、それに は過失 がない。Bが 自動車 で食 料雑貨 を運送 中、Bの 過 失でCを ひいて しま

った。Aは 、Cに 対す る責任 の範 囲で、信 託財産 か ら補償 を受け る権 利を有する。

2.Aは 農場 の受託者で ある。農場 の適 正な管理 上、Aは 、農場 の木 を伐 るためにBを 雇 った。Bが
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木 を伐 採中に・過 ってCに 倒 して しまった。Aは ・Cに 対す る責任 の範 囲で、信託財産 か ら補償 を受 け

る権 原 を有する。

代理 人の行為に よって生 じた受益者 に対す る受託者 の責任 に関 しては、第225条 参照。

∫.._第三者 に対す る責任が受託者の行為 によって生 じたが・ それについて受託者 に過 失がな い場 合は、受託者 は

信託財産 か ら補償 を受け る ことができる。

例:

3.Aは 甲地 の受 託者である。信託 条項に よって、Aは 、甲地 上にアパー トを建 てる よう指示 されて

いた。 アパ ー トの基礎 をつ くるため土 台 を掘 ってい る途中、隣接 のB地 が、 それ によって沈下 して しま

った。Aは その沈下 につき過 失がない。AはBに 対す る責任の範 囲で、信託財産 か ら補償 を受け ること

が できる。

旦..離 婁ii三過 失のあ る構音

受託者 の過 失で責任 を負担 した場合は、補償 を受 け る権原 を有 しない。

例:

4.Aは 洋服屋 の受託者で ある。Aは 過失 によ り床 の破損 を放任 していた。客のBは 、 その床 の穴 に

落ち、腕 を折 ってしまった。AはBに 対 し責任 を負うが、信託財産 か ら補償 を受 ける ことはできない。

5.Aは アパ ー トの受託者 である。制定法 によって、アパ ー トの所有者は、火災 の時の避難場所の設

置が義務づ け られている。Aは 、過 失に よって、火災の時の避難場所 を設置 していなか った。その家屋

が火事 で焼 け、避難場 所がなか ったため にBが 火事で負傷 をした。AはBに 対 して責任 を負 うが、信託

財産 か ら補 償を受け とることはで きな い。

6.Aは 食料雑貨業の受託者であ る。Aは 食料品の運搬 のためにBを 雇 った。Aは 、Bが 無資格 の運

転 手で あることを知 っていた。Bが 自動車 で食料品 を運搬す る途中、Bの 過 失でCを ひいてしまった。

AはCに 対 して責任 を負 うが、信託財産 か ら補償 を受 ける ことはできない。

旦,.保 険 皿人 を怠 ゴ左場窒

受 託者 が責任保険 をかけるのを怠 った ことで信 託違反 の責任 を負 う場合(第176条 参 照)、 受託 者が受 けるはず

であった保険金額 につき、補償 を受 ける ことがで きない。

上_受 話 者が、 信託 事務 の処理 につき⊃_適正」こ行動 しなか2起 揚二合

不法 行為 の当時、受託者が、信託事務の処理 につ き、適 正に行動 していなか った場合、不法 行為が、受託者 自

身の過失に よる ものではな くとも、信託財産か ら補償 を受 ける権利がない。

例:

7.Aは 家屋 の受託者であ る。信託条項 に よって、Aは 、 その家屋 を取 り壊 して新 しい家屋 を建 てる

権 限は与 え られ ていない。Aは そ の家 屋を取 り壊 し、新 しい家屋 の基礎 をつ くるた めに土台 を掘 ってい

る途中、隣接 のB地 を沈下 させ てしまった。 その沈下 についてAに は過失 がな い。AはBに 対 して責任

を負 うが、信 託財 産か ら補償 を受 ける権利は ない。
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8.Aは 食料雑貨 業の受託者 である。信 託条項 によって、Aは その事業 を売却す るよ う指 示 され てい

た。信託違反 を犯 し、Aは その事 業を継続 した。Aは 食 料品 の運搬 のためにBを 雇った。 自動 車で食料

品 を運ぶ途 中、Bの 過失でCを ひいて しまった。AはCに 対 して責任 を負 うが、信託財産か ら補償 を受

ける権利 はない。

.菖L不 法盤 為.直三伺託 財産に=迄 垣場合

受託者が故意に不法 行為 をなしたが、その不法 行為 をす ることで、 信託財 産に利益 を生ず る ことを意 図し、結

果 として、信託財産 に利益 を生 じた場 合、第245条(2)項 に規定 され ている規則に もとづき、利益 の範 囲内で、受

託者は、信託財産か ら補償 を受 ける権利 を有す る。

例:

9.Aは 店舗の賃借権 と在庫品の受託者で ある。Aは 賃貸 借契約 期間満了後、在庫品 を売却す るため

に、 なお1日 そ こを明渡 さなか った。地主 は、Aを 訴 え、100ド ル の請 求を している。受託者 の行為 に

よって、在庫品 を移 動す る費用が100ド ル以上節約 された。Aは 、地 主に支払 った100ド ルについて、信

託財産 から補償 を受け ることが できる。

」1±情趣条郵{

信託条項 によって、受 託者 の過失 による不法 行為 の場 合で も、 信託財産 か ら補償 を受け られ ると規定 され てい

るときは、悪意 または受益者 を無視 して受 託者 が責任を負担 したの ではない限 り、信託財産か ら補償 を受け る権

利 を有する。第222条 比較。

信託条項 に よって事 業 を行 うのに必 要な とい った ように、信 託財産 の一部 か らのみ受託者 は補償 を受 ける こと

がで きると規定できる。

第248条 権利主体としての責任

第244条 および第245条 に定 め られてい る規則 は、受託者が信託財 産の権利主体で あることによって負担 する責

任にっいて適用する。

注:

a.受 託者 は、信託財産 を もって補償 を受 ける限度 においては、 第三者に対 する信 託財産 の権利主体 としての責

任 につき、個 人的に責任 を負 う。第265条 参照 。

L-』 」憧 が1適.正1≡瑞在 在」性宝玉遁 、蹴 査

受 託者 が適 正に信託財 産 を保有 し、正 当に債 務を負担 した場合 は、受託者 は信託財産か ら補償 を受け る権利 を

有 す る。

例:

1.Aは 甲地の受託者 であ る。Aは 、甲地に課せ られた税金 を個人的に支払 って いる。Aは 信託財 産

か ら補償を受 け る権利 を有 す る。
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2.AはB銀 行 の株券 と他 の財産 の受 託者 である。信託条項 によって、その証券 は、A個 人 の名で保

有 され ていた。B銀 行が倒産 した。Aは 、制定法上 の二重責任 を負 う。Aは 、信託財産 か ら補償 を受け

る権 利 を有す る。

已 豊 に:を ・負⌒ 査

受託者 が適 正に信託財産 を保有 しているが、不 当に責任 を負 った場合、信託財 産か ら補償 を受 け る権利 を有 し

な い。

例:

3.Aは 甲地 の受託者 である。A個 人 として甲地上 の税金 が課せ られた。Aは 、税金 の支払 いにあて

られ る信託財産 の金銭 をもっていたが 、Aの 過失 で税金 の支払を怠 り、罰金が課せ られた。Aは 、罰金

の額 につ いて は、信託財産 か ら補償 を受け る権利 を有 しない。

d.財 産 が適 正旦 保 されていない 合

受 託者 が、信託違反 を して財産 を取 得 した り、財産 を保有 している場合 は、 受益者が、 その財 産の取得 を承諾

しない限 り、権利主体 として負担 した責任 につ き、信託財産 か ら補償を受 ける権利 を有 しない。第245条(3)項 参

照 。

例:

4.Aは100,000ド ルにっいてBの た めの受託者 であ る。信 託違 反 を犯 し、Aは その金銭で 甲地 を購 入

した。Aは 甲地 上に課せ られた税 金を負担 してい る。Bが 、甲地 を購入 した受託者 の行為 を承諾 した場

合に限 り、受託者 は甲地 に課 せ られた税金 につき、信 託財産か ら補償を受け る権利 を有す る。

第249条 受益者から個人的に補償を受ける権利

(1)信 託財産が受託者の信託事務処理により正当に負担した費用を補償するに十分でない場合でも、受託者と

受益者との間に、受益者が受託者に補償すべき旨の明示の意思表示その他の方法による合意がない限り、受託者

は、受益者に対し補償を請求する権利を有しない。

(2)受 託者が、信託事務処理により負担した費用につき信託財産から補償を受ける権利を有する場合に、その

補償を受くぺき費用の額を差引かずに信託財産を受益者に譲渡したときは、受託者が補償を与えることが衡平に

反する程度に受益者の状態が変化する場合でない限り、受託者は、その読渡した財産の限度において受益者に対

し補償を請求する権利を有する。

(1)項の注:

旦,嚢 腫書起封ずる抑.償蛙21躍 益{養鰻「+綿斑なk週 令

遺言信託の場合、および、通常の生前行為による信託設定の場合、受益者の同意がない限り、受託者は受益者

から個人的に補償を受ける権利を有しない。

例:
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1.AはCを 受益者 とす る信 託 として甲地 をBに 遺贈 した。Bに 過 失は ないが、土地 に欠陥が あ り、

Dが そのために負傷 をした。DはBを 相手方 として1.㎜ ドルの損害賠償の判決 を得た。 甲地 は200ド ル

の価値 しかない。Bは 、Cか ら個人的に補償 を受 ける権利 を有 しな い。

h　 翌並 粗 玉対す る補償に ついて奨 益者の同意担墨適 量査

受 益者 が、受託者に補償 を与 える ことに同意 して いる場合、受託者 は、 受益者か ら個人的 に補償 を受 ける権利

を有す る。その ような同意 は、 信託条項 に規定 され た り、諸般の事情 か ら推定 され る。 このような合意 を示す と

思 われ る事情 としては、委託者 が唯一 の受益者であ るか、受益者の一・人であ る場合、受託者 の義務 が単 に信託財

産 の管理 をなすだけでな く、受 託者側 に相当な危険 を負担 させ る事業 を行 う場合、信 託財産が株式 の価値 を超 え

て義務や税 を負担するお それ のある株 式である場合で ある。

受益者が受託者に対 して補償 す るという合意が ある場合、そ のよ うな合意は、通常 、信託事務 処理 によ り正当

に負担 した責任 につ いて のみ補 償す る合意 として解釈 され る。す なわち244条 で述 べ られた規 則に基 づいて受託者

は、信託財産か ら補償 をうける ことが できるので ある。

c.受 託者が、受益者の代理 人で もあ る場合、代理 の リステイ トメ ン ト第2版 第439条 に定 める規則 によ り、原則

として代理人 としての受託者 は、本 人 としての受益者 か ら補償 を受 け る権利 を有 する。

受託者が、受益者の代理 人である場合 につ いては、受益 者によって 自己の行為 を監督する ことになるので、第

8条 注h参 照。

止.」萱鎚麹;対 宣 る剤償堅 ゴ」[・こ土嚢 証譜 の 乳量坦 あ.道場壬量

委 託者が、 明示的 または黙示的 に、受託 者の信託 事務処理にっ き正当 に負担 した費用を補償す ることに同意す

る場合 がある。

旦,欝 媛財産が巽 益者に皿 ⌒ 音

通常、受託者 は、信託 事務処理上、負担 した費用 につ き、受 益者か ら個人 的に補償 を受ける権利 はな いが((1)

項参照)、 第244条 か ら第248条 に述べ られている場 合には、信託財産 から補償 を受け る権利があ る。受託者 が信

託財 産か ら補償 を受 ける権利が あるときに、その補償 を受 くべき費用 の額 を差引かずに、信託財産 を受益者 に引

渡 した場合 には、受託者 は、引渡 した財産 の限度 において、受 益者に対 し個 人的に補償 を請求す ることが できる。

しか し、受 託者 が受 益者 に信託財産 を引渡す ときに、補償の請求権 を放棄 す る旨の意思表示 をした場合 は、受益

者 か ら補償 を受 ける権利 を有 しない。第242条 注jと 比較せ よ。ま た、財産 を受領 した後に受益者 の状態が著 しく

変化 し、受 託者の補償 を認め る ことが衡平の観 念に反す るとい う場合 には、 受託者 の受益者に対す る補償 の請求

はできな くなる。

例:

2.Aは 全財産 を信 託と してBに 遺 贈 し、Cが21歳 に達 したと きに、 その財産 をCに 引渡す よう指 示

した。その財産に は事業 が含まれ てお り、遺言 によって、Bは その事業の経営 を継続す るよう指示 され

ていた。その事業 の経営上 、Bは 正当にDに 対 して責任 を負担 した。Cが21歳 にな り、Bは 信託財 産 を

Cに 引渡 したが、誤 って、Dに 対す る責任 に相 当す る額 を留 保 してお かなかった。 その後BはDに 債務
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額 を支払った・Bは ・衡平法上 の訴訟手 続に よ り・Cに 引渡 した信託財産 の額を限度 と して
.BがDに

支 払っ た額 をCに 支払 うよう請求 する ことが できる。第278条 例1と 比較せ よ。

」L趣 援 馴

受託者 が信託事務処理上負担 した債務 に対す る債 権者が・受益者 に対す る受 託者 の請求権 を差押 える権 限に関

しては、第278条 参照。

第9節 受益者の責任

第250条 受託者個人に対する受益者の責任

受益者が 、受託 者に対 し、信託事務の処理 に関係 のない責任 を負 う場合 、受託者 は、その責任 の履行 を確保 す

るための担保 権 を、信託財産上 の受益権 にっ き取得 する ことはない。但 し、受益者が 、その担保権 を受託者 に与

え ることを約 した場 合は この限 りでない。

注:

立山 適用範 囲

受益者 は、 例 えば、受益者 の受託者 に対 する不法 行為や、契約違反 などのように、 信託の管理 に関しない こと

で、受託 者個人 に対 し責任 を負 うことが ある。 この ような場合、受託者 は、 自己に対する受益者 の責任 を確保 す

るために、 受益権上に担保権 を取得す る ことはできな い。 すなわち、受託者 は、受 益者に支払 う ことが信 託上 の

義務 である金銭か ら受益者 の債務額 を控 除す る ことも、相殺す る こと もできない。受託者の権利 は、受益者 に対

す る他 の担保 権 のな い債権者の権利 よ り何 ら大 きい もの ではな い。

旦L童 蟷 に.よ重 譲渡

受益者が 、信託の管理 に関係 な く、受託者個人 に対 し責任 を負 っている場合 に、 任意にまた は強制的 に受益権

を第三者 に譲渡 した ときは、譲受人は、受託者 に対す る受益者 の債務額 を控除 する ことな くそ の受益権 を取得 す

ることが でき る。

L受 話 者によ る受 益者坐 置付

受託者 が 自己の金銭 を、信託財産 か ら返済 を受 け るという合意 なしに、受益者 に貸 付けた場合 には、受託者 は、

受益権か らその金銭の返済 を受 ける ことはできない。つ ま り受託者 は、信託財産 につ いて何 ら担 保権 を有 しない、

または受 益者に対す る請求権 につ き相殺 する特権 を有 しない。

例:

1.Aは 、信託 として100,㎜ ドルをBに 遺 贈 し、C生 存 中はCに 収益 を支払 い、C死 亡後 は、Dlこ 元

本 を引渡す よう指示 した。A死 亡 前に、CはBか ら5,㎜ ドル借 りていた。Cは 信託財産か ら生 じた収益

を受け る権原が あ り、Bは 、Cが 取得 した収益か らBに 返還 させ る権利 はない。

2.Aは 信託 として、100,㎜ ドル をEに 遺 贈 し、C生 存中 はCに 収益 を支払い、C死 亡後は、元本 を

Dに 引渡す よう指示 した。 その後BはCに 、5,㎜ ドルを貸 し、Cは 、 自己の信託財産 上の権利 か ら借 り
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た金額 を支払 うとい う合意は していない。Cは 、信託財産か ら生 じた収益 を受領す る権利があ り、Bは

Cが 取得 した収 益か らCに 返還 させる権 利はな い。

受 託者 が信託財産 か らより超過 して支払 った り、前渡 した場 合につ いては第254、255条 参照。

⊥.一堂 托煮に担揺揺 を⌒ 違

受 益者が受託者個人に対 し責任 を負 う場合に、受益者が、信託財産 か らその債務 の支払 いをなす ことを受 託者

に合意 した場合、受 託者は、信託財産 上の受益権か ら返還 を受け る権利 を有 す る。 そしてもしそ うでなけれ ば受

益 者に支払 うのが信託上の義務 となる金 額か らこれ を差引 き又は相殺 する ことが できる。 しかし、 このような合

意 は、受益者が無能力 である場合、 または、受益権 が譲渡性 を有 しない場 合には効 力がない。注e、 注f参 照 。

受 益者が信託財産か ら債務 の支払 いをなす という合意 は、文言 を もって表現 され る ことを必要 としない。例 えば

受託者が 自己 の財産か ら受益 者に前渡 した場合、 すなわち未 だ受益者 に支払 う時期 が到 来 していない信託財産か

らの支払 いを見越 して受 益者 に対 し支払 う場合、受 益者 が無能 力か受益権者が譲 渡性を有 しない ものでない限 り、

受託者 は、信託財産上 の受益 権か ら補償 を うける ことができる。

例:

3.Aは 信 託 としてBに100,㎜ ドル を巡覧善し、C生 存中 はCに 収 益 を支払い、C死 亡後は、元本 を

Dに 引渡すよ う指示 した。Cの 要請で、Bは 、収益が生 じた場合 にはBに 払戻す という了解の もとで、

信託財産か ら収益が生 じる前に、B自 身の財産か ら1,㎜ ドルをCに 前払 いした。Bは 、C生 存 中に生

じる収益か ら返還 を受 ける権 利 を有す る。

壱.受 益者の無能」」

受託者が 自己 の財産か ら例 えば未 成年者 といった無能力者 である受 益者 に前払 いした場合、受益 者が同意 して

も、受託者が なした前払 いが扶 養料 のた めでな い限 り、受託者 は信 託財産 上の受益権 か ら、 その返 還を受 け るこ

とはで きな い。

⊥L塾 者信 託

受益権が譲渡 できない性 質の もので あるとか、 債権者 が差押 えをで きな いものであ るよ うな場合、受託者の な

した前払 いが、受益 者の扶 養料 であ る場合 を除 き、受 託者 は、 自己の財産か ら受 益者に支 払 った前払いにつ き、

受益権 か ら返 還を受 け ることがで きない。第157条b号 参 照。 しか しなが らもし受 益者が無能力者で ないな らば

受託 者は、受益者個 人か ら返還 をうける ことができ るが、その権利は担保権 のない債権者の権利 と同一で ある。

菖」_堂一益 楠の蹴

受 託者が、受益者に対 し、貸付 または前払いをな し、受益権か らそ の金額 の返還 を受 けることが できる場合 に、

受益 者が任意にまたは強制的 にその権 利 を第三者に譲渡 したときは、譲受 人は、その貸付額 または前払 いした額

につ き受託者 の担保権のつ いた権利 を取得す る。受益権 の譲渡後 に、受託 者の貸付 または前払 いがな された場 合

には、受託者 がその貸付 または前払 いをなしたときに受益権 が譲渡 されて いる ことを知 らなかった場合 に限 り、

譲受人は、担保権つ きの権利 を取得す る。第226条 注cと 比較せ よ。
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第251条 信託財産に対する受益者の責任

受益者が 受託 都 対 し託 酷1謝'て 負担 する雌 が あ調 合 には賭 権は・その難 の ための担保とな る
。

注:

起 受益権.との担 保権

第 三者 が信託関係 上金銭 を支払う責任 を負 う場合 には・その責任は・その第三者 を相手 ど って受託者 によ り提

起 される訴訟手続 または受託者が通 常・当事者 とな る受益 者によ り提起 され る訴訟手続 によ って強制で きる。第

280条 ない し第282条 を参 照。その責任を負 う者が信託 の受 益者 の一人であ る場合に は・受益権 に対 して強制す る

ことがで きる。 その受益 者は、 自己の責任 を履行 しなければ、信託財産上の 自己 の持 分を受領 で きな い。 この こ

とは数人があ る財産 に対 して権利を有 して いる場 合 に、 その内の1人 がそれに参加 している と同時に、 同一財産

に対 し、出損 をなす べき義務 を負ってい る場合に、義務 を果た さなければ利益 を受 け取 る ことがで きな いとい う

一般規則の適用 である。

上.受 益権上 の担保 権はいかに強制 亘れるL立三

受益権が負担 を負 って いる場合、受益者 の責任額 を差引かなければ、受託者は、受 益権 に対応す る金額の支払

い を適法 に拒 む ことができ、また、受託者が個人財産 か らその金額 を補填 しない限 り、他 の受益者のた めに受 託

者は、その支払 いを拒む義務 を負 って いる。

C.受 益 権 の訓 櫨

受益権が担保 権つきの場合、 その担保権 は、 その受 益者に対 して だけで な く、任意 に又 は強制的 に受益権 を譲

受け た譲受人 に対 して も当該譲受人が善意有償 の取 得者で あっても強制で きる。例 えば、受益権 を譲渡 された者、

衡平法上 の執行 や別 の方法 で受益権に かかろうとす る債権者、破産 した場合 の受 託者に強制で きる。

止_⊆ 且規 則の 適用

本条で述べ られてい る規則 は、受益者が遺言者 に対 して債務 を負 っている場合(第251条 のA参 照)、 複数受 益

者の一人 が、 その信託に金銭 を支払 う ことを約 した場合(第252条 参照)、 複数受 益者の一人が、 目的外使用 その

他 の方法 によ って、信託財産 を不当 に処 分し、他 の受益者 に損害 を与 えた場合(第253条 参照)、 受託者 が複数受

益者 の一人 に対 し余 分に支払 いをな した場合(第254条 参照)、 受託者 が、受益者 に対 し信託財産 を貸付 けた り、

前渡 しをした場合(第253条 参照)、 複数受 益者 の一人が、利益 を得 る受託者 の信託違反行為 に同意 し、 または他

の受益者 に損 害 を与 える信託違反 に関与 した場合(第256条 参照)、 受 託者 が複 数受益者の一人 を兼 ねる場 合に信

託違反 をな した とき(第257条 参照)に 適 用 され る。

第251条 の2遺 言者に対する受益者の債務

遺言者が遺産を信託に供し、信託の受益者が遺言者に対して債務を負っている場合、その債務を免除する旨の

意思表示、または受益者が債務を支払わなくても受益権を享受できる旨の意思表示を遺言者がしない限り、信託

財産上の受益権は、債務額の限度で負担を負う。
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注:

旦.適 剛 ‖

遺言者が別段 の意思表示 を しない限 り、遺言者 に対 して債務 を負 う受益権 は、債務額 の限度 で負担を負 う。遺

言者 は、 たとえその権利 が譲 渡可能で も、 また、受 益者 の債権者 の差押え可能 であって も、受 益者が、 この よう

な負担な しに受益権 を享受 しうる旨の意思表示 をする ことができ る。

.1L－眼豊.煮債誕

遺 言のなか に、受益権 が、債権者 の請求 の対象 とな らない こと、また、受 益者 による譲渡 がで きない旨が定め

られ ている場合 には、受益者 が債務 を支払わな くて も、受益権 を享受できる 旨を意 図 していた もの と推 定 され る。

しか し、 この推定 は、反対 の意 思を示す証拠が ある場合 は くつ がえ される。そ こで、 例えば、遺 言者が全 財産 を

平等の割合で数人 の子 に残 したが、 その うち一人 の持分 はその子 のための浪 費者信託 として保有 されるべき 旨を

定め た場合に、 もしその子 を含 む数 人の子が遺言者 に対 して債務 を負ってい るときには、 それぞれの子 の債務額

はその持分か ら控除 され 、かつ、浪費 者信託の設定 を受 けた子 も、 自己の債務額 を控 除す る ことな しにはその遺

産の持分 を受 けることが できない、 とい う結果 になる。

第252条 受益者の一人が信託に金銭の支払いをなす契約

複数受益者 の一人が、信託財 産と して保有 され るぺ き金銭 を受託 者に支払 うことを約 しなが ら、その支払い を

怠 った ときは、その受益者 の受 益権 は、その支払責任額 のため の担 保となる。

注:

且且 受益拙論1担保 となるL樽豊

自己お よび他人 を受益者 とする信 託のた めに財産 を提供 した者 が、同じ信 託 として保有 され るべき追 加額を受

託者に支払 う契約 をしなが ら、 その支 払 いを怠 った場合、 その受益 者の受益 権 は、 自己の債務不履 行の金額 の限

度 で担保 となる。 その受益者 は、債務 を履行す るか、 その持分 か ら債務額 を控除 しなけれ ば、信 託財産 上の持 分

を享受す る ことはで きない。

例:

1.夫Aと 妻Bと の間の別 居契約で、Aは ある証券 を信 託 としてCに 交付 し、B生 存 中はBに 収益 を

支払 い、B死 亡後 はAに 元本 を引渡す よう指示 した。Aは 、1年 以 内1こ同 じ信託 のため1こ10,㎜ ドノレを

受託者 であ るCに 支払 う契約 をな した。Aは4年 間、 その支払 いをな さな かった。Bが 死亡。Bの 人 格

代表者 は、Aが 債務 を履行 すれば得 られ るべ き額 につ き、 信託財産 上 に担保権 を取得 できる。

♪_受 益鞄 調 度

受益者の債務不履行が生 じた後 に、 任意又は強制的 に受益者 が第三者 に受 益権 を譲 渡した場合、 譲受人 は、そ

の負担 を負 った権利 を取得す る こと とな る。受益者 の債務不履行 が生 ずる前に受益権 を譲渡 した場 合には、譲受

人 が対価 を払 って取得 し、か つ受益者 の契約につ いて善意 である場合 を除 き、譲受人 は、 その負担 を負 った権 利
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を取得する。

旦冑撞豊着信壼

本 条で述 べ られて いる規則 は・受瀦 に支払 う契約 を しなが ら・ その支払い をな さない受益者
の馴 儲 渡

できない とされ ている場合・ または債権者傭 求の対釦 こな らない ものであ っても適用 され る
.飢 、委託 者力f

別段 の意思表示 をしたときは、 この限 りでない。第152条 参照 。

第253条 受益者の一人による信託財産の不当な処分

複 数受益 者の一人が信託財産 を目的外使 用その他の方法で不 当に処 分 して他 の受益者 に損害 を与えた場合 には
、

その受益者 はその損害額 につ き個人的 に責 任を負い、そ の受益権 は、その責任の履行のため の担 保 となる。

注:

一旦.童 撞権力±担保 とな」5場豊

複 数受益者の一人が信託 の 目的物 を不当に処分 した場合 、その受 益者は個人的に第三者が不 当に処分 した場合

と同様の責任 を負 う。不 当な処分によ り損 害 を引 き起 こした者 の受益 権は他 の受益者 に与 えた損 害の担 保の 目的

となる。その受益者 は損害 を賠 償 し、または、 自己 の持 分か らその損害額 を控除 しなけれ ば、信託財産 上の 自己

の持 分を享受す ることはできな い。

例:

1,Aは 、 ある社 債 を信託 としてBに 遺贈 し、C生 存中はCに 収益 を支払 い、C死 亡後は元本 をDに

引渡 すよう指 示 した。Cが 、 その社債の い くつ か を盗み、それ を売却 し、売却代金 を費消 して しまった。

Bは 、Cの 生 存中、その損失額の賠償 を得 るまで、収益 を適法に保有す る ことが でき、 また、DはBに

対 してそれ を強制す ることがで きる。

2.Aは 、Bに 信託 として家屋 を遺贈 し、Cの 生存中は、賃料お よび収益 をCに 支払 い、C死 亡後 は、

その家屋 をDに 引き渡すよ う指 示 した。Cの 過 失で家屋 が被害 を受け た。BはC生 存 中、その損害 を賠

償す る額 になるまで収益 を保有す ることが でき、またDはBに それ を強制 する ことがで きる。

一工 受 益 権の 韻醗

受益者が、信託財 産を不 当に処分 した後、任意又 は強制的に信託財産上の 自己の権利 を第 三者 に譲渡 した場合

には、譲受人 は、 その負担 を負 った権利 を取得す る。

旦L浪 費 者信託

本条で述べ られている規則は、信託財産 を目的外 使用 し、その他の方法で不 当に処 分した受益権が、譲渡 でき

な いもの であった り、債 権者の請求の対象 とならない ものであ る場合 にも適用 される。但 し、委 託者が別段 の意

思表示 をしたときは この限 りで ない。第152条 参照 。

例:

3.事 実 は例1と 同 じで あるが、信託条項 に よってCの 権利 はCに よって譲渡 で きず、 また はCの 債
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権者 の請求 の対 象にな らな い ものである点 が異な る。Bは 、C生 存 中、損 害 を賠償す るまでは、収益 を

保有 でき、DはBに それを強制 することができ る。

第254条 受益者の一人に対する過払い

受託者が、複数受益者 の一人 に対 し、その受益者が享受 できない利益を信託財産 か ら支 払ったときは、その受

益者は過払い を受 けた金額 にっ いて返還の個人的責任 を負 い、その受 益権 は、 その金額 の返 還のために担 保 とな

る。ただ しそ の受益者の 事情が 非常 に変化 したため に返還 を強制 する ことが衡平 の観念 に反する場 合は この限 り

ではない。

注:

呈上_砦益権.,止の担保

受託者が、錯誤その他 の理 由によって、他の受益者 に支払 われるべ き額 が、複数受益者 の一人に支払 われた場

合、その支払 いを受け た受益者 はその支払額の返還につ いて個人 的に責任 を負 い、 その受益権 は、その支払額 の

返 還のための担保 とな る。例 えば、 もし受託者が収益 のみを享受 できる受 益者 に対 し、元本 を支 払ったな らば そ

の受益者は、支払われ た額 につき責任 を負 い、その後、 その者 に生 じた収 益か らその額 を控 除する ことがで きる。

例:

1.Aは 自己 の財産 を信 託 としてBに 遺贈 し、C生 存 中はCに 収 益 を支払 い、C死 亡 後は、Dが 生存

して いる限 りDに 収益 を支払 うよう指 示 した。Cが 死亡 した とき、受託者が誤 ってDに 支払 って しま っ

た額 で、当然Cが 受 けるべ き ものがあ った。Bは その後、 その額 をCの 代理人 に支払 った。Bは 、Dへ

の過払 い額 の返還 がなされ るまで、Dへ の収益 の支払 いを留保す る こと而 できる。

力、受益 棉燈講義

受 益者 が過 払 いを受け た後 に、任意 又は強制的に受益権 を第三者 に譲渡 した場合、譲受人 は負担 を負 った権 利

を取得す る。

エ.浪 費者 信託

本条 で述 べ られてい る規則は、過払 い を受けた受益権が、譲渡 できない ものであ った り、 自己の債権者 の請求

の対象 とな らな いものであ る場合 にも適用 される。但 し、委託者が別段の意 思表示 をした場合 は、 この限 りでな

い。第152条 参照 。

例:

2.事 実は例1と 同 じで あるが、信 託条項に よってDの 権利が譲 渡できな いもの であるとされ ていた

り、 自己の債務の支払 いとは関わ りのない もの とされて いる点が異 なる。 この結果は、例1と 同様 であ

る。

亘L」棚 の変化

受託者が錯 誤またはその他 の理 由に よ り受益 者に過 払い をした場合、その受益 者が過払 い を受け たことを知 ら
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ず、 しか も、 その受 益者に返還 され ることが、 あ らゆる条件 を考慮 しても衡平 の観念 に反 す るほ ど受益者 の事情

が変化 したときは、受 託者は、受益者個人 または信 託財産上の受益権 か ら、過払 い された額 を返還 させ る ことは

で きない。受 託者の返還請求 を認 めることが衡 平の観 念に反す るか どうかを決 める重要な事情 とは、以下 の もの

である。(1)受 益者に過払 いされ た額 を受 益者 が どう処分 したか。(2)過 払 い された金額 。(3)受 託者 の錯 誤の

性質 、過 失があ るかな いか。(4)過 払 い されてか らどの位 の時間が経過 したか。例 えば、 もし受 託者 が、 収益の

受益 者に対 して元本か ら多額 の金額 を収益 として支払 い、 自己の財産 か らの金額 を受託者 に返還 させ る ことが困

難 であ り、将来生ずべ き収益 か ら留 保する と長期間収益が得 られ ない ことにな る事情 があるな らば、受託 者は、

その返還を求 め得 ないもの とするか又は裁判所が受託者 に対 し、受 託者がその返還 を受 け得 るまで、その後に時

々その受益者 に対 して生 じた収 益の一部分 を保有す る ことを許容 す ることがで きる。

旦,_還 鎚 麹 」繊 同憂 』⌒

受託者が複数 受益者の一人に過払 いをした場合 、受 託者は過払 いを受 けた受益者 を相手 どって訴訟 を提起 でき

ると同時 に、過 払い した額 につ いて、信託財産 上の受 益権 を担保す る ことが できる。 その上、受託者は、 自か ら

他 の受益者 に賠償す るか、 または、過払 い した額 を個人的 に信託財産 に支払 う しか しない限 り、 このような訴 訟

を提起 し、 または、 この ような担保権 を実 行す る義務 を他 の受益者 に対 して負 う。 第226条 参照 。受託者 が過 失

で過払 い をな した という事実 は、受託者 がその ような訴訟 を提起す る こと.ま たは そのような担保 権を実行 す る

ことを妨げな い。 そのような ことをする ことに よ り、受託 者は、他 の受益者 に利益 を与 え、 それによって個人的

な責任 を免れ る ことになるので、受 託者 自身 も利益 を うけ ることにな る。た とえ受託 者自身が過 払額を填 補 した

場 合で も受託者 は通常、 そのよ うな訴訟 を提起す る こと、又はその ような担 保権 の実 行を妨 げ られ るもので はな

い。

しかしなが ら信 託財産 か ら受益者の うち の1人 に過払 いをな した受託者が過払 い額 を回復 し、又 は受益権 に対

して担保権 を実行 す ることは、他の受益者 に代 わって行 うことがで きるが、受託 者 自身の利益の ためにで きない

場合が2つ ある。まず第1に 、受託者が不 正の 目的を もって過払 いをなし、 かつ受託者がその過払 いを填補 し、

又 は填補 する能力があ るの で自己の財産 か ら填 補 した場 合、受託者 はそれ を受 け取 った受益者 か ら過払 い額 の返

還 を求 める、又は受益権 につ き担保権 を実 行する ことは許 され ない。 ただし受 託者が悪意で支払 った場合 で も、

過払 い額 を填 補 しな いか又 は填補す る能 力のない場合 には、他 の受益 者に代 わっ て、 その ような返還 を請 求 した

り、担 保権 を実行す る ことを妨 げ られない。第2に 、 た とえ受託者 が善意 で過 払 いをなした場 合で も、過 払 いを

うけた受益者の事情 の変更 によ って受託者が返還 を請求 し、又 は受 益権につ いて担保権の実 行 を妨げ られ ること

があ る。た だし受託 者が過 払い額 を填 補 し、又 は填補 す る能力があ る場合にか ぎる。受託者 が填補 をな さず、填

補す る能力が ない場 合には、受益者側の事情 の変更 があ っただけで は他の受益者 に代 わって返還 を請求 した り、

または担保権 を実 行する ことを妨げ るのに十分 ではない。

第255条 受益者の一人に対する信託財産の前払いまたは貸付
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受託者が信託財産であ る金銭 を受益者 に前払い、 または貸付 けた場合、その受益者 の受益 権は、前払金 または

貸付金の返還 のため に担保 となる。

注:

旦..鷺益 ま込 理責付

信託違反 であるか どうかを問わず、受託者が信託財産 を受益 者の一人に貸 付 けた場合、 その受益者は貸 付額 に

ついて個人的 に責任 を負 うだけでな く、 その受益者 の受益権 は、貸付額 の返 還 のた めに担保 となる。

例:

1.Aは 、100.㎜ ドルをBに 信託 として遺贈 し、C生 存 中はCに 収益 を支払 い、C死 亡 後は元本をD

に引渡す よう指示 した。Bは 信託財産の10,㎜ ドルをCに 貸付 けた。Cの 受益権 は、貸付金 の返 還のた

めの担保 となる。Bは 、 その貸 付金が返還 され る額 になるまで、C生 存中 の収益 をBの もとに留 保す る

ことが でき、 またDは 、Bに 対 してそれ を強制す ることができる。

2.Aは 、100,㎜ ドルをBlこ 信託 として遺贈 し、C生 存 中はClこ 収益 を支払 い、C死 亡後 は、元本を

DとEに 平等の割合 で引渡 す よう指示 した。Bは 、信託財 産10.000ド ル をDに 貸付 けた。Cが 死 亡。D

の受益権は、そ の貸付金 の返 還の ための担保 となる。Bは 、Dに 支 払われ る額か らその貸付額 を適法 に

保有 でき、EはBに 対 しそれ を強制す ることが できる。

bエー受益者へ_のL並払 い

受託者が信託財産か ら受益者 に前払 い をす る。すなわ ち、信託条項 に定 め られた時期 よ り前 に支 払いがな され

た場 合、信託財産上の受益権 は、 前払 い金の返 還のための担保 となる。

例:

3.Aは 、信託 として100,㎜ ドル を保有 し、 その金銭 を社債 に投 資 し、B生 存中はか ら年 に3,㎜ ド

ル を支払い、B死 亡後 は、 元本 と収益の残余財産 をCに 支払 うよ う指 示 され ている。Bの 希望 で、Aは

一 年間に収益か ら5 .000ド ル をBに 支払 った。Aは 、Bの た めに生 じるその後の収益の うち2,000ド ルを

留 保す る権原 を保有す る。

皇」」受益者の個人的亘 任

受 託者 が、信託財産か ら この ような貸付 または前払い を受益者 に対 して行 なった場合、別段 の合意が ない限 り、

受益権 が、 その金額 を返還す るのに十分 でない時には、受益者 は、 その貸付 または前払い金につ いて個人的 に責

任 を負う。

例:

4.Aは100,㎜ ドル を信 託として保 有 し、B生 存中はBに 収益 を支払 い、B死 亡後はCIこ 元本 を引渡

す よう指示 されて いる。Bに 収 益 を支払 った上に さらに5,㎜ ドルを収益 か らBlこ 前払 いした。Bが 死亡 。

Bの 人 格代表 者は5,000ド ルについて責 任 を負 う。

dL受 益 趣 ⊇譲渡

受益者 が信託財産 か ら貸付 または前払 い を受 けた後に、任意又は強制的に受益 権を第三者に譲渡 した場合、 譲
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受人はその貸付 また は前払 い金のための担保つ きの権利 を取得 する。受益権 を譲渡 した後 に、受 託者が受 益者に

対 し貸付 または前払 いを した ときは、受託者 がその譲渡 を知 らなか った場 合 に限 り、 譲受 人は、その担 保っ きの

権利 を保:有する ことにな る。第226条 注cと 比較せ よ。

例:

5.Aは 、100,㎜ ドル をBに 信 託と して遺 贈 し、Cが30歳 になるまでCに 収益 を支払 い、その後 は、

もしCが 生 存 して いれ ばCに 元本 を引渡 し、Cが 死亡 して いれ ば、Dに 元本 を引渡す よう指 示 した。C

が30歳 にな る前に、BはCに 対 し信託財産か ら25,000ド ル を前払 いした。Cは この受益権 をEに 譲渡 し

た。Cが30歳 に なった時、EはBに100,000ド ル要求 した 。Eは 、75,㎜ ドルに対 してのみ権原 を有 す

る。

皇」 睡飽 塑 聖 蹟

受託者が無能力者(例 、未成 年者)で あ る受益者 に信 託財産 か ら前払い をな した場 合、 その前払 いが生活 扶養

料の ため にな され たのでない限 り、その受益者 は この 前払いにつ いて個人的責任 を負 わない し、受益権 もそのた

めの担保 とな らない。そのよ うな前払い を許容 または指 示する裁判 所の権限につ いては第168条 参照 。

⊥」 良費遅日託

受益権 が、 譲渡できない ものであ るとか、債権者 の請求の対象 とならな いものであ る場 合で も、委託者が別段

の意思表 示を しない限 り、その受益権 は、信 託財産 か らな された前払 いのための担 保 とな る。第152条 参照。た と

え浪 費者信託 の受益者で も合意 を与 えて受 託者 の行 為につ き受託者 に責任 を負 わせ ることが できないという一般

規則 については第216条 注e参 照。

信 託 目的が十分に達成 され る前に受託 者が浪費者信託 の受益者 に信託財産 を譲 った場合 につ いては第342条 参照 。

第256条 受益者の一人が信託違反に同意または関与 した場合

(1)本 条(2)項、(3)項および(4)項の場合を除き、複数受益者の一人が、受託者の信託違反行為の実行に同意を

与え、その違反行為のために他の受益者に損害が晃生しても、同意を与えた受益者は、この損害にっき責任を負

わない。

(2)複 数受益者の一人が、受託者の行為が信託違反であることを知りながら、この行為の実行に同意を与え、

その違反行為のために他の受益者に損害が発生したときは、同意を与えた受益者は、その信託違反行為によって

自己が利益を得た限度において個人的に責任を負い、その受益権は、その責任のための担保となる。

(3}複 数受益者の一人が受託者の信託違反行為の実行に同意を与え、その違反行為のために他の受益者に損害

が発生した鳩合に、その受益者が、この損害に対し責任を負うことを受託者または他の受益者に対して承諾した

ときは、その損害にっき個人的に責任を負い、その受益権は、その損害額の支払いのための担保となる。

(4)複 数受益者の一人が、受託者の信託違反行為に関与し、その違反行為のために他の受益者に損害が晃生し

たときは、違反行為に関与した受益者は損害の生じた範囲で個人的に責任を負い、その受益権は、その損害額の
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支払いのた めの担保 となる。ただ し信託条項 に別 段の定めがある場合 にはこの 限 りではない。

(1)項の 注:

旦_同 意Lた 受 益者{コlj益垣 生.じない場一合

複数受益 者の一人が、受託者 による行為 が信託違反で あることを知 りなが らその実行に 同意 した とい う事実だ

けでは、その信託違反か ら生 じた他 の受 益者の損害につ いてその受益 者に責 任 を負わせ るには十 分でない。その

際 第216条 で述べ られ ている規則に従 い、その受益者みず か らが、その信託違反か ら受け た損 害について受託者

に責任を負わせ ることはできな い。受 託者の信託違反行為 の実行 に同意 した受益者が、 その違 反行為か ら利益 を

得 ることな く、 その信託違 反に よって他 の受益者 に生 じた損害について責任 を負 う旨の承諾 をす ることな く、 か

つ、その信託違反行為 に関与 していなか った場合 には、 その受益者は、そ の信託違反 によって他の受益者 に生 じ

た損害につ いて責任 を負 うことはな い。

例:

1.AはBに 信託 として100,㎜ ドル遺贈 し、C生 存 中はCに 収益 を支払 い、C死 亡後 はDに 元本 を引

渡す よう指示 した。Cの 同意 を得て、Bは10,㎜ ドル で投機 触 株を買 った。その株 の配 当は全 くなか

った。 その株 は5,㎜ ドルで売却 され た。Cは その損 失につ いて責任 を負わず、 その損失額 がCに 支払わ

れ る収益か ら控 除 され ることはな い。

2.Aは 、C、D、Eを 平等 の割合 で受益 者 とした信託 として30.㎜ ドルをBに 遺 贈 した。BがCに

6.㎜ ドルをある株に投資す る旨を伝 えた。Cは 、その株が投機的 な ものである ことを知 って いた。株

価 が下 がった。C、D、Eは 、信 託財産 か らそれぞれ8,㎜ ドル について権原鮪 す る。Cは 、 同意 し

たので、 自己の2,㎜ ドルの損失分 をBに 肌 て個人的 に請求 できないガf、D、Eの4、 ㎜ ト'ルの撒 分

をCの 持分か ら控除す ること も、Cが この損失分 につ き個人 的に責 任 を負 うこともな い。

3.AはBに 信託 として10,㎜ ドル遺 贈 し、C生 存 中はCに 収益 を支払 い、C死 亡後 は元本 をDとE

に平等 に分配す るよ う指示 した。BはDに 信託財産 を株 に投 資す る ことを告 げ、Dは その株 への投 資が

投機的 なもの である ことを知 ってお り、 かっ、 その投資 が信託違 反に なることを知 りなが ら同意を与 え

た。 その後 ま もな くCが 死亡 し、Bは そ の株 を6.㎜ ドルで売 却 した。DとEは それぞれ3,㎜ ドル につ

いて権原 を有 する。Dは 、同意 を与 えたことに より、BI謝 してD自 身 の損失 である2,㎜ ドノレにっ き

個人 的責任を問 うことはで きな いが、Eの 損失 分 につ いて、Dの 持分 か ら控 除 され る ことはない し、D

個 人がその損失につ いて責任 を負 うこと もない。

(2)項 の注:

一∪_画 意を虹二繊 益者岨 幽 翻 登

信託違反 であ ることを知 って同意 を 与えた受益者が、 それによって利益 を得た場合 は、 その受益者 は信 託違反

によ って生 じた他の受益者 の損失 につ いて責任 を負 い、 その受益者 の受益権 は、損失 の返還 のための担保 とな る。

例 えば収益の受益者が、受 託者が大 きな収益 をあげ るために信託違 反 となる投 機的 な証券 に投資 す ることを知 り

なが ら、 その投資 に合意 を与え、大 きな収益が支払わ れたが、損失 をこうむ って売却 され た場 合、収益の受益者
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は・ その搬 を填補 するため・信託投資 の場 合におけ る通常の収益率 以上 に蜘
・を受けた収

を負 い、 この額は後 日、受益者 に生 じる収 益か ら控除 され ることとなる。

例:

益額について責任

Aは 信託 としてBに100・ ㎜ ドル遺 貝善し・C生 存 中はClこ 収益 を支払 い・C死 亡後 は元本 をDI議 す

よ う指 示 した。Cの 同意 を得 て・Bは ・10・㎜ ドル で投機 的な株 を購入 した。Cは これ が信託違 反であ

る ことを知っていた。Bは この株 か ら通常の収益率以上 の1.㎜ ドルの配 当を受領 し、Cに 支払 った。

この株は5,㎜ ドルで売却 された。Cは1,㎜ ドル につ いて責 任を釦 ・、 この金額 はCに 支払わ れるべ き

信託の収益か ら控除 され うる。

c.複 数受益者の一人が、信託違反 である ことを知 らず に受託者 の行為 に同意 した場合、 その行為 に同意 しなか

った場 合 と同様に信託違反か ら生 じた損 失にっ いて他 の受益者 に対 し責任 を負 う こと もない し、 その損 失 を賠償

するためにその受益者の受益権 が担保 とされ ることもない。但 し、 その信 託違反 によって、 同意 を与えた受益者

に過 払いがな された り(第254条 参 照)、 その者に貸付 または前払 いがな された とき(第255条 参照)は 、 この限 り

でない。受託者があ る証券 に投資 する ことを希望す るか受益者 の一人 に問い、受益者 が、 その投 資が信 託違反で

ある ことを知 らずに同意 した場合、 同意 した受益者が、 その信託違反 の結果 として利益 を得 た として も、その投

資に よって他の受益者 につ き生 じた損 失の責任 を負れ ない。

例:

5.Aは 、信託 と してBに100.㎜ ドル遺贈 し、C生 存 中はCに 収益 を支払 い、C死 亡後 は元本 をD

に引渡す よう指示 した。信 託条項に よって、Bに は株 に投資 する権限が与 え られてい る。BはCに 信託

財産の一部 をX会 社 の株 に投資す るこれ を告 げ、Cは これに同意 した。Cは 、その株が投機 的な もので

あ り、 そのような株 の購入が信託違反 になる ことを知 らなか った。 その後2年 間は、X会 社 は10%の 配

当 を出し、その配 当金 はCに 支払われた。X会 社 は倒産 し、株の売却 で損 失を受 けた。Cは その損失 に

つ いて責任 はな く、 したが って損失額がCに 支 払われるべ き信託の収益か ら控 除 される ことはな い。例

5で 述べ られ た状況 において受託者が、受 け取 った配 当が、信託違反 において過大 に生 じた収 益であ っ

ても、受託者 にお いて収益の受益者 に正 当に支 払われる。 しか しなが ら、 その投資 が減耗 的な ものであ

る場合、得 た収入 は部 分的に元本 に配分 され るべ きものであ るか ら(第239条 参 照)、 収益受益 者 に対す

る支払 いは過払 いであ り、た とえ過払 いである ことを知 らなか った として も、 第254条 に述 べた規則に

従 って責任 を負 う。

(3}項 の注:

⊇ 一益者左側 慣{旦壼違堂 堂L起墨金

複数受益者 の一人が信 託違 反の実行に 同意 し、 かつ、 その信託違反か ら損害 が生 じた時には受託者の責任 を免

除す る旨の合意 をした場 合、損 害が生 じたときには、 その受益者 は、信託財産上 の 自己の権利に生 じた損害の責

任 を受託者 に負 わせ る ことがで きな いばか りでな く(第216条 参 照)、 他の受益者 の損害につ いて個人的に責任 を

負 い、受益権 は、 その損害 のための担保 となる。
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例1

6.Aは 、C、D、Eを 平 等の割合の受益者 とする信託 として15,㎜ ドルをBに 遣‖目した。CはBを

そそのか し、信託 の投資 と して適法 でな い証券 に、7.㎜ ドルを投 資 させ、Bの 他の受益者 への責任 を

免 除す ることに 同意 した。 その証券は、無 価値 となった。信 託終了 時に、Bは 、不足 を補 うために 自己

の財 産か ら2,㎜ ドル を使 って、DとEに それぞれ5.㎜ ドルを支払 った。Cは 自己の持分の損失 をBに

請 求で きな いばか りでな く、2.㎜ ドルについてBに 対 し責任 を負 う。

(4)項 の 注:

旦_L受 益者一塑」五』量違 一に 一し]±」赴査

受益者が単 に受 託者に よる信託違反 の行為 に同意す るだ けでな く信託違反 に関与 した場合 、その受益者 は信 託

違反 に関与 した第 三者 が責任 を負 うの と同様 に信託違反 に よって生 じた損害 につ き、他 の受 益者に対 して責任 を

負 う。 第326条 参照 。信託違反に関与 した受益者が、 その ような関与 につ き責任 を負 うだけでな く、その者 の受

益者 も他 の受益者 に負 わ された損失の額 につ き、担保 され る。信託違反 に関与 した受益者 は 自己が関与 した信 託

違反 によ り生 じた損失 を填 補 しなけれ ば信託財産上 の自己の持分を受 け取 ることはできない。

信託違反 の実行 の同意 に加 えて、受益者 のいか なる行 為が信託違 反への関与 となるかは、程度 の問題 で ある。

受益者が信託違反 に関与 したか どうか を決定す る重要 な要 素は、以下 の もので ある。(1)受 益者 自ら信 託違反 を

構成す る行為 をしたか どうか。(2)受 益者が受託者 を買収 して、信託違反 をさせ たか どうか。(3)受 益 者が受託

者 を強迫 したかどうか。(4)そ の他の方法 で受益者が受 託者をそそのか して信託違反 をさせ たか どうか。(5)受

益者が、信託違反 によって自分は利益 を得 るだ ろうが、他 の受益 者はおそ らく損害 を被 るであろう ことを知 って

いたか どうか。

例:

7.Aは 、C、D、Eを 平等 の割合の受益者 とする信託 と して、Bに30,000ド ル遺贈 した。Cは 、B

をそそのか して、投機 的である ことを知って いる証券 に5.㎜ ドル を投 資 させた。その証券 は無価値 と

なった。DとEは それ ぞれ10,㎜ ドルずっ権原が あるが、Cは 、信託財 産の5,㎜ ドルにっ いてのみ 権原

を有す る。

8.Aは 、信託 としてBに10,㎜ ドル遺 贈 し、C生 存中 はCに 収益 を支払い、C死 亡後は、元本 をD

とEに 平等 の割合 で分配す るよ う指示 した。DはBを そ その かして、投 機的である ことを知 っている株

に信 託財産 を投資 させ た。 その後 ま もな くC死 亡。Bは その株 を6,000ド ルで売 却 した。Eは 、その売却

代金 の5,㎜ ドルに対 し願 鮪 し、Dは1,㎜ ドル しか権原がな い。

L浪 費 者f誼}

本条で述べ られている規則 は、委 託者が別段 の意思表示 をしない限 り、信託違反 に関与 した受 益者の権利が譲

渡 で きな いものであった り、 債権者の請求の対象 とな らない ものであ って も適 用 され る。第257条 注fと 比 較せ よ。
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第257条 受託者 を兼ねる受益者の責任負担の範囲

受託者 が複数受益者の一人 を兼ね る場合 に、その受託者が信託 違反 をな した ときは、他の受益者 は受益者 に対

する信託 違反にっいての請求 に閲 し、受託 者の受益権を担保 とす ることがで きる。但 し、委託者が別段の意思 を

表示 した ときは、この限 りでない。

注:

旦.一受託 者が最初 か」≡L受益置童』匡越 堀 合と、.撰{こ童益 者」≧虫L萱璽 宣

本条 で述 べ られている規 則は、受託者 が信託 の当初か ら受益者 の一人で あった場 合だけでな く、信託 設定後 に

受益権 を取得 した場合 に も適 用 され る。

例:

1.Aは 、BとCに 信託 として100,㎜ ドル遺贈 し、B生 存中はBに 収益 を支払 い、B死 亡後 は、元本

をDに 支払 うよう指 示 した。Bが 違法 な投資 をして101000ド ルの損害 を受 けた。Bは 、その損 害の賠償

をす るまで、収益 を受領 す る権利がな い。

2.Aは 、100,㎜ ドルを信託 としてBとCに 遺贈 し、D生 存中はDに 収益 を支払 い、D死 亡後 はBに

元本 を支払 うよう指示 した。Bが 違法な投資 をして収益 に被 害を与 えた。Dが 死亡、Bは 、Dの 遺 産に

対 し、収益の損失分 を補填 するに至るま では、 元本 を受領 する権利 を有 しな い。

3.Aは 、B、C、Dを 平 等な割合の受益者 とす る信託 としてBに30,000ド ル遺贈 した。Bは 信託財

産 の5,000ド ル を目的外使用 した。C、Dは それぞれ10,000ド ルず つ権利 を有す るが、Bは 、信託財産

の5,000ド ル しか権利が ない。

4.Aは 、C、D、Eを 平等 な害ll合の受益 者 とする信託 としてBに30,㎜ ドル を遺‖冒した。BはEの

権 利を買取 った。Bは 信託財産 の5,㎜ ドルを 目的外 使用 した。CとDは 、それぞれ信託財産 の10,㎜

ドルずっ権利 があるが、Bは5,㎜ ドルについてだけ権 利を有す る。

皇._受 益者 が受託者1日 置担て一巳.る蝸一合の債権者

受託者 を兼ね る受益者 の債権 者は、その受益者 が有す るよ りも有利 な地 位に立 つ ことは な く、債権者 がその受

益者の有す る受益権 を差押 える訴訟 を し、債権の満足 をはかるとして も、他 の受益者 の担保権 は強制可能 である。

立_受1托 継 ㎜ る受益者]空輸 」里箇託 違反罎蝿 璽

受託者 を兼ね る受益者 の持分 に対 す る受益者の担保権 は、受託者 が信託設定 当初か ら受益者 を兼ね ていて も、

設 定後に受益権が与 えられ た場合 で も、 信託違反の後に その受託者 によって行 なわれ た受益権 の譲渡 によって影

響 を受け ることはない。

例:

5.Aは 、B、C、Dを 平等 な害恰 の受益者 とする信託 として、Bに30,㎜ ドル遺贈 した。Bは 、信

託財 産の5,㎜ ドル を目的外使用 した。Bは 、 その 目的外 使用 を知 らないEに 自己の酬 を譲渡 した。

CとDは それ ぞれ信 託財産の10,㎜ ドルに対 して権原 を有 し、Eは5,㎜ ドルにつ いてのみ権 利 を有す
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る。

6.Aは 、C、D、Eを 平等な割合の受益 者 とする信託 として、Bに30,㎜ ドル遺贈 した。Eは 、 自

己の権利 をBに 譲渡 した。Bは 信託財産の5,000ド ル を目的外使用。Bは 、 自己の受益権 をBの 目的外

使用 を知 らないFに 譲渡 した。CとDは 、 それぞれ信託財産 の10,㎜ ドル1こ対 して権利 を有す るが 、F

は51㎜ ドルについてだけ権利 を有す る。

」...」il腫設旗一鯉 口三.{継 当⊇ ⊇ 齪'豆 撒郵壁上_億轟幽 ‖」凶 一き虫▲.譲皿

受 託者に信託設定時 に受 益権が与え られ た場合に は、 受託者兼受 益者の持分に対 する他 の受益者 の担保権 は、

受 託者に よる自己の受益権 の譲渡に よって、それが信 託違 反の前にな された場合 で も、影響 を受け ない。

例:

7.Aは 、B、C、Dを 平等な割 合の受益者 とす る信 託 としてBに30,000ド ル を遺贈 した。Bは 、 自己の受益

権 をEに 譲渡 した。 その後 、Bは 信託財 産 の5,000ド ルを 目的外使用 した。CとDは 、 それぞれ、信託財産 の10,

㎜ ドルにつ いて権原 を有 するが、Eは 、5,㎜ ドル についてだけ権 利 を有す る。

」≡⊥.{a暮 鐘定鋒些 受 益描幽 した』董起 轟韮堂 益蜜+が、量甚違 垣壁劃1にモの横刮亙 鍛拠]㎏止 掛 金

受 託者が信託設定後 に受 益権 を取 得 し、 これ を信託違 反の前に譲渡 した場合に は、他 の受 益者は譲渡 され た権

利 につ き担保権 を主張 する ことはで きな い。

例:

8.Aは 、C、D、Eを 平等の割合の受益者 とする信託 としとBlこ30,㎜ ドル追 贈 した。Cは 、 自己

の権利 をBに 譲 渡 し、Bは これ をFに 譲渡 した。Bは 信託財産の5,㎜ ドルを 目的外使 用 した。D、E、

Fは 、残 りの25,000ド ルの3分 の1ず つにつ き権利を有す る。'

」エ.浪費新 繭 茸

本 条で述 べ られて いる規 則は、委 託者が別段の意思表 示を しない限 り、受託者兼受益者 の権利 が譲渡で きない

ものであった り、債権者 の請求の対 象 とされない もの である場 合で も適用 され る。第152条 参 照。受 託者兼 受益者

の通 常の債権者 は、 その受 益権 を差押 え、 自己の請求 の満 足に供 す ることはで きないが、他 の受 益者に受託者兼

受益 者が信託違反に よって生 じた責 任 を填補す るた め、 この者 の受 益権 を差押 える ことが できる。 ただ し委託者

が別 段の意思表示 をした場 合には、 この限 りではな い。 この規則 は制定法上の浪費者 信託 に も適 用 され る。

しか しなが ら、委託者 が、受託者兼 受益者の権利 は、信託違反 に よる他の受益者 の損害 の賠償 をす るため に差

押 え られ ることはな いとい う意思 を表 示 した場合に は、差 押えで きな い。他の受益者 に受益権 を与 えた委託者 は、

受 託者兼 受益者 によってな された信 託違反 を填補す るために、 その者 の受益権にか かってい くことを他の受益者

に対 して否定す る ことによ り、その著たちの権利 を限定 する ことがで きる。 この ことは公序 良俗に より通常 の債

権者 が受 益権に かか ってい くの を妨 げてい る州にお いて もそ うであ る。委託者が そのような意思 を表 示 した かど

うか という問題 につ いては、 さま ざまな要 因が関連 して くる。例 えば信託違反の性質 が故意 なのか過失なの か、

委 託者 と受託者兼受益者 の関係 といった要 因があ る。 あ らゆる事情 に照 らして委託者 が、通常 の債権者の請求 か

らだけでな く、信託違反 によ る他の受益者の請求か らも受 託者兼受 益者 を守 りたか ったか どうかが問題であ る。
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信託条卿 こよる・受託者 の信縫 反の責任 の免 除については・ 勉2鯵 照 ・受瀦 兼 受儲 は
、 その者の受益

権 を差押 える ことを主張 できな いだけで な く・信 託違反 につき・ 個人的な責任 を問 うこと もできない。

第10節 共同受託者間の求償関係

第258条 共同受託者か らの求償

(1)本 条(2)項 の場合 を除き、二人の共 同受託者 が受益者 に対 し信託違 反の 責任 を負う場合 には、各 受託 者は、

互い に他 の受託者 に対 し求償 をする権利が ある。但 し、次の場合 は この限 りで ない。

(a)受 託者 の一人が他 の受託者に比べ て過失 の程度が 大きい場合 、その受託者 は他 の受託者 に対 し求償 す る

こ とがで きない。これに反 し他 の受託者 はその受託 者に対 し求償 をすることができる。

侮)受 託 者の一 人が信託 違反に より利益 を受 けた ときは、他 の受託者 はそ の利 益の範囲内において、その受

託者 に求償 をするこ とがで きる。それ以 外の範 囲の責任 にっいて は、受託者 の過失の程度が 同等であ る

限 り、互 いに求償 をす る権利が ある。

(2)不 正の利益を得 る目的で信託違反 をな した受託 者は、共 同受託者に対 し求 償をする権利を有 しない。

注:

旦二趣椎茸 任]を.意う毘 記者

複数の受託者が共同で信託違反 をな した場 合、または、複数受託者 の一 人が信託違反 をな した場合、 それ らの

受 託者は、連 帯 して信 託違 反の責任 を負 う。

(1)項 の注:

h口 肇⌒ 荒 の程度 が肘笠壁蜀豊

:二人の受託者が信 託違 反に関与 した場 合、通常 は、信託違反の賠償 をな した どち らか一方の受託者が、彼の支

払 った2分 の1に ついて他の受託者 に求 償する ことがで きる。

例:

1.AとBは 、Cの ための受 託者であ る。彼 らは共同 して、適法 でな い信託投資であ る証券 を購入 し

して信託違反 をな し、 その証券 は後1こ1,㎜ ドルの損失 を受け て売却 された。AがC}こ1,㎜ ドル支払 っ

た。AはBか ら500ド ル の返還 を受け る権利を有す る。

2.事 実は例1と 同 じであ るが、信託違反 に関与 した受託者が4名 であ った点 は異 なる。Aは 、各 受

託者に対 し250ド ルの返還 を請求で きる。

玉」.一注bに 述べてい る事実 のもとでは、あ る受託者が現実に支払 った信託違 反の賠償額につ き求償 をす ることが

で きるだけ でな く、共同受託 者に対 し、信託違反の賠償額 につ き彼 の責任額 を支払 うよう強制す る ことができ る。

例:

3.AとBは 、Cの ための受託者であ る。信託違反 をなして、彼 らは信託財産 の一一部 である家屋 に保

険 をか ける ことを怠 った。 その家屋は火災 で損害 を被 った。Aは 損害額の半分 を支払 った。AはBに 対
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し、残 り半分 を支払 うよう強制で きる。

旦,エ」受託置 唖過失の程度 が同等エ返 巳遺 金

信託違反が なされ た ときに、二人の受託者の うちの一人 の過 失の方がは るかに大 きい場合、 その信託違 反 につ

いて双方が責任 を負 うが、 その損失は、究極的には過失 の大 きい受託者が もたらした もの である。それゆ え、 そ

の者が信託違反 の損害 を賠償 した場合、その者は他の受託 者に分担 額 を請求 した場合 には、過失 の大き い受託者

に対 し求償 をす ることがで きる。

一人の受託者 が実質上過 失の割合が大 きいと決定す る要素 は以下 の ものが考 えられ る。(1)彼 が他 の受 託者 を

欺 して信託違反 に参加 させ た。(2)彼 が故意に信託違反 を犯 し、他 の受託者 は過失に よる。(3)彼 の経験 が豊富

で他の受託者 をコ ン トロールで きる。例 えば一人が弁護士 で、他 の者は実務経験が な く、弁護士 の判断 を信 じる

ことを常 としている。(4)彼 が単独 で信託違反 を実行 し、 他の者は関 しの注意義務違反、 もし くは差 止の注意義

務を怠 った。244条 参 照。

例:

4.AとBは 、Cの ための受託者であ る。BはAに 信 託の単独管理 を認 めた。Aは 適法 な投 資でな い証

券 を購入 した。Bは これ を知 らず、あ るいはその購入に同意 しなか った。 その証券 は1,㎜ ドルの損失

を受 けて売却 された。Aが その損害 を賠償 した場 合には、Bか ら何 らかの返還 を受 ける権利 はな い。B

が その損害 を賠償 した ときに は、Aか ら1,000ド ルの返還 を受け ることができる。

旦L.し か し、一 人の受 託者が他の受託者 よ りも過失が 多か った とか、信託違反 の実行 によ り多 く関与 して いた と

いう事実 だけでは、 分担 額の請求が できない程 の過失 があ るとは いえない。

信託違反 に加 わ らなか った という事実 だけで は信託義務 違反がな いという ことはいえない。

1、 一ム皿 受託者 が利益 を得 た星合

二人の受 託者 の うちの一人が、信託違反 か ら利益 を得 た場合は、他 の受託者 はその利益 の範 囲で彼に対 し求償

をす ることができる。

例:

5.AとBは 、Cの ための受託者 である。Bは 違法 に も信託の管理 をAに まかせ た。Aは 信託財産 の

1,000ド ルを着服 した。Aが 損害 の賠償 した場 合には、Bか ら何 らかの返還 をうける ことはで きない。

Bが その損 害 を賠償 したときには、Aか ら1,㎜ ドルの返還 をうける ことができる。

6.AとBは 、Cの ための受託者 である。Aは 信託財産の1,㎜ ドルを着服 した。Bは その後Aの 着

服 を知 ったが,Aか ら返還 を受 けることをしなか った。Bは その損害 の賠償 を強制 された。BはAか ら

L㎜ ドルの返 還 を受 ける権利 を有す る。

7.AとBは 、Cの ための受託者 である。AとBは 共同 してA個 人 か ら10,㎜ ドルで 甲地 を買 った。

その際、受 益者 をだますつ もりはなか った。甲地 は購入の とき8,000ド ルの価値 であ り、その後8,000

ドルで売却 された。AとBは 、連帯 して2,000ド ルにつ いて責任 を負 う。AはBに 対 して求償 をす る こ

とはで きないが、BはAに 対 し求償 をす る ことがで きる。
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8.AとBは 、Cの ための受託者 である。AとBは 共 同 して,Aに 権利 のない特 別報酬を支払 った。

AとB双 方 は、受益 者に対 して責任 を有 するが、AはBに 対 し求償 をする ことができない。一 方、Bは

Aに 対 し求償 をす る ことがで きる。

(2)項 の注:

曲 刮益 壷鋼玉一目　 論 幽 瓦

不正の利益 を得る 目的で信託違反 をな した受託者は、その共同受託者に対 し求償 をす ることは できな い。

第11節 信託事務処理に関する裁判所の指示 と計算の承認

第259条 裁判所に対する指示の要請

受託者 は信託事務の処理 に関 し、受託 者 と しての義務 または権 限について疑義 が生 じたときは、裁判所 に指 示

を求 めることができる。

注:

」1,.童』玉藍」三」、.一裁判 所の組2]ξを'め 墨描 撰が軒畳L糧食

受託者は、信託証書の解釈、受託者 の義務および権限、誰が受益者 なの か、 受益権の性質 および範囲、元本 と

収益の分配、収益 を受け る者 または信 託終了時に信託財産 を受け る者 は誰 か等 の事項 に関 し、裁判所の指示 を求

め る ことが できる。

裁判所 の指 示 を求 めるための費用は信託財産か ら支 払い うる。但 し、申立が 明 らかに無 用な ものでが費用を償

還 するのが不適 当な時 は この限 りでは ない。

旦L斑 晶鋤 元疏野肛所轄≡」}肛丞.を皐め 蔓 こと一由三で童堅 い顯.琶

受託者が、彼の権 限や義務につ いて相 当な疑義 がない限 り、その権限や義務 につ いて裁判所の指示 を求 めるこ

とができな い。

c.裁 判所 は、将来生ず ることがあ りえな い疑義、 または将来生ず る可能性 はあ るが、現在 まだ生 じていない疑

義につ いて は、指示 を与 える ことはな い。例 えば、信託財産の利益 分配の時期が到来 する前に、 その分 配につい

て受託者 に指 示を与 える ことはない。

d.受 託者 の裁量にまか されている事項 に関しては、通常、裁判 所が受託者に対 し裁量の実現 の仕 方を指 示す る

こ とはない。

旦._、指丞 壁効』}

受 益者 が受託者の信託違反責任 を追及 す るのを阻却す る裁判 所の指示の効果 に関 しては、既判事項お よび訴訟

手続に関す る法律の一部で あ り、本 リステ イ トメ ン トの範囲外 で ある。第220条 参照。

f.前 麟 澱

信託条項 か らの逸脱の許可 または指 示 をす る裁判所 の権限 に関 しては第167条 参照。
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【第7章 】

第260条 計算の承認

受託 者は、裁判所 に対 し、事務処理の計算にっき検査 を為 し、かっ、 これ を承認す ることを求め ることが でき

る。

注:

a.信 託の事務 処理 の計算 書 を管理 ・報告 する受託者 の義務につ いては、第172条 参照 。

b.受 益者が受 託者 の信託違反責任 を追及 するのを阻 却す るような、裁判所 による受 託者 の計算書 の承認 につ い

ては、既判事項 および訴訟手続 きに関す る法律 の一部 で あ り、本 リステ イ トメ ン トの範 囲外であ る。第220条 参 照。
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